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り同意することをいう。 

17.協議 

協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者または監督員と受注者が対等の立

場で合議し、結論を得ることをいう。 

18.提出 

提出とは、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員に対し工事に係わる書面またはその

他の資料を説明し、差し出すことをいう。 

19.提示 

提示とは、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員または検査員に対し工事に係わる書

面またはその他の資料を示し、説明することをいう。 

20.報告 

報告とは、受注者が監督員に対し、工事の状況または結果について書面により知らせることを

いう。 

21.通知 

通知とは、発注者または監督員と受注者または現場代理人の間で、工事の施工に関する事項に

ついて、書面により互いに知らせることをいう。 

22.連絡 

連絡とは、監督員と受注者または現場代理人の間で、契約書第18条に該当しない事項または緊

急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどにより互いに知らせること

をいう。 

なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。 

23.納品 

納品とは、受注者が監督員に工事完成時に成果品を納めることをいう。 

24.電子納品 

電子納品とは、電子成果品を納品することをいう。 

25.情報共有システム 

情報共有システムとは、監督員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業

務効率化を実現するシステムのことをいう。 

なお、本システムを用いて作成及び提出等を行った工事帳票については、別途紙に出力して提

出しないものとする。 

26.書面 

書面とは、工事打合せ簿等の工事帳票をいい、情報共有システムを用いて作成され、指示、承

諾、協議、提出、報告、通知が行われたものを有効とする。ただし、やむを得ず、情報共有シス

テムを用いない場合は、発行年月日を記載し、記名（署名または押印を含む）したものも有効と

する。 

27.工事写真 

工事写真とは、工事着手前及び工事完成、また、施工管理の手段として各工事の施工段階及び

工事完成後目視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を写

真管理基準に基づき撮影したものをいう。 

なお、デジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、「デジタル工事写真の小黒板情報

電子化について」（三重県HP「CALS/EC」を参照）に基づき実施しなければならない。 
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28.工事帳票 

工事帳票とは、施工計画書、工事打合せ簿、品質管理資料、出来形管理資料等の定型様式の資

料、及び工事打合せ簿等に添付して提出される非定型の資料をいう。 

29.工事書類 

工事書類とは、工事写真及び工事帳票をいう。 

30.契約関係書類 

契約関係書類とは、契約書第9条第5項の定めにより監督員を経由して受注者から発注者へ、ま

たは受注者へ提出される書類をいう。 

31.工事管理台帳 

工事管理台帳とは、設計図書に従って工事目的物の完成状態を記録した台帳をいう。工事管理

台帳は、工事目的物の諸元をとりまとめた施設管理台帳と工事目的物の品質記録をとりまとめた

品質記録台帳をいう。 

32.工事完成図書 

工事完成図書とは、工事完成時に納品する成果品をいう。 

33.電子成果品 

電子成果品とは、電子的手段によって発注者に納品する成果品となる電子データをいう。 

34.工事関係書類 

工事関係書類とは、契約図書、契約関係書類、工事書類、及び工事完成図書をいう。 

35.確認 

確認とは、契約図書に示された事項について、監督員、検査員または受注者が臨場もしくは関

係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。 

36.立会 

立会とは、契約図書に示された項目について、監督員が臨場により、その内容について契約図

書との適合を確かめることをいう。 

37.段階確認 

段階確認とは、設計図書に示された施工段階において、監督員が臨場等により、出来形、品質、

規格、数値等を確認することをいう。 

38.未制定 

39.工事検査 

工事検査とは、三重県建設工事工事検査規則（昭和40年11月5日三重県規則第81号）第3条に基

づく検査をいう。 

（1）完成検査 

完成検査とは、検査員が契約書第31条に基づいて給付の完了の確認を行うことをいう。 

（2）出来高検査 

出来高検査とは、契約書第37条、第38条に基づいて給付の完了の確認を行うことをいう。 

（3）中間検査 

中間検査とは、検査員が三重県建設工事検査規則第25条に基づき行うものをいい、請負代金の

支払いを伴うものではない。 

40.検査員 

検査員とは、契約書第31条第2項の規定に基づき、工事検査を行うために発注者が定めた者を

いう。 
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41.同等以上の品質

同等以上の品質とは、特記仕様書で指定する品質または特記仕様書に指定がない場合、監督員

が承諾する試験機関の品質確認を得た品質または、監督員の承諾した品質をいう。 

なお、試験機関において品質を確かめるために必要となる費用は、受注者の負担とする。 

42.工期

工期とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び後片付け期間を含めた始

期日から終期日までの期間をいう。 

43.工事開始日

工事開始日とは、工期の始期日または設計図書において規定する始期日をいう。

44.工事着手

工事着手とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事（現場事務所等の設置または測

量をいう。）、詳細設計付工事における詳細設計または工場製作を含む工事における工場製作工

のいずれかに着手することをいう。 

45.準備期間

準備期間とは、工事開始日から本体工事または仮設工事の着手までの期間をいう。

46.工事

工事とは、本体工事及び仮設工事、またはそれらの一部をいう。

47.本体工事

本体工事とは、設計図書に従って、工事目的物を施工するための工事をいう。

48.仮設工事

仮設工事とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要とされるものをいう。

49.工事区域

工事区域とは、工事用地、その他設計図書で定める土地または水面の区域をいう。

50.現場

現場とは、工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所及び設計図書で明確に指定される

場所をいう。 

51.SI

SIとは、国際単位系をいう。

52.現場発生品

現場発生品とは、工事の施工により現場において副次的に生じたもので、その所有権は発注者

に帰属する。 

53.JIS規格

JIS規格とは、日本産業規格をいう。

54.受理

受理とは、契約図書に基づき、受注者、監督員が相互に提出された書面を受け取り、内容を把

握することをいう。 

55.工事費積算参考資料

設計図書の他に交付する「工事費積算参考資料」とは、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な

見積に資するための資料であり、契約書第1条でいう設計図書ではない。従って、｢工事費積算参

考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十

分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、
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1-1-1-3 設計図書の照査等

1.図面原図の貸与

受注者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図若しくは電子デー

タを貸与することができる。ただし、共通仕様書等市販・公開されているものについては、受注

者が備えなければならない。 

2.設計図書の照査(1)

受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第18条第1項第1号から第5

号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資

料を提出し、確認を求めなければならない。 

なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むもの

とする。また、受注者は、監督員から更に詳細な説明または資料の追加の要求があった場合は従

わなければならない。 

ただし、設計図書の照査範囲を超える資料の作成については、契約書第19条によるものとし、

監督員からの指示によるものとする。 

3.契約図書等の使用制限

受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を監督員の承

諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない。 

4.設計図書の照査(2)

受注者は、第2項による設計図書の照査の実施において契約書第18条第1項第1号から第5号に該

当する事実がない場合についても、その旨を監督員に報告すること。なお、監督員の請求があっ

た場合は、照査の実施が確認できる資料を提示すること。 

5.三重県設計変更ガイドライン

｢三重県設計変更ガイドライン」に基づき照査を実施するものとする。 

6.「工事監理連絡会」の対象工事

設計図書において、「工事監理連絡会」の対象工事である場合は、設計図書の照査を完了した

後、受発注者の協議により「工事監理連絡会」を実施するか否かを決定する。 

1-1-1-4 施工計画書

1.一般事項

受注者は、工事着手前又は施工方法が確定した時期に工事目的物を完成するために必要な手順

や工法等についての施工計画書を監督員に提出しなければならない。 

受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工にあたらなければならない。 

この場合、受注者は、施工計画書に以下の事項について記載しなければならない。また、監督

受注者の責任において定めるものとする。 

なお、「工事費積算参考資料」の有効期限は、本工事の入札（見積）日までとする。 

56.監督員（2）

監督員とは、第1項とともに、必要に応じて発注者が配置する補助監督員を含むものとする。

57.補助監督員

本仕様で規定されている補助監督員とは、1-1-1-6監督員第4項に示す補助監督員の業務を行う

者をいう。 
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員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。ただし、受注者は維持

工事等簡易な工事においては監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。 

（1）工事概要 

（2）計画工程表 

（3）現場組織表 

（4）指定機械 

（5）主要船舶・機械 

（6）主要資材 

（7）施工方法（主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む） 

（8）施工管理計画 

（9）安全管理 

（10）緊急時の体制及び対応 

（11）交通管理 

（12）環境対策 

（13）現場作業環境の整備 

（14）再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 

（15）その他 

2.変更施工計画書 

受注者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合（工期や数量等の軽微な変更は除く）

には、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を監督員に

提出しなければならない。 

3.詳細施工計画書 

受注者は、施工計画書を提出した際、監督員が指示した事項について、さらに詳細な施工計画

書を提出しなければならない。 

4.ヒアリング 

受注者は、施工計画書（変更施工計画書を含む）の提出に際して、その内容（変更施工計画書

の場合は変更部分についての内容）のヒアリングを監督員から求められたときは応じなければな

らない。 

5.技術提案の記載 

総合評価落札方式を適用して入札手続きを行った工事を受注した受注者は、技術提案書のすべ

ての提案に基づく施工方法等を施工計画書に記載しなければならない。 

 

1-1-1-5 コリンズ（CORINS）への登録 

1．コリンズ（CORINS）の登録 

受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事

実績情報システム（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として作成

した「登録のための確認のお願い」をコリンズから監督員にメール送信し、監督員の確認を受け

たうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き15日以内に、登録内容の変更時は変更

があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き15日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜

日、祝日等を除き15日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録をしなければならない。 

登録対象は、工事請負代金額500万円以上（単価契約の場合は契約総額）の全ての工事とし、
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受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。 

また、登録機関発行の「登録内容確認書」は、コリンズ登録時に監督員にメール送信される。 

なお、変更時と工事完成時の間が15日間（土曜日、日曜日、祝日等を除く）に満たない場合は、

変更時の登録申請を省略できる。 

また、本工事の完成後において訂正または削除する場合においても同様に、コリンズから発注

者にメール送信し、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請しなければならな

い。 

2．工事実績の登録 

受注者は、契約変更により工事請負代金額が500万円未満になった場合は、登録データを削除

する。 

また、変更より工事請負代金額が500万円未満のものが、500万円以上になった場合は、速やか

にデータ登録を行う。 

3.完成時の登録 

第1項による完成時の登録は完成認定日以降とすることを原則とする。 

 

1-1-1-6 監督員 

1.監督員の権限 

当該工事における監督員の権限は、契約書第9条第2項に規定した事項である。 

2.監督員の権限の行使 

監督員がその権限を行使する時は、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は

監督員が、受注者に対し口頭による指示等を行えるものとする。口頭による指示等が行われた場

合には、後日書面により監督員と受注者の両者が指示内容等を確認するものとする。 

3.監督員 

当該工事における本仕様書で規定されている監督員とは、複数監督員制の場合は「総括監督

員」、「主任監督員」、「専任監督員」及び「補助監督員」を総称する。また、単数監督員制の

場合は「監督員」及び「補助監督員」を総称する。これらの監督員については、全ての監督員が

配置される場合、一部の監督員が配置される場合、兼務して配置される場合がある。受注者には

主として主任監督員及び専任監督員が対応する。 

4.監督員の業務分担 

これら監督員の標準的な業務分担は、別表のとおりとする。また、工事ごとに業務分担を定め

る場合は、別途通知するものとする。 
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等専ら受注者が使用する用地並びに発注者の負担により借地する範囲以外の構造物掘削等に伴う

借地等をいう。 

3.第三者からの調達用地 

受注者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用したときは、その土地等の所有者との

間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情または紛争が生じないように努めなければなら

ない。 

4.用地の返還 

受注者は、第1項に規定した工事用地等の使用終了後は、設計図書の定めまたは監督員の指示

に従い復旧の上、速やかに発注者に返還しなければならない。工事の完成前に発注者が返還を要

求した場合も速やかに発注者に返還しなければならない。 

5.復旧費用の負担 

発注者は、第1項に規定した工事用地等について受注者が復旧の義務を履行しないときは受注

者の費用負担において自ら復旧することができるものとし、その費用は受注者に支払うべき請負

代金額から控除するものとする。この場合において、受注者は、復旧に要した費用に関して発注

者に異議を申し立てることができない。 

6.用地の使用制限 

受注者は、提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。 

 

1-1-1-8 工事着手 

1.一般事項（1） 

受注者は、特記仕様書に工事に着手すべき期日について定めがある場合には、その期日までに

工事着手しなければならない。 

2.一般事項（2） 

受注者は、特記仕様書に定めのある場合を除き、特別の事情がない限り、契約書に定める工事

始期日以降30日以内に、工事着手しなければならない。 

3.工事着手届 

受注者は、契約を履行しようとするとき発注者に工事着手届を提出した上で、工事着手しなけ

ればならない。 

 

1-1-1-9 工事の下請負 

1.下請負の要件（1） 

受注者は、下請負に付する場合には、以下の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならな

い。 

（1）受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。 

（2）下請負者が三重県建設工事等入札参加資格者名簿に登録されている場合には、三重県建設工

事等資格（指名）停止措置要領に基づく資格（指名）停止期間中でないこと。 

（3）下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。なお、下請契約を締結するときは、

下請負に使用される技術者、技能労働者等の賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その

他の労働環境が適正に整備されるよう、市場における労務の取引価格、保険料等を的確に反映

した適正な額の請負代金及び適正な工期等を定める下請け契約を締結しなければならない。 
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2.下請負の要件（2） 

受注者は、下請負に付する場合には、第1項のほか以下の各号に掲げる要件をすべて満たさな

ければならない。 

（1）下請負者は、建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。 

（2）下請負者は、「三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱」の別表－1に掲げる要件に該当しな

い者であること。 

（3）下請負者は、契約書第7条の2に基づく社会保険等の届出義務を履行していること。ただし、

当該届出の義務がない者はこの限りでない。 

3.下請負通知書 

受注者は、下請負に付する場合には、部分下請負通知書を監督員に提出しなければならない。 

 

1-1-1-10 施工体制台帳 

1.一般事項 

受注者は、工事を施工するために下請契約を締結した場合、国土交通省令及び「施工体制台帳

に係る書類の提出について」（令和3年3月5日付け国官技第319号、国営建技第16号、令和3年3月

22日付け国港技第90号）に従って記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、

その写しを監督員に提出しなければならない。 

なお、施工体制台帳等は、原則として、電子データで作成・提出するものとする。 

2.施工体系図（1） 

第1項の受注者は、国土交通省令及び「施工体制台帳に係る書類の提出について」（令和3年3

月5日付け国官技第319号、国営建技第16号、令和3年3月22日付け国港技第90号）に従って、各下

請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促

進に関する法律に従って、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに

その写しを監督員に提出しなければならない。 

3.名札等の着用 

第1項の受注者は、監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者（下請負者を含む）及び第1項の

受注者の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、

所属会社名及び社印の入った名札等を着用させなければならない。名札は図1-1-1を標準とする。

（監理技術者補佐は、建設業法第26条第３項ただし書きに規定する者をいう。） 

 

[注1] 用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 

[注2] 所属会社の社印とする。 

図1-1-1 名札の標準図 
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4.施工体制台帳等変更時の処置 

第1項の受注者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに監

督員に提出しなければならない。 

5.施工体制台帳 

受注者は、所定の様式により施工体制台帳を作成し工事現場に備えるとともに、監督員にその

写しを当該工種施工開始前までに、提出しなければならない。添付書類については提出する必要

はないが、監督員、検査員等により提示を求められた場合は速やかに応じなければならない。 

なお、台帳提出毎の施工計画書の変更は必要ないものとする。 

6.施工体系図（2） 

施工体系図に記述する工事内容は、契約図書の工種区分との対比がわかりやすいように記述す

ること。ただし、詳細になりすぎないように留意する。 

 

1-1-1-11 受発注者間の情報共有 

受発注者間の設計思想の伝達及び情報共有を図るため、設計者、受注者、発注者が一堂に会す

る会議を施工者が設計図書の照査を実施した後及びその他必要に応じて開催するものとする。な

お、開催の詳細については、特記仕様書の定めによるものとする。 

 

1-1-1-12 受注者相互の協力 

受注者は、契約書第2条の規定に基づき隣接工事または関連工事の請負業者と相互に協力し、

施工しなければならない。 

また、他事業者が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力

しなければならない。 

 

1-1-1-13 調査・試験に対する協力 

1.一般事項 

受注者は、発注者が自らまたは発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督員

の指示によりこれに協力しなければならない。この場合、発注者は、具体的な内容等を事前に受

注者に通知するものとする。 

2.公共事業労務費調査 

受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、以

下の各号に掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。 

（1）調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならない。 

（2）調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合

には、その実施に協力しなければならない。 

（3）正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成すると共に賃金台

帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行なわなけ

ればならない。 

（4）対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注者（当該下請

工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）が前号と同様の義務を負う旨を定めなければ

ならない。 
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3.諸経費動向調査(1) 

受注者は、当該工事が発注者の実施する諸経費動向調査の対象工事となった場合には、調査等

の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。 

4.施工合理化調査等 

受注者は、当該工事が発注者の実施する施工合理化調査等の対象工事となった場合には、調査

等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。 

5.低入札価格調査 

受注者は、当該工事を三重県低入札価格調査実施要領第3条で定める基準価格を下回る価格で

契約した場合は、以下に掲げる措置をとらなければならない。 

（1）受注者は、監督員が工事実態調査資料の提出を求めた場合は、資料の作成を行い、速やかに

監督員に提出しなければならない。なお、調査資料については、別途監督員が指示する。 

（2）受注者は、工事実態調査資料の内容について、監督員が説明を求めた場合には、これに応じ

なければならない。 

なお、監督員からその内容の説明を下請負者へも行う場合があるので、受注者は了知すると

ともに、下請負者に対し周知しなければならない。 

（3）受注者は、第3編3-1-1-6監督員による確認及び立会等の第6項に規定する表3-1-1(1)段階確認

一覧表及び表3-1-1(2)施工状況把握一覧表における確認の程度は、重点監督によるものとしな

ければならない。 

なお、一般監督による確認の程度を越える施工状況把握については、臨場を机上によるもの

とし、受注者は、施工管理記録、写真等の資料を整理し、監督員にこれらを提示し確認を受け

なければならない。ただし、設計図書において監督の区分を重点監督とした場合は、除くもの

とする。 

（4）受注者は、三重県低入札価格調査実施要領第7条に規定する専任の担当技術者を定め、現場代

理人等選任通知書を、工事契約締結時に発注者に提出しなければならない。 

また、当該専任の担当技術者について、第1編1-1-1-5コリンズ（CORINS）への登録に規定す

る工事実績情報の「担当技術者」として、登録機関に登録申請をしなければならない。 

6.NETIS 

受注者は、新技術情報提供システム（NETIS）等を利用することにより、活用することが有用

と思われるNETIS登録技術が明らかになった場合は、監督員に報告するものとする。 

7.独自の調査・試験を行う場合の処置 

受注者は、工事現場において独自の調査・試験等を行う場合、具体的な内容を事前に監督員に

説明し、承諾を得なければならない。 

また、受注者は、調査・試験等の成果を公表する場合、事前に発注者に説明し、承諾を得なけ

ればならない。 

8.諸経費動向調査(2) 

受注者は、設計図書において諸経費動向調査の対象工事であることを明示された場合は、別途

調査要領等に基づき調査票の作成を行い、調査票は工事完了後速やかに提出するものとする。ま

た、調査票の聴き取り調査を実施する場合はこれに協力するものとし、調査票の根拠となった契

約書等を提示するものとする。 

9.施工形態動向調査 

受注者は、設計図書において施工形態動向調査の対象工事であることを明示された場合は、調
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査にあたって監督員と打合せの上実施するものとする。 

10.施工合理化調査 

受注者は設計図書において施工合理化調査の対象工事であることを明示された場合は、別途、

調査要件等に基づき調査票の作成を行い調査票は工事完了後、速やかに提出するものとする。ま

た、調査票の聴き取り調査を実施する場合はこれに協力するものとする。 

11.モニタリング調査 

受注者は設計図書においてモニタリング調査の対象工事であることを明示された場合は、調査

にあたって監督員と打合せの上実施するものとする。 

12.施工状況調査 

受注者は設計図書において施工状況調査の対象工事であることを明示された場合は調査にあた

って監督員と打合せの上実施するものとする。 

 

1-1-1-14 工事の一時中止 

1.一般事項(1) 

発注者は、契約書第20条の規定に基づき以下の各号に該当する場合においては、あらかじめ受

注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止を

させることができる。 

なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的また

は人為的な事象による工事の中断については、1-1-1-42臨機の措置により、受注者は、適切に対

応しなければならない。 

（1）埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当また

は不可能となった場合 

（2）関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合 

（3）工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合 

2.発注者の中止権 

発注者は、受注者が契約図書に違反しまたは監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と

認めた場合には、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の全部または一部の施工について一時

中止させることができる。 

3.基本計画書の作成 

前1項及び2項の場合において、受注者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維持・管理

に関する基本計画書を監督員を通じて発注者に提出し、協議するものとする。また、受注者は工

事の再開に備え工事現場を保全しなければならない。 

4.一般事項(2) 

発注者は、第1項のほかに以下の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して

通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることが

できる。 

（1）契約書第16条に規定する工事用地が確保されない場合 

（2）第三者、受注者、使用人及び監督員の安全のため必要があると認める場合 

（3）災害等により工事目的物に損害を生じ又は工事現場の状態が変動し、工事の続行が不適当又

は不可能となった場合 
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1-1-1-15 設計図書の変更 

設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、発注者が指示した内容及び設

計変更の対象となることを認めた協議内容に基づき、発注者が修正することをいう。 

 

1-1-1-16 工期変更 

1.一般事項 

契約書第15条第7項、第17条第1項、第18条第5項、第19条、第20条第3項、第21条及び第43条第

2項の規定に基づく工期の変更について、契約書第23条の工期変更協議の対象であるか否かを監

督員と受注者との間で確認する（本条において以下「事前協議」という。）ものとし、監督員は

その結果を受注者に通知するものとする。 

2.設計図書の変更等 

受注者は、契約書第18条第5項及び第19条に基づき設計図書の変更または訂正が行われた場合、

第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とす

る変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第23条第2項に定める

協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。 

3.工事の一時中止 

受注者は、契約書第20条に基づく工事の全部もしくは一部の施工が一時中止となった場合、第

1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする

変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第23条第2項に定める協

議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。 

4.工期の延長 

受注者は、契約書第21条に基づき工期の延長を求める場合、第1項に示す事前協議において工

期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程

表その他必要な資料を添付の上、契約書第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関

して監督員と協議しなければならない。 

5.工期の短縮 

受注者は、契約書第22条第1項に基づき工期の短縮を求められた場合、可能な短縮日数の算出

根拠、変更工程表その他必要な資料を添付し、契約書第23条第2項に定める協議開始の日までに

工期変更に関して監督員と協議しなければならない。 

 

1-1-1-17 支給材料及び貸与品 

1.一般事項 

受注者は、支給材料及び貸与品を契約書第15条第8項の規定に基づき善良な管理者の注意をも

って管理しなければならない。 

2.受払状況の記録 

受注者は、支給材料及び貸与品の受払状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らか

にしておかなければならない。 

3.支給品精算書、支給材料精算書 

受注者は、工事完成時（完成前に工事工程上、支給材料の精算が可能な場合は、その時点。）

に、土木工事にあっては支給品精算書を、港湾工事及び空港工事にあっては支給材料精算書を、

監督員を通じて発注者に提出しなければならない。 
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4.引渡場所 

契約書第15条第1項に規定する「引渡場所」は、設計図書または監督員の指示によるものとす

る。 

5.貸与機械の使用 

受注者は、貸与機械の使用にあたっては、別に定める仕様書等によらなければならない。 

6.返還 

受注者は、契約書第15条第9項「不用となった支給材料又は貸与品」の規定に基づき返還する

場合、監督員の指示に従うものとする。 

なお、受注者は、返還が完了するまで材料の損失に対する責任を免れることはできないものと

する。 

7.修理等 

受注者は、支給材料及び貸与物件の修理等を行う場合、事前に監督員の承諾を得なければなら

ない。 

8.流用の禁止 

受注者は、支給材料及び貸与物件を他の工事に流用してはならない。 

9.所有権 

支給材料及び貸与物件の所有権は、受注者が管理する場合でも発注者に属するものとする。 

 

1-1-1-18 工事現場発生品 

1.一般事項 

受注者は、設計図書に定められた現場発生品について、設計図書または監督員の指示する場所

で監督員に引き渡すとともに、あわせて現場発生品調書を作成し、監督員を通じて発注者に提出

しなければならない。 

2.設計図書以外の現場発生品の処置 

受注者は、第1項以外のものが発生した場合、監督員に連絡し、監督員が引き渡しを指示した

ものについては、監督員の指示する場所で監督員に引き渡すとともに、あわせて現場発生品調書

を作成し、監督員を通じて発注者に提出しなければならない。 

 

1-1-1-19 建設副産物 

1.一般事項 

受注者は、掘削により発生した石、砂利、砂その他の材料を工事に用いる場合、設計図書によ

るものとするが、設計図書に明示がない場合には、本体工事または設計図書に指定された仮設工

事にあっては、監督員と協議するものとし、設計図書に明示がない任意の仮設工事にあたっては、

監督員の承諾を得なければならない。 

2.マニフェスト 

受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）

または電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに監督員に提示し

なければならない。 

3.法令遵守 

受注者は、建設副産物適正処理推進要綱（国土交通事務次官通達、平成14年5月30日）、再生

資源の利用の促進について（建設大臣官房技術審議官通達､平成3年10月25日）（航空局飛行場部
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建設課長通達、平成4年1月24日）、建設汚泥の再生利用に関するガイドライン（国土交通事務次

官通達、平成18年6月12日）、三重県建設副産物処理基準（県土整備部理事 令和2年8月）、三重

県公共建設工事における分別解体等・再資源化等実施要領（平成14年7月22日）、三重県公共工

事等暴力団等排除措置要綱を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなけ

ればならない。 

4.再生資源利用計画 

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物

等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含

め監督員に提出しなければならない。 

5.再生資源利用促進計画 

受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建

設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用

促進計画を作成し、施工計画書に含め監督員に提出しなければならない。 

6.実施書の提出 

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速や

かに実施状況を記録した「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を監督員に提

出しなければならない。 

7.建設副産物情報交換システム 

受注者は、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または

建設混合廃棄物を搬入または搬出する場合には、施工計画作成時、工事完了時に必要な情報を建

設副産物情報交換システムに入力するものとする。 

8.建設発生土情報交換システム 

受注者は、建設発生土を搬入または搬出する場合で、工事の実施に当たって土量、土質、土工

期等の登録されている情報に変更があった場合、監督員が通知する「登録工事番号」を用いて、

速やかに当該システムのデータ更新を行うものとする。なお、これにより難い場合には、監督員

と協議するものとする。 

9.特定建設資材の分別解体等・再資源化等の適正な措置 

（1）受注者は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）以下「建

設リサイクル法」という」に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施につい

て適正な措置を講ずることとする。 

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化については、設計図書に積算条

件を示しているが、工事請負契約書「7解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時

に発注者と受注者の間で確認される事項であるため、発注者が積算上条件明示した事項と別の

方法であった場合でも変更の対象としない。 

但し、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難い場合は設計図書に

ついて監督員と協議するものとする。 

（2）受注者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第

18条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督員に連絡しなければならない。 

・再資源化等が完了した年月日 

・再資源化等をした施設の名称及び所在地 

・再資源化等に要した費用 
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なお、書面は「建設 リサイクルガイドライン（平成14年5月）」に定めた様式1「再生資源

利用計画書（実施書）」及び様式2「再生資源利用促進計画書（実施書）」を兼ねるものとす

る。 

（3）単価契約等の場合は（1）の「なお、本工事における」以前を下記に読替えるものとする。 

受注者は本作業において1件の指示書の作業内容が「建設リサイクル法」第9条第1項に該当

する場合は、本法に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な

措置を講ずることとする。 

10.建設副産物情報交換システムの登録 

請負金額が100万円以上の工事は、建設副産物情報交換システム（以下「システム」という。）

の登録対象工事であり、受注者は、施工計画作成時、工事完了時及び登録情報の変更が生じた場

合は速やかに当該システムにデータの入力を行うものとする。 

なお、これにより難い場合には、監督員と協議するものとする。 

11.建設副産物情報交換システムの活用 

受注者は、施工計画書提出時、及び工事完成時に、発注者への報告書式として、建設副産物情

報交換システムのCOBRIS機能を使用して、「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画

書」を作成・印刷し、発注者に提出するものとする。 

12.舗装切断時の排水処理 

受注者は、アスファルト・セメントコンクリート舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する

排水については、排水吸引機能を有する切断機等により回収するものとする。回収された排水に

ついては、関係機関等と調整の上、適正に処理するものとし、運搬・処理方法については、事前

に監督員と協議するものとする。なお、処理にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法

律（昭和45年法律第137号）に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理

を委託する際、排出事業者（受注者）は、その責任において、適正な処理のために必要な廃棄物

情報（成分や性状等）を把握し処理業者に提供するものとする。 

 

1-1-1-20 工事完成図 

受注者は、設計図書に従って工事完成図を作成しなければならない。 

ただし、各種ブロック製作工等工事目的物によっては、監督員の承諾を得て工事完成図を省略

することができる。 

 

1-1-1-21 工事完成検査 

1.工事完成報告書の提出 

受注者は、契約書第31条の規定に基づき、工事完成報告書を監督員に提出しなければならない。 

2.工事完成検査の要件 

受注者は、工事完成報告書を監督員に提出する際には、以下の各号に掲げる要件をすべて満た

さなくてはならない。 

（1）設計図書（追加、変更指示も含む。）に示されるすべての工事が完成していること。 

（2）契約書第17条第1項の規定に基づき、監督員の請求した改造が完了していること。 

（3）設計図書により義務付けられた工事記録写真、出来形管理資料、工事関係図等の資料の整備

がすべて完了していること。 

（4）契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約を発注者と締結していること。 
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3.検査日の通知 

発注者は、工事完成検査に先立って、監督員を通じて受注者に対して検査日を通知するものと

する。 

4.検査内容 

検査員は、監督員及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として契約図書と対比し、以下の

各号に掲げる検査を行うものとする。 

（1）工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえ 

（2）工事管理状況に関する書類、記録及び写真等 

5.修補の指示 

検査員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修補の指示を

行うことができる。 

6.修補期間 

修補の完了が確認された場合は、その指示の日から補修完了の確認の日までの期間は、契約書

第31条第2項に規定する期間に含めないものとする。 

7.適用規定 

受注者は、当該工事完成検査については、第3編3-1-1-6監督員による確認及び立会等第3項の

規定を準用する。 

 

1-1-1-22 出来高検査 

1.一般事項 

受注者は、契約書第37条第2項の部分払の確認の請求を行った場合、または、契約書第38条第1

項の工事の完成の通知を行った場合は、既済部分に係わる検査を受けなければならない。 

2.部分払いの請求 

受注者は、契約書第37条に基づく部分払いの請求を行うときは、前項の検査を受ける前に工事

の出来高に関する資料を作成し、監督員に提出しなければならない。 

3.検査内容 

検査員は、監督員及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として工事の出来高に関する資料

（契約図書及び工事出来高内訳書等）と対比し、以下の各号に掲げる検査を行うものとする。 

（1）工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえの検査を行う。 

（2）工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。 

4.修補 

受注者は、検査員の指示による修補については、前条の第5項の規定に従うものとする。 

5.適用規定 

受注者は、当該出来高検査については、第3編3-1-1-6監督員による確認及び立会等第3項の規

定を準用する。 

6.検査日の通知 

発注者は、出来高検査に先立って、監督員を通じて受注者に対して検査日を通知するものとす

る。 

7.中間前払金の請求 

受注者は、契約書第34条に基づく中間前払金の請求を行うときは、認定を受ける前に履行報告

書を作成し、監督員に提出しなければならない。 
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1-1-1-26 工事関係者に対する措置請求 

1.現場代理人に対する措置 

発注者は、現場代理人が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不

適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な

措置をとるべきことを請求することができる。 

2.技術者に対する措置 

発注者または監督員は、主任技術者（監理技術者）、専門技術者（これらの者と現場代理人を

兼務する者を除く。）が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適

当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措

置をとるべきことを請求することができる。 

 

1-1-1-27 工事中の安全確保 

1.安全指針等の遵守 

受注者は、土木工事安全施工技術指針（国土交通大臣官房技術審議官通達、令和3年3月）、建

設機械施工安全技術指針（国土交通省大臣官房技術調査課長、国土交通省総合政策局建設施工企

画課長通達、平成17年3月31日）、「港湾工事安全施工指針（社）日本埋立浚渫協会」、「潜水

作業安全施工指針（社）日本潜水協会」及び「作業船団安全運航指針（社）日本海上起重技術協

会」、JIS A 8972（斜面・法面工事用仮設設備）を参考にして、常に工事の安全に留意し現場管

理を行い災害の防止を図らなければならない。ただし、これらの指針は当該工事の契約条項を超

えて受注者を拘束するものではない。 

2.建設工事公衆災害防止対策要綱 

受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱（国土交通省告示第496号、令和元年9月2日）を遵

守して災害の防止を図らなければならない。 

3.支障行為等の防止 

受注者は、工事施工中、監督員及び管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の支障となるよ

うな行為、または公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。 

4.使用する建設機械 

受注者は、土木工事に使用する建設機械の選定、使用等について、設計図書により建設機械が

指定されている場合には、これに適合した建設機械を使用しなければならない。ただし、より条

件に合った機械がある場合には、監督員の承諾を得て、それを使用することができる。 

5.周辺への支障防止 

受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼさないよう

必要な措置を施さなければならない。 

6.架空線等事故防止対策 

受注者は、架空線等上空施設の位置及び占用者を把握するため、工事現場、土取り場、建設発

生土受入地、資材等置き場等、工事に係わる全ての架空線等上空施設の現地調査（場所、種類、

高さ等）を行い、その調査結果について、支障物件の有無に関わらず、監督員へ報告しなければ

ならない。 

7.防災体制 

受注者は、豪雨、出水、土石流、その他天災に対しては、天気予報などに注意を払い、常に災

害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておかなくてはならない。 
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8.第三者の立入り禁止措置 

受注者は、工事現場付近における事故防止のため一般の立入りを禁止する場合、その区域に、

柵、門扉、立入禁止の標示板等を設けなければならない。 

なお、空港工事にあっては、監督員の承諾を得るものとする。 

9.安全巡視 

受注者は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い安

全を確保しなければならない。 

10.現場環境改善(1) 

受注者は、工事現場の現場環境改善を図るため、現場事務所、作業員宿舎、休憩所または作業

環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及

び現場周辺の美装化に努めるものとする。 

11.定期安全研修・訓練等 

受注者は、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時間を割当て、以下の

各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。

なお、作業員全員の参加が困難な場合は、分割して実施する事も出来る。 

（1）安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育 

（2）当該工事内容等の周知徹底 

（3）工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底 

（4）当該工事における災害対策訓練 

（5）当該工事現場で予想される事故対策 

（6）その他、安全・訓練等として必要な事項 

12.施工計画書 

受注者は、工事の内容に応じた安全教育及び安全訓練等の具体的な計画を作成し、施工計画書

に記載しなければならない。 

13.安全教育・訓練等の記録 

受注者は、安全教育及び安全訓練等の実施状況について、ビデオ等または工事報告等に記録し

た資料を整備及び保管し、監督員の請求があった場合は直ちに提示するものとする。 

14.関係機関との連絡 

受注者は、所轄警察署、所管海上保安部、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、港湾管理者、

空港管理者、海岸管理者、漁港管理者、海上保安部、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と

緊密な連絡を取り、工事中の安全を確保しなければならない。 

15.工事関係者の連絡会議 

受注者は、工事現場が隣接しまたは同一場所において別途工事がある場合は、請負業者間の安

全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調

整を行うため、関係者による工事関係者連絡会議を組織するものとする。 

16.安全衛生協議会の設置 

監督員が、労働安全衛生法（令和元年6月改正 法律第37号）第30条第1項に規定する措置を講

じるものとして、同条第2項の規定に基づき、受注者を指名した場合には、受注者はこれに従う

ものとする。 

17.安全優先 

受注者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法（令和元年6月改
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正 法律第37号）等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電

気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。 

18.災害発生時の応急処置 

災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させるものとし、

応急処置を講じるとともに、直ちに関係機関に通報及び監督員に連絡しなければならない。 

19.地下埋設物等の調査 

受注者は、工事施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合には、当該物件の位置、深さ等を

調査し監督員に報告しなければならない。 

20.不明の地下埋設物等の処置 

受注者は施工中、管理者不明の地下埋設物等を発見した場合は、監督員に連絡し、その処置に

ついては占用者全体の現地確認を求め、管理者を明確にしなければならない。 

21.地下埋設物件等損害時の措置 

受注者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、直ちに関係機関に通報及び監督員に連絡し、

応急措置をとり補修しなければならない。 

22.情報BOX等の埋設管路の事故防止 

（1）総則 

本項目は、三重県が管理する国道等に埋設及び添架されている情報BOX・IRN（ 以下「情報

BOX」という）施設の周辺で行われる工事による事故を未然に防止し、これら施設の安全確保

及び各種管理台帳の精度の一層の充実を図るために、統一的な手順・方法・確認等を取りまと

めたものである。 

なお、本工事の対象工事（以下「工事」という）は以下のとおりとする。 

① 情報BOXが埋設されている区間において、掘削及び付属物の建込みを伴う工事(路面切削

工・舗装打替工・管路推進工・舗装切断等を含む。) 

② 橋梁等に添架されている情報BOXの移設及び撤去を伴う工事。(橋梁補修工・トンネル補修

工・橋梁補強工・塗装工等含む) 

（2）事故防止に関する施工手順 

1) 受注者は、図1-1に示す情報BOXの「事故防止のための手順」に従い、必要な措置を講ず

るものとし、工事着手に先立ち当該措置の技術上の管理を担当する埋設物責任者（主任技

術者又は監理技術者とする）を選任の上、施工計画書に記載するものとする。この者を変

更した場合も同様とする。 

2) 発注者は埋設物責任者に、工事着手前の準備にあたり、工事完成図・道路台帳・情報BOX

台帳等必要な資料を貸与するものとする。 

3) 受注者は、2)の各種台帳等での位置把握を行った後、ケーブル探索器を使用し、情報BOX

の位置確認及び現場位置出し（各点のマーキング等)を行うとともに、埋設物責任者はそ

の結果を書面に取りまとめ、監督員と協議するものとする。 

4) 受注者は、3）の結果に基づき、監督員及び入溝者（代表者が決定している場合は代表者

でも可とする。）の立ち会いのもと埋設物件の試掘位置を(3)1）項に基づき決定するとと

もに、情報BOXの［試掘に係る確認書］（以下「確認書」という)を取りまとめ、監督員に

報告しなければならない。 

5) 埋設物責任者は試掘前に試掘施工担当作業員を現地で立会させ埋設物件及び試掘位置の

再確認を行うとともに、(3)2）項により安全施工の徹底について教育しなければならない。 
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また、試掘の結果埋設位置が不明の場合は再度、埋設位置の再確認を行い試掘を行わな

ければならない。 

また、試掘に当たっては必要に応じ、監督員等の立会を求めることができる。 

なお、作業日毎の試掘結果を監督員に電話等で連絡するとともに、試掘完了後は情報

BOXの確認書を取りまとめ、監督員に報告しなければならない。 

6) 埋設物責任者は工事施工完了後、情報BOXの埋設位置の変更があった場合は、埋設標等の

設置を行うとともに各管理台帳図書の修正及び現場写真を添え、情報BOXの確認書を取り

まとめ、監督員へ報告しなければならない。 

7) 監督員は、上記 6)の報告を受けた場合はその内容について確認をするものとする。 

8) 受注者は、情報BOXの配管が露出管の場合で、工事により移設・撤去等の必要が生じた場

合も、上記事故防止に関する施工手順に従い施工しなければならない。 

（3）試掘位置の決定及び試掘方法 

1) 受注者は、試掘位置の決定を下記のとおり行わなければならない。 

なお、以下によりがたい場合は、設計図書に関して監督員と協議するものとする。 

① 直線部 

            道路の直線部において、通信ケーブル等が入線されている場合は図1-2①に示す様に

約50m以下の間隔で、入線されてない場合は約100m以下の間隔で試掘位置を決定する

ものとする。 

② 平面屈曲部 

       ａ．路面内障害物箇所 

                マンホール等の設置により情報BOXの配管を曲げて布設等している場合は、図-

2②ａに示す様に変化点について試掘位置を決定するものとする。 

        ｂ．施工位置特定箇所 

ガードレール等、施工箇所が特定できるものについては、図1-2②ｂに示す様

に施工箇所での試掘位置を決定するものとする。 

               また、ガードレールと平行して情報BOXの管路が見込まれる場合は、直線部に

準じて試掘位置を決定するものとする。 

               なお、埋設物責任者は、情報BOX施設と工事施工箇所の離隔が十分確保される

ことが明らかな場合で上記ａ，ｂにより難い場合は、設計図書に関して監督員

と協議するものとする。 

③ 縦断屈曲部 

横断構造物等の箇所で、情報BOXの配管が上越と特定できる箇所については図1-2

③に示す様に横断構造物の天端の起・終点について試掘位置を決定するものとする。 

           また、橋梁添加部手前や露出立ち上がり部付近において、縦断の屈曲が想定される

箇所についても必要に応じ試掘位置を決定。 

2) 受注者は、試掘方法及び露出管通信ケーブルの確認方法を、下記のとおり行わなければ

ならない。 

① 試掘にあたっては、情報BOXの損傷を避けるため、重機、動力機械の使用は確実に影

響しない範囲のみとする。また、情報BOXの位置が不確実と思われる箇所及び情報BOX

に50cm程度に近接したと想定又は判断される箇所からは、人力による施工機具または

手堀にて慎重に作業を行わなければならない。 
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② 露出管において、施工上やむを得ず管路切断等を行う必要が生じた場合は、露出管の

通信ケーブルの入線管路が既存資料等により特定できた場合でも、必ずケーブル探索

器等により通信ケーブルの入線管路を再確認した上で施工しなければならない。 

           なお、切断する場合は、管の肉厚等が薄いことから切断方法は、鉄鋸などによる手

びき作業を原則とする。 

（4）情報BOXの確認書の提出 

1) 埋設物責任者は、工事の事前・施工中・施工後において情報BOXの確認書にて、工事の施

工に関する所要の事項を記入し、監督員に報告しなければならない。 

2) 埋設物責任者は施工後において、各管理台帳図書の修正が無い場合でも監督員に報告し

なければならない。 

（5）試掘の形状 

1) 試掘の形状は、以下を標準とする。 

 

① 直線部及び平面屈曲部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 縦断屈曲部 
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ＹＥＳ 

START 

 
 

・主任技術者又は監理技術者 

 

埋設責任者の設置 

 

監督員に提出 

（施工計画書に記載） 

工事完成図、道路台帳、情報 

ＢＯＸ台帳等を貸与  

工事完成図・道路台帳・情報ＢＯＸ台帳 

占用物件台帳等での位置把握 

ケーブル探索機にて現場での埋設位置確認 

及び位置出し（各点のマーキング等） 

監督員及び入構者（代表者を決定している 

場合は代表者でも可とする。）の立会のもと 

埋設物件の試掘位置を決定。 

地下埋設物件の[試掘に係る確認書]の作成 

試掘施工担当作業員の現地での安全施工の徹底に 

ついての教育 

１日の作業量に応じた埋設物件の 

試掘位置の再確認 

監督員等の試掘施工時立会を求める 

（必要に応じて） 

監督員と検討内容の 

打ち合わせ 

 

監督員等の現地立合 

監督員への報告 

監督員へ作業日毎の結

果及び試掘完了の報告     

工事施工 

埋設標等の設置 

各管理台帳図書の修正及び

現場写真の提出 

監督員へ報告 

 

監督員による確認 

事 前 

 

施 工 

工 事 

完 了 

位置不明 

試 掘 

監督員による台帳等の検査 

（工事等完成検査時） 

受 注 者 
発 注 者 

情報ＢＯＸ・I R Nの [事故防止のための手順] 

図1-1 

ＮＯ 

位置確定 
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図1-2 

 

23.風対策 

受注者は、本条第7項のほか、風に対しても注意を払わなければならない。 

24.現場環境改善(2) 

工事現場の現場環境改善は、周辺住民への生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報

活動、現場労働者の作業環境の改善を行うことを目的とする。よって、受注者は、施工に際しこ
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の主旨を理解し発注者と協力しつつ地域との連携を図り、適正に工事を実施しなければならない。 

なお、設計図書において、現場環境改善対象工事と明示された場合は、以下により実施しなけ

ればならない。 

（1）実施については、次表の内容の内、原則として各計上費目（現場環境改善費のうち、仮設備

関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに1内容ずつ（ただし、いずれか1費目のみ2内

容）の合計5つの内容（工事説明板を含む）を実施するものとする。ただし、地域連携の4．デ

ザイン工事看板は、(5)の工事説明板として必ず実施すること。なお、具体的内容は、すでに

一般化している美装化などとしないこと。 

 

 内       容 

 

仮設備関係 

 

1.用水・電力等の供給設備、2.緑化・花壇 

3.ライトアップ施設、4.見学路及び椅子の設置 

5.昇降設備の充実、6.環境負荷の低減 

 

営繕関係 

1.現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 

2.労働宿舎の快適化 

3.デザインボックス（交通誘導警備員待機室） 

4.現場休憩所の快適化 

5.健康関連設備及び厚生施設の充実等 

 

安全関係 

1.工事標識・照明等安全施設のイメージアップ 

 （電光式標識等） 

2.盗難防止対策（警報器等） 

3.避暑（熱中症予防）・防寒対策 

 

地域連携 

1.完成予想図 2.工法説明図 3.工事工程表  

4.デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 

5.見学会等の開催（イベント等の実施含む） 

6.見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管

理運営 

7.パンフレット・工法説明ビデオ 

8.地域対策費等（地域行事等の経費を含む） 

9.社会貢献 

 

（2）具体的な実施内容・実施期間は、1-1-1-4施工計画書第1項(13)現場作業環境の整備に記載す

るものとする。 

（3）以下項目に係るものは、受注者が自主的に判断し、自らの負担で実施することを原則とする。 

・作業服 

・室内装飾品等 

（4）柵等の図柄、規格等 

バリケード等を一般交通の用に供する場所に設置する場合は、バリケード等の設置目的を損

なわないこと。 
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参考図書：「建設工事公衆災害防止対策要綱の解説（土木工事編）」 

（5）（1）の工事説明板の表示内容は次のとおりとする。 

 

 

 

工事の必要性 

 

 どうして当該工事を行う必要があるのか、 

できるだけ分かりやすく示すこと。（注：工 

法など工事内容の説明のみではいけない。） 

 

工事の期間等 

 

 この工事がいつまで続くのか、今どの部分 

の工事を行っているのかが分かるように、工 

事進捗図等により表示すること。 

 

事業者及び施工者 

 

 事務所、担当課等、現場代理人等を記入す 

ること。担当者等の似顔絵とコメントを入れ 

るなど、親近感がわくように工夫すること。 

問 合 せ 先 
 平日、休日、昼間、夜間それぞれ違う場合 

は、別々に表示すること。 

そ の 他  広報したい情報（財源、関連工事等） 

    ※工事の必要性等については、発注者からの意見を踏まえ作成のこと 

 

（7）工事説明板の設置場所は、見学者・地域住民及び施設（道路・河川・公園等）利用者の目に

つくところとする。ただし、安全上支障のない場所とする。 

（8）工事説明板の設置期間は、対象工事期間中とする。 

25.南海トラフ地震に係る地震防災対策強化地域における工事 

受注者は、南海トラフ地震防災対策推進地域における工事にあっては、南海トラフ地震に関連

する情報が気象庁から出された場合には、工事中断等の措置をとるものとし、これに伴う必要な

補強・落下防止等の保全処置を講じなければならない。 

また、南海トラフ地震防災対策推進地域以外における工事にあっても、南海トラフ地震に関す

る情報が気象庁から出された場合には、一般交通等第三者に対する安全及び工事現場内の安全を

確保する等の保全処置を講じなければならない。 

（1）上記保全処置については、1-1-1-4施工計画書第1項の（10）緊急時の体制及び対応に記載し

なければならない。 

（2）上記事実が発生した場合は、1-1-1-42（臨機の措置）の規定による。 

（3）受注者は、上記の地震に限らず震度4以上の地震が発生した場合は、速やかに作業を中止する

とともに現場内を点検し、その状況を監督員に連絡するものとする。 

また、震度3以上の地震が発生した場合は、現場内を点検し工事に影響を与える現場内の変

化や破損が見られる場合は、状況を監督員に報告するものとする。 

26.足場の設置 

受注者は、足場を設置する場合は労働安全衛生規則によるものとし、安全ネット・手すりにつ

いて、工事写真により実施状況を記録し、監督員の要求があった場合は、速やかに提示するもの

とする。 
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27.転落・落下の防止 

受注者は、工事施工中における作業員の転落・落下の防止のため、防護設備及び昇降用梯子等

安全施設を設けなければならない。 

28.安全巡視 

受注者は本条第9項に基づき、安全巡視者を定め次に上げる任務を遂行しなければならない。 

安全巡視者は、常に腕章等を着用して、その所在を明らかにするとともに、施工計画書の内容、

工事現場の状況、施工条件及び作業内容を熟知し、適時、作業員等の指導及び安全施設や仮設備

の点検を行い、工事現場及びその周辺の安全確保に努めなければならない。 

29.定期安全研修・訓練等 

受注者は本条第11項に基づいて以下に示す項目の具体的な安全研修・訓練の計画を作成し施工

計画書へ記載しなければならない。 

（1）工事期間中の月別安全研修・訓練等実施全体計画 

（2）全体計画には、下記項目の活動内容について具体的に記述する。 

1) 月当たり半日以上の時間を割り当てた安全研修・訓練等の実施内容・工程に合わせた適

時の安全項目 

2) 資材搬入者等一時入場者への工事現場内誘導方法 

3) 現場内の業務内容及び工程の作業員等への周知方法 

4) KY及び新規入場者教育の方法 

5) 場内整理整頓の実施 

6) その他安全に関する取組み 

30.工事説明書 

受注者は、事業名、事業の内容・効果、工事名、工事内容、連絡先を記した工事説明書を発注

者とともに作成し、近隣住民等から事業内容等の説明を求められた場合は、工事の安全確保に支

障のない範囲において、当該工事説明書を配布する等、工事現場の説明性の向上を図るものとす

る。 

また、受注者は、工事現場作業員に対し、工事内容及び事業目的・効果を周知するものとする。 

 

1-1-1-28 爆発及び火災の防止 

1.火薬類の使用 

受注者は、火薬類の使用については、以下の規定による。 

（1）受注者は、発破作業に使用する火薬類等の危険物を備蓄し、使用する必要がある場合、火薬

類取締法等関係法令を遵守しなければならない。また、関係官公庁の指導に従い、爆発等の防

止の措置を講じるものとする。 

なお、監督員の請求があった場合には、直ちに従事する火薬類取扱保安責任者の火薬類保安

手帳及び従事者手帳を提示しなければならない。 

（2）現地に火薬庫等を設置する場合は、火薬類の盗難防止のための立入防止柵、警報装置等を設

置し保管管理に万全の措置を講ずるとともに、夜間においても、周辺の監視等を行い安全を確

保しなければならない。 

2.火気の使用 

受注者は、火気の使用については、以下の規定による。 

（1）受注者は、火気の使用を行う場合は、工事中の火災予防のため、その火気の使用場所及び日
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時、消火設備等を施工計画書に記載しなければならない。 

（2）受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。 

（3）受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺

の整理に努めなければならない。 

（4）受注者は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。 

 

1-1-1-29 後片付け 

1.現場の清掃 

受注者は、工事の全部または一部の完成に際して、一切の受注者の機器、余剰資材、残骸及び

各種の仮設物を片付けかつ撤去し、現場及び工事にかかる部分を清掃し、かつ整然とした状態に

するものとする。 

ただし、設計図書において存置するとしたものを除く。また、工事検査に必要な足場、はしご

等は、監督員の指示に従って存置し、検査終了後撤去するものとする。 

2.復旧 

受注者は、工事の施工上必要な土地・立木・施設等を撤去又は損傷を与えた場合には原形同等

以上に復旧しなければならない。 

 

1-1-1-30 事故報告書 

受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に連絡する。また、建設工

事事故データベースシステムの登録対象となる工事事故の場合、監督員が指示する期日までに、

工事事故報告書を提出し、建設工事事故データベースシステムに、工事事故に関する情報を登録

する。（※登録対象 県土整備部発注工事） 

 

1-1-1-31 環境対策 

1.環境保全 

受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（建設大臣官房技術参事官通達、昭和62年3

月30日改正）、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の

問題については、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全

に努めなければならない。 

2.苦情対応 

受注者は、環境への影響が予知されまたは発生した場合は、直ちに応急措置を講じ監督員に連

絡しなければならない。また、第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、誠意をもってそ

の対応にあたり、その交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で取り交わす等明確にして

おくとともに、状況を随時監督員に報告しなければならない。 

3.注意義務 

受注者は、工事の施工に伴い地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者への損害が生じた

場合には、受注者が善良な管理者の注意義務を果たし、その損害が避け得なかったか否かの判断

をするための資料を監督員に提出しなければならない。 

4.廃油等の適切な措置 

受注者は、工事に使用する作業船等から発生した廃油等を「海洋汚染等及び海上災害の防止に

関する法律」に基づき、適切な措置をとらなければならない。 
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5.水中への落下防止措置 

受注者は、水中に工事用資材等が落下しないよう措置を講じるものとする。また、工事の廃材、

残材等を海中に投棄してはならない。落下物が生じた場合は、受注者は自らの負担で撤去し、処

理しなければならない。 

6.排出ガス対策型建設機械 

受注者は、工事の施工にあたり表1-1-1に示す建設機械を使用する場合は、「特定特殊自動車

排出ガスの規制等に関する法律(平成29年5月改正 法律第41号）」に基づく技術基準に適合する

特定特殊自動車、または、「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付建設省経機発

第249号）」、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（最終改正平成24年3月23日付

国土交通省告示第318号）」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領（最終改訂平成28

年8月30日付国総環リ第6号）」に基づき指定された排出ガス対策型建機械（以下「排出ガス対策

型建設機械等」という。）を使用しなければならない。 

排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを監督員が認めた場合は、平成7年度建設技術

評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」またはこれと同等の開発目標で実施さ

れた民間開発建設技術の技術審査・証明事業もしくは建設技審査証明事業により評価された排出

ガス浄化装置を装着した建設機械を使用することができるが、これにより難い場合は、監督員と

協議するものとする。 

受注者は、トンネル坑内作業において表1-1-2に示す建設機械を使用する場合は、2011年以降

の排出ガス基準に適合するものとして「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則」

（令和元年6月改正経済産業省・国土交通省・環境省令第1号）16条第1項第2号もしくは第20条第

1項第2号に定める表示が付された特定特殊自動車、または「排出ガス対策型建設機械指定要領

（平成3年10月8日付建設省経機発第249号）」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領

（最終改訂平成28年8月30日付国総環リ第6号）に基づき指定されたトンネル工事用排出ガス対策

型建設機械（以下「トンネル工事用排出ガス対策型建設機械等」という。）を使用しなければな

らない。 

トンネル工事用排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを監督員が認めた場合は、平成

7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」またはこれと同等の開

発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業もしくは建設技術審査証明事業によ

り評価された排出ガス浄化装置（黒煙浄化装置付）を装着した建設機械を使用することができる

が、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。 
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12.低騒音型・低振動型建設機械 

受注者は、本条策8項の協議を行う場合には、事前に次の①及び②について確認するものとす

る。 

① 調達した建設機械が「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（国土交通省告示 

平成13年4月9日改正）」（以下「新基準」と呼ぶ。）に適合しているか、該当建設機械のメ

ーカーに確認するものとする。 

② 調達した建設機械が建設機械メーカーによる騒音対策を施すことにより新基準に適合する

か、該当建設機械のメーカーへ確認するものとする。なお、低振動型建設機械のうちバック

ホウ、バイブロハンマーについての協議は省略できるものとする。 

13.六価クロム溶出試験 

セメント及びセメント系固化材による地盤改良及び安定処理等の土砂とセメント及びセメント

細化材を攪拌混合を行う土質を使用する場合は、以下によるものとする。 

(1)「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」に

より六価クロム溶出試験を実施しなければならない。 

(2)配合設計段階の試験結果が土壌環境基準（環境庁告示第46号、平成3年8月23日）を越える場合

は基準内に納まるよう設計図書に関して監督員と協議するものとする。 

14.家屋調査 

設計図書に家屋調査の必要性が示された場合は以下によるものとする。 

（1）受注者は、設計図書に示された家屋等を「用地調査等業務共通仕様書 第14章地盤変動影響

調査等」に基づき、調査を実施しなければならない。 

また、得られた調査結果については速やかに監督員に提出するものとする。 

（2）受注者は、現場状況等により家屋調査等が必要と判断される場合は設計図書について監督員

と協議するものとする。 

15.石綿等 

受注者は、「石綿障害予防規則（平成17年7月1日施行）」に基づき、石綿等の使用の有無の調

査、建築物又は工作物解体等の作業方法、費用又は工期等について監督員と協議するものとする。 

16.鉛等有害物質 

受注者は、橋梁等建設物に塗布された塗料中の鉛やクロム等有害な物質の有無について監督員

に確認するものとする。 

また、監督員より、有害な物質の有無の調査を指示された場合は、調査を実施し、結果を監督

員に報告するものとする。 

監督員への確認又は調査結果により法令等で指定される基準等を満足しない有害物質が確認さ

れた場合は、「鉛中毒傷害予防規則（昭和47年9月30日労働省令第37号）」等関係法令に基づき

実施しなければならない。 

なお、費用、工期等については監督員と協議するものとする。 

 

1-1-1-32 文化財の保護 

1.一般事項 

受注者は、工事の施工にあたって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十

分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、設計図書に関して監督員に

協議しなければならない。 
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2.文化財等発見時の処置 

受注者が、工事の施工にあたり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に

係る工事に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するもの

である。 

 

1-1-1-33 交通安全管理 

1.一般事項 

受注者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用する時は、積載物の落下等により、

路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に工事公害による

損害を与えないようにしなければならない。 

なお、第三者に工事公害による損害を及ぼした場合は、契約書第28条によって処置するものと

する。 

2.施工計画書 

受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等を

施工計画書に記載しなければならない。この場合において、受注者は、関係機関に所要の手続を

とるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなけれ

ばならない。 

3.輸送災害の防止 

受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事については、関

係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業

者、交通誘導警備員の配置、標識安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画

をたて、災害の防止を図らなければならない。 

4.交通安全等輸送計画 

受注者は、ダンプトラック等の大型輸送機械で大量の土砂、工事用資材等の輸送をともなう工

事は、事前に関係機関と打合せのうえ、交通安全等輸送に関する必要な事項の計画を立て、施工

計画書に記載しなければならない。 

5.交通安全法令の遵守 

受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員、

道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命

令（令和2年3月改正 内閣府・国土交通省令第1号）、道路工事現場における標示施設等の設置基

準（建設省道路局長通知、昭和37年8月30日）、道路工事現場における表示施設等の設置基準の

一部改正について（局長通知 平成18年3月31日 国道利37号・国道国防第205号）、道路工事現場

における工事情報板及び工事説明看板の設置について（国土交通省道路局路政課長、国道・防災

課長通知 平成18年3月31日 国道利38号・国道国防第206号）及び道路工事保安施設設置基準（案）

（建設省道路局国道第一課通知昭和47年2月）に基づき、安全対策を講じなければならない。 

6.工事用道路使用の責任 

発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用するもの

とする。 

7.工事用道路共用時の処置 

受注者は、特記仕様書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その

定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用する
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ものとする。 

8.工事用道路の維持管理 

受注者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、

工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする。 

9.公衆交通の確保 

公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料または設備を保管してはなら

ない。受注者は、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中断する時には、交通管

理者協議で許可された常設作業帯内を除き一般の交通に使用される路面からすべての設備その他

の障害物を撤去しなくてはならない。 

10.水上輸送 

工事の性質上、受注者が、水上輸送によることを必要とする場合には本条の「道路」は、水門、

または水路に関するその他の構造物と読み替え「車両」は船舶と読み替えるものとする。 

11.作業区域の標示等 

受注者は、工事の施工にあたっては、作業区域の標示及び関係者への周知など、必要な安全対

策を講じなければならない。また、作業船等が船舶の輻輳している区域を航行またはえい航する

場合、見張りを強化する等、事故の防止に努めなければならない。 

12.水中落下支障物の処置 

受注者は、船舶の航行または漁業の操業に支障をきたすおそれのある物体を水中に落とした場

合、直ちに、その物体を取り除かなければならない。 

なお、直ちに取り除けない場合は、標識を設置して危険箇所を明示し、関係機関に通報及び監

督員へ連絡しなければならない。 

13.作業船舶機械故障時の処理 

受注者は、作業船舶機械が故障した場合、安全の確保に必要な措置を講じなければならない。 

なお、故障により二次災害を招くおそれがある場合は、直ちに応急の措置を講じ、関係機関に

通報及び監督員へ連絡しなければならない。 

14.通行許可(1) 

受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令（平成31年3月改正 政令第41号）第

3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可

を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令（令和2年6月改正 政令第

181号）第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法

（令和2年6月改正 法律第52号）第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。 
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表1-1-3 一般的制限値 

   車両の諸元 一  般  的  制  限  値 

 幅 

 長さ 

 高さ 

 重量  総 重 量 

 

軸重 

隣接軸重 

の合計 

 

 

輪荷重 

 最小回転半径 

    2.5ｍ 

  12.0ｍ 

    3.8ｍ（ただし、指定道路については4.1m） 

  20.0ｔ（ただし、高速自動車国道・指定道路について 

         は、軸距・長さに応じ最大25.0ｔ） 

  10.0ｔ 

  隣り合う車軸に係る軸距1.8ｍ未満の場合は18ｔ 

 （隣り合う車軸に係る軸距が1.3ｍ以上で、かつ、当 

  該隣り合う車軸に係る軸重が9.5ｔ以下の場合は19ｔ）、 

 1.8ｍ以上の場合は20ｔ 

   5.0ｔ 

  12.0ｍ 

 

ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるも

のをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。 

 

15.交通管理 

受注者は、安全管理については、以下によるものとするが、現場の実状に応じた施工方法等に

より、交通管理を実施しなければならない。 

（1) 交通規制及び標識  

① 受注者は、設計図書に交通管理図を明示した場合には、これにより施工しなければならな

い。 

② 受注者は、夜間開放時には保安灯等を設置しなければならない。 

③ 受注者は、施工上やむを得ず交通規制を実施する必要がある場合は、実施予定日より1ヶ月

以上前に監督員に申し出るとともに、関係機関に所定の手続きをとらなければならない。 

なお、実施にあたっては規制の計画を施工計画書に記載するとともに、関係機関から指示

された事項を行わなければならない。 

④ 受注者は、工事に伴い車線規制等を実施する場合は、一般交通車両による「もらい事故」

防止対策として、施工箇所の先端部付近に適時標識車等を配置するものとし、作業員の安全

確保に努めなければならない。標識車等の仕様については表1-1を標準とするが、これによ

り難い場合は設計図書に関して監督員と協議するものとする。また、交通標識車等の配置等

を示した交通規制処理図を規制方法に応じ作成しなければならない。第1編1-1-1-4（11）交

通管理に記載しなければならない。 
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表1-1 標識車等の仕様 

項  目 数量・規格 配  置  等 

クッションドラム 2個 標識車の前方5m程度に設置 

標識  

道路工事保安施設設置基準（案）（昭和47年2 

月）の⑪に準ずる（標識のベース車両に搭載） 

ただし、施工現場が移動しない工事は固定とす 

る。 

標識のベース車両 2tトラック 
 

 

体感マット 
幅 200㎜ 

厚   6㎜ 

施工現場の渋滞状況を勘案し、適切な位置に設

置 

     注：体感マットについては、設置することが現場状況に不適な場合は、監督員と協議するものとする。 

 

 

（2) 交通誘導警備員 

① 受注者は、工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路等に対し、一般交通の安

全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」とい

う。）を配置し、その配置位置、条件を施工計画書に記載し、公衆の交通の安全を確保しな

ければならない。 

② 受注者は、現道上又は現道に近接して行う工事で、やむを得ず工事用材料・機械器具等を

工事区間に保管する場合には、監督員の承諾を得て一般交通の安全を確保し、所定の標識そ

の他安全施設を設け、状況によっては交通誘導警備員を配置しなければならない。 

③ 受注者は、交通誘導警備員のうち1人は有資格者（平成17年警備業法改正以降の交通誘導

警備業務にかかる1級又は2級検定合格者）としなければならない。 

また、法律または公安委員会認定路線及び、関係機関から指示された場合は1規制につき、

交通誘導警備員のうち1人は有資格者としなければならない。 

④ 受注者は、有資格者の配置にあたっては、公安委員会の資格証の写しを保管し、監督員の

請求があった場合は、速やかに提示するものとする。 

⑤ 受注者は、有資格者が配置できない理由がある場合は、監督員の承諾を得て交通の誘導・

整理の実務経験3年以上の者とすることができる。その場合は、経歴書を保管し、監督員か

ら請求があった場合は速やかに提示するものとする。 

但し、道路交通法80条協議に基づき配置する場合及び所轄警察署からの要請により配置す

る場合を除く。 
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公安委員会認定路線 

路  線 

1 一般国道1号 

2 一般国道23号 

3 一般国道25号 

4 一般国道42号 

三重県の全域（平成31年4月1

日に路線名が変更された旧一

般国道42号区間（一般国道

166号（松阪市大黒田町722番

地1先から松阪市小津町601番

地先までの間）及び県道松阪

多気線（松阪市大黒田町722

番地1先から松阪市八太町583

番 地 2 先 ま で の 間 ） を 含

む。）） 

5 一般国道163号 

6 一般国道165号 

7 一般国道167号 

8 一般国道258号 

9 一般国道368号 

10 一般国道421号 

 

11 一般国道477号 

12 県道桑名東員線 

13 県道四日市楠鈴鹿線 

14 県道上海老茂福線 

15 県道鈴鹿環状線 

16 県道辺法寺加佐登停車場線 

17 県道津関線 

18 県道津芸濃大山田線 

19 県道上浜高茶屋久居線 

20 県道松阪第2環状線 

21 県道鳥羽松阪線 

22 県道伊勢磯部線 

23 県道伊勢南島線 

24 桑名市道坂井多度線 

25 四日市市道子酉八王子線 

26 四日市市道赤堀小生線 

27 四日市市道西新地久保田線 

28 四日市市道四日市中央線 

29 四日市市道笹川環状1号線 

 

（参考）令和2年7月7日付け三重県公安委員会告示第79号（令和3年1月7日施行） 

 

16.保安灯 

受注者は、道路工事保安施設設置基準（案）により設置する保安灯のうち、電源に商用電力を

用いるものにあっては停電等に対処するために乾電池式保安灯を併用しなければならない。 

17.保守点検 

受注者は、設置した保安施設が常に良好な状態を保つよう、日々の保守点検を行わなければな

らない。 

18.標識 

受注者は、道路事業において「道路工事保安施設設置基準（案）」の標識番号⑦を設置する場

合は、図1-3を参考に標識を作成しなければならない。 
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御通行中の皆様へ 

 

ただいま○○○○工事を行っており 

ますのでご協力お願いいたします。 

なおこの工事にお気付きの点があり 

ましたら下記へご連絡ください。 

   

三重県○○○○事務所 

     ＴＥＬ○○○－○○○－○○○○ 

○○○○株式会社 

     ＴＥＬ○○○－○○○－○○○○ 

図1-3 標識⑦ 

 

19.仮区画線 

受注者は、現道拡幅等の工事で仮区画線の施工にあたっては、現地の地形的条件・交通量・供

用期間・公安委員会の意見等を検討のうえ設計図書に関して監督員と協議するものとする。 

20.通行許可(2) 

1．受注者は、建設機械、資材の運搬にあたり、道路法第47条第1項、車両制限令第3条におけ

る一般的制限値をこえる車両を通行させようとする場合は、運搬資機材毎に運搬計画（車種

区分、車両番号等、車両諸元及び積載重量、資材の積載限度数量、通行経路、許可証の有効

期限等の確認方法と確認頻度）を作成し、施工計画書に記載しなければならない。 

2．受注者は、運搬計画どおり運行していることを確認しなければならない。 

また、確認を行った資料については、整理保管するとともに、監督員または検査員の要求

があった場合は速やかに提示しなければならない。 

 

1-1-1-34 施設管理 

受注者は、工事現場における公物（各種公益企業施設を含む。）または部分使用施設（契約書

第33条の適用部分）について、施工管理上、契約図書における規定の履行を以っても不都合が生

ずるおそれがある場合には、その処置について監督員と協議できる。 

なお、当該協議事項は、契約書第9条の規定に基づき処理されるものとする。 
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1-1-1-35 諸法令の遵守 

1.諸法令の遵守 

受注者は、当該工事に関する最新の諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法

令の適用運用は受注者の責任において行わなければならない。 

なお、主な法令は以下に示す通りである。 

（1）地方自治法 （令和2年12月改正 法律第75号） 

（2）建設業法 （令和元年6月改正 法律第37号） 

（3）下請代金支払遅延等防止法 （平成21年6月改正 法律第51号） 

（4）労働基準法 （令和2年3月改正 法律第14号） 

（5）労働安全衛生法 （令和元年6月改正 法律第37号） 

（6）作業環境測定法 （令和元年6月改正 法律第37号） 

（7）じん肺法 （平成30年7月改正 法律第71号） 

（8）雇用保険法 （令和2年6月改正 法律第54号） 

（9）労働者災害補償保険法 （令和2年6月改正 法律第40号） 

（10）健康保険法 （令和2年6月改正 法律第52号） 

（11）中小企業退職金共済法 （令和2年6月改正 法律第40号） 

（12）建設労働者の雇用の改善等に関する法律 （令和2年3月改正 法律第14号） 

（13）出入国管理及び難民認定法 （令和元年12月改正 法律第63号） 

（14）道路法 （令和2年6月改正 法律第49号） 

（15）道路交通法 （令和2年6月改正 法律第52号） 

（16）道路運送法 （令和2年6月改正 法律第36号） 

（17）道路運送車両法 （令和2年3月改正 法律第5号） 

（18）砂防法 （平成25年11月改正 法律第76号） 

（19）地すべり等防止法 （平成29年6月改正 法律第45号） 

（20）河川法 （平成29年6月改正 法律第45号） 

（21）海岸法 （平成30年12月改正 法律第95号） 

（22）港湾法 （令和2年6月改正 法律第49号） 

（23）港則法 （平成28年5月改正 法律第42号） 

（24）漁港漁場整備法 （平成30年12月改正 法律第95号） 

（25）下水道法 （平成27年5月改正 法律第22号） 

（26）航空法 （令和2年6月改正 法律第61号） 

（27）公有水面埋立法 （平成26年6月改正 法律第51号） 

（28）軌道法 （令和2年6月改正 法律第41号） 

（29）森林法 （令和2年6月改正 法律第41号） 

（30）環境基本法 （平成30年6月改正 法律第50号） 

（31）火薬類取締法 （令和元年6月改正 法律第37号） 

（32）大気汚染防止法 （令和2年6月改正 法律第39号） 

（33）騒音規制法 （平成26年6月改正 法律第72号） 

（34）水質汚濁防止法 （平成29年6月改正 法律第45号） 

（35）湖沼水質保全特別措置法 （平成26年6月改正 法律第72号） 

（36）振動規制法 （平成26年6月改正 法律第72号） 
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（37）廃棄物の処理及び清掃に関する法律 （令和元年6月改正 法律第37号） 

（38）文化財保護法 （令和2年6月改正 法律第41号） 

（39）砂利採取法 （平成27年6月改正 法律第50号） 

（40）電気事業法 （令和2年6月改正 法律第49号） 

（41）消防法 （平成30年6月改正 法律第67号） 

（42）測量法 （令和元年6月改正 法律第37号） 

（43）建築基準法 （令和2年6月改正 法律第43号） 

（44）都市公園法 （平成29年5月改正 法律第26号） 

（45）建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 （平成26年6月改正 法律第55号） 

（46）土壌汚染対策法 （平成29年6月改正 法律第45号） 

（47）駐車場法 （平成29年5月改正 法律第26号） 

（48）海上交通安全法 （平成28年5月改正 法律第42号） 

（49）海上衝突予防法 （平成15年6月改正 法律第63号） 

（50）海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 （令和元年5月改正 法律第18号） 

（51）船員法 （平成30年6月改正 法律第41号） 

（52）船舶職員及び小型船舶操縦者法 （平成30年6月改正 法律第59号） 

（53）船舶安全法 （平成29年5月改正 法律第41号） 

（54）自然環境保全法 （平成31年4月改正 法律第20号） 

（55）自然公園法 （令和元年6月改正 法律第37号） 

（56）公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 （令和元年6月改正 法律第37号） 

（57）国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 （平成27年9月改正 法律第66号） 

（58）河川法施行法 抄 （平成11年12月改正 法律第160号） 

（59）技術士法 （令和元年6月改正 法律第37号） 

（60）漁業法 （令和元年5月改正 法律第1号） 

（61）空港法 （令和元年6月改正 法律第37号） 

（62）計量法 （平成26年6月改正 法律第69号） 

（63）厚生年金保険法 （令和2年6月改正 法律第40号） 

（64）航路標識法 （平成28年5月改正 法律第42号） 

（65）資源の有効な利用の促進に関する法律 （平成26年6月改正 法律第69号） 

（66）最低賃金法 （平成24年4月改正 法律第27号） 

（67）職業安定法 （令和元年6月改正 法律第37号） 

（68）所得税法 （令和2年3月改正 法律第8号） 

（69）水産資源保護法 （平成30年12月改正 法律第95号） 

（70）船員保険法 （令和2年6月改正 法律第52号） 

（71）著作権法 （令和2年6月改正 法律第48号） 

（72）電波法 （令和2年4月改正 法律第23号） 

（73）土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 

 （令和2年6月改正 法律第42号） 

（74）労働保険の保険料の徴収等に関する法律 （令和2年3月改正 法律第14号） 

（75）農薬取締法 （令和元年12月改正 法律第62号） 

（76）毒物及び劇物取締法 （平成30年6月改正 法律第66号） 
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（77）特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 （平成29年5月改正 法律第41号） 

（78）公共工事の品質確保の促進に関する法律 （令和元年6月改正 法律第35号） 

（79）警備業法 （令和元年6月改正 法律第37号） 

（80）行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 （令和元年6月改正 法律第37号） 

（81）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 （令和2年6月改正 法律第42号） 

（82）漁港法 （令和元年5月改正 法律第1号） 

（83）有線電気通信法 （平成27年5月改正 法律第26号） 

（84）電気通信事業法 （令和2年5月改正 法律第30号） 

（85）工業用水道事業法 （平成26年6月改正 法律第69号） 

（86）水道法 （令和元年6月改正 法律第37号） 

（87）電気工事士法 （令和2年6月改正 法律第49号） 

（88）電気工事業の業務の適正化に関する法律 （平成26年6月改正 法律第69号） 

（89）電気用品安全法 （令和2年6月改正 法律第49号） 

（90）製造物責任法 （平成29年6月改正 法律第45号） 

（91）貨物自動車運送事業法 （令和元年6月改正 法律第37号） 

（92）農地法 （令和元年5月改正 法律第12号） 

（93）地方税法 （令和3年2月改正 法律第5号） 

 

2.法令違反の処置 

受注者は、諸法令を遵守し、これに違反した場合発生するであろう責務が、発注者に及ばない

ようにしなければならない。 

3.不適当な契約図書の処置 

受注者は、当該工事の計画、契約図面、仕様書及び契約そのものが第1項の諸法令に照らし不

適当であったり矛盾していることが判明した場合には速やかに監督員と協議しなければならない。 

 

1-1-1-36 官公庁等への手続等 

1.一般事項 

受注者は、工事期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。 

2.関係機関への届出 

受注者は、工事施工にあたり受注者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を、

法令、条例または設計図書の定めにより実施しなければならない。 

3.諸手続きの提示、提出 

受注者は、諸手続きにおいて許可、承諾等を得たときは、その書面を監督員に提示しなければ

ならない。 

なお、監督員から請求があった場合は、写しを提出しなければならない。 

4.許可承諾条件の遵守 

受注者は、手続きに許可承諾条件がある場合これを遵守しなければならない。 

なお、受注者は、許可承諾内容が設計図書に定める事項と異なる場合、監督員と協議しなけれ

ばならない。 

5.コミュニケーション 

受注者は、工事の施工にあたり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならな
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い。 

6.苦情対応 

受注者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、受注者が対応すべき場合は誠意

をもってその解決にあたらなければならない。 

7.交渉時の注意 

受注者は、地方公共団体、地域住民等と工事の施工上必要な交渉を、自らの責任において行わ

なければならない。受注者は、交渉に先立ち、監督員に連絡の上、これらの交渉にあたっては誠

意をもって対応しなければならない。 

8.交渉内容明確化(1) 

受注者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で取り交わす等明確にし

ておくとともに、状況を随時監督員に報告し、指示があればそれに従うものとする。 

9.鉄道と近接する工事 

受注者は、鉄道と近接して工事を施工する場合の交渉・協議及び他機関との立会等の必要があ

る場合には、監督員に連絡し、これにあたらなければならない。 

10.交渉内容明確化(2) 

受注者は、前項における交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にし

ておくとともに、状況を随時監督員に報告し、指示があればそれに従うものとする。 

 

1-1-1-37 施工時期及び施工時間の変更 

1.施工時間の変更 

受注者は、設計図書に施工時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合は、

あらかじめ監督員と協議するものとする。 

2.休日または夜間の作業連絡 

受注者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、官公庁の休日または夜間に、作業

を行うにあたっては、事前にその理由を監督員に連絡しなければならない。 

ただし、現道上の工事については書面により提出しなければならない。 

 

1-1-1-38 工事測量 

1.一般事項 

受注者は、工事着手後直ちに測量を実施し、測量標（仮BM）、工事用多角点の設置及び用地境

界、中心線、縦断、横断等を確認しなければならない。測量結果が設計図書に示されている数値

と差異を生じた場合は監督員に測量結果を速やかに提出し指示を受けなければならない。 

なお、測量標（仮BM）及び多角点を設置するための基準となる点の選定は、監督員の指示を受

けなければならない。また受注者は、測量結果を監督員に提出しなければならない。 

2.引照点等の設置 

受注者は、工事施工に必要な仮水準点、多角点、基線、法線、境界線の引照点等を設置し、施

工期間中適宜これらを確認し、変動や損傷のないよう努めなければならない。変動や損傷が生じ

た場合、監督員に連絡し、速やかに水準測量、多角測量等を実施し、仮の水準点、多角点、引照

点等を復元しなければならない。 

3.仮設標識 

受注者は、丁張、その他工事施工の基準となる仮設標識を、設置しなければならない。 
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4.工事用測量標の取扱い 

受注者は、用地幅杭、測量標（仮BM）、工事用多角点及び重要な工事用測量標を移設してはな

らない。ただし、これを存置することが困難な場合は、監督員の承諾を得て移設することができ

る。また、用地幅杭が現存しない場合は、監督員と協議しなければならない。 

なお、移設する場合は、隣接土地所有者との間に紛争等が生じないようにしなければならない。 

5.既存杭の保全 

受注者は、工事の施工にあたり、損傷を受けるおそれのある杭または障害となる杭の設置換え、

移設及び復元を含めて、発注者の設置した既存杭の保全に対して責任を負わなければならない。 

6.水準測量・水深測量 

水準測量及び水深測量は、設計図書に定められている基準高あるいは工事用基準面を基準とし

て行うものとする。 

 

1-1-1-39 不可抗力による損害 

1.工事災害の報告 

受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第29条の規定の適

用を受けると思われる場合には、直ちに工事災害通知書を監督員を通じて発注者に通知しなけれ

ばならない。 

2.設計図書で定めた基準 

契約書第29条第1項に規定する「設計図書で基準を定めたもの」とは、以下の各号に掲げるも

のをいう。 

（1）波浪、高潮に起因する場合 

波浪、高潮が想定している設計条件以上または周辺状況から判断してそれと同等以上と認め

られる場合 

（2）降雨に起因する場合 

以下のいずれかに該当する場合とする。 

① 24時間雨量（任意の連続24時間における雨量をいう。）が80mm以上 

② 1時間雨量（任意の60分における雨量をいう。）が20mm以上 

③ 連続雨量（任意の72時間における雨量をいう。）が150mm以上 

④ その他設計図書で定めた基準 

（3）強風に起因する場合 

最大風速（10分間の平均風速で最大のものをいう。）が15m/秒以上あった場合 

（4）河川沿いの施設にあたっては、河川のはん濫注意水位以上、またはそれに準ずる出水により

発生した場合 

（5）地震、津波、豪雪に起因する場合周囲の状況により判断し、相当の範囲にわたって他の一般

物件にも被害を及ぼしたと認められる場合 

3.その他 

契約書第29条第2項に規定する「受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの」

とは、設計図書及び契約書第26条に規定する予防措置を行ったと認められないもの及び災害の一

因が施工不良等受注者の責によるとされるものをいう。 
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1-1-1-40 特許権等 

1.一般事項 

受注者は、特許権等を使用する場合、設計図書に特許権等の対象である旨明示が無く、その使

用に関した費用負担を契約書第8条に基づき発注者に求める場合、権利を有する第三者と使用条

件の交渉を行う前に、監督員と協議しなければならない。 

2.保全措置 

受注者は、業務の遂行により発明または考案したときは、これを保全するために必要な措置を

講じ、出願及び権利の帰属等については、発注者と協議しなければならない。 

3.著作権法に規定される著作物 

発注者が、引渡しを受けた契約の目的物が著作権法（平成30年7月改正 法律第72号第2条第1項

第1号）に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属するものと

する。 

なお、前項の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物については、発注者はこれ

を自由に加除または編集して利用することができる。 

 

1-1-1-41 保険の付保及び事故の補償 

1.一般事項 

受注者は、残存爆発物があると予測される区域で工事に従事する作業船及びその乗組員並びに

陸上建設機械等及びその作業員に設計図書に定める水雷保険、傷害保険及び動産総合保険を付保

しなければならない。 

2.回航保険 

受注者は、作業船、ケーソン等を回航する場合、回航保険を付保しなければならない。 

3.保険加入の義務 

受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び厚生年金保険法の規定により、

雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。 

4.補償 

受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任を

もって適正な補償をしなければならない。 

5.建設業退職金共済制度の履行 

受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納書（発注者

用）を工事請負契約締結後原則1ヶ月以内（電子申請方式による場合にあっては、工事請負契約

締結後原則４０日以内）に、発注者に提出しなければならない。 

また、工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査員に提示しなければならない。 

6.標識の掲示 

受注者は、工事現場または事業場内に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を

掲示しなければならない。 

 

1-1-1-42 臨機の措置 

1.一般事項 

受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。

また、受注者は、措置をとった場合には、その内容を直ちに監督員に通知しなければならない。 
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2.天災等 

監督員は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他

自然的または人為的事象（以下「天災等」という。）に伴ない、工事目的物の品質・出来形の確

保及び工期の遵守に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとるこ

とを請求することができる。 

 

1-1-1-43 主任技術者及び監理技術者 

1.技術者の選任 

受注者は、契約書第10条に規定する主任技術者又は、監理技術者を定める場合で、当該工事が、

土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、鋼構造物工事、舗装工事、塗装工事、

しゅんせつ工事、造園工事及び水道施設工事である場合には、表1-1に示す当初工事請負代金額

に該当する主任技術者又は、監理技術者を選任しなければならない。 

 

表1-1 主任技術者又は監理技術者の資格 

当初工事請負代金額 主任技術者又は監理技術者の資格 

8,000万円 

以上 

当該工事の施工にかかる業種について、次のイ、ロ又はハに掲げる者 

イ．建設業法（昭和24年法律第100号）による技術検定（以下「技術検

定」という。）の1級に合格した者 

ロ．技術士法（昭和32年法律第124号）による２次試験に合格した者 

ハ．建設業法第15条2号ハの規定により国土交通大臣が同条2号のイと同

等以上の能力を有するものと認定した者（平成元年建設省告示128号

に規定された者） 

2,500万円 

以上 

8,000万円 

未満 

主任技術者 監理技術者 

当該工事の施工にかかる業種につ

いて、次のイ又はロに掲げる者 

イ．建設業法（昭和24年法律第100

号）による技術検定の1級又は2

級に合格した者 

ロ．上欄ロ、ハに掲げる者 

当該工事の施工にかかる業種につ

いて、次のイ又はロに掲げる者 

イ．建設業法（昭和24年法律第100

号）による技術検定の1級に合格

した者 

ロ．上欄ロ、ハに掲げる者 

 

2.技術者の変更 

（1）受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において発注者との協議に

より、主任技術者及び監理技術者（以下技術者等という）を変更できるものとする。 

変更については、下記を満足することを条件とする。 

①死亡、傷病、退職等、真にやむを得ない場合 

②受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延

長された場合 

③橋梁、ポンプ、ゲート等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行

する時点 

（2）途中交代を認める際の現場対応は、以下のとおりとする。 
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①交代後の技術者等に求める資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応した資格及び

工事経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。 

②技術者等の交代に際し、継続的な業務が遂行できるよう、新旧の技術者等を7日以上の間重

複配置することを求め、適切な引継を確保するものとする。ただし、死亡、傷病の場合は除

く。 

3.監理技術者 

受注者は、専任の監理技術者について建設業法第27条の18第1項の規定による監理技術者資格

者証（以下「資格者証」という。）の交付を受けており、かつ監理技術者講習を過去5年以内に

受講した者のうちから、これを選任するものとし、資格者証及び監理技術者講習修了証の写しを

現場代理人等選任通知書に添付して発注者に提出するものとする。 

4.工場製作後に現場据付作業を伴う工事 

受注者は、当該工事が工場製作後、現場据付作業を伴う工事の場合は、工場製作時および現場

据付時のそれぞれに従事する主任技術者又は監理技術者を1-1-1-4施工計画書に記載しなければ

ならない。 

5.現場代理人等通知書 

受注者は、現場代理人等通知書を工事契約締結時に発注者に提出しなければならない。 

6.技術者の専任・兼任 

（１）技術者の専任 

受注者は、請負金額3,500万円（建築工事にあっては、7,000万円）以上の場合、主任技術者

（監理技術者）は、工事現場ごとに専任の者でなければならない。ただし、工場製作などにあ

っては、監理技術者制度運用マニュアル（国土交通省通知 平成28年度12月19日付け 国総建

第349号）によるものとする。 

（２）技術者の兼任 

受注者は、請負金額500万円以上3,500万円未満（建築工事にあっては請負金額が1,500万円

以上7,000万円未満）の県発注公共工事（応急工事等に係るものを除く）において、１人の主

任技術者（監理技術者）が兼任できる工事数は、２件以下とする。ただし、請負金額の合計が

3,000万円（建築工事のみの場合にあっては6,000万円）以下の場合はこの限りではない。 

 

1-1-1-44 河川管理施設及び道路付属物並びに占用物件 

1.事前調査 

受注者は、工事施工箇所に占用物件が予想される場合には、工事の施工に先立って地下埋設物

件等の調査を行わなければならない。 

また、施工の障害となる占用物件がある場合は、占用者とその処置について打合せを行い、監

督員に報告しなければならない。 

2.損傷時の処置 

受注者は、工事の施工により河川管理施設及び道路附属物並びに占用物件に損傷を与えた場合

には、速やかに応急処置をとり監督員に報告するとともに、関係機関に連絡し復旧処置を講じな

ければならない。 

3.不明の占用物件の処置 

受注者は、工事途中で管理者不明の占用物件を発見した場合には、監督員に報告し、その処置

は予想される占用者の立ち会いを得て管理者を明確にしたうえで処置しなければならない。 
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4.工事関係者の調整等 

受注者は、工事区域内で占用工事等と競合する場合には、必要に応じ工程等について打合せを

行い、両者協力のもとに工事の円滑化と事故防止を図らなければならない。 

なお、工事中の責任範囲を明確にしておかなければならない。 

 

1-1-1-45 踏荒し 

1.地権者の了承 

受注者は、用地付近又は官民境界付近に接して工事を行う場合には、地権者の了承を得て着手

しなければならない。 

2.損傷時の処置 

受注者は、官民境界付近に構造物を施工し、民地側を踏荒し又は民地側の構造物等に損傷を与

えた場合には、別途条件を明示された場合を除き、復旧しなければならない。 

 

1-1-1-46 契約不適合責任 

契約不適合の修補又は損害賠償の請求期間は、契約書第44条の２に示すほか、以下のとおりと

する。 

 

植栽等 １年以内 

 

植栽等とは、樹木・地被類とする。 

ただし、移植及び根回し工事は適用除外とする。 

 

1-1-1-47 電子納品  

1.対象 

特記仕様書に明記なき場合は、電子納品の対象とする。 

2.成果品 

成果品は、電子成果品とその他資料とし、電子成果品は三重県CALS電子納品マニュアルで定め

る「工事完成図書の電子納品要領やCAD製図基準など関連する要領・基準（以下、「要領」とい

う。）」に基づいて作成した電子媒体(CD-RまたはDVD-Rの場合は2部)等で納品する。「要領」で

特に記載のない項目については、原則として電子データを納品する義務はないが監督員と協議す

るものとする。 

3.運用 

電子納品の運用は、「三重県CALS電子納品運用マニュアル（以下、「マニュアル」という。）」

による。 

4.電子化 

発注時に紙及びCAD化されていない図面や資料のCAD等電子化については監督員と協議するもの

とする。 

5.疑義 

「要領」「マニュアル」で記載なき事項及び疑義が生じた場合は監督員と協議するものとする。 

6.エラーチェック等 

成果品は、電子納品チェッカーによるチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、ウイ
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ルス対策を実施したうえで納品するものとする。   

7.マニュアルの掲載箇所 

「マニュアル」の掲載箇所 

掲載箇所： http://www.pref.mie.lg.jp/JIGYOS/cals/index.htm 

8.電子納品チェックシート 

電子納品に必要な基本的な事項の確認は、「電子納品チェックシート」を利用するものとする。 

掲載箇所：http://www.pref.mie.lg.jp/JIGYOS/cals/index.htm 

なお、工事に必要な書類については、3-1-1-15 提出書類の表3-1-1に基づき作成するものとす

る。 

 

1-1-1-48 VE 

受注者は、設計図書においてVE提案対象工事であることを明示された場合において、VE提案を

行う場合は、VE提案書の様式を記載し、発注者に提出しなければならない。 

VE提案の適用範囲及び取扱いは「三重県契約後VE実施要領」の規定による。 

 

1-1-1-49 設計変更等 

設計変更、一時中止等については、契約書第18条～第24条及び1-1-1-15～1-1-1-16に記載して

いるところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「三重県設計変更ガイドライン」

（三重県）及び「工事一時中止に係わるガイドライン」（三重県県土整備部）、「農業農村整備

事業における工事一時中止に係るガイドラインについて」（三重県農林水産部）、「漁港漁場関

係工事における工事一時中止に係るガイドライン」（三重県農林水産部）、「森林整備保全事業

における工事一時中止に係るガイドライン」（三重県農林水産部）、「三重県企業庁が所管する

工事における工事一時中止に係るガイドライン」（三重県企業庁）による。 

 

掲載箇所：三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照 

 

1-1-1-50 未制定 

 

1-1-1-51 中間検査 

1.一般事項 

受注者は、三重県建設工事検査規則第25条に基づいて検査員が中間検査を行うときは、その指

示に従わなければならない。 

2.中間検査の時期 

中間検査のうち、中間検査要領に対象工事と定められた工事は、中間検査要領に定めた時期に

実施するものとする。 

3.中間検査要求書 

受注者は、上記2の中間検査の実施にあたり、あらかじめ中間検査要求書を監督員に提出しな

ければならない。 

4.検査日の通知 

上記2の中間検査を行う日は、受注者の意見を聞いて発注者が定め、発注者は検査日等、必要

な事項を監督員を通じて通知するものとする。 
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5.検査内容 

検査員は、監督員及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として設計図書と対比し、以下の

各号に掲げる検査を行うものとする。 

（1）工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえの検査を行う。 

（2）工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。 

6.適用規定 

受注者は、当該中間検査については、第3編3-1-1-6監督員による確認及び立会等第3項の規定

を準用する。 

 

1-1-1-52 認定リサイクル製品の掲示 

「三重県リサイクル製品利用推進条例」に基づく認定を受けた製品を使用する場合は、条例第

15条第3項及び同規則17条に基づき、当該工事を行う場所において、公衆の見やすいところに製

品名、認定番号、使用量、再生資源の内容等を看板、表示板等により掲示を行うものとする。 

 

【掲示例】参考例 

 

『三重県リサイクル製品利用推進条例』に基づき下記の認定製品を使用しています。 

 

工事番号 ： 

工 事 名 ： 

 

認定 

番号 
品 目 名 製 品 名 規 格 使用量 再生資源 

      

      

      

      

      

      

      

      
 

※掲示板寸法は、横40㎝×縦30㎝程度（例：Ａ3横長）を標準とする 

※掲示板の材質については、工事期間中現場環境に耐えうる材質又は措置（例：普通紙に透明フィ

ルムなどで保護）を講じたものとする。 

 

1-1-1-53 不正軽油の使用の禁止 

1.一般事項 

県工事の施工にあたり、工事現場で使用し、又は使用させる車両（資機材等の搬出入車両を含

む。）並びに建設機械等の燃料として、不正軽油（地方税法第144条の32（製造等の承認を受け

る義務等）の規定に違反する燃料をいう。）を使用してはならない。 
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2.調査の協力 

受注者は、県が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければならない。ま

た、受注者は下請負者等に同調査に協力するよう管理及び監督しなければならない。 

3.是正措置 

受注者は、不正軽油の使用が判明した場合は、速やかに是正措置を講じなければならない。ま

た、受注者は下請負者等に不正軽油の使用が判明した場合は速やかに是正措置を講じるよう管理

及び監督しなければならない。 
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第2章 土  工 
 

第1節 適  用 

1.適用工種 

本章は、河川土工、海岸土工、砂防土工、道路土工、港湾土工、空港土工その他これらに類す

る工種について適用する。 

2.適用規定 

本章に特に定めのない事項については、第2編材料編の規定による。 

 

第2節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これによ

り難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑

義がある場合は監督員と協議しなければならない。 

日本道路協会 道路土工要綱 （平成21年6月） 

日本道路協会 道路土工－軟弱地盤対策工指針 （平成24年8月） 

日本道路協会 道路土工－盛土工指針 （平成22年4月） 

日本道路協会 道路土工－切土工・斜面安定工指針 （平成21年6月） 

土木研究センター 建設発生土利用技術マニュアル （平成25年12月） 

国土交通省 建設副産物適正処理推進要綱 （平成14年5月） 

建設省 堤防余盛基準について （昭和44年1月） 

土木研究センター ジオテキスタイルを用いた補強土の設計施工マニュアル （平成25年12月） 

土木研究センター 多数アンカー式補強土壁工法 設計・施工マニュアル （平成26年8月） 

土木研究センター 補強土（テールアルメ）壁工法 設計・施工マニュアル （平成26年8月） 

国土技術研究センター 河川土工マニュアル （平成21年4月） 

日本道路協会 道路土工構造物技術基準・同解説 （平成29年3月） 

国土交通省 建設汚泥処理土利用技術基準 （平成18年6月） 

国土交通省 発生土利用基準 （平成18年8月） 

 

第3節 河川土工・海岸土工・砂防土工 

1-2-3-1 一般事項 

1.適用工種 

本節は、河川土工・海岸土工・砂防土工として掘削工、盛土工、盛土補強工、法面整形工、堤

防天端工、残土処理工その他これらに類する工種について定める。 

2.地山の土及び岩の分類 

地山の土及び岩の分類は、表1-2-1によるものとする。 

受注者は、設計図書に示された現地の土及び岩の分類の境界を確められた時点で、監督員の確

認を受けなければならない。 

また、受注者は、設計図書に示された土及び岩の分類の境界が現地の状況と一致しない場合は、

契約書第18条第1項の規定により監督員の指示を受けなければならない。 
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15.採取場の維持及び修復 

受注者は、土の採取にあたり、採取場の維持及び修復について採取場ごとの条件に応じて施工

するとともに、土の採取中、土質に著しい変化があった場合には、設計図書に関して監督員と協

議しなければならない。 

16.採取土及び購入土を運搬の注意 

受注者は、採取土盛土及び購入土盛土の施工にあたって、採取土及び購入土を運搬する場合に

は沿道住民に迷惑がかからないようにつとめなければならない。流用土盛土及び発生土盛土の施

工にあたっても、一般道路を運搬に利用する場合も同様とするものとする。 

17.盛土 

盛土とは、第1編1-2-4-3路体盛土工第15項の定義による。 

18.歩道・路肩部分等の締固め 

受注者は、歩道・路肩部分等の締固めについては、第1編1-2-4-3路体盛土工第16項により施工

しなければならない。 

19.異常時の処置 

受注者は、本条第9項において緊急を要する場合は、応急措置を施すとともに監督員へ連絡し

なければならない。 

 

1-2-4-5 法面整形工 

1.一般事項 

受注者は、掘削（切土）部法面整形の施工にあたり、ゆるんだ転石、岩塊等は、整形した法面

の安定のために取り除かなければならない。 

なお、浮石が大きく取り除くことが困難な場合には、設計図書に関して監督員と協議しなけれ

ばならない。 

2.法面の崩壊防止 

受注者は、盛土部法面整形の施工にあたり、法面の崩壊が起こらないように締固めを行わなけ

ればならない。 

 

1-2-4-6 残土処理工 

残土処理工については、第1編1-2-3-7残土処理工の規定による。 

 

1-2-4-7 建設発生土受入地 

受注者は、建設発生土受入地については、第1編1-2-3-8建設発生土受入地の規定により施工し

なければならない。 

 

1-2-4-8 盛土の品質管理 

受注者は、盛土施工をする場合の締固め品質管理においては「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の

締固め管理要領」（国土交通省）により実施してもよい。 
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第3章 無筋・鉄筋コンクリート 
 

第1節 適  用 

1.適用事項 

本章は、無筋・鉄筋コンクリート構造物、プレストレストコンクリート構造物に使用するコン

クリート、鉄筋、型枠等の施工その他これらに類する事項について適用する。 

2.適用規定（1） 

本章に特に定めのない事項については、第2編材料編の規定による。 

3.適用規定（2） 

受注者は、コンクリートの施工にあたり、設計図書に定めのない事項については、「コンクリ

ート標準示方書（施工編）」（土木学会、平成30年3月）のコンクリートの品質の規定による。

これ以外による場合は、施工前に、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

4.アルカリシリカ反応抑制対策(1) 

受注者は、コンクリートの使用にあたって「生コンクリートの取り扱いマニュアル」の第4章

コンクリートの耐久性向上を遵守し、アルカリシリカ反応抑制対策の適合を確かめなければなら

ない。 

 

第2節 適用すべき諸基準 

1.適用規定 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類による。これによ

り難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑

義がある場合は監督員と協議しなければならない。 

土木学会 コンクリート標準示方書（施工編） （平成30年3月） 

土木学会 コンクリート標準示方書（設計編） （平成30年3月） 

土木学会 コンクリートのポンプ施工指針 （平成24年6月） 

国土交通省 アルカリ骨材反応抑制対策について （平成14年7月31日） 

国土交通省 「アルカリ骨材反応抑制対策について」の運用について （平成14年7月31日） 

土木学会 鉄筋定着・継手指針 （令和2年3月） 

公益社団法人日本鉄筋継手協会 鉄筋継手工事標準仕様書ガス圧接継手工事 （平成29年9月） 

機械式鉄筋定着工法技術検討委員会 機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドライン 

 （平成28年7月） 

流動性を高めたコンクリートの活用検討委員会 

 流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン （平成29年3月） 

機械式鉄筋継手工法技術検討委員会 

 現場打ちコンクリート構造物に適用する機械式鉄筋継手工法ガイドライン （平成29年3月） 

橋梁等のプレキャスト化及び標準化による生産性向上検討委員会 

 コンクリート構造物における埋設型枠・プレハブ鉄筋に関するガイドライン （平成30年6月） 

橋梁等のプレキャスト化及び標準化による生産性向上検討委員会 

 コンクリート橋のプレキャスト化ガイドライン （平成30年6月） 
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ストコンクリートの単位水量試験に基づき、施工管理を行い、その記録及び関係書類を速やかに

作成、保管し、検査時までに提出するものとする。ただし、それ以外で監督員からの請求があっ

た場合は速やかに提示するものとする。 

測定機器は、「生コンクリートの取り扱いマニュアル」の第5章レディーミクストコンクリー

トの単位水量試験の2．測定機器によるものとするが、現場条件により発注者から測定機器を指

示する場合がある。また、使用する機器を施工計画書に記載するものとする。 

単位水量の測定は、「生コンクリートの取り扱いマニュアル」の第5章レディーミクストコン

クリート単位水量試験の5.測定頻度及び6.管理基準値・測定結果と対応により実施するものとす

る。 

 

1-3-3-3 配合 

1.一般事項 

受注者は、コンクリートの配合において、設計図書の規定のほか、構造物の目的に必要な強度、

耐久性、ひび割れ抵抗性、鋼材を保護する性能、水密性及び作業に適するワーカビリティーが得

られる範囲内で単位水量を少なくするように定めなければならない。 

2.配合試験 

受注者は、施工に先立ち、あらかじめ配合試験を行い、表1-3-1の示方配合表を作成し監督員

の確認を得なければならない。ただし、すでに他工事（公共工事に限る）において使用実績があ

り、品質管理データがある場合は、配合試験を行わず他工事（公共工事に限る）の配合表に代え

ることができる。また、JISマーク表示されたレディーミクストコンクリートを使用する場合は

配合試験を省略できる。 

3.水セメント比 

受注者は、土木コンクリート構造物の耐久性を向上させるため、一般の環境条件の場合のコン

クリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては55％以

下、無筋コンクリートについては60％以下とするものとする。 

 

表1-3-1 示方配合表 

粗骨材の 

最大寸法 

(mm) 

スランプ 

 

(cm) 

水セメン

ト比 

W/C(%) 

空気量 

 

(%) 

細骨材率 

S / a 

(%) 

単 位 量 (kg/m3) 

 

水 

 

Ｗ 

 

セメント 

 

C 

 

混和材 

 

F 

 

細骨材 

 

S 

 

粗骨材 

 

G 

 

混和剤 

 

A 

4.現場配合 

受注者は､示方配合を現場配合に直す場合には、骨材の含水状態、5mmふるいに留まる細骨材の

量、5mmふるいを通る粗骨材の量、及び混和剤の希釈水量等を考慮しなければならない。 

5.材料変更等 

受注者は、使用する材料を変更したり、示方配合の修正が必要と認められる場合には、本条2

項の規定に従って示方配合表を作成し、事前に監督員に協議しなければならない。 

6.セメント混和材料 

受注者は、セメント混和材料を使用する場合には、材料の品質に関する資料により使用前に監

督員の確認を得なければならない。 
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第4節 コンクリートミキサー船 

1-3-4-1 一般事項 

本節は、コンクリートミキサー船によりコンクリートを製造することに関する一般的事項を取

り扱うものとする。 

なお、本節に規定していない製造に関する事項は、JIS A 5308（レディーミクストコンクリー

ト）を準用する。 

 

1-3-4-2 コンクリートミキサー船の選定 

受注者は、施工に先立ちコンクリート製造能力、製造設備、品質管理状態等を考慮してコンク

リートミキサー船を選定し、監督員の承諾を得なければならない。 

 

第5節 現場練りコンクリート 

1-3-5-1 一般事項 

本節は、現場練りコンクリートの製造に関する一般的事項を取り扱うものとする。 

 

1-3-5-2 材料の貯蔵 

1.セメントの貯蔵 

受注者は、防湿性のあるサイロに、セメントを貯蔵しなければならない。また、貯蔵中にわず

かでも固まったセメントは使用してはならない。 

2.混和材料の貯蔵 

受注者は、ごみ、その他不純物が混入しない構造の容器または防湿性のあるサイロ等に、混和

材料を分離、変質しないように貯蔵しなければならない。また、貯蔵中に分離、変質した混和材

料を使用してはならない。 

3.骨材の貯蔵 

受注者は、ごみ、泥、その他の異物が混入しないよう、かつ、大小粒が分離しないように、排

水設備の整った貯蔵施設に骨材を貯蔵しなければならない。 

 

1-3-5-3 配  合 

コンクリートの配合については、第1編1-3-3-3配合の規定による。 

 

1-3-5-4 材料の計量及び練混ぜ 

1.計量装置 

（1）各材料の計量方法及び計量装置は、工事に適し、かつ、各材料を規定の計量値の許容差内で

計量できるものでなければならない。 

なお、受注者は、各材料の計量方法及び計量装置について、施工計画書へ記載しなければな

らない。また、練混ぜに用いた各材料の計量値を記録しておかなければならない。 

（2）受注者は、材料の計量設備の計量精度の定期的な点検を行わなければならない。 

なお、点検結果の資料を整備及び保管し、監督員または検査員の請求があった場合は速やか

に提示しなければならない。 

2.材料の計量 

（1）受注者は、計量については現場配合によって行わなければならない。また、骨材の表面水率

の試験は、JIS A 1111（細骨材の表面水率試験方法）若しくはJIS A 1125（骨材の含水率試験
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方法及び含水率に基づく表面水率の試験方法）、JIS A 1802「コンクリート生産工程管理用試

験方法－遠心力による細骨材の表面水率の試験方法」、JIS A 1803「コンクリート生産工程管

理用試験方法－粗骨材の表面水率試験方法」または連続測定が可能な簡易試験方法または監督

員の承諾を得た方法によらなければならない。 

なお、骨材が乾燥している場合の有効吸水率の値は、骨材を適切な時間吸水させて求めなけ

ればならない。 

（2）受注者は、第1編1-3-3-3配合で定めた示方配合を現場配合に修正した内容をその都度、監督

員に協議しなければならない。 

（3）計量誤差は、1回計量分に対し、「表1-3-2計量値の許容差」の値以下とする。 

（4）連続ミキサーを使用する場合、各材料は容積計量してよいものとする。 

その計量値の許容差は、ミキサーの容量によって定められる規定の時間あたりの計量分を質

量に換算して、「表1-3-2計量値の許容差」の値以下とする。 

なお、受注者は、ミキサーの種類、練混ぜ時間などに基づき、規定の時間あたりの計量分を

適切に定めなければならない。 

（5）受注者は、材料の計量値を自動記録装置により記録しなければならない。 

 

表1-3-2 計量値の許容差 

材料の種類 最大値（％） 

水 1 

セメント 1 

骨材 3 

混和材 2※ 

混和剤 3 

※高炉スラグ微粉末の場合は、1（％）以内 

 

（6）受注者は、各材料を、一バッチ分ずつ質量で計量しなければならない。ただし、水及び混和

剤溶液については、表1-3-2に示した許容差内である場合には、容積で計量してもよいものと

する。 

なお、一バッチの量は、工事の種類、コンクリートの打込み量、練りまぜ設備、運搬方法等

を考慮して定めなければならない。 

（7）受注者は、混和剤を溶かすのに用いた水または混和剤をうすめるのに用いた水は、練り混ぜ

水の一部としなければならない。 

3.練混ぜ 

（1）受注者は、コンクリートの練混ぜに際し、可傾式、強制練りバッチミキサーまたは連続ミキ

サーを使用するものとする。 

（2）受注者は、ミキサーの練混ぜ試験を、JIS A 8603-2（練混ぜ性能試験方法）及び土木学会規

準「連続ミキサーの練混ぜ性能試験方法」により行わなければならない。 

（3）受注者は、JIS A 8603-1（コンクリートミキサー－第1部：用語及び仕様項目）、JIS A 8603-

2（コンクリートミキサー－第2部：練混ぜ性能試験方法）に適合するか、または同等以上の性

能を有するミキサーを使用しなければならない。ただし、機械練りが不可能でかつ簡易な構造

物の場合で、手練りで行う場合には、受注者は、設計図書に関して監督員に協議しなければな

らない。 
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（4）受注者は、練混ぜ時間を試験練りによって定めなければならない。 

やむを得ず、練り混ぜ時間の試験を行わない場合は、その最小時間を可傾式バッチミキサー

を用いる場合1分30秒、強制練りバッチミキサーを用いる場合1分とするものとする。 

（5）受注者は、あらかじめ定めた練混ぜ時間の3倍以内で、練混ぜを行わなければならない。 

（6）受注者は、ミキサー内のコンクリートを排出し終わった後でなければ、ミキサー内に新たに

材料を投入してはならない。 

（7）受注者は、使用の前後にミキサーを清掃しなければならない。 

（8）ミキサーは、練上げコンクリートを排出する時に材料の分離を起こさない構造でなければな

らない。 

（9）受注者は、連続ミキサーを用いる場合、練混ぜ開始後、最初に排出されるコンクリートを用

いてはならない。 

なお、この場合の廃棄するコンクリート量は、ミキサー部の容積以上とする。 

（10）受注者は、コンクリートを手練りにより練り混ぜる場合は、水密性が確保された練り台の上

で行わなければならない。 

（11）受注者は、練上りコンクリートが均等質となるまでコンクリート材料を練り混ぜなければな

らない。 

 

第6節 運搬・打設 

1-3-6-1 一般事項 

本節は、コンクリートの運搬及び打設に関する一般的事項を取り扱うものとする。 

 

1-3-6-2 準備 

1.一般事項 

受注者は、レディーミクストコンクリートの運搬に先立ち、搬入間隔、経路、荷下し場所等の

状況を把握しておかなければならない。 

2.潮待ち作業時の注意 

受注者は、コンクリート打設が潮待ち作業となる場合、打設に要する時間と潮位の関係を十分

に把握し、施工しなければならない。 

3.打設前の確認 

受注者は、コンクリートの打込み前に型枠、鉄筋等が設計図書に従って配置されていることを

確かめなければならない。 

4.打設前の注意 

受注者は、打設に先立ち、打設場所を清掃し、鉄筋を正しい位置に固定しなければならない。

また、コンクリートと接して吸水のおそれのあるところは、あらかじめ湿らせておかなければな

らない。 

 

1-3-6-3 運搬 

1.一般事項 

受注者は、コンクリート練混ぜ後、速やかに運搬しなければならない。 

2.品質の保持 

受注者は、材料の分離その他コンクリートの品質を損なうことのないように、コンクリートを

運搬しなければならない。 
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1-3-7-3 加工 

1.一般事項 

受注者は、鉄筋の材質を害しない方法で加工しなければならない。 

2.鉄筋加工時の温度 

受注者は、鉄筋を常温で加工しなければならない。ただし、鉄筋をやむを得ず熱して加工する

時には、既往の実績を調査し、現地において試験施工を行い、悪影響を及ぼさないことを確かめ

た上で施工方法を定め、施工しなければならない。 

なお、調査・試験及び確認資料を整備及び保管し、監督員または検査員から請求があった場合

は速やかに提示しなければならない。 

3.鉄筋の曲げ半径 

受注者は、鉄筋の曲げ形状の施工にあたり、設計図書に鉄筋の曲げ半径が示されていない場合

は、「コンクリート標準示方書（設計編） 本編第13章鉄筋コンクリートの前提、標準7編第2章

鉄筋コンクリートの前提」（土木学会、平成30年3月）の規定による。これにより難い場合は、

監督員の承諾を得なければならない。 

4.曲げ戻しの禁止 

受注者は、原則として曲げ加工した鉄筋を曲げ戻してはならない。 

5.かぶり 

受注者は、設計図書に示されていない鋼材等（組立用鉄筋や金網、配管など）を配置する場合

は、その鋼材等についても所定のかぶりを確保し、かつその鋼材等と他の鉄筋とのあきを粗骨材

の最大寸法の4／3以上としなければならない。 

 

 

図1-3-1 鉄筋のかぶり 

 

 

1-3-7-4 組立て 

1.一般事項 

受注者は、鉄筋を組立てる前にこれを清掃し浮きさびや鉄筋の表面についたどろ、油、ペンキ、

その他鉄筋とコンクリートの付着を害するおそれのあるものは、これを除かなければならない。 

2.配筋・組立て 

受注者は、配筋・組立てにおいて以下によらなければならない。 
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（1）受注者は、契約図面に定めた位置に、鉄筋を配置し、コンクリート打設中に動かないよう十

分堅固に組み立てなければならない。 

なお、必要に応じて契約図面に示されたもの以外の組立用鉄筋等を使用するものとする。 

（2）受注者は、鉄筋の交点の要所を、直径0.8mm以上の焼なまし鉄線、またはクリップ等で鉄筋が

移動しないように緊結し、使用した焼きなまし鉄線、クリップ等はかぶり内に残してはならな

い。また、設計図書に特別な組立用架台等が指定されている場合は、それに従うものとする。 

（3）受注者は、鉄筋の配筋において、施工段階で必要となる形状保持や施工中の安全対策等を目

的として、組立て鉄筋、段取り鉄筋等の鉄筋やアングル等の仮設物を配置するが、これらをや

むを得ず構造物本体に存置する場合、これらの仮設物において、設計の前提が成立することを

事前に確認しなければならない。 

3.鉄筋かぶりの確保 

受注者は、設計図書に特に定めのない限り、鉄筋のかぶりを保つよう、スペーサを設置するも

のとし、構造物の側面については1m2あたり2個以上、構造物の底面については、1m2あたり4個以

上設置し、個数について、鉄筋組立て完了時の段階確認時に確認を受けなければならない。鉄筋

のかぶりとはコンクリート表面から鉄筋までの最短距離をいい、設計上のコンクリート表面から

主鉄筋の中心までの距離とは異なる。また、受注者は、型枠に接するスペーサについてはコンク

リート製あるいはモルタル製で本体コンクリートと同等以上の品質を有するものを使用しなけれ

ばならない。 

なお、これ以外のスペーサを使用する場合は監督員と協議しなければならない。 

4.コンクリート打設前の点検、清掃 

受注者は、鉄筋を組立ててからコンクリートを打ち込むまでに鉄筋の位置がずれたり、どろ、

油等の付着がないかについて点検し、清掃してからコンクリートを打たなければならない。 

5.上層部の鉄筋の組立て時の注意 

受注者は、上層部の鉄筋の組立てを下層部のコンクリート打設後24時間以上経過した後に行わ

なければならない。 

6.スペーサ 

スペーサの個数については、鉄筋の鉄筋組立て完了時に段階確認を受けなければならない。 

なお、橋梁の壁高欄については、監督員の承諾を得て適宜配置することとする。 

 

1-3-7-5 継手 

1.一般事項 

受注者は、設計図書に示されていない鉄筋の継手を設けるときには、継手の位置及び方法につ

いて、施工前に設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

2.重ね継手 

受注者は、鉄筋の重ね継手を行う場合は、設計図書に示す長さを重ね合わせて、直径 0.8mm以

上の焼なまし鉄線で数ヶ所緊結しなければならない。 

なお、エポキシ系樹脂塗装鉄筋の重ね継手長さは、「エポキシ樹脂塗装鉄筋を用いる鉄筋コン

クリートの設計施工指針【改訂版】】」（土木学会、平成15年11月）により、コンクリートの付

着強度を無塗装鉄筋の85％として求めてよい。 

3.継手位置 

受注者は、原則、継手を同一断面に集めてはならない。また、受注者は、継手を同一断面に集
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めないため、継手位置を軸方向に互いにずらす距離は、継手の長さに鉄筋直径の25倍を加えた長

さ以上としなければならない。継手が同一断面となる場合は、継手が確実に施工でき、継手付近

のコンクリートが確実に充填され、継手としての性能が発揮されるとともに、構造物や部材に求

められる性能を満たしていることを確認しなければならない。 

4.継手構造の選定 

受注者は、鉄筋の継手に圧接継手、溶接継手または機械式継手を用いる場合には、鉄筋の種類、

直径及び施工箇所に応じた施工方法を選び、その品質を証明する資料を整備及び保管し、監督員

または検査員から請求があった場合は速やかに提示しなければならない。 

5.継足し鉄筋の保護 

受注者は、将来の継足しのために構造物から鉄筋を露出しておく場合には、損傷、腐食等から

これを保護しなければならない。 

6.引張断面での継手の禁止 

受注者は、鉄筋の継手位置として、引張応力の大きい断面を避けなければならない。 

7.鉄筋間の寸法 

受注者は、継手部と隣接する鉄筋とのあき、または継手部相互のあきを粗骨材の最大寸法以上

としなければならない。 

8.機械式鉄筋継手 

(1) 機械式鉄筋継手工法を採用する場合は、「現場打ちコンクリート構造物に適用する機械式鉄筋

継手工法ガイドライン（平成29年3月）」に基づき実施するものとする。受注者は、施工する

工法について必要な性能に関し、公的機関等（所定の試験、評価が可能な大学や自治体、民間

の試験機関を含む）による技術的な確認を受け交付された証明書の写しを監督員の承諾を得な

ければならない。また、機械式鉄筋継手の施工については、以下の各号の規定によるものとす

る。 

① 使用する工法に応じた施工要領を施工計画書に記載し、施工を行わなければならない。 

② 機械式鉄筋継手工法の品質管理は、使用する工法に応じた確認項目や頻度、方法、合否判

定基準等を施工計画書に明示した上で、施工管理や検査時においては、これに従って確認を

行わなければならない。また、機械式鉄筋継手工法の信頼度は、土木学会鉄筋定着・継手指

針（令和2年3月土木学会）の信頼度Ⅱ種を基本とするが、設計時にⅠ種を適用している場合

は、設計時の信頼度に従って施工管理を行わなければならない。 

(2) 設計時に機械式鉄筋継手工法が適用されていない継手において、機械式鉄筋継手工法を適用す

る場合は、別途、監督員と協議し、設計で要求した性能を満足していることや性能を確保する

ために必要な継手等級を三者会議等を利用し、設計者に確認した上で適用すること。 

9.簡易構造物の継手 

簡易構造物の鉄筋の継手長は、設計図書によるものとするが、設計図書に記載のない場合は、

コンクリートの設計基準強度(σck)が18N/㎜2の場合40φ（φ:鉄筋の公称直径）、21N/㎜2の場合

35φ以上とする。 

 

1-3-7-6 ガス圧接 

1.圧接工の資格 

圧接工は、JIS Z 3881（鉄筋のガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準）に定められ

た試験の種類のうち、その作業に該当する試験の技量を有する技術者でなければならない。また、
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自動ガス圧接装置を取り扱う者は、JIS G 3112 （鉄筋コンクリート用棒鋼）に規定する棒鋼を

酸素・アセチレン炎により圧接する技量を有する技術者でなければならない。 

なお、受注者は、ガス圧接の施工方法を熱間押し抜き法とする場合は、設計図書に関して監督

員の承諾を得なければならない。 

また、圧接工の技量の確認に関して、監督員または検査員から請求があった場合は、資格証明

書等を速やかに提示しなければならない。 

2.施工できない場合の処置 

受注者は、鉄筋のガス圧接箇所が設計図書どおりに施工できない場合は、その処置方法につい

て施工前に監督員と協議しなければならない。 

3.圧接の禁止 

受注者は、規格または形状の著しく異なる場合及び径の差が7mmを超える場合は手動ガス圧接

してはならない。ただし、D41とD51の場合はこの限りではない。 

4.圧接面の清掃 

受注者は、圧接しようとする鉄筋の両端部は、（公社）日本鉄筋継手協会によって認定された

鉄筋冷間直角切断機を使用して切断しなければならない。自動ガス圧接の場合、チップソーをあ

わせて使用するものとする。ただし、すでに直角かつ平滑である場合や鉄筋冷間直角切断機によ

り切断した端面の汚損等を取り除く場合は、ディスクグラインダで端面を研削するとともに、さ

び、油脂、塗料、セメントペースト、その他の有害な付着物を完全に除去しなければならない。 

5.圧接面のすきま 

突合わせた圧接面は、なるべく平面とし周辺のすきまは2mm以下とする。 

6.悪天候時の作業禁止 

受注者は、降雪雨または、強風等の時は作業をしてはならない。ただし、作業が可能なように、

防風対策を施して適切な作業ができることが確認された場合は作業を行うことができる。 

 

第8節 型枠・支保 

1-3-8-1 一般事項 

本節は、型枠・支保として構造、組立て、取外しその他これらに類する事項について定めるも

のとする。 

 

1-3-8-2 構造 

1.一般事項 

受注者は、型枠・支保をコンクリート構造物の位置及び形状寸法を正確に保つために十分な強

度と安定性を持つ構造としなければならない。 

2.面取り 

受注者は、特に定めのない場合はコンクリートのかどに面取りができる型枠を使用しなければ

ならない。 

3.型枠の構造 

受注者は、型枠を容易に組立て及び取りはずすことができ、せき板またはパネルの継目はなる

べく部材軸に直角または平行とし、モルタルのもれない構造にしなければならない。 

4.支保形式 

受注者は、支保の施工にあたり、荷重に耐えうる強度を持った支保を使用するとともに、受け

る荷重を適切な方法で確実に基礎に伝えられるように適切な形式を選定しなければならない。 
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5.支保基礎の注意 

受注者は、支保の基礎に過度の沈下や不等沈下などが生じないようにしなければならない。 

 

1-3-8-3 組立て 

1.一般事項 

受注者は、型枠を締付けるにあたって、ボルトまたは棒鋼を用いなければならない。また、外

周をバンド等で締め付ける場合、その構造、施工手順等を施工計画書に記載しなければならない。 

なお、型枠取り外し後はコンクリート表面にこれらの締付け材を残しておいてはならない。 

2.はく離剤 

受注者は、型枠の内面に、はく離剤を均一に塗布するとともに、はく離剤が、鉄筋に付着しな

いようにしなければならない。 

3.コンクリート出来形の確保 

受注者は、型枠・支保の施工にあたり、コンクリート部材の位置、形状及び寸法が確保され工

事目的物の品質・性能が確保できる性能を有するコンクリートが得られるように施工しなければ

ならない。 

 

1-3-8-4 取外し 

1.一般事項 

受注者は、型枠・支保の取外しの時期及び順序について、設計図書に定められていない場合に

は、構造物と同じような状態で養生した供試体の圧縮強度をもとに、セメントの性質、コンクリ

ートの配合、構造物の種類とその重要性、部材の種類及び大きさ、部材の受ける荷重、気温、天

候、風通し等を考慮して、取外しの時期及び順序の計画を、施工計画書に記載しなければならな

い。 

2.取外し時期 

受注者は、コンクリートがその自重及び施工中に加わる荷重を受けるのに必要な強度に達する

まで、型枠・支保を取外してはならない。 

3.型枠穴の補修 

受注者は、型枠の組立に使用した締付け材の穴及び壁つなぎの穴を、本体コンクリートと同等

以上の品質を有するモルタル等で補修しなければならない。 

 

第9節 暑中コンクリート 

1-3-9-1 一般事項 

1.一般事項 

本節は、暑中コンクリートの施工に関する一般的事項を取り扱うものとする。 

なお、本節に定めのない事項は、第1編第3章第3節レディーミクストコンクリート、第4節コン

クリートミキサー船、第5節現場練りコンクリート及び第6節運搬・打設の規定による。 

2.適用気温 

受注者は、日平均気温が25℃を超えることが予想されるときは、暑中コンクリートとしての施

工を行わなければならない。 

3.材料の温度 

受注者は、コンクリートの材料の温度を、品質が確保できる範囲内で使用しなければならない。 
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1-3-9-2 施工 

1.施工計画書 

暑中コンクリートにおいて、減水剤、AE減水剤、流動化剤等を使用する場合はJIS A 6204（コ

ンクリート用化学混和剤）の規格に適合する遅延形のものを使用することが望ましい。 

なお、受注者は、遅延剤を使用する場合には使用したコンクリートの品質を確かめ、その使用

方法添加量等について施工計画書に記載しなければならない。 

2.打設前の注意 

受注者は、コンクリートの打設前に、地盤、型枠等のコンクリートから吸水する恐れのある部

分は十分吸水させなければならない。また、型枠及び鉄筋等が直射日光を受けて高温になるおそ

れのある場合は、散水及び覆い等の適切な処置を講じなければならない。 

3.打設時のコンクリート温度 

打設時のコンクリート温度は、35℃以下を標準とする。コンクリート温度がこの上限値を超え

る場合には、コンクリートが所要の品質を確保できることを確かめなければならない。 

4.運搬時の注意 

受注者は、コンクリートの運搬時にコンクリートが乾燥したり、熱せられたりすることの少な

い装置及び方法により運搬しなければならない。 

5.所用時間 

コンクリートの練混ぜから打設終了までの時間は、1.5時間を超えてはならないものとする。 

6.コールドジョイント 

受注者は、コンクリートの打設をコールドジョイントが生じないよう行わなければならない。 

 

1-3-9-3 養生 

受注者は、コンクリートの打設を終了後、速やかに養生を開始し、コンクリートの表面を乾燥

から保護しなければならない。また、特に気温が高く湿度が低い場合には、打込み直後の急激な

乾燥によってひび割れが生じることがあるので、直射日光、風等を防ぐために必要な処置を施さ

なければならない。 

 

 

第10節 寒中コンクリート 

1-3-10-1 一般事項 

1.一般事項 

本節は、寒中コンクリートの施工に関する一般的事項を取り扱うものとする。 

なお、本節に定めのない事項は、第1編第3章第3節レディーミクストコンクリート、第4節コン

クリートミキサー船、第5節現場練りコンクリート及び第6節運搬・打設の規定による。 

2.適用気温 

受注者は、日平均気温が4℃以下になることが予想されるときは、寒中コンクリートとしての

施工を行わなければならない。 

3.寒中コンクリートの施工 

受注者は、寒中コンクリートの施工にあたり、材料、配合、練りまぜ、運搬、打込み、養生、

型枠・支保についてコンクリートが凍結しないように、また、寒冷下においても設計図書に示す

品質が得られるようにしなければならない。 
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1-3-10-2 施工 

1.一般事項 

受注者は、寒中コンクリートにおいて以下によらなければならない。 

（1）受注者は、凍結しているか、または氷雪の混入している骨材をそのまま用いてはならない。 

（2）受注者は、材料を加熱する場合、水または骨材を加熱することとし、セメントはどんな場合

でも直接これを熱してはならない。骨材の加熱は、温度が均等で、かつ過度に乾燥しない方法

によるものとする。 

（3）受注者は、AEコンクリートを用いなければならない。これ以外を用いる場合は、監督員と協

議しなければならない。 

2.熱量損失の低減 

受注者は、熱量の損失を少なくするようにコンクリートの練りまぜ、運搬及び打込みを行わな

ければならない。 

3.打設時のコンクリート温度 

受注者は、打込み時のコンクリートの温度を、構造物の断面最小寸法、気象条件等を考慮して、

5～20℃の範囲に保たなければならない。 

4.材料投入順序の設定 

受注者は、セメントが急結を起こさないように、加熱した材料をミキサーに投入する順序を設

定しなければならない。 

5.氷雪の付着防止 

受注者は、鉄筋、型枠等に氷雪が付着した状態でコンクリートを打設してはならない。また、

地盤が凍結している場合、これを溶かし、水分を十分に除去した後に打設しなければならない。 

6.凍結融解害コンクリートの除去 

受注者は、凍結融解によって害を受けたコンクリートを除かなければならない。 

 

1-3-10-3 養生 

1.養生計画 

受注者は、養生方法及び養生期間について、外気温、配合、構造物の種類及び大きさ、その他

養生に影響を与えると考えられる要因を考慮して計画しなければならない。 

2.初期養生 

受注者は、コンクリートの打込み終了後ただちにシートその他材料で表面を覆い、養生を始め

るまでの間のコンクリートの表面の温度の急冷を防がなければならない。 

3.凍結からの保護 

受注者は、コンクリートが打込み後の初期に凍結しないように保護し、特に風を防がなければ

ならない。 

4.コンクリートに給熱 

受注者は、コンクリートに給熱する場合、コンクリートが局部的に乾燥または熱せられること

のないようにしなければならない。また、保温養生終了後、コンクリート温度を急速に低下させ

てはならない。 

5.養生温度 

受注者は、養生温度を5℃以上に保たなければならない。また、養生期間については、表1-3-4

の値以上とするのを標準とする。 



第1編 共通編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート 

 

1-104 

なお、表1-3-4の養生期間の後、さらに2日間はコンクリート温度を0℃以上に保たなければな

らない。また、湿潤養生に保つ養生日数として表1-3-3に示す期間も満足する必要がある。 

表1-3-4 寒中コンクリートの温度制御養生期間 

5℃以上の温度制御養生を行っ

た後の次の春までに想定され

る凍結融解の頻度 

養生 

温度 

セメントの種類 

普通 

ポルトランド 

セメント 

早強ポルトランド 

セメント 

混  合 

セメントB種 

(1) しばしば凍結融解を受け

る場合 

5℃ 9  日 5  日 12  日 

10℃ 7  日 4  日 9  日 

(2) まれに凍結融解を受ける

場合 

5℃ 4  日 3  日 5  日 

10℃ 3  日 2  日 4  日 

注：水セメント比が55%の場合の標準的な養生期間を示した。水セメント比がこれと異なる 

場合は適宜増減する。 

第11節 マスコンクリート 

1-3-11-1 一般事項 

本節は、マスコンクリートの施工に関する一般的事項を取り扱うものとする。 

 

1-3-11-2 施工 

1.一般事項 

受注者は、マスコンクリートの施工にあたって、事前にセメントの水和熱による温度応力及び

温度ひび割れに対する十分な検討を行わなければならない。 

2.マスコンクリート打設計画 

受注者は、温度ひび割れに関する検討結果に基づき、打込み区画の大きさ、リフト高さ、継目

の位置及び構造、打込み時間間隔を設定しなければならない。 

3.マスコンクリート打設温度 

受注者は、あらかじめ計画した温度を超えて打ち込みを行ってはならない。 

4.マスコンクリート温度制御 

受注者は、養生にあたって、温度ひび割れ制御が計画どおりに行えるようコンクリート温度を

制御しなければならない。 

5.型枠による対策 

受注者は、温度ひび割れに制御が適切に行えるよう、実際の施工条件に基づく温度ひび割れの

照査時に想定した型枠の材料及び構造を選定するとともに、型枠を適切な期間存置しなければな

らない。 

 

第12節 水中コンクリート 

1-3-12-1 一般事項 

本節は、水中コンクリートの施工に関する一般的事項を取り扱うものとする。 

なお、本節に定めのない事項は、第1編第3章第3節レディーミクストコンクリート、第4節コン

クリートミキサー船、第5節現場練りコンクリート、第6節運搬・打設及び第8節型枠・支保の規
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定による。 

 

1-3-12-2 施工 

1.一般事項 

受注者は、コンクリートを静水中に打設しなければならない。これ以外の場合であっても、流

速は0.05m/s以下でなければ打設してはならない。 

2.水中落下の防止 

受注者は、コンクリートを水中落下させないようにし、かつ、打設開始時のコンクリートは水

と直接接しないようにしなければならない。 

3.水中コンクリート打設時の注意 

受注者は、コンクリート打設中、その面を水平に保ちながら、規定の高さに達するまで連続し

て打設しなければならない。 

なお、やむを得ず打設を中止した場合は、そのコンクリートのレイタンスを完全に除かなけれ

ば次のコンクリートを打設してはならない。 

4.レイタンス発生の防止 

受注者は、レイタンスの発生を少なくするため、打設中のコンクリートをかきみださないよう

にしなければならない。 

5.水の流動防止 

受注者は、コンクリートが硬化するまで、水の流動を防がなければならない。 

なお、設計図書に特別の処置が指定されている場合は、それに従わなければならない。 

6.水中コンクリート型枠 

受注者は、水中コンクリートに使用する型枠について、仕上げの計画天端高が、水面より上に

ある場合は、海水面の高さ以上のところに、型枠の各面に水抜き穴を設けなければならない。 

7.水中コンクリートの打設方法 

受注者は、ケーシング（コンクリートポンプとケーシングの併用方式）、トレミーまたはコン

クリートポンプを使用してコンクリートを打設しなければならない。これにより難い場合は、代

替工法について監督員と協議しなければならない。 

8.ケーシング打設（コンクリートポンプとケーシングの併用方式） 

（1）受注者は、打込み開始にあたって、ケーシングの先端にプランジャーや鋼製蓋を装着し、そ

の筒先を地盤に着地させ、ケーシングの安定や水密性を確かめてから輸送管を通してコンクリ

ートを打ち込まなければならない。 

（2）受注者は、コンクリート打込み中、輸送管を起重機船等で吊り上げている場合は、できるだ

け船体の動揺を少なくしなければならない。 

（3）打込み時において、輸送管及びケーシングの先端は、常にコンクリート中に挿入しなければ

ならない。 

（4）受注者は、打込み時のケーシング引き上げにあたって、既に打ち込まれたコンクリートをか

き乱さないように垂直に引き上げなければならない。 

（5）受注者は、1本のケーシングで打ち込む面積について、コンクリートの水中流動距離を考慮し

て過大であってはならない。 

（6）受注者は、コンクリートの打継目をやむを得ず水中に設ける場合、旧コンクリート表層の材

料分離を起こしているコンクリートを完全に除去してから新コンクリートを打ち込まなければ
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ならない。 

（7）受注者は、打込みが終り、ほぼ所定の高さに均したコンクリートの上面が、しみ出た水がな

くなるか、または上面の水を処理した後でなければ、これを仕上げてはならない。 

9.トレミー打設 

（1）受注者は、トレミーを水密でコンクリートが自由落下できる大きさとし、打設中は常にコン

クリートで満たさなければならない。また、打設中にトレミーを水平移動してはならない。 

（2）受注者は、1本のトレミーで打ち込む面積について、コンクリートの水中流動距離を考慮して

過大であってはならない。 

（3）受注者は、トレミーの取扱いの各段階における状態をあらかじめ詳しく検討し、打込み中の

コンクリートに対して好ましくない状態が起こらないよう、予防措置を講じなければならない。 

（4）受注者は、特殊なトレミーを使用する場合には、その適合性を確かめ、使用方法を十分検討

しなければならない。 

10.コンクリートポンプ打設 

（1）コンクリートポンプの配管は、水密でなければならない。 

（2）打込みの方法は、トレミーの場合に準じなければならない。 

11.底開き箱及び底開き袋による打設 

受注者は、底開き箱及び底開き袋を使用してコンクリートを打設する場合、底開き箱及び底開

き袋の底が打設面上に達した際、容易にコンクリートを吐き出しできる構造のものを用いるもの

とする。また、打設にあたっては、底開き箱及び底開き袋を静かに水中に降ろし、コンクリート

を吐き出した後は、コンクリートから相当離れるまで徐々に引き上げるものとする。ただし、底

開き箱または底開き袋を使用する場合は、事前に監督員の承諾を得なければならない。 

 

1-3-12-3 海水の作用を受けるコンクリート 

1.一般事項 

受注者は、海水の作用をうけるコンクリートの施工にあたり、品質が確保できるように、打込

み、締固め、養生などを行わなければならない。 

2.水平打継目の設置位置 

受注者は、設計図書に示す最高潮位から上60㎝及び最低潮位から下60㎝の間のコンクリートに

水平打継目を設けてはならない。干満差が大きく一回の打上がり高さが非常に高くなる場合や、

その他やむを得ない事情で打継目を設ける必要がある場合には、設計図書に関して監督員の承諾

を得なければならない。 

3.海水からの保護期間 

受注者は、普通ポルトランドセメントを用いた場合材齢5日以上、高炉セメント、フライアッ

シュセメントを用いた場合、B種については、材令7日以上とし、さらに、日平均気温が10℃以下

となる場合には、9日以上になるまで海水にあらわれないよう保護しなければならない。 

 

第13節 水中不分離性コンクリート 

1-3-13-1 一般事項 

本節は、水中コンクリート構造物に用いる水中不分離性コンクリートの施工に関する一般的事

項を取り扱うものとする。 

なお、本節に定めのない事項は、第1編第3章第3節レディーミクストコンクリート、第4節コン

クリートミキサー船、第5節現場練りコンクリート、第7節鉄筋工及び第8節型枠・支保の規定に
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よる。 

 

1-3-13-2 材料の貯蔵 

材料の貯蔵は、第1編1-3-5-2材料の貯蔵の規定による。 

 

1-3-13-3 コンクリートの製造 

1.一般事項 

受注者は、所要の品質の水中不分離性コンクリートを製造するため、コンクリートの各材料を

正確に計量し、十分に練り混ぜるものとする。 

2.計量装置 

計量装置は、第1編1-3-5-4材料の計量及び練混ぜの規定による。 

3.材料の計量 

（1）受注者は、各材料を1バッチ分ずつ質量計量しなければならない。 

ただし、水及び混和剤溶液は容積計量してもよいものとする。 

（2）計量値の許容差は、1バッチ計量分に対し、「表1-3-5計量値の許容差（水中不分離性コンク

リート）」の値以下とするものとする。 

 

 

表1-3-5 計量値の許容差（水中不分離性コンクリート） 

材料の種類 最大値（％） 

水 1 

セメント 1 

骨材 3 

混和材 2※ 

水中不分離性混和剤 3 

混和剤 3 

※高炉スラグ微粉末の場合は、1（％）以内 

 

4.練混ぜ 

（1）受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合、本節によるほか、JIS A 5308（レ

ディーミクストコンクリート）に準じるものとする。 

（2）受注者は、強制練りバッチミキサーを用いてコンクリートを練り混ぜるものとする。 

（3）受注者は、コンクリート製造設備の整ったプラントで練り混ぜなければならない。 

なお、やむを得ず現場で水中不分離性混和剤及び高性能減水剤を添加する場合は、事前に以

下の項目を検討し監督員と協議しなければならない。 

① 混和剤の添加方法・時期 

② アジテータトラック1車輌の運搬量 

③ コンクリート品質の試験確認 

（4）受注者は、練混ぜ時間を試験によって定めなければならない。 

（5）受注者は、練混ぜ開始にあたって、あらかじめミキサーにモルタルを付着させなければなら

ない。 
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5.ミキサー、運搬機器の洗浄及び洗浄排水の処理 

（1）受注者は、ミキサー及び運搬機器を使用の前後に十分洗浄しなければならない。 

（2）受注者は、洗浄排水の処理方法をあらかじめ定めなければならない。 

 

1-3-13-4 運搬打設 

1.準備 

（1）受注者は、フレッシュコンクリートの粘性を考慮して、運搬及び打設の方法を適切に設定し

なければならない。 

（2）受注者は、打設されたコンクリートが均質となるように、打設用具の配置間隔及び1回の打上

り高さを定めなければならない。 

2.運搬 

受注者は、コンクリートの運搬中に骨材の沈降を防止し、かつ、荷下しが容易なアジテータト

ラック等で運搬しなければならない。 

3.打設 

（1）受注者は、打設に先立ち、鉄筋、型枠、打込設備等が計画どおりに配置されていることを確

かめなければならない。 

（2）受注者は、コンクリートをコンクリートポンプまたはトレミーを用いて打ち込まなければな

らない。 

（3）受注者は、コンクリートポンプを使用する場合、コンクリートの品質低下を生じさせないよ

うに行わなければならない。 

（4）受注者は、トレミーを使用する場合、コンクリートが円滑に流下する断面寸法を持ち、トレ

ミーの継手は水密なものを使用しなければならない。 

（5）受注者は、コンクリートの品質低下を生じさせないように、コンクリートの打込みを連続的

に行わなければならない。 

（6）受注者は、コンクリートを静水中で水中落下高さ50cm以下で打ち込まなければならない。や

むを得ず、流水中や水中落下高さが50cmを超える状態での打込みを行う場合には、所要の品質

を満足するコンクリートが得られることを確認するとともに、設計図書に関して監督員と協議

しなければならない。 

（7）受注者は、水中流動距離を5m以下としなければならない。 

（8）受注者は、波浪の影響を受ける場所では、打設前に、気象・海象等がコンクリートの施工や

品質に悪影響を与えないことを確かめなければならない。 

4.打継ぎ 

（1）受注者は、せん断力の小さい位置に打継目を設け、新旧コンクリートが十分に密着するよう

に処置しなければならない。 

（2）受注者は、打継面を高圧ジェット、水中清掃機械等を用い清掃し、必要に応じて補強鉄筋等

により補強しなければならない。 

5.コンクリート表面の保護 

受注者は、流水、波等の影響により、セメント分の流失またはコンクリートが洗掘されるおそ

れがある場合、表面をシートで覆う等の適切な処置をしなければならない。 
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第14節 プレパックドコンクリート 

1-3-14-1 一般事項 

本節は、プレパックドコンクリートの施工に関する一般的事項を取り扱うものとする。 

なお、本節に定めのない事項は、第1編第3章第3節レディーミクストコンクリート、第4節コン

クリートミキサー船、第5節現場練りコンクリート、第6節運搬・打設、第7節鉄筋工及び第8節型

枠・支保の規定による。 

 

1-3-14-2 施工機器 

1.施工機械 

（1）受注者は、5分以内に規定の品質の注入モルタルを練り混ぜることのできるモルタルミキサー

を使用しなければならない。 

（2）受注者は、注入モルタルを緩やかに攪拌でき、モルタルの注入が完了するまで規定の品質を

保てるアジテータを使用しなければならない。 

（3）受注者は、十分な圧送能力を有し、注入モルタルを連続的に、かつ、空気を混入させないで

注入できるモルタルポンプを使用しなければならない。 

2.輸送管 

受注者は、注入モルタルを円滑に輸送できる輸送管を使用しなければならない。 

3.注入管 

受注者は、確実に、かつ、円滑に注入作業ができる注入管を使用しなければならない。 

なお、注入管の内径寸法は、輸送管の内径寸法以下とする。 

 

1-3-14-3 施工 

1.型枠 

（1）受注者は、型枠をプレパックドコンクリートの側圧及びその他施工時の外力に十分耐える構

造に組み立てなければならない。 

（2）受注者は、事前に型枠の取外し時期について、監督員の承諾を得なければならない。 

2.モルタルの漏出防止 

受注者は、基礎と型枠との間や型枠の継目などの隙間から、注入モルタルが漏れないように処

置しなければならない。 

3.粗骨材の投入 

（1）受注者は、粗骨材の投入に先立ち、鉄筋、注入管、検査管等を規定の位置に配置しなければ

ならない。 

（2）受注者は、粗骨材を大小粒が均等に分布するように、また、破砕しないように投入しなけれ

ばならない。 

（3）受注者は、粗骨材を泥やごみ、藻貝類など付着しないよう良好な状態に管理しなければなら

ない。 

4.注入管の配置 

（1）受注者は、鉛直注入管を水平間隔2m以下に配置しなければならない。 

なお、水平間隔が2mを超える場合は、事前に監督員の承諾を得なければならない。 

（2）受注者は、水平注入管の水平間隔を2m程度、鉛直間隔を1.5m程度に配置しなければならない。

また、水平注入管には、逆流防止装置を備えなければならない。 
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5.練混ぜ 

（1）受注者は、練混ぜをモルタルミキサーで行うものとし、均一なモルタルが得られるまで練り

混ぜなければならない。 

（2）受注者は、練混ぜ作業には、細骨材の粒度及び表面水量を確かめ、規定の流動性等の品質が

得られるように、粒度の調整、配合の修正、水量の補正等の適切な処置をしなければならない。 

（3）受注者は、モルタルミキサー1バッチの練混ぜを、ミキサーの定められた練混ぜ容量に適した

量で練り混ぜなければならない。 

6.注入 

（1）受注者は、管の建込み終了後、異常がないことを確かめた後、モルタルを注入しなければな

らない。 

（2）受注者は、規定の高さまで継続して、モルタル注入を行わなければならない。 

なお、やむを得ず注入を中断し、設計図書または施工計画にないところに打継目を設ける場

合は、事前に打継目処置方法に関して監督員の承諾を得なければならない。 

（3）受注者は、最下部から上方へモルタル注入するものとし、注入モルタル上面の上昇速度は0.3

～2.0m/hとしなければならない。 

（4）受注者は、鉛直注入管を引き抜きながら注入するものとし、注入管の先端を、0.5～2.0mモル

タル中に埋込まれた状態に保たなければならない。 

（5）受注者は、注入が完了するまで、モルタルの攪拌を続けなければならない。 

7.注入モルタルの上昇状況の確認 

受注者は、注入モルタルの上昇状況を確かめるため、注入モルタルの上面の位置を測定できる

ようにしておかなければならない。 

8.寒中における施工 

受注者は、寒中における施工の場合、粗骨材及び注入モルタルの凍結を防ぐ処置をしなければ

ならない。また、注入モルタルの膨張の遅延が起こるのを防ぐため、必要に応じて、適切な保温

給熱を行わなければならない。 

9.暑中における施工 

受注者は、暑中における施工の場合、注入モルタルの温度上昇、注入モルタルの過早な膨張及

び流動性の低下等が起こらないよう施工しなければならない。 

 

第15節 袋詰コンクリート 

1-3-15-1 一般事項 

本節は、袋詰コンクリートの施工に関する一般的事項を取り扱うものとする。 

なお、本節に定めのない事項は、第1編第3章第12節水中コンクリートの規定による。 

 

1-3-15-2 施工 

1.袋詰 

受注者は、袋の容量の2／3程度にコンクリートを詰め、袋の口を確実に縛らなければならない。 

2.袋詰コンクリート積みの方法 

受注者は、袋を長手及び小口の層に交互に、1袋ずつ丁寧に積まなければならない。また、水

中に投げ込んではならない。 

 



第1編 共通編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート 

 

1-111 

第16節 超速硬コンクリート 

1-3-16-1 一般事項 

1.硬化後荷重を載荷する時の強度等 

受注者は、硬化後荷重を載荷する時の強度及びその確認方法について、施工計画書に記載しな

ければならない。なお、施工にあたっては、調査試験及び確認資料を整備・保管し、監督員また

は検査員から請求があった場合は速やかに提示するとともに、完成時に納品するものとする。 

2.超速硬コンクリートの品質管理試験の基準 

超速硬コンクリートの品質管理試験の基準は、以下のとおりとする。 

(1) 試験回数（圧縮強度試験） 

コンクリート打設日毎に（交通開放前）圧縮強度試験を行うこととする。 

(2) 品質規格3時間圧縮強度24N/mm2以上         Ｑ3Ｈ  スランプ  Ｍax 

 

                                                  24  －  12  －  25 

 

 

 



 

    

 



第2編 材料編 第2章 土木工事材料 

2-9

表2-2-1 粗骨材粒度の標準 

粗骨材の最大 

寸法 

粗骨材  （㎜） 

の大きさ（㎜） 

網ふるいを通る量の重量百分率 

150 100 80 50 40 25 20 15 10 5 2.5 

5～80 － 100 
95～ 

100 
－ 40～75 － 20～40 － 5～15 0～5 － 

2-2-3-3 アスファルト舗装用骨材

1.砕石・再生砕石及び鉄鋼スラグの粒度

砕石・再生砕石及び鉄鋼スラグの粒度は、表2-2-3、表2-2-4、表2-2-5の規格に適合するもの

とする。 

表2-2-3 砕石の粒度 

ふるい目の開き 

粒度範囲(mm) 

 呼び名 

ふるいを通るものの質量百分率（％） 

106mm 75mm 63mm 53mm 37.5mm 31.5mm 26.5mm 19mm 13.2mm 4.75mm 2.36mm 1.18mm 425μm 75μm 

単

粒

度

砕

石

S－80(1号) 80～60 100 
85～ 

100 

０～ 

15 

S－60(2号) 60～40 100 
85～ 

100 
－ 

０～ 

15 

S－40(3号) 40～30 100 
85～ 

100 

０～ 

15 

S－30(4号) 30～20 100 
85～ 

100 
－ 

０～ 

15 

S－20(5号) 20～13 100 
85～ 

100 

０～ 

15 

S－13(6号) 13～５ 100 
85～ 

100 

０～ 

15 

S－５(7号) 5～2.5 100 
85～ 

100 

０～ 

25 

０～ 

５ 

粒
度
調
整
砕
石

Ｍ－40 40～０ 100 
95～ 

100 
－ － 

60～ 

90 
－ 

30～ 

65 

20～ 

50 
－ 

10～ 

30 

２～ 


10 

Ｍ－30 30～０ 100 
95～ 

100 
－ 

60～ 

90 
－ 

30～ 

65 

20～ 

50 
－ 

10～ 

30 

２～ 

10 

Ｍ－25 25～０ 100 
95～ 

100 
－ 

55～ 

85 

30～ 

65 

20～ 

50 
－ 

10～ 

30 

２～ 

10 

ク
ラ
ッ
シ
ャ
ラ
ン 

Ｃ－40 40～０ 100 
95～ 

100 
－ － 

50～ 

80 
－ 

15～ 

40 

５～ 

25 

Ｃ－30 30～０ 100 
95～ 

100 
－ 

55～ 

85 
－ 

15～ 

45 

５～ 


30 

Ｃ－20 20～０ 
100 
95～ 


100 

60～ 

90 

20～ 

50 

10～ 

35 

［注1］呼び名別粒度の規定に適合しない粒度の砕石であっても、他の砕石、砂、石粉等と合成したときの

粒度が、所要の混合物の骨材粒度に適合すれば使用することができる。 

［注2］花崗岩や頁岩などの砕石で、加熱によってすりへり減量が特に大きくなったり破壊したりするもの

は表層に用いてはならない。 
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表2-2-4 再生砕石の粒度 

粒 度 範 囲 

 (呼び名) 

ふるい目 

の開き 

40～０ 

(ＲＣ－40) 

30～０ 

(ＲＣ－30) 

20～０ 

(ＲＣ－20) 

通

過

質

量

百

分

率
（
％
）

53mm 100 

37.5mm 95～100 100 

31.5mm － 95～100 

26.5mm － － 100 

19mm 50～80 55～85 95～100 

13.2mm － － 60～90 

4.75mm 15～40 15～45 20～50 

2.36mm ５～25 ５～30 10～35 

［注］再生骨材の粒度は、モルタル粒などを含んだ破砕されたまま 

の見かけの骨材粒度を使用する。 

表 2-2-5 再生粒度調整砕石の粒度 

粒 度 範 囲 

 (呼び名) 

ふるい目 

の開き 

40～０ 

(ＲＭ－40) 

30～０ 

(ＲＭ－30) 

25～０ 

(ＲＭ－25) 

通

過
質

量

百

分

率
（
％
）

53mm 100 

37.5mm 95～100 100 

31.5mm － 95～100 100 

26.5mm － － 95～100 

19mm 60～90 60～90 － 

13.2mm － － 55～85 

4.75mm 30～65 30～65 30～65 

2.36mm 20～50 20～50 20～50 

425μm 10～30 10～30 10～30 

75μm ２～10 ２～10 ２～10 

［注］再生骨材の粒度は、モルタル粒などを含んだ破砕されたま  

まの見かけの骨材粒度を使用する。 
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5.石油アスファルト乳剤 

石油アスファルト乳剤は、表2-2-16、表2-2-23の規格に適合するものとする。 

表2-2-23 ゴム入りアスファルト乳剤の標準的性状 

種類および記号 

 

 項 目 

PKR-T 

エングラー度（25℃） 1～10 

ふるい残留分（1.18mm）  ％ 0.3以下 

付着度 2/3以上 

粒子の電荷 陽（ + ） 

蒸発残留分  ％ 50以上 

蒸
発
残
留
物 

針入度（25℃）1/10mm 60を超え150以下 

軟化点  ℃ 42.0以上 

タフネス 
（25℃）N・ｍ 3.0以上 

（15℃）N・ｍ － 

テナシティ 
（25℃）N・ｍ 1.5以上 

（15℃）N・ｍ － 

貯蔵安定度（24ｈｒ）質量  ％ 1以下 

 

6.グースアスファルトに用いるアスファルト 

グースアスファルトに用いるアスファルトは、表2-2-21に示す硬質アスファルトに用いるアス

ファルトの規格に適合するものとする。 

7.グースアスファルト 

グースアスファルトは、表2-2-22に示す硬質アスファルトの規格に適合するものとする。 

 

2-2-8-2 その他の瀝青材料 

その他の瀝青材料は、以下の規格に適合するものとする。 

JIS A 6005（アスファルトルーフィングフェルト） 

JIS K 2439（クレオソート油、加工タール、タールピッチ） 

 

2-2-8-3 再生用添加剤 

再生用添加剤の品質は、労働安全衛生法施行令（令和2年4月改正 政令第148号）に規定されて

いる特定化学物質を含まないものとし、表2-2-24、表2-2-25、表2-2-26の規格に適合するものと

する。 
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表2-2-24 再生用添加剤の品質（エマルジョン系） 

路上表層再生用 

項   目 単位 規格値 試験方法 

粘   度 (25℃) SFS 15～85 舗装調査･試験法便覧A072 

蒸 発 残 留 分 ％ 60以上 舗装調査･試験法便覧A079 

蒸
発
残
留
物 

引  火  点  (COC) ℃ 200以上 舗装調査･試験法便覧A045 

粘     度  (60℃) mm2/S 50～300 舗装調査･試験法便覧A051 

薄膜加熱後の粘度比(60℃)  2以下 舗装調査･試験法便覧A046 

薄膜加熱質量変化率 ％ 6.0以下 舗装調査･試験法便覧A046 

 

表2-2-25 再生用添加剤の品質（オイル系） 

路上表層再生用 

項   目 単位 規格値 試験方法 

引   火   点(COC) ℃ 200以上 舗装調査･試験法便覧A045 

粘       度(60℃) mm2/S 50～300 舗装調査･試験法便覧A051 

薄膜加熱後の粘度比(60℃)  2以下 舗装調査･試験法便覧A046 

薄膜加熱質量変化率 ％ 6.0以下 舗装調査･試験法便覧A046 

 

表2-2-26 再生用添加剤の標準的性状 

プラント再生用 

項   目 標準的性状 

動 粘 度 (60℃)    mm2/S 80～1,000 

引 火 点         ℃ 250以上 

薄膜加熱後の粘度比 (60℃) 2以下 

薄膜加熱質量変化率     ％ ±3以内 

密 度 (15℃)       g/cm3 報告 

組 成（石油学会法JPI-5S-70-10） 報告 

［注］密度は、旧アスファルトとの分離などを防止するため0.95g/cm3とすることが望ま

しい。 

 

第9節 芝及びそだ 

2-2-9-1 芝（姫高麗芝、高麗芝、野芝、人工植生芝） 

1.一般事項 

芝は、成育が良く緊密な根茎を有し、茎葉の萎縮、徒長、むれ、病虫害等のないものとする。 

2.芝の取り扱い 

受注者は、芝を切取り後、速やかに運搬するものとし、乾燥、むれ、傷み、土くずれ等のない

ものとする。 
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表2-2-6 目地板の規格 

  復 元 率 90％以上  KDKS0607－1968による 

引 張 強 度 2.0N/mm２以上 
(20℃±10℃) JIS K 6301加硫ゴム試験法 
 
に準拠する。縦横とも満足すること。 

見かけ密度 0.3g/cm3以上 

                     

硬   度 50度以上 
 (20℃±10℃) JIS K 6301 JIS硬度計  
  
10sec以内 

 

第11節 塗 料 

2-2-11-1 一般事項 

1.一般事項 

受注者は、JIS規格に適合する塗料を使用するものとし、また、希釈剤は塗料と同一製造者の

製品を使用するものとする。 

2.塗料の調合 

受注者は、塗料は工場調合したものを用いなければならない。 

3.さび止めに使用する塗料 

さび止めに使用する塗料は、油性系さび止め塗料とするものとする。 

4.道路標識支柱のさび止め塗料等の規格 

道路標識の支柱のさび止め塗料もしくは下塗り塗料は、以下の規格に適合するものとする。 

JIS K 5621（一般用さび止めペイント） 

JIS K 5674（鉛・クロムフリーさび止めペイント） 

5.塗料の保管 

受注者は、塗料を直射日光を受けない場所に保管し、その取扱いは関係諸法令及び諸法規を遵

守しなければならない。 

6.塗料の有効期限 

塗料の有効期限は、ジンクリッチペイントは製造後6ケ月以内、その他の塗料は製造後12ケ月

以内とし、受注者は、有効期限を経過した塗料は使用してはならない。 

7.鋼橋塗装 

鋼橋塗装に使用する塗料は、JIS規格もしくは「鋼道路橋防食便覧」（平成26年3月（社）日本

道路協会）による鋼道路橋塗装用塗料標準に適合した塗料を使用する。 

 

第12節 道路標識及び区画線 

2-2-12-1 道路標識 

標示板、支柱、補強材、取付金具、反射シートの品質は、以下の規格に適合するものとする。 

（1）標示板 

JIS G 3131（熱間圧延軟鋼板及び鋼帯） 

JIS G 3141（冷間圧延鋼板及び鋼帯） 
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JIS K 6744（ポリ塩化ビニル被覆金属板） 

JIS H 4000（アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条） 

JIS K 6718-1（プラスチック－メタクリル樹脂板－タイプ、寸法及び特性－第1部：キャス

ト板） 

JIS K 6718-2（プラスチック－メタクリル樹脂板－タイプ、寸法及び特性－第2部：押出板） 

ガラス繊維強化プラスチック板（F．R．P） 

（2）支 柱 

JIS G 3452（配管用炭素鋼鋼管） 

JIS G 3444（一般構造用炭素鋼鋼管） 

JIS G 3192（熱間圧延形鋼の形状、寸法、質量及びその許容差） 

JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材） 

JIS G 3106（溶接構造用圧延鋼材） 

JIS G 3136（建築構造用圧延鋼材） 

（3）補強材及び取付金具 

JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材） 

JIS G 3131（熱間圧延軟鋼板及び鋼帯） 

JIS G 3141（冷間圧延鋼板及び鋼帯） 

JIS H 4100（アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材） 

（4）反射シート 

標示板に使用する反射シートは、ガラスビーズをプラスチックの中に封入したレンズ型反射

シートまたは、空気層の中にガラスビーズをプラスチックで覆ったカプセルレンズ型反射シー

トとし、その性能は表2-2-27、表2-2-28に示す規格以上のものとする。 

また、反射シートは、屋外にさらされても、著しい色の変化、ひび割れ、剥れが生じないも

のとする。 

なお、受注者は、表2-2-27、表2-2-28に示した品質以外の反射シートを用いる場合には、監

督員の確認を受けなければならない。 

 

表2-2-27 封入レンズ型反射シートの反射性能 

観測角° 入射角° 白 黄 赤 青 緑 

12’ 

（0.2°） 

5° 70 50 15 4.0 9.0 

30° 30 22 6.0 1.7 3.5 

40° 10 7.0 2.0 0.5 1.5 

20’ 

（0.33°） 

5° 50 35 10 2.0 7.0 

30° 24 16 4.0 1.0 3.0 

40° 9.0 6.0 1.8 0.4 1.2 

2.0° 

5° 5.0 3.0 0.8 0.2 0.6 

30° 2.5 1.5 0.4 0.1 0.3 

40° 1.5 1.0 0.3 0.06 0.2 

 

［注］試験及び測定方法は、JIS Z 9117（再帰性反射材）による。 
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表2-2-28 カプセルレンズ型反射シートの反射性能 

観測角° 入射角° 白 黄 赤 青 緑 

12’ 

（0.2°） 

5° 250 170 45 20 45 

30° 150 100 25 11 25 

40° 110 70 16 8.0 16 

20’ 

（0.33°） 

5° 180 122 25 14 21 

30° 100 67 14 7.0 11 

40° 95 64 13 7.0 11 

2.0° 

5° 5.0 3.0 0.8 0.3 0.6 

30° 2.5 1.5 0.4 0.1 0.3 

40° 1.5 1.0 0.3 0.06 0.2 

［注］試験及び測定方法は、JIS Ｚ 9117 （再帰性反射材）による。 

2-2-12-2 区画線

1.一般事項

区画線は、以下の規格に適合するものとする。 

JIS K 5665（路面標示用塗料） 

2.区画線の品質規格及び材料使用量

区画線の品質規格及び材料使用量は表2-2-15、表2-2-16のとおりとする。 

表2-2-15 常温式ペイント及び加熱式ペイント（1㎞当り） 

名 称 規 格 単 位 
数 量 

備 考 

常 温 式 加 熱 式 

ペイント JIS K 5665 1種 ℓ 50 － 

ロスを含んだ
数量である。

〃 〃    2種 〃 － 70 

ビ ーズ JIS R 3301－1号 ㎏ 39 59 

注：数量は「15㎝幅の使用量」
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表2-2-16 溶融式ペイント（1㎞当り） 

名 称 規   格 単 位 

数    量 

備 考 

15cm 20cm 30cm 45cm 

ペイント JIS K 5665 3種-1号 ㎏ 475 633 942 1417 

t＝1.5㎜ 
ロスを含まない 

ビ ー ズ JIS R 3301-1号 〃 20 26 40 60 

プライマ  〃 25 33 50 75 

 

3.区画線設置の巾及び色彩 

区画線設置の巾及び色彩は表2-2-17のとおりとする。 

表2-2-17  区画線の巾及び色彩 

種   別 巾（㎝） 色 彩 摘 要 

車道中央線 15 黄・白  

車道外側線 15，20 白  

車道境界線 15 黄・白  

記号及び文字、その他 15，20，30，45 黄・白 
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 土木工事共通編 
 

第1章 総 則 
 

第1節 総  則 

3-1-1-1 未制定 

 

3-1-1-2 工程表 

受注者は、契約書第3条に規定する工程表を三重県建設工事執行規則の施行に関し必要な書類

の様式を定める要綱で定める様式により作成し、発注者に提出しなければならない。 

 

3-1-1-3 支援技術者 

1. 支援技術者 

受注者は、設計図書で建設コンサルタント等に委託した支援技術者の配置が明示された場合に

は、以下の各号によらなければならない。なお、委託先及び工事を担当する支援技術員について

は、特記仕様書に定めがない場合、監督員から通知するものとする。 

（1）受注者は、支援技術者が監督員に代わり現場に臨場し、立会等を行う場合には、その業務に

協力しなければならない。また、書類（計画書、報告書、データ、図面等）の提出に際し、説

明を求められた場合はこれに応じなければならない。 

（2）支援技術者は、契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議及び確認の適否等

を行う権限は有しないものである。ただし、監督員から受注者に対する指示または、通知等を

支援技術者を通じて行うことがある。 

また、受注者が監督員に対して行う報告または通知は、支援技術者を通じて行うことができ

る。 

2.業務の協力 

受注者は、配置された支援技術者を管理する管理技術者及び当該業務の業務従事者が現場の状

況を把握するために現場に立ち入る場合は、これに協力しなければならない。 

3.受注者からの連絡 

受注者は、本条第1項（2）のほか連絡についても、支援技術者を通じて行うことができる。 

4.監督員からの連絡 

監督員から受注者に対する連絡が支援技術者を通じて行われた場合は、監督員から直接連絡が

あったものと同等である。 
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3-1-1-4 監督員による確認及び立会等 

1.立会依頼書の提出 

受注者は設計図書に従って監督員の立会が必要な場合は、あらかじめ立会依頼書を所定の様式

により監督員に提出しなければならない。 

2.監督員の立会 

監督員は、必要に応じ、工事現場または製作工場において立会し、または資料の提出を請求で

きるものとし、受注者はこれに協力しなければならない。 

3.確認、立会の準備等 

受注者は、監督員による確認及び立会に必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その

他資料の整備をしなければならない。 

なお、監督員が製作工場において確認を行なう場合、受注者は監督業務に必要な設備等の備わ

った執務室を提供しなければならない。 

4.確認及び立会の時間 

監督員による確認及び立会の時間は、監督員の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由

があると監督員が認めた場合はこの限りではない。 

5.遵守義務 

受注者は、契約書第9条第2項第3号、第13条第2項または第14条第1項もしくは同条第2項の規定

に基づき、監督員の立会を受け、材料の確認を受けた場合にあっても、契約書第17条及び第31条

に規定する義務を免れないものとする。 

6.段階確認 

段階確認は、以下に掲げる各号に基づいて行うものとする。 

（1）受注者は、表3-1-1(1)段階確認一覧表に示す確認時期において、段階確認を受けなければな

らない。 

（2）受注者は、事前に段階確認に係わる報告（種別、細別、施工予定時期等）を監督員に提出し

なければならない。また、監督員から段階確認の実施について通知があった場合には、受注者

は、段階確認を受けなければならない。 

（3）受注者は、段階確認に臨場するものとし、監督員の確認を受けた書面を、工事完成時までに

監督員へ提出しなければならない。 

（4）受注者は、監督員に完成時不可視になる施工箇所の調査ができるよう十分な機会を提供する

ものとする。 

7.段階確認の臨場 

監督員は、設計図書に定められた段階確認において臨場を机上とすることができる。この場合

において、受注者は、監督員に施工管理記録、写真等の資料を提示し確認を受けなければならな

い。 

8.段階確認の実施 

本条第6項の段階確認の実施にあたっては、別に定める段階確認書により実施するものとする。 

① 受注者は段階確認に係わる種別・細別、施工予定時期等を確認内容として段階確認書に記

載し、あらかじめ監督員へ提出するものとする。 

② 監督員は、提出された確認内容に対しての確認方法を受注者に通知するものとし、受注者

は通知された確認方法により段階確認を受けなければならない。 
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9．重点監督 

受注者は、設計図書で重点監督と明示された場合は、確認・立会及び段階確認の頻度を増やす

こととし、工事の重要度に応じた監督とする。 

対象工種は、「三重県建設工事監督要領」によるものとし、工種の適用にあたっては監督員の

指示によるものとする。 

ただし、三重県低入札価格調査実施要領第3条の基準に基づく価格を下回った額で契約した場

合においては、全ての工種を重点監督とする。 

10．施工状況把握 

施工状況把握は、以下に掲げる各号に基づいて行うものとする。 

（１）施工状況把握は、表3-1-1(2)施工状況把握一覧表に示す施工時期において実施するものとす

る。 

（２）受注者は施工状況把握に係わる種別・細別、施工予定時期等を段階確認書に記載し、あらか

じめ監督員へ提出するものとする。 
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表3-1-1(1) 段階確認一覧表 

監督の区分 一般：一般監督 
重点：重点監督 

種  別 細  別 確認時期 確認項目 確認の程度 

指定仮設工  設置完了時 
使用材料、高さ、幅、長さ、深
さ等 

1回/1工事 

河川土工（掘削工） 
海岸土工（掘削工） 
砂防土工（掘削工） 
道路土工（掘削工） 

 土(岩)質の変化した時 土(岩)質、変化位置 1回/土(岩)質の変化毎 

道路土工（路床盛土工） 
舗装工 （下層路盤） 

 ﾌ゚ ﾙﾌﾛー ﾘﾝｸ゙ 実施時 ﾌ゚ ﾙﾌﾛー ﾘﾝｸ゙ 実施状況 1回/1工事 

表層安定処理工 

表層混合処理 
路床安定処理 

処理完了時 
使用材料、基準高、幅、延長、
施工厚さ 

一般：1回/1工事 
重点：1回/100m 

置換 掘削完了時 使用材料、幅、延長、置換厚さ 
一般：1回/1工事 
重点：1回/100m 

サンドマット 処理完了時 使用材料、幅、延長、施工厚さ 
一般：1回/1工事 
重点：1回/100m 

ﾊ゙ ﾁーｶﾙﾄ゙ ﾚー ﾝ工 
ｻﾝﾄ゙ ﾄ゙ ﾚー ﾝ 
袋詰式ｻﾝﾄ゙ ﾄ゙ ﾚー ﾝ 
ﾍ゚ ﾊー゚ ﾄ゙ ﾚー ﾝ 

施工時 使用材料、打込長さ 
一般：1回/200本 
重点：1回/100本 

施工完了時 施工位置、杭径 
一般：1回/200本 
重点：1回/100本 

締固め改良工 ｻﾝﾄ゙ ｺﾝﾊ゚ ｸｼｮﾝﾊ゚ ｲﾙ 

施工時 使用材料、打込長さ 
一般：1回/200本 
重点：1回/100本 

施工完了時 標準高、施工位置、杭径 
一般：1回/200本 
重点：1回/100本 

固結工 

粉体噴射撹拌 
高圧噴射撹拌 
ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ撹拌 
生石灰ﾊ゚ ｲﾙ 

施工時 使用材料、深度 
一般：1回/200本 
重点：1回/100本 

施工完了時 標準高、位置・間隔、杭径 
一般：1回/200本 
重点：1回/100本 

薬液注入 施工時 使用材料、深度、注入量 
一般：1回/20本 
重点：1回/10本 

矢板工 
（本設） 

鋼矢板 
 

打込時 使用材料、長さ、溶接部の適否 試験矢板＋ 
一般：150枚 
重点：100枚 打込完了時 基準高、変位 

鋼管矢板 

打込時 使用材料、長さ、溶接部の適否 試験矢板＋ 
一般：75本 
重点：50本 打込完了時 基準高、変位 
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種  別 細  別 施 工 時 期 把 握 項 目 把握の程度 

電気通信設備機器製作工 

 
工場製作完了時 

外観、構造、形状寸法、機能試
験 

１回以上／１工事 

現場据付完了時 外観、据え付け状況、機能試験 １回以上／１工事 

施設機械製作工 

 
工場製作完了時 

外観、構造、形状寸法、機能試
験 

１回以上／１工事 

現場据付完了時 外観、据え付け状況、機能試験 １回以上／１工事 

大口径ポンプ製作工 

 
工場製作完了時 

外観、構造、形状寸法、機能試
験 

１回以上／１工事 

仮組立時 状態 １回以上／１工事 

工場製作完了時 
外観、構造、形状寸法、機能試
験 

１回以上／１工事 

注）・表中の「把握の程度」は、把握頻度の目安であり、実施にあたっては現場状況等を勘案のう

え、これを最小限として設定することとする。 

・１ロットとは、橋台等の単体構造物はコンクリート打設毎、函渠等の連続構造物は施工単位

（目地）毎とする。 

・一般（一般監督）、重点（重点監督）の別は、工事ごとに設計図書で定める。定めがない場

合は、一般監督とする。 

 

3-1-1-5 数量の算出 

1.一般事項 

受注者は、出来形数量を算出するために出来形測量を実施しなければならない。 

2.出来形数量の提出 

受注者は、出来形測量の結果を基に、土木工事数量算出要領（案）及び設計図書に従って、出

来形数量を算出し、その結果を監督員からの請求があった場合は速やかに提示するとともに、工

事完成時までに監督員に提出しなければならない。出来形測量の結果が、設計図書の寸法に対し、

建設工事施工管理基準（案）及び規格値を満たしていれば、出来形数量は設計数量とする。 

なお、設計数量とは、設計図書に示された数量及びそれを基に算出された数量をいう。 

 

3-1-1-6 未制定 

 

3-1-1-7 工事完成図書の納品 

1.一般事項 

受注者は、工事目的物の供用開始後の維持管理、後工事や復旧工事施工に必要な情報など、施

設を供用する限り施設管理者が保有すべき資料をとりまとめた工事完成図を工事完成図書として

納品しなければならない。なお、維持工事等の簡易な工事においては、監督員の承諾を得て省略

することができる。 

2.工事完成図 

受注者は、設計図書に従って工事目的物の完成状態を図面として記録した工事完成図について、

電子成果品として作成しなければならない。工事完成図は、主工種、主要構造物だけでなく付帯

工種、付属施設など施設管理に必要なすべての図面、設計条件、測量情報等を含むものとし、工

事完成図は設計寸法（監督員の承諾により設計寸法を変更した場合は、変更後の寸法）で表し、
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材料規格等はすべて実際に使用したもので表すものとする。 

3.未制定 

4.成果品 

受注者は、「三重県CALS電子納品運用マニュアル」に基づいて、原則として、電子成果品を作

成及び納品しなければならない。 

5.未制定 

6.地質調査の電子成果品等 

受注者は、設計図書において地質調査の実施が明示された場合、「三重県CALS電子納品運用マ

ニュアル」に基づいて電子成果品を作成しなければならない。 

なお、受注者は、地質データ、試験結果等については、地質・土質調査業務共通仕様書の第

118条成果物の提出に基づいて地盤情報データベースに登録しなければならない。 

 

3-1-1-8 未制定 
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3-1-1-9 提出書類 

1.一般事項 

受注者は、提出書類を三重県建設工事執行規則の施行に関し必要な書類の様式を定める要綱及

び様式集等により作成し、監督員に提出しなければならない。これに定めのないものは、監督員

の指示する様式によらなければならない。 

2.設計図書に定めるもの 

契約書第9条第5項に規定する「設計図書に定めるもの」とは請負代金額に係わる請求書、代金

代理受領諾申請書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係わる書類及びその他現場説明

の際指定した書類をいう。 

3.工事書類の提出 

受注者は、工事書類の提出は、表3-1-1に基づき実施するものとする。なお、作成にあたっては

第1編 1-1-1-47第8項により、監督員と作成媒体（紙と電子の別）を協議するものとする。 

4.情報セキュリティ対策 

受注者は、工事（業務）の施行（履行）のため、パソコン等の情報機器を使用するにあたり情

報セキュリティ対策をとらなければならない。 
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表3-1-1 工事関係書類一覧表【三重県版】 
工 事 関 係 書 類 書類作成者 受注者書類作成の位置付け 

備    考 作成

時期 
種 別 書 類 名 称 書類作成の根拠 発注者 受注者 

提出 提示 その他 

監督員 
契約 

担当課 

発注 

担当課 

受注者 

保管 

監督員 

へ連絡 

監督員 

へ納品 

工 

事 

着 

手 

前 

契約関係書

類 

現場代理人等専任通知書 
工事請負契約書第１０条１項 

共通仕様書1-1-1-43 
 ○  ○      

           

工程表 工事請負契約書第３条１項  ○  ○      

建退共掛金収納書 共通仕様書1-1-1-41-5  ○  ○     提出できない事情がある場合は理由を書面で提出する。 

建退共証紙受入簿 
現説時指導事項(H11.3.31)付建設省

厚契発第22号 
 ○    ○   

共済証紙の購入状況を把握するため、共済証紙の受払簿

その他関係資料について提出を求めることがある。 

請求書（前払金） 工事請負契約書第３４条１項  ○  ○      

VE提案書（契約後VE時） 
契約後のＶＥ提案に関する 

特記仕様書 
 ○ ○       

その他 

工事着手届 共通仕様書1-1-1-8-3  ○  ○      

登録内容確認書 共通仕様書1-1-1-5  ○    ○   
CORINSへ登録(受注・変更・完成・訂正) (旧称：工事カルテ

受領書) 

―           

―           

再生資源利用計画書 

-建設資材搬入工事用- 

 

共通仕様書1-1-1-19-4  ○ ○      

該当する建設資材を搬入する予定がある場合、建設副産

物情報交換システムにより作成し、施工計画書へ含めて提

出する。 

再生資源利用促進計画書 

-建設副産物搬出工事用- 
共通仕様書1-1-1-19-5  ○ ○      

該当する建設副産物を搬出する予定がある場合、建設副

産物情報交換システムにより作成し、施工計画書へ含めて

提出する。 

建設リサイクル法に基づく通知書 
建設工事に係る資材の再資源化等

に関する法律第11条 
○         

工

事

書

類 

１

施

工

計

画 

① 

施 

工 

計 

画 

施工計画書 共通仕様書1-1-1-4-1   ○ ○      

工期や数量のわずかな変更等、軽微な変更の場合には

変更施工計画書の提出は不要。 

変更施工計画書は、提出済みの施工計画書を変更、追加、

削除を行い、提出するものとする。 

―           

基本計画書 共通仕様書1-1-1-14  ○ ○      
工事を一時中止する期間の工事現場の維持・管理に関する

計画書、監督員に提出し承諾を得ること。 

設計図書の照査確認資料 

(契約書18条に該当する事実が

あった場合） 

共通仕様書1-1-1-3-2 

 ○ ○      

契約書第18条第1項1～5号に該当する事実があった場合

のみ提出する。(契約書第18条第1項の範囲を超えないこ

と) 

設計図書の照査確認資料 

(契約書18条に該当する事実が

ない場合） 

 ○    ○   

契約書第18条第1項1～5号に該当する事実ない場合(設

計図書と一致している場合) についても、その旨を監督員

に報告すること。なお、監督員の請求があった場合は、照

査の実施が確認できる資料を提示すること。(契約書第18

条第1項の範囲を超えないこと) 

工事測量成果表(仮BM及び多角

点の設置) 
  ○ ○       

工事測量結果(設計図書との照

合) 

(設計図書と差異あり) 

  ○ ○      設計図書と差異があった場合のみ提出する。 

工事測量結果(設計図書との照

合) 

(設計図書と一致) 

  ○    ○   設計図書と一致している場合は提示とする。 

  
下請負通知書 共通仕様書1-1-1-9  ○ ○      下請負に付する場合 

施工体制台帳 

施工体制台帳に係る書類の提出に

ついて(R3.3.5 付国官技第319号、国

営建技第16号、国港技第90号) 

共通仕様書1-1-1-10 

 ○ ○   （○）   

工事を施工するために下請契約を締結した場合 

施工体系図 

施工体制台帳に係る書類の提出に

ついて(Ｒ3.3.5 付国官技第319号、国

営建技第16号、国港技第90号) 

共通仕様書1-1-1-10 
 ○ ○      
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工 事 関 係 書 類 書類作成者 受注者書類作成の位置付け 

備    考 作成

時期 
種 別 書 類 名 称 書類作成の根拠 発注者 受注者 

提出 提示 その他 

監督員 
契約 

担当課 

発注 

担当課 

受注者 

保管 

監督員 

へ連絡 

監督員 

へ納品 

施 

工 

中 

工

事

書

類 

３ 

施

工

状

況 

③ 

施

工

管

理 

工事打合せ簿（指示） 共通仕様書1-1-1-2-15 ○         

工事打合せ簿（協議） 共通仕様書1-1-1-2-17  ○ ○       

工事打合せ簿（承諾） 共通仕様書1-1-1-2-16  ○ ○       

工事打合せ簿（提出） 共通仕様書1-1-1-2-18  ○ ○       

工事打合せ簿（報告） 共通仕様書1-1-1-2-20  ○ ○       

工事打合せ簿（通知） 共通仕様書1-1-1-2-21  ○ ○       

関係機関協議資料 

（許可後の資料） 
共通仕様書1-1-36-3  ○ （○）   ○   

許可後の資料については提示とする。 

ただし、監督員から請求があった場合は提出とする。 

近隣協議資料 共通仕様書1-1-1-36  ○ （○）   ○   監督員から請求があった場合は提出する。 

材料確認書   ○ ○      設計図書で指定した材料がある場合に提出する。 

材料納入伝票   ○ （○）   ○   
設計図書で指定した材料や監督員から請求があった場

合は提出する。 

段階確認書 共通仕様書3-1-1-4-6  ○ ○      

・契約図書で規定された場合のみ提出する。 

・段階確認書に添付する資料を新たに作成する必要はない。

（受注者が作成する出来形 管理資料に、確認した実測値を

手書き記入する） 

・監督員が臨場した場合の状況写真は不要。 

･監督員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の

撮影を 省略できる。 

立会依頼書 共通仕様書3-1-1-4-1  ○ ○      契約図書で規定された場合のみ提出する。 

休日・夜間作業届 共通仕様書1-1-1-37-2  ○ （○）    ○  

口頭、ファクシミリ、電子メール、ＡＳＰなどにより連絡す

る。 

ただし、現道上の工事を行う場合は、口頭を適用除外と

する。 

④ 

安

全

管

理 

安全教育訓練実施資料 共通仕様書1-1-1-27-11  ○    ○   実施した内容について提示する。 

火薬類保安手帳及び従事期者手

帳 
共通仕様書1-1-1-28-1  ○    ○   火薬取扱保安責任者及び従事者が携帯する本紙 

事故速報 共通仕様書1-1-1-30  ○ ○    ○  
事故等が発生した場合、直ちに連絡するとともに、事故の概要

を書面により速やかに報 告する。 

事故発生報告書 共通仕様書1-1-1-30  ○ ○      

事故報告書はＳＡＳ（建設工事事故ﾃﾞｰﾀベースシステム）に

より作成して提出するほか、 監督員から請求があった資料

を提出する。 

環

境

対

策 

特定特殊自動車の燃料購入伝

票 
共通仕様書1-1-1-31-7  ○    ○   

H22/3/30特定特殊自動車に使用する燃料の原則化につい

て～国土交通省建設工事で  稼動する特定特殊自動車に

おける不適正燃料使用の徹底排除～ 

軽油を燃料とする建設機械の使用にあたっては、ガソリンスタン

ドで販売される軽油を選 択すること。 

⑤ 

工

程

管

理 
工事履行報告書 

工事請負契約書第１１条 

共通仕様書1-1-1-25 
 ○ ○      

工程の進捗状況を把握するため、実施工程表について提

示を求めることがある。 

⑥ 

出

来

形

管

理 

出来形管理図表 共通仕様書1-1-1-24-8  ○    ○   
施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 

出来形の測定位置が分かるように略図を記載する。 

出来形数量計算書 共通仕様書3-1-1-5-2  ○ ○   （○）   

工事数量の計算等にあたっては、土木工事数量算出要

領（案）を適用する。 

契約数量以外の任意施工に係わる部分（設計図書に明示し

ていないもの）の提出は不要。 

⑦

品

質

管

理 

品質管理図表 共通仕様書1-1-1-24-8  ○    ○   
施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。品質の測

定位置が分かるように略図を記載する。 

材料品質証明資料 共通仕様書2-1-2-1  ○ ○   （○）   
設計図書で指定した材料がある場合に提出する。（様式

自由） 
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工 事 関 係 書 類 書類作成者 受注者書類作成の位置付け 

備    考 作成

時期 
種 別 書 類 名 称 書類作成の根拠 発注者 受注者 

提出 提示 その他 

監督員 
契約 

担当課 
発注 

担当課 
受注者 

保管 
監督員 

へ連絡 
監督員 

へ返納 

施 

工 

中 

 

中間前

払金 

認定請求書 工事請負契約書第３４条４項  ○ ○      

中間前払いの条件がある工事 履行報告書 共通仕様書1-1-1-22-7  ○ ○      

請求書（中間前払金） 工事請負契約書第３４条３項  ○  ○     

 

完
成 
検 
査 

指定部分完成報告書 工事請負契約書第３８条１項  ○ ○       

指定部分引渡書 工事請負契約書第３８条１項  ○  ○     部分引き渡しの条件がある工事 

請求書（指定部分完成払金） 工事請負契約書第３８条１項  ○  ○      

出来高内訳書 
工事請負契約書第３７条２項 

共通仕様書1-1-1-22-2 
 ○ ○       

 
出
来
高
部
分
完
成
検
査 
 

出来高部分検査要求書 工事請負契約書第３７条２項  ○  ○      

出来高内訳書 
工事請負契約書第３７条２項 

共通仕様書1-1-1-22-2 
 

 

○ 

 

○ 
      

請求書（部分払金） 工事請負契約書第３７条５項  ○  ○      

修

補 

手直工事完了報告書 工事請負契約書第３１条１項  ○ ○       

修補完了届 工事請負契約書第３１条６項  ○  ○      

かし修補引渡書 工事請負契約書第３１条６項  ○  ○      

 
部
分
使
用 
 

部分使用承諾書 工事請負契約書第３３条１項  ○  ○     部分使用がある場合に提出する。 

工期 

延長 
工期延長願 工事請負契約書第２１条  ○ ○      工期の延期を請求する場合に提出する。 

 
支

給

品 

支給品受領書 工事請負契約書第１５条３項  ○ ○      支給品を受領した場合に提出する。 

支給品清算書 共通仕様書1-1-1-17-3  ○ ○      支給品を受領した場合に提出する。 

建
設
機
械 

建設機械使用実績報告書 共通仕様書1-1-1-17-5  ○ ○      建設機械の貸与がある場合に提出する。 

建設機械借用書 工事請負契約書第１５条３項  ○ ○      建設機械の貸与がある場合に提出する。 

 

建設機械返納書 

 

工事請負契約書第１５条３項  ○ ○      建設機械の貸与がある場合に提出する。 

現場発

生品 
現場発生品調書 共通仕様書1-1-1-18  ○ ○      現場発生品がある場合に提出する。 

その他 

産業廃棄物管理表 

（マニフェスト） 
共通仕様書1-1-1-19-2  ○      ○   産業廃棄物を搬出した場合に提示する。 

―           
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工 事 関 係 書 類 書類作成者 受注者書類作成の位置付け 

備    考 作成

時期 
種 別 書 類 名 称 書類作成の根拠 発注者 受注者 

提出 提示 その他 

監督員 
契約 

担当課 

発注 

担当課 

受注者 

保管 

監督員 

へ連絡 

監督員 

へ納品 

工 

事 

完 

成 

時 

期 

契約関係書

類 

完成報告書 
工事請負契約書第３１条１項 

共通仕様書1-1-1-21-1 
 ○ ○       

工事目的物引渡書 工事請負契約書第３１条４項  ○  ○      

請求書（完成代金） 
 

工事請負契約書第３２条１項  ○  ○      

工事書類 

出来形管理図表 共通仕様書1-1-1-24-8  ○ ○   （○）   
施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 

出来形の測定位置が分かるように略図を記載する。 

品質管理図表 共通仕様書1-1-1-24-8  ○ ○   （○）   
施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 

品質の測定位置が分かるように略図を記載する。 

― 
 

         

― 
 

         

工事写真 共通仕様書1-1-1-24-8  ○ ○      

工事写真の撮影にあたっては、写真管理基準（案）を適用す

る。 

三重県CALS電子納品運用マニュアルに基づき提出する。

（紙の工事写真帳は提出不要） 

  
         

  
         

現場環境改善の実施状況 

 

 ○ ○      

現場環境改善対象工事の場合、具体的な内容、実施時期に

ついて施工計画書に含め提出するとともに、実施状況につい

て写真等を含め提出する。 

創意工夫・社会性等に関する実施

状況（説明資料） 
共通仕様書3-1-1-10  ○ ○      

創意工夫、地域社会への貢献等を実施した場合に提出す

る。 

工事完成図

書 

工事完成図 
共通仕様書1-1-1-20  

共通仕様書3-1-1-7 
 ○      ○ 

「三重県CALS電子納品運用マニュアル」に基づき、電子成果

品または紙の成果品で納品する。 

           

           

その他 

再生資源利用計画書 

-建設資材搬入工事用- 
共通仕様書1-1-1-19-6  ○   ○    

該当する建設資材を搬入した場合、建設副産物情報交換シス

テムにより作成して提出する。 

再生資源利用促進計画書 

-建設副産物搬出工事用- 
共通仕様書1-1-1-19-6  ○   ○    

該当する建設資材を搬出した場合、建設副産物情報交換シス

テムにより作成して提出する。 

           

その他 
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3-1-1-10 創意工夫 

1.一般事項 

受注者は、自ら立案実施した創意工夫や地域社会への貢献として、特に評価できる項目につい

て、工事完成時までに所定の様式により、監督員に提出する事ができる。 

2.実施内容 

受注者は、創意工夫に関する事項について、実施内容を具体的に施工計画書に記述するととも

に、実施状況を所定の様式に記載し報告することができる。なお、実施状況様式については、一

覧表形式とすることができる。 

 

 

 

  

  　工　事　名  受注者名

項　　　目 評価内容

 □創意工夫 □施工

□新技術活用

□品質

□安全衛生

□社会性等 □地域への貢献等

地域社会や住民に
対する貢献

・地域住民とのコミュニケーション

・災害時など地域への支援・行政などによる救援活　動への協力  等

・交通事故防止の工夫

・環境保全の工夫　等

・周辺環境への配慮

・現場環境の周辺地域との調和

・安全衛生教育・講習会・パトロール等の工夫

・仮設備の工夫

・作業環境の改善

・土工、設備、電気の品質向上の工夫

・コンクリートの材料、打設、養生の工夫

・鉄筋、コンクリート二次製品等使用材料の工夫

・配筋、溶接作業等の工夫　等

・「少実績優良技術」の活用

・「少実績優良技術」 を除く「有用とされる技術」　の活用

・試行技術及び「有用とされる技術」以外の新技術　の活用

ＮＥＴＩＳ登録技術のうち、

・試行技術の活用

・コンクリート二次製品等の代替材の適用

・施工方法の工夫、施工環境の改善

 自ら立案実施した
創意工夫や技術力

・仮設備計画の工夫

・施工管理の工夫

・ＩＣＴ（情報通信技術）の活用　等

創意工夫・社会性等に関する実施状況

実施内容

・施工に伴う器具、工具、装置等の工夫
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第2章 一般施工 
 

第1節 適 用 

1.適用工種 

本章は、各工事において共通的に使用する工種、基礎工、石・ブロック積（張）工、一般舗装

工、地盤改良工、工場製品輸送工、構造物撤去工、仮設工、工場製作工（共通）、橋梁架設工、

法面工（共通）、擁壁工（共通）、浚渫工（共通）、植栽維持工、床版工その他これらに類する

工種について適用する。 

2.適用規定 

本章に特に定めのない事項については、第2編材料編及び第1編第3章無筋・鉄筋コンクリート

の規定による。 

 

 

第2節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これによ

り難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑

義がある場合は監督員と協議しなければならない。 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編） （平成29年11月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅱ鋼橋・鋼部材編） （平成29年11月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅳ下部構造編） （平成29年11月） 

日本道路協会 鋼道路橋施工便覧 （令和2年9月） 

日本道路協会 鋼道路橋防食便覧 （平成26年3月） 

日本道路協会 舗装調査・試験法便覧 （平成31年3月） 

日本道路協会 アスファルト舗装工事共通仕様書解説 （平成4年12月） 

日本道路協会 転圧コンクリート舗装技術指針（案） （平成2年11月） 

建設省 薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針 （昭和49年7月） 

建設省 薬液注入工事に係る施工管理等について （平成2年9月） 

日本薬液注入協会 薬液注入工法の設計・施工指針 （平成元年6月） 

国土交通省 仮締切堤設置基準（案） （平成26年12月一部改正） 

環境省 水質汚濁に係る環境基準について （平成31年3月） 

日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説 （平成28年12月） 

日本道路協会 杭基礎施工便覧 （令和2年9月） 

全国特定法面保護協会 のり枠工の設計施工指針 （平成25年10月） 

地盤工学会 グラウンドアンカー設計・施工基準・同解説 （平成24年5月） 

日本道路協会 道路土工－軟弱地盤対策工指針 （平成24年8月） 

日本道路協会 道路土工要綱 （平成21年6月） 

日本道路協会 道路土工－盛土工指針 （平成22年4月） 

日本道路協会 道路土工－切土工・斜面安定工指針 （平成21年6月） 

日本道路協会 道路土工－擁壁工指針 （平成24年7月） 
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日本道路協会 道路土工－カルバート工指針 （平成22年3月） 

日本道路協会 道路土工－仮設構造物工指針 （平成11年3月） 

日本道路協会 斜面上の深礎基礎設計施工便覧 （平成24年4月） 

日本道路協会 舗装再生便覧 （平成22年11月） 

日本道路協会 舗装施工便覧 （平成18年2月） 

日本道路協会 鋼管矢板基礎設計施工便覧 （平成9年12月） 

建設省 トンネル工事における可燃性ガス対策について （昭和53年7月） 

建設業労働災害防止協会 ずい道等建設工事における換気技術指針 

 （換気技術の設計及び粉じん等の測定）  （平成24年3月） 

建設省 道路付属物の基礎について （昭和50年7月） 

日本道路協会 道路標識設置基準・同解説 （令和2年6月） 

日本道路協会 視線誘導標設置基準・同解説 （昭和59年10月） 

建設省 土木構造物設計マニュアル（案）[土工構造物・橋梁編] （平成11年11月） 

建設省 土木構造物設計マニュアル（案）に係わる設計・施工の手引き（案） 

 [ボックスカルバート・擁壁編]  （平成11年11月） 

国土交通省 建設副産物適正処理推進要綱 （平成14年5月） 

厚生労働省 ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン （令和2年7月） 

国土交通省 土木構造物設計マニュアル（案）[樋門編] （平成13年12月） 

国土交通省 土木構造物設計マニュアル（案）に係わる設計・施工の手引き（案）（樋門編） 

 （平成13年12月） 

国土交通省 道路土工構造物技術基準 （平成27年3月） 

労働省 騒音障害防止のためのガイドライン （平成4年10月） 

厚生労働省 手すり先行工法等に関するガイドライン （平成21年4月） 

土木学会 コンクリート標準示方書（規準編） （平成30年10月） 

建設省 車両用防護柵標準仕様について （平成11年2月） 

日本道路協会 車両用防護柵標準仕様・同解説 （平成16年3月） 

 

第3節 共通的工種 

3-2-3-1 一般事項 

本節は、各工事に共通的に使用する工種として作業土工（床掘り・埋戻し）、矢板工、縁石工、

小型標識工、防止柵工、路側防護柵工、区画線工、道路付属物工、コンクリート面塗装工、プレ

テンション桁製作工（購入工）、ポストテンション桁製作工、プレキャストセグメント主桁組立

工、PCホロースラブ製作工、PC箱桁製作工、根固めブロック工、沈床工、捨石工、笠コンクリー

ト工、ハンドホール工、階段工、現場継手工、伸縮装置工、銘板工、多自然型護岸工、羽口工、

プレキャストカルバート工、側溝工、集水桝工、現場塗装工、かごマット工、袋詰玉石工その他

これらに類する工種について定める。 

 

3-2-3-2 材 料 

1.アスカーブの材料 

縁石工で使用するアスカーブの材料は、第3編3-2-6-3アスファルト舗装の材料の規定による。 

2.コンクリート二次製品 

縁石工において、縁石材料にコンクリート二次製品を使用する場合は、使用する材料は、第2
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編2-2-7-2 セメントコンクリート製品の規定によるものとする。また、長尺物の緑石については

JIS A 5308（レディーミクストコンクリート）に準ずる。 

3.反射シート 

小型標識工に使用する反射シートは、JIS Z 9117（再帰性反射材）または、カプセルレンズ型

反射シートを用いるものとする。 

4.路側防護柵工の材料 

塗装仕上げをする場合の路側防護柵工で使用する材料は、以下によるものとする。 

（1）溶融亜鉛めっき仕上げの場合は、溶融亜鉛めっき法により、亜鉛めっきを施し、その上に工

場にて仕上げ塗装を行わなければならない。この場合受注者は、めっき面に燐酸塩処理などの

下地処理を行わなければならない。 

（2）溶融亜鉛めっき仕上げの場合は、めっき付着量を両面で275g/m2以上とし、防錆を施さなけれ

ばならない。ただし、亜鉛めっきが外面のみのパイプを使用する場合、内面を塗装その他の方

法で防蝕を施したものでなければならない。その場合、受注者は、耐触性が前述以上であるこ

とを確認しなければならない。 

（3）熱硬化性アクリル樹脂塗装仕上げの場合は、熱硬化性アクリル樹脂塗料を用いて、20μm以上

の塗装厚としなければならない。 

（4）受注者は、ガードケーブルのロープの素線に対しては、亜鉛付着量がJIS G 3525（ワイヤロ

ープ）で定めた300g/m2以上の亜鉛めっきを施さなければならない。 

（5）受注者は、支柱については、埋込み部分に亜鉛めっき後、黒ワニスを用いて内外面とも塗装

を行わなければならない。 

（6）ボルト・ナット（オートガードに使用するボルト・ナットを除く）については、（1）、（2）

により亜鉛めっきを施したものを用いるものとするが、ステンレス製品を用いる場合は、無処

理とするものとする。 

（7）鋼製材料の支柱をコンクリートに埋め込む場合（支柱を土中に埋め込む場合であって地表面

をコンクリートで覆う場合を含む）において、支柱地際部の比較的早期の劣化が想定される以

下のような場所には、一般的な防錆・防食処理方法に加え、必要に応じて支柱地際部の防錆・

防食強化を図らなければならない。 

① 海岸に近接し、潮風が強く当たる場所 

② 雨水や凍結防止剤を含んだ水分による影響を受ける可能性がある場所 

③ 路面上の水を路側に排水する際、その途上に支柱がある場合 

5.亜鉛めっき地肌のままの材料 

亜鉛めっき地肌のままの場合の路側防護柵工で使用する材料は、以下によるものとする。 

（1）受注者は、ケーブル以外の材料については、成形加工後、溶融亜鉛めっきを施さなければな

らない。 

（2）受注者は、めっき付着量をビーム、パイプ、ブラケット、パドル、支柱の場合JIS H 8641

（溶融亜鉛めっき）2種（HDZ55）の550g/m2（片面の付着量）以上とし、その他の部材（ケー

ブルは除く）の場合は同じく2種（HDZ35）の350g/m2（片面の付着量）以上としなければなら

ない。 

（3）ガードレール用ビームの板厚が3.2mm未満となる場合については、上記の規定にかかわらず本

条4項の規定によるものとする。また、受注者は、歩行者、自転車用防護柵が、成形加工後溶

融亜鉛めっきが可能な形状と判断できる場合は、（2）のその他の部材の場合によらなければ
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ならない。 

（4）受注者は、ガードケーブルのロープの素線に対して付着量が300g/m2以上の亜鉛めっきを施さ

なければならない。 

6.視線誘導標の形状及び性能 

受注者は、視線誘導標を使用する場合、設計図書に明示した場合を除き、以下の形状及び性能

を有するものを使用しなければならない。 

（1）反射体 

① 受注者は、形状が丸型で直径70mm以上100mm 以下の反射体を用いなければならない。また、

受注者は、反射体裏面を蓋などで密閉し、水、ごみなどの入らない構造としなければならな

い。 

② 受注者は、色が白色または橙色で以下に示す色度範囲にある反射体を用いなければならな

い。 

白色 

0.31＋0.25x≧y≧0.28＋0.25x 

0.50≧x≧0.41 

橙色 

0.44≧y≧0.39 

y≧0.99－x 

ただし、x、yはJIS Z 8781-3（測色－第3部：CIE三刺激値）の色度座標である。 

③ 受注者は、反射性能がJIS D 5500（自動車用ランプ類）に規定する反射性試験装置による

試験で、表3-2-1に示す値以上である反射体を用いなければならない。 

 

表3-2-1 反射体 

（単位：ｃｄ／10.76 lx） 

反射体の色 白 色 橙 色 

入射角 

観測角 
0° 10° 20° 0° 10° 20° 

0.2° 35 28 21 22 18 13 

0.5° 17 1  4 10 11 9 6 

1.5° 0.55 0.44 0.33 0.34 0.28 0.20 

［注］上表は、反射有効径70mmの場合の値である。 
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16.点線・一点鎖線で明示又は明示のない床掘 

設計図書に点線・一点鎖線で明示した床掘線又は床掘線の明示のないものは、「数量算出要領」

に基づくものであり、床掘勾配を拘束するものではない。 

17.土留工等が必要と判断される場合の措置 

受注者は、道路、鉄道、家屋等の近接箇所及び土質湧水等の状況により土留工等が必要と判断

される場合には、設計図書に関して監督員と協議して施工するものとする。 

18.埋戻し 

構造物の埋戻しは図面に示す埋戻し線とするが、埋戻し線の記載のない場合は、床掘り前の地

盤線とする。 

 

3-2-3-4 矢板工 

1.一般事項 

矢板とは、鋼矢板、軽量鋼矢板、コンクリート矢板、広幅鋼矢板及び可とう鋼矢板の事をいう。 

2.鋼矢板の継手部 

鋼矢板の継手部は、かみ合わせて施工しなければならない。 

なお、これにより難い場合は設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

3.打込み工法の選定 

受注者は、打込み方法、使用機械等については、設計図書によるものとするが、設計図書に示

されていない場合には、打込み地点の土質条件、立地条件、矢板の種類等に応じたものを選ばな

ければならない。 

4.矢板の打込み 

受注者は、矢板の打込みにあたり、導材を設置するなどして、ぶれ、よじれ、倒れを防止し、

また隣接矢板が共下りしないように施工しなければならない。 

5.異常時の処置 

受注者は、設計図書に示された深度に達する前に矢板が打込み不能となった場合は、原因を調

査するとともに、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

6.控索材の取付け 

受注者は、控索材の取付けにあたり、各控索材が一様に働くように締付けを行わなければなら

ない。 

7.ウォータージェット工法の打止め 

受注者は、ウォータージェットを用いて矢板を施工する場合は、最後の打ち止めを併用機械で

貫入させ、落ち着かせなければならない。 

8.矢板引抜き跡の埋戻し 

受注者は、矢板の引抜き跡の空洞を砂等で充填するなどして地盤沈下等を生じないようにしな

ければならない。空隙による地盤沈下の影響が大きいと判断される場合は、設計図書に関して監

督員と協議しなければならない。 

9.鋼矢板の運搬 保管の注意 

受注者は、鋼矢板の運搬、保管にあたり、変形を生じないようにしなければならない。 

10.腹起し施工の一般事項 

受注者は、腹起しの施工にあたり、矢板と十分に密着するようにし、隙間が生じた場合にはパ

ッキング材を用いて土圧を均等に受けるようにしなければならない。 
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11.腹起材の落下防止処置 

受注者は、腹起しの施工にあたり、受け金物、吊りワイヤ等によって支持するものとし、振動

その他により落下することのないようにしなければならない。 

12.コンクリート矢板の運搬 

受注者は、コンクリート矢板の運搬にあたり、矢板を2点以上で支えなければならない。 

13.コンクリート矢板の保管 

受注者は、コンクリート矢板の保管にあたり、矢板を水平に置くものとし、3段以上積み重ね

てはならない。 

14.落錘による打込み 

受注者は、落錘によりコンクリート矢板を打込む場合、落錘の質量は矢板の質量以上、錘の落

下高は2m程度として施工しなければならない。 

15.鋼矢板防食処置 

受注者は、鋼矢板防食を行うにあたり、現地状況に適合した防食を行わなければならない。 

16.部材損傷防止 

受注者は、鋼矢板防食を行うにあたり、部材の運搬、保管、打込み時などに、部材を傷付けな

いようにしなければならない。 

17.控え版の施工 

受注者は、控え版の施工にあたり、外力による転倒、滑動及び沈下によって控索材に曲げが生

じぬように施工しなければならない。 

18.控え版の据え付け調整 

受注者は、控え版の据付けにあたり、矢板側の控索材取付け孔と控え版側の取付け孔の位置が、

上下及び左右とも正しくなるように調整しなければならない。 

 

3-2-3-5 縁石工 

1.一般事項 

縁石工の施工にあたり、縁石ブロック等は、あらかじめ施工した基盤の上に据付けるものとす

る。敷モルタルの配合は、1：3（セメント：砂）とし、この敷モルタルを基礎上に敷均した後、

縁石ブロック等を契約図面に定められた線形及び高さに合うよう十分注意して据付けなければな

らない。 

2.アスカーブの適用規定 

アスカーブの施工については、第3編3-2-6-7アスファルト舗装工の規定による。 

3.アスカーブの施工 

アスカーブの施工にあたり、アスファルト混合物の舗設は、既設舗層面等が清浄で乾燥してい

る場合のみ施工するものとする。気温が5℃以下のとき、または雨天時には施工してはならない。 

4.敷モルタル 

本条第1項の敷モルタルは1：3（セメント：砂）の重量配合とする。 

5. すりつけブロック及び乗入れブロック 

縁石工のうち、すりつけブロック及び乗入れブロックについては、契約図面に定められた高さ

以下となるように据付けなければならない。また、マウントアップ型及びセミフラット型の場合

の歩道等のすり付けについては、契約図面に定められた勾配及び位置に合うよう十分注意して施

工しなければならない。 
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3-2-3-6 小型標識工 

1.一般事項 

受注者は、視認上適切な反射性能を持ち、耐久性があり、維持管理が確実かつ容易な反射材料

を用いなければならない。 

2.反射標識の取扱い 

受注者は、全面反射の標識を用いるものとする。ただし、警戒標識及び補助標識の黒色部分は

無反射としなければならない。 

3.標示板基板の表面状態 

受注者は、標示板基板表面をサンドペーパーや機械的により研磨（サンディング処理）しラッ

カーシンナーまたは、表面処理液（弱アルカリ性界面活性剤）で脱脂洗浄を施した後乾燥を行い、

反射シートを貼付けるのに最適な表面状態を保たなければならない。 

4.反射シート一般事項 

受注者は、反射シートの貼付けは、真空式加熱圧着機で行なわなければならない。やむを得ず

他の機械で行う場合は、あらかじめ施工計画書にその理由・機械名等を記載し、使用にあたって

は、その性能を十分に確認しなければならない。手作業による貼付けを行う場合は、反射シート

が基板に密着するよう脱脂乾燥を行い、ゴムローラーなどを用い転圧しなければならない。 

なお、気温が10℃以下における屋外での貼付け及び 0.5m2以上の貼付けは行ってはならない。 

5.反射シートの貼付け方式 

受注者は、重ね貼り方式または、スクリーン印刷方式により、反射シートの貼付けを行わなけ

ればならない。印刷乾燥後は色むら・にじみ・ピンホールなどが無いことを確認しなければなら

ない。また、必要がある場合はインク保護などを目的とした、クリアーやラミネート加工を行う

ものとする。 

6.反射シートの仕上げ 

受注者は、反射シートの貼付けについて、反射シートの表面のゆがみ、しわ、ふくれのないよ

う均一に仕上げなければならない。 

7.2枚以上の反射シート貼付け 

受注者は、2枚以上の反射シートを接合して貼付けるか、あるいは、組として使用する場合は、

あらかじめ反射シート相互間の色合わせ（カラーマッチング）を行い、標示板面が日中及び夜間

に均一、かつそれぞれ必要な輝きを有するようにしなければならない。 

8.2枚以上の反射シートの重ね合わせ 

受注者は、2枚以上の反射シートを接合して使用する場合には、10mm以上重ね合わせなければ

ならない。 

9.標示板の製作 

受注者は、スクリーン印刷方式で標示板を製作する場合には、印刷した反射シート表面に、ク

リアー処理を施さなければならない。ただし、黒色の場合は、クリアー処理の必要はないものと

する。 

10.素材加工 

受注者は、素材加工に際し、縁曲げ加工をする標示板については、基板の端部を円弧に切断し、

グラインダなどで表面を滑らかにしなければならない。 

11.工場取付け 

受注者は、取付け金具及び板表面の補強金具（補強リブ）すべてを工場において溶接により取
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付けるものとし、現場で取付けてはならない。 

12.錆止めの実施 

受注者は、標示板の素材に鋼板を用いる場合には、塗装に先立ち脱錆（酸洗い）などの下地処

理を行った後、リン酸塩被膜法などによる錆止めを施さなければならない。 

13.支柱素材の錆止め塗装 

受注者は、支柱素材についても本条12項と同様の方法で錆止めを施すか、錆止めペイントによ

る錆止め塗装を施さなければならない。 

14.支柱の上塗り塗装 

受注者は、支柱の上塗り塗装につや、付着性及び塗膜硬度が良好で長期にわたって変色、退色

しないものを用いなければならない。 

15.溶融亜鉛めっきの基準 

受注者は、支柱用鋼管及び取付鋼板などに溶融亜鉛めっきする場合、その付着量をJIS H 8641

（溶融亜鉛めっき）2種の（HDZ55）550g/m2（片面の付着量）以上としなければならない。ただ

し、厚さ3.2mm以上、6mm未満の鋼材については2種（HDZ45）450 g/m2以上、厚さ3.2mm未満の鋼

材については2種（HDZ35）350g/m2（片面の付着量）以上としなければならない。 

16.防錆処理 

受注者は、防錆処理にあたり、その素材前処理、めっき及び後処理作業をJIS H 8641（溶融亜

鉛めっき）の規定により行わなければならない。 

なお、ネジ部はめっき後ネジさらい、または遠心分離をしなければならない。 

17.現場仕上げ 

受注者は、めっき後加工した場合、鋼材の表面の水分、油分などの付着物を除去し、入念な清

掃後にジンクリッチ塗装で現場仕上げを行わなければならない。 

18.ジンクリッチ塗装用塗料 

ジンクリッチ塗装用塗料は、亜鉛粉末の無機質塗料として塗装は2回塗りで400～500g/m2、ま

たは塗装厚は2回塗りで、40～50μmとしなければならない。 

19.ジンクリッチ塗装の塗り重ね 

ジンクリッチ塗装の塗り重ねは、塗装1時間以上経過後に先に塗布した塗料が乾燥状態になっ

ていることを確認して行わなければならない。 

 

3-2-3-7 防止柵工 

1.一般事項 

受注者は、防止柵を設置する場合、現地の状況により、位置に支障があるときまたは、位置が

明示されていない場合には、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

2.支柱の施工 

受注者は、支柱の施工にあたって、地下埋設物に破損や障害を発生させないようにするととも

に既設舗装に悪影響をおよぼさないよう施工しなければならない。 

3.亜鉛めっき地肌の基準 

塗装を行わずに、亜鉛めっき地肌のままの部材等を使用する場合に受注者は、ケーブル以外は

成形加工後、溶融亜鉛めっきを JIS H 8641 （溶融亜鉛めっき）2種（HDZ35）の 350g/m2（片面

付着量）以上となるよう施工しなければならない。 
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8.打込みキャップ等 

受注者は、コンクリート既製杭工の打込みに際し、キャップは杭径に適したものを用いるもの

とし、クッションは変形のないものを用いなければならない。 

9.杭頭損傷の修補 

受注者は、既製杭工の施工にあたり、杭頭打込みの打撃等により損傷した場合は、杭の機能を

損なわないように、修補または取り替えなければならない。 

10.打込み不能の場合の処置 

受注者は、既製杭工の施工を行うにあたり、設計図書に示された杭先端の深度に達する前に打

込み不能となった場合は、原因を調査するとともに、設計図書に関して監督員と協議しなければ

ならない。また、支持力の測定値が、設計図書に示された支持力に達しない場合は、受注者は、

設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

11.中掘り杭工法による既製杭工施工 

受注者は、中掘り杭工法で既製杭工を施工する場合には、掘削及び沈設中は土質性状の変化や

杭の沈設状況などを観察し、杭周辺及び先端地盤の乱れを最小限に留めるように沈設するととも

に、必要に応じて所定の位置に保持しなければならない。また、先端処理については、試験杭等

の条件に基づいて、管理を適正に行わなければならない。杭の掘削・沈設速度は杭径や土質条件

によって異なるが、試験杭により確認した現場に適した速度で行う。 

なお、施工管理装置は、中掘り掘削・沈設及びセメントミルク噴出撹拌方式の根固部の築造時、

コンクリート打設方式の孔底処理に必要な施工管理項目について常時表示・記録できるものを選

定する。 

12.残杭の再使用時の注意 

受注者は、既製杭工の打込みを終わり、切断した残杭を再び使用する場合は、設計図書に関し

て監督員の承諾を得なければならない。 

13.既製コンクリート杭の施工 

既製コンクリート杭の施工については、以下の各号の規定によるものとする。 

（1）受注者は、杭の適用範囲、杭の取扱い、杭の施工法分類はJIS A 7201（遠心力コンクリート

くいの施工標準）の規格によらなければならない。 

（2）受注者は、杭の打込み、埋込みはJIS A 7201（遠心力コンクリートくいの施工標準）の規定

による。 

（3）受注者は、杭の継手はJIS A 7201（遠心力コンクリートくいの施工標準）の規定による。 

14.杭支持層の確認・記録 

受注者は、杭の施工を行うにあたり、JIS A 7201（遠心力コンクリートくいの施工標準）7施

工7.4くい施工で、7.4.2埋込み工法を用いる施工の先端処理方法が、セメントミルク噴出撹拌方

式または、コンクリート打設方式の場合は、杭先端が設計図書に示された支持層付近に達した時

点で支持層の確認をするとともに、確認のための資料を整備及び保管し、監督員の請求があった

場合は、速やかに提示するとともに、工事完成時に監督員へ提出しなければならない。セメント

ミルク噴出撹拌方式の場合は、受注者は、過度の掘削や長時間の撹拌などによって杭先端周辺の

地盤を乱さないようにしなければならない。 

また、コンクリート打設方式の場合においては、受注者は、根固めを造成する生コンクリート

を打込むにあたり、孔底沈殿物（スライム）を除去した後、トレミー管などを用いて杭先端部を

根固めしなければならない。 
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15.既製コンクリート杭または鋼管杭の先端処理 

受注者は、既製コンクリート杭または鋼管杭の先端処理をセメントミルク噴出攪拌方式による

場合は、杭基礎施工便覧に示されている工法技術またはこれと同等の工法技術によるものとし、

受注者は施工に先立ち、当該工法技術について、設計図書に関して監督員の承諾を得なければな

らない。 

ただし、最終打撃方式及びコンクリート打設方式はこれらの規定には該当しない。 

16.セメントミルクの水セメント比 

受注者は、既製コンクリート杭の施工を行うにあたり、根固め球根を造成するセメントミルク

の水セメント比は設計図書に示されていない場合は、60％以上かつ70％以下としなければならな

い。掘削時及びオーガ引上げ時に負圧を発生させてボイリングを起こす可能性がある場合は、杭

中空部の孔内水位を常に地下水位より低下させないよう十分注意して掘削しなければならない。 

また、撹拌完了後のオーガの引上げに際して、吸引現象を防止する必要がある場合には、セメ

ントミルクを噴出しながら、ゆっくりと引き上げなければならない。 

17.既製コンクリート杭のカットオフ 

受注者は、既製コンクリート杭のカットオフの施工にあたっては、杭内に設置されている鉄筋

等の鋼材を傷つけないように、切断面が水平となるように行わなければならない。 

18.殻運搬処理 

受注者は、殻運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないように、適正な処置を行わな

ければならない。 

19.鋼管杭及びＨ鋼杭の運搬・保管 

受注者は、鋼管杭及びＨ鋼杭の運搬、保管にあたっては、杭の表面、Ｈ鋼杭のフランジ縁端部、

鋼管杭の継手、開先部分などに損傷を与えないようにしなければならない。また、杭の断面特性

を考えて大きなたわみ、変形を生じないようにしなければならない。 

20.鋼管杭及びＨ鋼杭の頭部の切りそろえ 

受注者は、鋼管杭及びＨ鋼杭の頭部を切りそろえる場合には、杭の切断面を水平かつ平滑に切

断し、鉄筋、ずれ止めなどを取付ける時は、確実に施工しなければならない。 

21.鋼管杭・Ｈ鋼杭の現場継手 

既製杭工における鋼管杭及びＨ鋼杭の現場継手については、以下の各号の規定によるものとす

る。 

（1）受注者は、鋼管杭及びＨ鋼杭の現場継手を溶接継手による場合については、アーク溶接継手

とし、現場溶接に際しては溶接工の選定及び溶接の管理、指導、検査及び記録を行う溶接施工

技術者を常駐させるとともに、以下の規定による。 

（2）受注者は、鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接は、JIS Z 3801（手溶接技術検定における試験方法及び

判定基準）に定められた試験のうち、その作業に該当する試験（または同等以上の検定試験）

に合格した者でかつ現場溶接の施工経験が6ヶ月以上の者に行わさせなければならない。ただ

し半自動溶接を行う場合は､ JIS Z 3841（半自動溶接技術検定における試験方法及び判定基準）

に定められた試験の種類のうち、その作業に該当する試験（またはこれと同等以上の検定試験）

に合格した者でかつ現場溶接の施工経験が6ヶ月以上の者に行わさせなければならない。 

（3）鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接に従事する溶接工は資格証明書を常携し、監督員が資格証明書の提

示を求めた場合は、これに応じなければならない。 

なお、受注者は、溶接工の作業従事者の名簿を施工計画書に記載しなければならない。 
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表 3-2-2 欠陥の補修方法 

 欠陥の種類 補修方法 

1 鋼材の表面きずで、あば 

た、かき傷など範囲が明 

瞭なもの 

表面はグラインダー仕上げする。局部的に深いき 

ずがある場合は、溶接で肉盛りし、グラインダー 

仕上げする。 

2 鋼材の表面きずで、へげ、

われなど範囲が不明瞭な 

もの 

アークエアガウジング等により不良部分を除去し 

たのち溶接で肉盛りし、グラインダー仕上げする 

3 鋼材端面の層状われ 板厚の1／4程度の深さにガウジングし、溶接で肉盛

りし、グラインダー仕上げする。 

4 アートストライク 母材表面に凹みを生じた部分は溶接肉盛りののち 

グラインダー仕上げする。わずかな痕跡のある程 

度のものはグラインダー仕上げのみでよい 

5 仮付け溶接の欠陥 欠陥部をアークエアガウジング等で除去し、必要 

であれば再度仮付け溶接を行う。 

6 溶接われ 欠陥部をアークエアガウジング等で除去し、必要 

であれば再度仮付け溶接を行う。 

7 溶接ビード表面のピット アークエアガウジング等でその部分を除去し、再 

溶接する。 

8 オーバーラップ グラインダーで削りを整形する。                

9 溶接ビード表面の凸凹 グラインダー仕上げする。     

10 アンダーカット 程度に応じて、グラインダー仕上げのみ、または 

ビード溶接後、グラインダー仕上げする。 

11 スタッド溶接の欠陥 ハンマー打撃検査で溶接部の破損したものは完全に

除去し、母材面を整えたのち再溶接とする。アンダ

ーカット、余盛不足に対する被覆棒での補修溶接は

行わないものとする。 

 

32.建込み・溶接等の記録 

受注者は、本条第21項（7）及び（8）の当該記録を整備および保管し、完成時に納品するもの

とする。なお、施工途中において監督員または検査員から請求があった場合は、速やかに提示し

なければならない。 

 

3-2-4-5 場所打杭工 

1.試験杭 

受注者は、試験杭の施工に際して、設計図書に従って試験杭を施工しなければならない。また、

設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、試験杭を施工しなければならない。 

なお、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、設計図書に示す工事目的物の基礎

杭の一部として使用できるように最初の一本を試験杭として施工してもよい。 

また、一本だけで施工管理のための十分な情報が得られない場合は、次に施工する杭も試験杭

として実施することで不足する情報を補足し、以降の杭施工に反映するものとする。 



第3編 土木工事共通編 第2章 一般施工 

3-74 

2.施工計画書、施工記録 

受注者は、杭長決定の管理方法等を定め施工計画書に記載し、施工にあたり施工記録を整備及

び保管し、監督員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに工事完成時に監督員へ提出

しなければならない。 

3.場所打杭工の施工後の埋戻し 

受注者は、場所打杭工の施工後に、地表面に凹凸や空洞が生じた場合には、第3編3-2-3-3作業

土工（床掘り・埋戻し）の規定により、これを掘削土等の良質な土を用いて埋戻さなければなら

ない。 

4.機械据付け地盤の整備 

受注者は、場所打杭工の施工に使用する掘削機械の作業中の水平度や安定などを確保するため

に、据付け地盤を整備しなければならない。掘削機は、杭位置に据付けなければならない。 

5.周辺への影響防止 

受注者は、場所打杭工の施工を行うにあたり、周辺地盤及び支持層を乱さないように掘削し、

設計図書に示された深度に達する前に掘削不能となった場合は、原因を調査するとともに、設計

図書に関して、監督員と協議しなければならない。 

6.鉛直の保持 

受注者は、場所打杭工の施工を行うにあたり、常に鉛直を保持し、所定の深度まで確実に掘削

しなければならない。 

7.掘削速度 

受注者は、場所打杭工の施工にあたり、地質に適した速度で掘削しなければならない。 

8.支持地盤の確認 

受注者は、場所打杭工の施工にあたり、設計図書に示した支持地盤に達したことを、掘削深さ、

掘削土砂、地質柱状図及びサンプルなどにより確認し、その資料を整備及び保管し、監督員の請

求があった場合は、速やかに提示するとともに、工事完成時に監督員へ提出しなければならない。

また、受注者は、コンクリート打込みに先立ち孔底沈殿物（スライム）を除去しなければならな

い。 

9.鉄筋かごの建込み 

受注者は、場所打杭工における鉄筋かごの建込み中及び建込み後に、湾曲、脱落座屈などを防

止するとともに、鉄筋かごには、設計図書に示されたかぶりが確保できるように、スペーサを同

一深さ位置に4ヶ所以上、深さ方向3m間隔程度で取り付けなければならない。特に杭頭部は、位

置がずれやすいことから鉄筋かご円周長に対して500～700mmの間隔で設置するものとする。 

10.鉄筋かごの継手 

受注者は、場所打杭工における鉄筋かごの継手は重ね継手としなければならない。これにより

難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

11.鉄筋かごの組立て 

受注者は、場所打杭工における鉄筋かごの組立てにあたっては、形状保持などのための溶接を

構造設計上考慮する鉄筋に対して行ってはならない。ただし、これにより難い場合には監督員と

協議するものとする。また、コンクリート打込みの際に鉄筋が動かないように堅固なものとしな

ければならない。 

なお、鉄筋かごを運搬する場合には、変形を生じないようにしなければならない。 
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6.鋼管矢板施工法の選定 

受注者は、鋼管矢板の施工にあたり、打込み方法、使用機械等については打込み地点の土質条

件、立地条件、杭の種類に応じたものを選ばなければならない。 

7.打込み不能時の処置 

受注者は、鋼管矢板の施工にあたり、設計図書に示された深度に達する前に打込み不能となっ

た場合は、原因を調査するとともに、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。また、

設計図書に示された深度における支持力の測定値が、設計図書に示された支持力に達しない場合

は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

8.鋼管矢板の運搬 保管 

受注者は、鋼管矢板の運搬、保管にあたっては、杭の表面、継手、開先部分などに損傷を与え

ないようにしなければならない。また矢板の断面特性を考えて大きなたわみ、変形を生じないよ

うにしなければならない。 

9.杭頭部の切りそろえ 

受注者は、杭の頭部を切りそろえる場合には、杭の切断面を水平かつ平滑に切断し、鉄筋、ず

れ止めなどを取り付ける時は、確実に施工しなければならない。 

10.残杭の再使用の場合の処置 

受注者は、鋼管矢板の打込みを終わり、切断した残杭を再び使用する場合は、設計図書に関し

て監督員の承諾を得なければならない。 

11.鋼管矢板の溶接 

鋼管矢板基礎工において鋼管矢板の溶接を行う場合については、以下の各号の規定によるもの

とする。 

（1）受注者は、鋼管矢板の現場継手を溶接継手による場合については、アーク溶接継手とし、現

場溶接に際しては溶接工の選定及び溶接の管理、指導、検査及び記録を行う溶接施工技術者を

常駐させなければならない。 

（2）受注者は、鋼管矢板の溶接については、JIS Z 3801（手溶接技術検定における試験方法及び

判定基準）に定められた試験のうち、その作業に該当する試験（または同等以上の検定試験）

に合格した者で、かつ現場溶接の施工経験が6ヶ月以上の者に行わさせなければならない。た

だし半自動溶接を行う場合は､ JIS Z 3841（半自動溶接技術検定における試験方法及び判定基

準）に定められた試験の種類のうち、その作業に該当する試験（またはこれと同等以上の検定

試験）に合格した者で、かつ現場溶接の施工経験が6ヶ月以上の者に行わせなければならない。 

（3）鋼管矢板の溶接に従事する溶接工は資格証明書を常携し、監督員が資格証明書の提示を求め

た場合は、これに応じなければならない。 

なお、受注者は、溶接工の作業従事者の名簿を施工計画書に記載しなければならない。 

（4）受注者は、鋼管矢板の溶接には直流または交流アーク溶接機を用いるものとし、二次側に電

流計、電圧計を備えておき、溶接作業場にて電流調節が可能でなければならない。 

（5）受注者は、降雪雨時、強風時に露天で鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接作業を行ってはならない。た

だし、作業が可能なように、遮へいした場合等には、設計図書に関して監督員の承諾を得て作

業を行うことができる。また、気温が5℃以下の時は溶接を行ってはならない。ただし、気温

が－10～＋5℃の場合で、溶接部から100mm以内の部分がすべて＋36℃以上に予熱した場合は施

工できる。 

（6）受注者は、鋼管矢板の溶接部の表面のさび、ごみ、泥土等の有害な付着物をワイヤブラシ等
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でみがいて清掃し、乾燥させなければならない。 

（7）受注者は、鋼管矢板の上杭の建込みにあたっては、上下軸が一致するように行い、表3-2-15

の許容値を満足するように施工しなければならない。 

なお、測定は、上杭の軸方向を直角に近い異なる二方向から行わなければならない。 

 

表3-2-15 現場円周溶接部の目違いの許容値 

外   径 許容量 摘   要 

700mm未満 2mm以下 
上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、 

その差を2mm×π以下とする。 

700mm以上1016mm以下 3mm以下 
上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、 

その差を3mm×π以下とする。 

1016mmを超え1524mm以下 4mm以下 
上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、 

その差を4mm×π以下とする。 

 

（8）受注者は、鋼管矢板の溶接完了後、設計図書に示された方法、個数につき、指定された箇所

について欠陥の有無を確認しなければならない。 

なお、確認の結果、発見された欠陥のうち手直しを要するものについては、その箇所をグラ

インダまたはガウジングなどで完全にはつりとり再溶接して補修しなければならない。 

（9）受注者は、本項（7）及び（8）のほか、杭の現場溶接継手に関する溶接条件、溶接作業、検

査結果等の記録を整備及び保管し、監督員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに、

工事完成時に監督員へ提出しなければならない。 

12.導材の設置 

受注者は、鋼管矢板の打込みにあたり、導枠と導杭から成る導材を設置しなければならない。

導材は、打込み方法に適した形状で、かつ堅固なものとする。 

13.建込み精度管理 

受注者は、鋼管矢板の建込みに際しては、導枠のマーキング位置に鋼管矢板を設置して二方向

から鉛直性を確認しながら施工しなければならない。受注者は、打込みを行う際には、鋼管矢板

を閉合させる各鋼管矢板の位置決めを行い、建込みや精度を確認後に行わなければならない。建

込み位置にずれや傾斜が生じた場合には、鋼管矢板を引抜き、再度建込みを行わなければならな

い。 

14.頂部の処置 

受注者は、鋼管矢板打込み後、頂部の処置については設計図書によらなければならない。 

15.継手部の処置 

受注者は、鋼管矢板の継手管内は、ウォータージェットなどにより排土し、設計図書の定めに

よる中詰材を直ちに充填しなければならない。 

16.鋼管矢板掘削時の注意 

受注者は、鋼管矢板の掘削を行うにあたっては、鋼管矢板及び支保等に衝撃を与えないように

しなければならない。 

17.中詰コンクリート打設前準備 

受注者は、鋼管矢板本体部の中詰コンクリートの打込みに先立ち、鋼管矢板本体内の土砂等を
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14.適用規定（再生アスファルト(1)） 

受注者は、アスファルト舗装の基層及び表層に再生アスファルトを使用する場合、以下の各規

定に従わなければならない。 

（1）受注者は、アスファルト舗装の基層及び表層に再生アスファルトを使用する場合、プラント

で使用する再生用添加剤の種類については、工事に使用する前に監督員の承諾を得なければな

らない。 

（2）再生加熱アスファルト混合物の再生用添加剤は、アスファルト系または、石油潤滑油系とす

る。 

15.適用規格（再生アスファルト(2)） 

再生アスファルト混合物及び材料の規格は、舗装再生便覧（日本道路協会、平成22年11月）に

よる。 

16.剥離防止対策 

剥離防止対策 

（1）フィラーの一部に消石灰やセメントを用いる場合は、その使用量は、アスファルト混合物全

質量に対して1～3％を標準とする。 

（2）剥離防止剤を用いる場合は、その使用量は、アスファルト全質量に対して0.3％以上とする。 

17.基層及び表層に使用する骨材 

アスファルト舗装の基層及び表層に使用する骨材は、砕石、玉砕、砂利、製鋼スラグ、砂及び

再生骨材とするものとする。 

18.基層及び表層に使用する細骨材 

アスファルト舗装の基層及び表層に使用する細骨材は、天然砂、スクリーニングス、高炉水砕

スラグ、クリンカーアッシュ、またはそれらを混合したものとする。 

19.基層及び表層に使用するフィラー 

アスファルト舗装の基層及び表層に使用するフィラーは、石灰岩やその他の岩石を粉砕した石

粉、消石灰、セメント、回収ダスト及びフライアッシュ等とするものとする。 

20.適用規定（加熱アスファルト） 

アスファルト舗装の基層及び表層に使用する加熱アスファルト混合物は、以下の各規定に従わ

なければならない。 

（1）アスファルト舗装の基層及び表層に使用する加熱アスファルト混合物は、表3-2-23、表3-2-

24の規格に適合するものとする。 

（2）密粒度アスファルト混合物の骨材の最大粒径は車道部20mm、歩道部及び車道部のすりつけ舗

装は20mmまたは13mmとする。 

（3）アスカーブの材料については設計図書によらなければならない。 

21.マーシャル安定度試験 

表3-2-23、表3-2-24に示す種類以外の混合物のマーシャル安定度試験の基準値及び粒度範囲は、

設計図書によらなければならない。 
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表3-2-23 マーシャル安定度試験基準値 

混 合 物  

の 種 類  

① 

粗粒度ア

スファル

ト混合物 

 

② 

密粒度 

アスフ 

ァルト 

混合物 

 

③ 

細粒度ア

スファル

ト混合物 

 

④ 

密粒度ギャッ

プアスファル

ト混合物 

 

⑤ 

密粒度 

アスフ 

ァルト 

混合物 

 

⑥ 

細粒度ギ

ャップア

スファル

ト混合物 

 

⑦ 

細粒度アス

ファルト混

合物 

 

⑧ 

密粒度ギャ

ップアスフ

ァルト混合

物 

 

⑨ 

開粒度ア

スファル

ト混合物 

 

20 20 13 13 13 (20F) (13F) (13F) (13F) (13F) 13 

突固め 

回 数 

1,000≦T 75 
50 

75 

T＜1,000 50 50 

空隙率（％） 3～7 3～6 3～7 3～5 2～5 3～5 － 

飽和度（％） 65～85 70～85 65～85 75～85 75～90 75～85 － 

安定度  kN 
4.90 

以上 

4.90 

(7.35) 

以上 

4.90 

以上 

3.43 

以上 

4.90 

以上 

3.43 

以上 

フ ロ ー 値 

（1/100cm） 
20～40 20～80 20～40 

 

［注1］T：舗装計画交通量（台／日・方向） 

［注2］積雪寒冷地域の場合や、1,000≦T＜3,000であっても流動によるわだち掘れの恐れが少な

いところでは突き固め回数を50回とする。 

［注3］（ ）内は、1,000≦Tで突固め回数を75回とする場合の基準値を示す。 

［注4］水の影響を受けやすいと思われる混合物またはそのような箇所に舗設される混合物は、次

式で求めた残留安定度75％以上が望ましい。 

残留安定度(％)＝(60℃、48時間水浸後の安定度(kN)／安定度(kN))×100 

［注5］開粒度アスファルト混合物を、歩道の透水性舗装の表層として用いる場合、一般に突固め

回数を50回とする。 

 

表3-2-24 アスファルト混合物の種類と粒度範囲 

混合物の種類 

① 

粗粒度 

ア ス フ

ァルト 

混合物 

 

② 

密粒度 

アスファルト 

混合物 

 

③ 

細粒度 

ア ス フ

ァルト 

混合物 

 

④ 

密粒度 

ギャップ

アスファ

ルト 

混合物 

⑤ 

密粒度 

アスファルト 

混合物 

 

⑥ 

細粒度 

ギ ャ ッ

プ ア ス

フ ァ ル

ト 

混合物 

⑦ 

細粒度 

アスフ 

ァルト 

混合物 

 

⑧ 

密粒度 

ギャップ

アスファ

ルト 

混合物 

 

⑨ 

開粒度 

アスフ 

ァルト 

混合物 

 

⑩ 

ポーラス 

アスファルト 

混合物 

 

(20) (20) (13) (13) (13) (20F) (13F) (13F) (13F) (13F) (13) (20) (13) 

仕上がり厚cm 4～6 4～6 3～5 3～5 3～5 4～6 3～5 3～5 3～4 3～5 3～4 4～5 4～5 

最大粒径 20 20 13 13 13 20 13 13 13 13 13 20 13 

通
過
質
量
百
分
率
（
％
） 

26.5mm 

19mm 

13.2mm 

100 

95～100 

70～ 90 

100 

95～100 

75～90 

 

100 

95～100 

 

100 

95～100 

 

100 

95～100 

100 

95～100 

75～95 

 

100 

95～100 

 

100 

95～100 

 

100 

95～100 

 

100 

95～100 

 

100 

95～100 

100 

95～100 

64～84 

 

100 

90～100 

4.75mm 

2.36mm 

600μm 

300μm 

150μm 

 75μm 

35～ 55 

20～ 35 

11～ 23 

 5～ 16 

 4～ 12 

2～  7 

45～65 55～70 65～ 80 

50～ 65 

25～ 40 

12～ 27 

 8～ 20 

 4～ 10 

35～ 55 

30～ 45 

20～ 40 

15～ 30 

 5～ 15 

 4～ 10 

52～72 

40～60 

25～45 

16～33 

8～21 

6～11 

60～ 80 

45～ 65 

40～ 60 

20～ 45 

10～ 25 

8～ 13 

75～90 

65～ 80 

40～ 65 

20～ 45 

15～30 

8～ 15 

45～ 65 

30～45 

25～40 

20～40 

10～ 25 

8～ 12 

23～45 

15～ 30 

8～20 

4～15 

4～10 

2～ 7 

10～31 11～35 

35～50 

18～30 

10～21 

6～16 

4～ 8 

10～20 

 

 

 

3～7 

ｱｽﾌｧﾙﾄ量％ 4.5～6 5～7 6～8 4.5～6.5 6～8 6～8 7.5～9.5 5.5～7.5 3.5～5.5 4～6 
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表3-2-26 マーシャル安定度試験基準値 

項            目 基      準      値 

安定度 kN 3.43以上 

フロー値 (1／100cm) 10～40 

空げき率  (％) 3～12 

［注］25mmを超える骨材部分は、同重量だけ 25mm～13mmで置き換えてマーシャ

ル安定度試験を行う。 

 

（2）受注者は、加熱アスファルト安定処理路盤材の粒度及びアスファルト量の決定にあたっては、

配合設計を行い、監督員の承諾を得なければならない。ただし、これまでに実績（過去1年以

内にプラントから生産され使用した）がある加熱アスファルト安定処理路盤材を用いる場合に

は、これまでの実績（過去1年以内にプラントから生産され使用した）または、定期試験によ

る配合設計書を監督員が承諾した場合に限り、配合設計を省略することができる。 

（3）受注者は、ごく小規模な工事（施工面積 300m2以下をいう）においては、これまでの実績

（過去1年以内にプラントから生産され使用した）または定期試験による試験結果の提出によ

って、配合設計を省略することができる。 

（4）受注者は、加熱アスファルト安定処理路盤材の基準密度の決定にあたっては、監督員の承諾

を得た配合で、室内で配合された混合物から3個のマーシャル供試体を作製し、次式により求

めたマーシャル供試体の密度の平均値を基準密度としなければならない。 

なお、マーシャル供試体の作製にあたっては、25mmを超える骨材だけ25～13mmの骨材と置き

換えるものとする。ただし、これまでに実績（過去1年以内にプラントから生産され使用した）

や定期試験で基準密度が求められている場合には、その試験結果を監督員が承諾した場合に限

り、基準密度を省略することができる。 

 

 

 

（5）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の排出時（出荷時）の温度について監督員の承

諾を得なければならない。また、その変動は承諾を得た温度に対して±25℃の範囲内としなけ

ればならない。 

（6）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物を貯蔵する場合、一時貯蔵ビンまたは加熱貯蔵

サイロに貯蔵しなければならない。 

（7）受注者は、劣化防止対策を施していない一時貯蔵ビンでは、12時間以上加熱アスファルト安

定処理混合物を貯蔵してはならない。 

（8）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物を運搬する場合、清浄で平滑な荷台を有するダ

ンプトラックを使用し、ダンプトラックの荷台内面には、混合物の付着を防止する油、または

溶液を薄く塗布しなければならない。 

（9）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の運搬時の温度低下を防ぐために運搬中はシー

ト類で覆わなければならない。 

（10）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の舗設作業を監督員が承諾した場合を除き、気

温が5℃以下のときに施工してはならない。また、雨が降り出した場合、敷均し作業を中止し、

 密度（ｇ／ｃｍ3 ）=
表乾供試体の空中質量（ｇ）－ 供試体の水中質量（ｇ）

乾燥供試体の空中質量（ｇ）
× 常温の水の密度（ｇ／ｃｍ3 ）
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すでに敷均した箇所の混合物を速やかに締固めて仕上げを完了させなければならない。 

（11）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の敷均しにあたり、敷均し機械は施工条件に合

った機種のアスファルトフィニッシャを選定するものとする。また、プライムコートの散布は、

本条5項（10）､（12）～（14）号による。 

（12）受注者は、設計図書に示す場合を除き、加熱アスファルト安定処理混合物を敷均したときの

混合物の温度は110℃以上、また、1層の仕上がり厚さは10cm以下としなければならない。ただ

し、混合物の種類によって敷均しが困難な場合は、設計図書に関して監督員と協議の上、混合

物の温度を決定するものとする。 

（13）機械仕上げが不可能な箇所は人力施工とする。 

（14）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の締固めにあたり、締固め機械は施工条件に合

ったローラを選定しなければならない。 

（15）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物を敷均した後、ローラにより締固めなければな

らない。 

（16）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物をローラによる締固めが不可能な箇所は、タン

パ、プレート、コテ等で締固めなければならない。 

（17）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の継目を締固めて密着させ平坦に仕上げなけれ

ばならない。すでに舗設した端部の締固めが不足している場合や、亀裂が多い場合は、その部

分を切り取ってから隣接部を施工しなければならない。 

（18）受注者は、縦継目、横継目及び構造物との接合面に瀝青材料を薄く塗布しなければならない。 

（19）受注者は、表層と基層及び加熱アスファルト安定処理層の各層の縦継目の位置を15cm以上、

横継目の位置を1m以上ずらさなければならない。 

（20）受注者は、表層と基層及び加熱アスファルト安定処理層の縦継目は、車輪走行位置の直下か

らずらして設置しなければならない。 

なお、表層は原則としてレーンマークに合わせるものとする。 

5.基層及び表層の規定 

受注者は、基層及び表層の施工を行う場合に、以下の各規定に従わなければならない。 

（1）受注者は、加熱アスファルト混合物の粒度及びアスファルト量の決定にあたっては、設計配

合を行い監督員の承諾を得なければならない。 

ただし、これまでに実績（過去1年以内にプラントから生産され使用した）がある配合設計

の場合には、これまでの実績または定期試験による配合設計書を監督員が承諾した場合に限り、

配合設計を省略することができる。 

（2）受注者は、ごく小規模な工事（施工面積 300m2以下をいう）においては、これまでの実績

（過去1年以内にプラントから生産され使用した）または定期試験による配合設計書の提出に

よって配合設計を省略することができる。 

（3）受注者は、舗設に先立って、（1）号で決定した場合の混合物について混合所で試験練りを行

わなければならない。試験練りの結果が表3-2-23に示す基礎値と照合して基準値を満足しない

場合には、骨材粒度またはアスファルト量の修正を行わなければならない。ただし、これまで

に製造実績のある混合物の場合には、これまでの実績（過去1年以内にプラントから生産され

使用した）または定期試験による試験練り結果報告書を監督員が承諾した場合に限り、試験練

りを省略することができる。 

（4）受注者は、ごく小規模な工事（施工面積 300m2以下をいう）においては、これまでの実績
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表3-2-32(2) シート系床版防水層(流し貼り型、加熱溶着型、常温粘着型)ﾌﾟﾗｲﾏｰの品質 

種 類 

項目 
溶剤型 水性型 水性型 試験方法 

指触乾燥時間 

(23℃)分 
60分以内 60分以内 180分以内 JIS K5600-1 *1 

不揮発分％ 20以上 50以上 35以上 
JISK6833 -1,2 

*2 

作業性 塗り作業に支障のないこと JIS K5600-1 *1 

耐水性 5日間で異常のないこと JIS K5600-1 *1 

［注1］＊1 適用する床版の種類に応じた下地剤を使用する 

＊2 試験方法はJIS K6833-1,2,JISK6387-1,2などを参考に実施する 

［注2］塗膜系床版防水層（アスファルト加熱型）のﾌﾟﾗｲﾏｰは上表の品質による 

 

（3）受注者は、火気を厳禁し、鋼床版面にハケ・ローラーバケ等を用いて、0.3～0.4ℓ/m2の割合

で塗布しなければならない。塗布は、鋼床版面にハケ・ローラーバケ等を用いて、0.15～

0.2ℓ/m2の割合で1層を塗布し、その層を約3時間乾燥させた後に1層目の上に同じ要領によって

2層目を塗布するものとする。 

（4）受注者は、塗布された接着層が損傷を受けないようにして、2層目の施工後12時間以上養生し

なければならない。 

（5）受注者は、施工時に接着剤をこぼしたり、部分的に溜まる等所要量以上に塗布して有害と認

められる場合や、油類をこぼした場合には、その部分をかき取り再施工しなければならない。 

7.夏期高温時の施工 

受注者は、夏期高温時に施工する場合は、以下の各規定による。 

（1）受注者は、夏期高温時に施工する場合には、流動抵抗性が大きくなるように瀝青材料を選択

しなければならない。 

（2）骨材は第3編3-2-6-3アスファルト舗装の材料の規定による。 

また、フィラーは石灰岩粉末とし、第2編2-2-3-5フィラーの品質規格による。 

8.グースアスファルトの示方配合 

グースアスファルトの示方配合は、以下の各規定による。 

（1）骨材の標準粒度範囲は表3-2-33に適合するものとする。 

 

表3-2-33 骨材の標準粒度範囲 

ふ る い 目 の 開 き 通過質量百分率（％） 

19.0   mm 

13.2   mm 

4.75  mm 

2.36  mm 

600   μm 

300   μm 

150   μm 

75   μm 

100 

95～100 

65～ 85 

45～ 62 

35～ 50 

28～ 42 

25～ 34 

20～ 27 
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（2）標準アスファルト量の規格は表3-2-34に適合するものとする。 

 

表3-2-34 標準アスファルト量 

 混合物全量に対する百分率（％） 

アスファルト量 ７～10 

 

（3）受注者は、グースアスファルトの粒度及びアスファルト量の決定にあたっては配合設計を行

い、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

 

9.設計アスファルト量の決定 

設計アスファルト量の決定については、以下の各規定による。 

（1）示方配合されたアスファルトプラントにおけるグースアスファルト混合物は表3-2-35の基準

値を満足するものでなければならない。 

 

表3-2-35 アスファルトプラントにおけるグースアスファルト混合物の基準値 

項                      目 基   準   値 

流動性試験、リュエル流動性（240℃）                 sec 3～20 

貫入量試験、貫入量（40℃、52.5kg/5cm2、30分）       mm 
表層1～４ 

基層1～６ 

ホイルトラッキング試験､動的安定度(60℃､6.4kg/cm2)回/mm 300以上 

曲げ試験､破断ひずみ(－10℃､50mm/min) 8.0×10-3以上 

［注］試験方法は、「舗装調査・試験法便覧」を参照する。 

 

（2）グースアスファルト混合物の流動性については同一温度で同一のリュエル流動性であっても

施工方法や敷きならし機械の質量などにより現場での施工法に差がでるので、受注者は、配合

設計時にこれらの条件を把握するとともに過去の実績などを参考にして、最も適した値を設定

しなければならない。 

（3）受注者は、試験の結果から基準値を満足するアスファルト量がまとまらない場合には、骨材

の配合等を変更し、再試験を行わなければならない。 

（4）受注者は、配合を決定したときには、設計図書に示す品質が得られることを確認し、確認の

ための資料を整備及び保管し、監督員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。 

（5）大型車交通量が多く、特に流動性が生じやすい箇所に用いる場合、貫入量は2mm以下を目標と

する。 

10.現場配合 

現場配合については、受注者は舗設に先立って第3編3-2-6-11グースアスファルト舗装工の9項

の（4）で決定した配合の混合物を実際に使用する混合所で製造し、その混合物で流動性試験、

貫入量試験等を行わなければならない。ただし、基準値を満足しない場合には骨材粒度または、

アスファルト量の修正を行わなければならない。 
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11.混合物の製造 

混合物の製造にあたっては、以下の各規定による。 

（1）アスファルトプラントにおけるグースアスファルトの標準加熱温度は表3-2-36を満足するも

のとする。 

 

表3-2-36 アスファルトプラントにおける標準加熱温度 

材   料 加 熱 温 度 

アスファルト 220℃以下 

石    粉 常温～150℃ 

 

（2）ミキサー排出時の混合物の温度は、180～220℃とする。 

12.敷均しの施工 

敷均しの施工にあたっては、以下の各規定による。 

（1）受注者は、グースアスファルトフィニッシャまたは人力により敷均ししなければならない。 

（2）一層の仕上り厚は3～4cmとする。 

（3）受注者は、表面が湿っていないときに混合物を敷均すものとする。作業中雨が降り出した場

合には、直ちに作業を中止しなければならない。 

（4）受注者は、グースアスファルトの舗設作業を監督員が承諾した場合を除き、気温が5℃以下の

ときに施工してはならない。 

13.目地工の施工 

目地工の施工にあたっては、以下の各規定による。 

（1）受注者は、横及び縦継目を加熱し密着させ、平坦に仕上げなければならない。 

（2）受注者は、鋼床版上での舗装にあたって、リブ及び縦桁上に縦継目を設けてはならない。 

（3）受注者は、雨水等の侵入するのを防止するために、標準作業がとれる場合には、構造物との

接触部に成型目地材を用い、局部的な箇所等小規模の場合には、構造物との接触部に注入目地

材を用いなければならない。 

（4）成型目地材はそれを溶融して試験した時、注入目地材は、表3-2-37の規格を満足するもので

なければならない。 

 

表3-2-37 目地材の規格 

項       目 規 格 値 試 験 法 

針入度（円錐針）（mm） 9以下 

舗装調査・試験法便覧 流動   （mm） 3以下 

引張量   （mm） 10以上 

［注］試験方法は、「舗装調査・試験法便覧」を参照する。 

 

（5）成型目地材は、厚さが10mm、幅がグースアスファルトの層の厚さに等しいものでなければな

らない。 

（6）注入目地材の溶解は、間接加熱によらなければならない。 

（7）注入目地材は、高温で長時間加熱すると変質し劣化する傾向があるから、受注者は、できる

だけ短時間内で指定された温度に溶解し、使用しなければならない。 



第3編 土木工事共通編 第2章 一般施工 

3-116 

（8）受注者は、目地内部、構造物側面、成型目地に対してはプライマーを塗布しなければならな

い。 

（9）プライマーの使用量は、目地内部に対しては0.3ℓ/m2、構造物側面に対しては0.2ℓ/m2、成型目

地材面に対しては0.3ℓ/m2とする。 

 

3-2-6-12 コンクリート舗装工 

1.下層路盤の規定 

受注者は、下層路盤の施工において以下の各規定に従わなければならない。 

（1）受注者は、粒状路盤の敷均しにあたり、材料の分離に注意しながら、1層の仕上がり厚さで

20cmを超えないように均一に敷均さなければならない。 

（2）受注者は、粒状路盤の締固めを行う場合、修正CBR試験によって求めた最適含水比付近の含水

比で、締固めなければならない。ただし、路床の状態、使用材料の性状等によりこれにより難

い場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

2.上層路盤の規定 

受注者は、上層路盤の施工において以下の各規定に従わなければならない。 

（1）受注者は、各材料を均一に混合できる設備によって、承諾を得た粒度及び締固めに適した含

水比が得られるように混合しなければならない。 

（2）受注者は、粒度調整路盤材の敷均しにあたり、材料の分離に注意し、一層の仕上がり厚が

15cm以下を標準とし、敷均さなければならない。ただし、締固めに振動ローラを使用する場合

には、仕上がり厚の上限を20cmとすることができる。 

（3）受注者は、粒度調整路盤材の締固めを行う場合、修正CBR試験によって求めた最適含水比付近

の含水比で、締固めなければならない。 

3.セメント及び石灰安定処理の規定 

受注者は、路盤においてセメント及び石灰安定処理を行う場合に、以下の各規定に従わなけれ

ばならない。 

（1）安定処理に使用するセメント量及び石灰量は、設計図書によるものとする。 

（2）受注者は、施工に先立って、「舗装調査・試験法便覧」（日本道路協会、平成31年3月）に示

される「 E013 安定処理混合物の一軸圧縮試験方法」により一軸圧縮試験を行い、使用するセ

メント量及び石灰量について監督員の承諾を得なければならない。 

（3）下層路盤、上層路盤に使用するセメント及び石灰安定処理に使用するセメント石灰安定処理

混合物の品質規格は、設計図書に示す場合を除き、表3-2-38、表3-2-39の規格に適合するもの

とする。 

ただし、これまでの実績がある場合で、設計図書に示すセメント量及び石灰量の路盤材が、

基準を満足することが明らかであり、監督員が承諾した場合には、一軸圧縮試験を省略するこ

とができる。 
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（5）受注者は、加熱アスファルト安定処理施工にあたって、材料の混合所は敷地とプラント、材

料置き場等の設備を有するものでプラントはその周辺に対する環境保全対策を施したものでな

ければならない。 

（6）プラントは、骨材、アスファルト等の材料をあらかじめ定めた配合、温度で混合できる。 

（7）受注者は、混合作業においてコールドフィーダのゲートを基準とする配合の粒度に合うよう

に調整し、骨材が連続的に供給できるようにしなければならない。 

（8）受注者は、混合作業においてバッチ式のプラントを用いる場合は、基準とする粒度に合うよ

う各ホットビンごとの計量値を決定しなければならない。自動計量式のプラントでは、ホット

ビンから計量する骨材の落差補正を行うものとする。 

なお、ミキサーでの混合時間は、均一な混合物を得るのに必要な時間とするものとする。 

（9）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の排出時の温度について監督員の承諾を得なけ

ればならない。また、その変動は、承諾を得た温度に対して±25℃の範囲内としなければなら

ない。 

（10）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物を貯蔵する場合、一時貯蔵ビンまたは加熱貯蔵

サイロに貯蔵しなければならない。 

（11）受注者は、劣化防止対策を施していない一時貯蔵ビンでは、12時間以上加熱アスファルト安

定処理混合物を貯蔵してはならない。 

（12）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物を運搬する場合、清浄で平滑な荷台を有するダ

ンプトラックを使用し、ダンプトラックの荷台内面には、混合物の付着を防止する油、または

溶液を薄く塗布しなければならない。 

（13）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の運搬時の温度低下を防ぐために、運搬中はシ

ート類で覆わなければならない。 

（14）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の舗設作業を監督員が承諾した場合を除き、気

温が5℃以下のときに施工してはならない。また、雨が降り出した場合、敷均し作業を中止し、

すでに敷均した箇所の混合物を速やかに締固めて仕上げを完了させなければならない。 

（15）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の敷均しにあたり、敷均し機械は施工条件に合

った機種のアスファルトフィニッシャ、ブルドーザﾞ、モーターグレーダ等を選定しなければ

ならない。 

（16）受注者は、設計図書に示す場合を除き、加熱アスファルト安定処理混合物を敷均したときの

混合物の温度は110℃以上、また、1層の仕上がり厚さは10cm以下としなければならない。ただ

し、混合物の種類によって敷均しが困難な場合は監督員と協議の上、混合物の温度を決定する

ものとする。 

（17）機械仕上げが不可能な箇所は人力施工とするものとする。 

（18）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の締固めにあたり、締固め機械は施工条件に合

ったローラを選定しなければならない。 

（19）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物を敷均した後、ローラによって締固めなければ

ならない。 

（20）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物をローラによる締固めが不可能な箇所は、タン

パ、プレート、コテ等で締固めなければならない。 

（21）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の継目を締固めて密着させ、平坦に仕上げなけ
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ればならない。すでに舗設した端部の締固めが不足している場合や、亀裂が多い場合は、その

部分を切り取ってから隣接部を施工しなければならない。 

（22）受注者は、縦継目、横継目及び構造物との接合面に瀝青材料を薄く塗布しなければならない。 

（23）受注者は、表層と基層及び加熱アスファルト安定処理層の各層の縦継目の位置を15cm以上、

横継目の位置を1m以上ずらさなければならない。 

（24）受注者は、中間層及び加熱アスファルト安定処理層の縦継目は、車輪走行位置の直下からず

らして設置しなければならない。 

5.アスファルト中間層の規定 

受注者は、アスファルト中間層の施工を行う場合に、以下の各規定に従わなければならない。 

（1）アスファルト混合物の種類は、設計図書によらなければならない。 

（2）配合設計におけるマーシャル試験に対する基準値の突固め回数は、50回とする。 

（3）受注者は、施工面が乾燥していることを確認するとともに浮石、ごみ、その他の有害物を除

去しなければならない。 

（4）受注者は、路盤面に異常を発見したときは、直ちに監督員に連絡し、設計図書に関して監督

員と協議しなければならない。 

（5）受注者は、アスファルト中間層の施工にあたってプライムコートの使用量は、設計図書によ

らなければならない。 

（6）受注者は、プライムコート及びタックコートの散布にあたって、縁石等の構造物を汚さない

ようにしながら、アスファルトディストリビュータまたはエンジンスプレーヤで均一に散布し

なければならない。 

（7）受注者は、散布したタックコートが安定するまで養生するとともに、上層のアスファルト混

合物を舗設するまでの間、良好な状態に維持しなければならない。 

（8）混合物の敷均しは、本条4項（15）～（17）による。ただし、設計図書に示す場合を除き、一

層の仕上がり厚は7㎝以下とするものとする。 

（9）混合物の締固めは、本条4項（18）～（20）による。 

（10）継目は、本条4項（21）～（24）による。 

6.コンクリートの配合基準 

コンクリート舗装で使用するコンクリートの配合基準は、表3-2-41の規格に適合するものとす

る。 

 

表3-2-41 コンクリートの配合基準 

粗骨材の最大寸法 ス    ラ    ン    プ 摘    要 

40mm 

2.5cmまたは沈下度30秒を標準とする。 
舗設位置 

において 6.5cmを標準とする。 

(特殊箇所のコンクリート版) 

［注］特殊箇所とは、設計図書で示された施工箇所 
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7.材料の質量計量誤差 

コンクリート舗装で使用するコンクリートの材料の質量計量誤差は1回計量分量に対し、表3-

2-42の許容誤差の範囲内とする。 

 

表3-2-42 計量誤差の許容値 

材料の種類 水 ｾ ﾒ ﾝ ﾄ 骨    材 混  和  材 混  和  剤 

許容誤差(%) ±1 ±1 ±3 ±２ ±3 

 

8.コンクリート舗装の規定 

受注者は、コンクリート舗装の練りまぜ、型枠の設置、コンクリートの運搬・荷卸しにあたっ

て、以下の各規定に従わなければならない。 

（1）受注者は、セメントコンクリート舗装の施工にあたって使用する現場練りコンクリートの練

りまぜには、強制練りミキサーまたは可傾式ミキサーを使用しなければならない。 

（2）受注者は、セメントコンクリート舗装の施工にあたって型枠は、十分清掃し、まがり、ねじ

れ等変形のない堅固な構造とし、版の正確な仕上り厚さ、正しい計画高さを確保するものとし、

舗設の際、移動しないように所定の位置に据付けなければならない。また、コンクリートの舗

設後、20時間以上経過後に取り外さなければならない。 

（3）受注者は、コンクリートの運搬は、材料ができるだけ分離しない方法で行い、練りまぜてか

ら舗設開始までの時間は、ダンプトラックを用いる場合は、1時間以内、またアジテータトラ

ックによる場合は1.5時間以内としなければならない。 

（4）アジテータトラックにより運搬されたコンクリートは、ミキサー内のコンクリートを均等質

にし、等厚になるように取卸し、またシュートを振り分けて連続して、荷卸しを行うものとす

る。 

（5）コンクリートの運搬荷卸しは、舗設後のコンクリートに害を与えたり荷卸しの際コンクリー

トが分離しないようにするものとする。また、型枠やバーアセンブリ等に変形や変位を与えな

いように荷卸しをしなければならない。 

（6）受注者は、ダンプトラックの荷台には、コンクリートの滑りをよくするため油類を塗布して

はならない。 

9.コンクリート舗装の敷均し、締固め規定 

受注者は、コンクリート舗装のコンクリートの敷均し、締固めにあたって、以下の各規定に従

わなければならない。 

（1）日平均気温が25℃を超える時期に施工する場合には暑中コンクリートとしての施工ができる

ように準備しておき、コンクリートの打込み時における気温が30℃を超える場合には、暑中コ

ンクリートとするものとする。また、日平均気温が 4℃以下または、舗設後6日以内に 0℃と

なることが予想される場合には、寒中コンクリートとするものとする。 

受注者は、暑中コンクリート及び寒中コンクリートの施工にあたっては、「舗装施工便覧  

第8章 8-4-10 暑中及び寒中におけるコンクリート版の施工」（日本道路協会、平成18年2月）

の規定によるものとし、第1編1-1-1-4第1項の施工計画書に、施工・養生方法等を記載しなけ

ればならない。 

（2）受注者は、コンクリートをスプレッダを使用して材料が分離しないよう敷均さなければなら

ない。ただし、拡幅摺付部、取付道路交差部で人力施工とする場合は、型枠に沿ったところか
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ら順序よく「スコップ返し」をしながら所要の高さで敷均すものとする。 

（3）受注者は、コンクリートを、締固め後コンクリートを加えたり、削ったりすることのないよ

うに敷均さなければならない。 

（4）受注者は、コンクリート版の四隅、ダウエルバー、タイバー等の付近は、分離したコンクリ

ートが集まらないよう特に注意し、ていねいに施工しなければならない。 

（5）受注者は、コンクリート舗設中、雨が降ってきたときは、ただちに作業を中止しなければな

らない。 

（6）受注者が舗設中に機械の故障や、降雨のため、舗設を中止せざるを得ないときに設ける目地

は、できるだけダミー目地の設計位置に置くようにしなければならない。 

それができない場合は、目地の設計位置から3m以上離すようにするものとする。この場合の

目地構造は、タイバーを使った突き合わせ目地とするものとする。 

（7）受注者は、フィニッシャを使用し、コンクリートを十分に締固めなければならない。 

（8）受注者は、フィニッシャの故障、あるいはフィニッシャの使えないところなどの締固めのた

め、平面バイブレータ、棒状バイブレータを準備して、締固めなければならない。 

（9）受注者は、型枠及び目地の付近を、棒状バイブレータで締固めなければならない。また、作

業中ダウエルバー、タイバー等の位置が移動しないよう注意するものとする。 

10.コンクリート舗装の鉄網設置の規定 

受注者は、コンクリート舗装の鉄網の設置にあたって、以下の各規定に従わなければならない。 

（1）受注者は、コンクリートを締固めるときに、鉄網をたわませたり移動させたりしてはならな

い。 

（2）鉄網は、重ね継手とし、20cm以上重ね合わせるものとする。 

（3）受注者は、鉄網の重ねを焼なまし鉄線で結束しなければならない。 

（4）受注者は、鉄網位置により、コンクリートを上下層に分けて施工する場合は、下層コンクリ

ートを敷均した後、上層のコンクリートを打つまでの時間を30分以内としなければならない。 

11.コンクリート舗装の表面仕上げ規定 

受注者は、コンクリート舗装の表面仕上げにあたって、以下の各規定に従わなければならない。 

（1）受注者は、コンクリート舗装の表面を粗面仕上げとし、かつ、仕上げ面は平坦で、緻密、堅

硬な表面とし、特に縦方向の凹凸がないように仕上げなければならない。 

（2）受注者は、荒仕上げをフィニッシャによる機械仕上げ、または簡易フィニッシャやテンプレ

ートタンパによる手仕上げで行わなければならない。 

（3）受注者は、平坦仕上げを、荒仕上げに引き続いて行い、表面仕上げ機による機械仕上げまた

はフロートによる手仕上げを行わなければならない。 

（4）受注者は、人力によるフロート仕上げを、フロートを半分ずつ重ねて行わなければならない。

また、コンクリート面が低くてフロートが当たらないところがあれば、コンクリートを補充し

てコンクリート全面にフロートが当たるまで仕上げなければならない。 

（5）受注者は、仕上げ作業中、コンクリートの表面に水を加えてはならない。著しく乾燥するよ

うな場合には、フォッグスプレーを用いてもよいものとする。 

（6）受注者は、仕上げ後に、平坦性の点検を行い、必要があれば不陸整正を行わなければならな

い。 

（7）受注者は、粗面仕上げを、平坦仕上げが完全に終了し、表面の水光りが消えたら、粗面仕上

げを機械または、人力により版全体を均等に粗面に仕上げなければならない。 
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12.コンクリート舗装のコンクリート養生の規定 

受注者は、コンクリート舗装のコンクリートの養生を以下の各規定に従って行わなければなら

ない。 

（1）受注者は、表面仕上げの終わったコンクリート版は所定の強度になるまで日光の直射、風雨、

乾燥、気温、荷重ならびに衝撃等有害な影響を受けないよう養生をしなければならない。 

（2）受注者は、初期養生として、表面仕上げ終了直後から、コンクリート版の表面を荒らさない

で養生作業ができる程度にコンクリートが硬化するまで養生を行わなければならない。 

（3）受注者は、養生期間を原則試験によって定めるものとし、その期間は、現場養生を行った供

試体の曲げ強度が配合強度の70％以上となるまでとする。 

交通への開放時期は、この養生期間の完了後とする。ただし、設計強度が4.4MPa未満の場合

は、現場養生を行った供試体の曲げ強度が3.5MPa以上で交通開放を行うことする。 

後期養生については、その期間中、養生マット等を用いてコンクリート版の表面を隙間なく

覆い、完全に湿潤状態になるよう散水しなければならない。 

なお、養生期間を試験によらないで定める場合には、普通ポルトランドセメントの場合は2

週間、早強ポルトランドセメントの場合は1週間、中庸熱ポルトランドセメント、フライアッ

シュセメントB種及び高炉セメントB種の場合は3週間とする。ただし、これらにより難い場合

は、第1編1-1-1-4第1項の施工計画書に、その理由、施工方法等を記載しなければならない。 

（4）受注者は、コンクリートが少なくとも圧縮強度が5MPa、曲げ強度が1MPaになるまで、凍結し

ないよう保護し、特に風を防がなければならない。 

（5）受注者は、コンクリート舗装の交通開放の時期については、監督員の承諾を得なければなら

ない。 

13.転圧コンクリート舗装の規定 

受注者は、転圧コンクリート舗装を施工する場合に以下の各規定に従って行わなければならな

い。 

（1）受注者は、施工に先立ち、転圧コンクリート舗装で使用するコンクリートの配合を定めるた

めの試験を行って理論配合、示方配合を決定し、監督員の承諾を得なければならない。 

（2）転圧コンクリート舗装において、下層路盤、上層路盤にセメント安定処理工を使用する場合、

セメント安定処理混合物の品質規格は設計図書に示す場合を除き、表 3-2-38、表 3-2-39 に

適合するものとする。ただし、これまでの実績がある場合で、設計図書に示すセメント安定処

理混合物の路盤材が、基準を満足することが明らかであり監督員が承諾した場合には、一軸圧

縮試験を省略することができる。 

（3）受注者は、「転圧コンクリート舗装技術指針（案）4-2配合条件」（日本道路協会、平成2年

11月）に基づいて配合条件を決定し、監督員の承諾を得なければならない。 

（4）受注者は、「転圧コンクリート舗装技術指針（案）4-2配合条件」（日本道路協会、平成2年

11月）の一般的手順に従って配合設計を行い、細骨材率、単位水量、単位セメント量を求めて

理論配合を決定しなければならない。その配合に基づき使用するプラントにおいて試験練りを

実施し、所要の品質が得られることを確かめ示方配合を決定し、監督員の承諾を得なければな

らない。 

示方配合の標準的な表し方は、設計図書に示さない場合は表3-2-43によるものとする。 
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表3-2-43 示方配合表 

種 
 

別 

粗骨材  

の 

最大 

寸法 

(mm) 

コンシ

ステン

シーの

目標値 

（％、秒） 

細骨材

率s／a

（％） 

水セメ

ント比 

Ｗ／Ｃ

（％） 

単位 

粗骨材

容積 

単位量(kg／m3) 
単位容

積質量 

（kg/m3） 

含水比 

Ｗ 

（％） 
水 

Ｗ 

セメ 

ント 

Ｃ 

細骨材 

Ｓ 

粗骨材 

Ｇ 
混和剤 

理
論
配
合 

 － － － －       － 

示
方
配
合 

            

備
考 

 (１)設計基準曲げ強度＝          MPa 

 (２)配合強度＝                  MPa 

 (３)設計空隙率＝                ％ 

 (４)セメントの種類： 

 (５)混和剤の種類： 

 (６)粗骨材の種類： 

 (７)細骨材のＦＭ： 

 (８)ｺﾝｼｽﾃﾝｼｰ評価法： 

 (９)施工時間： 

 (10)転圧ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬時間：        分 

 

（5）設計図書に示されない場合、粗骨材の最大寸法は20mmとするものする。ただし、これにより

難いときは監督員の承諾を得て25mmとすることができる。 

（6）受注者は、転圧コンクリートの所要の品質を確保できる施工機械を選定しなければならない。 

（7）受注者は、転圧コンクリートの施工にあたって練りまぜ用ミキサーとして、2軸パグミル型、

水平回転型、あるいは可傾式のいずれかのミキサーを使用しなければならない。 

（8）転圧コンクリートにおけるコンクリートの練りまぜ量は公称能力の2／3程度とするが、試験

練りによって決定し、監督員の承諾を得なければならない。 

（9）運搬は本条8項（3）～（6）の規定によるものとする。 

ただし、転圧コンクリートを練りまぜてから転圧を開始するまでの時間は60分以内とするも

のとする。これにより難い場合は監督員の承諾を得て、混和剤または遅延剤を使用して時間を

延長できるが、90分を限度とするものとする。 

（10）受注者は、運搬中シートによりコンクリートを乾燥から保護しなければならない。 

（11）型枠は本条8項（2）の規定による。 

（12）受注者は、コンクリートの敷均しを行う場合に、所要の品質を確保できるアスファルトフィ

ニッシャによって行わなければならない。 

（13）受注者は、敷均したコンクリートを、表面の平坦性の規格を満足させ、かつ、所定の密度に

なるまで振動ローラ、タイヤローラなどによって締固めなければならない。 

（14）受注者は、締固めの終了した転圧コンクリートを養生マットで覆い、コンクリートの表面を

荒らさないよう散水による湿潤養生を行わなければならない。 

（15）受注者は、散水養生を、車両の走行によって表面の剥脱、飛散が生じなくなるまで続けなけ

ればならない。 

（16）受注者は、養生期間終了後、監督員の承諾を得て、転圧コンクリートを交通に開放しなけれ

ばならない。 

14.コンクリート舗装目地の規定 

受注者は、コンクリート舗装の目地を施工する場合に、以下の各規定に従わなければならない。 
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3-2-6-18 アスファルト舗装補修工 

1.わだち掘れ補修の施工 

受注者は、わだち掘れ補修の施工については、施工前に縦横断測量を行い、舗設計画図面を作

成し、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

なお、縦横断測量の間隔は設計図書によるものとするが、特に定めていない場合は、20m間隔

とする。 

2.施工前準備 

受注者は、わだち掘れ補修の施工に先立って施工面の有害物を除去しなければならない。 

3.不良部分除去等の処置 

わだち掘れ補修施工箇所の既設舗装の不良部分の除去、不陸の修正などの処置は、設計図書に

よるものとする。 

4.異常時の処置 

受注者は、わだち掘れ補修の施工にあたり施工面に異常を発見したときは、直ちに監督員に連

絡し、設計図書に関して施工前に監督員と協議しなければならない。 

5.わだち掘れ補修の規定 

受注者は、わだち掘れ補修の施工については、本条第2項、第3項、第4項により施工面を整備

した後、第3編第2章第6節一般舗装工のうち該当する項目の規定に従って舗設を行わなければな

らない。 

6.わだち掘れ補修の施工 

受注者は、わだち掘れ補修の施工にあたり、施工箇所以外の施工面に接する箇所については、

施工端部がすり付けの場合はテープ、施工端部がすり付け以外の場合は、ぬき、こまいなどの木

製型枠を使用しなければならない。 

7.わだち掘れ補修の瀝青材の散布 

受注者は、わだち掘れ補修の瀝青材の散布については、タックコート材を施工面に均一に散布

しなければならない。 

なお、施工面端部については、人力により均一に塗布しなければならない。 

8.路面切削の施工 

受注者は、路面切削の施工については、施工前に縦横断測量を行い、切削計画図面を作成し、

設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。ただし、切削厚に変更のある場合は、設

計図書に関して監督員と協議するものとする。 

なお、縦横断測量の間隔は設計図書によるものとするが、特に定めていない場合は、20m間隔

とする。 

9.パッチンクの施工の時期、箇所等 

受注者は、パッチングの施工については、時期、箇所等について監督員より指示を受けるもの

とし、完了後は速やかに合材使用数量等を監督員に報告しなければならない。 

10.パッチングの施工 

受注者は、パッチングの施工については、舗装の破損した部分で遊離したもの、動いているも

のは取り除き、正方形または長方形でかつ垂直に整形し、清掃した後、既設舗装面と平坦性を保

つように施工しなければならない。これにより難い場合は、施工前に設計図書に関して監督員と

協議しなければならない。 
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11.タックコート材の塗布 

受注者は、パッチングの施工については、垂直に切削し整形した面に均一にタックコート材を

塗布しなければならない。 

12.クラック処理の施工 

受注者は、クラック処理の施工に先立ち、ひび割れ中のごみ、泥などを圧縮空気で吹き飛ばす

などの方法により清掃するものとし、ひび割れの周囲で動く破損部分は取り除かなければならな

い。また、湿っている部分については、バーナーなどで加熱し乾燥させなければならない。 

13.安全溝の設置位置 

受注者は、安全溝の設置位置について、現地の状況により設計図書に定められた設置位置に支

障がある場合、または設置位置が明示されていない場合には、設計図書に関して監督員と協議し

なければならない。 

14.欠損部の補修材 

受注者は、アスファルト舗装のポットホール・段差・局部的なひびわれ及びくぼみ・コンクリ

ート舗装の目地縁部あるいはひびわれの角欠け･段差･穴あき等の欠損部の補修にあたっては、加

熱アスファルト合材を使用して舗設しなければならない。 

15.欠損部の補修 

受注者は、欠損部の補修の施工については、既設舗装面を清掃後タックコートを施工し、加熱

アスファルト合材を敷ならしたのち、振動ロ-ラ等により締固めなければならない。 

16.目地材の充填  

受注者は、アスファルト舗装の亀裂箇所で、目地材が充填できる亀裂箇所には、石・ごみ・ど

ろ等を吹き飛ばすなどの方法により清掃するものとし、プライマーを塗布し、目地材を加熱し充

填するものとし、目地材充填後は石粉を散布しなければならない. 

17.パッチング 

受注者は、パッチングの施工については、時期、箇所等について監督員より指示を受けるもの

とし、完了後は速やかに合材使用数量等を監督員に提出しなければならない。 

 

3-2-6-19 コンクリート舗装補修工 

1.注入孔径 

アスファルト注入における注入孔の孔径は、50mm程度とする。 

2.注入孔の配列 

受注者は、アスファルト注入における注入孔の配列を、等間隔・千鳥状としなければならない。 

なお、配置については設計図書によらなければならない。 

3.ジェッチング 

受注者は、アスファルト注入における削孔終了後、孔の中のコンクリート屑、浮遊土砂、水分

等を取り除き、注入がスムーズに行われるようジェッチングしなければならない。また、アスフ

ァルト注入までの期間、孔の中への土砂、水分等の浸入を防止しなければならない。 

4.加熱温度 

受注者は、アスファルト注入に使用するブローンアスファルトの加熱温度については、ケット

ル内で210℃以上、注入時温度は190～210℃としなければならない。 

5.アスファルト注入の施工 

受注者は、アスファルト注入の施工にあたっては、注入作業近辺の注入孔で注入材料が噴出し
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12.薬液注入の採用 

受注者は、薬液注入の採用に際しては、暫定指針（建設省通達）による調査を行わなければな

らない。 

13.地下埋設物に近接して薬液注入を行う場合の措置 

受注者は、地下埋設物に近接して薬液注入を行う場合は、薬液注入の流出を防止するためゲル

タイムの調整等の措置を講じなければならない。 

14.水質の監視 

受注者は、地下水及び公共用水の水質の汚濁の恐れがある場合は、水質の状況を監視しなけれ

ばならない。 

 

第8節 工場製品輸送工 

3-2-8-1 一般事項 

1.適用工種 

本節は、工場製品輸送工として輸送工その他これらに類する工種について定める。 

2.施工計画書 

受注者は、輸送計画に関する事項を施工計画書へ記載しなければならない。 

3.特殊車両申請等 

受注者は、輸送に関する関係官公署への特殊車両申請等の手続きについては、輸送を行う前に

許可を受けておかなければならない。 

 

3-2-8-2 輸送工 

1.部材発送前の準備 

受注者は、部材の発送に先立ち、塗装等で組立て記号を記入しておかなければならない。 

2.輸送中の部材の損傷防止 

受注者は、輸送中の部材の損傷を防止するために、発送前に堅固に荷造りしなければならない。 

なお、受注者は、部材に損傷を与えた場合は直ちに監督員に連絡し、取り替えまたは補修等の

処置を講じなければならない。 

 

第9節 構造物撤去工 

3-2-9-1 一般事項 

本節は、構造物撤去工として作業土工（床掘り・埋戻し）、構造物取壊し工、防護柵撤去工、

標識撤去工、道路付属物撤去工、プレキャスト擁壁撤去工、排水構造物撤去工、かご撤去工、落

石雪害防止撤去工、ブロック舗装撤去工、緑石撤去工、冬季安全施設撤去工、骨材再生工、運搬

処理工その他これらに類する工種について定める。 

 

3-2-9-2 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。 

 

3-2-9-3 構造物取壊し工 

1.一般事項 

受注者は、コンクリート構造物取壊し及びコンクリートはつりを行うにあたり、本体構造物の

一部を撤去する場合には、本体構造物に損傷を与えないように施工しなければならない。 
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2.舗装版取壊し 

受注者は、舗装版取壊しを行うにあたっては、他に影響を与えないように施工しなければなら

ない。 

3.石積み取壊し等 

受注者は、石積み取壊し、コンクリートブロック撤去及び吹付法面取壊しを行うにあたっては、

地山法面の雨水による浸食や土砂崩れを発生させないよう施工しなければならない。 

4.鋼材切断 

受注者は、鋼材切断を行うにあたっては、本体部材として兼用されている部分において、本体

の部材に悪影響を与えないように処理しなければならない。 

5.鋼矢板及びＨ鋼杭の引抜き跡の充填 

受注者は、鋼矢板及びＨ鋼杭の引抜き跡の空洞を砂等で充填するなどして地盤沈下を生じない

ようにしなければならない。 

6.根固めブロック撤去 

受注者は、根固めブロック撤去を行うにあたっては、根固めブロックに付着した土砂、泥土、

ごみを現場内において取り除いた後、運搬しなければならない。 

7.コンクリート表面処理 

受注者は、コンクリート表面処理を行うにあたっては、周辺環境や対象構造物に悪影響を与え

ないように施工しなければならない。 

8.表面処理の施工上の注意 

受注者は、コンクリート表面処理を行うにあたっては、供用中の施設に損傷及び機能上の悪影

響が生じないよう施工しなければならない。 

9.道路交通の支障防止対策 

受注者は、コンクリート表面処理を行うにあたっては、道路交通に対して支障が生じないよう

必要な対策を講じなければならない。 

10.施工基準 

受注者は、コンクリート表面処理を行うにあたっては、設計図書に従って施工しなければなら

ない。 

11.発生する濁水の処分 

受注者は、コンクリート表面処理において発生する濁水及び廃材については、設計図書による

処分方法によらなければならない。 

 

3-2-9-4 防護柵撤去工 

1.供用中の施設への影響防止 

受注者は、ガードレール、ガードパイプ、横断･転落防止柵、ガードケーブル、立入り防止柵

の撤去に際して、供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じないよう施工しなければならな

い。 

2.道路交通に対する支障防止 

受注者は、ガードレール、ガードパイプ、横断･転落防止柵、ガードケーブル、立入り防止柵

の撤去に際して、道路交通に対して支障が生じないよう必要な対策を講じなければならない。 

3.処分方法 

受注者は、ガードレール、ガードパイプ、横断･転落防止柵、ガードケーブル、立入り防止柵
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の撤去において、設計図書による処分方法によらなければならない。 

 

3-2-9-5 標識撤去工 

1.供用中の施設への影響防止 

受注者は、標識撤去に際して、供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じないよう施工し

なければならない。 

2.道路交通への支障防止 

受注者は、標識撤去に際して、道路交通に対して支障が生じないよう必要な対策を講じなけれ

ばならない。 

3.処分方法 

受注者は、標識撤去において、設計図書による処分方法によらなければならない。 

 

3-2-9-6 道路付属物撤去工 

1.供用中の施設への影響防止 

受注者は、視線誘導標、境界杭、距離標、道路鋲、車線分離標、境界鋲等の撤去に際して、供

用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じないよう施工しなければならない。 

2.道路交通への支障防止 

受注者は、視線誘導標、境界杭、距離標、道路鋲、車線分離標、境界鋲等の撤去 に際して、

道路交通に対して支障が生じないよう必要な対策を講じなければならない。 

3.撤去工法 

受注者は、視線誘導標、境界杭、距離標、道路鋲、車線分離標、境界鋲等の撤去においては、

適切な工法を検討し施工しなければならない。 

4.処分方法 

受注者は、視線誘導標、境界杭、距離標、道路鋲、車線分離標、境界鋲等の撤去において、設

計図書による処分方法によらなければならない。 

 

3-2-9-7 プレキャスト擁壁撤去工 

1.供用中の施設への影響防止 

受注者は、プレキャスト擁壁の撤去に際して、供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じ

ないよう施工しなければならない。 

2.他の構造物の損傷防止 

受注者は、プレキャスト擁壁の一部を撤去する場合には、他の構造物に損傷を与えないように

施工しなければならない。 

3.処分方法 

受注者は、プレキャスト擁壁の撤去において、設計図書による処分方法によらなければならな

い。 

 

3-2-9-8 排水構造物撤去工 

1.供用中の施設への影響防止 

受注者は、排水構造物の撤去に際して、供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じないよ

う施工しなければならない。 
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2.他の構造物への損傷防止 

受注者は、排水構造物の撤去に際して、他の排水構造物施設に損傷及び機能上の悪影響が生じ

ないよう施工しなければならない。 

3.道路交通への支障の防止 

受注者は、排水構造物の撤去に際して、道路交通に対して支障が生じないよう必要な対策を講

じなければならない。 

4.切廻し水路の機能維持 

受注者は、側溝・街渠、集水桝・マンホールの撤去に際して、切廻し水路を設置した場合は、

その機能を維持するよう管理しなければならない。 

5.処分方法 

受注者は、排水構造物の撤去において、設計図書による処分方法によらなければならない。 

 

3-2-9-9 かご撤去工 

1.供用中の施設への影響防止 

受注者は、じゃかご、ふとんかごの撤去にあたっては、ごみを現場内において取り除いた後、

鉄線とぐり石を分けて運搬しなければならない。 

2.処分方法 

受注者は、じゃかご、ふとんかごの撤去において、設計図書による処分方法によらなければな

らない。 

 

3-2-9-10 落石雪害防止撤去工 

1.供用中の施設への影響防止 

受注者は、落石防護柵撤去、落石防止網（繊維網）の撤去に際して、供用中の施設に損傷及び

機能上の悪影響が生じないよう施工しなければならない。 

2.処分方法 

受注者は、落石防護柵撤去、落石防止網（繊維網）の撤去にあたっては、設計図書による処分

方法によらなければならない。 

 

3-2-9-11 ブロック舗装撤去工 

1.供用中の施設への影響防止 

受注者は、インターロッキングブロック、コンクリート平板ブロック及びノンスリップの撤去

に際して、供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じないよう施工しなければならない。 

2.道路交通への支障の防止 

受注者は、インターロッキングブロック、コンクリート平板ブロック及びノンスリップの撤去

に際して、道路交通に対して支障が生じないよう必要な対策を講じなければならない。 

3.処分方法 

受注者は、インターロッキングブロック、コンクリート平板ブロック及びノンスリップの撤去

において、設計図書による処分方法によらなければならない。 
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くてはならない。 

4.切梁・腹起し取付け時の注意 

受注者は、切梁・腹起しの取付けにあたり、切梁・腹起しが一様に働くように締付けを行わな

ければならない。 

5.仮設鋼矢板水路 

受注者は、仮設の鋼矢板水路を行うにあたり、控索材等の取付けにおいて、各控索材等が一様

に働くように締付けを行わなければならない。 

6.杭・矢板等の引抜跡の埋戻し 

受注者は、仮設Ｈ鋼杭、鋼矢板等の引抜き跡を沈下など地盤の変状を生じないよう空洞を砂等

で充填しなければならない。 

 

3-2-10-12 残土受入れ施設工 

1.搬入土砂の周囲への流出防止 

受注者は、雨水の排水処理等を含めて、搬入土砂の周囲への流出防止対策を講じなければなら

ない。 

2.コンクリートブロック等の仮置き時の防護 

受注者は、コンクリートブロック、プレキャストＬ型擁壁、プレキャスト逆Ｔ型擁壁を仮置き

する場合には、転倒、他部材との接触による損傷がないようにこれらを防護しなければならない。 

 

3-2-10-13 作業ヤード整備工 

1.一般事項 

受注者は、ヤード造成を施工するにあたり、工事の進行に支障のないように位置や規模を検討

し造成・整備しなければならない。 

2.敷砂利施工の注意 

受注者は、ヤード内に敷砂利を施工する場合、ヤード敷地内に砕石を平坦に敷均さなければな

らない。 

 

3-2-10-14 電力設備工 

1.一般事項 

受注者は、受電設備、配電設備、電動機設備、照明設備を設置するにあたり、必要となる電力

量等を把握し、本体工事の施工に支障が生じない設備としなければならない。 

2.電気主任技術者 

受注者は、電気事業法において定める自家用電気工作物施設の維持管理保守において電気主任

技術者を選び、監督員に提示するとともに、保守規定を制定し適切な運用をしなければならない。 

3.防音対策 

受注者は、騒音が予見される設備を設置する場合には、防音対策を講じるなど、周辺環境に配

慮しなければならない。 

 

3-2-10-15 コンクリート製造設備工 

1.一般事項 

コンクリートプラント設備は、練り上がりコンクリートを排出する時に材料の分離を起こさな
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いものとする。 

2.コンクリートの練りまぜ 

受注者は、コンクリートの練りまぜにおいてはバッチミキサーを用いなければならない。 

3.ケーブルクレーン設備のバケットの構造 

ケーブルクレーン設備のバケットの構造は、コンクリートの投入及び搬出の際に材料の分離を

起こさないものとし、また、バケットからコンクリートの排出が容易でかつ速やかなものとする。 

 

3-2-10-16 トンネル仮設備工 

1.一般事項 

受注者は、トンネル仮設備について、本体工事の品質・性能等の確保のため、その保守に努め

なければならない。 

2.トンネル照明設備の設置 

受注者は、トンネル照明設備を設置するにあたり、切羽等直接作業を行う場所、保線作業、通

路等に対して適切な照度を確保するとともに、明暗の対比を少なくするようにしなければならな

い。また、停電時等の非常時への対応についても配慮した設備としなければならない。 

3.用水設備の設置 

受注者は、用水設備を設置するにあたり、さっ孔水、コンクリート混練水、洗浄水、機械冷却

水等の各使用量及び水質を十分把握し、本体工事の施工に支障が生じない設備としなければなら

ない。 

4.トンネル排水設備の設置 

受注者は、トンネル排水設備を設置するにあたり、湧水量を十分調査し、作業その他に支障が

生じないようにしなければならない。また、強制排水が必要な場合には、停電等の非常時に対応

した設備としなければならない。 

5.トンネル換気設備の設置 

受注者は、トンネル換気設備の設置にあたり、発破の後ガス、粉じん、内燃機関の排気ガス、

湧出有毒ガス等について、その濃度が関係法令等で定められた許容濃度以下に坑内環境を保つも

のとしなければならない。また、停電等の非常時に対応についても考慮した設備としなければな

らない。 

6.トンネル送気設備の設置 

受注者は、トンネル送気設備の設置にあたり、排気ガス等の流入を防止するように吸気口の位

置の選定に留意しなければならない。また、停電等の非常時への対応についても考慮した設備と

しなければならない。 

受注者は、機械による掘削作業、せん孔作業及びコンクリート等の吹付け作業にあたり、湿式

の機械装置を用いて粉じんの発散を防止するための措置を講じなければならない。 

7.トンネル工事連絡設備の設置 

受注者は、トンネル工事連絡設備の設置にあたり、通常時のみならず非常時における連絡に関

しても考慮しなければならない。 

8.換気装置の設置 

受注者は、換気装置の設置にあたり、トンネルの規模、施工方法、施工条件等を考慮した上で、

坑内の空気を強制的に換気するのに効果的な換気装置のものを選定しなければならない。 
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9.集じん装置の設置 

受注者は、集じん装置の設置にあたり、トンネル等の規模等を考慮した上で、十分な処理容量

を有しているもので、粉じんを効率よく捕集し、かつ、吸入性粉じんを含めた粉じんを清浄化す

る処理能力を有しているものを選定しなければならない。 

10.換気等の効果確認 

受注者は、換気の実施等の効果を確認するにあたって、半月以内ごとに1回、定期に、定めら

れた方法に従って、空気の粉じん濃度等について測定を行わなければならない。この際、粉じん

濃度（吸入性粉じん濃度）目標レベルは2㎎/m3以下とし、掘削断面積が小さいため、2㎎/m3を達

成するのに必要な大きさ(口径)の風管または必要な本数の風管の設置、必要な容量の集じん装置

の設置等が施工上極めて困難であるものについては、可能な限り、2㎎/m3に近い値を粉じん濃度

目標レベルとして設定し、当該値を記録しておくこと。また、各測定点における測定値の平均値

が目標レベルを超える場合には、作業環境を改善するための必要な措置を講じなければならない。 

粉じん濃度等の測定結果は関係労働者の閲覧できる措置を講じなければならない。 

11.トンネル充電設備の設置 

受注者は、トンネル充電設備を設置するにあたり、機関車台数等を考慮し工事に支障が生じな

いよう充電所の大きさ及び充電器台数等を決定しなければならない。また、充電中の換気に対す

る配慮を行わなければならない。 

12.スライドセントルの組立解体 

受注者は、スライドセントル組立解体にあたり、換気管及び送気管等の損傷に留意し、また移

動時にねじれなどによる変形を起こさないようにしなければならない。組立時には、可動部が長

期間の使用に耐えるようにしなければならない。 

13.防水作業台車 

受注者は、防水作業台車の構造を防水シートが作業台端部で損傷しない構造とするとともに、

作業台組立解体にあたり、施工済みの防水シートを損傷することのないように作業しなければな

らない。 

14.ターンテーブル設備の設置 

受注者は、ターンテーブル設備の設置にあたり、その動きを円滑にするため、据付面をよく整

地し不陸をなくさなければならない。 

15.トンネル用濁水処理設備の設置 

受注者は、トンネル用濁水処理設備の設置にあたり、水質汚濁防止法、関連地方自治体の公害

防止条例等の規定による水質を達成できるものとしなければならない。また、設備については、

湧水量、作業内容及び作業の進捗状況の変化に伴う処理水の水質変化に対応できるものとしなけ

ればなならない。 

16.トンネル用濁水処理設備 

受注者は、トンネル用濁水処理設備の設置については、停電等の非常時にも対応した設備とし

なければならない。 

17.粉じん対策 

受注者は、トンネル工事における粉じん対策の充実を図るため、「ずい道等建設工事における

粉じん対策に関するガイドライン」（厚生労働省）及び「トンネル工事の粉じん発生作業に関す

る衛生管理マニュアル」（国土交通省）に基づき粉じん対策を実施しなければならない。 
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18.排出ガス対策型建設機械 

受注者は、トンネル坑内作業環境を改善するため、「トンネル工事用排出ガス対策型建設機械」

の指定を受けた建設機械を使用しなければならない。また、内燃機関付の機械を使用する場合は、

有害ガス・ばい煙による汚染対策用装置を装備したものを使用しなければならない。 

19.粉じん対策設備 

受注者は、掘削工（削岩、ずり出し）および支保工（吹付コンクリート、ロックボルト、金網、

鋼製支保工）の作業にあたり、粉じん対策設備が必要となった場合は設計図書に関して監督員と

協議するものとする。 

20.呼吸用保護具 

受注者は、掘削工（削岩、ずり出し）および支保工（吹付コンクリート、ロックボルト、金網、

鋼製支保工）の作業にあたり、電動ファン付粉じん用呼吸保護具等の有効な呼吸用保護具を使用

しなければならない。 

 

3-2-10-17 防塵対策工 

1.一般事項 

受注者は、工事車輛が車輪に泥土、土砂を付着したまま工事区域から外部に出るおそれがある

場合には、タイヤ洗浄装置及びこれに類する装置の設置、その対策について設計図書に関して監

督員と協議しなければならない。 

2.砂塵被害防止 

受注者は、工事用機械及び車輛の走行によって砂塵の被害を第三者に及ぼすおそれがある場合

には、散水あるいは路面清掃について、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

 

3-2-10-18 汚濁防止工 

1.汚濁防止フェンスの施工 

受注者は、汚濁防止フェンスを施工する場合は、設置及び撤去時期、施工方法及び順序につい

て、工事着手前に検討し施工しなければならない。 

2.河川等への排水時の処置 

受注者は、河川あるいは下水道等に排水する場合において、設計図書に明示がない場合には、

施工前に、河川法、下水道法の規定に基づき、当該管理者に届出、あるいは許可を受けなければ

ならない。 

3.濁水放流時の処置 

受注者は、工事により発生する濁水を関係法令等に従って、濁りの除去等の処理を行った後、

放流しなければならない。 

 

3-2-10-19 防護施設工 

1.一般事項 

受注者は、防護施設の設置位置及び構造の選定にあたり、発破に伴う飛散物の周辺への影響が

ないように留意しなければならない。 

2.仮囲い等による支障対策 

受注者は、仮囲いまたは立入防止柵の設置にあたり、交通に支障をきたす場合あるいは苦情が

発生すると予想される場合には、工事前に対策を講じなければならない。 
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表3-2-48 多液形塗料の可使時間 

塗料名 可使時間（時間） 

長ばく形エッチングプライマー 20℃、8以内 

無機ジンクリッチプライマー 

無機ジンクリッチペイント 

有機ジンクリッチペイント 

20℃、5以内 

エポキシ樹脂塗料下塗 

変性エポキシ樹脂塗料下塗 

亜鉛めっき用エポキシ樹脂塗料下塗 

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗 

10℃、8以内 

20℃、5以内 

30℃、3以内 

変性エポキシ樹脂塗料内面用 
20℃、5以内 

30℃、3以内 

超厚膜形エポキシ樹脂塗料 20℃、3以内 

エポキシ樹脂塗料下塗（低温用） 

変性エポキシ樹脂塗料下塗（低温用） 

変性エポキシ樹脂塗料内面用（低温用） 

5℃、5以内 

10℃、3以内 

無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 20℃、1以内 

無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（低温用） 10℃、1以内 

コンクリート塗装用エポキシ樹脂プライマー 20℃、5以内 

ふっ素樹脂塗料用中塗 

ふっ素樹脂塗料上塗 

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 

コンクリート塗装用エポキシ樹脂塗料中塗 

コンクリート塗装用柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗 

コンクリート塗装用ふっ素樹脂塗料上塗 

コンクリート塗装用柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗 

20℃、5以内 

30℃、3以内 

 

（5）受注者は、塗料の有効期限を、ジンクリッチペイントは製造後6ケ月以内、その他の塗料は製

造後12ケ月とし、有効期限を経過した塗料は使用してはならない。工期延期等やむを得ない理

由によって使用期間が、ジンクリッチペイントは6ヶ月を超えた場合、その他の塗料は12ヶ月

を超えた場合は、抜き取り試験を行って品質を確認し、正常の場合使用することができる。 

8.鋼板 

受注者は、製作に先立ち作成した板取に関する資料について、工事完成時に納品するものとす

る。ただし監督員または検査員から請求があった場合は速やかに提示しなければならない。 

9.機械試験 

受注者は、設計図書で機械試験を行うこととされた場合、試験する箇所を監督員に確認を受け

るものとする。また、機械試験について、JISの試験方法により引っ張り・曲げ及びシャルピー

衝撃試験を行い、その結果を監督員に提出するものとする。 
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10.支承・排水桝・高力ボルト 

受注者は、支承、排水桝、高力ボルト（JIS規格品を除く）について、使用材料の機械試験成

績表やミルシートなど品質を証明する資料及び施工管理写真を監督員に提出するものとする。 

11.塗料 

塗料については、第2編2-2-11-1第7項鋼橋塗装の規定による。 

 

3-2-12-3 桁製作工 

1.製作加工 

製作加工については、以下の規定によるものとする。 

（1）原 寸 

① 受注者は、工作に着手する前にコンピュータによる原寸システム等により図面の不備や製

作上に支障がないかどうかを確認しなければならない。 

② 受注者は、上記①においてコンピュータによる原寸システム等を使用しない場合は監督員

の承諾を得なければならない。 

③ 原寸図を作成する場合、受注者は、JIS B 7512 （鋼製巻尺）の1級に合格した鋼製巻尺を

使用しなければならない。 

なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

④ 受注者は、現場と工場の鋼製巻尺の使用にあたって、温度補正を行わなければならない。

なお、桁に鋼製巻尺を添わせる場合には、桁と同温度とみなせるため温度補正の必要はない。 

（2）工 作 

① 受注者は、主要部材の板取りにあたっては、主たる応力の方向と圧延方向とが一致するこ

とを確認しなければならない。 

ただし、圧延直角方向でJIS G 3106（溶接構造用圧延鋼材）の機械的性質を満足する場合

や、連結板などの溶接されない部材について板取りする場合は、この限りではない。 

なお、板取りに関する資料を保管し、監督員または検査員からの請求があった場合は、速

やかに提示しなければならない。 

② 受注者は、けがきにあたって、完成後も残るような場所にはタガネ・ポンチ傷をつけては

ならない。 

③ 受注者は、主要部材の切断を自動ガス切断法、プラズマアーク切断法またはレーザー切断

法により行わなければならない。また、フィラー・タイプレート、形鋼、板厚10mm以下のガ

セットプレート及び補剛材等は、せん断により切断してよいが、切断線に肩落ち、かえり、

不揃い等のある場合は縁削りまたはグラインダ仕上げを行って平滑に仕上げるものとする。 

④ 受注者は、塗装等の防錆防食を行う部材において、組立てた後に自由縁となる部材の角は

面取りを行うものとし、半径2mm以上の曲面仕上げを行うものとする。 

⑤ 受注者は、鋼材の切断面の表面の粗さを、50μm以下にしなければならない。 

⑥ 受注者は、孔あけにあたって、設計図書に示す径にドリルまたはドリルとリーマ通しの併

用により行わなければならない。ただし、二次部材（道示による）で板厚16mm以下の材片は、

押抜きにより行うことができる。 

また、仮組立時以前に主要部材に設計図書に示す径を孔あけする場合は、NC穿孔機または

型板を使用するものとする。 

なお、孔あけによって孔の周辺に生じたまくれは削り取るものとする。 
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⑦ 受注者は、主要部材において冷間曲げ加工を行う場合、内側半径は板厚の15倍以上にしな

ければならない。 

ただし、JIS Z 2242（金属材料のシャルピー衝撃試験方法）に規定するシャルピー衝撃試

験の結果が表3-2-49に示す条件を満たし、かつ化学成分中の窒素が0.006 ％を超えない材料

については、内側半径を板厚の7倍以上または5倍以上とすることができる。 

 

表3-2-49 シャルピー吸収エネルギーに対する冷間曲げ加工半径の許容値 

シャルピー吸収エネルギー（Ｊ） 冷間曲げ加工の内側半径 付記記号注） 

150以上 板厚の７倍以上 -7L,－7C 

200以上 板厚の5倍以上 -5L,－5C 

［注1］1番目の数字：最小曲げ半径の板厚の倍率 

［注2］2番目の記号：曲げ加工方向（L：最終圧延方向と同一方向 C：最終圧延方向と直角方向） 

 

⑧ 受注者は、調質鋼（Q）及び熱加工制御鋼（TMC）の熱間加工を行ってはならない。 

（3）溶接施工 

① 受注者は、溶接施工について各継手に要求される溶接品質を確保するよう、以下の事項を

施工計画書へ記載しなければならない。 

1）鋼材の種類及び特性 

2）溶接材料の種類及び特性 

3）溶接作業者の保有資格 

4）継手の形状及び精度 

5）溶接環境及び使用設備 

6）溶接施工条件及び留意事項 

7）溶接部の検査方法 

8）不適合品の取り扱い 

② 受注者は、JIS Z 3801（手溶接技術検定における試験方法及び判定基準）に定められた試

験の種類のうち、その作業に該当する試験または、これと同等以上の検定試験に合格した溶

接作業者を従事させなければならない。 

ただし、半自動溶接を行う場合は、JIS Z 3841（半自動溶接技術検定における試験方法及

び判定基準）に定められた試験の種類のうち、その作業に該当する試験または、これと同等

以上の検定試験に合格した溶接作業者を従事させるものとする。 

また、サブマージアーク溶接を行う場合は、A-2Fまたは、これと同等以上の検定試験に合

格した溶接作業者を従事させるものとする。 

なお、工場溶接に従事する溶接作業者は、6ヶ月以上溶接工事に従事し、かつ工事前2ヶ月

以上引き続きその工場において、溶接工事に従事した者でなければならない。また、現場溶

接に従事する溶接作業者は、6ヶ月以上溶接工事に従事し、かつ適用する溶接施工方法の経

験がある者または十分な訓練を受けた者でなければならない。 

（4）溶接施工試験 

① 受注者は、以下の事項のいずれかに該当する場合は、溶接施工試験を行わなければならな

い。 

ただし、二次部材については、除くものとする。 
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なお、すでに過去に同等またはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い、かつ施工経験をも

つ工場では、その溶接施工試験報告書について、監督員の承諾を得た上で溶接施工試験を省

略することができる。 

1）SM570、SMA570W、SM520及びSMA490Wにおいて、1パスの入熱量が7,000J/mmを超える場合 

2）SBHS500、SBHS500W、SBHS400、SBHS400W、SM490Y及びSM490において、1パスの入熱量が

10,000J/mmを超える場合 

3）被覆アーク溶接法（手溶接のみ）、ガスシールドアーク溶接法（CO2ガスまたはArとCO2の

混合ガス）、サブマージアーク溶接法以外の溶接を行う場合 

4）鋼橋製作の実績がない場合 

5）使用実績のないところから材料供給を受ける場合 

6）採用する溶接方法の施工実績がない場合 

② 受注者は、溶接施工試験にあたって、品質管理基準に規定された溶接施工試験項目から該

当する項目を選んで行わなければならない。 

なお、供試鋼板の選定、溶接条件の選定その他は、以下によるものとする。 

1）供試鋼板には、同様な溶接条件で取扱う鋼板のうち、最も条件の悪いものを用いるもの

とする。 

2）溶接は、実際の施工で用いる溶接条件で行うものとし、溶接姿勢は実際に行う姿勢のう

ち、最も不利なもので行うものとする。 

3）異種の鋼材の開先溶接試験は、実際の施工と同等の組合わせの鋼材で行うものとする。 

なお、同鋼種で板厚の異なる継手については板厚の薄い方の鋼材で行うことができる。 

4）再試験は、当初試験時の個数の2倍とする。 

（5）組立て 

受注者は、部材の組立てにあたって、補助治具を有効に利用し、無理のない姿勢で組立溶接

できるように考慮しなければならない。また支材やストロングバック等の異材を母材に溶接す

ることは避けるものとする。やむを得ず溶接を行って母材を傷つけた場合は、本項（12）欠陥

部の補修により補修するものとする。 

（6）材片の組合わせ精度 

受注者は、材片の組合わせ精度を、継手部の応力伝達が円滑で、かつ、継手性能が確保され

るものにしなければならない。材片の組合わせ精度は以下の値とするものとする。 

ただし、施工試験によって誤差の許容量が確認された場合は、設計図書に関して監督員の承

諾を得たうえで下記の値以上とすることができる。 

① 開先溶接 

ルート間隔の誤差：規定値±1.0mm以下 

板厚方向の材片の偏心：t≦50mm 薄い方の板厚の10％以下 

50mm＜t 5mm以下 

t：薄い方の板厚 

裏当て金を用いる場合の密着度：0.5mm以下 

開先角度：規定値±10゜ 

② すみ肉溶接 

材片の密着度：1.0mm以下 
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ない。 

（2）受注者は、亜鉛めっきのため油抜き等の処理を行い、めっき後は十分なひずみとりを行わな

ければならない。 

（3）受注者は、検査路と桁本体との取付けピースは工場内で溶接を行うものとする。やむを得ず

現場で取付ける場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得て十分な施工管理を行わなければ

ならない。 

（4）受注者は、桁本体に仮組立て時点で取付け、取合いの確認を行わなければならない。 

（5）受注者は、検査路と桁本体の取付けは取付けピースを介して、ボルト取合いとしなければな

らない。ただし、取合いは製作誤差を吸収できる構造とするものとする。 

2.ボルト・ナットの施工 

ボルト・ナットの施工については、第3編3-2-12-3桁製作工の規定による。 

 

3-2-12-5 鋼製伸縮継手製作工 

1.製作加工 

（1）受注者は、切断や溶接等で生じたひずみは仮組立て前に完全に除去しなければならない。 

なお、仮止め治具等で無理に拘束すると、据付け時に不具合が生じるので注意するものとす

る。 

（2）受注者は、フェースプレートのフィンガーは、せり合い等間隔不良を避けるため、一度切り

としなければならない。二度切りの場合には間隔を10mm程度あけるものとする。 

（3）受注者は、アンカーバーの溶接には十分注意し、リブの孔に通す鉄筋は工場でリブに溶接し

ておかなければならない。 

（4）受注者は、製作完了から据付け開始までの間、遊間の保持や変形・損傷を防ぐため、仮止め

装置で仮固定しなければならない。 

2.ボルト・ナットの施工 

ボルト・ナットの施工については、第3編3-2-12-3桁製作工の規定による。 

 

3-2-12-6 落橋防止装置製作工 

1.製作加工 

PC鋼材等による落橋防止装置の製作加工については、以下の規定によるものとする。 

（1）受注者は、PC鋼材定着部分及び取付ブラケットの防食については、設計図書によらなければ

ならない。 

2.ボルト・ナットの施工 

ボルト・ナットの施工については、第3編3-2-12-3桁製作工の規定による。 

 

3-2-12-7 橋梁用防護柵製作工 

1.製作加工 

（1）亜鉛めっき後に塗装仕上げをする場合 

① 受注者は、ビーム、パイプ、ブラケット、パドル及び支柱に溶融亜鉛めっきを施し、その

上に工場で仕上げ塗装を行わなければならない。この場合、受注者は、めっき面に燐酸塩処

理などの下地処理を行わなければならない。 

② 受注者は、めっき付着量を両面で275g/m2以上としなければならない。その場合、受注者
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は、めっき付着量が前述以上であることを確認しなければならない。 

③ 受注者は、熱硬化性アクリル樹脂塗料を用いて、20μm以上の塗膜厚で仕上げ塗装をしな

ければならない。 

（2）亜鉛めっき地肌のままの場合 

① 受注者は、ビーム、パイプ、ブラケット、パドル、支柱及びその他の部材（ケーブルは除

く）に、成形加工後溶融亜鉛めっきを施さなければならない。 

② 受注者は、めっき付着量をビーム、パイプ、ブラケット、パドル、支柱の場合JIS H 8641

（溶融亜鉛めっき）2種の（HDZ55）の550g/m2（片面の付着量）以上とし、その他の部材

（ケーブルは除く）の場合は、同じく2種（HDZ35）の350g/m2（片面の付着量）以上としな

ければならない。 

③ 受注者は、歩行者、自転車用防護柵が、成形加工後溶融亜鉛めっきが可能な形状と判断で

きる場合は、②のその他の部材の場合を適用しなければならない。 

2.ボルト・ナット 

（1）ボルト・ナットの塗装仕上げをする場合は、本条1項の製作加工（1）塗装仕上げをする場合

の規定によるものとする。ただし、ステンレス性のボルト・ナットの場合は、無処理とするも

のとする。 

（2）ボルト・ナットが亜鉛めっき地肌のままの場合は、本条1項の製作加工（2）亜鉛めっき地肌

のままの場合の規定によるものとする。 

3.アンカーボルト 

アンカーボルトについては、本条2項ボルト・ナットの規定による。 

 

3-2-12-8 アンカーフレーム製作工 

1.アンカーフレーム製作工の施工 

アンカーフレーム製作工の施工については、第3編3-2-12-3桁製作工の規定による。 

2.アンカーボルトのねじの種類 ピッチ及び精度 

受注者は、アンカーボルトのねじの種類、ピッチ及び精度は、表3-2-60によらなければならな

い。 

 

 

表3-2-60 ねじの種類、ピッチ及び精度 

 
ボルトの呼び径 

68mm以下 68mmを超えるもの 

ねじの種類 

メートル並目ねじ 

JIS B 0205 

（一般用メートルねじ） 

メートル細目ねじ 

JIS B 0205 

（一般用メートルねじ） 

ピ ッ チ JIS規格による ６mm 

精   度 

3級 

JIS B 0209 

（一般用メートルねじ－公差） 

3級 

JIS B 0209 

（一般用メートルねじ－公差） 
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ければならない。 

11.枠内のコンクリート版張り 

受注者は、枠内にコンクリート版などを張る場合は、法面との空隙を生じないように施工しな

ければならない。また、枠とコンクリート板との空隙は、モルタルなどで充填しなければならな

い。 

12.吹付け厚さ 

受注者は、吹付けにあたり、吹付け厚さが均等になるよう施工しなければならない。 

なお、コンクリート及びモルタルの配合は、設計図書によるものとする。 

13.吹付け施工時の注意 

受注者は、吹付け面が吸水性の場合は、事前に吸水させなければならない。また、吹付け面が

土砂の場合は、吹付け圧により土砂が散乱しないように、打固めなければならない。吹付け材料

が飛散し型枠や鉄筋、吹付け面などに付着したときは、硬化する前に清掃除去しなければならな

い。 

14.湧水発生時の処置 

受注者は、吹付けの施工に影響を及ぼす湧水が発生した場合、またはそのおそれがあると予測

された場合には、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

15.吹付け方法 

受注者は、吹付けにあたっては、法面に直角に吹付けるものとし、はね返り材料の上に吹付け

てはならない。 

16.吹付け表面仕上げ 

受注者は、吹付け表面仕上げを行う場合には、吹付けた面とコンクリートまたはモルタル等が

付着するように仕上げなければならない。 

17.吹付け時の不良排除 

受注者は、吹付けに際しては、他の構造物を汚さないように、また、はね返り材料は、速やか

に取り除いて不良箇所が生じないように、施工しなければならない。 

18.層間はく離の防止 

受注者は、吹付けを2層以上に分けて行う場合には、層間にはく離が生じないように施工しな

ければならない。 

19.凹凸の処理 

受注者は、凹凸の著しいのり面では、あらかじめコンクリート又はモルタル吹付工などで凹凸

を少なくしたのち、型枠を組立てなければならない。   

20.型枠の組立 

受注者は、型枠の組立てにあっては、縦方向の型枠を基本に組立てすべり止め鉄筋で固定しな

ければならない。 

21.中詰めの施工 

受注者は、中詰めの施工にあたっては「のり枠工の設計、施工指針5.1プレキャスト枠工の施

工(3)中詰め」に準じなければならない。 

また、耐水性ダンボール製・板製・プラスチック製等の型枠を使用した場合は、これらの型枠

を完全に除去した上で中詰工を施工しなければならない。 

22.水抜き管の組立て 

受注者は、水抜き管の組立てにあたっては、吹付施工時に移動しないように設置し、目詰りを
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起こさないように施工しなければならない。 

23.モルタル又はコンクリートの配合 

受注者は、吹付けに使用するモルタル又はコンクリートの配合ならびに水セメント比について

は、吹付けを行ったのり面で設計基準強度σck＝18N/㎟を満足すること。 

24.枠の吹付け 

受注者は、枠の吹付けにあたっては、のり面下部から施工しなければならない。やむを得ずの

り面上部から施工する場合には、はね返り等を排除しながら施工しなければならない。また吹付

け施工は、極端な高温又は低温の時期や強風時を避けなければならない。 

25.吹付継手 

受注者は、縦枠の途中で吹付継手を設けないものとする。やむを得ず吹付継手を設けなければ

ならない場合には、この部分のごみ、泥土等吹付材の付着に害となるものをすべて除去し、清掃、

かつ湿らせてから施工しなければならない。 

26.吹付けの施工 

受注者は、吹付けの施工にあたっては、型枠断面より極端に大きくならないように施工しなけ

ればならない。 

 

3-2-14-5 法面施肥工 

1.一般事項 

受注者は、法面施肥工に使用する肥料は、設計図書に示す使用量を根の回りに均一に施工しな

ければならない。 

2.施工前の調査 

受注者は、施肥の施工にあたり、施工前に施工箇所の状況を調査するものとし、設計図書に示

す使用材料の種類、使用量等が施工箇所に適さない場合は設計図書に関して監督員と協議しなけ

ればならない。 

3.支障物の撤去 

受注者は、施肥の施工に支障となるごみ等を撤去した後、施工しなければならない。 

 

3-2-14-6 アンカー工 

1.施工前の調査 

受注者は、アンカー工の施工に際しては、施工前に法面の安定、地盤の状況、地中障害物及び

湧水を調査しなければならない。 

2.異常時の処置 

受注者は、本条1項の調査を行った結果、異常を発見し設計図書に示された施工条件と一致し

ない場合は、速やかに監督員に協議しなければならない。 

3.アンカーの削孔 

受注者は、アンカーの削孔に際して、設計図書に示された位置、削孔径、長さ及び方向で施工

し、周囲の地盤を乱さないよう施工しなければならない。 

4.地質資料による検討 

受注者は、事前に既存の地質資料により定着層のスライム形状をよく把握して、削孔中にスラ

イムの状態や削孔速度などにより、定着層の位置や層厚を推定するものとし、設計図書に示され

た削孔長さに変化が生じた場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 
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る船舶に支障のないようにしなければならない。 

8.堤防の浸潤及び堤体漏水の防止 

受注者は、浚渫工（ポンプ浚渫船、グラブ船及びバックホウ浚渫船）の排泥においては、排泥

とともに排出される水によって堤防が浸潤や堤体漏水を生じないように施工しなければならない。 

9.浚渫数量の確認 

受注者は、浚渫工（ポンプ浚渫船、グラブ船及びバックホウ浚渫船）の浚渫数量の確認につい

ては、浚渫後の施工断面による跡坪測量の結果によらなければならない。ただし、施工後の浚渫

断面による浚渫数量の確認ができない場合には、排土箇所の実測結果により確認しなければなら

ない。この場合、浚渫土砂の沈下が確認された場合には、この沈下量を含むものとする。 

10.出来高数量 

受注者は、浚渫工（ポンプ浚渫船、グラブ船及びバックホウ浚渫船）の施工において、設計図

書に示す浚渫計画断面のほかに過掘りがあっても、その部分は出来高数量としてはならない。 

11.浚渫済み箇所の堆砂の処置 

受注者は、浚渫工（ポンプ浚渫船、グラブ船及びバックホウ浚渫船）の施工において、浚渫済

みの箇所に堆砂があった場合は、監督員の出来形確認済の部分を除き、再施工しなければならな

い。 

12. 浚渫作業の障害となるものを発見した場合 

受注者は、グラブ浚渫およびポンプ浚渫の施工においては、浚渫箇所に浚渫作業の障害となる

ものを発見した場合には、速やかに監督員に連絡のうえ、速やかに設計図書に関して監督員と協

議しなければならない。 

 

第17節 植栽維持工 

3-2-17-1 一般事項 

本節は、植栽維持工として、樹木・芝生管理工その他これらに類する工種について定める。 

 

3-2-17-2 材料 

1.一般事項 

受注者は、樹木・芝生管理工の施工に使用する肥料、薬剤については、施工前に監督員に品質

を証明する資料等の、確認を受けなければならない。 

なお、薬剤については農薬取締法（令和元年12月改正 法律第62号）に基づくものでなければ

ならない。 

2.客土及び間詰土 

客土及び間詰土は育成に適した土壌とし、有害な粘土、瓦礫、ごみ、雑草、ささ根等の混入及

び病虫害等に侵されていないものでなければならない。 

3.補植用樹木類 

樹木・芝生管理工の補植で使用する樹木類は、植樹に耐えるようあらかじめ移植または、根回

しした細根の多いもので、樹形が整い、樹勢が盛んで病害虫のない栽培品でなければならない。 

4.樹木類の受入検査 

受注者は、樹木・芝生管理工の補植で使用する樹木類については、現場搬入時に監督員の確認

を受けなければならない。また、必要に応じ現地（栽培地）において監督員が確認を行うが、こ

の場合監督員が確認してもその後の堀取り、荷造り、運搬等により現地搬入時不良となったもの
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は使用してはならない。 

5.樹木類の形状寸法 

樹木類の形状寸法は、主として樹高、枝張り幅、幹周とする。 

樹高は、樹木の樹冠の頂端から根鉢の上端までの垂直高とし、一部の突き出した枝は含まない

ものとする。なお、ヤシ類などの特種樹において特記する幹高は、幹部の垂直高とする。 

枝張り幅は、樹木の四方面に伸長した枝の幅とする。測定方向により幅に長短がある場合は、

最長と最短の平均値とするが、一部の突出した枝は含まないものとする。 

幹周は、樹木の幹の根鉢の上端より1.2m上りの位置の周長とする。この位置で枝が分岐してい

るときは、その上部の測定値を幹周とし、また、幹が2本以上の樹木の場合においては、各々の

幹周の総和の70％をもって幹周とする。 

なお、株立樹木の幹が設計図書において指定された本数以上あった場合、個々の幹周の太い順

に順次指定された本数まで測定し、その総和の70％の値を幹周とする。 

6.支給材料 

樹木類に支給材料がある場合は、樹木の種類は、設計図書によらなければならない。 

7.肥料、薬剤等の種類及び使用量 

樹木・芝生管理工で使用する肥料、薬剤、土壌改良材の種類及び使用量は、設計図書によらな

ければならない。 

8.樹名板の規格 

樹木・芝生管理工で樹名板を使用する場合、樹名板の規格は、設計図書による。 

 

3-2-17-3 樹木・芝生管理工 

1.樹木・芝生管理工の施工 

受注者は、樹木・芝生管理工の施工については、時期、箇所について監督員より指示をうける

ものとし、完了後は速やかに監督員に連絡しなければならない。また、芝生類の施工については､

第3編3-2-14-2植生工の規定による。 

2.剪定の施工 

受注者は、剪定の施工にあたり、「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライ

ン」の策定について（厚生労働省令和2年1月）によるものとし、各樹種の特性及び施工箇所に合

った剪定形式により行なわなければならない。 

なお、剪定形式について監督員より指示があった場合は、その指示によらなければならない。 

3.架空線 標識類に接する枝の剪定形式 

受注者は、架空線、標識類に接する枝の剪定形式については、施工前に監督員の指示を受けな

ければならない。 

4.剪定、芝刈、雑草抜き取り（抜根）等の施工 

受注者は、剪定、芝刈、雑草抜き取り（抜根）、植付けの施工にあたり、路面への枝、草、掘

削土等の飛散防止に努めるものとし、発生した枝、草、掘削土等を交通に支障のないように、速

やかに処理しなければならない。 

5.施工 

受注者は、樹木の掘取り、荷造り及び運搬、植付けにあたり、1日の植付け量を考慮し、迅速

に施工しなければならない。 
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6.施工上の注意 

受注者は、樹木、株物、その他植物材料であって、当日中に植栽できないものについては、仮

植えまたは養生をし、速やかに植えなければならない。 

7.補植、移植の施工 

受注者は、補植、移植の施工にあたり、樹木類の鉢に応じて、余裕のある植穴を掘り、瓦礫、

不良土等の生育に有害な雑物を取り除き、植穴底部は耕して植付けなければならない。 

8.樹木の植え込み 

樹木の植え込みは、根鉢の高さを根の付け根の最上端が土に隠れる程度に間土等を用いて調整

するものとし、深植えを行ってはならない。また、現場に応じて見栄えがよく植穴の中心に植え

付けなければならない。 

9.移植先の土壌 

受注者は、移植先の土壌に問題があった場合は監督員に報告し、必要に応じて客土・肥料・土

壌改良剤を使用する場合は根の周りに均一に施工し、施肥は肥料が直接樹木の根に触れないよう

にし均等に行わなければならない。 

10.湧水発生時の処置 

受注者は、補植、移植の植穴の掘削において湧水が認められた場合は、直ちに監督員に連絡し

協議しなければならない。 

11.補植、移植の施工 

受注者は、補植、移植の施工については、地下埋設物に損傷を与えないよう特に注意し、万一

既存埋設物に損傷を与えた場合には、ただちに応急措置を行い、関係機関へ通報を行うとともに、

監督員に連絡し指示を受けなければならない。 

なお、修復に関しては、受注者の負担で行わなければならない。 

12.補植、移植の植え付けの際の水極め 

受注者は、補植、移植の植え付けの際の水極めについては、樹木に有害な雑物を含まない水を

使用し木の棒等でつくなど、根の回りに間隙の生じないよう土を流入させなければならない。 

13.補植、移植の埋戻し完了後の処置 

受注者は、補植、移植の埋戻し完了後は、地均し等を行い、根元の周囲に水鉢を切って仕上げ

なければならない。 

なお、根元周辺に低木等を植栽する場合は、地均し後に植栽しなければならない。 

14.余剰枝の剪定、整形 

受注者は、補植、移植の施工完了後、余剰枝の剪定、整形その他必要な手入れを行わなければ

ならない。 

15.幹巻き 

受注者は、幹巻きする場合は、こもまたはわらを使用する場合、わら繩またはしゅろ縄で巻き

上げるものとし、緑化テープを使用する場合は緑化テープを重ねながら巻き上げた後、幹に緊結

しなければならない。 

16.支柱の設置 

受注者は、支柱の設置については、ぐらつきのないよう設置しなければならない。また、樹幹

と支柱との取付け部については、杉皮等を巻きしゅろ縄を用いて動かぬよう結束しなければなら

ない。 
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17.移植の施工 

受注者は、移植の施工については、掘取りから植付けまでの期間の樹木の損傷、乾燥及び鉢崩

れを防止しなければならない。 

18.施肥、灌水 薬剤、散布の施工 

受注者は、施肥、灌水及び薬剤散布の施工にあたり、施工前に施工箇所の状況を調査するもの

とし、設計図書に示す使用材料の種類、使用量等が施工箇所に適さない場合は、設計図書に関し

て監督員と協議しなければならない。 

19.施肥の施工前作業 

受注者は、施肥の施工については、施工前に樹木の根元周辺に散乱する堆積土砂やごみ等の除

去及び除草を行わなければならない。 

20.施肥の施工上の注意 

受注者は、施肥の施工については、所定の種類の肥料を根鉢の周りに過不足なく施用すること

とし、肥料施用後は速やかに覆土しなければならない。 

なお、施肥のための溝掘り、覆土については、樹幹、樹根に損傷を与えないようにしなければ

ならない。また、寄植え等で密集している場合は、施工方法について監督員の指示を受けなけれ

ばならない。 

21.薬剤散布の通知方法 

受注者は、薬剤散布の施工については、周辺住民への周知の方法等について、施工前に監督員

に連絡のうえ、必要に応じて監督員の指示を受けなければならない。 

22.薬剤散布の気象制限 

受注者は、薬剤散布の施工については、降雨時やその直前、施工直後に降雨が予想される場合、

強風時を避けるものとし、薬剤は葉の裏や枝の陰等を含め、むらのないように散布しなければな

らない。 

23.薬剤の取り扱い 

受注者は、薬剤散布に使用する薬剤の取り扱いについては、関係法令等に基づき適正に行わな

ければならない。 

24.植栽樹木の植替え 

1）受注者は植栽樹木等が工事完成引渡し後、1年以内に枯死または形姿不良となった場合に

は、当初植栽した樹木等と同等、またはそれ以上の規格のものに受注者の負担において植

替えなければならない。 

2）植栽等の形姿不良とは、枯死が樹冠部の2／3以上となったもの、及び通直な主幹をもつ

樹木については、樹高の概ね1／3以上の主幹が枯れたものとする。この場合枯枝の判定に

ついては、前記同様の状態となることが確実に想定されるものも含むものとする。 

3）枯死、または形姿不良の判定は、発注者と受注者が立会の上行うものとし、植替えの時

期について、発注者と協議しなければならない。 

4）暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動等の天災に

より流失、折損または倒木した場合にはこの限りではない。 

25.植栽帯盛土の施工 

受注者は、植栽帯盛土の施工にあたり、客土の施工は、客土を敷均した後ローラ等を用い、植

栽に支障のない程度に締固め、所定の断面に仕上げなければならない。 
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26.樹名板 

受注者は、樹名板の設置については、支柱及び樹木等に視認しやすい場所に据え付けなければ

ならない。 

27.交通障害の防止 

受注者は、一般通行者及び車両等の交通の障害にならないように施工しなければならない。 

28.剪定 

受注者は、樹種本来の形（円柱状・逆円錘状・狭円錘状・卵状・球状・広卵状等）を維持して

いくように剪定しなければならない。 

29.枝の除去方法 

受注者は、樹冠の生長の均一をはかるため、頂上枝は少なく、下方枝は多く残さなければなら

ない。 

30.剪定の順 

受注者は、剪定を行う順番について、樹冠形上不必要な枝（徒長枝・弱枝・ふところ枝・から

み枝等）・枯枝・胴吹き枝をまず除去し、樹木の上部から下部にむかって行わなければならない。 

31.新生枝の取り扱い 

受注者は、枝を切る場合には、必ず新生枝の先端を残して切るようにしなければならない。 

32.枝のこぶの除去 

受注者は、枝のこぶをつとめて除去しなければならない。この場合、こぶ先の主枝を残すよう

にこぶのすり取りをしなければならない。 

33.剪定作業 

剪定作業は、表3-15-6の種類とする。 

 

表3-15-6  剪定作業の種類 (高木） 

区    分 目通り周長 (㎝) 

剪 定 Ａ 30未満 

剪 定 Ｂ 30～60未満 

剪 定 Ｃ 60～90未満 

剪 定 Ｄ 90～120未満 

 

34.夏期剪定 

受注者は、夏期剪定にあたっては、樹冠内部に陽光や風が入るように樹形保持と樹勢の均衡を

はかるよう剪定し、過度の剪定とならないようにしなければならない。 

35.冬期剪定 

受注者は、原則として冬期剪定にあたっては、樹高・樹冠を一定の形に整えるとともに、次の

繁茂期の緑のために、骨格となる枝条の発育が均斉となるよう剪定しなければならない。 

36.刈り込みの形 

受注者は、刈り込みにあたっては、樹種特有の形 (マメツゲ類は球状形・カイズカイブキは紡

錘形・ツバキ・サザンカ・キャラボク・サツキ・ツツジ・ヂンチョウゲ・トベラ等は半球状形) 

になるように行わなければならない。 
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37.低木が連続して植え込んである場合の刈り込み 

受注者は、刈り込みにあたっては、低木が連続して植え込んである場合には、全体的な修景を

考慮して行わなければならない。 

38.人力による芝刈り 

受注者は、人力による芝刈りにあたっては、地上高1㎝程度に刈取るとともに、縁石等からは

みだした芝を切取り、整形しなければならない。 

39.機械による芝刈り 

受注者は、機械による芝刈りにあたっては、機械 (エンジン付) 芝刈機及び肩掛式芝刈機で

地上高1㎝程度に刈取るとともに、縁石等からはみだした芝を切取り、整形しなければならない。 

40.人力よる抜根 

受注者は、人力よる抜根にあたっては、植栽枡・歩道 (ブロック舗装) ・中央分離帯等の連続

した箇所で、雑草を引き抜かなければならない。 

41.架空線又は信号機、道路標識等の道路付属物に接する枝の剪定 

受注者は、架空線又は信号機、道路標識等の道路付属物に接触し、特に道路の通行及びその効

用に支障がある街路樹の枝は、監督員に連絡しなければならない。 

42.街路樹の補植 

受注者は、枯死又は損傷した街路樹の補植について、設計図書に示す場合を除き、樹種・規格

支柱等について設計図書に関して監督員と協議するものとする。 

43.支柱の取換え 

受注者は、破損又は腐蝕した支柱の取換えにあたって、設計図書に明示する場合を除き、形

状・規格・設置位置等について監督員の指示によらなければならない。 

44.支柱の取り除き 

受注者は、古い支柱をていねいに取除かなければならない。 

45.追肥 

受注者は、追肥にあたっては、樹木及び芝の生育過程で不足する肥料を後から補うために主と

して、球状の無機質系肥料を与えなければならない。 

肥料の種類・使用量等は設計図書による。 

46.雨水等対策 

受注者は、肥料の種類によって、養分が雨水等で流失しないようにしなければならない。 

47.施肥 

施肥は、樹木及び芝の生育過程で不足する肥料を補うとともに、土壤の改良もはかるものであ

る。 

48.肥料・土壤改良剤の種類・使用量・土の削り起し深さ等 

肥料・土壤改良剤の種類・使用量・土の削り起し深さ等は、設計図書による。 

49.薬剤散布 

受注者は、薬剤散布にあたっては、常に作業員の健康維持、沿道住民及び歩行者等の迷惑とな

らないようにするとともに、使用済の空瓶・空袋等は、危険のないように処理しなければならな

い。 

50.薬剤の種類・作業時間等 

薬剤の種類・作業時間等については、設計図書による。 
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第18節 床版工 

3-2-18-1 一般事項

本節は、床版工として床版工その他これらに類する工種について定める。 

3-2-18-2 床版工

1.鉄筋コンクリート床版

鉄筋コンクリート床版については、以下の規定によるものとする。 

（1）床版は、直接活荷重を受ける部材であり、この重要性を十分理解して入念な計画及び施工を

行うものとする。

（2）受注者は、施工に先立ち、あらかじめ桁上面の高さ、幅、配置等を測量し、桁の出来形を確

認しなければならない。出来形に誤差のある場合、その処置について設計図書に関して監督員

と協議しなければならない。

（3）受注者は、コンクリート打込み中、鉄筋の位置のずれが生じないよう十分配慮しなければな

らない。

（4）受注者は、スペーサについては、コンクリート製もしくはモルタル製を使用するのを原則と

し、本体コンクリートと同等の品質を有するものとしなければならない。

（5）受注者は、床版には、排水桝及び吊金具等が埋設されるので、設計図書を確認してこれらを

設置し、コンクリート打込み中移動しないよう堅固に固定しなければならない。

（6）受注者は、コンクリート打込み作業にあたり、コンクリートポンプを使用する場合は以下に

よらなければならない。

① ポンプ施工を理由にコンクリートの品質を低下させてはならない。

② 吐出口におけるコンクリートの品質が安定するまで打設を行ってはならない。

③ 配管打設する場合は、鉄筋に直接パイプ等の荷重がかからないように足場等の対策を行う

ものとする。 

（7）受注者は、コンクリート打込み作業にあたり、橋軸方向に平行な打継目は作ってはならない。

（8）受注者は、コンクリート打込み作業にあたり、橋軸直角方向は、一直線状になるよう打込ま

なければならない。

（9）受注者は、コンクリート打込みにあたっては、型枠支保工の設置状態を常に監視するととも

に、所定の床版厚さ及び鉄筋配置の確保に努めなければならない。また、コンクリート打ち込

み後の養生については、第1編3-6-9養生に基づき施工しなければならない。

（10）受注者は、鋼製伸縮継手フェースプレート下部に空隙が生じないように箱抜きを行い、無収

縮モルタルにより充填しなければならない。 

（11）受注者は、工事完成時における足場及び支保工の解体にあたっては、鋼桁部材に損傷を与え

ないための措置を講ずるとともに、鋼桁部材や下部工にコンクリート片、木片等の残材を残さ

ないよう後片付け（第1編1-1-28後片付け）を行なわなければならない。 

（12）受注者は、床版コンクリート打設前においては主桁のそり、打設後においては床版の基準高

を測定し、その記録を整備及び保管し、監督員または検査員の請求があった場合は速やかに提

示しなければならない。 

なお、それ以外のスペーサを使用する場合はあらかじめ設計図書に関して監督員と協議しな

ければならない。スペーサは、1m2あたり4個を配置の目安とし、組立及びコンクリートの打込

中、その形状を保つものとする。 
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2.鋼床版 

鋼床版については、以下の規定によるものとする。 

（1）床版は、溶接によるひずみが少ない構造とするものとする。縦リブと横リブの連結部は、縦

リブからのせん断力を確実に横リブに伝えることのできる構造とするものとする。 

なお、特別な場合を除き、縦リブは横リブの腹板を通して連続させるものとする。 

3.打設計画 

受注者は、コンクリートの打設計画（順序・方法・打数量）について施工計画書へ記載する。 

4.ポンプ車の使用 

受注者は、コンクリート打設にポンプ車を使用する場合には、吐出しにおけるコンクリートの

品質が安定するまでは打設してはならない。 

また、コンクリートを配管打設する場合は、鉄筋に直接パイプ等の荷重がかからないように、

足場等を設けて施工することとする。 

5.空隙の処理 

受注者は、鋼製伸縮継手フェースプレート下部に空隙がある場合には、無収縮モルタルにより

充てんしなければならない。 

なお、モルタルの配合は、第10編10-4-5-10支承工の規定によらなければならない。 

6.現場溶接 

受注者は、床版型枠吊金具及び床版厚検測用鋼材の現場溶接を行う場合には、その理由、施工

方法を施工計画書に記載しなければならない。 
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表6－1－2 エチレン酢酸ビニール（厚さ:1mm、色：透明）の品質規格 

試験項目 内  容 単位 規 格 値 試験方法 

比  重   1.0以下 JIS K 6773 

硬  さ   93±5 JIS K 6773 

引張強さ  Ｎ/㎟ 15.6以上 JIS K 6773 

伸  び  ％ 400以上 JIS K 6773 

※老 化 性 質量変化率 ％ ±7 JIS K 6773 

※
耐 
薬 
品 
性 

アルカリ 

引張強さ変化率 ％ ±15 JIS K 6773 

伸び 変化率 ％ ±15 JIS K 6773 

質量 変化率 ％ ±3 JIS K 6773 

食 塩 水 

引張強さ変化率 ％ ±7 JIS K 6773 

伸び 変化率 ％ ±7 JIS K 6773 

質量 変化率 ％ ±1 JIS K 6773 

柔 軟 性  ℃ －30以下 JIS K 6773 

引裂強さ  
Ｎ/ｍ 

(kgf/㎝) 
58800以上 
（60以上） 

JIS K 6252-1 

JIS K 6252-2 

※公的試験機関のみの試験項目 

 

⑤ 被覆材の品質規格は表6－1－3による。 

 

表6－1－3 補強布付き繊維性フェルト（厚さ:10mm）の品質規格 

試験項目 内   容 単位 規 格 値 試験方法 

密  度  ｇ/㎤ 0.13以上 JIS L 3204 

圧縮率  ％ 15以下 JIS L 3204 

引張強さ  
Ｎ/㎟ 

(Kgf/㎠) 
1.47以上 
（15以上） 

JIS L 3204 

伸び率  ％ 50以上 JIS L 3204 

耐薬品性 不溶解分 ％ 95以上 JIS L 3204 

 

（2）遮水シートＢは、以下の仕様による。 

① 止水材は、十分な止水性を有するものとする。（ただし、規格値はシート幅2.0ｍを基準と

しており、2.0ｍを下回る場合は、そのシート幅に相当する漏水量を設定すること。） 

② 止水材は、施工時及び施工後とも十分な強度と法面の変状に追従する屈撓性を有するもの

とする。 

③ 止水材は、堤防等の法面に対して、施工時及び施工後とも十分な滑り抵抗を有するものと

する。 

④ 止水材は、十分な耐久性を有するものとし、受注者は、耐久性に係わる試験結果を監督員

に提出するものとする。 

上記①および③は、公的試験機関の試験結果を添付するものとする。 

⑤ 止水材の品質規格は、表6－1－4による。 
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表6－1－4 止水材の品質規格 

試験項目 単位 規格値 試  験  方  法 

漏水量 (mℓ／sec)／(1.8㎡) 25以下 
建設省土木研究資料 
第3103号の小型浸透試験による。 

引張強さ 
N／㎟ 

（kgf／ｍ） 
11.8以上 

日本産業規格（JIS）で規定されて 
いる各材料ごとの試験方法による。 

摩擦係数  0.8以上 
平成4年度建設省告示第1324号に 
基づく摩擦試験方法による。 

 

⑥ 被覆材の品質規格は、（1）．⑤表6－1－3によるものとする。 

（3）品質管理 

① 止水材とコンクリートとの接着には、ニトリルゴム系またはスチレンブタジエンゴム系接

着剤、ブチルゴムテープ等の内、接着力に優れ、かつ耐薬品性、耐水性、耐寒性等に優れた

ものを使用するものとする。 

② 受注者は、止水材および被覆材の各々の製品に対しては、次の要件を整えた品質を証明す

る資料を監督員に提出するものとする。 

1）製品には、止水材および被覆材の各々に製造年月日および製造工場が明示されているこ

と。（整理番号でもよい） 

2）品質を証明する資料は、納入製品に該当する品質試験成績表であること。 

3）品質成績表は、通常の生産過程において3日に1回の割合で行った品質試験成績表である

こと。 

4）製品には、別に「公的試験機関による品質試験成績表」を添付するものとする。 

5）「公的試験機関による品質試験成績表」は、製品の生産過程において20,000㎡に1回の割

合で行ったもののうち、納入製品に該当するものとする。 

2.吸出し防止シート 

吸出し防止シートは、表6-1-1（1）、表6-1-1（2）の規格値を満足した「河川護岸用吸出し防

止シート評価書」（建設大臣認可）を有しているシートとする。 

なお、上記評価書を有していない製品についても「公的機関による性能証明書」を有している

シートについては、使用できるものとする。 

 

表6－1－1(1) 吸出し防止シートの規格 

項   目 規   格 性能確認 

厚さ 10㎜ 以上 

評価書及び公的機関の

性能証明書による。 

開孔径 0.2㎜ 以下 

引張り強度（設計条件により選択） 0.5、1.0tf/ｍ以上 

化学的安定性（強度保持率） 70％ 以上 

耐侯性（強度保持率） 70％ 以上 

注） 引張強さについては、設計図書による。 
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6-1-11-6 コンクリート舗装工 

コンクリート舗装工の施工については、第3編 3-2-6-12 コンクリート舗装工の規定による。 

 

6-1-11-7 薄層カラー舗装工 

薄層カラー舗装工の施工については、第3編 3-2-6-13 薄層カラー舗装工の規定による。 

 

6-1-11-8 ブロック舗装工 

ブロック舗装工の施工については、第3編 3-2-6-14 ブロック舗装工の規定による。 

 

6-1-11-9 側溝工 

側溝工の施工については、第3編 3-2-3-29 側溝工の規定による。 

 

6-1-11-10 集水桝工 

集水桝工の施工については、第3編 3-2-3-30 集水桝工の規定による。 

 

6-1-11-11 縁石工 

縁石工の施工については、第3編 3-2-3-5 縁石工の規定による。 

 

6-1-11-12 区画線工 

区画線工の施工については、第3編 3-2-3-9 区画線工の規定による。 

 

第12節 付帯道路施設工 

6-1-12-1 一般事項 

本節は、付帯道路施設工として境界工、道路付属物工、標識工その他これらに類する工種につ

いて定める。 

 

6-1-12-2 境界工 

1.境界杭の設置 

受注者は、境界杭の設置に際して隣接所有者と問題が生じた場合、速やかに監督員に連絡しな

ければならない。 

2.掘削困難な場合の処置 

受注者は、境界杭の埋設箇所が岩盤等で、設計図書に示す深さまで掘削することが困難な場合

は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

3.設置位置 

受注者は、境界杭の設置にあたっては、設計図書に示す場合を除き、杭頭部に示す中心点又は

矢印先端部を用地境界線と一致させ、文字「三重県」が内側（官地側）になるようにしなければ

ならない。 

4.移設 

受注者は、用地境界杭及び鋲について、工事施工に伴い移設が生じた場合は工事開始に先立ち

用地図をもとに、関係者の立会等により適切な控杭を設けなければならない。 

5.復元又は設置 

受注者は、工事終了後に用地図及び関係者の立会等により、用地境界杭及び鋲を復元又は設置

しなければならない。 
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6.設置 

受注者は、境界杭が約30㎝地上に出るよう設置しなければならない。なお、市街部等で境界杭

を地上に出すことが危険である場合には、設計図書に関して監督員と協議するものとする。 

7.杭頭部の処理 

受注者は、境界杭の杭頭部にペイントを塗布するものとし、ペイントは合成樹脂調合ペイント

とする。なお、ペイント色は表6-1-5のとおりとする。 

     

表6-1-5  境界杭 

種      類 塗      装 摘      要 

道  路  用 
河  川  用 

赤 
黄 

頭部  10㎝ 
〃    3㎝ 

 

8.コンクリート構造物の設置 

受注者は、境界鋲をコンクリート構造物上に設置する場合は、コンクリート構造物に面取りす

ることなく、確実に境界位置に堅固に設置しなければならない。 

 

6-1-12-3 道路付属物工 

道路付属物工の施工については、第3編 3-2-3-10 道路付属物工の規定による。 

 

6-1-12-4 標識工 

標識工の施工については、第3編 3-2-3-6 小型標識工の規定による。 

 

第13節 光ケーブル配管工 

6-1-13-1 一般事項 

本節は、光ケーブル配管工として作業土工（床掘り、埋戻し）、配管工、ハンドホール工その

他これらに類する工種について定める。 

 

6-1-13-2 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。 

 

6-1-13-3 配管工 

1.材料使用時の注意 

受注者は、配管工に使用する材料について、監督員の承諾を得る。 

また、多孔陶管を用いる場合には、ひび割れの有無を確認して施工しなければならない。 

2.単管の配管 

受注者は、単管の場合には、スペーサ等を用いて敷設間隔が均一となるよう施工しなければな

らない。 

3.多孔管の配管 

受注者は、多孔管の場合には、隣接する各ブロックに目違いが生じないよう、かつ上下左右の

接合が平滑になるよう施工しなければならない。 
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6-2-5-4 揚土工 

揚土工の施工については、第3編 3-2-16-2 配土工の規定による。 

 
第6節 浚渫土処理工 

6-2-6-1 一般事項 

本節は、浚渫土処理工として、浚渫土処理工その他これらに類する工種について定める｡ 

 

6-2-6-2 浚渫土処理工 

1.一般事項 

受注者は、浚渫土砂を指定した浚渫土砂受入れ地に搬出し、運搬中において漏出等を起こして

はならない。 

2.土砂流出防止施設の設置 

受注者は、浚渫土砂受入れ地に土砂の流出を防止する施設を設けなければならない。また、浚

渫土砂受入れ地の状況、排出される土質を考慮し、土砂が流出しない構造としなければならない。 

3.計画埋立断面の相違 

受注者は、浚渫土砂受入れ地の計画埋立断面が示された場合において、作業進捗に伴いこれに

満たないこと、もしくは、余剰土砂を生ずる見込みが判明した場合には、速やかに設計図書に関

して監督員と協議しなければならない。 

4.不陸防止 

受注者は、浚渫土砂受入れ地の表面を不陸が生じないようにしなければならない。 

5.標識等の設置 

受注者は、浚渫土砂受入れ地の作業区域に標識等を設置しなければならない。
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第3章 樋門・樋管 
 

第1節 適  用 

1.適用工種 

本章は、河川工事における河川土工、軽量盛土工、地盤改良工、樋門・樋管本体工、護床工、

水路工、付属物設置工、構造物撤去工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。 

2.適用規定（1） 

河川土工は、第1編第2章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工の規定による。 

3.適用規定（2） 

構造物撤去工、仮設工は、第9節構造物撤去工、第10節仮設工の規定による。 

4.適用規定（3） 

本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の

規定による。 

5.水位、潮位の観測 

受注者は、河川工事においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。 

 

第2節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類による。これによ

り難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑

義がある場合は監督員と協議しなければならない。 

 

国土交通省 仮締切堤設置基準（案） （平成26年12月一部改正） 

国土交通省 河川砂防技術基準 （令和元年7月） 

国土開発技術研究センター 柔構造樋門設計の手引き （平成10年11月） 

国土交通省 機械工事共通仕様書（案） （令和2年3月） 

国土交通省 機械工事施工管理基準（案） （令和元年10月） 

 

第3節 軽量盛土工 

6-3-3-1 一般事項 

本節は、軽量盛土工として、軽量盛土工その他これらに類する工種について定める。 

 

6-3-3-2 軽量盛土工 

軽量盛土工の施工については、第3編 3-2-11-2 軽量盛土工の規定による。 

 

第4節 地盤改良工 

6-3-4-1 一般事項 

本節は、地盤改良工として、固結工その他これらに類する工種について定める。 

 

6-3-4-2 固結工 

固結工の施工については、第3編 3-2-7-9 固結工の規定による。 
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6-3-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。 

 

6-3-6-3 根固めブロック工 

根固めブロック工の施工については、第3編 3-2-3-17 根固めブロック工の規定による。 

  

6-3-6-4 間詰工 

1.適用規定 

間詰コンクリートの施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。 

2.吸出し防止材の施工 

受注者は、吸出し防止材の施工については、平滑に施工しなければならない。 

 

6-3-6-5 沈床工 

沈床工の施工については、第3編 3-2-3-18 沈床工の規定による。 

 

6-3-6-6 捨石工 

捨石工の施工については、第3編 3-2-3-19 捨石工の規定による。 

 

6-3-6-7 かご工 

かご工の施工については、第3編 3-2-14-7 かご工の規定による。 

 

第7節 水路工 

6-3-7-1 一般事項 

本節は、水路工として作業土工（床掘り、埋戻し）、側溝工、集水桝工、暗渠工、樋門接続暗

渠工その他これらに類する工種について定める。 

 

6-3-7-2 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。 

 

6-3-7-3 側溝工 

側溝工の施工については、第3編 3-2-3-29 側溝工の規定による。 

 

6-3-7-4 集水桝工 

集水桝工の施工については、第3編 3-2-3-30 集水桝工の規定による。 

 

6-3-7-5 暗渠工 

1.適用規定 

暗渠工の施工については、第6編 6-3-5-6 函渠工の規定による。 

2.一般事項 

受注者は、地下排水のための暗渠の施工にあたっては、土質に応じた基礎の締固め後、透水管

及び集水用のフィルター材を埋設しなければならない。 

なお、透水管及び集水用のフィルター材の種類、規格については、設計図書によらなければな

らない。 
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3.フィルター材の施工 

受注者は、フィルター材の施工の際に、粘性土が混入しないようにしなければならない。 

 

6-3-7-6 樋門接続暗渠工 

樋門接続暗渠工の施工については、第6編 6-3-5-6 函渠工の規定による。 

 

第8節 付属物設置工 

6-3-8-1 一般事項 

本節は、付属物設置工として作業土工（床掘り、埋戻し）、防止柵工、境界工、銘板工、点検

施設工、階段工、観測施設工、グラウトホール工その他これらに類する工種について定める。 

 

6-3-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。 

 

6-3-8-3 防止柵工 

防止柵工の施工については、第3編 3-2-3-7 防止柵工の規定による。 

 

6-3-8-4 境界工 

1.境界杭（鋲）の設置位置 

受注者は、境界杭（鋲）の設置位置については、監督員の確認を受けるものとし、設置に際し

て隣接所有者と問題が生じた場合、速やかに監督員に連絡しなければならない。 

2.掘削困難な場合の処置 

受注者は、埋設箇所が岩盤等で、設計図書に示す深さまで掘削することが困難な場合は、設計

図書に関して監督員と協議しなければならない。 

3.杭（鋲）の設置 

受注者は、杭（鋲）の設置にあたっては、設計図書に示す場合を除き、杭頭部に示す中心点又

は矢印先端部を用地境界線と一致させ、文字「三重県」が内側（官地側）になるようにしなけれ

ばならない。 

4.境界ブロックの施工 

受注者は、境界ブロックの施工においては、据付け前に清掃し、基礎上に安定よく据付け、目

地モルタルを充填しなければならない。 

5.境界ブロックの目地 

受注者は、境界ブロックの目地間隙を10mm以下程度として施工しなければならない。 

6.境界工の施工 

境界工の施工については、本条のほか第6編 6-1-12-2 境界工 第4項から第8項の規定による。 

 

6-3-8-5 銘板工 

1.一般事項 

受注者は、銘板及び標示板の施工にあたって、材質、大きさ、取付位置並びに諸元や技術者等

の氏名等の記載事項について、設計図書に基づき施工しなければならない。ただし、設計図書に

明示のない場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。また、記載する技術者

等の氏名について、これにより難い場合は監督員と協議しなければならない。 
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第4章 水門 
 

第1節 適  用 

1.適用工種 

本章は、河川工事における工場製作工、工場製品輸送工、河川土工、軽量盛土工、水門本体工、

護床工、付属物設置工、鋼管理橋上部工、橋梁現場塗装工、床版工、橋梁付属物工（鋼管理橋）、

橋梁足場等設置工（鋼管理橋）、コンクリート管理橋上部工（ＰＣ橋）、コンクリート管理橋上部

工（ＰＣホロースラブ橋）、橋梁付属物工（コンクリート管理橋）、橋梁足場等設置工（コンクリ

ート管理橋）、舗装工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。 

2.適用規定（1） 

仮設工は、第3編第2章第10節仮設工の規定による。 

3.適用規定（2） 

河川土工は、第1編第2章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工の規定による。 

 

第2節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類による。これによ

り難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑

義がある場合は監督員と協議しなければならない。 

 

国土交通省 仮締切堤設置基準（案）          （平成26年12月一部改正） 

ダム・堰施設技術協会 ダム・堰施設技術基準（案）（基準解説編・設備計画マニュアル編） 

     （平成28年10月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編）                （平成29年11月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅱ鋼橋・鋼部材編）         （平成29年11月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅲコンクリート橋・コンクリート部材編） 

 （平成29年11月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅳ下部構造編）       （平成29年11月） 

土木学会 プレストレストコンクリート工法設計施工指針    （平成3年3月） 

国土交通省 機械工事施工管理基準（案）            （令和元年10月） 

国土交通省 機械工事塗装要領（案）・同解説           （平成22年4月） 

日本道路協会 道路橋支承便覧                  （平成31年2月）  

  

 

第3節 工場製作工 

6-4-3-1 一般事項 

本節は、工場製作工として桁製作工、鋼製伸縮継手製作工、落橋防止装置製作工、鋼製排水管

製作工、橋梁用防護柵製作工、鋳造費、仮設材製作工及び工場塗装工その他これらに類する工種

について定める。 
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6-4-3-2 材料 

材料については、第3編 3-2-12-2 材料の規定による。 

 

6-4-3-3 桁製作工 

桁製作工の施工については、第3編 3-2-12-3 桁製作工の規定による。 

 

6-4-3-4 鋼製伸縮継手製作工 

鋼製伸縮継手製作工の施工については、第3編 3-2-12-5 鋼製伸縮継手製作工の規定による。 

 

6-4-3-5 落橋防止装置製作工 

落橋防止装置製作工の施工については、第3編 3-2-12-6 落橋防止装置製作工の規定による。 

 

6-4-3-6 鋼製排水管製作工 

鋼製排水管製作工の施工については、第3編 3-2-12-10 鋼製排水管製作工の規定による。 

 

6-4-3-7 橋梁用防護柵製作工 

橋梁用防護柵製作工の施工については、第3編 3-2-12-7橋梁用防護柵製作工の規定による。 

 

6-4-3-8 鋳造費 

受注者は、橋歴板の材質については、JIS H 2202（鋳物用銅合金地金）によらなければならな

い｡ 

 

6-4-3-9 仮設材製作工 

受注者は、製作・仮組・輸送・架設等に用いる仮設材は、工事目的物の品質・性能が確保でき

る規模と強度を有することを確認しなければならない。 

 

6-4-3-10 工場塗装工 

工場塗装工の施工については、第3編 3-2-12-11工場塗装工の規定による。 

 

第4節 工場製品輸送工 

6-4-4-1 一般事項 

本節は、工場製品輸送工として、輸送工その他これらに類する工種について定める。 

 

6-4-4-2 輸送工 

輸送工の施工については、第3編 3-2-8-2 輸送工の規定による。 

 

第5節 軽量盛土工 

6-4-5-1 一般事項 

本節は、軽量盛土工として、軽量盛土工その他これらに類する工種について定める。 

 

6-4-5-2 軽量盛土工 

軽量盛土工の施工については、第3編 3-2-11-2 軽量盛土工の規定による。 



 第6編 河川編 第4章 水門  

6-39 

6-4-16-8 銘板工 

銘板工の施工については、第3編 3-2-3-25 銘板工の規定による。 

 

第17節 橋梁足場等設置工（コンクリート管理橋） 

6-4-17-1 一般事項 

本節は、橋梁足場等設置工（コンクリート管理橋）として橋梁足場工、橋梁防護工、昇降用設

備工その他これらに類する工種について定める。 

 

6-4-17-2 橋梁足場工 

橋梁足場工の施工については、第6編 6-4-13-2 橋梁足場工の規定による。 

 

6-4-17-3 橋梁防護工 

橋梁防護工の施工については、第6編 6-4-13-3 橋梁防護工の規定による。 

 

6-4-17-4 昇降用設備工 

昇降用設備工の施工については、第6編 6-4-13-4 昇降用設備工の規定による。 

 

 

第18節 舗装工 
6-4-18-1 一般事項 

1.適用工種 

本節は、舗装工として舗装準備工、橋面防水工、アスファルト舗装工、半たわみ性舗装工、排

水性舗装工、透水性舗装工、グースアスファルト舗装工、コンクリート舗装工、薄層カラー舗装

工、ブロック舗装工の施工その他これらに類する工種について定める。 

2.舗装工 

受注者は、舗装工において、使用する材料のうち、試験が伴う材料については、「舗装調査・

試験法便覧 」（日本道路協会、平成31年3月）の規定に基づき試験を実施しなければならない。 

3.異常時の処置 

受注者は、路盤の施工において、路床面または下層路盤面に異常を発見したときは、設計図書

に関して監督員と協議しなければならない。 

4.有害物の除去 

受注者は、路盤の施工に先立って、路床面の浮石、その他の有害物を除去しなければならない。 

 

6-4-18-2 材料 

材料については、第3編 3-2-6-2 材料の規定による。 

 

6-4-18-3 舗装準備工 

舗装準備工の施工については、第3編 3-2-6-5 舗装準備工の規定による。 

 

6-4-18-4 橋面防水工 

橋面防水工の施工については、第3編 3-2-6-6 橋面防水工の規定による。 
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6-4-18-5 アスファルト舗装工 

アスファルト舗装工の施工については、第3編 3-2-6-7 アスファルト舗装工の規定による。 

 

6-4-18-6 半たわみ性舗装工 

半たわみ性舗装工の施工については、第3編 3-2-6-8 半たわみ性舗装工の規定による。 

 

6-4-18-7 排水性舗装工 

排水性舗装工の施工については、第3編 3-2-6-9 排水性舗装工の規定による。 

 

6-4-18-8 透水性舗装工 

透水性舗装工の施工については、第3編 3-2-6-10 透水性舗装工の規定による。 

 

6-4-18-9 グースアスファルト舗装工 

グースアスファルト舗装工の施工については、第3編 3-2-6-11 グースアスファルト舗装工の

規定による。 

 

6-4-18-10 コンクリート舗装工 

1.適用規定 

コンクリート舗装工の施工については、第3編 3-2-6-12 コンクリート舗装工の規定による。 

2.配合 

現場練りコンクリートを使用する場合の配合は、配合設計を行い、設計図書に関して監督員の

承諾を得るものとする。 

3.粗面仕上げ 

粗面仕上げは、フロート、ハケ及びほうき等で行うものとする。 

4.初期養生 

初期養生においては、コンクリート皮膜養生剤を原液濃度で70g/㎡程度を入念に散布し、三角

屋根、麻袋等で十分に行うものとする。 

5.目地注入材 

目地注入材は、加熱注入式高弾性タイプ（路肩側低弾性タイプ）を使用するものとする。 

6.横収縮目地及び縦目地 

横収縮目地及び縦目地は、カッタ目地とし、横収縮目地は30ｍに1ヶ所程度打込み目地とする

ものとする。 

 

6-4-18-11 薄層カラー舗装工 

薄層カラー舗装工の施工については、第3編 3-2-6-13 薄層カラー舗装工の規定による。 

 

6-4-18-12 ブロック舗装工 

ブロック舗装工の施工については、第3編 3-2-6-14 ブロック舗装工の規定による。
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第5章 堰 
 

第1節 適  用 

1.適用工種 

本章は、河川工事における工場製作工、工場製品輸送工、河川土工、軽量盛土工、可動堰本体

工、固定堰本体工、魚道工、管理橋下部工、鋼管理橋上部工、橋梁現場塗装工、床版工、橋梁付

属物工（鋼管理橋）、橋梁足場等設置工（鋼管理橋）、コンクリート管理橋上部工（ＰＣ橋）、コ

ンクリ－ト管理橋上部工（ＰＣホロースラブ橋）、コンクリ－ト管理橋上部工（ＰＣ箱桁橋）、橋

梁付属物工（コンクリート管理橋）、橋梁足場等設置工（コンクリート管理橋）、付属物設置工、

仮設工その他これらに類する工種について適用する。 

2.適用規定（1） 

河川土工、仮設工は、第1編第2章第3節河川土工、海岸土工、砂防土工、第3編第2章第10節仮

設工の規定による。 

3.適用規定（2） 

本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の

規定による。 

4.水位、潮位の観測 

受注者は、河川工事において、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。 

5.適用規定（3） 

受注者は、扉体、戸当り及び開閉装置の製作、据付けは「機械工事共通仕様書（案）」（国土交

通省、令和2年3月）の規定による。 

6.仮締切り 

受注者は、護岸工事等河川内で仮締切りを設置する工事を行う場合には、水位、潮位について、

常に監視しなければならない。 

 

第2節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これによ

り難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑

義がある場合は監督員と協議しなければならない。 

 

ダム・堰施設技術協会 ダム・堰施設技術基準（案）（基準解説編・設備計画マニュアル編） 

 （平成28年10月） 

国土開発技術研究センター ゴム引布製起伏堰技術基準（案） （平成12年10月） 

国土交通省 仮締切堤設置基準（案） （平成26年12月一部改正） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編） （平成29年11月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅱ鋼橋・鋼部材編） （平成29年11月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅲコンクリート橋･コンクリート部材編）（平成29年11月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅳ下部構造編） （平成29年11月） 

日本道路協会 鋼道路橋施工便覧 （令和2年9月） 
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日本道路協会 道路橋支承便覧 （平成31年2月） 

土木学会 プレストレストコンクリート工法設計施工指針 （平成3年3月） 

 

第3節 工場製作工 

6-5-3-1 一般事項 

1.適用工種 

本節は、工場製作工として、刃口金物製作工、桁製作工、検査路製作工、鋼製伸縮継手製作工、

落橋防止装置製作工、鋼製排水管製作工、プレビーム用桁製作工、橋梁用防護柵製作工、鋳造費、

アンカーフレーム製作工、仮設材製作工、工場塗装工、その他これらに類する工種について定め

る。 

2.施工計画書 

受注者は、原寸、工作、溶接および仮組立に関する事項を施工計画書へ記載しなければならな

い。 

なお、設計図書に示されている場合または設計図書に関して監督員の承諾を得た場合は、上記

項目の全部または一部を省略することができるものとする。 

3.名簿の整備 

受注者は、溶接作業に従事する溶接工の名簿を整備し、監督員の請求があった場合は速やかに

提示しなければならない。 

4.鋳鉄品及び鋳鋼品の使用 

受注者は、鋳鉄品及び鋳鋼品の使用にあたって、設計図書に示す形状寸法のもので、応力上問

題のあるキズまたは著しいひずみ及び内部欠陥がないものを使用しなければならない。 

5.主要部材 

主要部材とは、主構造と床組、二次部材とは、主要部材以外の二次的な機能を持つ部材をいう

ものとする。 

 

6-5-3-2 材料 

堰の材料については、第3編 3-2-12-2 材料の規定による。 

 

6-5-3-3 刃口金物製作工 

刃口金物製作工の施工については、第3編 3-2-12-3 桁製作工の規定による。 

 

6-5-3-4 桁製作工 

桁製作工の施工については、第3編 3-2-12-3 桁製作工の規定による。 

 

6-5-3-5 検査路製作工 

検査路製作工の施工については、第3編 3-2-12-4 検査路製作工の規定による。 

 

6-5-3-6 鋼製伸縮継手製作工 

鋼製伸縮継手製作工については、第3編 3-2-12-5 鋼製伸縮継手製作工の規定による。 

 

6-5-3-7 落橋防止装置製作工 

落橋防止装置製作工については、第3編 3-2-12-6 落橋防止装置製作工の規定による。 
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第6章 排水機場 
 

第1節 適  用 

1.適用工事 

本章は、河川工事における河川土工、軽量盛土工、機場本体工、沈砂池工、吐出水槽工、仮設

工その他これら類する工事について適用する。 

2.適用規定（1） 

河川土工、仮設工は、第1編第2章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工、第3編第2章第10節仮

設工の規定による。 

3.適用規定（2） 

本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の

規定による。 

4.水位、潮位の観測 

受注者は、河川工事においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。 

5.仮締切り 

受注者は、護岸工事等河川内で仮締切りを設置する工事を行う場合には、水位、潮位について、

常に監視しなければならない。 

 

第2節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類による。これによ

り難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑

義がある場合は監督員と協議しなければならない。 

 

ダム・堰施設技術協会 ダム・堰施設技術基準（案）（基準解説編・設備計画マニュアル編） 

 （平成28年10月） 

国土交通省 仮締切堤設置基準（案） （平成26年12月一部改正） 

河川ポンプ施設技術協会 揚排水ポンプ設備技術基準（案）同解説 （令和2年1月） 

 

第3節 軽量盛土工 

6-6-3-1 一般事項 

本節は、軽量盛土工として、軽量盛土工その他これらに類する工種について定める。 

 

6-6-3-2 軽量盛土工 

軽量盛土工の施工については、第3編 3-2-11-2 軽量盛土工の規定による。 

 

第4節 機場本体工 

6-6-4-1 一般事項 

1.適用工種 

本節は、機場本体工として作業土工（床掘り、埋戻し）、既製杭工、場所打杭工、矢板工、本

体工、燃料貯油槽工その他これらに類する工種について定める。 



 第6編 河川編 第6章 排水機場   

6-56 

2.一般事項 

受注者は、機場本体工の施工において、既設堤防の開削、仮締切、仮水路等の施工時期、順序

及び構造については、設計図書によらなければならない。 

3.堤防に設ける仮締切 

受注者は、堤防に設ける仮締切は、設計図書に基づき施工するが、現地状況によってこれによ

り難い仮締切を設置する場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

なお、その場合の仮締切は、堤防機能が保持できるものとしなければならない。 

4.仮水路 

受注者は、機場本体工の施工に必要となる仮水路は、設計図書に基づき施工するが、現地状況

によってこれによりがたい場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

なお、その場合の仮水路は、内水排除のための断面を確保し、その流量に耐える構造でなけれ

ばならない。 

 

6-6-4-2 作業土工（床掘り・埋戻し） 

1.適用規定 

作業土工の施工については、第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。 

2.基礎下面土質の相違 

受注者は、基礎下面の土質が設計図書と異なる場合には、設計図書に関して監督員と協議しな

ければならない。 

3.排水状態の維持 

受注者は、仮締切を設置した後の工事箇所は良好な排水状態に維持しなければならない。 

 

6-6-4-3 既製杭工 

既製杭工の施工については、第3編 3-2-4-4 既製杭工の規定による。 

 

6-6-4-4 場所打杭工 

場所打杭工の施工については、第3編 3-2-4-5 場所打杭工の規定による。 

 

6-6-4-5 矢板工 

矢板工の施工については、第3編 3-2-3-4 矢板工の規定による。 

 

6-6-4-6 本体工 

1.基礎材の敷均し 締固め 

受注者は、基礎材の敷均し、締固めにあたり、支持力が均等となり、かつ不陸を生じないよう

に施工しなければならない。 

2.均しコンクリートの施工 

受注者は、均しコンクリートの施工については不陸が生じないようにしなければならない。 

3.均しコンクリートの打設後の注意 

受注者は、均しコンクリートの打設終了後、コンクリート下面の土砂の流出を防止しなければ

ならない。 

4.打継ぐ場合の処置 

受注者は、硬化した本体コンクリートに二次コンクリートを打継ぐ場合、ハンドブレーカー、
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4.住民等からの通報の処置 

受注者は、巡視途上において、河川管理に関して一般住民等から通報を受けた場合は、直ちに

監督員にその内容を連絡しなければならない。 

5.巡視結果の報告 

受注者は、巡視結果について別に定めた様式により監督員に提出しなければならない。 

6.河川巡視員 

受注者は、設計図書で定めた資格を有する者を、河川巡視員に定めなければならない。 

 

第4節 除草工 

6-8-4-1 一般事項 

本節は、除草工として堤防除草工その他これに類する工種について定める。 

 

6-8-4-2 堤防除草工 

1.草刈りの範囲 

受注者は、兼用道路区間について、のり肩及びのり先（小段が兼用道路）より1ｍは草刈りを

しないものとする。 

2.刈残し 

受注者は、補助刈り（機械除草に係わる人力による除草）等を含め刈残しがないように草刈り

しなければならない。 

3.刈取り高 

受注者は、草の刈取り高については、10㎝以下として施工しなければならない。 

ただし、機械施工において現地盤の不陸及び法肩等で草の刈取り高10㎝以下で施工できない場

合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

4.自走式除草機械 

受注者は、自走式除草機械を使用して施工する場合は、のり面の状況を把握して、堤防等の河

川管理施設（許可工作物を含む）に損傷を与えないよう施工しなければならない。 

5.集草 

受注者は、除草区域の集草を実施する場合には刈草が残らないように施工しなければならない。 

6.除草の範囲 

受注者は、設計図書に明示していない場合には、川表は堤防のり先から川裏は官民境界までと

しなければならない。 

7.同時施工 

受注者が道路管理者と契約した区間については、監督員に報告し、同時施工できるものとする。 

 

第5節 堤防養生工 

6-8-5-1 一般事項 

本節は、堤防養生工として芝養生工、伐木除根工その他これらに類する工種について定める。 

 

6-8-5-2 芝養生工 

1.草等の処理 

受注者は、抜き取り（抜根）した草等をすべて処理しなければならない。ただし、設計図書及

び監督員の指示した場合はこの限りではない。 
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2.肥料 

受注者は、使用する肥料の種類、散布量及び配合は設計図書によらなければならない。また、

肥料については、施工前に監督員に確認を得なければならない。 

なお、設計図書に示す材料、使用量及び配合等が施工箇所に適さない場合は、設計図書に関し

て監督員と協議しなければならない。 

3.雑草の抜き取り（抜根） 

受注者は、人力により雑草の抜き取り（抜根）を施工しなければならない。 

 

6-8-5-3 伐木除根工 

1.発生材の処理 

受注者は、伐木及び除根した木等をすべて適正に処理しなければならない。ただし、設計図書

及び監督員の指示した場合はこの限りではない。 

2.施設の損傷防止 

受注者は、河川管理施設を傷めないように施工しなければならない。また、除根後の凹部には、

同等の材料で補修しなければならない。 

 

第6節 構造物補修工 

6-8-6-1 一般事項 

本節は、構造物補修工としてクラック補修工、ボーリンググラウト工、欠損部補修工その他こ

れに類する工種について定める。 

 

6-8-6-2 材料 

クラック補修工、ボーリンググラウト工、欠損部補修工に使用するコンクリート及びセメント

ミルク等については設計図書によらなければならない。 

 

6-8-6-3 クラック補修工 

1.クラック補修の施工 

受注者は、クラック補修の施工については、水中施工を行ってはいけない。 

2.前処理 

受注者は、下地処理及び清掃により不純物の除去を行なった後、クラック補修の施工に着手し

なければならない。 

3.充填 

受注者は、クラック補修箇所への充填材料は、確実に充填しなければならない。 

4.使用材料及び施工方法 

受注者は、使用材料及び施工方法については、設計図書及び監督員の指示によらなければなら

ない。 

 

6-8-6-4 ボーリンググラウト工 

1.ボーリンググラウト工の施工 

受注者は、施工にあたっては、水中施工を行ってはならない。 

2.充填 

受注者は、グラウト材料等を、確実に充填しなければならない。 
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3.せん孔機械 

受注者は、設計図書に示す仕様のせん孔機械を使用しなければならない。 

4.せん孔順序 

受注者は、設計図書に示す順序でせん孔しなければならない。 

5.機械の移動 

受注者は、監督員が行うせん孔長の確認後でなければ、せん孔機械を移動してはならない。 

6.孔内洗浄 

受注者は、設計図書に示す所定の深度までせん孔した後には、圧力水により孔内のスライムを

除去し、洗浄しなければならない。 

7.注入機械 

受注者は、設計図書に示す仕様の注入機械を使用しなければならない。 

8.配管方式 

受注者は、グラウチング用配管の配管方式について、設計図書によらなければならない。 

9.セメントミルク 

受注者は、設計図書に示す方法により、セメントミルクを製造し、輸送しなければならない。 

10.計量 

受注者は、水及びセメントの計量にあたっては、設計図書に示す方法によらなければならない。

ただし、これ以外の場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

11.セメントミルクの濃度管理 

受注者は、製造されたセメントミルクの濃度を設計図書に従い管理しなければならない。 

12.注入の開始及び完了 

受注者は、注入の開始及び完了にあたっては、設計図書に関して監督員の承諾を得なければな

らない。 

13.一時中断の処置 

受注者は、注入中に異常が認められ、やむを得ず注入を一時中断する場合には、設計図書に関

して監督員の承諾を得なければならない。 

14.コーキングの実施 

受注者は、注入中、堤体等にミルクの漏えいを認めたときには糸鉛、綿鉛、モルタルによりコ

ーキングを行わなければならない。 

15.追加グラウチングの実施 

受注者は、監督員から指示された場合には、追加グラウチングを行わなければならない。 

なお、追加孔の位置、方向、深度等は、監督員の指示によらなければならない。 

 

6-8-6-5 欠損部補修工 

1.一般事項 

受注者は、補修方法について、設計図書に示す以外の施工方法による場合は、設計図書に関し

て監督員と協議しなければならない。 

2.有害物の除去 

受注者は、施工前に欠損箇所の有害物の除去を行わなければならない。 
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第7節 路面補修工 

6-8-7-1 一般事項 

本節は、路面補修工として不陸整正工、コンクリート舗装補修工、アスファルト舗装補修工そ

の他これらに類する工種について定める。 

 

6-8-7-2 材料 

1.適用規定 

路面補修工で使用する材料については、第3編 3-2-3-2 材料、3-2-6-3 アスフルト舗装の材料、

3-2-6-4 コンクリート舗装の材料の規定による。 

2.アスファルト注入に使用する注入材料 

アスファルト注入に使用する注入材料は、ブローンアスファルトとし、JIS K 2207（石油アス

ファルト）の規格に適合する。 

なお、ブローンアスファルトの針入度は設計図書によらなければならない。 

3.クラック防止シート 

受注者は、目地補修に使用するクラック防止シートについては、施工前に設計図書に関して監

督員の承諾を得なければならない。 

4.堤体材料 

堤体材料については、現況堤体材料と同等の材料を使用しなければならない。 

 

6-8-7-3 不陸整正工 

1.一般事項 

受注者は、補修面を平坦に整正した後、補修材を均等に敷均し締固めなければならない。 

2.同等材料の補充 

受注者は、補修面の凹部については、堤体と同等品質の材料を補充しなければならない。 

 

6-8-7-4 コンクリート舗装補修工 

コンクリート舗装補修工の施工については、第3編 3-2-6-19 コンクリート舗装補修工の規定

による。 

 

6-8-7-5 アスファルト舗装補修工 

アスファルト舗装補修工の施工については、第3編 3-2-6-18 アスファルト舗装補修工の規定

による。 

 

第8節 付属物復旧工 

6-8-8-1 一般事項 

本節は、付属物復旧工として付属物復旧工その他これらに類する工種について定める。 

 

6-8-8-2 付属物復旧工 

1.一般事項 

受注者は、付属物復旧については、時期、箇所、材料、方法等について監督員より指示を受け

るものとし、完了後速やかに復旧数量等を監督員に報告しなければならない。 
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2.殻及び発生材の受入れ場所及び時間 

受注者は、殻及び発生材の受入れ場所及び時間について、設計図書に定めのない場合は、監督

員の指示を受けなければならない。



第6編 河川編 第9章 河川修繕 

6-76 

 

第9章 河川修繕 
 

第1節 適  用 

1.適用工種 

本章は、河川工事における河川土工、軽量盛土工、腹付工、側帯工、堤脚保護工、管理用通路

工、現場塗装工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。 

2.適用規定（1） 

河川土工、仮設工は、第1編第2章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工、第3編第2章第10節仮

設工の規定による。 

3.適用規定（2） 

本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編及

び本編第1章～7章の規定による。 

4.河川修繕の施工 

受注者は、河川修繕の施工にあたって、河道及び河川管理施設の機能を確保し施工しなければ

ならない。 

5.水位、潮位の観測 

受注者は、河川工事において、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。 

6.仮締切り 

受注者は、護岸工事等河川内で仮締切りを設置する工事を行う場合には、水位、潮位について、

常に監視しなければならない。 

 

第2節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これによ

り難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑

義がある場合は監督員と協議しなければならない。 

 

日本道路協会 鋼道路橋防食便覧 （平成26年3月） 

日本道路協会 道路維持修繕要綱 （昭和53年7月） 

ダム・堰施設技術協会 ダム・堰施設技術基準（案）（基準解説編・設備計画マニュアル編） 

 （平成28年10月） 

河川ポンプ施設技術協会 揚排水ポンプ設備技術基準（案）同解説 （令和2年1月） 

 

第3節 軽量盛土工 

6-9-3-1 一般事項 

本節は、軽量盛土工として、軽量盛土工その他これらに類する工種について定める。 

 

6-9-3-2 軽量盛土工 

軽量盛土工の施工については、第3編 3-2-11-2 軽量盛土工の規定による。 
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第4節 突堤基礎工 

7-2-4-1 一般事項 

1.適用工種 

本節は、突堤基礎工として作業土工（床掘り、埋戻し）、捨石工、吸出し防止工その他これら

に類する工種について定める。 

2.不陸整正の施工 

受注者は、不陸整正の施工にあたっては、表面を平坦に仕上げなければならない。 

3.突堤基礎の施工 

受注者は、突堤基礎の施工にあたっては、基礎地盤上に確実に定着させなければならない。 

 

7-2-4-2 材料 

1.突堤基礎工に使用する捨石 

突堤基礎工に使用する捨石は、第7編7-1-5-2材料の規定による。 

2.中埋用栗石 

吸出し防止工にふとんかごを用いる場合の中埋用栗石は、おおむね15～25cmのもので、網目よ

り大きな天然石または割ぐり石を使用する。 

3.アスファルトマット、合成繊維マットの使用 

吸出し防止工にアスファルトマット、合成繊維マットを使用する場合は、第7編 7-1-6-2材料

の規定による。 

 

7-2-4-3 作業土工 （床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。 

 

7-2-4-4 捨石工 

捨石工の施工については、第3編3-2-3-19捨石工の規定による。 

 

7-2-4-5 吸出し防止工 

1.粗朶沈床工 

受注者は、粗朶沈床工にあたって、連柴は梢を一方に向け径15cmを標準とし、緊結は長さ約60cm

毎に連柴締金を用いて締付け、亜鉛引鉄線または、しゅろ縄等にて結束し、この間2ヶ所を二子

なわ等をもって結束するものとし、連柴の長さは格子を結んだとき端にそれぞれ約15cmを残すよ

うにしなければならない。 

2.梢の向き 

受注者は、連柴及び敷粗朶を縦横ともそれぞれ梢を海岸に平行と沖合に向けて組立てなければ

ならない。 

3.連柴の結束 

受注者は、粗朶沈床の上下部の連柴を上格子組立て完了後、完全に結束しなければならない。 

4.沈設開始位置 

受注者は、粗朶沈床の設置にあたって、潮流による沈設中のズレを考慮して、沈設開始位置を

定めなければならない。 

5.沈石の施工 

受注者は、沈石の施工にあたって、沈床が均等に沈下するように投下し、当日中に完了しなけ
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ればならない。 

6.粗朶沈床の設置 

受注者は、粗朶沈床の設置にあたっては、多層の場合、下層の作業完了の確認をしなければ上

層沈設を行ってはならない。 

7.ふとんかごの詰石 

受注者は、ふとんかごの詰石にあたっては、ふとんかごの先端から逐次詰込み、空隙を少なく

しなければならない。 

8.ふとんかごの連結 

受注者は、ふとんかごの連結にあたっては、ふとんかご用鉄線と同一の規格の鉄線で緊結しな

ければならない。 

9.ふとんかごの開口部の緊結 

受注者は、ふとんかごの開口部を詰石後、かごを形成するものと同一の規格の鉄線をもって緊

結しなければならない。 

10.アスファルトマット、合成繊維マットの目地処理 

受注者は、アスファルトマット、合成繊維マットの目地処理は重ね合わせとし、重ね合わせ幅

は50cm以上としなければならない。 

 

第5節 突堤本体工 

7-2-5-1 一般事項 

1.適用工種 

本節は、突堤本体工として捨石工、被覆石工、被覆ブロック工、海岸コンクリートブロック工、

既製杭工、詰杭工、矢板工、石枠工、場所打コンクリート工、ケーソン工、セルラー工その他こ

れらに類する工種について定める。 

2.適用規定 

受注者は、突堤本体のコンクリート施工にあたっては、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの

規定による。 

3.コンクリート打込み 

受注者は、堤体工が扶壁式の場合、扶壁と表法被覆工は一体としてコンクリートを打込み、打

継目を設けてはならない。 

4.コンクリート打設 

受注者は、堤体工が階段式の場合、階段のけ込み部の型枠は吊り型枠を用いて、天端までコン

クリートを打設しなければならない。 

5.中詰の施工 

受注者は、中詰について、本体施工後速やかに施工しなければならない。 

6.中詰の施工方法 

受注者は、中詰の施工方法について、ケーソン及びセルラーの各室の中詰量の差が極力生じな

いように行わなければならない。 

7.コンクリート施工 

受注者は、突堤本体のコンクリート施工にあたっては、原則として水中打込みを行ってはなら

ない。 
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の場合には、振動機を下層に入るようにしなければならない。また、振動機械を用いてコンクリ

ートを横移動させてはならない。 

9.振動機による締固め（4） 

受注者は、コンクリートの体積の減少が認められなくなり、空気あわが出ず、水が表面に現れ

て、コンクリ－トが均一に溶け合ったようにみえるまで、振動を行わなければならない。また、

振動機は、コンクリートからゆっくり引抜き、穴が残らないようにしなければならない。 

10.一層の厚さ 

受注者は、1リフトを数層に分けて打込むときには、締固めた後の一層の厚さが、40～50cm以

下を標準となるように打込まなければならない。 

11.1リフトの高さ 

1リフトの高さは0.75ｍ以上2.0ｍ以下とし､同一区画内は、連続して打込むものとする。 

12.コンクリートの養生 

受注者は、コンクリートを一定期間、十分な湿潤状態に保たなければならない。養生方法の選

定にあたっては、その効果を確かめ、適切に湿潤養生期間を定めなければならない。 

13.止水板の接合 

受注者は、止水板の接合において合成樹脂製の止水板を使用する場合は、突合わせ接合としな

ければならない。 

14.接合部の止水性の確認 

受注者は、止水板接合完了後には、接合部の止水性について、監督員の確認を受けなければな

らない。 

15.吸出し防止材の施工 

受注者は、吸出し防止材の施工については、吸出し防止材を施工面に平滑に設置しなければな

らない。 

16.隣接ブロックの高低差 

隣接ブロックの高低差は、上下流方向で4リフト、軸方向で8リフト以内とする。 

17.工程計画 

受注者は、事前に打ち込みブロックの工程計画を作成し、監督員の承諾を得ると共にコンクリ

ートの打ち込み時には、資格と経験の有する技術者を現場に常駐させなければならない。 

18.水の除去 

受注者は、各層の締固め面に上昇してくる水を取り除かなければならない。 

19.天端保護用二次製品 

天端保護用二次製品及び、その取付け方法については、設計図書によるものとする。 

20.冬季のコンクリート養生 

受注者は、冬期における低温時のコンクリート養生は、普通養生のほか保温養生を行わなけれ

ばならない。 

21.岩盤面処理 

岩盤面処理については、以下のとおりとする。 

（1）基礎岩盤とは、設計図書に示す予定削線以下の岩盤で、コンクリートダムの基礎となる岩盤

をいうものとする。 

なお、設計図書に示す予定掘削線は、岩質の状況により監督員が変更する場合があるものと

する。 



 第8編 砂防編 第1章 砂防堰堤 

8-8 

（2）受注者は、基礎岩盤の整形については、監督員の立会を受けなければならない。 

（3）仕上げ掘削 

1）仕上げ掘削とは、コンクリート打設前に掘削作業により弛んだ岩盤を火薬類を使用しな

いで掘削除去し、基礎岩盤面を仕上げる作業をいうものとする。 

2）受注者は、仕上げ掘削を行うときは、ビッグハンマー及び手掘り工具等を用いて、基礎

岩盤に乱れや弛みが生じないように仕上げなければならない。 

（4）岩盤清掃 

受注者は、コンクリート打設直前に基礎岩盤面上の浮石、堆積物、油及び岩片等を除去した

うえで圧力水、圧縮空気、ワイヤーブラシ等により清掃し、溜水、砂等を除去しなければなら

ない。 

22.不良岩盤の処理 

不良岩等の処理については、以下のとおりとする。 

（1）受注者は、局部的不良岩及び破砕帯、断層の処理にあたっては、設計図書に示す方法によら

なければならない。ただし、これにより難い場合は、監督員と協議しなければならない。 

（2）受注者は、基礎岩盤から湧水がある場合の処理にあたっては、設計図書に示す方法によらな

ければならない。ただし、これにより難い場合は、監督員と協議しなければならない。 

23.基礎地盤確認後の再処理 

基礎地盤確認後の再処理については、以下のとおりとする。 

受注者は、次の場合にはコンクリート打設直前に監督員の再確認を受けなければならない。 

（1）基礎地盤の確認終了後、長期間放置した場合 

（2）基礎地盤の確認後、状況が著しく変化した場合 

24.砂防ソイルセメント 

受注者は、砂防ソイルセメントの施工にあたって、設計図書において特に定めのない事項につ

いては、「砂防ソイルセメント施工便覧」（砂防・地すべり技術センター、平成28年9月）、現位置

撹拌混合固化工法（ISM工法）設計・施工マニュアル第1回改訂版（先端建設技術センターISM工

法研究会、平成19年3月）の規定による。 

なお、これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

 

8-1-8-5 コンクリート副堰堤工 

コンクリート副堰堤工の施工については、第8編 8-1-8-4 コンクリート堰堤本体工の規定によ

る。 

 

8-1-8-6 コンクリート側壁工 

1.適用規定 

均しコンクリート、コンクリート、吸出し防止材の施工については、第8編 8-1-8-4 コンクリ

ート堰堤本体工の規定による。 

なお、これにより難い場合は事前の試験を行い設計図書に関して監督員の承諾を得なければな

らない。 

2.植石張り 

受注者は、植石張りを、堤体と分離しないように施工しなければならない。 
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3.植石 

受注者は、植石を、その長手を流水方向に平行におかなければならない。 

4.植石張りの目地モルタル 

受注者は、植石張りの目地モルタルについては、植石張り付け後ただちに施工するものとし、

目地は押目地仕上げとしなければならない。 

5.排水孔の適用規定 

排水孔の施工にあたっては、第1編 1-3-6-7 打継目14項によるものとする。 

また、配置にあたっては側壁前面の水位を考慮するものとする。 

6.施工目地 

コンクリート側壁工の施工目地は、10ｍ毎に設置することを標準とする。 

 

8-1-8-7 間詰工 

間詰工の施工については、第8編 8-1-8-4 コンクリート堰堤本体工の規定によるものとし、本

体と同時に打設するものとし、その施工高（最小厚さ）は上流側で1ｍ、下流側で岩盤線までと

する。 

なお、上流側については岩質・堤高を考慮して2ｍ程度までとする。また、水通し天端より上

側については上下流とも岩盤線までとする。ただし、岩盤の掘削深が深い箇所の間詰の施工高は、

岩盤線までとはせず、地質・堤高を考慮して2ｍ程度までとする。 

なお、これにより難い場合は設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

 

8-1-8-8 水叩工 

1.コンクリートの施工 

受注者は、コンクリートの施工については、水平打継ぎをしてはならない。これにより難い場

合は、施工前に設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

2.適用規定 

コンクリート、止水板または吸出防止材の施工については、第8編 8-1-8-4 コンクリート堰堤

本体工の規定による。 

なお、これにより難い場合は事前の試験を行い設計図書に関して監督員の承諾を得なければな

らない。 

 

8-1-8-9 残存型枠（砂防工） 

1.種別及び名称 

（1）残存型枠（外壁兼用型） 

コンクリート構造物を型枠工法により施工する場合において、コンクリート打設後取り外しを

しないでコンクリート構造物の外壁として活用される型枠をいう。 

（2）残存型枠（構造物一体型） 

コンクリート構造物を型枠工法により施工する場合において コンクリート打設後取り外しを

しないでコンクリート構造物の一部として活用される型枠をいう。 

2.残存型枠（外壁兼用型）工 

（1）一般事項 

1）残存型枠工（外壁兼用型）とは、薄肉プレキャスト・セメントコンクリート製の型枠製

品と組立部材を使用し、コンクリート打設後の脱型作業を必要としない型枠工のことをい
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う。 

2）残存型枠工（外壁兼用型）に用いる型枠は、以下のとおりとする。 

① 残存型枠（外壁兼用型）とは、意匠性を目的としない型枠材をいう。 

② 残存化粧型枠（外壁兼用型）とは、残存型枠（外壁兼用型）のうち化粧面が一体とな

った意匠性を目的とした型枠材をいう。 

（2）材料 

受注者は、残存型枠工（外壁兼用型）に用いる型枠について、表8-1-1に従って品質規格証

明書等を整備、保管し監督員の請求があった場合は、速やかに提示しなければならない。 

 

 

表8-1-1 残存型枠（外壁兼用型）の規格 

項 目 内   容 摘  要 

質 量 
残存型枠（外壁兼用型）     ６０㎏/枚以下 

 
残存化粧型枠（外壁兼用型）  １１０㎏/枚以下 

主要材料 

１) モルタル及びコンクリート 
「共仕」第8編8-1-8-4 の本体コンクリートの 
品質を損なうものであってはならない。 

２) 型枠製品内蔵の補強部材 
補強部材は、型枠本体に内蔵していること。 

３) 補強部材が鉄製の場合には、必要な防錆処理また
は防錆処理対策が施されているもの。 

品質規格証明書 

強度特性 
コンクリート打設時の側圧に耐える強度を有してい
ること。 

公的試験機関の 
証明書又は公的 
機関の試験結果 

一体性 コンクリートと一体化する機能を有していること。 

耐久性 
１) 型枠は耐凍結融解性を有していること。 
２) 型枠は、ひび割れ又は破損した場合でも容易に 

剥落しないこと。 

 

（3）施工 

1）受注者は、型枠にひび割れ等の有害な損傷を与えないようにしなければならない。 

2）受注者は、型枠のひび割れや変位等を防ぐため、適切な支持材の取付をしなければなら

ない。 

3）受注者は、コンクリート打込み前にあらかじめ型枠裏面を湿潤状態にした上で、コンク

リートが十分にまわり込むように締固めなければならない。 

4）受注者は、目地を設ける際には目地位置の型枠の縁を切らなければならない。 

また、伸縮目地材を用いる際は目地材を型枠ではさみ込み、表面に露出させなければな

らない。 

3.残存型枠（構造物ー体型）工 

残存型枠（構造物ー体型）工については設計図書によるものとする。 
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第9節 鋼製堰堤工 

8-1-9-1 一般事項 

1.鋼製堰堤工の種類 

本節は、鋼製堰堤工として作業土工（床掘り・埋戻し）、埋戻し工、鋼製堰堤本体工、鋼製側

壁工、コンクリート側壁工、間詰工、水叩工、現場塗装工その他これらに類する工種について定

める。 

2.現場塗装工 

受注者は、現場塗装工については、同種塗装工事に従事した経験を有する塗装作業者を工事に

従事させなければならない。 

 

8-1-9-2 材料 

現場塗装の材料については、第3編 3-2-12-2 材料の規定による。 

 

8-1-9-3 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第8編 8-1-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。 

 

8-1-9-4 埋戻し工 

埋戻し工の施工については、第8編 8-1-8-3 埋戻し工の規定による。 

 

8-1-9-5 鋼製堰堤本体工 

1.鋼製枠の吊り込み 

受注者は、鋼製枠の吊り込みにあたっては、塗装面に損傷を与えないようにしなければならな

い。 

2.適用規定 

隔壁コンクリート基礎、均しコンクリート、コンクリート、吸出し防止材の施工については、

第8編 8-1-8-4 コンクリート堰堤本体工の規定による。 

3.倒れ防止 

受注者は、枠内中詰材施工前の倒れ防止については、堤長方向に切梁等によるおさえ等を施工

しなければならない。 

4.枠内中詰材投入 

受注者は、枠内中詰材投入の際には、鋼製枠に直接詰石、建設機械等が衝突しないようにしな

ければならない。 

5.作業土工（埋戻し） 

受注者は、作業土工（埋戻し）の際に、鋼製枠に敷均しまたは締固め機械が直接乗らないよう

にしなければならない。 

 

8-1-9-6 鋼製側壁工 

鋼製側壁工の施工については、第8編 8-1-9-5 鋼製堰堤本体工の規定による。 

 

8-1-9-7 コンクリート側壁工 

コンクリート側壁工の施工については、第8編 8-1-8-6 コンクリート側壁工の規定による。 
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8-1-9-8 間詰工 

間詰工の施工については、第8編 8-1-8-7 間詰工の規定による。 

 

8-1-9-9 水叩工 

水叩工の施工については、第8編 8-1-8-8 水叩工の規定による。 

 

8-1-9-10 現場塗装工 

現場塗装工の施工については、第3編 3-2-3-31 現場塗装工の規定による。 

 

第10節 護床工・根固め工 

8-1-10-1 一般事項 

本節は、護床工・根固め工として作業土工（床掘り・埋戻し）、埋戻し工、根固めブロック工、

間詰工、沈床工、かご工、元付工その他これらに類する工種について定める。 

 

8-1-10-2 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第8編 8-1-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。 

 

8-1-10-3 埋戻し工 

埋戻し工の施工については、第8編 8-1-8-3 埋戻し工の規定による。 

 

8-1-10-4 根固めブロック工 

根固めブロック工の施工については、第3編 3-2-3-17 根固めブロック工の規定による。 

根固めブロックの運搬及び据付けについては、設計強度の確認後施工しなければならない。 

 

8-1-10-5 間詰工 

間詰工の施工については、第8編 8-1-8-7 間詰工の規定による。 

 

8-1-10-6 沈床工 

沈床工の施工については、第3編 3-2-3-18 沈床工の規定による。 

 

8-1-10-7 かご工 

かご工の施工については、第3編 3-2-14-7 かご工の規定による。 

 

8-1-10-8 元付工 

元付工の施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。 

 

第11節 砂防堰堤付属物設置工 

8-1-11-1 一般事項 

本節は、砂防堰堤付属物設置工として作業土工（床掘り・埋戻し）、防止柵工、境界工、銘板

工、点検施設工、その他これらに類する工種について定める。 

 

8-1-11-2 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。 
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8-1-11-3 防止柵工 

防止柵工の施工については、第3編 3-2-3-7 防止柵工の規定による。 

 

8-1-11-4 境界工 

境界工の施工については、第6編 6-1-12-2 境界工の規定によるものとする。 

 

8-1-11-5 銘板工 

1.一般事項 

受注者は、銘板及び標示板の設置にあたって、材質、大きさ、取付け場所を設計図書のとおり

に行わなければならない。ただし、特に指定のない場合は第3編 3-2-3-25 銘板工の規定による

ものとし、その他規定のないものについては監督員の指示によらなければならない。 

2.設置位置等 

将来の維持管理面での必要性から各種事業の最終年度に文字など確認しやすい位置 （袖天端

を基本とする）に設置する。 

（1）形状 

図1-1のとおりとする。厚さは20～25㎜程度とする。 

（2）材質 

本堤へ埋め込むため十分な耐久性を持つものでなければならない。一般には黒御影石を使用す

る。 

 

図1-1 施工銘板の例 

    

備考   1．堰堤工のⅤは本堤、副堤、側壁、水叩の全体立積とする （間詰は含まない）。 

     2．流路工のＬは全体延長とする。 

     3．文字は堀深さ5㎜前後の白エナメル入りとし、大きさは4～5㎝前後とする。  

 

8-1-11-6 点検施設工 

受注者は、点検施設を設計図書に基づいて施工できない場合には、設計図書に関して監督員と

協議しなければならない。 

 

令和 
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第12節 付帯道路工 

8-1-12-1 一般事項 

本節は、付帯道路工として作業土工（床掘り・埋戻し）、路側防護柵工、舗装準備工、アスフ

ァルト舗装工、コンクリート舗装工、薄層カラー舗装工、側溝工、集水桝工、縁石工、区画線工

その他これらに類する工種について定める。 

 

8-1-12-2 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。 

 

8-1-12-3 路側防護柵工 

路側防護柵工の施工については、第3編 3-2-3-8 路側防護柵工の規定による。 

 

8-1-12-4 舗装準備工 

舗装準備工の施工については、第3編 3-2-6-5 舗装準備工の規定による。 

 

8-1-12-5 アスファルト舗装工 

アスファルト舗装工の施工については、第3編 3-2-6-7 アスファルト舗装工の規定による。 

 

8-1-12-6 コンクリート舗装工 

コンクリート舗装工の施工については、第3編 3-2-6-12 コンクリート舗装工の規定による。 

 

8-1-12-7 薄層カラー舗装工 

薄層カラー舗装工の施工については、第3編 3-2-6-13 薄層カラー舗装工の規定による。 

 

8-1-12-8 側溝工 

側溝工の施工については、第3編 3-2-3-29 側溝工の規定による。 

 

8-1-12-9 集水桝工 

集水桝工の施工については、第3編 3-2-3-30 集水桝工の規定による。 

 

8-1-12-10 縁石工 

縁石工の施工については、第3編 3-2-3-5 縁石工の規定による。 

 

8-1-12-11 区画線工 

区画線工の施工については、第3編 3-2-3-9 区画線工の規定による。 

 

第13節 付帯道路施設工 

8-1-13-1 一般事項 

本節は、付帯道路施設工として境界工、道路付属物工、小型標識工その他これらに類する工種

について定める。 

 

8-1-13-2 境界工 

境界工の施工については、第6編 6-1-12-2 境界工の規定による。 
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8-1-13-3 道路付属物工 

道路付属物工の施工については、第3編 3-2-3-10 道路付属物工の規定による。 

 

8-1-13-4 小型標識工 

小型標識工の施工については、第3編 3-2-3-6 小型標識工の規定による。 
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第2章 流路 
 

第1節 適  用 

1.適用工種 

本章は、砂防工事における砂防土工、軽量盛土工、流路護岸工、床固め工、根固め・水制工、

流路付属物設置工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。 

2.適用規定（1） 

砂防土工は、第1編第2章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工の規定による。 

3.適用規定（2） 

仮設工は、第3編第2章第10節仮設工の規定による。 

4.適用規定（3） 

本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の

規定による。 

5.水位の観測 

受注者は、砂防工事においては、水位の観測を必要に応じて実施しなければならない。 

 

第2節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類による。これによ

り難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑

義がある場合は監督員と協議しなければならない。 

日本道路協会 道路土工－擁壁工指針               （平成24年７月） 

日本道路協会 道路土工－カルバート工指針            （平成22年３月） 

日本道路協会 道路土工－仮設構造物工指針            （平成11年３月） 

 

第3節 軽量盛土工 

8-2-3-1 一般事項 

本節は、軽量盛土工として、軽量盛土工その他これらに類する工種について定める。 

 

8-2-3-2 軽量盛土工 

軽量盛土工の施工については、第3編 3-2-11-2 軽量盛土工の規定による。 

 

第4節 流路護岸工 

8-2-4-1 一般事項 

本節は、流路護岸工として作業土工（床掘り・埋戻し）、埋戻し工、基礎工（護岸）、コンクリ

ート擁壁工、ブロック積擁壁工、石積擁壁工、護岸付属物工、植生工その他これらに類する工種

について定める。 

 

8-2-4-2 作業土工（床堀り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第8編 8-1-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。 
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8-2-4-3 埋戻し工 

埋戻し工の施工については、第8編 8-1-8-3 埋戻し工の規定による。 

 

8-2-4-4 基礎工（護岸） 

基礎工（護岸）の施工については、第3編 3-2-4-3 基礎工（護岸）の規定による。 

 

8-2-4-5 コンクリート擁壁工 

コンクリート擁壁工の施工については、第8編 8-1-8-4 コンクリート堰堤本体工の規定による。 

 

8-2-4-6 ブロック積み擁壁工 

ブロック積擁壁工の施工については、第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工の規定による。 

 

8-2-4-7 石積み擁壁工 

石積擁壁工の施工については、第3編 3-2-5-5 石積（張）工の規定による。 

 

8-2-4-8 護岸付属物工 

1.適用規定 

横帯コンクリートの施工については、第3編 3-2-14-4 法枠工の規定による。 

2.コンクリートの施工 

プレキャスト横帯コンクリートの施工については、基礎との密着をはかり、接合面が食い違わ

ないように施工しなければならない。 

 

8-2-4-9 植生工 

植生工の施工については、第3編 3-2-14-2 植生工の規定による。 

 

8-2-4-10 目地工 

護岸工の縦目地は、10ｍ間隔を標準とし、構造はフラット型とする。 

なお、目地の材質については、第2編 2-2-10-2 目地板の３項によるものとする。 

 

第5節 床固め工 

8-2-5-1 一般事項 

本節は、床固め工として作業土工（床掘り・埋戻し）、埋戻し工、床固め本体工、垂直壁工、

側壁工、水叩工、魚道工その他これらに類する工種について定める。 

 

8-2-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第8編 8-1-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。 

 

8-2-5-3 埋戻し工 

埋戻し工の施工については、第8編 8-1-8-3 埋戻し工の規定による。 

 

8-2-5-4 床固め本体工 

床固め本体工の施工については、第8編 8-1-8-4 コンクリート堰堤本体工の規定による。 
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8-2-5-5 垂直壁工 

垂直壁工の施工については、第8編 8-1-8-4 コンクリート堰堤本体工の規定による。 

 

8-2-5-6 側壁工 

側壁工の施工については、第8編 8-1-8-6 コンクリート側壁工の規定による。 

 

8-2-5-7 水叩工 

水叩工の施工については、第8編 8-1-8-8 水叩工の規定による。 

 

8-2-5-8 魚道工 

魚道工の施工については、第8編 8-1-8-4 コンクリート堰堤本体工の規定による。 

 

第6節 根固め・水制工 

8-2-6-1 一般事項 

本節は、根固め・水制工として作業土工（床掘り・埋戻し）、埋戻し工、根固めブロック工、

間詰工、捨石工、かご工、元付工その他これらに類する工種について定める。 

 

8-2-6-2 作業土工 （床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第8編 8-1-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。 

 

8-2-6-3 埋戻し工 

埋戻し工の施工については、第8編 8-1-8-3 埋戻し工の規定による。 

 

8-2-6-4 根固めブロック工 

根固めブロック工の施工については、第3編 3-2-3-17 根固めブロック工の規定による。 

 

8-2-6-5 間詰工 

間詰コンクリートの施工については、第8編 8-1-8-7 間詰工の規定による。 

 

8-2-6-6 捨石工 

捨石工の施工については、第3編 3-2-3-19 捨石工の規定による。 

 

8-2-6-7 かご工 

かご工の施工については、第3編 3-2-14-7 かご工の規定による。 

 

8-2-6-8 元付工 

元付工の施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。 

 

第7節 流路付属物設置工 

8-2-7-1 一般事項 

本節は、流路付属物設置工として階段工、防止柵工、境界工その他これらに類する工種につい

て定める。 
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8-2-7-2 階段工 

階段工の施工については、第3編 3-2-3-22 階段工の規定による。 

 

8-2-7-3 防止柵工 

防止柵工の施工については、第3編 3-2-3-7 防止柵工の規定による。 

 

8-2-7-4 境界工 

境界工の施工については、第6編 6-1-12-2 境界工の規定による。 

 

8-2-7-5 銘板工 

1.一般事項 

受注者は、銘板及び標示板の設置にあたって、材質、大きさ、取付け場所を設計図書のとおり

に行わなければならない。ただし、特に指定のない場合は第3編 3-2-3-25 銘板工の規定による

ものとし、その他規定のないものについては監督員の指示によらなければならない。 

2.設置位置等 

将来の維持管理面での必要性から各種事業の最終年度に文字など確認しやすい位置 （袖天端

を基本とする）に設置する。 

（1） 形状 

図2-1のとおりとする。厚さは20～25㎜程度とする。 

（2） 材質 

護岸等へ埋め込むため十分な耐久性を持つものでなければならない。一般には黒御影石を使用

する。 

 

図2-1 施工銘板の例 

      
備考   1．流路工のＬは全体延長とする。 

2．文字は堀深さ5㎜前後の白エナメル入とし、大きさは4～5㎝前後とする。 

令和 
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第3章 斜面対策 
 

第1節 適  用 

1.適用工種 

本章は、砂防工事における砂防土工、軽量盛土工、法面工、擁壁工、山腹水路工、地下水排除

工、地下水遮断工、抑止杭工、斜面対策付属物設置工、仮設工その他これらに類する工種につい

て適用する。 

2.適用規定（1） 

砂防土工は、第1編第2章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工の規定による。 

3.適用規定（2） 

仮設工は、第3編第2章第10節仮設工の規定による。 

4.適用規定（3） 

本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の

規定による。 

 

第2節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類による。これによ

り難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑

義がある場合は監督員と協議しなければならない。 

 

全国治水砂防協会 新・斜面崩壊防止工事の設計と実例         （令和元年６月） 

全国特定法面保護協会 のり枠工の設計施工指針           （平成25年10月） 

日本道路協会 道路土工－擁壁工指針                 （平成24年７月） 

日本道路協会 道路土工－カルバート工指針              （平成22年３月） 

日本道路協会 道路土工－盛土工指針                 （平成22年４月） 

日本道路協会 道路土工－切土工・斜面安定工指針           （平成21年６月） 

日本道路協会 道路土工指針－仮設構造物工指針            （平成11年３月） 

土木研究センター 補強土（テールアルメ）壁工法設計・施工マニュアル （平成26年８月） 

地盤工学会 グラウンドアンカー設計・施工基準・同解説         （平成24年５月） 

ＰＣフレーム協会 ＰＣフレーム工法設計・施工の手引き        （平成24年９月） 

斜面防災対策技術協会 新版地すべり鋼管杭設計要領          （平成28年３月） 

斜面防災対策技術協会 地すべり対策技術設計実施要領        （平成19年12月） 

 

第3節 軽量盛土工 

8-3-3-1 一般事項 

本節は、軽量盛土工として、軽量盛土工その他これらに類する工種について定める。 

 

8-3-3-2 軽量盛土工 

軽量盛土工の施工については、第3編 3-2-11-2 軽量盛土工の規定による。 
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第４節 法面工 

8-3-4-1 一般事項 

本節は、法面工として植生工、吹付工、法枠工、かご工、アンカー工、抑止アンカー工、ロッ

クボルト工その他これらに類する工種について定める。 

 

8-3-4-2 植生工 

植生工の施工については、第3編 3-2-14-2 植生工の規定による。 

 

8-3-4-3 吹付工 

吹付工の施工については、第3編 3-2-14-3 吹付工の規定による。 

 

8-3-4-4 法枠工 

法枠工の施工については、第3編 3-2-14-4 法枠工の規定による。 

 

8-3-4-5 かご工 

かご工の施工については、第3編 3-2-14-7 かご工の規定による。 

 

8-3-4-6 アンカー工（プレキャストコンクリート板） 

1.ＰＣ法枠工の施工 

受注者は、ＰＣ法枠工の施工については第1編 1-1-1-4 施工計画書第１項の記載内容に加えて、

施工順序を記載しなければならない。 

2.ＰＣ法枠工の掘削面の施工 

受注者は、ＰＣ法枠工を掘削面に施工するにあたり、切土面を平滑に切取らなければならない。

切り過ぎた場合には、整形しなければならない。 

3.ＰＣ法枠工の基面処理の施工 

受注者は、ＰＣ法枠工の基面処理の施工において、緩んだ転石・岩塊等が表われた場合には、

基面の安定のために除去しなければならない。 

なお、転石等の除去が困難な場合には、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

4.裏込工の施工 

受注者は、基面とＰＣ法枠の間の不陸を整えるために裏込工を施工する場合には、ＰＣ法枠に

がたつきがないように施工しなければならない。 

5.アンカーの施工 

アンカーの施工については、第8編 8-3-4-7 抑止アンカー工の規定による。 

6.防食処理 

受注者は、ＰＣフレーム板の中に納まるアンカー頭部は、錆や腐食に対して十分な防食処理を

しなければならない。 

7.アンカーの施工 

受注者は、設計図書に示す場合を除き、アンカー頭部が露出しないように施工しなければなら

ない。 

8.ジョイント部の接続 

受注者は、ＰＣ法枠のジョイント部の接続または目地工を施工する場合は、アンカーの緊張定

着後に施工しなければならない。 
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9.適用規定 

受注者は、ＰＣ法枠工の施工にあたっては、ＰＣフレーム工法設計・施工の手引き4章施工の

規定による。 

 

8-3-4-7 抑止アンカー工 

1.材料保管 

受注者は、材料を保管する場合は、保管場所を水平で平らな所を選び、地表面と接しないよう

に角材等を敷き、降雨にあたらないようにシート等で覆い、湿気、水に対する配慮を行わなけれ

ばならない。 

2.アンカーの削孔 

受注者は、アンカーの削孔に際しては、周囲の地盤を乱すことのないように十分注意して施工

しなければならない。 

3.削孔水 

受注者は、削孔水は清水を使用することを原則とし、定着グラウトに悪影響を及ぼす物質を含

まないものを使用しなければならない。また、周辺地盤、アンカー定着地盤に影響を及ぼすおそ

れのある場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

4.削孔が不能となった場合 

受注者は、設計図書に示された延長に達する前に削孔が不能となった場合は、原因を調査する

とともに、設計図書に関して、監督員と協議しなければならない。 

5.アンカー定着部の確認 

受注者は、削孔にあたり、アンカー定着部の位置が設計図書に示された位置に達したことを、

削孔延長、削孔土砂等により確認するとともに、確認結果を監督員に提出しなければならない。 

6.孔内洗浄 

受注者は、削孔が終了した場合は、原則として孔内を清水により十分洗浄し、スライム等を除

去しなければならない。 

7.付着の防止 

受注者は、テンドンにグラウトとの付着を害するさび、油、泥等が付着しないよう注意して取

扱うものとし、万一付着した場合は、これらを取り除いてから組立加工を行わなければならない。 

8.グラウト注入 

受注者は、グラウト注入にあたり、削孔内の排水、排気を円滑に行うため、アンカーの最低部

より開始する。 

なお、グラウトが孔口から排出されるまで注入作業を中断してはならない。 

9.テンドンの挿入 

受注者は、グラウト注入終了後、テンドンの挿入について有害な損傷や変形を与えない方法を

用いて所定の位置に正確に行い、グラウトが硬化するまでテンドンが動かないように保持しなけ

ればならない。 

10.初期緊張力 

受注者は、注入されたグラウトが設計図書に示された強度に達した後、設計図書に示された残

存引張り力が得られるよう初期緊張力を与えなければならない。 
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8-3-4-8 切土工一般 

1.一般事項 

受注者は、施工中の落石、崩壊、地すべり等の発生を防止するために、地山の変動に注意を払

うとともに、短区間に区切り施工することとし、切取面、掘削面を長時間放置することのないよ

う努めなければならない。ただし、単位延長が短くできない場合は、十分な安全確保ができる施

工方法を施工計画書に明記し、施工しなければならない。 

2.安全対策 

受注者は、斜面下部において、土砂等の崩落に備えて設計書のとおり仮設防護柵を設置した後、

工事に着手しなければならない。ただし、現地調査の結果これにより難い場合は監督員と十分協

議のうえ、他の安全対策について検討しなければならない。 

3.排水計画 

受注者は、施工に先立ち、斜面の状態、背後地からの地表水の流入経路、湧水箇所について把

握し、施工区域外へ安全に排水させるための準備排水や施工時の排水計画を十分検討し、切土施

工斜面に流水が集まらないよう、斜面上方の仮排水路の設置や湧水箇所の処置を行なわなければ

ならない。 

また、切土施工中や降雨が予想される場合について、湧水の有無、その状態に注意し、ビニー

ルシート等による被覆を行なうとともに、必要に応じて切土斜面に流入・湛水しないよう仮排水

路の設置などの手段を速やかに講じなければならない。降雨後は必ず斜面を踏査して、新たな流

水や湧水がないか、また、亀裂等の斜面の変化について点検した後、作業をしなければならない。 

4.地元住民への周知 

受注者は、工事施工にあたり、監督員と協議のうえ、あらかじめ地元住民に対し、施工の内容、

工程その他の施工計画について説明を行なうとともに、異常事態の発生が予想される場合または

発生した場合の通報、連絡および避難の方法等を周知徹底し、工事に対する理解と協力を得なけ

ればならない。 

 

8-3-4-9 ロックボルト工 

1.施工前の調査 

受注者は、施工に際して工事着手前に法面の安定、地盤の状況、地中障害物、湧水を調査しな

ければならない。 

2.異常時の措置 

受注者は、本条１項の調査を行った結果、異常を発見し設計図書に示された施工条件と一致し

ない場合は、速やかに監督員に協議しなければならない。 

3.材料の保管管理 

受注者は、材料を保管する場合は、保管場所は水平で平らな所を選び、地表面と接しないよう

に角材等を敷き、降雨にあたらないようにシート等で覆い、湿気、水に対する配慮を行わなけれ

ばならない。 

4.グラウトの品質 

受注者は、グラウトは、緊張時あるいは設計荷重作用時に所定の強度を有する品質のものを使

用しなければならない。 

5.補強材の品質 

受注者は、加工された補強材については、試験によってその品質が保証されたものを使用しな
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ければならない。 

6.補強材の清掃 

受注者は、補強材の使用前に、有害なさび、油、その他の異物が残らないように、清掃してか

ら使用しなければならない。 

7.作業サイクル 

受注者は、原則として補強材一段ごとに切土、のり面工、補強材打設等の一連の作業を繰り返

して施工するものであり、掘削時が最も不安定となるため堀削高さは地山の自立高さとし、補強

材位置や削孔方法等を考慮して施工を行わなければならない。 

また、掘削したのり面を、無処理のまま長時間放置してはならない。 

8.削孔の精度 

受注者は、打設角度や削孔長等の精度を常に確認し、施工しなければならない。 

9.補強材の挿入 

受注者は、補強材の挿入の際には、所定の位置も正確に行い注入材が硬化するまで動かすなど

して付着強度を低下させることのないよう注意しなければならない。 

10.グラウト注入時（1） 

受注者は、グラウト注入の際には、削孔完了後確実にスライムを除去したことを確認し、グラ

ウトの確実な充填を確認するため孔口から排出されるまで作業を中断してはならない。 

11.グラウト注入時（2） 

受注者は、グラウトの注入が完了した後に、補強材頭部背面に空洞が生じないよう硬練りモル

タルにより充填しなければならない。 

12.キャップ 

受注者は、頭部に用いる金具については、所定の機能と十分な強度を有し、有害な変形を生じ

ないものを使用しなければならない。 

 

第5節 擁壁工 

8-3-5-1 一般事項 

本節は、擁壁工として作業土工（床掘り・埋戻し）、既製杭工、場所打擁壁工、プレキャスト

擁壁工、補強土壁工、井桁ブロック工、落石防護工、その他これらに類する工種について定める。 

 

8-3-5-2 作業土工 （床掘り・埋戻し） 

1.適用規定 

作業土工の施工については、第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。 

2.擁壁工の作業土工 

受注者は、擁壁工の作業土工にあたっては、地山の変動に注意し、地すべり等を誘発させない

よう施工しなければならない。 

 

8-3-5-3 既製杭工 

既製杭工の施工については、第3編 3-2-4-4 既製杭工の規定による。 

 

8-3-5-4 現場打擁壁工 

現場打擁壁工の施工については、第1編第3章 無筋・鉄筋コンクリートの規定による。 
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8-3-5-5 プレキャスト擁壁工 

プレキャスト擁壁工の施工については、第3編 3-2-15-2 プレキャスト擁壁工の規定による。 

 

8-3-5-6 補強土壁工 

補強土壁工の施工については、第3編 3-2-15-3 補強土壁工の規定による。 

 

8-3-5-7 井桁ブロック工 

井桁ブロック工の施工については、第3編 3-2-15-4 井桁ブロック工の規定による。 

 

8-3-5-8 落石防護工 

1.落石防護工の支柱基礎 

受注者は、落石防護工の支柱基礎の施工については、周辺の地盤をゆるめることなく、かつ、

滑動しないよう定着させなければならない。 

2.ケーブル金網式の設置 

受注者は、ケーブル金網式の設置にあたっては、初期張力を与えたワイヤロープにゆるみがな

いように施工し、金網を設置しなければならない。 

3.Ｈ鋼式の緩衝材設置 

受注者は、Ｈ鋼式の緩衝材設置にあたっては、落石による衝撃に対してエネルギーが吸収され

るよう設置しなければならない。 

 

第6節 山腹水路工 

8-3-6-1 一般事項 

1.適用工種 

本節は、山腹水路工として作業土工（床掘り・埋戻し）、山腹集水路・排水路工、山腹明暗渠

工、山腹暗渠工、集水桝工、現場打水路工その他これらに類する工種について定める。 

2.異常の発生 

受注者は、施工中工事区域内に新たに予期できなかった亀裂の発生等異常を認めた場合、工事

を中止し、監督員と協議しなければならない。ただし、緊急を要する場合には、応急措置をとっ

た後、直ちに監督員に連絡しなければならない。 

 

8-3-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。 

 

8-3-6-3 山腹集水路・排水路工 

1.水路工の施工 

受注者は、水路工の施工において、法面より浮き上がらないよう施工しなければならない。 

2.野面石水路 

受注者は、野面石水路においては、石材は長手を流路方向に置き、中央部及び両端部には大石

を使用しなければならない。 

3.コルゲートフリュームの組立 

受注者は、コルゲートフリュームの組立てにあたっては、上流側または高い側のセクションを、

下流側または低い側のセクションの内側に重ね合うようにし、重ね合わせ部分の接合は、フリュ
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ーム断面の両側で行うものとし、底部で行ってはならない。また、埋戻し後もボルトの締結状態

を点検し、ゆるんでいるものがあれば締直しを行わなければならない。 

 

8-3-6-4 山腹明暗渠工 

1.適用規定 

山腹明暗渠工の施工については、第8編 8-3-6-3 山腹集水路・排水路工の規定による。 

2.排水水路の施工 

受注者は、排水路の両側を良質な土砂で埋戻し、水路工に損傷を与えないよう締固め、排水路

に表流水が流れ込むようにしなければならない。 

3.水路の肩及び切取法面 

受注者は、水路の肩及び切取法面が、流出または崩壊しないよう、保護しなければならない。 

4.暗渠の施工 

受注者は、地下水排除のための暗渠の施工にあたっては、基礎を固めた後、透水管及び集水用

のフィルター材を埋設しなければならない。 

 

8-3-6-5 山腹暗渠工 

受注者は、地下水排除のための暗渠の施工にあたっては、基礎を固めた後、透水管及び集水用

のフィルター材を埋設しなければならない。透水管及びフィルター材の種類、規格については、

設計図書によらなければならない。 

 

8-3-6-6 現場打水路工 

1.水路勾配 

受注者は、現地の状況により、設計図書に示された水路勾配により難い場合は、設計図書に関

して監督員と協議するものとし、下流側または低い側から設置するとともに、底面は滑らかで一

様な勾配になるように施工しなければならない。 

2.柵渠の施工 

受注者は、柵渠の施工については、くい、板、かさ石及びはりに隙間が生じないよう注意して

施工しなければならない。 

 

8-3-6-7 集水桝工 

集水桝工の施工については、第3編 3-2-3-30 集水桝工の規定による。 

 

第7節 地下水排除工 

8-3-7-1 一般事項 

1.適用工種 

本節は、地下水排除工として作業土工（床掘り・埋戻し）、井戸中詰工、集排水ボーリング工、

集水井工その他これらに類する工種について定める。 

2.多量の湧水 

受注者は、せん孔中、多量の湧水があった場合、または予定深度まで掘進した後においても排

水の目的を達しない場合には、速やかに監督員に報告し、設計図書に関して指示を受けなければ

ならない。 
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3.せん孔中の変化 

受注者は、せん孔中、断層、き裂により、湧水等に変化を認めた場合、直ちに監督員に連絡し

なければならない。 

4.検尺 

受注者は、検尺を受ける場合は、監督員立会のうえでロッドの引抜を行い、その延長を計測し

なければならない。ただし、検尺の方法について監督員が、受注者に指示した場合にはこの限り

ではない。 

5.集水井の掘削 

受注者は、集水井の掘削が予定深度まで掘削しない前に多量の湧水があった場合、または予定

深度まで掘削した後においても湧水がない場合には、速やかに監督員に報告し、設計図書に関し

て指示を受けなければならない。 

6.集水井の施工 

受注者は、集水井の施工にあたっては、常に観測（監視）計画等にて地すべりの状況を把握す

るとともに、掘削中の地質構造、湧水等を詳細に記録して、異常（数値の変化等）が確認された

場合は速やかに監督員に報告しなければならない。 

 

8-3-7-2 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。 

 

8-3-7-3 井戸中詰工 

井戸中詰工の施工については、第1編第2章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工の規定による。 

 

8-3-7-4 集排水ボーリング工 

1.ボーリングの施工 

受注者は、ボーリングの施工に先立ち、孔口の法面を整形し、完成後の土砂崩壊が起きないよ

うにしなければならない。 

2.保孔管 

保孔管は、削孔全長に挿入するものとし、設計図書に指定するものを除き、硬質塩化ビニル管

とするものとする。 

3.ストレーナー加工 

保孔管のストレーナー加工は、設計図書による。 

4.せん孔完了後の標識板 

受注者は、せん孔完了後、各箇所ごとに、せん孔地点の脇に、番号、完了年月日、孔径、延長、

施工業者名を記入した標示板を立てなければならない。 

 

8-3-7-5 集水井工 

受注者は、集水井の設置位置及び深度について、現地の状況により設計図書に定めた設置位置

及び深度に支障のある場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

 

第8節 地下水遮断工 

8-3-8-1 一般事項 

本節は、地下水遮断工として作業土工（床掘り・埋戻し）、場所打擁壁工、固結工、矢板工そ
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の他これらに類する工種について定める。 

 

8-3-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。 

 

8-3-8-3 現場打擁壁工 

現場打擁壁工の施工については、第1編第３章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。 

 

8-3-8-4 固結工 

固結工の施工については、第3編 3-2-7-9 固結工の規定による。 

 

8-3-8-5 矢板工 

矢板工の施工については、第3編 3-2-3-4 矢板工の規定による。 

 

第9節 抑止杭工 

8-3-9-1 一般事項 

1.適用工種 

本節は、抑止杭工として作業土工（床掘り・埋戻し）、既製杭工、場所打杭工、シャフト工（深

礎工）、合成杭工、その他これらに類する工種について定める。 

2.施工計画書 

受注者は、杭の施工については第1編 1-1-1-4 第１項施工計画書の記載内容に加えて杭の施工

順序について、施工計画書に記載しなければならない。 

3.杭建て込みのための削孔 

受注者は、杭建て込みのための削孔にあたっては、地形図、土質柱状図等を検討して、地山の

かく乱、地すべり等の誘発をさけるように施工しなければならない。 

4.地質の状況の記録と確認 

受注者は、杭建て込みのための削孔作業においては、排出土及び削孔時間等から地質の状況を

記録し、基岩または固定地盤面の深度を確認のうえ、施工しなければならない。 

 

8-3-9-2 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。 

 

8-3-9-3 既製杭工 

1.適用規定 

既製杭工の施工については、第3編 3-2-4-4 既製杭工の規定による。 

2.鋼管杭材の接合 

受注者は、鋼管杭材について機械的な方法で接合する場合は、確実に接合しなければならない。 

3.人工泥水 

受注者は、削孔に人工泥水を用いる場合は、沈澱槽や排水路等からの水の溢流、地盤への浸透

をさけなければならない。 

4.杭挿入孔の施工 

受注者は、杭挿入孔の掘削の施工については、削孔用水の地中への漏水は極力抑えるように施

工しなければならない。 
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5.杭の建て込み 

受注者は、杭の建て込みにあたっては、各削孔完了後にただちに挿入しなければならない。 

6.既製杭工の施工 

受注者は、既製杭工の施工にあたっては、掘進用刃先、拡孔錐等の数を十分用意し、地質の変

化等にも直ちに即応できるよう配慮しておかなければならない。 

 

8-3-9-4 場所打杭工 

場所打杭工の施工については、第3編 3-2-4-5 場所打杭工の規定による。 

 

8-3-9-5 シャフト工（深礎工） 

シャフト工（深礎工）の施工については、第3編 3-2-4-6 深礎工の規定による。 

 

8-3-9-6 合成杭工 

合成杭工の施工については、第3編 3-2-4-4 既製杭工の規定による。 

 

第10節 斜面対策付属物設置工 

8-3-10-1 一般事項 

本節は、斜面対策付属物設置工として点検施設工その他これらに類する工種について定める。 

 

8-3-10-2 点検施設工 

点検施設工の施工については、第8編 8-1-11-6 点検施設工の規定による。 

 

8-3-10-3 銘板工 

1.一般事項 

受注者は、銘板及び標示板の設置にあたって、材質、大きさ、取付け場所を設計図書のとおり

に行わなければならない。ただし、特に指定のない場合は第3編 3-2-3-25 銘板工の規定による

ものとし、その他規定のないものについては監督員の指示によらなければならない。 

2.設置位置等 

将来の維持管理面での必要性から事業の最終年度に文字など確認しやすい位置に設置する。 

（1）形状 

図3-1のとおりとする。黒御影石を使用する場合は、厚さを20～25㎜程度とし、鋼板を使用す

る場合は1.0㎜とする。 

（2）材質 

擁壁等へ埋め込む場合は、十分な耐久性を持つものでなければならない。一般には黒御影石を

使用する。また、それ以外の場合は鋼板を使用する。 
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図3-1 施工銘板の例 

 

     
備考   文字は堀深さ5㎜前後の白エナメル入とし、大きさは4～5㎝前後とする。 
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2.確認資料の提出 

受注者は、確認に際しては、設計図書に示す資料を監督員に提出しなければならない。 

 

9-1-3-9 岩盤確認後の再処理 

受注者は、次の場合には、監督員の指示に従い第9編 9-1-3-5 岩盤面処理4項の岩盤清掃を行

い、コンクリート打設直前に監督員の再確認を受けなければならない。 

（1）基礎岩盤の確認終了後の岩盤を、長期間放置した場合。 

（2）基礎岩盤の確認後、岩盤の状況が著しく変化した場合。 

 

第4節 ダムコンクリート工 

9-1-4-1 一般事項 

1.適用工種 

本節は、ダムコンクリート工として原石骨材、天然骨材、配合、材料の計量、練りまぜ、コン

クリートの運搬、打込み開始、コンクリートの打込み、締固め、継目、養生その他これらに類す

る工種について定める。 

2.適用工法 

本節は、有スランプコンクリートを用いて施工するブロック工法及びレヤー工法の場合に適用

する。 

3.骨材使用時の注意（1） 

受注者は、設計図書に基づいて製造した骨材を使用しなければならない。 

4.骨材使用時の注意（2） 

受注者は、監督員の指示または承諾なしに、骨材をダム本体コンクリート工事以外に使用して

はならない。 

 

9-1-4-2 原石骨材 

1.表土処理 

受注者は、表土の取り除きが完了したときには、原石としての適否について、監督員の確認を

受けなければならない。 

2.原石採取 

（1）受注者は、原石の採取にあたっては、草木、泥土、その他有害物が混入しないようにしなけれ

ばならない。 

（2）受注者は、原石採取中に破砕帯、風化層等に遭遇した場合には監督員と協議しなければならな

い。監督員が品質試験等の結果から骨材として不適当と認めた場合には、監督員の指示に従わ

なければならない。 

（3）受注者は、原石の採取にあたっては、設計図書に定められた法面勾配等に基づき施工する。た

だし、浮石等の存在によりこれにより難い場合には、設計図書に関して監督員と協議しなけれ

ばならない。 

 

9-1-4-3 天然骨材 

受注者は、骨材を採取する場合には、治水、利水及び河川工作物等に悪影響をおよぼさないよ

うに、設計図書に従い採取しなければならない。 
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9-1-4-4 配合 

1.一般事項 

受注者は、設計図書に示すコンクリートの示方配合を、現場試験の結果に基づいて現場配合に

直し、設計図書に示す資料により監督員の承諾を得なければならない。 

2.配合の修正 

受注者は、現場試験の結果、配合の修正が必要と認められる場合には、設計図書に示す資料に

より監督員の承諾を得なければならない。 

 

9-1-4-5 材料の計量 

1.一般事項 

受注者は、骨材の表面水量の試験及び骨材が乾燥している場合の有効吸水量の試験にあたって

は、設計図書に示す方法によらなければならない。 

2.各材料の計量 

受注者は、各材料の計量にあたっては、1練り分ずつ質量で計量しなければならない。ただし、

水及び混和剤溶液は、容積で計量してもよい。 

3.用水 

混和剤を溶かすのに用いた水または混和剤を薄めるのに用いた水は、単位水量の一部とするも

のとする。 

4.計量装置の精度確保 

受注者は、設計図書に従い計量装置を所定の精度を確保するため定期的に検査し、その結果を

整理・保管するとともに、監督員または検査員から請求があった場合は速やかに提示しなければ

ならない。また、検査の結果異常が発見された場合は速やかに監督員へ報告する。 

 

9-1-4-6 練りまぜ 

1.一般事項 

受注者は、水、セメント、骨材、混和材、混和剤が均一に練り混ぜられた状態になるまで、コ

ンクリートを練りまぜなければならない。 

2.ミキサーの練りまぜ性能試験 

受注者は､JIS Ａ 8603-2（コンクリートミキサー 第2部:練混ぜ性能試験方法）によりミキサ

ーの練りまぜ性能試験を行い、十分な性能を有することを確かめてから使用するものとし、試験

結果は整理・保管するとともに、監督員または検査員から請求があった場合は速やかに提示しな

ければならない。また、試験の結果、異常が発見された場合は速やかに監督員へ報告しなければ

ならない。 

3.使用機器 

受注者は、コンクリートの練りまぜにあたっては、バッチミキサーを用いなければならない。 

4.材料分離 

ミキサーは、練り上がりコンクリートを排出する時に、材料の分離を起こさないものとする。 

5.1練りの量及び練りまぜ時間の決定 

受注者は、1練りの量及び練りまぜ時間を､JIS Ａ 8603-2（コンクリートミキサー 第2部:練混

ぜ性能試験方法）により試験を行ったうえで決定しなければならない。 

（1）可傾式ミキサーの練りまぜ時間は、ミキサー内にセメント、混和材、混和剤及び骨材を全部投
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入したときからとし、その最小時間は表9-1-1を標準とする。 

 

表9-1-1 ミキサーの標準最小練りまぜ時間 

ミキサー容量（ｍ3） 練りまぜ時間（分） 

3以下～2超 2.5 

2以下～1.5 超 2.0 

1.5 以下 1.5 

 

（2）受注者は､強制練りミキサーを用いる場合は、JIS Ａ 8603-2（コンクリートミキサー 第2部:

練混ぜ性能試験方法）により練りまぜ性能試験を行い、十分な性能を有することを確かめるも

のとし、試験結果は整理・保管するとともに、監督員または検査員から請求があった場合は速

やかに提示しなければならない。また、試験の結果、異常が発見された場合は速やかに監督員

へ報告しなければならない。 

6.練りまぜ時間の範囲 

練りまぜ時間は、本条5項で決定した時間の3倍以下とする。 

7.排出 

受注者は、ミキサー内のコンクリートを全部排出した後でなければ、新たに材料を投入しては

ならない。 

8.付着物の除去 

受注者は、コンクリートの打込み作業開始前及び打込み作業終了後にはミキサーを清掃し、ミ

キサー内に付着したコンクリート及び雑物を除去しなければならない。 

9.不適合配合の処分 

受注者は、コンクリート製造設備の故障や計量の誤りにより、以下に示す配合とならなかった

場合、及び監督員が廃棄を指示したコンクリートについては、適切に運搬し、処分しなければな

らない。 

（1）第9編 9-1-4-4 配合に示すコンクリートの配合 

（2）第9編 9-1-4-8 打込み開始の5項に示すモルタルの配合 

 

9-1-4-7 コンクリートの運搬 

1.一般事項 

受注者は、練上りコンクリートを材料の分離が生じないよう、速やかに打込み場所に運搬しな

ければならない。 

2.内部付着物の除去 

受注者は、コンクリートの運搬を始める前に、運搬装置の内部に付着しているコンクリート及

び雑物を取り除かなければならない。 

3.バケット運搬 

受注者は、コンクリートの運搬にあたっては、バケットによらなければならない。ただし、こ

れ以外の場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

4.バケットの構造 

バケットの構造は、コンクリートの投入及び排出の際に材料の分離を起こさないものであり、

また、バケットからのコンクリートの排出が容易でかつ、速やかなものとする。 
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9-1-4-8 打込み開始 

1.施工計画書 

受注者は、コンクリートの打込みにあたっては、事前に打込みブロックの工程計画を作成し、

施工計画書へ記載する。 

2.打継目 

受注者は、コンクリートの打込みに先立ち、打継目の処理及び清掃、型枠、鉄筋、各種埋設物

の設置について、監督員の確認を受けなければならない。 

3.技術者の常駐 

受注者は、コンクリートの打込み時には、設計図書に示す資格と経験を有する技術者を現場に

常駐させなければならない。 

4.コンクリート面の処置 

受注者は、コンクリートの打込み前に、コンクリートを打込む基礎岩盤面及び水平打継目のコ

ンクリート面を、湿潤にして吸水させたうえで表面の水を除いた後、モルタルを塗込み、ただち

にコンクリートの打込みを開始しなければならない。 

5.モルタル塗り込み 

受注者は、設計図書に示す配合のモルタルをコンクリート打込み面に均等に塗り込まなければ

ならない。 

6.セメントペ-スト塗り込み 

受注者は、基礎岩盤面にコンクリートを打込む場合、モルタルのつきにくい部分には、セメン

トペ-ストを塗り込まなければならない。 

7.モルタルの厚さ 

モルタルの厚さは平均厚で、岩盤では2cm程度、水平打継目では1.5cm程度とする。 

 

9-1-4-9 コンクリートの打込み 

1.一般事項 

受注者は、コンクリートを運搬後、ただちに打込むとともに、一区画内のコンクリートは、打

込みが完了するまで連続して打込まなければならない。 

2.適用規定 

受注者は、第9編 9-1-4-10 締固め5項に示す状態が確保されないコンクリートを用いてはなら

ない。 

3.コンクリート落下高さ 

受注者は、コンクリート打込み用バケットを、その下端が打込み面上1ｍ程度に達するまでおろ

し、打込み場所にコンクリートを排出し、コンクリートを移動させる必要がないようにしなけれ

ばならない。 

4.1リフトの高さ 

1リフトの高さは、設計図書による。 

5.ハーフリフト高さ 

受注者は、以下の場合には、ハーフリフト高さとしなければならない。 

（1）基礎岩盤面より打ち上がるとき 

（2）長期間打止めしたリフト面より打継ぐとき 

（3）その他監督員が指示する時 
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 道 路 編 
 

第1章 道路改良 
 

第1節 適  用 

1.適用工種 

本章は、道路工事における道路土工、工場製作工、地盤改良工、法面工、軽量盛土工、擁壁工、

石・ブロック積（張）工、カルバート工、排水構造物工（小型水路工）、落石雪害防止工、遮音壁

工、構造物撤去工、仮設工その他これらに類する工種について適用する｡ 

2.適用規定（1） 

道路土工、構造物撤去工、仮設工は、第1編第2章第4節道路土工、第3編第2章第9節構造物撤去

工、第10節仮設工の規定による。 

3.適用規定（2） 

本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規

定による。 

 

第2節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類による。これによ

り難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑

義がある場合は監督員と協議しなければならない。 

日本道路協会 道路土工構造物技術基準・同解説 （平成29年3月） 

地盤工学会  グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説      （平成24年5月） 

日本道路協会 道路土工要綱                    （平成21年6月） 

日本道路協会 道路土工―切土工・斜面安定工指針          （平成21年6月） 

日本道路協会 道路土工―盛土工指針                （平成22年4月） 

日本道路協会 道路土工―擁壁工指針                （平成24年7月） 

日本道路協会 道路土工－カルバート工指針             （平成22年3月） 

日本道路協会 道路土工－仮設構造物工指針             （平成11年3月） 

全日本建設技術協会 土木構造物標準設計 第2巻          （平成12年9月） 

全国特定法面保護協会 のり枠工の設計施工指針           （平成25年10月） 

日本道路協会 落石対策便覧                    （平成12年6月） 

日本道路協会 鋼道路橋防食便覧                  （平成26年3月） 

土木研究センター ジオテキスタイルを用いた補強土の設計施工マニュアル （平成25年12月） 

土木研究センター 補強土（テールアルメ）壁工法設計・施工マニュアル （平成26年8月） 

土木研究センター 多数アンカー式補強土壁工法設計・施工マニュアル （平成26年8月） 

日本道路協会 道路防雪便覧                    （平成2年5月） 

日本建設機械化協会 除雪・防雪ハンドブック（除雪編）       （平成16年12月） 

日本建設機械化協会 除雪・防雪ハンドブック（防雪編）       （平成16年12月） 

日本みち研究所 補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針（案）とその解説－ （平成29年11月） 
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日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン （平成29年11月） 

 

第3節 工場製作工 

10-1-3-1 一般事項 

1.適用工種 

本節は、工場製作工として遮音壁支柱製作工その他これらに類する工種について定める。 

2.適用規定 

工場製作については、第3編第2章第12節工場製作工（共通）の規定による。 

 

10-1-3-2 遮音壁支柱製作工 

1.一般事項 

受注者は、支柱の製作加工にあたっては、設計図書によるが、特に製作加工図を必要とする場

合は、監督員の承諾を得なければならない。 

2.部材の切断 

受注者は、部材の切断をガス切断により行うものとするが、これ以外の切断の場合は、設計図

書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

3.孔あけ 

受注者は、孔あけについては、設計図書に示す径にドリルまたはドリルとリーマ通しの併用に

より行わなければならない。 

なお、孔あけによって孔の周辺に生じたまくれは、削り取らなければならない。 

4.適用規定 

工場塗装工の施工については、第3編3-2-12-11工場塗装工の規定による。 

5.支柱の材料 

支柱（Ｈ型鋼）の材料は、JIS G 3101「一般構造用圧延鋼材」の2種（SS400）又はこれと同等

品以上とする。 

6.外観･形状･寸法等 

支柱の外観･形状･寸法等は、JIS G 3192「熱間圧延型鋼の形状･寸法･重量及びその許容差」に

規定するＨ型鋼とする。 

7.防錆処理 

支柱及び取付材の金具及びストッパーについては、JIS H 8641「溶融亜鉛めっき」の2種（HDZ55）

以上、取付材のパネル固定金具については、JIS H 8641「溶融亜鉛めっき」の2種（HDZ35）以上

の防錆処理を行わなければならない。 

8.鋼管杭の材料 

鋼管杭の材料は、JIS A 5525（STK400）又はこれと同等品以上とする。 

 

第4節 地盤改良工 

10-1-4-1 一般事項 

本節は、地盤改良工として、路床安定処理工、置換工、サンドマット工、バーチカルドレーン

工、締固め改良工、固結工その他これらに類する工種について定める。 

 

10-1-4-2 路床安定処理工 

路床安定処理工の施工については、第3編3-2-7-2 路床安定処理工の規定による。 
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試験方法はJIS A 1416「実験室における音響透過損失測定方法」によらなければならない。 

（2）吸音率 

400Hzに対して70％以上 

1000Hzに対して80％以上 

試験方法はJIS A 1409「残響室吸音率の測定方法」によらなければならない。 

 

10-1-12-3 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。 

 

10-1-12-4 遮音壁基礎工 

受注者は、支柱アンカーボルトの設置について、設計図書によるものとし、これ以外による場

合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

 

10-1-12-5 遮音壁本体工 

1.遮音壁本体の支柱の施工 

遮音壁本体の支柱の施工については、支柱間隔について、設計図書によるものとし、ずれ、ね

じれ、倒れ、天端の不揃いがないように設置しなければならない。 

2.吸音板の建込みの施工 

吸音板の建込みの施工については、吸音板相互、吸音板と地際及び吸音板と支柱の接合部につ

いては、コンクリート、モルタル、アスファルト又は金属板等で密封しなければならない。 

3.吸音板の建込みの状態確認 

吸音板の建込みの状態については、その都度確認をするものとする。 

4.吸音板の固定金具（バネ） 

吸音板の固定金具（バネ）については、両端の2箇所（吸音板1枚当たり）に使用しなければな

らない。 

5.遮音壁付属物の施工 

受注者は、遮音壁付属物の施工については、水切板、クッションゴム、落下防止柵、下段パネ

ル、外装板の各部材は、ずれが生じないよう注意して施工しなければならない。 
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第2章 舗装 

 

第1節 適  用 

1.適用工種 

本章は、道路工事における道路土工、地盤改良工、舗装工、排水構造物工、縁石工、踏掛版工、

防護柵工、標識工、区画線工、道路植栽工、道路付属施設工、橋梁付属物工、仮設工、その他こ

れらに類する工種について適用する。 

2.適用規定（1） 

道路土工、地盤改良工、仮設工は、第1編第2章第4節道路土工、第3編第2章第7節地盤改良工及

び第10節仮設工の規定による。 

3.適用規定（2） 

本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規

定による。 

 

第2節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これによ

り難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑

義がある場合は監督員と協議しなければならない。 

日本道路協会 アスファルト舗装工事共通仕様書解説        （平成4年12月） 

日本道路協会 道路土工要綱                   （平成21年6月） 

日本道路協会 道路緑化技術基準・同解説              （平成28年3月） 

日本道路協会 舗装再生便覧                    （平成22年11月） 

日本道路協会 舗装調査・試験法便覧               （平成31年3月） 

日本道路協会 道路照明施設設置基準・同解説            （平成19年10月） 

日本道路協会 視線誘導標設置基準・同解説             （昭和59年10月） 

日本道路協会 道路反射鏡設置指針                 （昭和55年12月） 

国土交通省  防護柵の設置基準の改定について          （平成16年3月） 

日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説              （平成28年12月） 

日本道路協会 道路標識設置基準・同解説            （令和2年6月） 

日本道路協会 視覚障害者誘導用ブロック設置指針・同解説     （昭和60年9月） 

日本道路協会 道路橋床版防水便覧                （平成19年3月） 

建設省    道路附属物の基礎について             （昭和50年7月） 

日本道路協会 アスファルト混合所便覧（平成8年度版）       （平成8年10月） 

日本道路協会 舗装施工便覧                   （平成18年2月） 

日本道路協会 舗装の構造に関する技術基準・同解説        （平成13年9月） 

日本道路協会 舗装設計施工指針                 （平成18年2月） 

日本道路協会 舗装設計便覧                   （平成18年2月） 
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10-2-4-9 グースアスファルト舗装工 

1.適用規定 

グースアスファルト舗装工の施工については、第3編3-2-6-11グースアスファルト舗装工の規

定による。 

2.アスファルト乳剤 

タックコートで使用するゴム入りアスファルト乳剤はPK-Rとする。 

 

10-2-4-10 コンクリート舗装工 

1.適用規定 

コンクリート舗装工の施工については、第3編3-2-6-12コンクリート舗装工の規定による。 

2.配合 

現場練りコンクリートを使用する場合の配合は配合設計を行い、設計図書に関して監督員の承

諾を得なければならない。 

3.粗面仕上げ 

粗面仕上げは、フロート及びハケ、ホーキ等で行うものとする。 

4.初期養生 

初期養生において、コンクリート被膜養生剤を原液濃度で70g/m2程度を入念に散布し、三角屋

根、麻袋等で十分に行うこと。 

5.目地注入材 

目地注入材は、加熱注入式高弾性タイプ（路肩側低弾性タイプ）を使用する。 

6.横収縮目地及び縦目地 

横収縮目地はダウウエルバーを用いたダミー目地を標準とし、目地間隔は、表10－2－1を標準

とする。 

縦目地の設置は、2車線幅員で同一横断勾配の場合には、できるだけ2車線を同時舗設し、縦目

地位置に径22ｍｍ、長さ1ｍのタイバーを使ったダミー目地を設ける。やむを得ず車線ごとに舗設

する場合は、径22ｍｍ、長さ1ｍのネジ付きタイバーを使った突き合わせ目地とする。 

 

表 10－2－1 横収縮目地間隔の標準値 

版の構造 版厚 間隔 

鉄網および縁部補強鉄筋を省略 
25cm未満 5ｍ 

25cm以上 6ｍ 

鉄網および縁部補強鉄筋を使用 
25cm未満 8ｍ 

25cm以上 10ｍ 

 

10-2-4-11 薄層カラー舗装工 

薄層カラー舗装工の施工については、第3編3-2-6-13薄層カラー舗装工の規定による。 

 

10-2-4-12 ブロック舗装工 

ブロック舗装工の施工については、第3編3-2-6-14ブロック舗装工の規定による。 
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第5節 排水構造物工（路面排水工） 

10-2-5-1 一般事項 

1.適用工種 

本節は、排水構造物工（路面排水工）として、作業土工（床掘り、埋戻し）、側溝工、管渠工、

集水桝（街渠桝）・マンホール工、地下排水工、場所打水路工、排水工（小段排水・縦排水）、排

水性舗装用路肩排水工その他これらに類する工種について定める。 

2.適用規定 

排水構造物工（路面排水工）の施工については、道路土工要領の排水施設の施工の規定及び本

編10-2-5-3側溝工、10-2-5-5集水桝（街渠桝）・マンホール工の規定による。これにより難い場合

は、監督員の承諾を得なければならない。 

 

10-2-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。 

 

10-2-5-3 側溝工 

1.一般事項 

受注者は、Ｌ型側溝またはＬＯ型側溝、プレキャストＵ型側溝の設置については、設計図書に

示す勾配で下流側または、低い側から設置するとともに、底面は滑らかで一様な勾配になるよう

に施工しなければならない。 

2.接合部の施工 

受注者は、Ｌ型側溝及びＬＯ型側溝、プレキャストＵ型側溝のコンクリート製品の接合部につ

いて、取付部は、特に指定しない限り、セメントと砂の比が1：3の配合のモルタル等を用い、漏

水のないように入念に施工しなければならない。 

3.材料の破損防止 

受注者は、側溝蓋の施工にあたって材料が破損しないよう丁寧に施工しなければならない。 

4.モルタル配合 

本条第2項のモルタルは、セメントと砂の比が1：3の重量配合とする。 

 

10-2-5-4 管渠工 

1.適用規定（1） 

管渠の設置については、第10編10-2-5-3側溝工の規定による。 

2.適用規定（2） 

受注者は、管渠のコンクリート製品の接合部については､第10編10-2-5-3側溝工の規定による。 

3.管の切断 

受注者は、管の一部を切断する必要のある場合は、切断によって使用部分に損傷が生じないよ

うに施工しなければならない。損傷させた場合は、取換えなければならない。 

 

10-2-5-5 集水桝（街渠桝）・マンホール工 

1.街渠桝の基礎 

受注者は、街渠桝の施工にあたっては、基礎について支持力が均等となるように、かつ不陸を

生じないようにしなければならない。 
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4.アンカーボルトの設置 

受注者は、アンカーボルトの設置にあたり、アンカーボルトは、垂直となるように設置しなけ

ればならない。 

 

第8節 防護柵工 

10-2-8-1 一般事項 

1.適用工種 

本節は、防護柵工として路側防護柵工、防止柵工、作業土工（床掘り、埋戻し）、ボックスビー

ム工、車止めポスト工、防護柵基礎工その他これらに類する工種について定める。 

2.障害物がある場合処置 

受注者は、防護柵を設置する際に、障害物がある場合などは、速やかに監督員に連絡し、設計

図書に関して監督員と協議しなければならない。 

3.適用規定 

受注者は、防護柵工の施工にあたって、「防護柵の設置基準・同解説4－1．施工の規定」（日本

道路協会、平成28年12月改訂）、「道路土工要綱 第5章施工計画」（日本道路協会、平成21年6月）

の規定及び第3編3-2-3-8路側防護柵工、3-2-3-7防止柵工の規定による。これにより難い場合は、

監督員の承諾を得なければならない。 

 

10-2-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。 

 

10-2-8-3 路側防護柵工 

1.適用規定（1） 

路側防護柵工の施工については、第3編3-2-3-8路側防護柵工の規定による。 

2.適用規定（2） 

受注者は、防護柵に視線誘導標を取り付ける場合は、「視線誘導標設置基準・同解説」（日本道

路協会、昭和59年10月）により取付ける。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければな

らない。防護柵の規格は、設計図書によらなければならない。 

 

10-2-8-4 防止柵工 

防止柵工の施工については、第3編3-2-3-7防止柵工の規定による。 

 

10-2-8-5 ボックスビーム工 

1.機械施工 

受注者は、土中埋込み式の支柱を打込み機、オーガーボーリングなどを用いて堅固に建て込ま

なければならない。この場合受注者は、地下埋設物に破損や障害が発生させないようにすると共

に既設舗装に悪影響を及ぼさないよう施工しなければならない。 

2.支柱設置穴を掘削して設置する場合 

受注者は、支柱の施工にあたって設置穴を掘削して埋戻す方法で土中埋込み式の支柱を建て込

む場合、支柱が沈下しないよう穴の底部を締固めておかなければならない。 
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3.コンクリートの中に支柱を設置する場合 

受注者は、支柱の施工にあたって橋梁、擁壁、函渠などのコンクリートの中にボックスビーム

を設置する場合、設計図書に定められた位置に支障があるときまたは、位置が明示されていない

場合、速やかに監督員に連絡し、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

4.ボックスビームの取付け 

受注者は、ボックスビームを取付ける場合は、自動車進行方向に対してビーム端の小口が見え

ないように重ね合わせ、ボルト・ナットで十分締付けなければならない。 

 

10-2-8-6 車止めポスト工 

1.車止めポストの設置 

受注者は、車止めポストを設置する場合、現地の状況により、位置に支障があるときまたは、

位置が明示されていない場合には、速やかに監督員に連絡し、設計図書に関して監督員と協議し

なければならない。 

2.施工上の注意 

受注者は、車止めポストの施工にあたって、地下埋設物に破損や障害を発生させないようにす

るとともに既設舗装に悪影響をおよぼさないよう施工しなければならない。 

 

10-2-8-7 防護柵基礎工 

1.適用規定 

防護柵基礎工の施工については、第1編第3章の無筋・鉄筋コンクリートの規定による。 

2.防護柵基礎工の施工 

受注者は、防護柵基礎工の施工にあたっては、支持力が均等となるように、かつ不陸を生じな

いようにしなければならない。 

 

第9節 標識工 

10-2-9-1 一般事項 

1.適用工種 

本節は、標識工として小型標識工、大型標識工その他これらに類する工種について定める。 

2.異常時の処置 

受注者は、設計図書により標識を設置しなければならないが、障害物がある場合などは、速や

かに監督員に連絡し、設計図書に関して、監督員と協議しなければならない。 

3.適用規定 

受注者は、標識工の施工にあたって、「道路標識設置基準・同解説 第4章道路標識の設計，施工」

（日本道路協会、令和2年6月）の規定、「道路土工要綱 第5章施工計画」（日本道路協会、平成21

年6月）の規定、第3編3-2-3-6小型標識工、3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）、3-2-10-5土留・

仮締切工の規定、及び「道路標識ハンドブック」（全国道路標識・標示業協会、令和元年8月）に

よる。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

4.標識の加工 

（1）標識の加工は設計図書による。 

使用材料は表10-2-2に適合するものとし、耐久性に富み剥離・腐蝕等によって標識効果を妨げ

ないものとする。 
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（3）受注者は、支柱の指定場所に三重県と標示板番号の表示ステッカー(図10-2-1)を貼らなければ

ならない。この場合の文字は、封入レンズ型反射シートに黒字でプロセス印刷したものとする。 

単位：㎜ 

図10-2-1 表示ステッカー 

 

10-2-9-2 材料 

1.適用規定 

標識工で使用する標識の品質規格については、第2編2-2-12-1道路標識の規定による。 

2.錆止めペイント 

標識工に使用する錆止めペイントは、JIS K 5621（一般用さび止めペイント）からJIS K 5674

（鉛・クロムフリーさび止めペイント）に適合するものを用いる。 

3.基礎杭 

標識工で使用する基礎杭は、JIS G 3444（一般構造用炭素鋼鋼管）STK400、JIS A 5525（鋼管

ぐい）SKK400及びJIS G 3101（一般構造用圧延鋼材）SS400の規格に適合する。 

4.補強材の取付 

受注者は、標識板には設計図書に示す位置に補強材を標識板の表面にヒズミの出ないようスポ

ット溶接をしなければならない。アルミニウム合金材の溶接作業は（一社）軽金属溶接協会規格

LWSP7903-1979「スポット溶接作業標準（アルミニウム及びアルミニウム合金）」（（一社）日本溶

接協会規格WES7302と同一規格）を参考に行うことが望ましい。 

5.下地処理 

受注者は、標識板の下地処理にあたっては脱脂処理を行い、必ず洗浄を行わなければならない。 

6.文字・記号等 

受注者は、標識板の文字・記号等を「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」（標識令）

及び「道路標識設置基準・同解説」（日本道路協会 令和2年6月）による色彩と寸法で、標示する。

これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

 

10-2-9-3 小型標識工 

小型標識工の施工については、第3編3-2-3-6小型標識工の規定による。 

 

10-2-9-4 大型標識工 

受注者は、支柱建て込みについては、標示板の向き、角度、標示板との支柱の通り、傾斜、支
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柱上端のキャップの有無に注意して施工しなければならない。 

 

10-2-9-5 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工の規定によるものとする。 

 

10-2-9-6 標識基礎工 

小型標識の基礎工の施工については、砕石、ぐり石を施工する場合は、第3編3-2-4-1一般事項

の規定によるものとする。 

 

第10節 区画線工 

10-2-10-1 一般事項 

1.適用工種 

本節は、区画線工として、区画線工その他これらに類する工種について定める。 

2.異常時の処置 

受注者は、区画線工の施工にあたり、障害物がある場合などは、速やかに監督員に連絡し、設

計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

3.適用規定 

受注者は、区画線工の施工にあたって、「道路標識・区画線及び道路表示に関する命令」、及び

第3編3-2-3-9区画線工の規定による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならな

い。 

 

10-2-10-2 区画線工 

1.適用規定 

区画線工の施工については、第3編3-2-3-9区画線工の規定による。 

2.区画線の指示方法 

区画線の指示方法について設計図書に示されていない事項は「道路標識・区画線及び道路標示

に関する命令」により施工する。 

3.路面表示の抹消 

路面表示の抹消にあたっては、既設表示を何らかの乳剤で塗りつぶす工法を取ってはならない。 

4.シンナーの使用量 

ペイント式（常温式）に使用するシンナーの使用量は10％以下とする。 

 

第11節 道路植栽工 

10-2-11-1 一般事項 

1.適用工種 

本節は、道路植栽工として、道路植栽工その他これらに類する工種について定めるものとする。 

2.道路植栽工の施工 

受注者は、道路植栽工の施工にあたり、障害物がある場合などは、速やかに監督員に連絡し、

設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

3.適用規定 

受注者は、道路植栽工の施工については、「道路緑化技術基準・同解説2-3施工」（日本道路協会、
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の取付け部は、杉皮等を巻きしゅろ縄を用いて動かぬよう結束するものとする。 

11.樹名板の設置 

受注者は、樹名板の設置について、添木及び樹木等に視認しやすい場所に据え付けなければな

らない。 

12.地質対応 

底部が粘土を主体とした滞水性の地質の場合には、設計図書に関して監督員と協議しなければ

ならない。 

13.幹巻き 

受注者は、幹巻きする場合は、こもまたは、わらを使用する場合、わら縄または、しゅろ縄で

巻き上げるものとし、天然繊維材を使用する場合は天然繊維材を重ねながら巻き上げた後、幹に

緊結しなければならない。 

14.支柱の設置 

受注者は、支柱の設置については、ぐらつきのないよう設置しなければならない。 

また、樹幹と支柱との取付け部は、杉皮等を巻きしゅろ縄を用いて動かぬよう結束する。 

15.施肥、灌水 

受注者は、施肥、灌水の施工にあたり、施工前に施工箇所の状況を調査するとともに、設計図

書に示す使用材料の種類、使用量等が施工箇所に適さない場合は、速やかに監督員に連絡し、設

計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

16.除草 

受注者は、施肥の施工については、施工前に樹木の根元周辺に散乱する堆積土砂やごみ等を取

り除いたり、きれいに除草しなければならない。 

17.施肥の施工 

受注者は、施肥の施工については、所定の種類の肥料を根鉢の周りに過不足なく施用すること

とし、肥料施用後は速やかに覆土しなければならない。 

なお、肥料のための溝掘り、覆土については、樹幹、樹根に損傷を与えないようにしなければ

ならない。 

18.植栽植樹の植替え 

（1）受注者は、植栽樹木等が工事完成引渡し後、1年以内に枯死または形姿不足となった場合には、

当初植栽した樹木等と同等または、それ以上の規格のものに受注者の負担において植替えなけ

ればならない。 

（2）植栽等の形姿不良とは、枯死が樹冠部の2/3以上となったもの、及び通直な主幹をもつ樹木に

ついては、樹高のおおむね1/3以上の主幹が枯れたものとする。この場合枯枝の判定については、

確実に前記同様の状態となることが想定されるものも含むものとする。 

（3）枯死または、形姿不良の判定は、発注者と受注者が立会の上行うものとし、植替えの時期につ

いては、発注者と協議するものとする。 

（4）暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動等の天災により流

失、折損、倒木した場合にはこの限りではない。 

19.配置等 

植樹は設計図書によるものとするが、受注者は配置等の細部について展開図に準ずる植付図を

作成するものとし、材料手配前に植付図について監督員の確認を得るものとする。 
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20.滞水性の地質の場合の施工 

底部が粘土を主体とした滞水性の地質の場合には、施工範囲を定め設計図書に関して監督員と

協議するものとする。 

21.埋戻し 

受注者は、埋戻しについては樹種により､「水ぎめ法」及び「土ぎめ法」により設計図書に示す

量の埋戻土を、根廻りにすきまなく突き入れ埋戻しを行わなければならない。 

なお、高木・中木は現場状況を勘案のうえ深さ又は高さ15cm程度の水鉢を施工するものとする。  

22.土壌に問題があった場合の処置 

受注者は、移植先の土壌に問題があった場合は、監督員に連絡し、必要に応じて客土・肥料・

土壌改良剤を使用する場合は根の周りに均一に施工し、施肥は肥料が直接樹木の根に触れないよ

うにし均等に行うものとする。 

 

第12節 道路付属施設工 

10-2-12-1 一般事項 

1.適用工種 

本節は、道路付属施設工として、境界工、道路付属物工、ケーブル配管工、照明工その他これ

らに類する工種について定める。 

2.異常時の処置 

受注者は、道路付属施設工の設置にあたり、障害物がある場合などは、速やかに監督員に連絡

し、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

3.適用規定 

受注者は、道路付属施設工の施工にあたって、「視線誘導標設置基準・同解説第5章の施工」（日

本道路協会、昭和59年10月）の規定、「道路照明施設設置基準・同解説第 7章設計及び施工」（日

本道路協会、平成19年10月）の規定、「道路土工要綱」（日本道路協会、平成21年6月）の規定及び

「道路反射鏡設置指針第2章設置方法の規定および第5章施工」（日本道路協会、昭和55年12月）の

規定、第3編3-2-3-10道路付属物工の規定、本編10-2-5-3側溝工、10-2-5-5集水桝（街渠桝）・マ

ンホール工、10-2-12-3境界工及び10-2-12-6照明工の規定による。これにより難い場合は、監督

員の承諾を得なければならない。 

 

10-2-12-2 材料 

境界工で使用する境界杭の材質は、第2編2-2-7-2セメントコンクリート製品の規定による。 

 

10-2-12-3 境界工 

1.一般事項 

受注者は、境界杭及び境界鋲の施工にあたっては、原則として、杭頭部に示す中心点又は矢印

先端部を境界線と一致させ、側面の文字（三重県）が内側（官地側）になるようにしなければな

らない。 

2.不動処置 

受注者は、境界杭及び境界鋲の施工にあたっては、設置後動かないよう突固め等の処理を行わ

なければならない。 
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3.境界確認 

受注者は境界の施工前及び施工後において、近接所有者の立会による境界確認を行うものとし、

その結果を監督員に報告しなければならない。 

4.問題が生じた場合の処置 

受注者は、施工に際して近接所有者と問題が生じた場合、速やかに監督員に連絡し、その処置

について協議しなければならない。 

5.境界工の施工 

境界工の施工については、本条のほか第6編6-1-12-2境界工の規定による。 

 

10-2-12-4 道路付属物工 

道路付属物工の施工については、第3編3-2-3-10道路付属物工の規定による。 

 

10-2-12-5 ケーブル配管工 

1.一般事項 

ケーブル配管及びハンドホールの設置については、第10編10-2-5-3側溝工、10-2-5-5集水桝（街

渠桝）・マンホール工の規定による。 

2.配管 

受注者は、道路情報伝送用配管路の配管の施工にあたっては、電気通信設備工事共通仕様書に

よるものとする。 

なお、埋設標示は次によるものとする。 

(1) 埋設標示は、埋設標示鋲および埋設標示シート(もしくは廃プラ板)を基本とする。 

(2) 多孔陶管、FEP-S 管等(VP,PV 管)、後工事の掘削による破損の恐れがある管路材を使用する場

合は、埋設標示シートの代わりに埋設標示と管防護の機能を兼ねた廃プラ板の設置を行う。 

(3) 廃プラ板は、管路部全幅員に布設する。 

(4) 埋設標示シートは、路盤と路床の境界面に布設する。 

(5) 防護鉄板を布設する場合の埋設標示シート幅は300㎜とする。 

(6) 埋設標示シート及び廃プラ板には、施設の名称と管理者を明記する。 

(7) 特殊部の出入り部及び管路埋設区間にも占用事業者の入溝位置が確認できるよう適切な措置

を講ずる。 

 

10-2-12-6 照明工 

1.照明柱基礎 

受注者は、照明柱基礎の施工に際し、アースオーガにより掘削する場合は、掘削穴の偏心及び

傾斜に注意しながら掘削を行わなければならない。 

2.異常の処置 

受注者は、アースオーガにより掘削する場合は、地下埋設物に損傷を与えないよう特に注意し

なければならない。万一既存埋設物に損傷を与えた場合には、直ちに応急措置を行い、関係機関

への通報を行なうとともに、監督員に連絡し指示を受けなければならない。 

3.照明柱の建込み 

受注者は、照明柱の建込みについては、支柱の傾斜の有無に注意して施工しなければならない。 
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第13節 橋梁付属物工 

10-2-13-1 一般事項 

本節は、橋梁付属物工として、伸縮装置工その他これらに類する工種について定める。 

 

10-2-13-2 伸縮装置工 

伸縮装置工の施工については、第3編3-2-3-24伸縮装置工の規定による。 
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第3章 橋梁下部 
 

第1節 適  用 

1.適用工種 

本章は、道路工事における工場製作工、工場製品輸送工、道路土工、軽量盛土工、橋台工、Ｒ

Ｃ橋脚工、鋼製橋脚工、護岸基礎工、矢板護岸工、法覆護岸工、擁壁護岸工、仮設工その他これ

らに類する工種について適用する。 

2.適用規定（1） 

道路土工、仮設工は、第1編第2章第4節道路土工、第3編第2章第10節仮設工の規定による。 

3.適用規定（2） 

本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規

定の規定による。 

4.コンクリート構造物非破壊試験 

コンクリート構造物非破壊試験（配筋状態及びかぶり測定）については、以下による。 

（1）受注者は、設計図書において非破壊試験の対象工事と明示された場合は、非破壊試験により、

配筋状態及びかぶり測定を実施しなければならない。 

（2）非破壊試験は「生コンクリートの取り扱いマニュアル 第8章 非破壊試験によるコンクリート

構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領」（以下、「要領」という。）に従い行わなければならな

い。 

（3）本試験に関する資料を整備及び保管し、監督員の請求があった場合は、速やかに提示するとと

もに工事完成時までに監督員へ提出しなければならない。 

（4）要領により難い場合は、監督員と協議しなければならない。 

5.強度測定 

コンクリート構造物微破壊・非破壊試験（強度測定）については、以下による。 

（1）受注者は、設計図書において微破壊・非破壊試験の対象工事と明示された場合は、微破壊また

は非破壊試験により、コンクリートの強度測定を実施しなければならない。 

（2）微破壊・非破壊試験は「生コンクリートの取り扱いマニュアル 第7章 微破壊・非破壊試験に

よるコンクリート構造物の強度測定要領」（以下、「要領」という。）に従い行わなければならな

い。 

（3）受注者は、本試験に関する資料を整備及び保管し、監督員の請求があった場合は、速やかに提

示するとともに工事完成時までに監督員へ提出しなければならない。 

（4）要領により難い場合は、監督員と協議しなければならない。 

 

 

第2節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類による。これによ

り難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑

義がある場合は監督員と協議しなければならない。 
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日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編） （平成29年11月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅱ鋼橋・鋼部材編） （平成29年11月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅳ下部構造編） （平成29年11月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編） （平成29年11月） 

日本道路協会 鋼道路橋施工便覧 （令和2年9月） 

日本道路協会 道路橋支承便覧 （平成31年2月） 

日本道路協会 鋼道路橋防食便覧 （平成26年3月） 

日本道路協会 道路橋補修便覧 （昭和54年2月） 

日本道路協会 杭基礎施工便覧 （令和2年9月） 

日本道路協会 杭基礎設計便覧 （令和2年9月） 

日本道路協会 鋼管矢板基礎設計施工便覧 （平成9年12月） 

日本道路協会 道路土工要綱 （平成21年6月） 

日本道路協会 道路土工－擁壁工指針 （平成24年7月） 

日本道路協会 道路土工－カルバート工指針 （平成22年3月） 

日本道路協会 道路土工－仮設構造物工指針 （平成11年3月） 

日本みち研究所 補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針（案）とその解説－（平成29年11月） 

日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン （平成29年11月） 

 

第3節 工場製作工 

10-3-3-1 一般事項 

1.適用工種 

本節は、工場製作工として、刃口金物製作工、鋼製橋脚製作工、アンカーフレーム製作工、工

場塗装工その他これらに類する工種について定める。 

2.施工計画書 

受注者は、原寸、工作、溶接、仮組立に関する事項を施工計画書へ記載しなければならない。 

なお、設計図書に示されている場合または設計図書に関して監督員の承諾を得た場合は、上記

項目の全部または一部を省略することができるものとする。 

3.名簿の整備 

受注者は、溶接作業に従事する溶接工の名簿を整備し、監督員の請求があった場合は速やかに

提示しなければならない｡ 

4.材料使用時の注意（1） 

受注者は、鋳鉄品及び鋳鋼品の使用にあたって、設計図書に示す形状寸法のもので、応力上問

題のあるキズおよび著しいひずみ並びに内部欠陥がないものを使用しなければならない。 

5.材料使用時の注意（2） 

主要部材とは主構造と床組、二次部材とは主要部材以外の二次的な機能を持つ部材をいうもの

とするものとする。 

 

10-3-3-2 刃口金物製作工 

刃口金物製作工の施工については、第3編3-2-12-3桁製作工の規定による。 
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10-3-8-3 既製杭工 

既製杭工の施工については、第3編3-2-4-4既製杭工の規定による。 

 

10-3-8-4 場所打杭工 

場所打杭工の施工については、第3編3-2-4-5場所打杭工の規定による。 

 

10-3-8-5 深礎工 

深礎工の施工については、第3編3-2-4-6深礎工の規定による。 

 

10-3-8-6 オープンケーソン基礎工 

オープンケーソン基礎工の施工については、第3編3-2-4-7オープンケーソン基礎工の規定によ

る。 

 

10-3-8-7 ニューマチックケーソン基礎工 

ニューマチックケーソン基礎工の施工については、第3編3-2-4-8ニューマチックケーソン基礎

工の規定による。 

 

10-3-8-8 鋼管矢板基礎工 

鋼管矢板基礎工の施工については、第3編3-2-4-9鋼管矢板基礎工の規定による。 

 

10-3-8-9 橋脚フーチング工 

1.基礎材の施工 

受注者は、基礎材の施工については、設計図書に従って、床掘り完了後（割ぐり石基礎には割

ぐり石に切込砕石などの間隙充填材を加え）締固めなければならない。 

2.均しコンクリートの施工 

受注者は、均しコンクリートの施工については、沈下、滑動、不陸などが生じないようにしな

ければならない。 

3.施工計画書 

受注者は、アンカーフレームの架設方法を施工計画書に記載しなければならない。 

4.適用規定 

受注者は、アンカーフレームの架設については、「鋼道路橋施工便覧Ⅲ現場施工編第3章架設」

（日本道路協会、令和2年9月）による。コンクリートの打込みによって移動することがないよう

に据付け方法を定め、施工計画書に記載しなければならない。 

また、フーチングのコンクリート打設が終了するまでの間、アンカーボルト・ナットが損傷を

受けないように保護しなければならない。 

5.アンカーフレーム注入モルタルの施工 

受注者は、アンカーフレーム注入モルタルの施工については、アンカーフレーム内の防錆用と

して、中詰グラウト材を充填しなければならない。中詰めグラウト材は、プレミックスタイプの

膨張モルタル材を使用するものとし、品質は、設計図書によらなければならない。 

6.フーチングの箱抜きの施工 

受注者は、フーチングの箱抜きの施工については、「道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工」（日
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本道路協会、平成31年2月）の規定による。これ以外の施工方法による場合は、設計図書に関して

監督員の承諾を得なければならない。 

7.塩害対策 

受注者は、海岸部での施工については、塩害に対して十分注意して施工しなければならない。 

 

10-3-8-10 橋脚架設工 

1.適用規定 

受注者は、橋脚架設工の施工については、第3編3-2-13-3架設工（クレーン架設）、「道路橋示方

書・同解説（Ⅱ鋼橋・鋼部材編）20章施工」（日本道路協会、平成29年11月）の規定による。これ

以外の施工方法による場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

2.異常時の処置 

受注者は、組立て中に損傷があった場合、速やかに監督員に連絡した後、取換えまたは補修等

の処置を講じなければならない。 

3.地耐力の確認 

受注者は、ベント設備・ベント基礎については、架設前にベント設置位置の地耐力を確認して

おかなければならない。 

4.架設用吊金具の処理方法 

受注者は、架設用吊金具の処理方法として、鋼製橋脚の橋脚梁天端に設置した架設用吊金具及

び外から見える架設用吊金具は切断後、平滑に仕上げなければならない。その他の橋脚内面等に

設置した架設用吊金具はそのまま残すものとする。 

5.水抜孔有効径の確認 

受注者は、中込コンクリート打設後、水抜孔の有効性を確認しなければならない。 

受注者は、ベースプレート下面に無収縮モルタルを充填しなければならない。使用する無収縮

モルタルはプレミックスタイプとし、無収縮モルタルの品質は設計図書によるものとする。 

 

10-3-8-11 現場継手工 

1.適用規定（1） 

現場継手工の施工については、第3編3-2-3-23現場継手工の規定による。 

2.適用規定（2） 

受注者は、現場継手工の施工については、「道路橋示方書・同解説（Ⅱ鋼橋編・鋼部材編） 第

20章施工」（日本道路協会、平成29年11月）、「鋼道路橋施工便覧Ⅲ現場施工編 第3章架設」（日本

道路協会、令和2年9月）の規定による。これ以外による場合は、設計図書に関して監督員の承諾

を得なければならない。 

3.名簿の整備 

受注者は、溶接作業に従事する溶接工の名簿を整備し、監督員の請求があった場合は速やかに

提示しなければならない。 

 

10-3-8-12 現場塗装工 

現場塗装工の施工については、第3編3-2-3-31現場塗装工の規定による。 
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第4章 鋼橋上部 
 

第1節 適用 

1.適用工種 

本章は、道路工事における工場製作工、工場製品輸送工、鋼橋架設工、橋梁現場塗装工、床版

工、橋梁付属物工、歩道橋本体工、鋼橋足場等設置工、仮設工その他これらに類する工種につい

て適用する。 

2.適用規定（1） 

仮設工は、第3編第2章第10節仮設工の規定による。 

3.適用規定（2） 

本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規

定による。 

 

第2節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類による。これによ

り難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑

義がある場合は監督員と協議しなければならない。 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編 ） （平成29年11月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅱ鋼橋・鋼部材編） （平成29年11月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編） （平成29年11月） 

日本道路協会 鋼道路橋施工便覧             （令和2年9月）  

日本道路協会 鋼道路橋設計便覧                （昭和55年8月） 

日本道路協会 道路橋支承便覧                  （平成31年2月） 

日本道路協会 鋼道路橋防食便覧                 （平成26年3月） 

日本道路協会 道路照明施設設置基準・同解説          （平成19年10月） 

日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説 （平成28年12月） 

日本道路協会 立体横断施設技術基準・同解説           （昭和54年1月） 

日本道路協会 鋼道路橋の細部構造に関する資料集         （平成3年7月） 

日本道路協会 道路橋床版防水便覧                （平成19年3月） 

日本道路協会 鋼道路橋の疲労設計指針              （平成14年3月） 

日本みち研究所 補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針（案）とその解説－（平成29年11月） 

日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン （平成29年11月） 

 

第3節 工場製作工 

10-4-3-1 一般事項 

1.適用工種 

本節は、工場製作工として桁製作工、検査路製作工、鋼製伸縮継手製作工、落橋防止装置製作

工、鋼製排水管製作工、橋梁用防護柵製作工、橋梁用高柵製作工、横断歩道橋製作工、橋歴板、

アンカーフレーム製作工、工場塗装工その他これらに類する工種について定める。 
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2.施工計画書 

受注者は、原寸、工作、溶接、仮組立に関する事項を施工計画書へ記載しなければならない。 

なお、設計図書に示されている場合または設計図書に関して監督員の承諾を得た場合は、上記

項目の全部または一部の記載を省略することができるものとする。 

3.名簿の整備 

受注者は、溶接作業に従事する溶接工の名簿を整備し、監督員の請求があった場合は速やかに

提示しなければならない。 

4.使用材料のキズ、ひずみ等 

受注者は、鋳鉄品及び鋳鋼品の使用にあたって、設計図書に示す形状寸法のもので、応力上問

題のあるキズまたは著しいひずみ及び内部欠陥がないものを使用しなければならない。 

5.主要部材 

主要部材とは、主構造と床組、二次部材とは、主要部材以外の二次的な機能を持つ部材をいう

ものとする。 

 

10-4-3-2 材料 

材料については、第3編3-2-12-2材料の規定による。 

 

10-4-3-3 桁製作工 

桁製作工の施工については、第3編3-2-12-3桁製作工の規定による。 

 

10-4-3-4 検査路製作工 

検査路製作工の施工については、第3編3-2-12-4検査路製作工の規定による。 

 

10-4-3-5 鋼製伸縮継手製作工 

鋼製伸縮継手製作工については、第3編3-2-12-5鋼製伸縮継手製作工の規定による。 

 

10-4-3-6 落橋防止装置製作工 

落橋防止装置製作工については、第3編3-2-12-6落橋防止装置製作工の規定による。 

 

10-4-3-7 鋼製排水管製作工 

鋼製排水管製作工については、第3編3-2-12-10鋼製排水管製作工の規定による。 

 

10-4-3-8 橋梁用防護柵製作工 

橋梁用防護柵製作工については、第3編3-2-12-7橋梁用防護柵製作工の規定による。 

 

10-4-3-9 橋梁用高欄製作工 

橋梁用高欄製作工については、第3編3-2-12-7橋梁用防護柵製作工の規定による。 

 

10-4-3-10 横断歩道橋製作工 

横断歩道橋製作工の施工については、第3編 3-2-12-3桁製作工の規定による。 
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日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅲコンクリート橋・コンクリート部材編） 

 （平成29年11月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編）       （平成29年11月） 

日本道路協会 道路橋支承便覧                   （平成31年2月） 

土木学会   プレストレストコンクリート工法設計施工指針     （平成3年3月） 

日本道路協会 コンクリート道路橋設計便覧             （令和2年9月） 

日本道路協会 コンクリート道路橋施工便覧             （令和2年9月） 

日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説             （平成28年12月） 

日本道路協会 道路照明施設設置基準・同解説           （平成19年10月） 

建設省土木研究所 プレキャストブロック工法によるプレストレストコンクリート道路橋 

設計・施工指針（案）             （平成7年12月） 

国土技術研究センター プレビーム合成桁橋設計施工指針 （平成30年8月） 

日本みち研究所 補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針（案）とその解説－（平成29年11月） 

日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン （平成29年11月） 

 

第3節 工場製作工 

10-5-3-1 一般事項 

1.適用工種 

本節は、工場製作工としてプレビーム用桁製作工、橋梁用防護柵製作工、鋼製伸縮継手製作工、

検査路製作工、工場塗装工、鋳造費その他これらに類する工種について定めるものとする。 

2.施工計画書 

受注者は、原寸、工作、溶接、仮組立に関する事項を施工計画書へ記載しなければならない。 

なお、設計図書に示されている場合または設計図書に関して監督員の承諾を得た場合は、上記

項目の全部または一部を省略することができる。 

3.検測 

受注者は、JIS B 7512（鋼製巻尺）の1級に合格した鋼製巻尺を使用しなければならない。 

なお、これにより難い場合は、設計図書について監督員の承諾を得るものとする。 

4.温度補正 

受注者は、現場と工場の鋼製巻尺の使用にあたって、温度補正を行わなければならない。 

 

10-5-3-2 プレビーム用桁製作工 

プレビーム用桁製作工については、第3編3-2-12-9プレビーム用桁製作工の規定による。 

 

10-5-3-3 橋梁用防護柵製作工 

橋梁用防護柵製作工の施工については、第3編3-2-12-7橋梁用防護柵製作工の規定による。 

 

10-5-3-4 鋼製伸縮継手製作工 

鋼製伸縮継手製作工の施工については、第3編3-2-12-5鋼製伸縮継手製作工の規定による。 

 

10-5-3-5 検査路製作工 

検査路製作工の施工については、第3編3-2-12-4検査路製作工の規定による。 
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10-5-3-6 工場塗装工 

工場塗装工の施工については、第3編3-2-12-11工場塗装工の規定による。 

 

10-5-3-7 鋳造費 

橋歴板は、JIS H 2202（鋳物用銅合金地金）、JIS H 5120（銅及び銅合金鋳物）の規定による。 

 

第4節 工場製品輸送工 

10-5-4-1 一般事項 

本節は、工場製品輸送工として、輸送工その他これらに類する工種について定める。 

 

10-5-4-2 輸送工 

輸送工の施工については、第3編3-2-8-2輸送工の規定による。 

 

第5節 PC橋工 

10-5-5-1 一般事項 

1.適用工種 

本節は、ＰＣ橋工としてプレテンション桁製作工（購入工）、ポストテンション桁製作工、プレ

キャストセグメント製作工（購入工）、プレキャストセグメント主桁組立工、支承工、架設工（ク

レーン架設）、架設工（架設桁架設）、床版・横組工、落橋防止装置工その他これらに類する工種

について定める。 

2.施工計画書 

受注者は、コンクリート橋の製作工について施工計画書へ次の事項を記載しなければならない。 

（1）使用材料（セメント、骨材、混和材料、鋼材等の品質、数量） 

（2）施工方法（鉄筋工、型枠工、ＰＣ工、コンクリート工等） 

（3）主桁製作設備（機種、性能、使用期間等） 

（4）試験ならびに品質管理計画（作業中の管理、検査等） 

3.シースの施工 

受注者は、シースの施工については、セメントペーストの漏れない構造とし、コンクリート打

設時の圧力に耐える強度を有するものを使用しなければならない。 

4.定着具及び接続具の使用 

受注者は、定着具及び接続具の使用については、定着または接続されたＰＣ鋼材がJISまたは設

計図書に規定された引張荷重値に達する前に有害な変形を生じたり、破壊することのないような

構造及び強さを有するものを使用しなければならない。 

5.PC鋼材両端のねじの使用 

受注者は、PC鋼材両端のねじの使用については、JIS B 0205-1～4 （一般用メートルねじ）に

適合する転造ねじを使用しなければならない。 

6.検測 

受注者は、架設準備として下部工の橋座高及び支承間距離の検測を行いその結果を監督員に提

示しなければならない。 

なお、測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は、監督員に測量結果を速

やかに提出し指示を受けなければならない。 
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7.架設に用いる仮設備及び架設用機材 

受注者は、架設に用いる仮設備及び架設用機材については、工事目的物の品質・性能に係る安

全性が確保できる規模と強度を有することを確認しなければならない。 

8.現道上における架設 

受注者は、現道上における架設については設計図書による。 

 

10-5-5-2 プレテンション桁製作工（購入工） 

プレテンション桁製作工（購入工）の施工については、第3編3-2-3-12プレテンション桁製作工

（購入工）の規定による。 

 

10-5-5-3 ポストテンション桁製作工 

ポストテンション桁製作工の施工については、第3編3-2-3-13ポストテンション桁製作工の規

定による。 

 

10-5-5-4 プレキャストセグメント製作工（購入工） 

プレキャストブロック購入については、第3編3-2-3-12プレテンション桁製作工（購入工）の規

定による。 

 

10-5-5-5 プレキャストセグメント主桁組立工 

プレキャストセグメント主桁組立工については、第3編3-2-3-14プレキャストセグメント主桁

組立工の規定による。 

 

10-5-5-6 支承工 

1.一般事項 

受注者は、支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工」（日本道路協会、

平成31年2月） の規定による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

2.品質の確認 

受注者は、支承の品質管理の方法等を施工計画書に記載しなければならない。 

3.無収縮モルタルの適用規定 

無収縮モルタルの配合は、第10編10-4-5-10支承工の規定による。 

 

10-5-5-7 架設工（クレーン架設） 

架設工（クレーン架設）については、第3編3-2-13-3架設工（クレーン架設）の規定による。 

 

10-5-5-8 架設工（架設桁架設） 

桁架設については、第3編3-2-13-6架設工（架設桁架設）の規定による。 

 

10-5-5-9 床版・横組工 

横締め鋼材・横締め緊張・横締めグラウトがある場合の施工については、第3編3-2-3-13ポスト

テンション桁製作工の規定による。 
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10-5-5-10 落橋防止装置工 

受注者は、設計図書に基づいて落橋防止装置を施工しなければならない。 

 

第6節 プレビーム桁橋工 

10-5-6-1 一般事項 

1.適用工種 

本節は、プレビーム桁橋工としてプレビーム桁製作工（現場）、支承工、架設工（クレーン架設）、

架設工（架設桁架設）、床版･横組工、局部（部分）プレストレス工、床版・横桁工、落橋防止装

置工その他これらに類する工種について定める。 

2.検測 

受注者は、架設準備として下部工の橋座高及び支承間距離の検測を行いその結果を監督員に提

示しなければならない。 

なお、測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は、監督員に測量結果を速

やかに提出し指示を受けなければならない。 

3.安全性の確認 

受注者は、架設に用いる仮設備及び架設用機材については、工事目的物の品質・性能に係る安

全性が確保できる規模と強度を有することを確認しなければならない。 

4.施工計画書 

受注者は、コンクリート橋の製作工について施工計画書へ次の事項を記載しなければならない。 

（1）使用材料（セメント、骨材、混和材料、鋼材等の品質、数量） 

（2）施工方法（鉄筋工、型枠工、ＰＣ工、コンクリート工等） 

（3）主桁製作設備（機種、性能、使用期間等） 

（4）試験ならびに品質管理計画（作業中の管理、検査等） 

5.シースの施工 

受注者は、シースの施工については、セメントペーストの漏れない構造とし、コンクリート打

設時の圧力に耐える強度を有するものを使用しなければならない。 

6.定着具及び接続具伸の使用 

受注者は、定着具及び接続具伸の使用については、定着または接続されたＰＣ鋼材がJISまたは

設計図書に規定された引張荷重値に達する前に有害な変形を生じたり、破損することのないよう

な構造及び強さを有するものを使用しなければならない。 

7.PC鋼材両端のねじの使用 

受注者は、PC鋼材両端のねじの使用については、JIS B 0205-1～4（一般用メートルねじ）に適

合する転造ねじを使用しなければならない。 

8.現道上における架設 

受注者は、現道上における架設については設計図書による。 

 

10-5-6-2 プレビーム桁製作工（現場） 

1.プレフレクション（応力導入）の施工 

プレフレクション（応力導入）の施工については、下記の規定による。 

（1）鋼桁のプレフレクションにあたっては、鋼桁の鉛直度を測定の上、ねじれが生じないようにす

るものとする。 
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12.坑内観察調査等 

受注者は、坑内観察調査等の計測記録を整備保管し、完成時に納品するとともに、施工途中に

おいて監督員または検査員から請求があった場合は、速やかに提示しなければならない。 

 

第2節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類による。これによ

り難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑

義がある場合は監督員と協議しなければならない。 

建設省    道路トンネル技術基準 （平成元年5月） 

日本道路協会 道路トンネル技術基準（構造編）・同解説     （平成15年11月） 

日本道路協会 道路トンネル非常用施設設置基準・同解説      （令和元年9月） 

土木学会   トンネル標準示方書 山岳工法編・同解説     （平成28年8月） 

土木学会   トンネル標準示方書 開削工法編・同解説     （平成28年8月） 

土木学会   トンネル標準示方書 シールド工法編・同解説   （平成28年8月） 

日本道路協会 道路トンネル観察・計測指針             （平成21年2月） 

建設省    道路トンネルにおける非常用施設（警報装置）の標準仕様 （昭和43年12月） 

国土交通省  道路トンネル非常用施設設置基準          （平成31年3月） 

日本道路協会 道路土工－擁壁工指針               （平成24年7月） 

日本道路協会 道路土工－カルバート工指針            （平成22年3月） 

日本道路協会 道路土工－仮設構造物工指針           （平成11年3月） 

建設労働災害防止協会 ずい道等建設工事における換気技術指針 

 （換気技術の設計及び粉じん等の測定）  （平成24年3月） 

日本道路協会 道路トンネル安全施工技術指針           （平成8年10月） 

厚生労働省  ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン （令和2年7月） 

日本みち研究所 補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針（案）とその解説－（平成29年11月） 

日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン      （平成29年11月） 

厚生労働省 山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン 

 （平成30年1月） 

 

第3節 トンネル掘削工 

10-6-3-1 一般事項 

本節は、トンネル掘削として掘削工その他これらに類する工種について定める。 

 

10-6-3-2 掘削工 

1.一般事項 

受注者は、トンネル掘削により地山をゆるめないように施工するとともに、過度の爆破をさけ、

余掘を少なくするよう施工しなければならない。 

また、余掘が生じた場合は、受注者はこれに対する適切な処理を行うものとする。 

2.爆破後の処置 

受注者は、爆破を行った後のトンネル掘削面のゆるんだ部分や浮石を除去しなければならない。 
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3.防護施設 

受注者は、爆破に際して、既設構造物に損傷を与えるおそれがある場合は、防護施設を設けな

ければならない。 

4.電気雷管使用の注意 

受注者は、電気雷管を使用する場合は、爆破に先立って迷走電流の有無を調査し、迷走電流が

あるときは、その原因を取り除かねばならない。 

5.断面確保 

受注者は、設計図書に示された設計断面が確保されるまでトンネル掘削を行わなければならな

い。ただし、堅固な地山における吹付けコンクリートの部分的突出（原則として、覆工の設計巻

厚の1／3以内。ただし、変形が収束したものに限る。）、鋼アーチ支保工及びロックボルトの突出

に限り、設計図書に関して監督員の承諾を得て、設計巻厚線内にいれることができるものとする。 

6.ずり処理 

受注者は、トンネル掘削によって生じたずりを、設計図書または監督員の指示に従い処理しな

ければならない。 

7.岩区分の境界確認 

受注者は、設計図書における岩区分（支保パターン含む）の境界を確認し、監督員の確認を受

けなければならない。また、受注者は、設計図書に示された岩の分類の境界が現地の状況と一致

しない場合は、監督員と協議する。 

8.切羽監視責任者の配置 

切羽監視責任者は、原則専任で配置するものとする。ただし、現場の状況によりこれにより難

い場合は、設計図書に関して監督員と協議し配置不要とすることができる。 

9.騒音、振動等の処置 

受注者は、発破施工及び建設機械等に起因する騒音、振動等によりその処置の必要が生じた場

合には、設計図書に関して監督員と協議するものとする。 

10.トンネルの保守に必要な措置 

受注者は､トンネル施工中における地山変状（断層等による異常土圧、突発湧水､崩壊現象等）

が著しく、受注者の責に帰さない以下のトンネルの保守に必要な措置が生じた場合には、設計図

書に関して監督員と協議するものとする。 

（1）掘削に伴う地山の補強、地山の改良等 

（2）支保パターンの変更 

（3）内空断面の確保に伴う縫返し、支保工の盛り替え等の作業 

（4）肌落ち、崩壊防止に鋼矢板等の使用が必要になった場合 

（5）予期しない湧水、突出水に遭遇し、その排除等が必要になった場合 

（6）地質確認、湧水確認、水抜等による先進ボーリングが必要になった場合 

（7）変状に伴い根固めのコンクリート、仮巻、鉄筋補強等が必要になった場合 

 

第4節 支保工 

10-6-4-1 一般事項 

1.適用工種 

本節は、支保工として吹付工、ロックボルト工、鋼製支保工、金網工、その他これらに類する

工種について定める。 
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なお、協議の結果については、施工計画書に記載しなければならない。 

 

10-6-9-3 掘削補助工Ａ 

受注者は、掘削補助工Aの施工については、設計図書に基づきフォアパイリング、先受け矢板、

岩盤固結、増し吹付、増しロックボルト、鏡吹付、鏡ロックボルト、仮インバート、ミニパイプ

ルーフ等の掘削補助工法Ａを速やかに施工しなければならない。また、設計図書に示されていな

い場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

なお、掘削補助工Aの範囲については、地山状態を計測等で確認して、設計図書に関して監督員

と協議し、必要最小限としなければならない。 

 

10-6-9-4 掘削補助工Ｂ 

1.掘削補助工Ｂの施工 

受注者は、掘削補助工Bの施工については、設計図書に基づき水抜きボーリング、垂直縫地、パ

イプルーフ、押え盛土、薬液注入、ディープウエル、ウエルポイント、トンネル仮巻コンクリー

ト等の掘削補助工法Ｂを速やかに施工しなければならない。また、設計図書に示されていない場

合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

なお、掘削補助工法Bの範囲については、地山状態を計測等で確認して、設計図書に関して監督

員と協議し、必要最小限としなければならない。また、その範囲により周辺環境に影響を与える

恐おそれがあるため、関連法規や周辺環境を調査して、施工計画書に記載しなければならない。 

2.施工上の注意 

受注者は、周辺環境に悪影響が出ることが予想される場合は、速やかに中止し、設計図書に関

して監督員と協議しなければならない。 
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第7章 コンクリートシェッド 
 

第1節 適  用 

1.適用工種 

本章は、道路工事における道路土工、プレキャストシェッド下部工、プレキャストシェッド上

部工、RCシェッド工、シェッド付属物工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。 

2.適用規定（1） 

道路土工は、第1編第2章第4節道路土工の規定による。 

3.適用規定（2） 

仮設工は、第3編第2章第10節仮設工の規定による。 

4.適用規定（3） 

本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規

定による。 

 

第2節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類による。これによ

り難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑

義がある場合は監督員と協議しなければならない。 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編） （平成29年11月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅲコンクリート橋・コンクリート部材編）  

 （平成29年11月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅳ下部構造編）       （平成29年11月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編）       （平成29年11月） 

日本道路協会 道路土工要綱                    （平成21年6月） 

日本道路協会 道路土工－擁壁工指針                （平成24年7月） 

日本道路協会 道路土工－カルバート工指針             （平成22年3月） 

日本道路協会 道路土工－仮設構造物工指針             （平成11年3月） 

土木学会   プレストレストコンクリート工法設計施工指針     （平成3年4月） 

日本道路協会 杭基礎施工便覧                   （令和2年9月） 

日本道路協会 杭基礎設計便覧                   （令和2年9月） 

日本道路協会 コンクリート道路橋設計便覧             （令和2年9月） 

土木学会   コンクリート標準示方書（設計編）          （平成30年3月） 

土木学会   コンクリート標準示方書（施工編）          （平成30年3月） 

日本道路協会 落石対策便覧                    （平成12年6月） 

日本建設機械化協会 除雪・防雪ハンドブック（防雪編）      （平成16年12月） 

日本道路協会 道路橋支承便覧                  （平成31年2月） 

日本道路協会 道路防雪便覧                    （平成2年5月） 

日本みち研究所 補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針（案）とその解説－（平成29年11月） 

日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン     （平成29年11月） 
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※1 管理技術者氏名、※2監理技術者等氏名 
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第8章 鋼製シェッド 
 

第1節 適  用 

1.適用工種 

本章は、鋼製シェッド工事における工場製作工、工場製品輸送工、道路土工、鋼製シェッド下

部工、鋼製シェッド上部工、シェッド付属物工、仮設工その他これらに類する工種について適用

する。 

2.適用規定（1） 

道路土工は、第1編第2章第4節道路土工、仮設工は、第3編第2章第10節仮設工の規定による。 

3.適用規定（2） 

本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規

定による。 

 

第2節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類による。これによ

り難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑

義がある場合は監督員と協議しなければならない。 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編） （平成29年11月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅱ鋼橋・鋼部材編）     （平成29年11月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅳ下部構造編）        （平成29年11月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編）        （平成29年11月） 

日本道路協会 鋼道路橋施工便覧                            （令和2年9月） 

日本道路協会 鋼道路橋設計便覧                            （昭和55年9月） 

日本道路協会 道路橋支承便覧                              （平成31年2月） 

日本道路協会 鋼道路橋防食便覧                             （平成26年3月） 

日本道路協会 立体横断施設技術基準・同解説                （昭和54年1月） 

日本道路協会 鋼道路橋の細部構造に関する資料集            （平成3年7月） 

日本道路協会 杭基礎施工便覧                    （令和2年9月） 

日本道路協会 杭基礎設計便覧                         （令和2年9月） 

日本建設機械化協会 除雪・防雪ハンドブック（防雪編）      （平成16年12月） 

日本道路協会 道路土工要綱                                （平成21年6月） 

日本道路協会 道路土工－擁壁工指針                        （平成24年7月） 

日本道路協会 道路土工－カルバート工指針                   （平成22年3月） 

日本道路協会 道路土工－仮設構造物工指針                  （平成11年3月） 

日本道路協会 斜面上の深礎基礎設計施工便覧                （平成24年4月） 

日本道路協会 落石対策便覧                                 （平成12年6月） 

日本道路協会 道路防雪便覧                                 （平成2年5月） 

日本みち研究所 補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針（案）とその解説－（平成29年11月） 

日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン     （平成29年11月） 
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第9章 地下横断歩道 
 

第1節 適  用 

1.適用工種 

本章は、地下横断歩道工事における仮設工、開削土工、地盤改良工、現場打構築工、その他こ

れらに類する工種について適用する。 

2.適用規定（1） 

仮設工は、第3編第2章第10節仮設工の規定による。 

なお、当該作業のうち覆工板の設置撤去には、作業に伴う覆工板開閉作業も含むものとする。 

3.適用規定（2） 

本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規

定による。 

 

第2節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類による。これによ

り難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑

義がある場合は監督員と協議しなければならない。 

日本道路協会 立体横断施設技術基準・同解説           （昭和54年1月） 

日本道路協会 杭基礎設計便覧                （令和2年9月） 

日本道路協会 道路土工－カルバート工指針           （平成22年3月） 

日本みち研究所 補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針（案）とその解説－（平成29年11月） 

日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン    （平成29年11月） 

 

第3節 開削土工 

10-9-3-1 一般事項 

1.適用工種 

本節は、開削土工として掘削工、残土処理工その他これらに類する工種について定める。 

2.埋設管の位置確認 

受注者は、道路管理台帳及び占用者との現地確認にて埋設管の位置を明確にするものとする。 

3.埋設物の存在の有無 

受注者は、鋼矢板等、仮設杭の施工に先立ち、埋設物がないことが確かである場合を除き、建

設工事公衆災害防止対策要綱に従って埋設物の存在の有無を確かめなければならない。 

なお、埋設物の存在が認められたときは、布掘りまたはつぼ掘りを行って埋設物を露出させ、

埋設物の保安維持に努めなければならない。 

4.占用物件等による協議 

受注者は、土留杭及び仮設工において、占用物件等により位置変更及び構造変更の必要な場合

は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 
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10-9-3-2 掘削工 

1.埋設土留杭等 

受注者は、工事完成時埋設となる土留杭等について、設計図書に関して監督員と協議しなけれ

ばならない。 

2.地盤改良等 

受注者は、施工地盤について、地盤改良等の必要がある場合は、設計図書に関して、監督員と

協議しなければならない。 

 

10-9-3-3 残土処理工 

残土処理工の施工については、第1編1-2-3-7残土処理工の規定による。 

 

10-9-3-4 掘削工 

受注者は、占用物件が埋設されている恐れがある場合は布掘りを行い、占用物件がある場合は 

速やかに設計図書に関して監督員に協議するものとする。 

 

10-9-3-5 埋戻し工 

受注者は、躯体側面の埋戻し幅が30cm以下の埋戻しについては、砂又は砂質土を用いて水締め

により締め固めなければならない。 

 

第4節 地盤改良工 

10-9-4-1 一般事項 

本節は、地盤改良工として、路床安定処理工、置換工、サンドマット工、バーチカルドレーン

工、締固め改良工、固結工その他これらに類する工種について定める。 

 

10-9-4-2 路床安定処理工 

路床安定処理工の施工については、第3編3-2-7-2路床安定処理工の規定による。 

 

10-9-4-3 置換工 

置換工の施工については、第3編3-2-7-3置換工の規定による。 

 

10-9-4-4 サンドマット工 

サンドマット工の施工については、第3編3-2-7-6サンドマット工の規定による。 

 

10-9-4-5 バーチカルドレーン工 

バーチカルドレーン工の施工については、第3編3-2-7-7バーチカルドレーン工の規定による。 

 

10-9-4-6 締固め改良工 

締固め改良工の施工については、第3編3-2-7-8締固め改良工の規定による。 

 

10-9-4-7 固結工 

固結工の施工については、第3編3-2-7-9固結工の規定による。 
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第5節 現場打構築工 

10-9-5-1 一般事項 

本節は、現場打構築工として作業土工（床掘り、埋戻し）、現場打躯体工、継手工、カラー継手

工、防水工その他これらに類する工種について定める。 

 

10-9-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。 

 

10-9-5-3 現場打躯体工 

1.均しコンクリートの施工 

受注者は、均しコンクリートの施工にあたって、沈下、滑動、不陸などが生じないようにしな

ければならない。 

2.施工計画書 

受注者は、躯体コンクリートを打継ぐ場合は、打継ぎ位置を施工計画書に記載しなければなら

ない。また、これを変更する場合は、施工前に施工計画書の記載内容を変更しなければならない。 

 

10-9-5-4 継手工 

受注者は、設計図書に示す止水板及び目地材で継手を施工し、水密性を保つようにしなければ

ならない。 

 

10-9-5-5 カラー継手工 

受注者は、カラー継手工を設計図書に基づいて施工できない場合には、設計図書に関して監督

員と協議しなければならない。 

 

10-9-5-6 防水工 

1.施工 

受注者は、防水工の接合部や隅角部における増張り部等において、防水材相互が密着するよう

施工しなければならない。 

2.養生 

受注者は、防水保護工の施工にあたり、防水工が破損しないように留意して施工するものとし、

十分に養生しなければならない。 

3.防水工 

受注者は、防水シートを使用する場合は設計図書による。 
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第10章 地下駐車場 
 

第1節 適  用 

1.適用工種 

本章は、地下駐車場工事における工場製作工、工場製品輸送工、仮設工、開削土工、構築工、

付属設備工、その他これらに類する工種について適用する。 

2.適用規定(1) 

仮設工は、第3編第2章第10節仮設工の規定による。 

なお、当該作業のうち覆工板の設置撤去には、作業に伴う覆工板開閉作業も含むものとする。 

3.適用規定(2) 

工場製品輸送工は、第3編第2章第8節工場製品輸送工の規定による。 

 

第2節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類による。これによ

り難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑

義がある場合は監督員と協議しなければならない。 

日本道路協会 駐車場設計・施工指針              （平成4年11月） 

駐車場整備推進機構 大規模機械式駐車場設計・施工技術資料    （平成10年6月） 

日本道路協会 道路構造令の解説と運用              （平成27年6月） 

日本みち研究所 補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針（案）とその解説－（平成29年11月） 

日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン    （平成29年11月） 

 

第3節 工場製作工 

10-10-3-1 一般事項 

1.適用工種 

本節は、工場製作工として設備・金物製作工、工場塗装工その他これらに類する工種について

定める。 

2.施工計画書 

受注者は、工場製作工において、設計図書で特に指定のない限り、使用材料、施工方法、施工

管理計画等について施工計画書に記載しなければならない。 

 

10-10-3-2 設備・金物製作工 

設備・金物製作工の施工については、第10編第4章第3節工場製作工の規定による。 

 

10-10-3-3 工場塗装工 

工場塗装工の施工については、第3編3-2-12-11工場塗装工の規定による。 

 

第4節 工場製品輸送工 

10-10-4-1 一般事項 

本節は、工場製品輸送工として、輸送工その他これらに類する工種について定める。 
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3.情報案内施設の設置 

受注者は、情報案内施設を設置する際は、設計図書に定められた位置に設置しなければならな

いが、障害物などにより所定の位置に設置できない場合は、設計図書に関して監督員と協議しな

ければならない。 
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第11章 共同溝 
 

第1節 適  用 

1.適用工種 

本章は、共同溝工事における工場製作工、工場製品輸送工、仮設工、開削土工、現場打構築工、

プレキャスト構築工、付属設備工、その他これらに類する工種について適用する。 

2.適用規定（1） 

仮設工は、第3編第2章第10節仮設工の規定による。 

なお、当該作業のうち覆工板の設置撤去には、作業に伴う覆工板開閉作業も含むものとする。 

3.適用規定（2） 

本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規

定による。 

4.適用規定（3） 

工場製品輸送工は、第3編第2章第8節工場製品輸送工の規定による。 

 

第2節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類による。これによ

り難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑

義がある場合は監督員と協議しなければならない。 

日本道路協会 共同溝設計指針                      （昭和61年3月） 

土木学会 トンネル標準示方書 シールド工法編・同解説     （平成28年8月） 

日本みち研究所 補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針（案）とその解説－（平成29年11月） 

日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン     （平成29年11月） 

 

第3節 工場製作工 

10-11-3-1 一般事項 

1.工場製作工の種別 

本節は、工場製作工として設備・金物製作工、工場塗装工その他これらに類する工種について

定める。 

2.施工計画書 

受注者は、工場製作工において、設計図書で特に指定のない限り、使用材料、施工方法、施工

管理計画等について施工計画書に記載しなければならない。 

 

10-11-3-2 設備・金物製作工 

設備・金物製作工については、第10編第4章第3節工場製作工の規定による。 

 

10-11-3-3 工場塗装工 

工場塗装工の施工については、第3編3-2-12-11工場塗装工の規定による。 
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第4節 工場製品輸送工 

10-11-4-1 一般事項 

本節は、工場製品輸送工として、輸送工その他これらに類する工種について定める。 

 

10-11-4-2 輸送工 

輸送工の施工については、第3編3-2-8-2輸送工の規定による。 

 

第5節 開削土工 

10-11-5-1 一般事項 

1.適用工種 

本節は、開削土工として掘削工、埋戻し工、残土処理工その他これらに類する工種について定

める。 

2.埋設管の位置確認 

受注者は、道路管理台帳及び占用者との現地確認にて埋設管の位置を明確にしなければならな

い。 

3.埋設物の存在の有無 

受注者は、鋼矢板等、仮設杭の施工に先立ち、埋設物がないことが確かである場合を除き、建

設工事公衆災害防止対策要綱に従って埋設物の存在の有無を確かめなければならない。 

なお、埋設物の存在が認められたときは、布掘りまたはつぼ掘りを行って埋設物を露出させ、

埋設物の保安維持に努めなければならない。 

 

10-11-5-2 掘削工 

1.埋設土留杭等 

受注者は、工事完成時埋設となる土留杭等について、設計図書に定められていない場合は設計

図書に関して監督員と協議しなければならない。 

2.地盤改良等 

受注者は、施工地盤について、地盤改良等の必要がある場合は設計図書に関して、監督員と協

議しなければならない。 

3.占用物件 

受注者は、占用物件が埋設されている恐れがある場合は布掘りを行い、占用物件がある場合は

速やかに設計図書に関して監督員に協議するものとする。 

 

10-11-5-3 埋戻し工 

1.水締め 

受注者は、狭隘部で機械による施工が困難な場所の埋戻しには砂または砂質土を用いて水締め

により締固めなければならない。 

2.施工上の注意(1) 

受注者は、躯体上面の高さ50㎝部分の埋戻しについては、防水層に影響がでないように締め固

めなければならない。 

3.施工上の注意(2) 

受注者は、躯体側面の埋戻し幅が30cm以下の埋戻しについては、砂又は砂質土を用いて水締め

により締め固めなければならない。 
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10-11-5-4 残土処理工 

残土処理工の施工については、第1編1-2-3-7残土処理工の規定による。 

 

第6節 現場打構築工 

10-11-6-1 一般事項 

本節は、現場打構築工として現場打躯体工、歩床工、カラー継手工、防水工その他これらに類

する工種について定める。 

 

10-11-6-2 現場打躯体工 

1.均しコンクリートの施工 

受注者は、均しコンクリートの施工にあたって、沈下、滑動、不陸などが生じないようにしな

ければならない。 

2.施工計画書 

受注者は、躯体コンクリートを打継ぐ場合は、打継ぎ位置を施工計画書に記載しなければなら

ない。また、これを変更する場合は、施工前に施工計画書の記載内容を変更しなければならない。 

 

10-11-6-3 歩床工 

1.水はけ 

受注者は、歩床部分に水が滞留しないように仕上げなければならない。 

2.排水溝 

受注者は、歩床部の施工に伴い設置する排水溝を滑らかになるように仕上げなければならない。 

 

10-11-6-4 カラー継手工 

受注者は、カラー継手工を設計図書に基づいて施工できない場合には、設計図書に関して監督

員と協議しなければならない。 

 

10-11-6-5 防水工 

1.防水材相互の密着 

受注者は、防水工の接合部や隅角部における増張り部等において、防水材相互が密着するよう

施工しなければならない。 

2.防水層の破損防止 

受注者は、防水保護工の施工にあたり、防水工が破損しないように留意して施工するものとし、

十分に養生しなければならない。 

3.仕様 

受注者は、防水シートを使用する場合は設計図書による。 

 

第7節 プレキャスト構築工 

10-11-7-1 一般事項 

本節は、プレキャスト構築工としてプレキャスト躯体工、縦締工、横締工、可とう継手工、目

地工その他これらに類する工種について定める。 

 

10-11-7-2 プレキャスト躯体工 

プレキャスト躯体工については、「プレキャストコンクリート共同溝設計・施工要領（案）」に
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よるものとする。 

 

10-11-7-3 縦締工 

1.施工 

縦締工の施工については、第3編3-2-3-13ポストテンション桁製作工の3項（3）～（6）及び（8）

～（11）の規定による。 

2.縦締工の適用規定 

受注者は、縦締工の施工については、第3編3-2-3-13ポストテンション桁製作工の9項の規定に

よる。 

3.グラウトの適用規定 

受注者は、グラウトの配合については、第3編3-2-3-13ポストテンション桁製作工の11項の規定

による。 

 

10-11-7-4 横締工 

1.施工 

現場で行う横締工の施工については、第1編3-2-3-13ポストテンション桁製作工の3項（3）～（6）

及び（8）～（11）の規定による。 

2.横締工の適用規定 

受注者は、縦締工の施工については、第3編3-2-3-13ポストテンション桁製作工の9項の規定に

よる。 

3.グラウトの適用規定 

受注者は、グラウトの配合については、第3編3-2-3-13ポストテンション桁製作工の11項の規定

による。 

 

10-11-7-5 可とう継手工 

1.一般事項(1) 

受注者は、可とう継手工を設計図書に基づいて施工できない場合には、設計図書に関して監督

員と協議しなければならない。 

2.一般事項(2) 

受注者は、使用する可とう継手については、設計図書による。 

 

10-11-7-6 目地工 

受注者は、目地の施工にあたって、付着、水密性を保つように施工しなければならない。 

 

第8節 付属設備工 

10-11-8-1 一般事項 

本節は、付属設備工として設備工、付属金物工その他これらに類する工種について定める。 

 

10-11-8-2 設備工 

受注者は、設備工を設計図書に基づいて施工できない場合には、設計図書に関して監督員と協

議しなければならない。 
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10-11-8-3 付属金物工 

付属金物工については、第10編第4章第3節工場製作工の規定による。 

 

10-11-8-4 換気口上屋・仮設照明・仮設階段等 

1.換気口上屋 

受注者は、換気口上屋の施工において、プレキャスト製品を使用する場合は、材質について監

督員の承諾を得なければならない。 

2.仮設照明 

受注者は、洞道内及び覆工内部については、作業環境保全のため、仮設照明を設置しなければ

ならない。 

3.仮設階段  

受注者は、必要に応じて昇降用の仮設階段を設置しなければならない。 

4.地下水の利用状況、井戸の有無等の調査 

受注者は、周辺の地下水の利用状況、井戸の有無等の調査を行い、水位観測その他対策等が必

要な場合は、設計図書に関して監督員に協議するものとする。    

5.工事により発生する水処理 

受注者は、工事により発生する水処理において、下水道に排出する必要が生じた場合は設計図

書に関して監督員に協議するものとする。 

6.占用企業者との調整 

受注者は、占用企業者の取付金具等同時施工が必要な場合は、占用企業者と十分調整を行わな

ければならない。 

7.覆工部の摺り付け舗装 

受注者は、覆工部の摺り付け舗装については、段差が生じないよう常に良好な維持管理を行わ

なければならない。 
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第12章 電線共同溝 
 

第1節 適  用 

1.適用工種 

本章は、道路工事における仮設工、舗装版撤去工、開削土工、電線共同溝工、付帯設備工、そ

の他これらに類する工種について適用する。 

2.適用規定（1） 

開削土工は、第10編第12章第4節開削土工の規定による。 

3.適用規定（2） 

仮設工は、第3編第2章第10節仮設工の規定による。 

4.適用規定（3） 

本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規

定による。 

 

第2節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類による。これによ

り難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑

義がある場合は監督員と協議しなければならない。 

 

日本みち研究所 補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針（案）とその解説－（平成29年11月） 

日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン （平成29年11月） 
 

第3節 舗装版撤去工 

10-12-3-1 一般事項 

本節は、舗装版撤去工として舗装版破砕工その他これらに類する工種について定める。 

 

10-12-3-2 舗装版破砕工 

舗装版破砕工の施工については、第3編3-2-9-3構造物取壊し工の規定による。 

 

第4節 開削土工 

10-12-4-1 一般事項 

本節は、開削土工として掘削工、埋戻し工、残土処理工その他これらに類する工種について定

める。 

 

10-12-4-2 掘削工 

掘削工の施工については、第1編1-2-4-2掘削工の規定による。 

 

10-12-4-3 埋戻し工 

埋戻し工の施工については、第10編10-11-5-3埋戻し工の規定による。 
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10-12-4-4 残土処理工 

残土処理工の施工については、第1編1-2-3-7残土処理工の規定による。 

 

第5節 電線共同溝工 

10-12-5-1 一般事項 

1.適用工種 

本節は、電線共同溝工として管路工（管路部）、プレキャストボックス工（特殊部）、現場打ボ

ックス工（特殊部）その他これらに類する工種について定める。 

2.電線共同溝設置の位置・線形 

受注者は、電線共同溝設置の位置・線形については、事前に地下埋設物及び工事区間の現状に

ついて測量及び調査を行い、変更の必要が生じた場合は、設計図書に関して、監督員と協議しな

ければならない。 

3.電線共同溝の施工 

受注者は、電線共同溝の施工にあたっては、占用企業者の分岐洞道等に十分配慮し施工しなけ

ればならない。 

 

10-12-5-2 管路工（管路部） 

1.管路工（管路部）に使用する材料の承諾 

受注者は、管路工（管路部）に使用する材料について、監督員の承諾を得なければならない。

また、多孔陶管を用いる場合には、打音テストを行うものとする。なお、打音テストとは、ひび

割れの有無を調査するもので、テストハンマを用いて行うものをいう。 

2.単管を用いる場合の施工 

受注者は、単管を用いる場合には、スペーサ等を用いて敷設間隔が均一となるよう施工しなけ

ればならない。 

3.多孔管を用いる場合の施工 

受注者は、多孔管を用いる場合には、隣接する各ブロックに目違いが生じないよう、かつ、上

下左右の接合が平滑になるよう施工しなければならない。 

4.特殊部及び断面変化部等への管路材取付の施工 

受注者は、特殊部及び断面変化部等への管路材取付については、管路材相互の間隔を保ち、管

路材の切口が同一垂直面になるよう取揃えて、管口及び管路材内部は電線引込み時に電線を傷つ

けないよう平滑に仕上げなければならない。 

5.管路工（管路部）の施工 

受注者は、管路工（管路部）の施工にあたり、埋設管路においては防護コンクリート打設後ま

たは埋戻し後に、また露出、添加配管においてはケーブル入線前に、管路が完全に接続されてい

るか否かを通過試験により全ての管または孔について確かめなければならない。 

なお、通過試験とは、引通し線に毛ブラシ、雑布の順に清掃用品を取付け、管路内の清掃を行

ったあとに、通信管についてはマンドリルまたはテストケーブル、電力管については配管用ボビ

ン等の導通試験機を用いて行う試験をいう。 

6.通過試験 

通過試験は、全ての管又は孔について行わなければならない。 

7.埋戻し 

躯体側面の埋戻しについては、水締め施工を標準とする。 
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10-12-5-3 プレキャストボックス工（特殊部） 

1.基礎の施工 

受注者は、プレキャストボックス（特殊部）の施工にあたっては、基礎について支持力が均等

になるように、かつ不陸を生じないようにしなければならない。 

2.隣接ブロックの目違い防止 

受注者は、プレキャストボックス（特殊部）の施工にあたっては、隣接する各ブロックに目違

いによる段差、蛇行が生じないよう敷設しなければならない。 

3.蓋の設置 

受注者は、蓋の設置については、ボックス本体及び歩道面と段差が生じないように施工しなけ

ればならない。 

 

10-12-5-4 現場打ボックス工（特殊部） 

現場打ボックス工（特殊部）の施工については、第10編10-11-6-2現場打躯体工の1項及び2項の

規定による。 

 

10-12-5-5 仮設土留工 

受注者は、仮設土留工の施工にあたっては、掘削深さ1.0m以上の箇所に施工するものとする。 

 

第6節 付帯設備工 

10-12-6-1 一般事項 

本節は、付帯設備工としてハンドホール工、土留壁工（継壁）その他これらに類する工種につ

いて定める。 

 

10-12-6-2 ハンドホール工 

ハンドホール工の施工については、第3編3-2-3-21ハンドホール工の規定による。 

 

10-12-6-3 土留壁工（継壁） 

受注者は、土留壁の施工にあたっては、保護管（多孔管）の高さ及び位置に留意して施工しな

ければならない。 

 

10-12-6-4 占用企業者との調整等 

占用企業者との調整を計りながら施工しなければならない。 
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第13章 情報ボックス工 
 

第1節 適  用 

1.適用工種 

本章は、情報ボックス工における情報ボックス工、付帯設備工、仮設工その他これらに類する

工種について適用する。 

2.適用規定（1） 

開削土工は、第10編第12章第4節開削土工の規定による。 

3.適用規定（2） 

仮設工は、第3編第2章第10節仮設工の規定による。 

4.適用規定（3） 

本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規

定による。 

 

第2節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類による。これによ

り難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑

義がある場合は監督員と協議しなければならない。 

 

日本みち研究所 補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針（案）とその解説－（平成29年11月） 

日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン （平成29年11月） 

 

第3節 情報ボックス工 

10-13-3-1 一般事項 

本節は、情報ボックス工として作業土工（床掘り、埋戻し）、管路工（管路部）その他これらに

類する工種について定める。 

 

10-13-3-2 舗装版破砕工 

舗装版破砕工の施工については、第3編3-2-9-3 構造物取壊し工の規定による。 

 

10-13-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。 

 

10-13-3-4 管路工（管路部） 

管路工（管路部）の施工については、第10編 10-12-5-2 管路工（管路部）の規定による。 

 

第4節 付帯設備工 

10-13-4-1 一般事項 

本節は、付帯設備工としてハンドホール工その他これらに類する工種について定める。 
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らない。 

 

第2節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これによ

り難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑

義がある場合は監督員と協議しなければならない。 

日本道路協会 道路維持修繕要綱                 （昭和53年7月） 

日本道路協会 舗装再生便覧                  （平成22年11月） 

日本道路協会 舗装調査・試験法便覧              （平成31年3月） 

日本道路協会 道路橋補修便覧                 （昭和54年2月） 

日本道路協会 道路トンネル維持管理便覧（本体工編）      （令和2年8月） 

日本道路協会 道路緑化技術基準・同解説             （平成28年3月） 

日本道路協会 舗装施工便覧                   （平成18年2月） 

日本道路協会 舗装の構造に関する技術基準・同解説        （平成13年9月） 

日本道路協会 舗装設計施工指針                 （平成18年2月） 

日本道路協会 舗装設計便覧                  （平成18年2月） 

日本道路協会 道路トンネル維持管理便覧（付属施設編）      （平成28年11月） 

日本みち研究所 補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針（案）とその解説－（平成29年11月） 

日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン    （平成29年11月） 

 

第3節 巡視・巡回工 

10-14-3-1 一般事項 

本節は、巡視・巡回工として道路巡回工その他これらに類する工種について定める。 

 

10-14-3-2 道路巡回工 

1.通常巡回 

通常巡回は、設計図書に示された巡回区間について、通常の状態における道路及び道路の利用

状況を把握するため、主として以下の事項について情報収集を行うものとする。 

（1）道路及び道路の付属物の状況 

① 路面、路肩、路側、法面及び斜面 

② 排水施設 

③ 構造物 

④ 交通安全施設 

⑤ 街路樹 

⑥ 地点標及び境界杭 

（2）交通の状況、特に道路工事等の施工箇所における保安施設の設置状況、及び交通処理状況 

（3）道路隣接地における工事等が道路におよぼしている影響、及び樹木等の道路構造への支障状況 

（4）道路の占用の状況等 

（5）降積雪状況及び雪崩危険箇所等の状況 

2.通常巡回の実施時期 

通常巡回の実施時期は、設計図書または監督員の指示によるものとする。 
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3.交通異常の場合の処置 

受注者は、通常巡回中に道路交通に異常が生じている場合または異常が生ずるおそれがある場

合は、直ちに監督員へ連絡し、その処置について指示を受けなければならない。 

4.巡回日誌 

受注者は、通常巡回終了後速やかに、設計図書に定める様式により巡回日誌を監督員に提出し

なければならない。 

5.緊急巡回 

緊急巡回は、監督員の指示する実施時期及び箇所について、監督員の指示する内容の情報収集

及び連絡を行うものとする。 

6.通常巡回及び緊急巡回の巡回員 

通常巡回及び緊急巡回の巡回員は、現地状況に精通した主任技術者または同等以上の者でなけ

ればならない。 

なお、緊急の場合などで監督員が承諾した場合を除き、巡回員は巡回車の運転手を兼ねてはな

らない。 

 

第4節 舗装工 

10-14-4-1 一般事項 

1.適用工種 

本節は、舗装工として路面切削工、舗装打換え工、切削オーバーレイ工、オーバーレイ工、路

上再生工、薄層カラー舗装工、コンクリート舗装補修工、アスファルト舗装補修工その他これら

に類する工種について定める。 

2.舗装工の施工 

受注者は、舗装工の施工については、施工箇所以外の部分に損傷を与えないように行わなけれ

ばならない。 

3.適用規定 

舗装工の施工による発生材の処理は、第3編3-2-9-15運搬処理工の規定による。 

 

10-14-4-2 材 料 

1.アスファルト注入に使用する注入材料 

アスファルト注入に使用する注入材料は、ブローンアスファルトとし、JIS K 2207（石油アス

ファルト）の規格に適合するものとする。 

なお、ブローンアスファルトの針入度は設計図書によらなければならない。 

2.目地補修に使用するクラック防止シート 

受注者は、目地補修に使用するクラック防止シートについては、施工前に監督員に品質を証明

する資料の承諾を得なければならない。 

3.注入材料 

注入材料は、ブロンアスファルトとしJIS K 2207（石油アスファルト）の規格によるものとし、

針入度は20～30とする。 

 

10-14-4-3 路面切削工 

路面切削工の施工については、第3編3-2-6-15路面切削工の規定による。 
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10-14-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。 

 

10-14-5-3 側溝工 

1.施工 

側溝工の施工については、第10編10-1-10-3側溝工の規定による。 

2.継目 

受注者は、側溝類の継目部の施工にあたっては、第10編10-1-10-3側溝工の2項の規定による。 

 

10-14-5-4 管渠工 

管渠工の施工については、第10編10-1-10-4管渠工の規定による。 

 

10-14-5-5 集水桝・マンホール工 

集水桝・マンホール工の施工については、第10編10-1-10-5集水桝・マンホール工の規定による。 

 

10-14-5-6 地下排水工 

地下排水工の施工については、第10編10-1-10-6地下排水工の規定による。 

 

10-14-5-7 場所打水路工 

場所打水路工の施工については、第10編10-1-10-7場所打水路工の規定による。 

 

10-14-5-8 排水工 

排水工の施工については、第10編10-1-10-8排水工（小段排水・縦排水）の規定による。 

 

第6節 防護柵工 

10-14-6-1 一般事項 

本節は、防護柵工として作業土工（床掘り、埋戻し）、路側防護柵工、防止柵工、ボックスビー

ム工、車止めポスト工、防護柵基礎工その他これらに類する工種について定める。 

 

10-14-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。 

 

10-14-6-3 路側防護柵工 

路側防護柵工の施工については、第3編3-2-3-8路側防護柵工の規定による。 

 

10-14-6-4 防止柵工 

防止柵工の施工については、第3編3-2-3-7防止柵工の規定による。 

 

10-14-6-5 ボックスビーム工 

ボックスビーム工の施工については、第10編10-2-8-5ボックスビーム工の規定による。 
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10-14-6-6 車止めポスト工 

車止めポスト工の施工については、第10編10-2-8-6車止めポスト工の規定による。 

 

10-14-6-7 防護柵基礎工 

防護柵基礎工の施工については、第3編3-2-3-8路側防護柵工の規定による。 

 

第7節 標識工 

10-14-7-1 一般事項 

1.一般事項(1) 

本節は、標識工として小型標識工、大型標識工その他これらに類する工種について定める。 

2.一般事項(2) 

受注者は、標識工の施工にあたっては、第10編10-2-9-1の規定による。 

 

10-14-7-2 材 料 

1.適用規定 

標識工で使用する標識の品質規格については、第2編2-2-12-1道路標識の規定による。 

2.錆止めペイント 

標識工に使用する錆止めペイントは、JIS K 5621（一般用さび止めペイント）からJIS K 5674

（鉛・クロムフリーさび止めペイント）に適合するものを用いる。 

3.基礎杭 

標識工で使用する基礎杭は、JIS G 3444（一般構造用炭素鋼鋼管）STK400、JIS A 5525（鋼管

ぐい）SKK400及びJIS G 3101（一般構造用圧延鋼材）SS400の規格に適合するものとする。 

4.標識板 

受注者は、標識板には設計図書に示す位置に補強材を標識板の表面にヒズミの出ないようスポ

ット溶接をしなければならない。アルミニウム合金材の溶接作業は（一社）軽金属溶接協会規格

LWSP7903-1979「スポット溶接作業標準（アルミニウム及びアルミニウム合金）」（（一社）日本溶

接協会規格WES7302と同一規格）を参考に行うことが望ましい。 

5.標識板の下地処理 

受注者は、標識板の下地処理にあたっては脱脂処理を行い、必ず洗浄を行わなければならない。 

6.標識板の文字・記号等 

受注者は、標識板の文字・記号等を「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」（標識令）

及び「道路標識設置基準・同解説」（日本道路協会 令和2年6月）による色彩と寸法で、標示する。

これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

 

10-14-7-3 小型標識工 

小型標識工の施工については、第3編3-2-3-6小型標識工の規定による。 

 

10-14-7-4 大型標識工 

大型標識工の施工については、第10編10-2-9-4大型標識工の規定による。 
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定による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

 

10-14-12-3 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。 

 

10-14-12-4 場所打函渠工 

場所打函渠工については、第10編10-1-9-6現場打函渠工の規定による。 

 

10-14-12-5 プレキャストカルバート工 

プレキャストカルバート工については、第3編3-2-3-28プレキャストカルバート工の規定によ

る。 

 

10-14-12-6 防水工 

防水工の施工については、第10編10-1-9-8防水工の規定による。 

 

第13節 法面工 

10-14-13-1 一般事項 

本節は、法面工として植生工、法面吹付工、法枠工、法面施肥工、アンカー工、かご工その他

これらに類する工種について定める。 

 

10-14-13-2 植生工 

植生工の施工については、第3編3-2-14-2植生工の規定による。 

 

10-14-13-3 法面吹付工 

法面吹付工の施工については、第3編3-2-14-3吹付工の規定による。 

 

10-14-13-4 法枠工 

法枠工の施工については、第3編3-2-14-4法枠工の規定による。 

 

10-14-13-5 法面施肥工 

法面施肥工の施工については、第3編3-2-14-5法面施肥工の規定による。 

 

10-14-13-6 アンカー工 

アンカー工の施工については、第3編3-2-14-6アンカー工の規定による。 

 

10-14-13-7 かご工 

かご工の施工については、第3編3-2-14-7かご工の規定による。 
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第14節 橋梁床版工 

10-14-14-1 一般事項 

1.適用工種 

本節は、橋梁床版工として床版補強工（鋼板接着工法）、床版補強工（増桁架設工法）、床版増

厚補強工、床版取替工、旧橋撤去工その他これらに類する工種について定める。 

2.異常発見時の処置 

受注者は、橋梁修繕箇所に異常を発見したときは、設計図書に関して監督員と協議しなければ

ならない。 

 

10-14-14-2 材 料 

床版防水膜、伸縮継手、支承、高欄・手摺に使用する材料は、設計図書によらなければならな

い。 

 

10-14-14-3 床版補強工（鋼板接着工法） 

1.クラック状況の調査 

受注者は、施工に先立ち床版のクラック状況を調査し、設計図書に関して監督員と協議しなけ

ればならない。 

2.クラック処理 

受注者は、床版クラック処理については設計図書によらなければならない。 

3.接着面の不陸調整 

受注者は、床版部接着面の不陸調整として、サンダー等でレイタンス、遊離石灰を除去した後、

シンナー等で清掃しなければならない。また、床版の接合面のはく離部は、設計図書に示す材料

を用いて円滑に調整しなければならない。 

4.取付位置のマーキング 

受注者は、床版部に、アンカーボルト取付け穴の位置が鋼板と一致するよう正確にマーキング

をするものとする。 

5.油脂等の除去 

受注者は、鋼板及びコンクリートの接合面の油脂及びごみをアセトン等により除去しなければ

ならない。 

6.接着部の養生 

受注者は、シールした樹脂の接着力が、注入圧力に十分耐えられるまで養生しなければならな

い。 

7.注入材料の充填 

受注者は、注入については、注入材料が隙間に十分ゆきわたるように施工しなければならない。 

8.前処理 

（1）受注者は、フランジを装着するコンクリート面に､ディスクサンダー等を用いて、表面のレイ

タンスや付着している汚物等を除去しなければならない。また、コンクリート面が濡れている

場合には、布等でふき取って乾燥させなければならない。 

（2）受注者はコンクリート表面に豆板等の不良部分がある場合には取除き、パテ用エポキシ系樹脂

で埋めなければならない。 
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5.のり面の異常を発見した場合の措置 

受注者は、除草中又は跡片付け中にのり面に陥没・亀裂等の異常を発見した場合は、速やかに

監督員に連絡するものとする。 

 

第23節 冬期対策施設工 

10-14-23-1 一般事項 

1.適用工種 

本節は、冬期対策施設工として冬期安全施設工その他これらに類する工種について定める。 

2.損傷防止 

受注者は、冬期対策施設工の施工については、施工箇所以外の部分に損傷を与えないように行

わなければならない。 

3.発生材の処理 

冬期対策施設工の施工による発生材の処理は、第3編3-2-9-15運搬処理工の規定による。 

 

10-14-23-2 冬期安全施設工 

1.一般事項 

受注者は、冬期安全施設工の施工については、時期、箇所について監督員より指示を受けるも

のとし、完了後は速やかに監督員に報告しなければならない。 

2.スノーポールの設置 

受注者は、スノーポールの設置については、立て込み角度及び方向が交通に支障なく、十分な

誘導効果が得られるようにしなければならない。 

3.看板の設置 

受注者は、看板の設置については、設置位置及び方向が交通に支障なく、十分に確認できるよ

うにしなければならない。 

4.防雪柵の施工 

防雪柵の施工については、第10編10-1-11-6防雪柵工の規定による。 

 

第24節 応急処理工 

10-14-24-1 一般事項 

1.適用工種 

本節は、応急処理工として応急処理作業工その他これらに類する工種について定める。 

2.損傷 

受注者は、応急処理工の施工については、施工箇所以外の部分に損傷を与えないように行わな

ければならない。 

3.発生材の処理 

応急処理工の施工による発生材の処理は、第3編3-2-9-15運搬処理工の規定による。 

 

10-14-24-2 応急処理作業工 

応急処理作業工の時期、箇所、作業内容は、設計図書及び監督員の指示によるものとし、完了

後は速やかに監督員に報告しなければならない。 
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第15章 雪寒 
 

第1節 適  用 

1.適用工種 

本章は、道路工事における除雪工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。 

2.適用規定（1） 

仮設工は第3編第2章第10節仮設工の規定による。 

3.適用規定（2） 

本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規

定による。 

4.道路維持 

受注者は、雪寒の施工にあたっては、安全かつ円滑な交通を確保するため道路を良好な状態に

保つよう維持しなければならない。 

5.臨機の措置 

受注者は、工事区間内での事故防止のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなけ

ればならない。また、受注者は、措置をとった場合には、その内容を直ちに監督員に通知しなけ

ればならない。 

 

第2節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類による。これによ

り難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑

義がある場合は監督員と協議しなければならない。 

日本建設機械化協会 除雪・防雪ハンドブック（除雪編） （平成16年12月） 

日本道路協会 道路維持修繕要綱                （昭和53年7月） 

日本建設機械化協会 除雪・防雪ハンドブック（防雪編）     （平成16年12月） 

日本道路協会 道路防雪便覧                  （平成2年5月） 

日本道路協会 舗装設計施工指針                 （平成18年2月） 

日本道路協会 舗装の構造に関する技術基準・同解説        （平成13年9月） 

日本道路協会 舗装施工便覧                  （平成18年2月） 

日本みち研究所 補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針（案）とその解説－（平成29年11月） 

日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン    （平成29年11月） 

 

第3節 除雪工 

10-15-3-1 一般事項 

1.適用工種 

本節は、除雪工として一般除雪工、運搬除雪工、凍結防止工、歩道除雪工、安全処理工、雪道

巡回工、待機補償費、保険費、除雪機械修理工その他これらに類する工種について定める。 

2.施工計画書 

除雪工においては、施工計画書へ以下に示す事項を記載しなければならない。 

なお、第1編1-1-1-4施工計画書第1項において規定している計画工程表については、記載しなく
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から請求があった場合は、速やかに提示しなければならない。 

 

10-15-3-11 除雪機械修理工 

1.一般事項 

受注者は、除雪機械及び付属品等が、故障、損耗等により正常な作業が出来ないまたはそのお

それがある場合は、監督員に報告し、指示を受けなければならない。 

2.除雪機械の修理内容 

除雪機械の修理内容は、設計図書または監督員の指示によるものとする。 

3.報告 

受注者は、除雪機械及び付属品等が、故障、損耗等により正常な作業が出来ない、またはその

恐れがある場合は、監督員に連絡し、指示を受けなければならない。 
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第16章 道路修繕 
 

第1節 適  用 

1.適用工種 

本章は、道路工事における工場製作工、工場製品輸送工、道路土工、舗装工、排水構造物工、

縁石工、防護柵工、標識工、区画線工、道路植栽工、道路付属施設工、軽量盛土工、擁壁工、石・

ブロック積（張）工、カルバート工、法面工、落石雪害防止工、橋梁床版工、鋼桁工、橋梁支承

工、橋梁付属物工、横断歩道橋工、橋脚巻立て工、現場塗装工、トンネル工、構造物撤去工、仮

設工、その他これらに類する工種について適用する。 

2.適用規定（1） 

道路土工は第1編第2章第4節道路土工、構造物撤去工は第3編第2章第9節構造物撤去工、仮設工

は第3編第2章第10節仮設工の規定による。 

3.適用規定（2） 

本章に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編及び本編

第1章～11章の規定による。 

4.道路修繕の施工 

受注者は、道路修繕の施工にあたっては、安全かつ円滑な交通を確保するため道路を良好な状

態に保つようにしなければならない。 

5.臨機の措置 

受注者は、工事区間内での事故防止のため、やむを得ず臨機の措置を行う必要がある場合は、

第1編総則1-1-1-42臨機の措置の規定に基づき処置しなければならない。 

 

第2節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類による。これによ

り難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑

義がある場合は監督員と協議しなければならない。 

日本道路協会 道路維持修繕要綱              （昭和53年7月） 

日本道路協会 鋼道路橋防食便覧               （平成26年3月） 

日本道路協会 舗装調査・試験法便覧              （平成31年3月） 

日本道路協会 舗装再生便覧                 （平成22年11月） 

日本道路協会 道路橋補修便覧                 （昭和54年2月） 

日本道路協会 舗装施工便覧                 （平成18年2月） 

日本道路協会 舗装の構造に関する技術基準・同解説       （平成13年9月） 

日本道路協会 舗装設計施工指針                （平成18年2月） 

日本道路協会 舗装設計便覧                   （平成18年2月） 

日本みち研究所 補訂版道路のデザイン－道路デザイン指針（案）とその解説－（平成29年11月） 

日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライ      （平成29年11月） 
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第8節 防護柵工 

10-16-8-1 一般事項 

本節は、防護柵工として路側防護柵工、防止柵工、作業土工（床掘り、埋戻し）、ボックスビー

ム工、車止めポスト工、防護柵基礎工その他これらに類する工種について定める。 

 

10-16-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。 

 

10-16-8-3 路側防護柵工 

路側防護柵工の施工については、第3編3-2-3-8路側防護柵工の規定による。 

 

10-16-8-4 防止柵工 

防止柵工の施工については、第3編3-2-3-7防止柵工の規定による。 

 

10-16-8-5 ボックスビーム工 

ボックスビーム工の施工については、第10編10-2-8-5ボックスビーム工の規定による。 

 

10-16-8-6 車止めポスト工 

車止めポスト工の施工については、第10編10-2-8-6車止めポスト工の規定による。 

 

10-16-8-7 防護柵基礎工 

防護柵基礎工の施工については、第3編3-2-3-8路側防護柵工の規定による。 

 

第9節 標識工 

10-16-9-1 一般事項 

1.適用工種 

本節は、標識工として小型標識工、大型標識工その他これらに類する工種について定める。 

2.適用規定 

受注者は、標識工の施工にあたっては、第10編10-2-9-1の規定による。 

 

10-16-9-2 材 料 

1.適用規定 

標識工で使用する標識の品質規格については、第2編2-2-12-1道路標識の規定による。 

2.標識工錆止めペイント 

標識工に使用する錆止めペイントは、JIS K 5621（一般用さび止めペイント）からJIS K 5674

（鉛・クロムフリーさび止めペイント）に適合するものを用いるものとする。 

3.標識工の基礎杭 

標識工で使用する基礎杭は、JIS G 3444（一般構造用炭素鋼鋼管）STK400、JIS A 5525（鋼管

ぐい）SKK400及びJIS G 3101（一般構造用圧延鋼材）SS400の規格に適合するものとする。 

4.リブの取付 

受注者は、標示板には設計図書に示す位置にリブを標示板の表面にヒズミの出ないようスポッ

ト溶接をしなければならない。 
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5.脱脂処理 

受注者は、標示板の下地処理にあたっては脱脂処理を行い、必ず洗浄を行わなけばならない。 

6.標示板の文字・記号等 

受注者は、標示板の文字・記号等を「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」（標識令）

及び「道路標識設置基準・同解説」（日本道路協会 令和2年6月）による色彩と寸法で、標示しな

ければならない。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

 

10-16-9-3 小型標識工 

小型標識工の施工については、第3編3-2-3-6小型標識工の規定による。 

 

10-16-9-4 大型標識工 

大型標識工の施工については、第10編10-2-9-4大型標識工の規定による。 

 

第10節 区画線工 

10-16-10-1 一般事項 

本節は、区画線工として区画線工その他これらに類する工種について定める。 

 

10-16-10-2 区画線工 

区画線工の施工については、第10編10-2-10-2区画線工の規定による。 

 

第11節 道路植栽工 

10-16-11-1 一般事項 

本節は、道路植栽工として道路植栽工その他これらに類する工種について定める。 

 

10-16-11-2 材 料 

道路植栽工で使用する材料については、第10編10-2-11-2材料の規定による。 

 

10-16-11-3 道路植栽工 

道路植栽工の施工については、第10編10-2-11-3道路植栽工の規定による。 

 

第12節 道路附属施設工 

10-16-12-1 一般事項 

本節は、道路付属施設工として境界工、道路付属物工、ケーブル配管工、照明工その他これら

に類する工種について定める。 

 

10-16-12-2 材料 

1.適用規定（1） 

境界工で使用する材料については、第2編2-2-7-2セメントコンクリート製品の規定による。 

2.適用規定（2） 

踏掛版工で使用する乳剤等の品質規格については、第3編3-2-6-3アスファルト舗装の材料の規

定による。 
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第2章 舗装工事・道路改良工事 
 

第1節 適用 

16-2-1-1 適用 

本章は、アスファルト舗装、コンクリート舗装及び土砂系舗装その他これらに類する工種につ

いて適用するものとする。 

ただし、耕作道路等のように、簡易な構造の土砂系舗装の場合は除外する。 

 

16-2-1-2 適用規定 

本章に特に定めのない事項については、第1編 共通編 第2編 材料編 第3編 土木工事共通編 

の規定によるものとする。 

 

第2節 一般事項 

16-2-2-1 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、第3編 第2章 第2節 適用すべき

諸基準によるもののほか、次の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違

がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求

めなければならない。 

 

農林水産省農村振興局   土地改良事業計画設計基準・設計｢農道｣ 

（公社）日本道路協会   道路土工－切土工・斜面安定工指針 

 

16-2-2-2 一般事項 

一般事項については、第3編 3-2-6-1 一般事項の規定によるものとする。 

 

第3節 土工 

16-2-3-1 掘削工 

1．掘削工 

掘削工の施工については、第1編 1-2-4-2 掘削工の規定によるものとする。 

2．路床切土工 

（1）受注者は、在来の地盤を路床として利用する場合、指定の縦横断面形状に仕上げなければな

らない。この場合、路床土を乱さないよう施工しなければならない。 

（2）受注者は、切土して路床を仕上げる場合、適切な排水処理をしなければならない。 

（3）受注者は、路床面において所定の支持力が得られない場合、又は均等性に疑問がある場合に

は、監督員と協議して施工しなければならない。 

 

16-2-3-2 盛土工 

1．盛土工 

盛土工の施工については、第1編 1-2-3-3 盛土工の規定によるものとする。 
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2．路肩部分等の盛土 

受注者は、路肩盛土の施工において、一層の仕上がり厚が30cm以内となるようにまき出し、締

固めなければならない。 

 

16-2-3-3 路体盛土工 

路体盛土工の施工については、第1編 1-2-4-3 路体盛土工の規定によるものとする。 

 

16-2-3-4 路床盛土工 

路床盛土工の施工については、第1編 1-2-4-4 路床盛土工の規定によるものとする。 

 

16-2-3-5 整形仕上げ工 

整形仕上げ工の施工については、第1編 1-2-3-5 法面整形工の規定によるものとする。 

 

16-2-3-6 作業残土処理工（残土処理工） 

作業残土処理工の施工については、第1編 1-2-3-7 残土処理工の規定によるものとする。 

 

第4節 地盤改良工 

16-2-4-1 路床安定処理工 

路床安定処理工の施工については、第3編 3-2-7-2 路床安定処理工の規定によるものとする。 

 

16-2-4-2 サンドマット工 

サンドマット工の施工については、第3編 3-2-7-6 サンドマット工の規定によるものとする。 

 

16-2-4-3 バーチカルドレーン工 

バーチカルドレーン工の施工については、第3編 3-2-7-7 バーチカルドレーン工の規定による

ものとする。 

 

16-2-4-4 締固め改良工 

締固め改良工の施工については、第3編 3-2-7-8 締固め改良工の規定によるものとする。 

 

16-2-4-5 固結工 

固結工の施工については、第3編 3-2-7-9 固結工の規定によるものとする。 

 

第5節 法面工 

16-2-5-1 作業土工 

作業土工の施工については、第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定によるものと

する。 

 

16-2-5-2 植生工 

植生工の施工については、第3編 3-2-14-2 植生工の規定によるものとする。 
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16-2-5-3 吹付工 

吹付工の施工については、第3編 3-2-14-3 吹付工の規定によるものとする。 

 

16-2-5-4 法枠工 

法枠工の施工については、第3編 3-2-14-4 法枠工の規定によるものとする。 

 

16-2-5-5 アンカー工 

アンカー工の施工については、第3編 3-2-14-6 アンカー工及び下記の規定によるものとする。  

1．受注者は、設計図書に示された延長に達する前に削孔が不能となった場合、原因を調査す

るとともに、その処置方法について、監督員と協議しなければならない。 

2．受注者は、削孔に当たり、アンカー定着部の位置が設計図書に示された位置に達したこと

を削孔延長、削孔土砂等により確認するとともに、確認結果を監督員に提出しなければなら

ない。 

3．受注者は、グラウト注入終了後、グラウトが硬化するまでテンドンが動かないように保持

しなければならない。 

 

16-2-5-6 かご工 

かご工の施工については、第3編 3-2-14-7 かご工の規定によるものとする。 

 

第6節 擁壁工 

16-2-6-1 作業土工 

作業土工の施工については、第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定によるものと

する。 

 

16-2-6-2 既製杭工 

既製杭工の施工については、第3編 3-2-4-4 既製杭工の規定によるものとする。 

 

16-2-6-3 場所打杭工 

場所打杭工の施工については、第3編 3-2-4-5 場所打杭工の規定によるものとする。 

 

16-2-6-4 場所打擁壁工 

場所打擁壁工の施工については、第1編第3章 無筋・鉄筋コンクリートの規定によるものとす

る。 

 

16-2-6-5 プレキャスト擁壁工 

プレキャスト擁壁工については、第3編 3-2-15-2 プレキャスト擁壁工の規定によるものとす

る。 

 

16-2-6-6 補強土壁工 

補強土壁工については、第3編 3-2-15-3 補強土壁工の規定によるものとする。 
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16-2-6-7 井桁ブロック工 

井桁ブロック工については、第3編 3-2-15-4 井桁ブロック工の規定によるものとする。 

 

16-2-6-8 小型擁壁工 

小型擁壁の施工については、第1編第3章 無筋・鉄筋コンクリートの規定によるものとする。 

 

第7節 石・ブロック積（張）工 

16-2-7-1 作業土工 

作業土工の施工については、第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定によるものと

する。 

 

16-2-7-2 コンクリートブロック工 

コンクリートブロック工の施工については、第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工の規定に

よるものとする。 

 

16-2-7-3 緑化ブロック工 

緑化ブロック工の施工については、第3編 3-2-5-4 緑化ブロック工の規定によるものとする。 

 

16-2-7-4 石積（張）工 

石積（張）工の施工については、第3編 3-2-5-5 石積（張）工の規定によるものとする。 

 

第8節 カルバート工 

16-2-8-1 作業土工 

作業土工の施工については、第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定によるものと

する。 

 

16-2-8-2 既製杭工 

既製杭工の施工については、第3編 3-2-4-4 既製杭工の規定によるものとする。 

 

16-2-8-3 場所打杭工 

場所打杭工の施工については、第3編 3-2-4-5 場所打杭工の規定によるものとする。 

 

16-2-8-4 現場打カルバート工 

1．受注者は、均しコンクリートの施工に当たり、沈下、滑動、不陸などが生じないようにし

なければならない。 

2．受注者は、目地材及び止水板の施工に当たり、付着、水密性を保つよう施工しなければな

らない。 

 

16-2-8-5 プレキャストカルバート工 

プレキャストカルバート工については、第3編 3-2-3-28 プレキャストカルバート工の規定に

よるものとする。 
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第9節 小型水路工 

16-2-9-1 作業土工 

作業土工の施工については、第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定によるものと

する。 

 

16-2-9-2 側溝工 

1．受注者は、現地の状況により設計図書に示された水路勾配により難い場合、監督員と協議

しなければならない。 

2．受注者は、側溝の施工について、下流側または低い側から設置するとともに、底面は滑ら

かで一様な勾配になるように施工しなければならない。 

3．受注者は、プレキャストＵ型側溝、コルゲートフリューム、自由勾配側溝の継目部の施工

について、付着、水密性を保ち段差が生じないよう注意して施工しなければならない。 

4．受注者は、コルゲートフリュームの布設に当たり、砂質土または軟弱地盤が出現した場合、

施工方法について事前に監督員と協議しなければならない。 

5．受注者は、コルゲートフリュームの組立てに当たり、上流側又は高い側のセクションを下

流側又低い側のセクションの内側に重ね合わせ、ボルトによる接合をフリューム断面の両側

で行うものとし、底部及び頂部で行ってはならない。 

また、埋戻し後もボルトの緊結状態を点検し、ゆるんでいるものがあれば締直しを行わな

ければならない。 

6．受注者は、コルゲートフリュームの布設に当たり、あげこしを行う必要が生じた場合、布

設方法について事前に監督員と協議しなければならない。 

7．受注者は、自由勾配側溝の底版コンクリート打設について、設計図書に示すコンクリート

厚さとし、これにより難い場合は、監督員の承諾を得るものとする。 

8．受注者は、側溝蓋の設置について、側溝本体及び路面に段差が生じないよう平坦に施工し

なければならない。 

 

16-2-9-3 管渠工 

管渠の施工については、本章 16-2-8-5 プレキャストカルバート工の規定に準じるものとする。 

 

16-2-9-4 集水桝工 

1．受注者は、集水桝の基礎について、支持力が均等となるように、かつ不陸を生じないよう

にしなければならない。 

2．受注者は、集水桝の施工について、小型水路との接続部で漏水が生じないように施工しな

ければならない。 

3．受注者は、集水桝の施工について、路面との高さ調整が必要な場合は、監督員と協議しな

ければならない。 

4．受注者は、集水桝蓋の設置について、集水桝本体及び路面に段差が生じないよう平坦に施

工しなければならない。 

 

16-2-9-5 地下排水工 

1．受注者は、暗渠排水の施工について、新たに地下水脈を発見した場合、その対策について
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監督員と協議しなければならない。 

2．受注者は、設計図書に示す材料を用い、フィルター材の目づまり、有孔管の穴を間詰めし

ないように施工し、埋戻さなければならない。 

 

第10節 落石防護工 

16-2-10-1 作業土工 

作業土工の施工については、第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定によるものと

する。 

 

16-2-10-2 落石防止網工 

1．受注者は、落石防止網の施工について、アンカーピンの打込みが岩盤で不可能な場合は監

督員と協議しなければならない。 

2．受注者は、現地の状況により設計図書に示す設置方法により難い場合、監督員と協議しな

ければならない。 

 

16-2-10-3 落石防止柵工 

1．受注者は、落石防止柵の支柱基礎の施工について、周辺の地盤をゆるめることなく、かつ、

滑動しないよう定着しなければならない。 

2．受注者は、ケーブル金網式の落石防止柵設置に当たり、初期張力を与えたワイヤロープに

ゆるみがないように施工しなければならない。 

3．受注者は、Ｈ形鋼式の緩衝材設置に当たり、落石による衝撃に対してエネルギーが吸収さ

れるようにしなければならない。 

 

第11節 構造物撤去工 

16-2-11-1 構造物取壊し工 

構造物取壊しの施工については、第3編 3-2-9-3 構造物取壊し工の規定によるものとする。 

 

第12節 舗装工 

16-2-12-1 舗装準備工 

舗装準備工の施工については、第3編 3-2-6-5 舗装準備工の規定によるものとする。 

 

16-2-12-2 アスファルト舗装工 

アスファルト舗装工の施工については、第3編 3-2-6-7 アスファルト舗装工の規定によるもの

とする。 

 

16-2-12-3 コンクリート舗装工 

コンクリート舗装工の施工については、第3編 3-2-6-12 コンクリ－ト舗装工の規定によるも

のとする。 

 

16-2-12-4 砂利舗装工 

砂利舗装工の施工については、第1編 1-2-3-6 堤防天端工及び下記の規定によるものとする。 
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（1）受注者は、路面仕上げに当たり、中央部を高くし必ず横断勾配を付けなければならない。な

お、横断勾配は設計図書によるものとする。 

（2）受注者は、敷砂利の施工に当たり、敷厚が均一になるように仕上げなければならない。 

 

第13節 路面排水工 

16-2-13-1 作業土工 

作業土工（床掘り・埋戻し）の施工については、第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）

の規定によるものとする。 

 

16-2-13-2 側溝工 

1．受注者は、Ｌ型側溝、鉄筋コンクリートＵ型及び鉄筋コンクリート側溝の設置について、

設計図書又は監督員の指示する勾配で下流側又は低い側から設置するとともに、底面は滑ら

かで一様な勾配になるように施工しなければならない。 

2．受注者は、Ｌ型側溝、鉄筋コンクリートＵ型及び鉄筋コンクリート側溝の接合部について、

指定しない限りセメントと砂の比が1：3の容積配分のモルタルを用い、漏水のないように施

工しなければならない。 

3．受注者は、側溝蓋の施工に当たり、材料が破損しないよう丁寧に取り扱わなければならな

い。 

 

16-2-13-3 管渠工 

受注者は、管渠の設置について、本章 16-2-8-5 プレキャストカルバート工の規定に準じるも

のとする。  

 

16-2-13-4 集水桝工 

集水桝の施工については、本章 16-2-9-4 集水桝工の規定によるものとする。 

 

第14節 付帯施設工 

16-2-14-1 作業土工 

作業土工の施工については、第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定によるものと

する。 

 

16-2-14-2 安全施設工 

安全施設工の施工については、第3編 3-2-3-7 防止柵工、3-2-3-8 路側防護柵工及び下記の規

定によるものとする。 

1．一般事項 

受注者は、防護柵工の施工に当たり、設計図書で特に定めていない事項は、防護柵の設置基準・

同解説の規定によらなければならない。 

2．安全施設工 

（1）受注者は、土中埋込み式の支柱を建込む場合、支柱打込機、オーガーボーリングなどを用い

て堅固に建込まなければならない。この場合、地下埋設物に破損や障害を発生させないように

するとともに、既設舗装等に悪影響を及ぼさないよう施工しなければならない。 
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（2）受注者は、設置穴を掘削して埋戻す方法で、土中埋込み式の支柱を建込む場合、支柱が沈下

しないよう穴の底部を締固めておかなければならない。 

（3）受注者は、橋梁、擁壁などのコンクリートの中に防護柵を設置する場合、設計図書によるも

のとするが、その位置に支障がある場合、又は位置が示されていない場合、監督員と協議して

定めなければならない。 

（4）受注者は、ガードレールのビームを取付ける場合、自動車進行方向に対してビーム端の小口

が見えないように重ね合わせ、ボルト・ナットで十分締付けなければならない。 

（5）受注者は、ガードケーブルの端末支柱を土中に設置する場合、支柱を設計図書に示す位置及

び高さに設置して、コンクリートを打設し、コンクリートが設計図書で定めた強度以上である

ことを確認した後、コンクリート基礎にかかる所定の力を支持できるよう土砂を締固めながら

埋戻さなければならない。 

（6）受注者は、ボルト・ナット等の金具類の規格、塗装等が設計図書に示されていない場合は、

監督員と協議しなければならない。 

（7）受注者は、ガードレールの現場における加熱加工及び溶接を行ってはならない。 

（8）受注者は、タラップの施工に当たり、不ぞろいとなってはならない。また、壁面に埋込むタ

ラップは、凹凸のないよう規定の間隔に配列しなければならない。 

（9）受注者は、ネットフェンス設置に当たり、胴材、胴縁、金具、網材の溶融亜鉛めっき仕様等

が設計図書に示されていない場合、次表又は同等以上の製品とする。 

 

塗装仕様 柱材、胴縁 金 具 
網線材径 

(mm) 
網目(mm) 

溶融亜鉛めっき ＨＤＺ40－400ｇ／㎡ ＨＤＺ35 3.2 56 

塩ビ被覆 ＨＤＺ40－400ｇ／㎡ ＨＤＺ35 3.2 50 

めっき着色塗装 ＨＤＺ40－400ｇ／㎡ ＨＤＺ35 3.2 56 

 

（10）受注者は、設計図書で示す場合を除き、現場発生材を再利用し施工するものとする。 

ただし、発生材が再利用に耐えない場合は、その処置方法について監督員と協議しなければ

ならない。 

 

16-2-14-3 標識工 

1．一般事項 

（1）受注者は、設計図書により標識を設置しなければならないが、障害物がある場合などは監督

員と協議しなければならない。 

（2）受注者は、標識工の施工に当たり、道路標識設置基準・同解説（（公社）日本道路協会）、道

路土工・施工指針（（公社）日本道路協会）及び道路標識ハンドブック（（公社）日本道路協会）

によらなければならない。 

2．材料 

（1）標識工で使用する標識の品質規格は次によるものとする。 

1）標識板 

① JIS G 3131（熱間圧延軟鋼板及び鋼帯） 

② JIS G 3141（冷間圧延鋼板及び鋼帯） 

③ JIS K 6744（ポリ塩化ビニル被覆金属板） 
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④ JIS H 4000（アルミニウム及びアルミニウム合金の板及条） 

⑤ JIS K 6718（プラスチック－メタクリル樹脂板－タイプ、寸法及び特性－第1部：キャ

スト板） 

⑥ ガラス繊維強化プラスチック板（Ｆ．Ｒ．Ｐ） 

2）支柱 

① JIS G 3452（配管用炭素鋼鋼管） 

② JIS G 3444（一般構造用炭素鋼管） 

③ JIS G 3192（熱間圧延形鋼の形状、寸法、質量及びその許容差） 

④ JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材） 

3）補強材及び取付金具 

① JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材） 

② JIS G 3131（熱間圧延軟鋼板及び鋼帯） 

③ JIS G 3141（冷間圧延鋼板及び鋼帯） 

④ JIS H 4100（アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材） 

4）反射シート 

標識板に使用する反射シートは、ガラスビーズをプラスチックの中に封入したレンズ型反

射シート又は空気層の中にガラスビーズをプラスチックで覆ったカプセルレンズ型反射シ

ートとし、その性能は次表に示す規格以上のものとする。 

また、反射シートは、屋外にさらされても著しい色の変化、ひびわれ、剥れが生じないも

のとする。 

なお、次表に示した品質以外の反射シートを用いる場合、受注者は監督員の承諾を得るも

のとする。 
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 反射性能（反射シートの再帰反射係数） 

 観測角° 入射

角° 

白 黄 赤 緑 青 

封
入
レ
ン
ズ
型 

 

12´ 

5° 70 50 15 9.0 4.0 

30° 30 22 6.0 3.5 1.7 

40° 10 7.0 2.0 0.5 1.5 

 

20´ 

5° 50 35 10 7.0 2.0 

30° 24 16 4.0 3.0 1.0 

40° 9.0 6.0 1.8 0.4 1.2 

 

2° 

5° 5.0 3.0 0.8 0.6 0.2 

30° 2.5 1.5 0.4 0.3 0.1 

40° 1.5 1.0 0.3 0.06 0.2 

カ
プ
セ
ル
レ
ン
ズ
型 

 

12´ 

5° 250 170 45 45 20 

30° 150 100 25 25 11 

40° 110 70 16 8.0 16 

 

20´ 

5° 180 122 25 21 14 

30° 100 57 14 12 8.0 

40° 95 54 13 7.0 11 

 

2° 

5° 5.0 3.0 0.8 0.6 0.3 

30° 2.5 1.8 0.4 0.3 0.1 

40° 1.5 1.0 0.3 0.06 0.2 

 

  注）試験及び測定方法は、JIS Z 9117（再帰性反射材）による。 

 

（2）標識工に使用する錆止めペイントは、JIS K 5621（一般用さび止めペイント）からJIS K 5628

（鉛丹ジンククロメートさび止めペイント）2種に適合するものを用いるものとする。 

（3）標識工で使用する基礎杭は、JIS G 3444（一般構造用炭素鋼管）ＳＴＫ400、ＪＩＳ Ａ 5525

（鋼管ぐい）ＳＫＫ400及びJIS G 3101（一般構造用圧延鋼材）ＳＳ400の規格に適合するもの

とする。 

3．標識工 

標識工の施工については、第3編 3-2-3-6 小型標識工及び下記の規定によるものとする。 

（1）受注者は、標識板の下地処理に当たって、脱脂処理を行わなければならない。 

（2）受注者は、標識板の文字・記号等の色彩と寸法を「道路標識、区画線及び道路標示に関する

命令」（（標識令）昭和35年12月17日総理府・建設省令第3号）及び道路標識設置基準・同解説

により標示しなければならない。 

（3）受注者は、支柱建込みについて、標識板の向き、角度、標識板との支柱のとおり、傾斜、支

柱上端のキャップの有無に注意して施工しなければならない。 

（4）受注者は、支柱建込み及び標識板の取付けについて、付近の構造物、道路交通に特に注意し、

支障にならないようしなければならない。 
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16-2-14-4 区画線工 

区画線工の施工については、第3編 3-2-3-9 区画線工の規定によるものとする。 

 

16-2-14-5 縁石工 

縁石工の施工については、第3編 3-2-3-5 縁石工及び下記の規定によるものとする。 

1．受注者は、設計図書で示す場合を除き、現場発生材を再利用し施工するものとする。 

ただし、発生材が再利用に耐えない場合は、その処置方法について監督員と協議しなけれ

ばならない。 

 

16-2-14-6 境界工 

境界工の施工については、第6編 6-1-12-2 境界工の規定によるものとする。 

 

16-2-14-7 付属物工 

付属物工の施工については、第3編 3-2-3-10 道路付属物工の規定によるものとする。
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第3章 水路工事 
 

第1節 適用 

16-3-1-1 適用 

本章は、現場打ちコンクリート及びプレキャストコンクリート製品を使用する開渠工、暗渠工、

その他これらに類する工種に適用する。 

 

16-3-1-2 適用規定 

本章に特に定めのない事項については、第1編 共通編 第2編 材料編 第3編 土木工事共通編 

の規定によるものとする。 

 

第2節 一般事項 

16-3-2-1 適用すべき諸基準 

適用すべき諸基準については、第3編 第2章 第2節 適用すべき諸基準の規定によるもののほか、

次の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として

設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。 

 

農林水産省農村振興局   土地改良事業計画設計基準・設計｢水路工｣ 

 

16-3-2-2 一般事項 

1．受注者は、アンダードレーン及びウイープホールを、コンクリート打設時のセメントミル

ク等の流入により、機能が阻害されないようにしなければならない。 

2．受注者は、暗渠工及びサイホン工の施工に当たり、施工中の躯体沈下を確認するため必要

に応じて定期的に観測し、監督員に報告しなければならない。 

3．受注者は、伸縮継目又は収縮継目を設計図書に示す位置以外に設けてはならない。やむを

得ず設計図書の規定によらない場合は、監督員の承諾を得るものとする。 

4．受注者は、止水板、伸縮目地板及びダウエルバーを、設計図書に示す箇所の継目に正しく

設置し、コンクリート打設により移動しないように施工しなければならない。 

5．輸送工 

受注者は、既製杭等の輸送に着手する前に施工計画書に輸送計画に関する事項を記載し、

監督員に提出しなければならない。 

 

第3節 土工 

16-3-3-1 掘削工 

掘削工の施工については、第1編 1-2-3-2 掘削工の規定によるものとする。 

 

16-3-3-2 盛土工 

盛土工の施工については、第1編 1-2-3-3 盛土工の規定によるものとする。 
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ただし、発生材が再利用に耐えない場合は、その処置方法について監督員と協議しなけれ

ばならない。
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第4章 排水路工事・河川工事 
 

第1節 適用 

16-4-1-1 適用 

本章は、排水路工事・河川工事に係る矢板護岸工、法覆護岸その他これらに類する工種につい

て適用するものとする。 

 

16-4-1-2 適用規定 

本章に特に定めのない事項については、第1編 共通編 第2編 材料編 第3編 土木工事共通編 

の規定によるものとする。 

 

第2節 一般事項 

16-4-2-1 適用すべき諸基準 

適用すべき諸基準については、第3編 第2章 第2節 適用すべき諸基準の規定によるもののほか、

次の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として

設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求めなければならない。 

 

農林水産省農村振興局   土地改良事業計画設計基準・設計｢水路工｣ 

 

16-4-2-2 一般事項 

受注者は、設計図書及び監督員の指示に従って施工しなければならない。 

 

第3節 土工 

16-4-3-1 土工 

土工の施工については、第1編 第2章 第3節 河川土工・海岸土工・砂防土工の規定によるもの

とする。 

 

第4節 構造物撤去工 

16-4-4-1 構造物取壊し工 

1．一般事項 

（1）構造物撤去工としてコンクリート構造物取壊し、道路施設撤去、旧橋撤去その他これらに類

する工種について定めるものとする。 

（2）受注者は、工事の施工に伴い生じた建設副産物について、第1編 1-1-1-19 建設副産物の規定

によらなければならない。 

（3）受注者は、コンクリート殻等の運搬処理を行うに当たり、運搬物が飛散しないよう適正に処

理を行わなければならない。 

2．構造物取壊し工 

構造物取壊し工の施工については、第3編 3-2-9-3 構造物取壊し工の規定によるものとする。 
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第5節 矢板護岸工 

16-4-5-1 作業土工  

作業土工の施工については、第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定によるものと

する。 

 

16-4-5-2 笠コンクリート工 

1．笠コンクリートの施工については、第1編第3章 無筋・鉄筋コンクリートの規定によるもの

とする。 

2．プレキャスト笠コンクリートの施工については、第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工

の規定に準じるものとする。 

3．プレキャスト笠コンクリートの施工において、接合面が食い違わないようにしなければな

らない。 

 

16-4-5-3 矢板工 

矢板工の施工については、第3編 3-2-3-4 矢板工の規定によるものとする。 

 

第6節 法覆護岸工 

16-4-6-1 一般 

1．法覆護岸工としてコンクリートブロック工、多自然型護岸工、覆土工、羽口工その他これ

らに類する工種について定めるものとする。 

2．受注者は、法覆護岸工のコンクリート施工に当たり、水中打込みを行ってはならない。 

3．受注者は、法覆護岸工の施工に当たり、目地の設置位置等は設計図書に示すとおり施工し

なければならない。 

4．受注者は、法覆護岸工の裏込めの施工に当たり、締固め機械等を用いなければならない。 

5．受注者は、法覆護岸工の施工に当たり、遮水シートを設置する場合、法面を平滑に仕上げ

てから布設しなければならない。また、シートの重ね合わせ及び端部の接着はずれ、はく離

等のないように施工しなければならない。 

 

16-4-6-2 作業土工  

作業土工の施工については、第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定によるものと

する。 

 

16-4-6-3 コンクリートブロック工 

1．コンクリートブロック工の施工については、第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工の規

定によるものとする。 

2．横帯コンクリート、小口止、縦帯コンクリート、巻止コンクリート、平張コンクリートの

施工については、第1編第3章 無筋・鉄筋コンクリートの規定によるものとする。 

3．小口止矢板の施工については、第3編 3-2-3-4 矢板工の規定によるものとする。 

4．プレキャスト横帯コンクリート、プレキャスト小口止、プレキャスト縦帯コンクリート、

プレキャスト巻止コンクリートの施工については、基礎との密着を図り、接合面が食い違わ

ないように施工しなければならない。 
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5．緑化ブロック工の施工については、第3編 3-2-5-4 緑化ブロック工の規定によるものとす

る。 

6．環境護岸ブロック工の施工については、第3編第2章第5節 石・ブロック積（張）工の規定

によるものとする。 

7．石張り、石積み工の施工については、第3編 3-2-5-5 石積（張）工の規定によるものとす

る。 

8．法枠工の施工については、第3編 3-2-14-4 法枠工の規定によるものとする。 

 

16-4-6-4 多自然型護岸工 

1．受注者は、河川が本来有している生物の良好な生育環境、自然景観に考慮して計画、設計

された多自然型河川工法による場合、工法の趣旨をふまえ施工しなければならない。 

2．受注者は、基礎杭丸太の材質について設計図書に示されていない場合、樹皮をはいだ生松

丸太とし、有害な曲がり、腐朽、裂目等欠点のない材料を使用しなければならない。 

また、杭の曲がりは、両端の中心を結ぶ直線から外れないものを使用しなければならない。  

3．受注者は、杭の先端は、角錐形に削るものとし、角錐の高さは杭径の1.5 倍を標準とする。

杭頭は、杭の中心線に対して直角に切らなければならない。 

4．巨石張り（積み）、巨石据付及び雑割石張りの施工については、第3編 3-2-5-5 石積（張）

工の規定によるものとする。 

5．受注者は、かごマットの詰石の施工について、できるだけかご内の空隙を少なくしなけれ

ばならない。また、かご材を傷つけないように注意するとともに詰石の施工の際、側壁、仕

切りが扁平しないように留意しなければならない。 

6．受注者は、かごマットの中詰用ぐり石について、かごマットの厚さが30cmの場合は5cm～15cm、

かごマットの厚さが50cmの場合は15cm～20cmの大きさとし、かごマットの網目より大きな天

然石または割ぐり石を使用しなければならない。 

 

16-4-6-5 覆土工 

覆土工の施工については、第1編 第2章 第3節 河川土工・海岸土工・砂防土工の規定によるも

のとする。 

 

16-4-6-6 羽口工 

1．羽口工(法面覆工)のうち、ふとんかごの施工については、第3編 3-2-14-7 かご工の規定に

よるものとする。 

2．受注者は、連節ブロック張りの施工について、平滑に設置しなければならない。 

3．受注者は、水中施工等特殊な施工について、施工方法を施工計画書に記載しなければなら

ない。 

 

第7節 根固め工 

16-4-7-1 作業土工  

1．作業土工の施工については、第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定によるも

のとする。 

2．受注者は、根固め工の施工について、予期しない障害となる工作物等が現れた場合は、監
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督員と協議しなければならない。 

 

16-4-7-2 根固めブロック工 

1．受注者は、根固めブロック製作後、製作数量等が確認できるように記号を付けなければな

らない。 

2．受注者は、根固めブロックの運搬及び据付けについて、根固めブロックに損傷を与えない

ように施工しなければならない。 

3．受注者は、根固めブロックの据付けについて、各々の根固めブロックを連結する場合、連

結ナットが抜けないようにネジ山をつぶさなければならない。 

4．受注者は、根固めブロックを乱積施工する場合、噛み合わせを良くし、不安定な状態が生

じないようにしなければならない。 

5．受注者は、根固めブロック、場所打ブロックのコンクリートの打込みについて、打継目を

設けてはならない。 

6．受注者は、場所打ブロックの施工について、コンクリートの水中打込みを行ってはならな

い。 

7．間詰コンクリートの施工について、第1編第3章 無筋・鉄筋コンクリートの規定によるもの

とする。 

8．受注者は、吸出し防止材の施工について、平滑に設置しなければならない。 

 

16-4-7-3 捨石工 

1．受注者は、施工箇所において、波浪及び流水により捨石基礎に影響がある場合、施工方法

について監督員と協議しなければならない。 

2．受注者は、施工箇所における河川汚濁防止に努めなければならない。 

3．受注者は、捨石基礎の施工に当たり、極度の凹凸や粗密が発生しないように潜水士又は測

深器具により捨石の施工状況を確認しながら行わなければならない。 

4．受注者は、捨石基礎の施工に当たり、大小の石で噛み合わせ良く、均し面にゆるみがない

よう施工しなければならない。 

5．受注者は、遺方を配置し、貫材、鋼製定規を用いて均し面を平坦に仕上げなければならな

い。 

 

16-4-7-4 沈床工 

1．受注者は、粗朶沈床の施工について、連柴は梢を一方に向け径15cmを標準とし、緊結は長

さおよそ60cmごとに連柴締金を用いて締付け、亜鉛引鉄線または、しゅろ縄等にて結束し、

この間2箇所を二子なわ等をもって結束するものとし、連柴の長さは格子を結んだときに端

にそれぞれ約15cmを残すようにしなければならない。 

2．受注者は、連柴及び敷粗朶を縦横ともそれぞれ梢を下流と河心に向けて組立てなければな

らない。 

3．受注者は、粗朶沈床の上下部の連柴を上格子組立て後、完全に結束しなければならない。 

4．受注者は、粗朶沈床の設置について、流速による沈設中のズレを考慮して、沈設開始位置

を定めなければならない。 

5．受注者は、沈石の施工について、沈床が均等に沈下するように投下し、当日中に完了しな
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ければならない。 

6．受注者は、粗朶沈床の施工について、多層の場合、下層の作業完了の確認をしなければ上

層沈設を行ってはならない。 

7．受注者は、木工沈床の施工について、使用する方格材及び敷成木は生松丸太としなければ

ならない。なお、事前に使用する方格材は組立て可能なように加工しなければならない。 

8．受注者は、木工沈床の施工について、敷成木を最下層の方格材に一格間の所定の本数を間

割正しく配列し、鉄線等で方格材に緊結しなければならない。 

9．受注者は、木工沈床の施工について、連結用鉄筋の下部の折り曲げしろを12cm以上とし、

下流方向に曲げなければならない。 

10．受注者は、木工沈床の施工について、詰石の空隙を少なくするよう充填しなければならな

い。 

11．受注者は、木工沈床を水制の根固めに使用する場合、幹部水制の方格材組立てに当たり、

流向に直角方向の部材を最上層としなければならない。 

12．受注者は、改良沈床の施工におけるその他の事項については、本条7～11の規定により施

工しなければならない 

13．受注者は、吸出し防止材の施工について、平滑に設置しなければならない。 

 

第8節 柵渠工 

16-4-8-1 作業土工 

作業土工の施工については、第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定によるものと

する。 

 

16-4-8-2 柵渠工 

1．受注者は、運搬作業に伴う二次製品の取り扱いを吊金具又は支点付近で支える2点支持で行

うとともに、衝撃を与えないように注意しなければならない。 

2．受注者は、鉄筋コンクリート柵渠の施工について、アーム本体と基礎との密着を図り、接

合面が食い違わないようにしなければならない。 

3．受注者は、鉄筋コンクリート柵渠の施工について、設計図書によるものとし、アーム本体

及びパネルの付着・水密性を保つよう施工しなければならない 。 

4．受注者は、パネルの設置については、アーム本体及びパネルと目違いが生じないよう平坦

に施工しなければならない。 

5．受注者は、鉄筋コンクリート柵渠工のコンクリート施工に当たり、水中打込みを行っては

ならない。 

6．受注者は、鉄筋コンクリート柵渠工の施工に当たり、目地の設置位置等は設計図書に示す

とおり施工しなければならない。 

7．受注者は、鉄筋コンクリート柵渠工の裏込めの施工に当たり、締固め機械等を用いなけれ

ばならない。 

8．受注者は、吸出し防止材の施工について、平滑に設置しなければならない。 
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第9節 合流工 

16-4-9-1 一般 

1．受注者は、合流工本体の施工において、既設堤防の開削、仮締切、仮水路等の施工時期、

順序及び構造について、施工計画書に記載しなければならない。 

2．受注者は、設計図書に定められていない仮締切を設置する場合、監督員と協議しなければ

ならない。なお、仮締切は、堤防機能が保持できるよう安全堅固なものとしなければならな

い。 

3．受注者は、合流工本体の施工において、設計図書で定められていない仮水路を設ける場合、

内水排除のための断面を確保し、その流量に耐えうる構造で、かつ安全なものとしなければ

ならない。 

 

16-4-9-2 作業土工 

1．土工の施工については、第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定によるものと

する。 

2．受注者は、基礎下面の土質が不適当の場合には、その処理について監督員と協議しなけれ

ばならない。 

3．受注者は、仮締切を設置した後の工事箇所は良好な排水状態に維持しなければならない。

なお、仮締切内に予期しない湧水がある場合には、その処置について監督員と協議しなけれ

ばならない。 

 

16-4-9-3 既製杭工 

既製杭工の施工については、第3編 3-2-4-4 既製杭工の規定によるものとする。 

 

16-4-9-4 現場打杭工 

場所打杭工の施工については、第3編 3-2-4-5 場所打杭工の規定によるものとする。 

 

16-4-9-5 矢板工   

矢板工の施工については、第3編 3-2-3-4 矢板工の規定によるものとする。  

 

16-4-9-6 合流工 

1．受注者は、基礎材の敷均し、締固めに当たり、支持力が均等となり、かつ不陸を生じない

ように施工しなければならない。 

2．受注者は、均しコンクリートの施工について、不陸が生じないようにしなければならない。 

3．受注者は、均しコンクリートの打設終了後、コンクリート下面の土砂の流出を防止しなけ

ればならない。 

4．受注者は、床版工の施工に当たり、床付地盤と敷均しコンクリート、本体コンクリート、

止水矢板との水密性を確保しなければならない。 

5．受注者は、コンクリート打設に当たり、床版工1ブロックを打ち継目なく連続して施工しな

ければならない。なお、コンクリートの打設方法は層打ちとしなければならない。 

6．受注者は、鋼構造物を埋設する場合、本体コンクリートと同時施工しなければならない。

この場合、鋼構造物がコンクリート打ち込み圧、偏荷重、浮力、その他の荷重によって移動
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しないように据付架台、支保工その他の据付材で固定するほか、コンクリートが充填しやす

いように形鋼等の組合せ部に空気溜りが生じないようにしなければならない。 

なお、同時施工が困難な場合は、監督員と協議し箱抜き工法（二次コンクリート）とする

ことができる。その場合、本体コンクリートと二次コンクリートの付着を確保するため、原

則としてチッピング等接合面の処理を行い、水密性を確保しなければならない。 

7．受注者は、鋼構造物を埋設する場合について、所定の強度、付着性、水密性を有するとと

もにワーカビリティーに富んだものとし、適切な施工方法で打込み、締固めなければならな

い。 

8．受注者は、端部堰柱の施工に際して、周辺埋戻し土との水密性を確保しなければならない。 

9．受注者は、コンクリート打設に当たり、原則として堰柱工1ブロックを打ち継目なく連続し

て施工しなければならない。 

10．受注者は、二次コンクリートの打設に当たり、材料の分離が生じないよう適切な方法によ

り、連続して1作業区画を完了させなければならない。 

11．受注者は、二次コンクリートの打設に当たり、天候、設備能力等を検討して、構造物の強

度、耐久性及び外観を損なわないような、打設順序、締固め方法で施工しなければならない。 

12．受注者は、目地材の施工位置について、設計図書によらなければならない。 

13．受注者は、設計図書に示す止水板及び伸縮材で継手を施工し、構造上変位が生じても水密

性が確保できるようにしなければならない。 

 

第10節 水路付帯工 

16-4-10-1 安全施設工 

安全施設工の施工については、第3編 3-2-3-7 防止柵工、3-2-3-8 路側防護柵工及び下記の規

定によるものとする。 

1．一般事項 

受注者は、防護柵工の施工に当たり、設計図書で特に定めていない事項は、防護柵の設置基準・

同解説の規定によらなければならない。 

2．安全施設工 

（1）受注者は、土中埋込み式の支柱を建込む場合、支柱打込機、オーガーボーリングなどを用い

て堅固に建込まなければならない。この場合、地下埋設物に破損や障害を発生させないように

するとともに、既設舗装等に悪影響を及ぼさないよう施工しなければならない。 

（2）受注者は、設置穴を掘削して埋戻す方法で、土中埋込み式の支柱を建込む場合、支柱が沈下

しないよう穴の底部を締固めておかなければならない。 

（3）受注者は、橋梁、擁壁などのコンクリートの中に防護柵を設置する場合、設計図書によるも

のとするが、その位置に支障がある場合、又は位置が示されていない場合、監督員と協議して

定めなければならない。 

（4）受注者は、ガードレールのビームを取付ける場合、自動車進行方向に対してビーム端の小口

が見えないように重ね合わせ、ボルト・ナットで十分締付けなければならない。 

（5）受注者は、ガードケーブルの端末支柱を土中に設置する場合、支柱を設計図書に示す位置及

び高さに設置して、コンクリートを打設し、コンクリートが設計図書で定めた強度以上である

ことを確認した後、コンクリート基礎にかかる所定の力を支持できるよう土砂を締固めながら

埋戻さなければならない。 



第16編 農業農村整備編 第4章 排水路工事・河川工事 

16-35 

（6）受注者は、ボルト・ナット等の金具類の規格、塗装等が設計図書に示されていない場合は、

監督員と協議しなければならない。 

（7）受注者は、ガードレールの現場における加熱加工及び溶接を行ってはならない。 

（8）受注者は、タラップの施工に当たり、不ぞろいとなってはならない。また、壁面に埋込むタ

ラップは、凹凸のないよう規定の間隔に配列しなければならない。 

（9）受注者は、ネットフェンス設置に当たり、胴材、胴縁、金具、網材の溶融亜鉛めっき仕様等

が設計図書に示されていない場合、次表又は同等以上の製品とする。 

 

塗装仕様 柱材、胴縁 金 具 
網線材径

(mm) 
網目(mm) 

溶融亜鉛めっき ＨＤＺ40－400ｇ／㎡ ＨＤＺ35 3.2 56 

塩ビ被覆 ＨＤＺ40－400ｇ／㎡ ＨＤＺ35 3.2 50 

めっき着色塗装 ＨＤＺ40－400ｇ／㎡ ＨＤＺ35 3.2 56 

 

（10）受注者は、設計図書で示す場合を除き、現場発生材を再利用し施工するものとする。 

ただし、発生材が再利用に耐えない場合は、その処置方法について監督員と協議しなければ

ならない。 

 

第11節 擁壁工 

16-4-11-1 作業土工  

作業土工の施工については、第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定によるものと

する。 

 

16-4-11-2 現場打ち擁壁工 

現場打ち擁壁工の施工については、本編 16-3-11-2 現場打ち擁壁工の規定によるものとする。 

 

16-4-11-3 コンクリートブロック工 

コンクリートブロック工の施工については、第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工の規定に

よるものとする。 

 

第12節 法面工 

16-4-12-1 植生工 

植生工の施工については、第3編 3-2-14-2 植生工の規定によるものとする。 

 

第13節 耕地復旧工 

16-4-13-1 一般事項 

（1）受注者は、表土扱いに当たり、地表の雑物を除去し、心土その他の土等が混入しないように

所定の耕土を剥ぎ取らなければならない。また、復旧作業を行うまでの期間有害な土等が混入

しないよう保管しなければならない。 

（2）受注者は、耕土の復旧に当たり、あらかじめ用地内の雑物を除去し、設計図書に示す耕土厚

が確保できるように保管した耕土を、その後の耕作に支障のないように埋戻さなければならな

い。なお、復旧する耕土厚の確保が困難となった場合、監督員と協議しなければならない。 
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（3）受注者は、耕地復旧に先立ち、事前に実施した測量図に基づいて、基盤面造成及び畦畔等の

築立を行わなければならない。 

 

16-4-13-2 水田復旧工 

1．基盤整地 

（1）受注者は、施工機械の走行により部分的な過転圧とならないように、また沈下が発生しない

よう施工しなければならない。 

（2）受注者は、基盤整地施工に当たり、常に良好な排水状態を維持しなければならない。 

2．畦畔築立 

（1）受注者は、事前に実施した測量図に合致するよう畦畔を設け、締固めを行い規定の断面に復

旧しなければならない。 

（2）畦畔用土は、設計図書で示す場合を除き、基盤土を流用するものとする。 

3．耕 起 

受注者は、水田をよく乾燥させた後耕起するものとし、設計図書で示す場合を除き原則1筆全

体を行わなければならない。 

 

16-4-13-3 畑地復旧工 

1．基盤整地 

（1）受注者は、周辺部分の基盤高と合せ整地しなければならない。 

（2）受注者は、施工機械の走行により部分的な過転圧とならないように、また沈下が発生しない

よう施工しなければならない。 

（3）受注者は、基盤整地施工に当たり、常に良好な排水状態を維持しなければならない。 

2．砕土 

（1）受注者は、設計図書に示された順序と方法で、砕土を施工しなければならない。 

（2）受注者は、砕土に当たり、適切な耕土の水分状態のときに行わなければならない。 

（3）砕土作業においては、耕土の極端な移動があってはならない。 

 

第14節 道路復旧工 

16-4-14-1 路体盛土工 

路体盛土工の施工については、第1編 1-2-4-3 路体盛土工の規定によるものとする。 

 

16-4-14-2 路床盛土工 

路床盛土工の施工については、第1編 1-2-4-4 路床盛土工の規定によるものとする。 

 

16-4-14-3 舗装準備工 

舗装準備工の施工については、第3編 3-2-6-5 舗装準備工の規定によるものとする。 

 

16-4-14-4 アスファルト舗装工 

アスファルト舗装工の施工については、第3編 3-2-6-7 アスファルト舗装工の規定によるもの

とする。 
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16-4-14-5 コンクリ－ト舗装工 

コンクリ－ト舗装工の施工については、第3編 3-2-6-12 コンクリ－ト舗装工の規定によるも

のとする。 

 

16-4-14-6 砂利舗装工 

砂利舗装工の施工については、第1編 1-2-3-6 堤防天端工及び下記の規定によるものとする。 

（1）受注者は、路面仕上げに当たり、中央部を高くし必ず横断勾配を付けなければならない。な

お、横断勾配は設計図書によるものとする。 

（2）受注者は、敷砂利の施工に当たり、敷厚が均一になるように仕上げなければならない。 

 

16-4-14-7 道路用側溝工 

1．道路用側溝工の施工については、本編 16-2-9-2 側溝工、本編 16-2-13-2 側溝工の規定に

よるものとする。 

2．受注者は、設計図書で示す場合を除き、現場発生材を再利用し施工するものとする。 

ただし、発生材が再利用に耐えない場合は、その処置方法について監督員と協議しなけれ

ばならない。 

 

16-4-14-8 安全施設工 

安全施設工の施工については、本章 16-4-10-1 安全施設工の規定によるものとする。 

 

16-4-14-9 区画線工 

区画線工の施工については、第3編 3-2-3-9 区画線工及び本編 16-2-14-4 区画線工の規定に

よるものとする。 

 

16-4-14-10 縁石工 

1．縁石工の施工については、第3編 3-2-3-5 縁石工及び本編 16-2-14-5 縁石工の規定による

ものとする。 

2．受注者は、設計図書で示す場合を除き、現場発生材を再利用し施工するものとする。 

ただし、発生材が再利用に耐えない場合は、その処置方法について監督員と協議しなけれ

ばならない。 

 

第15節 水路復旧工 

16-4-15-1 土水路工 

1．土水路は、設計図書で示す場合を除き、基盤土を利用し整形するものとする。 

2．受注者は、設計図書で示す場合を除き、現場発生土を再利用し施工するものとする。 

ただし、発生土が再利用に耐えない場合は、その処置方法について監督員と協議しなけれ

ばならない。 

 

16-4-15-2 プレキャスト水路工 

1．プレキャスト水路工の施工については、本編 16-3-6-3 プレキャスト開渠工の規定による

ものとする。 
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2．受注者は、前後の水路底と天端高を合せ、たるみ、盛り上がりのないようプレキャスト水

路を敷設しなければならない。 

3．受注者は、設計図書で示す場合を除き、現場発生材を再利用し施工するものとする。 

ただし、発生材が再利用に耐えない場合は、その処置方法について監督員と協議しなけれ

ばならない。
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18-3-7-5 深礎工 

深礎工の施工については、第3編 3-2-4-6 深礎工の規定による。 

 

18-3-7-6 オープンケーソン基礎工 

オープンケーソン基礎工の施工については、第3編 3-2-4-7 オープンケーソン基礎工の規定に

よる。 

 

18-3-7-7 ニューマチックケーソン基礎工 

ニューマチックケーソン基礎工の施工については、第3編 3-2-4-8 ニューマチックケーソン基

礎工の規定による。 

 

18-3-7-8 鋼管矢板基礎工 

鋼管矢板基礎工の施工については、第3編 3-2-4-9 鋼管矢板基礎工の規定による。 

 

18-3-7-9 橋脚躯体工 

ＲＣ躯体工の施工については、第18編 18-3-6-8 躯体工の規定による。 

 

18-3-7-10 地下水位低下工 

地下水位低下工の施工については、第3編 3-2-10-8 地下水位低下工の規定による。 

 

第8節 鋼製橋脚工 

18-3-8-1 一般事項 

1.適用工種 

本節は、鋼製橋脚工として作業土工、既製杭工、場所打杭工、深礎工、オープンケーソン基礎

工、ニューマチックケーソン基礎工、鋼管矢板基礎工、橋脚フーチング工、橋脚架設工、現場継

手工、現場塗装工、地下水位低下工その他これらに類する工種について定める。 

2.陸上での鋼製橋脚工 

本節は、陸上での鋼製橋脚工について定めるものとし、海上での施工については、設計図書の

規定による。 

 

18-3-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第3編 3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。 

 

18-3-8-3 既製杭工 

既製杭工の施工については、第3編 3-2-4-4 既製杭工の規定による。 

 

18-3-8-4 場所打杭工 

場所打杭工の施工については、第3編 3-2-4-5 場所打杭工の規定による。 

 

18-3-8-5 深礎工 

深礎工の施工については、第3編 3-2-4-6 深礎工の規定による。 
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18-3-8-6 オープンケーソン基礎工 

オープンケーソン基礎工の施工については、第3編 3-2-4-7 オープンケーソン基礎工の規定に

よる。 

 

18-3-8-7 ニューマチックケーソン基礎工 

ニューマチックケーソン基礎工の施工については、第3編 3-2-4-8 ニューマチックケーソン基

礎工の規定による。 

 

18-3-8-8 鋼管矢板基礎工 

鋼管矢板基礎工の施工については、第3編 3-2-4-9 鋼管矢板基礎工の規定による。 

 

18-3-8-9 橋脚フーチング工 

1.基礎材の施工 

受注者は、基礎材の施工については、設計図書に従って、床掘り完了後（割ぐり石基礎には割

ぐり石に切込砕石などの間隙充填材を加え）締固めなければならない。 

2.均しコンクリートの施工 

受注者は、均しコンクリートの施工については、沈下、滑動、不陸などが生じないようにしな

ければならない。 

3.施工計画書 

受注者は、アンカーフレームの架設方法を施工計画書に記載しなければならない。 

4.適用規定 

受注者は、アンカーフレームの架設については、「鋼道路橋施工便覧Ⅳ架設編第3章架設工法」

（日本道路協会、平成27年3月）による。コンクリートの打込みによって移動することがないよ

うに据付け方法を定め、施工計画書に記載しなければならない。 

また、フーチングのコンクリート打設が終了するまでの間、アンカーボルト・ナットが損傷を

受けないように保護しなければならない。 

5.アンカーフレーム注入モルタルの施工 

受注者は、アンカーフレーム注入モルタルの施工については、アンカーフレーム内の防錆用と

して、中詰グラウト材を充填しなければならない。中詰めグラウト材は、プレミックスタイプの

膨張モルタル材を使用するものとし、品質は、設計図書による。 

6.フーチングの箱抜きの施工 

受注者は、フーチングの箱抜きの施工については、「道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工」（日

本道路協会、平成31年2月）の規定による。これ以外の施工方法による場合は、設計図書に関し

て監督員の承諾を得なければならない。 

7.塩害対策 

受注者は、海岸部での施工については、塩害に対して十分注意して施工しなければならない。 

 

18-3-8-10 橋脚架設工 

1.適用規定 

受注者は、橋脚架設工の施工については、第3編 3-2-13-3 架設工（クレーン架設）、「道路橋

示方書（Ⅱ鋼橋・鋼部材編）第20章施工」（日本道路協会、平成29年11月）の規定による。これ

以外の施工方法による場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 
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７． その他

（１） 工事写真

　受注者は、工事写真を施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成後

明視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を

写真管理基準(案)により撮影し、適切な管理のもとに保管し、監督員の請求に対し

速やかに提示するとともに、工事完成時に提出しなければならない。

情報化施工

　土工において、情報化施工技術を用いた出来形管理を行う場合は、管理基準のほ

か、「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）土工編」、「ＴＳ等光波方式

を用いた出来形管理の監督･検査要領（土工編）（案）」の規定によるものとする。

３次元データによる出来形管理

　土工において、3次元データを用いた出来形管理を行う場合は、管理基準のほか、

「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）土工編 多点計測技術（面管理の場

合）｣または「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）土工編 計測技術（断

面管理の場合）｣の規定によるものとする。

　また、舗装工において、3次元データを用いた出来形管理を行う場合は、管理基準

のほか、「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術

（面管理の場合）｣または「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編

 計測技術（断面管理の場合）｣の規定によるものとする。

　河川浚渫工においては、3次元データを用いた出来形管理を行う場合は、管理基準

のほか、「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）河川浚渫工編 ｣の規定に

よるものとする。

　なお、ここでいう３次元データとは、工事目的物あるいは現地地形の形状を3次元

空間上に再現するために必要なデータである。

※ （２）情報化施工及び（３）３次元データによる出来形管理を実施する上での技術

基準類は国土交通省のものを使用するものとする。その他、（３）に記載のない工

種において、３次元データを用いた出来形管理を行う場合は、管理基準のほか、必

要な技術基準類は国土交通省のものを使用するものとする。

（国土交通省ＨＰ）

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000031.html

（２）

（３）

3



施工箇所が点在する工事

　施工箇所が点在する工事については、施工箇所毎に測定（試験）基準を設定する

ものとする。

　なお、これにより難い場合は、監督員と協議しなければならない。

（４）

4



条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁

第3節 整地工 16-1-3-1 整地工 Ⅰ－190
16-1-3-2 整形仕上げ工 1-2-3-5法面整形工 Ⅰ－5
16-1-3-4 暗渠排水工 Ⅰ－190
16-1-3-6 植生工 3-2-14-2植生工 Ⅰ－118

第4節 16-1-4-2 整形仕上げ工 1-2-3-5法面整形工 Ⅰ－5
16-1-4-3 植生工 3-2-14-2植生工 Ⅰ－118
16-1-4-4 用水路工 水路工（土水路） Ⅰ－190

第5節 用水路工（管水路） 16-1-5-1 管水路工 16-5管水路工事 Ⅰ－192
第6節 排水路工 16-1-6-2 整形仕上げ工 1-2-3-5法面整形工 Ⅰ－5

16-1-6-3 植生工 3-2-14-2植生工 Ⅰ－118
16-1-6-4 排水路工 16-1-4-4用水路工 Ⅰ－190

第7節 道路工 16-1-7-1 掘削工 1-2-4-2掘削工 Ⅰ－6
16-1-7-3 路体盛土工 1-2-4-3路体盛土工 Ⅰ－8
16-1-7-4 路床盛土工 1-2-4-4路床盛土工 Ⅰ－8
16-1-7-5 整形仕上げ工 1-2-4-5法面整形工 Ⅰ－10
16-1-7-6 植生工 3-2-14-2植生工 Ⅰ－118
16-1-7-7 吹付工 3-2-14-3吹付工 Ⅰ－120
16-1-7-9 アスファルト舗装工 3-2-6-7アスファルト舗装工 Ⅰ－28

16-1-7-10 コンクリート舗装工
3-2-6-12コンクリート舗装
工

Ⅰ－74

16-1-7-11 砂利舗装工 Ⅰ－191

第3節 土工 16-2-3-1 掘削工 1-2-4-2掘削工 Ⅰ－6
16-2-3-3 路体盛土工 1-2-4-3路体盛土工 Ⅰ－8
16-2-3-4 路床盛土工 1-2-4-4路床盛土工 Ⅰ－8
16-2-3-5 整形仕上げ工 1-2-4-5法面整形工 Ⅰ－10

第4節 地盤改良工 16-2-4-1 路床安定処理工 3-2-7-2路床安定処理工 Ⅰ－100
16-2-4-2 サンドマット工 3-2-7-6サンドマット工 Ⅰ－102

16-2-4-3
バーチカルドレーン
工

3-2-7-7バーチカルドレーン
工

Ⅰ－102

16-2-4-4 締固め改良工 3-2-7-8締固め改良工 Ⅰ－102
16-2-4-5 固結工 3-2-7-9固結工 Ⅰ－103

第5節 法面工 16-2-5-2 植生工 3-2-14-2植生工 Ⅰ－118
16-2-5-3 吹付工 3-2-14-3吹付工 Ⅰ－120
16-2-5-4 法枠工 3-2-14-4法枠工 Ⅰ－121
16-2-5-5 アンカー工 3-2-14-6アンカー工 Ⅰ－121
16-2-5-6 かご工 3-2-3-27羽口工 Ⅰ－20

第6節 擁壁工 16-2-6-2 既製杭工 3-2-4-4既製杭工 Ⅰ－24
16-2-6-3 場所打杭工 3-2-4-5場所打杭工 Ⅰ－24
16-2-6-4 場所打擁壁工 3-2-15-1場所打擁壁工 Ⅰ－122

16-2-6-5 プレキャスト擁壁工
3-2-15-2プレキャスト擁壁
工

Ⅰ－122

16-2-6-6 補強土壁工 3-2-15-3補強土壁工 Ⅰ－123
16-2-6-7 井桁ブロック工 3-2-15-4井桁ブロック工 Ⅰ－123
16-2-6-8 小型擁壁工 Ⅰ－191

第7節
石・ブロック積
（張）工

16-2-7-2
コンクリートブロッ
ク工

3-2-5-3コンクリートブロッ
ク工

Ⅰ－26

16-2-7-3 緑化ブロック工 3-2-5-4緑化ブロック工 Ⅰ－26
16-2-7-4 石積（張）工 3-2-5-5石積（張）工 Ⅰ－27

第8節 カルバート工 16-2-8-2 既製杭工 3-2-4-4既製杭工 Ⅰ－24
16-2-8-3 場所打杭工 3-2-4-5場所打杭工 Ⅰ－24
16-2-8-4 場所打カルバート工 10-1-9-6場所打函渠工 Ⅰ－150

16-2-8-5
プレキャストカル
バート工

3-2-3-28プレキャストカル
バート工

Ⅰ－20

第9節 小型水路工 16-2-9-2 側溝工 3-2-3-29側溝工 Ⅰ－21
16-2-9-3 管渠工 3-2-3-29側溝工 Ⅰ－21
16-2-9-4 集水桝工 3-2-3-30集水桝工 Ⅰ－22
16-2-9-5 地下排水工 3-2-3-29暗渠工 Ⅰ－21

第10節 落石防護工 16-2-10-2 落石防止網工 10-1-11-4落石防止網工 Ⅰ－150
16-2-10-3 落石防護柵工 10-1-11-5落石防護柵工 Ⅰ－150

第12節 舗装工 16-2-12-2 アスファルト舗装工 3-2-6-7アスファルト舗装工 Ⅰ－28

16-2-12-3 コンクリート舗装工
3-2-6-12コンクリート舗装
工

Ⅰ－74

16-2-12-4 砂利舗装工 16-1-7-11砂利舗装工 Ⅰ－191
第13節 路面排水工 16-2-13-2 側溝工 3-2-3-29側溝工 Ⅰ－21

16-2-13-3 管渠工 3-2-3-29側溝工 Ⅰ－21

【第16編　農業農村整備編】

章、節

第1章　ほ場整備工事

用水路工（開水路）

第2章　舗装工事・道路改良工事

ⅰ－29



条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 頁

【第16編　農業農村整備編】

章、節

第13節 路面排水工 16-2-13-4 集水桝工 3-2-3-30集水桝工 Ⅰ－22
第14節 付帯設備工 16-2-14-2 安全施設工 防止柵工 3-2-3-7防止柵工 Ⅰ－12

路側防護柵工 3-2-3-8路側防護柵工 Ⅰ－12
16-2-14-3 標識工 小型標識工 3-2-3-6小型標識工 Ⅰ－11

大型標識工 10-2-9-4大型標識工 Ⅰ－153
標識基礎工 10-2-9-4大型標識工 Ⅰ－153

16-2-14-4 区画線工 3-2-3-9区画線工 Ⅰ－13
16-2-14-5 縁石工 3-2-3-5縁石工 Ⅰ－11
16-2-14-6 付属物工 3-2-3-10道路付属物工 Ⅰ－13

第3節 土工 16-3-3-1 掘削工 1-2-4-2掘削工 Ⅰ－6
16-3-3-2 盛土工 1-2-4-3路体盛土工 Ⅰ－8
16-3-3-3 整形仕上げ工 1-2-3-5法面整形工 Ⅰ－5

第5節 基礎工 16-3-5-1 既製杭工 3-2-4-4既製杭工 Ⅰ－24
第6節 開渠工 16-3-6-2 現場打ち開渠工 Ｕ字溝 3-2-3-29側溝工 Ⅰ－21

Ｕ字フリューム 3-2-3-29側溝工 Ⅰ－21
ベンチフリューム 3-2-3-29側溝工 Ⅰ－21

16-3-6-3 プレキャスト開渠工 フリューム類 3-2-3-29側溝工 Ⅰ－21
第7節 暗渠工 16-3-7-2 現場打ち暗渠工 10-1-9-6場所打函渠工 Ⅰ－150

16-3-7-3 プレキャスト暗渠工
3-2-3-28プレキャストカル
バート工

Ⅰ－20

第10節 水路付帯工 16-3-10-2 付帯施設工 防止柵工 3-2-3-7防止柵工 Ⅰ－12
路側防護柵工 3-2-3-8路側防護柵工 Ⅰ－12

16-3-10-3 安全施設工 防止柵工 3-2-3-7防止柵工 Ⅰ－12
路側防護柵工 3-2-3-8路側防護柵工 Ⅰ－12

第11節 擁壁工 16-3-11-2 場所打ち擁壁工 3-2-15-1場所打擁壁工 Ⅰ－122

16-3-11-3 プレキャスト擁壁工
3-2-15-2プレキャスト擁壁
工

Ⅰ－122

16-3-11-4 石積（張）工 3-2-5-5石積（張）工 Ⅰ－27

16-3-11-5
コンクリートブロッ
ク工

3-2-5-3コンクリートブロッ
ク工

Ⅰ－26

第12節 法面工 16-3-12-1 植生工 3-2-14-2植生工 Ⅰ－118
16-3-12-2 吹付工 3-2-14-3吹付工 Ⅰ－120

第14節 道路復旧工 16-3-14-1 路体盛土工 1-2-4-3路体盛土工 Ⅰ－8
16-3-14-2 路床盛土工 1-2-4-4路床盛土工 Ⅰ－8
16-3-14-4 アスファルト舗装工 3-2-6-7アスファルト舗装工 Ⅰ－28

16-3-14-5 コンクリート舗装工
3-2-6-12コンクリート舗装
工

Ⅰ－74

16-3-14-6 砂利舗装工 16-1-7-11砂利舗装工 Ⅰ－191
16-3-14-7 道路用側溝工 3-2-3-29側溝工 Ⅰ－21
16-3-14-8 安全施設工 防止柵工 3-2-3-7防止柵工 Ⅰ－12

路側防護柵工 3-2-3-8路側防護柵工 Ⅰ－12
16-3-14-9 区画線工 3-2-3-9区画線工 Ⅰ－13
16-3-14-10 縁石工 3-2-3-5縁石工 Ⅰ－11

第15節 水路復旧工 16-3-15-1 土水路工 16-1-4-4用水路工 Ⅰ－190
16-3-15-2 プレキャスト水路工 3-2-3-29側溝工 Ⅰ－21

第5節 矢板護岸工 16-4-5-2 笠コンクリート工 3-2-4-3基礎工（護岸） Ⅰ－23
16-4-5-3 矢板工 3-2-3-4矢板工 Ⅰ－11

第6節 法覆護岸工 16-4-6-3
コンクリートブロッ
ク工

コンクリートブロッ
ク工

3-2-5-3コンクリートブロッ
ク工

Ⅰ－26

小口矢板工 3-2-3-4矢板工 Ⅰ－11
緑化ブロック工 3-2-5-4緑化ブロック工 Ⅰ－26

環境護岸ブロック工
3-2-5-3コンクリートブロッ
ク工

Ⅰ－26

石積（張）工 3-2-5-5石積（張）工 Ⅰ－27
法枠工 3-2-14-4法枠工 Ⅰ－121

第7節 根固め工 16-4-7-2 根固めブロック工 3-2-3-17根固めブロック工 Ⅰ－17
16-4-7-3 捨石工 3-2-3-19捨石工 Ⅰ－18
16-4-7-4 沈床工 3-2-3-18沈床工 Ⅰ－18

第8節 柵渠工 16-4-8-2 柵渠工
コンクリート二次製
品

Ⅰ－192

第9節 合流工 16-4-9-3 既製杭工 3-2-4-4既製杭工 Ⅰ－24
16-4-9-4 場所打杭工 3-2-4-5場所打杭工 Ⅰ－24
16-4-9-5 矢板工 3-2-3-4矢板工 Ⅰ－11

第10節 水路付帯工 16-4-10-1 安全施設工 防止柵工 3-2-3-7防止柵工 Ⅰ－12
路側防護柵工 3-2-3-8路側防護柵工 Ⅰ－12

第3章　水路工事

第4章　排水路工事・河川工事

ⅰ－30



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工 種 測　　定　　箇　　所 摘　要

２３
河
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・
海
岸
・
砂
防
土
工

２
土
工

１
共
通
編

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

１ 掘削工
基　準　高　▽ ±50

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１箇所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２箇所。
ただし、「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）土工編 計測技術
（断面管理の場合）」の規定により測
点による管理を行う場合は、設計図書
の測点毎。基準高は掘削部の両端で測
定。

ℓ＜5ｍ －200

ℓ≧5ｍ 法長－4％

1-2-3-2

掘削土砂の最
大粒径が100
㎜以上の場
合、以下によ
ることができ
る。
・出来形管理
基準高の規格

値に1/2d90※1

を加える。
なお、転石が
発現する等、
施工途中のや
むを得ない理
由により規格
値を満足でき
ない場合は、
監督員と協議
し、範囲を指
定して出来形
管理対象範囲
から除外して
良い。規格値
は10㎜単位で
切上げとす
る。
※1　d90：累
積分布におけ
る90％粒径
（著しく大き
な転石等は除
く）。河床材
料の粒径調査
は簡易的なも
のでよい。
・出来高管理
設計数量以上
が確保されて
いること。

法長ℓ

ℓ

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
1



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

１
共
通
編

２
土
工

３
河
川
・
海
岸
・
砂
防
土
工

２ ２ 掘削工
（面管理の場合）

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）土工編 多点計測技
術（面管理の場合）」に基づき出来形
管理を面管理で実施する場合、その他
本基準に規定する計測精度・計測密度
を満たす計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±50mmが含まれている。

３．計測は平場面と法面（小段を含
む）の全面とし、全ての点で設計面と
の標高較差または水平較差を算出す
る。計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。

４．法肩、法尻から水平方向に±５cm
以内に存在する計測点は、標高較差の
評価から除く。同様に、標高方向に±
５cm以内にある計測点は水平較差の評
価から除く。

５．評価する範囲は、連続する一つの
面とすることを基本とする。規格値が
変わる場合は、評価区間を分割する
か、あるいは規格値の条件の最も厳し
い値を採用する。

法面
（小段含
む）

平場

±70

±50

1-2-3-2

　〃

平均値

水平または
標高較差

標高較差

個々の
計測値

±150

±160

小段

平場

計測密度
平面積 1点／m2

天端部の計測点

法面部の計測点

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
2



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

±70 ±300

平場 標高較差

法面
（小段含
む）

水平または
標高較差

２ ３

１ 盛土工

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）河川浚渫工事編」に
基づき出来形管理を面管理で実施する
場合、そのほか本基準に規定する計測
精度・計測密度を満たす計測方法によ
り出来形管理を実施する場合に適用す
る。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±100mmが含まれている。

３．計測は平場面と法面の全面とし、
すべての点で設計面との標高較差を算
出する。計測密度は１点/m2（平面投影
面積当たり）以上とする。

±50 ±300

1-2-3-2

　〃

掘削工
（水中部）
（面管理の場合）

平均値
個々の計
測値

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。
基準高は各法肩で測定。
ただし、「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）土工編 計測技術
（断面管理の場合）」の規定により測
点による管理を行う場合は、設計図書
の測点毎。基準高は各法肩で測定。

－100

ℓ≧5ｍ 法長－2％

幅　ｗ1，ｗ2

基　準　高　▽ －50

法長ℓ

ℓ＜5ｍ

1-2-3-3

－100

３３
河
川
・
海
岸
・
砂
防
土
工

１
共
通
編

２
土
工

３
河
川
・
海
岸
・
砂
防
土
工

２
土
工

１
共
通
編

ℓ
ℓ

ℓ

2ｗ

ｗ1

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
3



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

※ただし、
ここでの勾
配は、鉛直
方向の長さ
１ に 対 す
る、水平方
向の長さＸ
をＸ割と表
したもの

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）土工編 多点計測技
術（面管理の場合）」に基づき出来形
管理を面管理で実施する場合、その他
本基準に規定する計測精度・計測密度
を満たす計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±50mmが含まれている。

３．計測は天端面と法面（小段を含
む）の全面とし、全ての点で設計面と
の標高較差を算出する。計測密度は１
点／m2（平面投影面積当たり）以上と
する。

４．法肩、法尻から水平方向に±５cm
以内に存在する計測点は、標高較差の
評価から除く。

５．評価する範囲は、連続する一つの
面とすることを基本とする。規格値が
変わる場合は、評価区間を分割する
か、あるいは規格値の条件の最も厳し
い値を採用する。

-170

２ 盛土工
（面管理の場合）

1-2-3-3

標高較差 -50 -170

標高較差 -60

天端 標高較差

平均値
個々の
計測値

法面
4割≧勾配
（小段含
む）

-50 -150

法面
4割＜勾配

１
共
通
編

２
土
工

３
河
川
・
海
岸
・
砂
防
土
工

３

天端

小段

計測密度
平面積 1点／m2

天端部の計測点

法面部の計測点

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
4



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

堤防天端工

厚さｔ

ｔ＜15cm －25

ｔ≧15cm －50

幅　　　　　ｗ

１
共
通
編

２
土
工

１
共
通
編

２
土
工

３
河
川
・
海
岸
・
砂
防
土
工

６ 1-2-3-6

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。

※－30

幅は、施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの
場合は50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ
（又は50ｍ）以下のものは１施工箇所
につき２ヶ所。
厚さは、施工延長200ｍにつき１ヶ所、
200ｍ以下は２ヶ所、中央で測定。

１
共
通
編

２
土
工

３
河
川
・
海
岸
・
砂
防
土
工

４ 盛土補強工

（補強土（テールアル
メ）壁工法）
（多数アンカー式補強
土工法）
（ジオテキスタイルを
用いた補強土工法）

基　準　高　▽ －50

厚　　　さ　ｔ －50

控　え　長　さ 設計値以上

1-2-3-4

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所、法の中央で測定。
※土羽打ちのある場合に適用。

厚　　　さ　ｔ
1-2-3-5

－100

法面整形工

（盛土部）

３
河
川
・
海
岸
・
砂
防
土
工

５

ｔ

ｔ

ｔ
ｔ

ｗ

ｔ

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
5



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

幅　　　　　ｗ －100

基　準　高　▽ ±50
施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１箇所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２箇所。
ただし、「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）土工編 計測技術
（断面管理の場合）」の規定により測
点による管理を行う場合は、設計図書
の測点毎。基準高は、道路中心線及び
端部で測定。

1-2-4-2

法長ℓ

ℓ＜5ｍ －200

ℓ≧5ｍ 法長－4％

１ 掘削工２４
道
路
土
工

２
土
工

１
共
通
編

ℓ ℓ

ｗ

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
6



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

法面
(軟岩Ⅰ)
(小段含
む）

個々の
計測値

水平または
標高較差

±70 ±330

標高較差 ±50

２ 掘削工
（面管理の場合） 平均値

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）土工編 多点計測技
術（面管理の場合）」に基づき出来形
管理を面管理で実施する場合、その他
本基準に規定する計測精度・計測密度
を満たす計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±50mmが含まれている。

３．計測は平場面と法面（小段を含
む）の全面とし、全ての点で設計面と
の標高較差または水平較差を算出す
る。計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。

４．法肩、法尻から水平方向に±５cm
以内に存在する計測点は、標高較差の
評価から除く。同様に、標高方向に±
５cm以内にある計測点は水平較差の評
価から除く。

５．評価する範囲は、連続する一つの
面とすることを基本とする。規格値が
変わる場合は、評価区間を分割する
か、あるいは規格値の条件の最も厳し
い値を採用する。

1-2-4-2

平場 ±150

法面
（小段含
む）

水平または
標高較差

±70 ±160

２４
道
路
土
工

２
土
工

１
共
通
編

小段

平場

計測密度
平面積 1点／m2

天端部の計測点

法面部の計測点

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
7



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

1 路体盛土工
路床盛土工 基　準　高　▽ ±50

ℓ≧5ｍ 法長－2％

幅　　　ｗ1,ｗ2 －100

－100

３
４

４
道
路
土
工

２
土
工

１
共
通
編

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１箇所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２箇所。
ただし、「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）土工編 計測技術
（断面管理の場合）」の規定により測
点による管理を行う場合は、設計図書
の測点毎。基準高は、道路中心線及び
端部で測定。

1-2-4-3
1-2-4-4

法長ℓ

ℓ＜5ｍ

ℓℓℓ

2ｗ

ｗ1

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
8



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

1-2-4-3
1-2-4-4

天端 標高較差 ±50 ±150

法面
（小段含
む）

標高較差 ±80 ±190

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）土工編 多点計測技
術（面管理の場合）」に基づき出来形
管理を面管理で実施する場合、その他
本基準に規定する計測精度・計測密度
を満たす計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±50mmが含まれている。

３．計測は天端面と法面（小段を含
む）の全面とし、全ての点で設計面と
の標高較差を算出する。計測密度は１
点／m2（平面投影面積当たり）以上と
する。

４．法肩、法尻から水平方向に±５cm
以内に存在する計測点は、標高較差の
評価から除く。

５．評価する範囲は、連続する一つの
面とすることを基本とする。規格値が
変わる場合は、評価区間を分割する
か、あるいは規格値の条件の最も厳し
い値を採用する。

３
４

４
道
路
土
工

２
土
工

１
共
通
編

２ 路体盛土工
路床盛土工
（面管理の場合）

平均値
個々の計
測値

天端

小段

計測密度
平面積 1点／m2

天端部の計測点

法面部の計測点

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
9



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

1-3-7-4

かぶりｔ
±φかつ

最小かぶり以上

Ｄ：ｎ本間の延長
ｎ：10本程度とする
φ：鉄筋径

工事の規模に応じて、１リフト、１
ロット当たりに対して各面で一箇所以
上測定する。最小かぶりは、コンク
リート標準示方書（設計編：標準 7編
2章 2.1）参照。ただし、道路橋示方書
の適用を受ける橋については、道路橋
示方書(Ⅲコンクリート橋・コンクリー
ト部材編 5.2)による。
 
注1）重要構造物 かつ主鉄筋について
適用する。

注2）橋梁コンクリート床版桁（ＰＣ橋
含む）の鉄筋については、第3編3-2-
18-2床版工を適用する。

注3）新設のコンクリート構造物（橋梁
上・下部工および重要構造物である内
空断面積25㎡以上のボックスカルバー
ト（工場製作のプレキャスト製品は全
ての工種において対象外））の鉄筋の
配筋状況及びかぶりについては、「非
破壊試験によるコンクリート構造物中
の配筋状態及びかぶり測定要領」も併
せて適用する。

１
共
通
編

７
鉄
筋
工

４

１
共
通
編

２
土
工

４
道
路
土
工

５

平均間隔ｄ ±φ

３
無
筋
、

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト

組立て

法面整形工

（盛土部）

厚　　　さ　ｔ ※－30
施工延長40ｍにつき１ヶ所、延長40ｍ
以下のものは１施工箇所につき２ヶ
所。法の中央で測定。
※土羽打ちのある場合に適用。

1-2-4-5

1−
=

n
Dd

1−
=

n
Dd

1−
=

n
Dd

ｔ

Ｄ

ｔ

ｔ
ｔ

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
1
0



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

1 縁石工

（縁石・アスカーブ）

3-2-3-5

勾配i（フラット形以外
の場合のみ）

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

矢板工〔指定仮設・任
意仮設は除く〕

（鋼矢板）
（軽量鋼矢板）
（コンクリート矢板）
（広幅鋼矢板）
（可とう鋼矢板）

基　準　高　▽ ±50

根　　入　　長 設計値以上

変　　　位　ℓ 100

４

2

3

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

６ 小型標識工 １ヶ所／１基 3-2-3-6

基礎

設 置 高 さ Ｈ 設計値以上

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

基準高は施工延長40ｍ（測点間隔25ｍ
の場合は50ｍ）につき１ヶ所、延長40
ｍ（又は50ｍ）以下のものは１施工箇
所につき２ヶ所。
変位は、施工延長20ｍ（測点間隔25ｍ
の場合は25ｍ）につき１ヶ所、延長20
ｍ（又は25ｍ）以下のものは１施工箇
所につき２ヶ所。

3-2-3-4

縁石工
（すりつけブロック）

縁石工
（車両乗入れﾌﾞﾛｯｸ）

段　　　差　Ｈ
設計値以下

-20

勾配i（フラット形以外
の場合のみ）

設計値以下

段　　　差　Ｈ

±1％

１ヶ所／１施工箇所
ただし、「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）舗装工編　計測技
術（断面管理の場合）」の規定により
管理を行う場合は、延長の変化点で測
定。

全箇所（各箇所３測定） 図３－１

設計値以下
-20

（但し、特殊ブロック
は除く） 全箇所（各箇所３測定） 図３－２

幅ｗ（Ｄ） －30 基礎１基毎

 高さ　ｈ

５

延　　　長　Ｌ －200

－30

根入れ長 設計値以上

ℓ

ℓ

Ｈ

ｗ(Ｄ)

ｈ

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
1
1



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

防止柵工

（立入防止柵）
（転落（横断）防止
柵）
（車止めポスト）

基礎

幅　　　ｗ －30

８ １ 路側防護柵工

（ガードレール） 基礎

幅　　　ｗ －30
３
共
通
的
工
種

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

７

路側防護柵工

（ガードケーブル）

ビーム取付高 Ｈ
＋30
－20

１ヶ所／１施工箇所

3-2-3-7

－30

パイプ取付高 Ｈ

3-2-3-8
※ワイヤロー
プ式防護柵に
も適用する

3-2-3-8

高　さ　ｈ

１ヶ所／１施工箇所

基礎

幅　　　ｗ －30
１ヶ所／１基礎毎

＋30
－20

高　さ　ｈ －30

高　さ　ｈ －30

＋30
－20

１ヶ所／１施工箇所

単独基礎10基につき１基、10基以下の
ものは２基測定。測定箇所は１基につ
き１ヶ所測定。

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

８ ２

－100

ケーブル取付高 Ｈ

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

１ヶ所／施工延長40ｍ
40ｍ以下のものは、２ヶ所／１施工箇
所。

延　長　Ｌ

ｗ

Ｈ

ｈ

Ｈ

ｗ

ｈ

ｈ

ｗ Ｌ

Ｈ

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
1
2



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

16

３
共
通
的
工
種

17３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

±5

高　　 さ　ｈ1

幅（上）　ｗ1

根固めブロック工

層
積

±100基準高▽

厚さｔ

２

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。

3-2-3-17

延長Ｌ1，Ｌ2 －ｔ／2

＋10
－5

内空高さ　ｈ2
＋10
－5

桁　　長　ℓ
ℓ＜15…±10
ℓ≧15…±（ℓ－5）
かつ－30mm以内

ｔは根固めブロックの高さ

3-2-3-16
注）新設のコンク
リート構造物（橋
梁上・下部工およ
び重要構造物であ
る内空断面積25㎡
以上のボックスカ
ルバート（工場製
作のプレキャスト
製品は全ての工種
において対象
外））の鉄筋の配
筋状況及びかぶり
については、「非
破壊試験によるコ
ンクリート構造物
中の配筋状態及び
かぶり測定要領」
も併せて適用する

幅（下）　ｗ2 －5～＋30

内 空 幅　ｗ3

ＰＣ押出し箱桁製作工

幅Ｗ1，Ｗ2 －20

１施工箇所毎

±ｔ／2

１施工箇所毎

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。

幅、厚さは40個につき1ヶ所測定。

延長Ｌ1，Ｌ2

基準高▽
乱
積

－200

－5～＋30
桁全数について測定。
桁断面寸法測定箇所は、両端部、中央
部の３ヶ所とする。

※鉄筋の出来形管理基準については、
第３編3-2-18-2床版工に準ずる。

ℓ：桁長（ｍ）

－20

Ｌ1

Ｌ2

ｗ2

ｗ1

ｗ3
ｈ2

ｈ1

Ｌ

ｔ

2

2

Ｌ1

ｗ

ｗ1

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
1
7



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

伸縮装置工

（ゴムジョイント）

据 付 け 高 さ ±3

基　準　高　▽

３
共
通
的
工
種

22

３
共
通
的
工
種

24 １

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

２
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

18３
土
木
工
事
共
通
編

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

沈床工 基　準　高　▽ ±150

３
共
通
的
工
種

19 捨石工

幅　　　　　ｗ ±300

階段工
幅　　　　　ｗ －30

１回／１施工箇所

延　　　長　Ｌ －200

舗装面に対し
0～－2

幅　　　　　ｗ －100

延　　　長　Ｌ －200

表 面 の 凹 凸

高さについては車道端部及び中央部の3
点

表面の凹凸は長手方向（橋軸直角方
向）に3mの直線定規で測って凹凸が3mm
以下

3-2-3-24

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。

１組毎

3

仕 上 げ 高 さ

3-2-3-18

3-2-3-19
－100

3-2-3-22

－30

長　　　さ　Ｌ －30

段　　　　　数 ±0段

高　　　さ　ｈ

ｗ

ｗ

ｗ

ｈ

Ｌ

Ⓑコンクリートの

施工後の高さ

据付け高：「Ⓐ」と「Ⓐの設計値」との差分

仕上げ高：後打ちコンが有る場合「Ⓐ」と「Ⓑ」の差分、

後打ちコンが無い場合「Ⓐ」と「Ⓒ」の差分

橋軸方向

Ⓐゴムジョイント部材の天端高さ

Ⓒ舗装の計画高

維持修繕の場合は、既設舗装面

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
1
8



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

３
共
通
的
工
種

±30

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所。
延長40ｍ（又は50ｍ）以下のものは１
施工につき２ヶ所。
「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）舗装工編 計測技術（断面
管理の場合）」の規定による測点の管
理方法を用いることができる。

±30

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、施工延長40ｍ
（又は50ｍ）以下のものは１施工箇所
につき２ヶ所。
「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）舗装工編 計測技術（断面
管理の場合）」の規定による測点の管
理方法を用いることができる。

29 ２ 側溝工

（場所打水路工）
基　準　高　▽ ±30

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

29 １ 側溝工

（プレキャストＵ型側
溝）
（Ｌ型側溝工）
（自由勾配側溝）
（管渠）

基　準　高　▽

3-2-3-29

延　　　長　Ｌ －200
１ヶ所／１施工箇所
ただし、「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）舗装工編 計測技
術（断面管理の場合）」の規定により
管理を行う場合は、延長の変化点で測
定。

3-2-3-29

厚 さ　ｔ1，ｔ2 －20

幅　　　　　ｗ －30

高 さ　ｈ1，ｈ2 －30

延　　　長　Ｌ －200

１施工箇所毎

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

29 ３ 側溝工

（暗渠工）
基　準　高　▽

3-2-3-29

幅　　ｗ1，ｗ2 －50

深　　　さ　ｈ －30

延　　　長　Ｌ －200

１施工箇所毎
ただし、「３次元計測技術を用いた出
来形管理要領（案）舗装工編 計測技
術（断面管理の場合）」の規定により
管理を行う場合は、延長の変化点で測
定。

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、施工延長40ｍ
（又は50ｍ）以下のものは１施工箇所
につき２ヶ所。 ｔ1 ｔ2ｗ

2ｈｈ1

2ｗ

ｗ1

ｈ

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
2
1



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

31 現場塗装工 3-2-3-31

３
共
通
的
工
種

30 集水桝工
基　準　高　▽ ±30

１ヶ所毎
※は、現場打部分のある場合

２
一
般
施
工

3-2-3-30

※厚さ　ｔ1～ｔ5 －20

※幅　　ｗ1，ｗ2 －30

※高さ　ｈ1，ｈ2 －30

塗膜厚 ａ．ロットの塗膜厚平
均値は、目標塗膜厚合
計値の90％以上。

ｂ．測定値の最小値
は、目標塗膜厚合計値
の70％以上。

ｃ．測定値の分布の標
準偏差は、目標塗膜厚
合計値の20％以下。た
だし、測定値の平均値
が目標塗膜厚合計値よ
り大きい場合はこの限
りではない。

塗装終了時に測定。

1ロットの大きさは500m2とする。
1ロット当たりの測定数は25点とし、各
点の測定は5回行い、その平均値をその
点の測定値とする。ただし、1ロットの

面積が200m
2
に満たない場合は10m

2
ごと

に1点とする。

３
土
木
工
事
共
通
編 ｗ

ｈ

2

2

ｔ

ｗ1

1

ｔ5

ｔ2

ｔ3

ｔ4

1ｈ

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
2
2



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

４
基
礎
工

３ 施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。
「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）護岸工編」の規定による測
点の管理方法を用いることができる。

3-2-4-3

幅　　　　　ｗ －30

高　　　さ　ｈ －30

延　　　長　Ｌ －200

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

４
基
礎
工

１ 一般事項

（切込砂利）
（砕石基礎工）
（割ぐり石基礎工）
（均しコンクリート）

幅　　　　　ｗ 設計値以上
施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。

3-2-4-1

厚さ  ｔ1  , ｔ2 －30

延　　　長　Ｌ
各構造物の規格値によ

る

基　準　高　▽
３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

１ 基礎工（護岸）

（現場打）

±30

t

w

t
2

1

ｗ

ｈ

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
2
3



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

d＝

４
基
礎
工

基　準　高　▽
場所打杭工

±50
全数について杭中心で測定。

５

４ １ 既製杭工

（既製コンクリート
杭）
（鋼管杭）
（Ｈ鋼杭）

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

４
基
礎
工

３ ２ 基礎工（護岸）

（プレキャスト）

基　準　高　▽ ±30
施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。
「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）護岸工編」の規定による測
点の管理方法を用いることができる。

3-2-4-3

延　　　長　Ｌ －200

基　準　高　▽ ±50
全数について杭中心で測定。 d＝ 3-2-4-4

根　　入　　長 設計値以上

偏　心　量　ｄ 100以内

傾　　　　　斜 1／100以内

杭　　径　　Ｄ 設計値以上

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

４
基
礎
工

3-2-4-5

根　　入　　長 設計値以上

偏　心　量　ｄ 100以内

傾　　　　　斜 1／100以内

杭　　径　　Ｄ
設計径（公称径）－30

以上

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

±50
全数について杭中心で測定。 d＝

基　準　高　▽
3-2-4-4

根　　入　　長 設計値以上

偏　心　量　ｄ Ｄ／4以内かつ100以内

傾　　　　　斜 1／100以内

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

４
基
礎
工

４ ２ 既製杭工

（鋼管ソイルセメント
杭）

D

D

D

22＋ｙｘ

ｘ

ｄ

根
入
長

ｙ

22＋ｙｘ

ｘ

ｄ

根
入
長

ｙ

22＋ｙｘ

ｘ

ｄ

根
入
長

ｙ

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
2
4



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

４
基
礎
工

８
±100

壁厚、幅、高さ、長さ、偏心量につい
ては各打設ロットごとに測定。

ｄ＝

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

４
基
礎
工

６ 深礎工
基　準　高　▽ ±50

全数について杭中心で測定。

※ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄの場合はその内径、補強ﾘﾝ
ｸﾞを必要とする場合は補強ﾘﾝｸﾞの内径
とし、ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞの場合はモルタル等
の土留め構造の内径にて測定。

ｄ＝ 3-2-4-6

根　　入　　長 設計値以上

偏　心　量　ｄ 150以内

傾　　　　　斜 1／50以内

設計径（公称径）
以上※

ニューマチックケーソ
ン基礎工

基　準　高　▽

ケーソンの壁厚ｔ

ｄ＝ 3-2-4-7

ケーソンの長さℓ －50

ケーソンの幅　ｗ －50

ケーソンの高さｈ －100

ケーソンの壁厚ｔ －20

偏　心　量　ｄ 300以内

300以内

±100
壁厚、幅、高さ、長さ、偏心量につい
ては各打設ロットごとに測定。

3-2-4-8

ケーソンの長さℓ －50

ケーソンの幅　ｗ －50

ケーソンの高さｈ －100

－20

偏　心　量　ｄ

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

４
基
礎
工

７ オープンケーソン基礎
工

基　準　高　▽

基　礎　径　Ｄ

ℓ

ℓ

D

ｈ
ｔ ｔ

ｔ ｔ ｔｔ

ｗ

ｙ

ｘ

ｄ

22＋ｙｘ

22＋ｙｘ

22＋ｙｘ

ｈ
ｔ ｔ ｔ ｔｔ ｔ

ｙ

ｘ

ｄ

ｗ

ｘ

ｄ

根
入
長

ｙ

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
2
5



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

１ コンクリートブロック
工

（コンクリートブロッ
ク積）
（コンクリートブロッ
ク張り）

厚さ（ブロック積張）
ｔ1

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

５
石
・
ブ
ロ
ッ

ク
積
（

張
）

工

3-2-5-3

法長ℓ

ℓ＜3ｍ －50

ℓ≧3ｍ －100

基　準　高　▽ ±50
施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。厚さは上端部及び下端部の
２ヶ所を測定。
「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）護岸工編」の規定による測
点の管理方法を用いることができる。

 

３

３
土
木
工
事
共
通
編

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

４
基
礎
工

９ 鋼管矢板基礎工
基　準　高　▽ ±100

基準高は、全数を測定。
偏心量は、１基ごとに測定。

ｄ＝ 3-2-4-9

根　　入　　長 設計値以上

偏　心　量　ｄ 300以内

２ コンクリートブロック
工

（連節ブロック張り）

基　準　高　▽

－200

3-2-5-3

法　　　長　ℓ －100

５
石
・
ブ
ロ
ッ

ク
積
（

張
）

工

３

－50

延長　Ｌ1，Ｌ2 －200

±50
施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。
「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）護岸工編」の規定による測
点の管理方法を用いることができる。

厚さ（裏込）ｔ2 －50

延　　　長　Ｌ

２
一
般
施
工

ℓ

ℓ

ℓ

Ｌ 1

Ｌ 2

1

ｔ1 ｔ2

ｔ2

ｔ1

ｔ2

ｔ1

ｔ2

ｔ

22＋ｙｘ

ｘ ｄ

ｙ

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
2
6



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

４ 緑化ブロック工

－200

3-2-5-3３

－50

－200

3-2-5-5

法長ℓ

ℓ＜3ｍ －50

ℓ≧3ｍ

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。
「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）護岸工編」の規定による測
点の管理方法を用いることができる。

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３ コンクリートブロック
工

（天端保護ブロック）

基　準　高　▽ ±50

基　準　高　▽

 

3-2-5-4

法長ℓ

ℓ＜3ｍ －50

ℓ≧3ｍ －100

延　　　長　Ｌ

－100

厚さ（石積・張）ｔ1 －50

延　　　長　Ｌ

厚さ（裏込）　　ｔ2 －50

厚さ（ブロック）ｔ1 －50

厚さ（裏込）　ｔ2

幅　　　　　ｗ

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

５
石
・
ブ
ロ
ッ

ク
積
（

張
）

工

５
石
・
ブ
ロ
ッ

ク
積
（

張
）

工

－100

延　　　長　Ｌ

±50

－200

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。厚さは上端部及び下端部の
２ヶ所を測定。
「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）護岸工編」の規定による測
点の管理方法を用いることができる。

基　準　高　▽ ±50
３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。厚さは上端部及び下端部の
２ヶ所を測定。
「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）護岸工編」の規定による測
点の管理方法を用いることができる。

５
石
・
ブ
ロ
ッ

ク
積
（

張
）

工

５ 石積（張）工

ℓ

ℓ

ℓ

ｗ

ｗ

間詰かご

連結ブロック

ｔ1

ｔ2

ｔ1 ｔ2

1

ｔ1 ｔ2

ｔ2

ｔ1

ｔ2

ｔ1

ｔ2

ｔ

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
2
7



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

±40 ±50 ― ―

－45 －45 －15 －15

－50 －50 ― 　―

測　　定　　箇　　所

厚　　さ

幅

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図等を

描いた上での管理が可能な工事をい
い、舗装施工面積が10,000m2以上あ
るいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が、3,000ｔ以上の場
合が該当する。

小規模工事とは、中規模以上の工
事より規模は小さいものの、管理結
果を施工管理に反映できる規模の工
事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当
するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未
満
②使用する基層及び表層用混合物の
総使用量が500t以上3,000t未満

厚さは、個々の測定値が10個に9個
以上の割合で規格値を満足しなけれ
ばならないとともに、10個の測定値
の平均値（Ｘ10）について満足しなけ
ればならない。ただし、厚さのデー
タ数が10個未満の場合は測定値の平
均値は適用しない。

基準高は延長40ｍ毎に１ヶ所の割と
し、道路中心線および端部で測定。厚
さは各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り起
こして測定。幅は、延長80ｍ毎に１ヶ
所の割に測定。ただし、幅は設計図書
の測点によらず延長80ｍ以下の間隔で
測定することができる。

基準高▽

摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

3-2-6-7３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

７

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準

１ アスファルト舗装工

（下層路盤工）

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
2
8



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準

±90 ±90
＋40
－15

＋50
－15

±90 ±90
＋40
－15

＋50
－15

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図等を

描いた上での管理が可能な工事をい
い、舗装施工面積が10,000m2以上あ
るいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が、3,000ｔ以上の場
合が該当する。

小規模工事とは、中規模以上の工
事より規模は小さいものの、管理結
果を施工管理に反映できる規模の工
事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当
するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未
満
②使用する基層及び表層用混合物の
総使用量が500t以上3,000t未満

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

７ ２ アスファルト舗装工

（下層路盤工）

（面管理の場合）

基準高▽

厚さあるい
は標高較差

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）舗装工編 多点計測
技術（面管理の場合）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準
に規定する計測精度・計測密度を満た
す計測方法により出来形管理を実施す
る場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。この場合、基準高の
評価は省略する。

3-2-6-7

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
2
9



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準

－25 －30 －8 －10

－50 －50 ― ―

3-2-6-7
厚　　さ

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り
起こして測定。ただし、幅は設計図書
の測点によらず延長80ｍ以下の間隔で
測定することができる。幅

３ アスファルト舗装工

（上層路盤工）
粒度調整路盤工

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

７ 工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図等を

描いた上での管理が可能な工事をい
い、舗装施工面積が10,000m2以上あ
るいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が、3,000ｔ以上の場
合が該当する。

小規模工事とは、中規模以上の工
事より規模は小さいものの、管理結
果を施工管理に反映できる規模の工
事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当
するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未
満
②使用する基層及び表層用混合物の
総使用量が500t以上3,000t未満

厚さは、個々の測定値が10個に9個
以上の割合で規格値を満足しなけれ
ばならないとともに、10個の測定値
の平均値（Ｘ10）について満足しな
ければならない。ただし、厚さの
データ数が10個未満の場合は測定値
の平均値は適用しない。

３
土
木
工
事
共
通
編

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
3
0



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準

-54 -63 -8 -10
3-2-6-7３

土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

７ ４ 工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図等を

描いた上での管理が可能な工事をい
い、舗装施工面積が10,000m2以上あ
るいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が、3,000ｔ以上の場
合が該当する。

小規模工事とは、中規模以上の工
事より規模は小さいものの、管理結
果を施工管理に反映できる規模の工
事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当
するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未
満
②使用する基層及び表層用混合物の
総使用量が500t以上3,000t未満

アスファルト舗装工

（上層路盤工）
粒度調整路盤工

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）舗装工編 多点計測
技術（面管理の場合）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準
に規定する計測精度・計測密度を満た
す計測方法により出来形管理を実施す
る場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
3
1



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準

－25 －30 －8 －10

－50 －50 ― ―

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

７ ５ アスファルト舗装工

（上層路盤工）
セメント（石灰）
安定処理工

厚　　さ
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1,000㎡に１個の割でコアー
を採取もしくは掘り起こして測定。た
だし、幅は設計図書の測点によらず延
長80ｍ以下の間隔で測定することがで
きる。

3-2-6-7

幅

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図等を

描いた上での管理が可能な工事をい
い、舗装施工面積が10,000m2以上あ
るいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が、3,000ｔ以上の場
合が該当する。

小規模工事とは、中規模以上の工
事より規模は小さいものの、管理結
果を施工管理に反映できる規模の工
事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当
するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未
満
②使用する基層及び表層用混合物の
総使用量が500t以上3,000t未満

厚さは、個々の測定値が10個に9個
以上の割合で規格値を満足しなけれ
ばならないとともに、10個の測定値
の平均値（Ｘ10）について満足しなけ
ればならない。ただし、厚さのデー
タ数が10個未満の場合は測定値の平
均値は適用しない。

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
3
2



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準

-54 -63 -8 -10
３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

７ ６ アスファルト舗装工

（上層路盤工）
セメント（石灰）
安定処理工

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）舗装工編 多点計測
技術（面管理の場合）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準
に規定する計測精度・計測密度を満た
す計測方法により出来形管理を実施す
る場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図等を

描いた上での管理が可能な工事をい
い、舗装施工面積が10,000m2以上あ
るいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が、3,000ｔ以上の場
合が該当する。

小規模工事とは、中規模以上の工
事より規模は小さいものの、管理結
果を施工管理に反映できる規模の工
事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当
するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未
満
②使用する基層及び表層用混合物の
総使用量が500t以上3,000t未満

3-2-6-7

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
3
3



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準

－15 －20 －5 －7

－50 －50 ― ―

3-2-6-7

幅

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図等を

描いた上での管理が可能な工事をい
い、舗装施工面積が10,000m2以上あ
るいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が、3,000ｔ以上の場
合が該当する。

小規模工事とは、中規模以上の工
事より規模は小さいものの、管理結
果を施工管理に反映できる規模の工
事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当
するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未
満
②使用する基層及び表層用混合物の
総使用量が500t以上3,000t未満

厚さは、個々の測定値が10個に9個
以上の割合で規格値を満足しなけれ
ばならないとともに、10個の測定値
の平均値（Ｘ10）について満足しなけ
ればならない。ただし、厚さのデー
タ数が10個未満の場合は測定値の平
均値は適用しない。

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

７ ７ アスファルト舗装工
 
（加熱アスファルト
安定処理工）

厚　　さ
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1,000㎡に１個の割でコアー
を採取して測定。ただし、幅は設計図
書の測点によらず延長80ｍ以下の間隔
で測定することができる。

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
3
4



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準

-36 -45 -5 -7
3-2-6-7３

土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

７ ８ アスファルト舗装工
 
（加熱アスファルト
安定処理工）

（面管理の場合）

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図等を

描いた上での管理が可能な工事をい
い、舗装施工面積が10,000m2以上あ
るいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が、3,000ｔ以上の場
合が該当する。

小規模工事とは、中規模以上の工
事より規模は小さいものの、管理結
果を施工管理に反映できる規模の工
事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当
するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未
満
②使用する基層及び表層用混合物の
総使用量が500t以上3,000t未満

厚さあるい
は標高較差

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）舗装工編 多点計測
技術（面管理の場合）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準
に規定する計測精度・計測密度を満た
す計測方法により出来形管理を実施す
る場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
3
5



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準

－9 －12 －3 －4

－25 －25 ― ―

アスファルト舗装工

（基層工）

厚　　さ
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1,000㎡に１個の割でコアー
を採取して測定。ただし、幅は設計図
書の測点によらず延長80ｍ以下の間隔
で測定することができる。

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図等を

描いた上での管理が可能な工事をい
い、舗装施工面積が10,000m2以上あ
るいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が、3,000ｔ以上の場
合が該当する。

小規模工事とは、中規模以上の工
事より規模は小さいものの、管理結
果を施工管理に反映できる規模の工
事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当
するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未
満
②使用する基層及び表層用混合物の
総使用量が500t以上3,000t未満

厚さは、個々の測定値が10個に9個
以上の割合で規格値を満足しなけれ
ばならないとともに、10個の測定値
の平均値（Ｘ10）について満足しな
ければならない。ただし、厚さの
データ数が10個未満の場合は測定値
の平均値は適用しない。

コア－採取について
橋面舗装等でコア－採取により床

版等に損傷を与える恐れのある場合
は、他の方法によることが出来る。

3-2-6-7

幅

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

７ ９

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
3
6



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準

-20 -25 -3 -4
3-2-6-7３

土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

７ 10 アスファルト舗装工

（基層工）

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）舗装工編 多点計測
技術（面管理の場合）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準
に規定する計測精度・計測密度を満た
す計測方法により出来形管理を実施す
る場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±4mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図等を

描いた上での管理が可能な工事をい
い、舗装施工面積が10,000m2以上あ
るいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が、3,000ｔ以上の場
合が該当する。

小規模工事とは、中規模以上の工
事より規模は小さいものの、管理結
果を施工管理に反映できる規模の工
事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当
するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未
満
②使用する基層及び表層用混合物の
総使用量が500t以上3,000t未満

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
3
7



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準

－7 －9 －2 －3

－25 －25 ― ―

厚　　さ
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1,000㎡に１個の割でコアー
を採取して測定。ただし、幅は設計図
書の測点によらず延長80ｍ以下の間隔
で測定することができる。

3-2-6-7３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図等を

描いた上での管理が可能な工事をい
い、舗装施工面積が10,000m2以上あ
るいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が、3,000ｔ以上の場
合が該当する。

小規模工事とは、中規模以上の工
事より規模は小さいものの、管理結
果を施工管理に反映できる規模の工
事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当
するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未
満
②使用する基層及び表層用混合物の
総使用量が500t以上3,000t未満

厚さは、個々の測定値が10個に9個
以上の割合で規格値を満足しなけれ
ばならないとともに、10個の測定値
の平均値（Ｘ10）について満足しなけ
ればならない。ただし、厚さのデー
タ数が10個未満の場合は測定値の平
均値は適用しない。

コア－採取について
橋面舗装等でコア－採取により床

版等に損傷を与える恐れのある場合
は、他の方法によることが出来る。

維持工事においては、平坦性の項
目を省略することが出来る。

11 アスファルト舗装工

（表層工）

幅

７

平 坦 性 ―

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付
き)
(σ)1.75mm以
下

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
3
8



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準

-17 -20 -2 -3
３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

７ 12 アスファルト舗装工

（表層工）

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

平 坦 性 ―

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付
き)
(σ)1.75mm以
下

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）舗装工編 多点計測
技術（面管理の場合）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準
に規定する計測精度・計測密度を満た
す計測方法により出来形管理を実施す
る場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±4mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図等を

描いた上での管理が可能な工事をい
い、舗装施工面積が10,000m2以上あ
るいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が、3,000ｔ以上の場
合が該当する。

小規模工事とは、中規模以上の工
事より規模は小さいものの、管理結
果を施工管理に反映できる規模の工
事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当
するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未
満
②使用する基層及び表層用混合物の
総使用量が500t以上3,000t未満

維持工事においては、平坦性の項
目を省略することが出来る。

3-2-6-7

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
3
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単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準

±40 ±50 ― ―

－45 －45 －15 －15

－50 －50 ― 　―

３
土
木
工
事
共
通
編

半たわみ性舗装工

（下層路盤工）

基準高▽
基準高は延長40ｍ毎に１ヶ所の割と
し、道路中心線及び端部で測定。
厚さは各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り
起こして測定。
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割に測
定。
ただし、幅は設計図書の測点によらず
延長80ｍ以下の間隔で測定することが
できる。

3-2-6-8

厚　　さ

幅

８ １ 工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をい
い、基層および表層用混合物の総使
用量が3,000ｔ以上の場合が該当す
る。

小規模工事とは、中規模以上の工
事より規模は小さいものの、管理結
果を施工管理に反映できる規模の工
事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合が該当する。

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
4
0



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準

±90 ±90
＋40
－15

＋50
－15

±90 ±90
＋40
－15

＋50
－15

基準高▽
１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）舗装工編 多点計測
技術（面管理の場合）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準
に規定する計測精度・計測密度を満た
す計測方法により出来形管理を実施す
る場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。この場合、基準高の
評価は省略する。

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

８ ２ 半たわみ性舗装工

（下層路盤工）

（面管理の場合）

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をい
い、基層および表層用混合物の総使
用量が3,000ｔ以上の場合が該当す
る。

小規模工事とは、中規模以上の工
事より規模は小さいものの、管理結
果を施工管理に反映できる規模の工
事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合が該当する。

3-2-6-8

厚さあるい
は標高較差

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
4
1



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準

－25 －30 －8 －10

－50 －50 ― ―

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

８ ３ 半たわみ性舗装工

（上層路盤工）
粒度調整路盤工

厚　　さ
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘
り起こして測定。ただし、幅は設計図
書の測点によらず延長80ｍ以下の間隔
で測定することができる。

3-2-6-8

幅

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をい
い、基層および表層用混合物の総使
用量が3,000ｔ以上の場合が該当す
る。

小規模工事とは、中規模以上の工
事より規模は小さいものの、管理結
果を施工管理に反映できる規模の工
事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合が該当する。

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
4
2



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準

-54 -63 -8 -10
工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をい
い、基層および表層用混合物の総使
用量が3,000ｔ以上の場合が該当す
る。

小規模工事とは、中規模以上の工
事より規模は小さいものの、管理結
果を施工管理に反映できる規模の工
事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合が該当する。

3-2-6-8３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

８ ４ 半たわみ性舗装工

（上層路盤工）
粒度調整路盤工

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）舗装工編 多点計測
技術（面管理の場合）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準
に規定する計測精度・計測密度を満た
す計測方法により出来形管理を実施す
る場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
4
3



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準

－25 －30 －8 －10

－50 －50 ― ―

５ 半たわみ性舗装工
（上層路盤工）

セメント（石灰）安
定処理工

３
土
木
工
事
共
通
編

幅

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

８
厚　　さ

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1000㎡に１個の割でコアーを
採取もしくは掘り起こして測定。ただ
し、幅は設計図書の測点によらず延長
80ｍ以下の間隔で測定することができ
る。

3-2-6-8工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をい
い、基層および表層用混合物の総使
用量が3,000ｔ以上の場合が該当す
る。

小規模工事とは、中規模以上の工
事より規模は小さいものの、管理結
果を施工管理に反映できる規模の工
事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合が該当する。
コア－採取について

橋面舗装等でコア－採取により床
版等に損傷を与える恐れのある場合
は、他の方法によることが出来る。

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
4
4



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準

-54 -63 -8 -10
３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

８ ６ 半たわみ性舗装工
（上層路盤工）

セメント（石灰）安
定処理工

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

3-2-6-8１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）舗装工編 多点計測
技術（面管理の場合）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準
に規定する計測精度・計測密度を満た
す計測方法により出来形管理を実施す
る場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をい
い、基層および表層用混合物の総使
用量が3,000ｔ以上の場合が該当す
る。

小規模工事とは、中規模以上の工
事より規模は小さいものの、管理結
果を施工管理に反映できる規模の工
事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合が該当する。

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
4
5



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準

－15 －20 －5 －7

－50 －50 ― ―

3-2-6-8工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をい
い、基層および表層用混合物の総使
用量が3,000ｔ以上の場合が該当す
る。

小規模工事とは、中規模以上の工
事より規模は小さいものの、管理結
果を施工管理に反映できる規模の工
事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合が該当する。
コア－採取について

橋面舗装等でコア－採取により床
版等に損傷を与える恐れのある場合
は、他の方法によることが出来る。

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

８
厚　　さ

７ 半たわみ性舗装工

（加熱アスファルト
安定処理工）

幅

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1000㎡に１個の割でコアーを
採取して測定。ただし、幅は設計図書
の測点によらず延長80ｍ以下の間隔で
測定することができる。

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
4
6



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準

-36 -45 -5 -7
３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

８ ８ 3-2-6-8半たわみ性舗装工

（加熱アスファルト
安定処理工）

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）舗装工編 多点計測
技術（面管理の場合）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準
に規定する計測精度・計測密度を満た
す計測方法により出来形管理を実施す
る場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をい
い、基層および表層用混合物の総使
用量が3,000ｔ以上の場合が該当す
る。

小規模工事とは、中規模以上の工
事より規模は小さいものの、管理結
果を施工管理に反映できる規模の工
事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合が該当する。

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
4
7



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準

－9 －12 －3 －4

－25 －25 ― ―

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

８ ９ 半たわみ性舗装工

（基層工）

厚　　さ
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1000㎡に１個の割でコアーを
採取して測定。ただし、幅は設計図書
の測点によらず延長80ｍ以下の間隔で
測定することができる。

3-2-6-8

幅

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をい
い、基層および表層用混合物の総使
用量が3,000ｔ以上の場合が該当す
る。

小規模工事とは、中規模以上の工
事より規模は小さいものの、管理結
果を施工管理に反映できる規模の工
事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合が該当する。
コア－採取について

橋面舗装等でコア－採取により床
版等に損傷を与える恐れのある場合
は、他の方法によることが出来る。

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
4
8



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準

-20 -25 -3 -4
３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

８ 10 3-2-6-8半たわみ性舗装工

（基層工）

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）舗装工編 多点計測
技術（面管理の場合）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準
に規定する計測精度・計測密度を満た
す計測方法により出来形管理を実施す
る場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±4mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をい
い、基層および表層用混合物の総使
用量が3,000ｔ以上の場合が該当す
る。

小規模工事とは、中規模以上の工
事より規模は小さいものの、管理結
果を施工管理に反映できる規模の工
事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合が該当する。

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
4
9



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準

－7 －9 －2 －3

－25 －25 ― ―

3-2-6-8

幅

平 坦 性 ―

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付
き)
(σ)1.75mm以
下

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をい
い、基層および表層用混合物の総使
用量が3,000ｔ以上の場合が該当す
る。

小規模工事とは、中規模以上の工
事より規模は小さいものの、管理結
果を施工管理に反映できる規模の工
事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合が該当する。
コア－採取について

橋面舗装等でコア－採取により床
版等に損傷を与える恐れのある場合
は、他の方法によることが出来る。

維持工事においては、平坦性の項
目を省略することが出来る。

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

８ 11 半たわみ性舗装工

（表層工）

厚　　さ
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1000㎡毎に１個の割でコアー
を採取して測定。ただし、幅は設計図
書の測点によらず延長80ｍ以下の間隔
で測定することができる。

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
5
0



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準

-17 -20 -2 -3
３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

８ 12 半たわみ性舗装工

（表層工）

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をい
い、基層および表層用混合物の総使
用量が3,000ｔ以上の場合が該当す
る。

小規模工事とは、中規模以上の工
事より規模は小さいものの、管理結
果を施工管理に反映できる規模の工
事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合が該当する。

維持工事においては、平坦性の項
目を省略することが出来る。

3-2-6-8

平 坦 性 ―

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付
き)
(σ)1.75mm以
下

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）舗装工編 多点計測
技術（面管理の場合）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準
に規定する計測精度・計測密度を満た
す計測方法により出来形管理を実施す
る場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±4mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
5
1



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準

±40 ±50 ― ―

－45 －45 －15 －15

－50 －50 ― 　―

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

９ １ 排水性舗装工

（下層路盤工）

基準高▽
工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をい
い、基層および表層用混合物の総使
用量が3,000ｔ以上の場合が該当す
る。

小規模工事とは、中規模以上の工
事より規模は小さいものの、管理結
果を施工管理に反映できる規模の工
事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合が該当する。
コア－採取について

橋面舗装等でコア－採取により床
版等に損傷を与える恐れのある場合
は、他の方法によることが出来る。

3-2-6-9

幅

厚　　さ

基準高は延長40ｍ毎に１ヶ所の割と
し、道路中心線及び端部で測定。
厚さは各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り
起こして測定。
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割に測
定。
ただし、幅は設計図書の測点によらず
延長80ｍ以下の間隔で測定することが
できる。 出

来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
5
2



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準

±90 ±90
＋40
－15

＋50
－15

±90 ±90
＋40
－15

＋50
－15

６
一
般
舗
装
工

９ ２３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

排水性舗装工

（下層路盤工）

（面管理の場合）

基準高▽
１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）舗装工編 多点計測
技術（面管理の場合）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準
に規定する計測精度・計測密度を満た
す計測方法により出来形管理を実施す
る場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。この場合、基準高の
評価は省略する。

3-2-6-9

厚さあるい
は標高較差

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をい
い、基層および表層用混合物の総使
用量が3,000ｔ以上の場合が該当す
る。

小規模工事とは、中規模以上の工
事より規模は小さいものの、管理結
果を施工管理に反映できる規模の工
事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合が該当する。

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
5
3



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準

－25 －30 －8 －10

－50 －50 ― ―

９ ３ 排水性舗装工

（上層路盤工）
粒度調整路盤工

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

幅

3-2-6-9
厚　　さ

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をい
い、基層および表層用混合物の総使
用量が3,000ｔ以上の場合が該当す
る。

小規模工事とは、中規模以上の工
事より規模は小さいものの、管理結
果を施工管理に反映できる規模の工
事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合が該当する。
コア－採取について

橋面舗装等でコア－採取により床
版等に損傷を与える恐れのある場合
は、他の方法によることが出来る。

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘
り起こして測定。ただし、幅は設計図
書の測点によらず延長80ｍ以下の間隔
で測定することができる。

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
5
4



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準

-54 -63 -8 -10
３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

９ 排水性舗装工

（上層路盤工）
粒度調整路盤工

（面管理の場合）

3-2-6-9厚さあるい
は標高較差

４ １．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）舗装工編 多点計測
技術（面管理の場合）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準
に規定する計測精度・計測密度を満た
す計測方法により出来形管理を実施す
る場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をい
い、基層および表層用混合物の総使
用量が3,000ｔ以上の場合が該当す
る。

小規模工事とは、中規模以上の工
事より規模は小さいものの、管理結
果を施工管理に反映できる規模の工
事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合が該当する。

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
5
5



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準

－25 －30 －8 －10

－50 －50 ― ―

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

厚　　さ
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1000㎡に１個の割でコアーを
採取もしくは掘り起こして測定。ただ
し、幅は設計図書の測点によらず延長
80ｍ以下の間隔で測定することができ
る。

3-2-6-9

幅

９ ５ 排水性舗装工

（上層路盤工）
セメント（石灰）安
定処理工

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をい
い、基層および表層用混合物の総使
用量が3,000ｔ以上の場合が該当す
る。

小規模工事とは、中規模以上の工
事より規模は小さいものの、管理結
果を施工管理に反映できる規模の工
事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合が該当する。
コア－採取について

橋面舗装等でコア－採取により床
版等に損傷を与える恐れのある場合
は、他の方法によることが出来る。

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
5
6



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準

-54 -63 -8 -10
工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をい
い、基層および表層用混合物の総使
用量が3,000ｔ以上の場合が該当す
る。

小規模工事とは、中規模以上の工
事より規模は小さいものの、管理結
果を施工管理に反映できる規模の工
事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合が該当する。

3-2-6-9３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

９ ６ 排水性舗装工

（上層路盤工）
セメント（石灰）安
定処理工

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）舗装工編 多点計測
技術（面管理の場合）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準
に規定する計測精度・計測密度を満た
す計測方法により出来形管理を実施す
る場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
5
7



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準

－15 －20 －5 －7

－50 －50 ― ―

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

９ ７ 排水性舗装工

（加熱アスファルト
安定処理工）

厚　　さ
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1000㎡に１個の割でコアーを
採取して測定。ただし、幅は設計図書
の測点によらず延長80ｍ以下の間隔で
測定することができる。

3-2-6-9

幅

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をい
い、基層および表層用混合物の総使
用量が3,000ｔ以上の場合が該当す
る。

小規模工事とは、中規模以上の工
事より規模は小さいものの、管理結
果を施工管理に反映できる規模の工
事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合が該当する。
コア－採取について

橋面舗装等でコア－採取により床
版等に損傷を与える恐れのある場合
は、他の方法によることが出来る。

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
5
8



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準

-36 -45 -5 -7
3-2-6-9３

土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

９ ８ 排水性舗装工

（加熱アスファルト
安定処理工）

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）舗装工編 多点計測
技術（面管理の場合）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準
に規定する計測精度・計測密度を満た
す計測方法により出来形管理を実施す
る場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をい
い、基層および表層用混合物の総使
用量が3,000ｔ以上の場合が該当す
る。

小規模工事とは、中規模以上の工
事より規模は小さいものの、管理結
果を施工管理に反映できる規模の工
事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合が該当する。

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
5
9



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準

－9 －12 －3 －4

－25 －25 ― ―

９ 3-2-6-9

幅

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をい
い、基層および表層用混合物の総使
用量が3,000ｔ以上の場合が該当す
る。

小規模工事とは、中規模以上の工
事より規模は小さいものの、管理結
果を施工管理に反映できる規模の工
事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合が該当する。
コア－採取について

橋面舗装等でコア－採取により床
版等に損傷を与える恐れのある場合
は、他の方法によることが出来る。

厚　　さ
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1000㎡に１個の割でコアーを
採取して測定。ただし、幅は設計図書
の測点によらず延長80ｍ以下の間隔で
測定することができる。

９ 排水性舗装工

（基層工）

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
6
0



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準

-20 -25 -3 -4
3-2-6-9厚さあるい

は標高較差

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をい
い、基層および表層用混合物の総使
用量が3,000ｔ以上の場合が該当す
る。

小規模工事とは、中規模以上の工
事より規模は小さいものの、管理結
果を施工管理に反映できる規模の工
事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合が該当する。

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

９ 10 排水性舗装工

（基層工）

（面管理の場合）

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）舗装工編 多点計測
技術（面管理の場合）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準
に規定する計測精度・計測密度を満た
す計測方法により出来形管理を実施す
る場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±4mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
6
1



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準

－7 －9 －2 －3

－25 －25 ― ―

3-2-6-9

―

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付
き)
(σ)1.75mm以
下

厚　　さ

幅

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

９ 11 排水性舗装工

（表層工）

平 坦 性

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をい
い、基層および表層用混合物の総使
用量が3,000ｔ以上の場合が該当す
る。

小規模工事とは、中規模以上の工
事より規模は小さいものの、管理結
果を施工管理に反映できる規模の工
事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合が該当する。
コア－採取について

橋面舗装等でコア－採取により床
版等に損傷を与える恐れのある場合
は、他の方法によることが出来る。

維持工事においては、平坦性の項
目を省略することが出来る。

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1000㎡毎に１個の割でコアー
を採取して測定。ただし、幅は設計図
書の測点によらず延長80ｍ以下の間隔
で測定することができる。

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
6
2



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準

-17 -20 -2 -3
3-2-6-9

平 坦 性 ―

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付
き)
(σ)1.75mm以
下

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

９ 12 排水性舗装工

（表層工）

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）舗装工編 多点計測
技術（面管理の場合）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準
に規定する計測精度・計測密度を満た
す計測方法により出来形管理を実施す
る場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±4mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をい
い、基層および表層用混合物の総使
用量が3,000ｔ以上の場合が該当す
る。

小規模工事とは、中規模以上の工
事より規模は小さいものの、管理結
果を施工管理に反映できる規模の工
事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合が該当する。

維持工事においては、平坦性の項
目を省略することが出来る。

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
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単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

ｔ＜
15cm

－30

ｔ≧
15cm

－45

３
土
木
工
事
共
通
編

透水性舗装工

（路盤工）

－100

編 章 節 条

基準高は片側延長40m毎に１ヶ所の割
で測定。
厚さは、片側延長200m毎に１ヶ所掘り
起こして測定。
幅は、片側延長80m毎に１ヶ所測定。
ただし、幅は設計図書の測点によらず
延長80ｍ以下の間隔で測定することが
できる。

※歩道舗装に適用する。

厚　さ

－10

１

－15

幅

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

10

中規模
以上

枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）
測定値の平均 測　　定　　箇　　所

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をい
い、基層および表層用混合物の総使
用量が3,000ｔ以上の場合が該当す
る。

小規模工事とは、中規模以上の工
事より規模は小さいものの、管理結
果を施工管理に反映できる規模の工
事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合が該当する。
コア－採取について

橋面舗装等でコア－採取により床
版等に損傷を与える恐れのある場合
は、他の方法によることが出来る。

3-2-6-10

―

―基準高▽ ±50

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
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単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

編 章 節 条

中規模
以上

枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）
測定値の平均 測　　定　　箇　　所

ｔ＜
15cm

＋90
－70

ｔ≧
15cm

±90

ｔ＜
15cm

＋90
－70

ｔ≧
15cm

±90

透水性舗装工

（路盤工）

（面管理の場合）

＋50
－10

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

10 2

厚さあるい
は標高較差

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をい
い、基層および表層用混合物の総使
用量が3,000ｔ以上の場合が該当す
る。

小規模工事とは、中規模以上の工
事より規模は小さいものの、管理結
果を施工管理に反映できる規模の工
事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合が該当する。

3-2-6-10

＋50
－10

＋50
－15

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）舗装工編 多点計測
技術（面管理の場合）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準
に規定する計測精度・計測密度を満た
す計測方法により出来形管理を実施す
る場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。

※歩道舗装に適用する。

基準高▽
＋50
－15

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
6
5



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

編 章 節 条

中規模
以上

枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）
測定値の平均 測　　定　　箇　　所

幅は、片側延長80m毎に１ヶ所の割で
測定。
厚さは、片側延長200m毎に１ヶ所コ
アーを採取して測定。
ただし、幅は設計図書の測点によらず
延長80ｍ以下の間隔で測定することが
できる。

※歩道舗装に適用する。

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をい
い、基層および表層用混合物の総使
用量が3,000ｔ以上の場合が該当す
る。

小規模工事とは、中規模以上の工
事より規模は小さいものの、管理結
果を施工管理に反映できる規模の工
事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合が該当する。
コア－採取について

橋面舗装等でコア－採取により床
版等に損傷を与える恐れのある場合
は、他の方法によることが出来る。

3-2-6-10

幅 －25

厚さ －9 －3
３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

10 ３

―

透水性舗装工

（表層工）

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
6
6



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

編 章 節 条

中規模
以上

枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）
測定値の平均 測　　定　　箇　　所

-3
３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

10 ４ １．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）舗装工編 多点計測
技術（面管理の場合）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準
に規定する計測精度・計測密度を満た
す計測方法により出来形管理を実施す
る場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±4mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。

※歩道舗装に適用する。

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をい
い、基層および表層用混合物の総使
用量が3,000ｔ以上の場合が該当す
る。

小規模工事とは、中規模以上の工
事より規模は小さいものの、管理結
果を施工管理に反映できる規模の工
事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合が該当する。

3-2-6-10透水性舗装工

（表層工）

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

-20

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
6
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単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

－15 －20 －5 －7

－50 －50 ― ―

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

編 章 節 条 枝番 測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

3-2-6-11グースアスファルト
舗装工

（加熱アスファルト
安定処理工）

厚　　さ
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1000㎡に１個の割でコアーを
採取して測定。ただし、幅は設計図書
の測点によらず延長80ｍ以下の間隔で
測定することができる。

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をい
い、基層および表層用混合物の総使
用量が3,000ｔ以上の場合が該当す
る。

小規模工事とは、中規模以上の工
事より規模は小さいものの、管理結
果を施工管理に反映できる規模の工
事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合が該当する。
コア－採取について
橋面舗装等でコア－採取により床版

等に損傷を与える恐れのある場合
は、他の方法によることが出来る。

幅

規　格　値

工　　　　　種 測定項目 測　　定　　基　　準

11 １６
一
般
舗
装
工

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
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単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

編 章 節 条 枝番 測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

規　格　値

工　　　　　種 測定項目 測　　定　　基　　準

-36 -45 -5 -7
３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

11 ２ グースアスファルト
舗装工

（加熱アスファルト
安定処理工）

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）舗装工編 多点計測
技術（面管理の場合）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準
に規定する計測精度・計測密度を満た
す計測方法により出来形管理を実施す
る場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。

3-2-6-11工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描
いた上での管理が可能な工事をい
い、基層および表層用混合物の総使
用量が3,000ｔ以上の場合が該当す
る。
　小規模工事とは、中規模以上の工
事より規模は小さいものの、管理結
果を施工管理に反映できる規模の工
事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合が該当する。

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
6
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単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

編 章 節 条 枝番 測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

規　格　値

工　　　　　種 測定項目 測　　定　　基　　準

－9 －12 －3 －4

－25 －25 ― ―

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をい
い、基層および表層用混合物の総使
用量が3,000ｔ以上の場合が該当す
る。

小規模工事とは、中規模以上の工
事より規模は小さいものの、管理結
果を施工管理に反映できる規模の工
事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合が該当する。

コア－採取について
橋面舗装等でコア－採取により床版

等に損傷を与える恐れのある場合
は、他の方法によることが出来る。

幅

グースアスファルト
舗装工

（基層工）

厚　　さ
６
一
般
舗
装
工

11３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３ 幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1000㎡に１個の割でコアーを
採取して測定。ただし、幅は設計図書
の測点によらず延長80ｍ以下の間隔で
測定することができる。

3-2-6-11

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
7
0



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

編 章 節 条 枝番 測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

規　格　値

工　　　　　種 測定項目 測　　定　　基　　準

-20 -25 -3 -4
厚さあるい
は標高較差

グースアスファルト
舗装工

（基層工）

（面管理の場合）

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

11 ４ 3-2-6-11工事規模の考え方
　中規模以上の工事は、管理図等を
描いた上での管理が可能な工事をい
い、基層および表層用混合物の総使
用量が3,000ｔ以上の場合が該当す
る。
　小規模工事とは、中規模以上の工
事より規模は小さいものの、管理結
果を施工管理に反映できる規模の工
事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合が該当する。

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）舗装工編 多点計測
技術（面管理の場合）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準
に規定する計測精度・計測密度を満た
す計測方法により出来形管理を実施す
る場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±4mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
7
1



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

編 章 節 条 枝番 測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

規　格　値

工　　　　　種 測定項目 測　　定　　基　　準

－7 －9 －2 －3

－25 －25 ― ―

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をい
い、基層および表層用混合物の総使
用量が3,000ｔ以上の場合が該当す
る。

小規模工事とは、中規模以上の工
事より規模は小さいものの、管理結
果を施工管理に反映できる規模の工
事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合が該当する。

コア－採取について
橋面舗装等でコア－採取により床版

等に損傷を与える恐れのある場合
は、他の方法によることが出来る。

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

グースアスファルト
舗装工

（表層工）

11 ５ 3-2-6-11

―

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付
き)
(σ)1.75mm以
下

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1000㎡毎に１個の割でコアー
を採取して測定。ただし、幅は設計図
書の測点によらず延長80ｍ以下の間隔
で測定することができる。

厚　　さ
６
一
般
舗
装
工

幅

平 坦 性

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
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単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

編 章 節 条 枝番 測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

規　格　値

工　　　　　種 測定項目 測　　定　　基　　準

-17 -20 -2 -3

―

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付
き)
(σ)1.75mm以
下

３
土
木
工
事
共
通
編

3-2-6-11工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をい
い、基層および表層用混合物の総使
用量が3,000ｔ以上の場合が該当す
る。

小規模工事とは、中規模以上の工
事より規模は小さいものの、管理結
果を施工管理に反映できる規模の工
事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合が該当する。

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

11 ６ グースアスファルト
舗装工

（表層工）

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）舗装工編 多点計測
技術（面管理の場合）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準
に規定する計測精度・計測密度を満た
す計測方法により出来形管理を実施す
る場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±４mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。

平 坦 性

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
7
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単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

編 章 節 条 枝番 測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

規　格　値

工　　　　　種 測定項目 測　　定　　基　　準

±40 ±50

―－50

６
一
般
舗
装
工

12 １３
土
木
工
事
共
通
編

コンクリート舗装工

（下層路盤工）

基準高▽

厚　　さ

幅

3-2-6-12基準高は延長40ｍ毎に１ヶ所の割と
し、道路中心線および端部で測定。厚
さは各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り起
こして測定。幅は、延長80ｍ毎に１ヶ
所の割に測定。ただし、幅は設計図書
の測点によらず延長80ｍ以下の間隔で
測定することができる。

－45 －15

工事規模の考え方
中規模とは、1層あたりの施工面積

が2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱

アスファルト混合物の総使用量が500
ｔ未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。厚さは、個々の測定値が10個に9
個以上の割合で規格値を満足しなけ
ればならないとともに、10個の測定
値の平均値（Ｘ10）について満足しな
ければならない。ただし、厚さの
データ数が10個未満の場合は測定値
の平均値は適用しない。

コアー採取について
橋面舗装等でコアー採取により床

版等に損傷を与える恐れのある場合
は、他の方法によることが出来る。

―
２
一
般
施
工

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
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単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

編 章 節 条 枝番 測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

規　格　値

工　　　　　種 測定項目 測　　定　　基　　準

±90 ±90
＋40
－15

＋50
－15

±90 ±90
＋40
－15

＋50
－15

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）舗装工編 多点計測
技術（面管理の場合）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準
に規定する計測精度・計測密度を満た
す計測方法により出来形管理を実施す
る場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。この場合、基準高の
評価は省略する。

基準高▽
工事規模の考え方
 中規模とは、1層あたりの施工面積
が2,000㎡以上とする。
　小規模とは、表層及び基層の加熱
アスファルト混合物の総使用量が500
ｔ未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。

3-2-6-12３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

12

厚さあるい
は標高較差

2 コンクリート舗装工

（下層路盤工）

（面管理の場合）

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
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単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

編 章 節 条 枝番 測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

規　格　値

工　　　　　種 測定項目 測　　定　　基　　準

－25 －30
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘
り起こして測定。ただし、幅は設計図
書の測点によらず延長80ｍ以下の間隔
で測定することができる。

－8

－50 ―幅

厚　　さ
工事規模の考え方
中規模とは、1層あたりの施工面積

が2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱

アスファルト混合物の総使用量が500
ｔ未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。厚さは、個々の測定値が10個に9
個以上の割合で規格値を満足しなけ
ればならないとともに、10個の測定
値の平均値（Ｘ10）について満足し
なければならない。ただし、厚さの
データ数が10個未満の場合は測定値
の平均値は適用しない。

コアー採取について
橋面舗装等でコアー採取により床

版等に損傷を与える恐れのある場合
は、他の方法によることが出来る。

3-2-6-12３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

12 コンクリート舗装工

（粒度調整路盤工）

３

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
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単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

編 章 節 条 枝番 測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

規　格　値

工　　　　　種 測定項目 測　　定　　基　　準

-55 -66 -8
厚さあるい
は標高較差

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）舗装工編 多点計測
技術（面管理の場合）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準
に規定する計測精度・計測密度を満た
す計測方法により出来形管理を実施す
る場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。

工事規模の考え方
 中規模とは、1層あたりの施工面積
が2,000㎡以上とする。
　小規模とは、表層及び基層の加熱
アスファルト混合物の総使用量が500
ｔ未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。

3-2-6-12３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

12 ４ コンクリート舗装工

（粒度調整路盤工）

（面管理の場合）

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
7
7



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

編 章 節 条 枝番 測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

規　格　値

工　　　　　種 測定項目 測　　定　　基　　準

－25 －30
工事規模の考え方
中規模とは、1層あたりの施工面積

が2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱ア
スファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。
厚さは、個々の測定値が10個に9個

以上の割合で規格値を満足しなけれ
ばならないとともに、10個の測定値
の平均値（Ｘ10）について満足しなけ
ればならない。ただし、厚さのデー
タ数が10個未満の場合は測定値の平
均値は適用しない。

コアー採取について
橋面舗装等でコアー採取により床版

等に損傷を与える恐れのある場合
は、他の方法によることが出来る。

－50

厚　　さ

幅

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1,000㎡に１個の割でコアー
を採取もしくは掘り起こして測定。た
だし、幅は設計図書の測点によらず延
長80ｍ以下の間隔で測定することがで
きる。

3-2-6-12
－8

―

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

12 コンクリート舗装工

（セメント（石灰・
瀝青）安定処理工）

５

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
7
8



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

編 章 節 条 枝番 測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

規　格　値

工　　　　　種 測定項目 測　　定　　基　　準

-55 -66
工事規模の考え方
 中規模とは、1層あたりの施工面積
が2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱ア
スファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）舗装工編 多点計測
技術（面管理の場合）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準
に規定する計測精度・計測密度を満た
す計測方法により出来形管理を実施す
る場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。

-8
６
一
般
舗
装
工

12 6３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

コンクリート舗装工

（セメント（石灰・
瀝青）安定処理工）

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

3-2-6-12

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
7
9



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

編 章 節 条 枝番 測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

規　格　値

工　　　　　種 測定項目 測　　定　　基　　準

－9 －12
６
一
般
舗
装
工

７ コンクリート舗装工

（アスファルト中間
層）

厚　　さ
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1,000㎡に１個の割でコアー
を採取して測定。ただし、幅は設計図
書の測点によらず延長80ｍ以下の間隔
で測定することができる。

工事規模の考え方
中規模とは、1層あたりの施工面積

が2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱ア
スファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。
厚さは、個々の測定値が10個に9個

以上の割合で規格値を満足しなけれ
ばならないとともに、10個の測定値
の平均値（Ｘ10）について満足しな
ければならない。ただし、厚さの
データ数が10個未満の場合は測定値
の平均値は適用しない。

コアー採取について
橋面舗装等でコアー採取により床版

等に損傷を与える恐れのある場合
は、他の方法によることが出来る。

－3
３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

12 3-2-6-12

幅 －25 ―

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
8
0



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

編 章 節 条 枝番 測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

規　格　値

工　　　　　種 測定項目 測　　定　　基　　準

-20 -27 -3
２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

12 8 コンクリート舗装工

（アスファルト中間
層）

（面管理の場合）

3-2-6-12厚さあるい
は標高較差

工事規模の考え方
 中規模とは、1層あたりの施工面積
が2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱ア
スファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）舗装工編 多点計測
技術（面管理の場合）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準
に規定する計測精度・計測密度を満た
す計測方法により出来形管理を実施す
る場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±4mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。

３
土
木
工
事
共
通
編

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
8
1



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

編 章 節 条 枝番 測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

規　格　値

工　　　　　種 測定項目 測　　定　　基　　準

厚さは各車線の中心付近で型枠据付後
各車線200ｍ毎に水糸又はレベルによ
り１測線当たり横断方向に３ヶ所以上
測定、幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割
で測定。平坦性は各車線毎に版縁から
１ｍの線上、全延長とする。なお、ス
リップフォーム工法の場合は、厚さ管
理に関し、打設前に各車線の中心付近
で各車線200ｍ毎に水糸又はレベルに
より１測線当たり横断方向に３ヶ所以
上路盤の基準高を測定し、測定打設後
に各車線200m毎に両側の版端を測定す
る。ただし、幅は設計図書の測点によ
らず延長80ｍ以下の間隔で測定するこ
とができる。

隣接する各目地に対して、道路中心線
及び端部で測定。

－10 －3.5
3-2-6-12工事規模の考え方

中規模とは、１層あたりの施工面積
が2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱ア

スファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。

厚さは、個々の測定値が10個に９
個以上の割合で規格値を満足しなけ
ればならないとともに、10個の測定
値の平均値（Ｘ10）について満足しな
ければならない。ただし、厚さの
データ数が10個未満の場合は測定値
の平均値は適用しない。

維持工事においては、平坦性の項
目を省略することが出来る。

コンクリート舗装工

（コンクリート舗装
版工）

９12６
一
般
舗
装
工

２
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

幅 －25 ―

平 坦 性 ―

コンクリート
の硬化後
3mプロフィル
メータ－によ
り機械舗設の
場合
(σ)2.4mm以下
人力舗設の場
合(σ)3mm以下

目地段差 ±2

厚　　さ

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
8
2



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

編 章 節 条 枝番 測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

規　格　値

工　　　　　種 測定項目 測　　定　　基　　準

―

コンクリート
の硬化後
3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
により機械舗
設の場合
(σ)2.4mm以下
人力舗設の場
合(σ)3mm以下

-22 -3.5

平 坦 性

3-2-6-12コンクリート舗装工

（コンクリート舗装
版工）

（面管理の場合）

1012６
一
般
舗
装
工

２
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

工事規模の考え方
 中規模とは、１層あたりの施工面積
が2,000㎡以上とする。
 小規模とは、表層及び基層の加熱ア
スファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。

　維持工事においては、平坦性の項
目を省略することが出来る。

隣接する各目地に対して、道路中心線
及び端部で測定。±2目地段差

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）舗装工編 多点計測
技術（面管理の場合）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準
に規定する計測精度・計測密度を満た
す計測方法により出来形管理を実施す
る場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±4mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。

厚さあるい
は標高較差

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
8
3



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

編 章 節 条 枝番 測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

規　格　値

工　　　　　種 測定項目 測　　定　　基　　準

±40 ±50

－45 －15

―－50

６
一
般
舗
装
工

12 11３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

コンクリート舗装工

（転圧コンクリート
版工）
下層路盤工

基準高▽

厚　　さ

幅

3-2-6-12基準高は、延長40ｍ毎に１ヶ所の割と
し、道路中心線及び端部で測定。厚さ
は、各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り起
こして測定。幅は、延長80ｍ毎に１ヶ
所の割に測定。ただし、幅は設計図書
の測点によらず延長80ｍ以下の間隔で
測定することができる。

工事規模の考え方
中規模とは、１層あたりの施工面積

が2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱ア

スファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。

厚さは、個々の測定値が10個に９
個以上の割合で規格値を満足しなけ
ればならないとともに、10個の測定
値の平均値（Ｘ10）について満足し
なければならない。ただし、厚さの
データ数が10個未満の場合は測定値
の平均値は適用しない。

―

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
8
4



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

編 章 節 条 枝番 測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

規　格　値

工　　　　　種 測定項目 測　　定　　基　　準

±90 ±90
＋40
－15

＋50
－15

±90 ±90
＋40
－15

＋50
－15

コンクリート舗装工

（転圧コンクリート
版工）
下層路盤工

（面管理の場合）

基準高▽
１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）舗装工編 多点計測
技術（面管理の場合）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準
に規定する計測精度・計測密度を満た
す計測方法により出来形管理を実施す
る場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。この場合、基準高の
評価は省略する。

工事規模の考え方
 中規模とは、1層あたりの施工面積
が2,000㎡以上とする。
　小規模とは、表層及び基層の加熱
アスファルト混合物の総使用量が500
ｔ未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。

厚さあるい
は標高較差

3-2-6-1212３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

12

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
8
5



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

編 章 節 条 枝番 測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

規　格　値

工　　　　　種 測定項目 測　　定　　基　　準

－25 －30
12 13 コンクリート舗装工

（転圧コンクリート
版工）
粒度調整路盤工

厚　　さ

幅 －50 ―

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘
り起こして測定。ただし、幅は設計図
書の測点によらず延長80ｍ以下の間隔
で測定することができる。

－8
工事規模の考え方
中規模とは、１層あたりの施工面積

が2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱ア

スファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。

厚さは、個々の測定値が10個に９
個以上の割合で規格値を満足しなけ
ればならないとともに、10個の測定
値の平均値（Ｘ10）について満足し
なければならない。ただし、厚さの
データ数が10個未満の場合は測定値
の平均値は適用しない。

3-2-6-12３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
8
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単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

編 章 節 条 枝番 測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

規　格　値

工　　　　　種 測定項目 測　　定　　基　　準

-55 -66
コンクリート舗装工

（転圧コンクリート
版工）
粒度調整路盤工

（面管理の場合）

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

12 14 １．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）舗装工編 多点計測
技術（面管理の場合）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準
に規定する計測精度・計測密度を満た
す計測方法により出来形管理を実施す
る場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。

厚さあるい
は標高較差

-8
工事規模の考え方
 中規模とは、1層あたりの施工面積
が2,000㎡以上とする。
　小規模とは、表層及び基層の加熱
アスファルト混合物の総使用量が500
ｔ未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。

3-2-6-12

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
8
7



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

編 章 節 条 枝番 測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

規　格　値

工　　　　　種 測定項目 測　　定　　基　　準

－25 －30

－50 ―

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

12 15 コンクリート舗装工

（転圧コンクリート
版工）
セメント（石灰・瀝
青）安定処理工

工事規模の考え方
中規模とは、１層あたりの施工面積

が2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱ア
スファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。

厚さは、個々の測定値が10個に９
個以上の割合で規格値を満足しなけ
ればならないとともに、10個の測定
値の平均値（Ｘ10）について満足し
なければならない。ただし、厚さの
データ数が10個未満の場合は測定値
の平均値は適用しない。

コアー採取について
橋面舗装等でコアー採取により床

版等に損傷を与える恐れのある場合
は、他の方法によることが出来る。

厚　　さ －8
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1,000㎡に１個の割でコアー
を採取もしくは、掘り起こして測定。
ただし、幅は設計図書の測点によらず
延長80ｍ以下の間隔で測定することが
できる。

3-2-6-12

幅

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
8
8



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

編 章 節 条 枝番 測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

規　格　値

工　　　　　種 測定項目 測　　定　　基　　準

-55 -66 -8
３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

12 16 コンクリート舗装工

（転圧コンクリート
版工）
セメント（石灰・瀝
青）安定処理工

（面管理の場合）

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）舗装工編 多点計測
技術（面管理の場合）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準
に規定する計測精度・計測密度を満た
す計測方法により出来形管理を実施す
る場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。

厚さあるい
は標高較差

工事規模の考え方
 中規模とは、1層あたりの施工面積
が2,000㎡以上とする。
　小規模とは、表層及び基層の加熱
アスファルト混合物の総使用量が500
ｔ未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。

3-2-6-12

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
8
9



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

編 章 節 条 枝番 測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

規　格　値

工　　　　　種 測定項目 測　　定　　基　　準

－9 －12
コンクリート舗装工

（転圧コンクリート
版工）
アスファルト中間層

２
一
般
施
工

17３
土
木
工
事
共
通
編

12６
一
般
舗
装
工

－3

－25 ―

3-2-6-12
厚　　さ

幅

工事規模の考え方
中規模とは、１層あたりの施工面積

が2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱ア
スファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。

厚さは、個々の測定値が10個に９
個以上の割合で規格値を満足しなけ
ればならないとともに、10個の測定
値の平均値（Ｘ10）について満足し
なければならない。ただし、厚さの
データ数が10個未満の場合は測定値
の平均値は適用しない。

コアー採取について
橋面舗装等でコアー採取により床

版等に損傷を与える恐れのある場合
は、他の方法によることが出来る。

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、1,000㎡に１個の割でコアー
を採取して測定。ただし、幅は設計図
書の測点によらず延長80ｍ以下の間隔
で測定することができる。

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
9
0



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

編 章 節 条 枝番 測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

規　格　値

工　　　　　種 測定項目 測　　定　　基　　準

-20 -27
３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

12 18 コンクリート舗装工

（転圧コンクリート
版工）
アスファルト中間層

（面管理の場合）

-3
１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）舗装工編 多点計測
技術（面管理の場合）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準
に規定する計測精度・計測密度を満た
す計測方法により出来形管理を実施す
る場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±4mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。

工事規模の考え方
 中規模とは、1層あたりの施工面積
が2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱ア
スファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。

3-2-6-12厚さあるい
は標高較差

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
9
1



単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

編 章 節 条 枝番 測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

規　格　値

工　　　　　種 測定項目 測　　定　　基　　準

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

12 19 コンクリート舗装工

（転圧コンクリート
版工）

厚　　さ －15 －4.5

幅 －35 ―

平 坦 性 ―

転圧コンク
リートの硬化
後、3mプロ
フィルメー
ターにより
(σ)2.4mm以
下。

目地段差

工事規模の考え方
中規模とは、１層あたりの施工面積

が2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱ア
スファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。

厚さは、個々の測定値が10個に９
個以上の割合で規格値を満足しなけ
ればならないとともに、10個の測定
値の平均値（Ｘ10）について満足し
なければならない。ただし、厚さの
データ数が10個未満の場合は測定値
の平均値は適用しない。

コアー採取について
橋面舗装等でコアー採取により床

版等に損傷を与える恐れのある場合
は、他の方法によることが出来る。

維持工事においては、平坦性の項
目を省略することが出来る。

隣接する各目地に対して、道路中心線
及び端部で測定。

厚さは、各車線の中心付近で型枠据付
後各車線200ｍ毎に水糸又はレベルに
より１測線当たり横断方向に３ヶ所以
上測定、幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の
割で測定、平坦性は各車線毎に版縁か
ら１ｍの線上、全延長とする。ただ
し、幅は設計図書の測点によらず延長
80ｍ以下の間隔で測定することができ
る。

3-2-6-12

±2

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
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単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

編 章 節 条 枝番 測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

規　格　値

工　　　　　種 測定項目 測　　定　　基　　準

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

12 20

±2

厚さあるい
は標高較差

-4.5
１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）舗装工編 多点計測
技術（面管理の場合）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準
に規定する計測精度・計測密度を満た
す計測方法により出来形管理を実施す
る場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±4mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。

工事規模の考え方
 中規模とは、１層あたりの施工面積
が2,000㎡以上とする。
 小規模とは、表層及び基層の加熱ア
スファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。

　維持工事においては、平坦性の項
目を省略することが出来る。

平 坦 性

隣接する各目地に対して、道路中心線
及び端部で測定。

3-2-6-12

―

転圧コンク
リートの硬化
後、3ｍﾌﾟﾛﾌｨﾙ
ﾒｰﾀｰにより
(σ)2.4mm以下

目地段差

コンクリート舗装工

（転圧コンクリート
版工）

（面管理の場合）

-32

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
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単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

編 章 節 条 枝番 測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

規　格　値

工　　　　　種 測定項目 測　　定　　基　　準

±40 ±50

－25 －30

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

13 １

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

―

６
一
般
舗
装
工

13

薄層カラー舗装工

（下層路盤工）
基準高▽

２ 薄層カラー舗装工

（上層路盤工）
　粒度調整路盤工

厚　　さ

幅

厚　　さ －45 －15

幅 －50 ―

－8
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘
り起こして測定。

3-2-6-13

－50 ―

基準高は、延長40ｍ毎に１ヶ所の割と
し、道路中心線及び端部で測定。厚さ
は、各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り起
こして測定。幅は、延長80ｍ毎に１ヶ
所の割に測定。

工事規模の考え方
中規模とは、１層あたりの施工面積

が2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱ア
スファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。

厚さは、個々の測定値が10個に９
個以上の割合で規格値を満足しなけ
ればならないとともに、10個の測定
値の平均値（Ｘ10）について満足しな
ければならない。ただし、厚さの
データ数が10個未満の場合は測定値
の平均値は適用しない。

3-2-6-13

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
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単位：mm

摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

測定値の平均

（）

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

－9
厚さは40ｍ毎に現舗装高とオーバーレ
イ後の基準高の差で算出する。
測定点は車道中心線、車道端及びその
中心とする。
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
延長80ｍ未満の場合は、２ヶ所／施工
箇所とする。
断面状況で、間隔、測点数を変えるこ
とが出来る。

厚　さ　ｔ

-3
１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）舗装工編 多点計測
技術（面管理の場合）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準
に規定する計測精度・計測密度を満た
す計測方法により出来形管理を実施す
る場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±4mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、施工前の標高値とオー
バーレイ後の標高値との差で算出す
る。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、オーバーレイ後の目標高さと
オーバーレイ後の標高値との差で算出
する。

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

17 2

17 1 オーバーレイ工

－25

延　長　Ｌ －100

平　坦　性 ―

３mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付
き)(σ)1.75mm
以下

3-2-6-17

平　坦　性 ―

３mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付
き)
(σ)1.75mm以
下

オーバーレイ工

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

-20

3-2-6-17

幅　　　ｗ

現舗装　w

t

ＬＣ

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値
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単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要

3-2-7-2

施工厚さ　　ｔ －50

幅　　　　　ｗ －100

延　　　長　Ｌ

±50
施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（50
ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。
厚さは中心線及び端部で測定。

3-2-7-3

置換厚さ　　ｔ －50

幅　　　　　ｗ －100

延　　　長　Ｌ －200

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

７
地
盤
改
良
工

２ 路床安定処理工

－200

延長40ｍ毎に１ヶ所の割で測定。
基準高は、道路中心線及び端部で測
定。
厚さは中心線及び端部で測定。
「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）表層安定処理等・固結工
（中層混合処理）編」による管理の場
合は、全体改良範囲図を用いて、施工
厚さt、天端幅w、天端延長Lを確認
（実測は不要）。

基　準　高　▽ ±50

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

７
地
盤
改
良
工

３ 置換工
基　準　高　▽

ｔ

ＣＬ

ｗ

ｗ

ｔ

ｔ

ｗ

ＣＬ

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
1
0
0



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

3-2-7-4

法　　　長　ℓ -500

天　端　幅　ｗ －300

「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）表層安定処理等・固結工
（中層混合処理）編」に記載の全体改
良平面図を用いて天端幅w、天端延長L
を確認（実測は不要）

天端延長　　Ｌ －500

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

７
地
盤
改
良
工

４ 2 表層安定処理工

（ICT施工の場合）
基　準　高　▽ 特記仕様書に明示

施工延長10ｍにつき、１測点当たり５
点以上測定。

3-2-7-5

厚　　　さ　ｔ －50

幅　　　　　ｗ －100

７
地
盤
改
良
工

４ 1

ｗ．（Ｌ）は施工延長40ｍにつき１ヶ
所、80ｍ以下のものは１施工箇所につ
き３箇所。
（Ｌ）はセンターライン及び表裏法肩
で行う。

天端延長　　Ｌ －500

施工延長10ｍにつき、１測点当たり５
点以上測定。

3-2-7-4

７
地
盤
改
良
工

５

表層安定処理工

（サンドマット海上）
基　準　高　▽ 特記仕様書に明示

法　　　長　ℓ

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所。
厚さは中心線及び両端で掘り起こして
測定。
杭については、当該杭の項目に準ず
る。

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

－500

天　端　幅　ｗ －300

延　　　長　Ｌ －200

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

パイルネット工
基　準　高　▽ ±50

ℓ ℓ

ＣＬ

ｗ

ｔ

ｗ.(Ｌ)

①

② ③ ④

⑤

ℓ ℓ

ｗ.(Ｌ)

①

② ③ ④

⑤

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
1
0
1



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

７
地
盤
改
良
工

７

８

バーチカルドレーン工

（サンドドレーン工）
（ペーパードレーン
工）
（袋詰式サンドドレー
ン工）

締固め改良工
（サンドコンパクショ
ンパイル工）

６ サンドマット工

位置・間隔ｗ ±100
100本に１ヶ所。
100本以下は２ヶ所測定。１ヶ所に４
本測定。
ただし、ペーパードレーンの杭径は対
象外とする。

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

７
地
盤
改
良
工

※余長は、適用除外

3-2-7-7
3-2-7-8

杭　　　径　Ｄ 設計値以上

打 込 長 さ ｈ 設計値以上
全本数

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所。
厚さは中心線及び両端で掘り起こして
測定。

3-2-7-6

幅　　　　　ｗ －100

延　　　長　Ｌ －200

サンドドレーン、袋詰
式サンドドレーン、サ
ンドコンパクションパ
イルの砂投入量

―

全本数
計器管理にかえることができる。

施工厚さ　　ｔ －50

ｈ

Ｗ

Ｗ

Ｗ Ｗ

ＣＬ
ｔ

ｗ

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
1
0
2



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

3-2-7-9

位置・間隔ｗ Ｄ／4以内

杭　径　Ｄ 設計値以上

全本数
施工履歴データから作成した杭打設結
果表により確認
（残尺計測による確認は不要）

深　度　L 設計値以上
全本数

Ｌ＝ℓ1－ℓ2
ℓ1は改良体先端深度

ℓ2は改良端天端深度

２
一
般
施
工

７
地
盤
改
良
工

９ 2 固結工

（スラリー撹拌工）

｢施工履歴データを用
いた出来形管理要領
（固結工（スラリー撹
拌工）編）（案）｣に
よる管理の場合

基　準　高　▽ ０以上

100本に１ヶ所。
100本以下は２ヶ所測定。
１ヶ所に４本測定。

基　準　高　▽ －50
３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

７
地
盤
改
良
工

９ １ 固結工

（粉体噴射撹拌工）
（高圧噴射撹拌工）
（スラリー撹拌工）
（生石灰パイル工）

3-2-7-9

位　　置 Ｄ／8以内

杭　径　Ｄ 設計値以上

改　良　長　L 設計値以上

杭芯位置管理表により基準高を確認

全本数
施工履歴データから作成した杭芯位置
管理表により設計杭芯位置と施工した
杭芯位置との距離を確認
（掘起しによる実測確認は不要）

工事毎に１回
施工前の撹拌翼の寸法実測により確認
（掘起しによる実測確認は不要）

３
土
木
工
事
共
通
編

G.L.

L

C.L.

ℓ1

ℓ2

Ｗ

Ｗ

Ｗ Ｗ

G.L.

L

C.L.

ℓ1

ℓ2

Ｗ

Ｗ

Ｗ Ｗ

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
1
0
3



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

10
仮
設
工

５ ３ 土留・仮締切工

（連節ブロック張り
工）

１施工箇所毎

土留・仮締切工

（締切盛土）

3-2-10-5

基　準　高　▽ －50
施工延長50ｍにつき１ヶ所。
延長50ｍ以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。

天　端　幅　ｗ －100

法　　　長　ℓ －100

２
一
般
施
工

3-2-10-5

－100

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。

設計深さ以上
全数 3-2-10-5

配 置 誤 差 ｄ 100

基　準　高　▽ 設計値以上
1,000m3～4,000m3につき1ヶ所、又は
施工延長40m(測点間隔25mの場合は
50m)につき1ヶ所。
1,000m3以下、又は施工延長40m(50m)
以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。
施工厚さは施工時の改良深度確認を出
来形とする。
「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）表層安定処理等・固結工
（中層混合処理）編」による管理の場
合は、全体改良範囲図を用いて、施工
厚さt、幅w、延長Lを確認（実測は不
要）。

3-2-7-9

施工厚さ　　ｔ 設計値以上

幅　　　　　ｗ 設計値以上

延　　　長　Ｌ 設計値以上

２ 土留・仮締切工

（アンカー工）

固結工

（中層混合処理）

延長　Ｌ1　Ｌ2 －200

法　　　長　ℓ

削 孔 深 さ ℓ

４

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

10
仮
設
工

５ １ 土留・仮締切工

（Ｈ鋼杭）
（鋼矢板）

３３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

７
地
盤
改
良
工

９

3-2-10-5

根　　入　　長 設計値以上

基　準　高　▽ ±100
基準高は施工延長40ｍ（測点間隔25ｍ
の場合は50ｍ）につき１ヶ所。延長40
ｍ（又は50ｍ）以下のものは、１施工
箇所につき２ヶ所。

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

10
仮
設
工

５

３
土
木
工
事
共
通
編

10
仮
設
工

５

ｙ

ｘ

ｄ

22＋ｙｘ

ℓ

Ｌ 2

Ｌ 1

ℓ
ℓ

ｗ

ｔ

ｗ

CL

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
1
0
4



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

13
橋
梁
架
設
工

架設工（鋼橋）

（クレーン架設）
（ケーブルクレーン架
設）
（ケーブルエレクショ
ン架設）
（架設桁架設）
（送出し架設）
（トラベラークレーン
架設）

全  長Ｌ （ｍ）
支間長Ｌn（ｍ）

±(20＋L／5)
±(20＋Ln／5)

各桁毎に全数測定。

※主桁の橋端における
出入差δ（mm）

±10

どちらか一方の主桁（主構）端を測
定。

※主桁、主構の鉛直度
δ（mm）

3＋h／1000

各主桁の両端部を測定。h：主桁・主
構の高さ(mm)

※現場継手部のすき間
δ1,δ2（mm） ±5

主桁、主構の全継手数の1／2を測定。
δ1,δ2のうち大きいもの
なお、設計値が5mm未満の場合は、す
き間の許容範囲の下限値を0mmとす
る。（例：設計値が3mmの場合、すき
間の許容範囲は0mm～8mm）

※は仮組立検査を実施しない工事に適
用。

※規格値のL，Bに代入する数値はｍ単位の数値である。
  ただし、「主げた、主構の鉛直度δ」の規格値のhに代入する数値はｍｍ単位の数値とする。

3-2-13

通　り　δ（ｍｍ） ±(10＋2L／5)

L：主桁・主構の支間長(m)

そ　り　δ（ｍｍ） ±(25＋L／2)

主桁、主構を全数測定。
L：主桁・主構の支間長(m)

※主桁、主構の中心間
距離B(m)

±4…B≦2
±(3＋B／2)…
　 B＞2

各支点及び各支間中央付近を測定。

δ

主桁

L1 L2 L3L

単径間の場合 多径間の場合

L

主
桁

主桁

δ

Ｌ

Ｂ

ｈδ

δ2

δ1

Ｌ

δ

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
1
1
7



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

２
一
般
施
工

14
法
面
工

共
通

２

架設工（コンクリート
橋）

（クレーン架設）
（架設桁架設）

架設工支保工
（固定）
（移動）

架設桁架設
（片持架設）
（押出し架設）

全　長・支　間 ―

各桁毎に全数測定。 3-2-13

3-2-14-2

ℓ≧5ｍ 法長の－4％

盛
土
法
長
ℓ

ℓ＜5ｍ －100

ℓ≧5ｍ 法長の－2％

延　　　長　Ｌ

１

桁の中心間距離 ―

一連毎の両端及び支間中央について各
上下間を測定。

そ　　　　　り ―

主桁を全数測定。

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

13
橋
梁
架
設
工

３
土
木
工
事
共
通
編

植生工

（種子散布工）
（張芝工）
（筋芝工）
（市松芝工）
（植生シート工）
（植生マット工）
（植生筋工）
（人工張芝工）
（植生穴工）

切
土
法
長
ℓ

ℓ＜5ｍ －200
施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。
ただし、計測手法については、従来

管理のほかに「３次元計測技術を用い
た出来形管理要領（案）法面工編」で
規定する出来形計測性能を有する機器
を用いることができる。

－200

１施工箇所毎
ただし、計測手法については、従来

管理のほかに「３次元計測技術を用い
た出来形管理要領（案）法面工編」で
規定する出来形計測性能を有する機器
を用いることができる。

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
1
1
8



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

14
法
面
工

共
通

２

－200

施工延長40ｍにつき１ヶ所、40ｍ以下
のものは１施工箇所につき２ヶ所。
ただし、計測手法については、従来

管理のほかに「３次元計測技術を用い
た出来形管理要領（案）法面工編」で
規定する出来形計測性能を有する機器
を用いることができる。

3-2-14-2２ 植生工

（植生基材吹付工）
（客土吹付工）

法
長
ℓ

ℓ＜5ｍ

施工面積200㎡につき１ヶ所、面積200
㎡以下のものは、１施工箇所につき
２ヶ所。
検査孔により測定。

ｔ≧5cm －20

ただし、吹付面に凹凸がある場合の
最小吹付厚は、設計厚の50％以上と
し、平均厚は設計厚以上。

延　　　長　Ｌ －200

１施工箇所毎
ただし、計測手法については、従来

管理のほかに「３次元計測技術を用い
た出来形管理要領（案）法面工編」で
規定する出来形計測性能を有する機器
を用いることができる。

ℓ≧5ｍ 法長の－4％

厚
さ
ｔ

ｔ＜5cm －10

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
1
1
9



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

14
法
面
工

共
通

３ 吹付工

（コンクリート）
（モルタル）

法
長
ℓ

ℓ＜3ｍ －50

施工延長40ｍにつき１ヶ所、40ｍ以下
のものは１施工箇所につき２ヶ所。
測定断面に凹凸があり、曲線法長の測
定が困難な場合は直線法長とする。
ただし、計測手法については、従来

管理のほかに「３次元計測技術を用い
た出来形管理要領（案）法面工編」で
規定する出来形計測性能を有する機器
を用いることができる。

3-2-14-3

延　　　長　Ｌ －200

１施工箇所毎
ただし、計測手法については、従来

管理のほかに「３次元計測技術を用い
た出来形管理要領（案）法面工編」で
規定する出来形計測性能を有する機器
を用いることができる。

ℓ≧3ｍ －100

厚
さ
ｔ

ｔ＜5cm －10

200㎡につき１ヶ所以上、200㎡以下は
２ヶ所をせん孔により測定。

ｔ≧5cm －20

ただし、吹付面に凹凸がある場合の
最小吹付厚は、設計厚の50％以上と
し、平均厚は設計厚以上

ℓℓ

ℓ

ℓ

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
1
2
0



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

3-2-14-4
曲線部は設計
図書による

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

14
法
面
工

共
通

４ １ 法枠工

（現場打法枠工）
（現場吹付法枠工） 法

長
ℓ

ℓ＜10ｍ －100

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。
計測手法については、従来管理のほか
に「３次元計測技術を用いた出来形管
理要領（案）法面工編」で規定する出
来形計測性能を有する機器を用いるこ
とが出来る。

枠中心間隔 ａ ±100

延　　　長　Ｌ －200

アンカー工

削孔深さ　　ℓ 設計値以上

全数

法
長
ℓ

ℓ＜10ｍ －100

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。

ℓ≧10ｍ －200

幅　　　　　ｗ －30
枠延延長100ｍにつき１ヶ所、枠延延
長100ｍ以下のものは１施工箇所につ
き２ヶ所。
計測手法については、従来管理のほか
に「３次元計測技術を用いた出来形管
理要領（案）法面工編」で規定する出
来形計測性能を有する機器を用いるこ
とが出来る。

高　　　さ　ｈ －30

１施工箇所毎
計測手法については、従来管理のほか
に「３次元計測技術を用いた出来形管
理要領（案）法面工編」で規定する出
来形計測性能を有する機器を用いるこ
とが出来る。

延　　　長　Ｌ －200

１施工箇所毎

－200

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

14
法
面
工

共
通

６

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

14
法
面
工

共
通

４ ２ 法枠工
（プレキャスト法枠
工）

3-2-14-4

ℓ≧10ｍ

3-2-14-6
※鉄筋挿入工
にも適用する

配置誤差　　ｄ 100

せん孔方向　θ ±2.5度

ｙ

ｘ

ｄ

θ

ｄ＝
22＋ｙｘ

θ

ℓ

ａ

ｗ

ｈａ

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
1
2
1



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

－30

3-2-15-1３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

15
擁
壁
工

共
通

１ （一般事項）

場所打擁壁工
基　準　高　▽ ±50

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。

ｈ≧3ｍ －100

延　　　長　Ｌ －200

高
さ
ｈ

ｈ＜3ｍ －50

１施工箇所毎

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

15
擁
壁
工

共
通

２ プレキャスト擁壁工

基　準　高　▽ ±50

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。

延　　　長　Ｌ －200

１施工箇所毎

3-2-15-2

厚　　　さ　ｔ －20

裏　込　厚　さ －50

幅 　　ｗ1，ｗ2

ｗ1

ｗ2

ｔ

ｗ1

ｗ2

ｔ
ｔ

ｈ ｈ

ｔ

ｔ

ｗ1

ｗ2

ｗ1 ｗ1

ｗ2 ｗ2

ｈ

ｈ
ｈ

ｔ 出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
1
2
2



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

３
土
木
工
事
共
通
編

２
共
通
的
工
種

15
擁
壁
工

共
通

３ 補強土壁工

（補強土（テールアル
メ）壁工法）
（多数アンカー式補強
土工法）
（ジオテキスタイルを
用いた補強土工法）

基　準　高　▽ ±50

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。

3-2-15-3

高
さ
ｈ

ｈ＜3ｍ －50

ｈ≧3ｍ －100

鉛　直　度　△
±0.03ｈかつ
±300以内

控　え　長　さ
（補強材の設計長）

設計値以上

延　　　長　Ｌ －200

１施工箇所毎

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

15
擁
壁
工

共
通

４ 井桁ブロック工

基　準　高　▽ ±50

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。

3-2-15-4

法
長
ℓ

ℓ＜３ｍ －50

ℓ≧３ｍ －100

厚さｔ1，ｔ2，ｔ3 －50

延 　長　Ｌ1，Ｌ2 －200

１施工箇所毎

2Ｌ

Ｌ1

2ｔ

ｔ1

ｔ1

2ｔ

ｔ3

　　　

ℓ

ℓ/2

ℓ/2

≧３ｍ

＜３ｍ

ℓ
ℓ

ℓ

ℓ

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
1
2
3



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

－1200～＋200

－1000～＋200

－800～＋200

－1200～＋200

－1000～＋200

－800～＋200

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

16
浚
渫
工

共
通

３ １ 浚渫船運転工

（ポンプ浚渫船）

延長方向は、設計図書により指定され
た測点毎。
横断方向は、５ｍ毎。
また、斜面は法尻、法肩とし必要に応
じ中間点も加える。ただし、各測定値
の平均値の設計基準高以下であるこ
と。

1000ps

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

16
浚
渫
工

共
通

３ ２ 浚渫船運転工

（グラブ浚渫船）
（バックホウ浚渫船）

－200

3-2-16-3

基
準
高
▽

電
気
船

200ps

500ps

デ
ィ
ー

ゼ
ル
船

250ps

420ps
600ps

1350ps

幅 －200

延　　　長 －200

基　準　高　▽ ＋200以下

延長方向は、設計図書により指定され
た測点毎。
横断方向は、５ｍ毎。
また、斜面は法尻、法肩とし必要に応
じ中間点も加える。ただし、各測定値
の平均値の設計基準高以下であるこ
と。

3-2-16-3

幅 －200

延　　　長

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
1
2
4



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

   鉄　筋　間　隔

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

16
浚
渫
工

共
通

３ ３ 浚渫船運転工

（バックホウ浚渫船）
（面管理の場合）

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）河川浚渫工事編」に
基づき出来形管理を面管理で実施する
場合、その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用す
る。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±100mmが含まれている。

３．計測は平場面と法面の全面とし、
全ての点で設計面との標高較差を算出
する。計測密度は１点／m2（平面投影
面積当たり）以上とする。

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

18
床
版
工

２ 床版工

基　準　高　▽ ±20

基準高は、１径間当たり２ヶ所（支点
付近）で、１箇所当たり両端と中央部
の３点、幅は１径間当たり３ヶ所、厚
さは型枠設置時におおむね10㎡に１ヶ
所測定。
（床版の厚さは、型枠検査をもって代
える。）

3-2-18-2

±20

１径間当たり３ヶ所（両端及び中央）
測定。
１ヶ所の測定は、橋軸方向の鉄筋は全
数、橋軸直角方向の鉄筋は加工形状毎
に２ｍの範囲を測定。上記、鉄筋の有効

高さがマイナスの
場合

幅　　　　　ｗ 0～＋30

厚　　　さ　ｔ －10～＋20

鉄筋のかぶり 設計値以上

１径間当たり３断面（両端及び中央）
測定。１断面の測定箇所は断面変化毎
１ヶ所とする。

鉄筋の有効高さ ±10

±10

3-2-16-3
平均値

個々の
計測値

標高較差 0以下
+400
以下

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
1
2
5



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

13
光
ケ
ー
ブ
ル
配
管
工

３

１組毎

配管工
埋　設　深　ｔ

６
河
川
編

６
河
川
編

１
築
堤
・
護
岸

10
水
制
工

８ 杭出し水制工

0～＋50
接続部（地上機器部）間毎に１ヶ所。

６
河
川
編

１
築
堤
護
岸
工

７
法
覆
護
岸
工

４ 護岸付属物工
幅　　　　　ｗ －30

「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）護岸工編」の規定による測
点の管理方法を用いることができる。

6-1-7-4

高　　　さ　ｈ －30

±7°

延　　　長　Ｌ

6-1-10-8

幅　　　　　ｗ ±300

方　　　　　向

－200

基　準　高　▽ ±50

１
築
堤
・
護
岸

6-1-13-3

延　　　長　L －200
接続部（地上機器部）間毎で全数。
【管路センターで測定】

ｗ

ｈ

ｗ

Ｌ

Ｌ

接続部

（地上機器部）

接続部

（地上機器部）

tＣＬ

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
1
2
6



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

6-7-4-6

堤　　　幅　ｗ2

７
床
止
め
・
床
固
め

４
床
止
め
工

８

天　端　幅　ｗ1,ｗ3 －30

６７
床
止
め
・
床
固
め

４
床
止
め
工

厚　　　さ　ｔ －30

堤 長　Ｌ1，Ｌ2 －100

水通し幅ℓ1，ℓ2 ±50

５
床
固
め
工

６ 側壁工
基　準　高　▽

6-7-4-8

±30
１．図面の寸法表示箇所で測定。
２．上記以外の測定箇所の標準は、天
端幅・天端高で各測点及びジョイント
毎に測定。
３．長さは、天端中心線の水平延長、
又は、測点に直角な水平延長を測定。

6-7-5-6

天　端　幅　ｗ1 －30

堤　　　幅　ｗ2 －30

長     さ   Ｌ －100

７
床
止
め
・
床
固
め

本体工

（床固め本体工）

水叩工
基　準　高　▽ ±30

基準高、幅、延長は図面に表示してあ
る箇所で測定。
厚さは目地及びその中間点で測定。

幅　　　　　ｗ －100

延　　　長　Ｌ

－30

－100

基　準　高　▽ ±30
図面に表示してある箇所で測定。

６
河
川
編

６
河
川
編

６
河
川
編

ℓ1

ℓ2

ｔ

Ｌ

ｗ

Ｌ ｗ1

ｗ2

ｗ2

ｗ1

2Ｌ

Ｌ1

ｗ3

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
1
3
1



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

４ 海岸コンクリートブ
ロック工 基　準　高　▽ ±50

１
堤
防
・
護
岸

５
護
岸
基
礎
工

５ 場所打コンクリート工
基　準　高　▽ ±30

７
河
川
海
岸
編

１
堤
防
・
護
岸

７
河
川
海
岸
編

１
堤
防
・
護
岸

ブロック横幅ｗ2

５
護
岸
基
礎
工

６

ブロック縦幅ｗ1 －20

－20

延　　　長　Ｌ －200

６
護
岸
工

ブロック個数40個につき１ヶ所の割で
測定。基準高、延長は施工延長40ｍ
（測点間隔25ｍの場合は50ｍ）につき
１ヶ所、延長40ｍ（又は50ｍ）以下の
ものは１施工箇所につき２ヶ所。

幅　　　　　ｗ －30

高　　　さ　ｈ －30

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。

海岸コンクリートブ
ロック工 基　準　高　▽ ±50

7-1-5-5

延　　　長　Ｌ －200

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。
「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）護岸工編」の規定による測
点の管理方法を用いることができる。

7-1-6-4

法長ℓ

ℓ＜5ｍ －100

ℓ≧5ｍ ℓ×（－2％）

厚　　　さ　ｔ －50

延　　　長　Ｌ －200

7-1-5-6

ブロック厚　ｔ －20

７
河
川
海
岸
編

ℓℓ

ｈ ｗ

Ｌ

ｗ

ｔ

2

ｗ1

ｔ

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
1
3
2



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

ｔ≧100 －30

裏 込 材 厚 ｔ’ －50

延　　　長　Ｌ －200

基　礎　厚　ｔ’ －45

延　　長　　Ｌ －200

７
河
川
海
岸
編

１
堤
防
・
護
岸

９
波
返
工

７
河
川
海
岸
編

１
堤
防
・
護
岸

６
護
岸
工

５ コンクリート被覆工
基　準　高　▽ ±50

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。
「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）護岸工編」の規定による測
点の管理方法を用いることができる。

7-1-6-5

法長ℓ

ℓ＜3ｍ －50

ℓ≧3ｍ －100

厚さｔ

ｔ＜100 －20

－200

３

－100

延　　　長　Ｌ

１
堤
防
・
護
岸

８
天
端
被
覆
工

２ コンクリート被覆工
基　準　高　▽ ±50

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。

7-1-8-2

幅　　　　　ｗ －50

厚　　　さ　ｔ －10

7-1-9-3

幅　　ｗ1，ｗ2 －30

高さ ｈ＜3ｍ
ｈ1，ｈ2，ｈ3

－50

高さ ｈ≧3ｍ
ｈ1，ｈ2，ｈ3

波返工
基　準　高　▽ ±50

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。

７
河
川
海
岸
編

ℓ

ℓ

ｗ

ｔ’

ｔ

ｗ ｗ21

ｈ

2ｈ

ｈ3
1

ｔ

ｔ’

ｔ’

ｔ

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
1
3
3



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

４
突
堤
基
礎
工

５

7-2-5-2

±500

異形ブロッ
ク据付面

（乱積）以
外の高さ

7-2-4-4

－100
幅は施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場
合は50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ
（又は50ｍ）以下のものは１施工箇所
につき２ヶ所、延長はセンターライン
及び表裏法肩。

天　端　幅　ｗ1 －100

２
突
堤
・
人
工
岬

２
突
堤
・
人
工
岬

４
突
堤
基
礎
工

４

7-2-4-5

延　　　長　Ｌ －500

捨石工

基
　
準
　
高
　
▽

本　　均　　し ±50 施工延長10ｍにつき、１測点当たり５
点以上測定。

吸出し防止工

±300

７
河
川
海
岸
編

－300 施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。

天 端 延 長 Ｌ1 －200

幅　　　　　ｗ

捨石工

法　　　長　ℓ

表　面　均　し ±100

荒
均し

異形ブロッ
ク据付面

（乱積）の
高さ

±500

異形ブロッ
ク据付面

（乱積）以
外の高さ

±300

被覆
均し

異形ブロッ
ク据付面

（乱積）の
高さ

異形ブロック据付
面

（乱積）以外の高
さ

法　　　長　ℓ －100

基
　
準
　
高
　
▽

異形ブロック据付
面

（乱積）の高さ
±500

施工延長10ｍにつき、１測点当たり５
点以上測定。

２
突
堤
・
人
工
岬

５
突
堤
本
体
工

２７
河
川
海
岸
編

±300

幅は施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場
合は50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ
（又は50ｍ）以下のものは１施工箇所
につき２ヶ所、延長はセンターライン
及び表裏法肩。

天　端　幅　ｗ1 －100

天 端 延 長 Ｌ1 －200

７
河
川
海
岸
編

ℓ ℓ

ℓ ℓ

ℓ ℓ

ℓ ℓ

ｗ

Ｌ

①

② ③ ④

⑤

ｗ　.(Ｌ　)1 1

①

② ③ ④

⑤

ｗ　.(Ｌ　)1 1

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
1
3
4



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要

10-2-9-4

高　　　さ　ｈ －30

10-2-9-410
道
路
編

２
舗
装

９
標
識
工

４ ２ 大型標識工

（標識柱工）

基　　準　　高 ±20
１ヶ所／１踏掛版

10
道
路
編

２
舗
装

９
標
識
工

４ １ 大型標識工

（標識基礎工）

２
舗
装

７
踏
掛
版
工

４ 踏掛版工

（コンクリート工）

（アンカーボルト）

（ラバーシュー）

10-2-5-9

延　　　長　Ｌ －200

１ヶ所／１施工箇所
なお、従来管理のほかに「３次元計測
技術を用いた出来形管理要領（案）舗
装工編 計測技術（ 断面管理の場
合）」の規定による測点の管理方法を
用いることができる。

中 心 の ず れ ±20
全数

ア ン カ ー 長 ±20
全数

１ヶ所／１踏掛版

各 部 の 長 さ ±20
全数

厚　　　　　さ ―

10-2-7-4

各 部 の 厚 さ

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

10
道
路
編

２
舗
装

５
排
水
構
造
物
工

９ 排水性舗装用路肩排水
工

基　準　高　▽ ±30

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。
なお、従来管理のほかに「３次元計測
技術を用いた出来形管理要領（案）舗
装工編 計測技術（ 断面管理の場
合）」の規定による測点の管理方法を
用いることができる。

設置高さ　　Ｈ 設計値以上
１ヶ所／１基

幅 　　ｗ1，ｗ2 －30
基礎一基毎

±20
１ヶ所／１踏掛版

各 部 の 長 さ ±30

10
道
路
編

ｈ

ｗ1

ｗ2

ｗ2

Ｈ

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
1
5
3



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

10-2-12-6

高　　　さ　ｈ －30

－30
１ヶ所／１施工箇所

10
道
路
編

２
舗
装

12
道
路
付
属
施
設
工

５

１ヶ所毎
※印は、現場打ちのある場合

10-2-12-5

※厚さ　ｔ1～ｔ5 －20

※幅　　ｗ1，ｗ2 －30

※高さ　ｈ1，ｈ2

10
道
路
編

２
舗
装

12
道
路
付
属
施
設
工

５ ２ ケーブル配管工

（ハンドホール）

１ ケーブル配管工

－30

10
道
路
編

２
舗
装

12
道
路
付
属
施
設
工

６ 照明工

（照明柱基礎工）

幅　　　　　ｗ

基　準　高　▽ ±30

埋　設　深　ｔ 0～＋50
接続部間毎に１ヶ所 10-2-12-5

延　　　長　Ｌ －200
接続部間毎で全数

Ｌ

接続部

（地上機器部）

接続部

（地上機器部）

tＣＬ

ｗ

ｈ

2

2

ｔ

ｗ1

1

ｔ5

ｔ2

ｔ3

ｔ4

1ｈ

ｗ

ｗ

ｈｈ

ｗ

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
1
5
4



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

10-3-3-3

10-3-3-3

10-3-3-3

10-3-3-3

Ｌ／1000

各主構の各格点を測定。

柱 の 鉛 直 度
　　　　δ（mm）

10…    Ｈ≦10

Ｈ…    Ｈ＞10

各柱及び片持ばり部を測定。

Ｈ：高さ（ｍ）

10-3-3-3

孔の径ｄ 0～5

全数を測定。

仮
組
立
時

柱の中心間隔、
対角長Ｌ（ｍ）

±5…  L≦10m
±10…
    10＜L≦20m
±(10＋(L－20)／
10)…
　　    20m＜L

10
道
路
編

３
橋
梁
下
部

３
工
場
製
作
工

３ 鋼製橋脚製作工

両端部及び片持ばり部を測定。

はりのキャンバー
及び柱の曲がり
　　　　δ（mm）

部
材

脚柱とベースプ
レートの鉛直度
　　　　δ（mm）

ｗ／500

各脚柱、ベースプレートを測定。

ベ
ー

ス
プ
レ
ー

ト

孔の位置 ±2

全数を測定。

脚柱

ベースプレート
δ

ｗ

ｄ

Ｌ

Ｌ

Ｌ
Ｌ

Ｌ

Ｌ

側面図 正面図

δ δ δ δ

Ｈ

側面図 正面図

δ

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
1
5
5



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

10
道
路
編

３
橋
梁
下
部

６
橋
台
工

８ 橋台躯体工
基　準　高　▽ ±20

橋軸方向の断面寸法は中央及び両端
部、その他は寸法表示箇所。
箱抜き形状の詳細については「道路橋
支承便覧」による。
なお、従来管理のほかに「３次元計測
技術を用いた出来形管理要領（案）構
造物工編（試行）」で規定する出来形
計測性能を有する機器を用いることが
できる。（アンカーボルト孔の鉛直度
を除く）

10-3-6-8

厚　　　さ　ｔ －20

天　端　幅　ｗ1

（橋軸方向）
－10

胸壁の高さ　ｈ2 －30

天　端　長　ℓ1 －50

敷　　　長　ℓ2 －50

天　端　幅　ｗ2

（橋軸方向）
－10

敷　　　幅　ｗ3

（橋軸方向）
－50

高　　　さ　ｈ1 －50

胸壁間距離　ℓ ±30

支 間 長 及 び
中心線の変位

±50

支
承
部
ア
ン
カ
ー

ボ
ル
ト
の
箱
抜
き
規
格
値

計画高 ＋10～－20

平面位置 ±20

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ孔の
鉛直度

1／50以下

ℓ

中心線の変位

（ａ１：橋軸直角方向）

（ａ２：橋軸方向）

2ｗ ｗ1

ｗ3 ｗ3

2ｗ ｗ1

ｔ

ｔ
ｔ

2ｈ

ｈ1

2ｈ

ｗ3 ｗ3

ｈ1
ｈ1

ｔ

ｔ

2ｗ ｗ1 2ｗ ｗ1

2ｈ 2ｈ

支間長

胸壁間距離

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
1
5
6



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

支
承
部
ア
ン
カ
ー

ボ
ル
ト
の
箱
抜
き
規
格
値

計画高 ＋10～－20

平面位置 ±20

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ孔の
鉛直度

1／50以下

敷　　　長　ℓ2 －50

橋脚中心間距離　ℓ ±30

敷　　　幅　ｗ2

（橋軸方向）
－50

高　　　さ　ｈ －50

天　端　長　ℓ1 －50

橋脚躯体工

（張出式）
（重力式）
（半重力式）

基　準　高　▽ ±20
10-3-7-9

厚　　　さ　ｔ －20

天　端　幅　ｗ1

（橋軸方向）
－20

10
道
路
編

３
橋
梁
下
部

７
Ｒ
Ｃ
橋
脚
工

９ １

支 間 長 及 び
中心線の変位

±50

橋軸方向の断面寸法は中央及び両端
部、その他は寸法表示箇所。
箱抜き形状の詳細については「道路橋
支承便覧」による。
なお、従来管理のほかに「３次元計測
技術を用いた出来形管理要領（案）構
造物工編（試行）」で規定する出来形
計測性能を有する機器を用いることが
できる。（アンカーボルト孔の鉛直度
を除く）

ℓ

ℓ1

ℓ2

ℓ2

ℓ1

支間長

橋脚中心間距離　

中心線の変位

（ａ１：橋軸直角方向）

（ａ２：橋軸方向）

ｗ2

ｗ1

ｔｈ

ｗ2

ｗ1

ｈ
ｔ

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
1
5
7



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

10-3-8-9

幅　　　　　ｗ
（橋軸方向）

－50

高　　　さ　ｈ －50

長　　　さ　ℓ －50

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ孔の
鉛直度

1／50以下

橋軸方向の断面寸法は中央及び両端
部、その他は寸法表示箇所。

10-3-7-9

厚　　　さ　ｔ －20

天　端　幅　ｗ1 －20

敷　　　幅　ｗ2 －20

高　　　さ　ｈ －50

長　　　さ　ℓ

基　準　高　▽ ±20
橋軸方向の断面寸法は中央及び両端
部、その他は寸法表示箇所。
箱抜き形状の詳細については「道路橋
支承便覧」による。
なお、従来管理のほかに「３次元計測
技術を用いた出来形管理要領（案）構
造物工編（試行）」で規定する出来形
計測性能を有する機器を用いることが
できる。（アンカーボルト孔の鉛直度
を除く）

－20

橋脚中心間距離　ℓ ±30

支 間 長 及 び
中心線の変位

±50

支
承
部
ア
ン
カ
ー

ボ
ル
ト
の

箱
抜
き
規
格
値

計画高 ＋10～－20

10
道
路
編

３
橋
梁
下
部

７
Ｒ
Ｃ
橋
脚
工

９ ２ 橋脚躯体工

（ラーメン式）

10
道
路
編

３
橋
梁
下
部

８
鋼
製
橋
脚
工

９ １ 橋脚フーチング工

（Ｉ型・Ｔ型）

基　準　高　▽ ±20

平面位置 ±20

ℓ

ℓ

支間長

橋脚中心間距離　

中心線の変位

（ａ１：橋軸直角方向）

（ａ２：橋軸方向）

ｈ

ｔ

ｗ1

ｗ2

ｗ2 ｗ2 ｗ2

ｔ ｔ ｔ

ｔ

ｈ

ｗ

ｈ

ｗ

ｈ

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
1
5
8



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

10-4-8-8

高　　　　　さ ±4

10
道
路
編

４
鋼
橋
上
部

８
橋
梁
付
属
物
工

８ 検査路工

10-4-8-6
10-4-8-7

地　覆　の　幅　ｗ2 －10～＋20

10
道
路
編

４
鋼
橋
上
部

８
橋
梁
付
属
物
工

６

７

橋梁用防護柵工

橋梁用高欄工

天　端　幅　ｗ1 －5～＋10

高　　　さ　ｈ2 －10～＋20

有　効　幅　員　ｗ3 0～＋30

10
道
路
編

４
鋼
橋
上
部

８
橋
梁
付
属
物
工

３ 落橋防止装置工

10
道
路
編

１径間当たり両端と中央部の３ヶ所測
定。

－10～＋20
１径間当たり両端と中央部の３ヶ所測
定。

地覆の高さ　ｈ －10～＋20

有効幅員　　ｗ2 0～＋30

４
鋼
橋
上
部

幅 ±3
１ブロックを抽出して測定。

全数測定

高　　　さ　ｈ1 －20～＋30

10-4-8-3

アンカーボルト定着長
－20以内
  かつ －1Ｄ以内

全数測定
Ｄ：アンカーボルト径 (mm)

８
橋
梁
付
属
物
工

５ 地覆工 10-4-8-5

アンカーボルト孔の削
孔長

地覆の幅　　ｗ1

設計値以上

ｈ

ｗ2ｗ1

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
1
6
1



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

10
道
路
編

６
ト
ン
ネ
ル
（

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｍ
）

４
支
保
工

３ 吹付工 10-6-4-3

―

突　　出　　量
プレート下面
から10cm以内

位　置　間　隔 ―

施工延長40ｍ毎に断面全本数検測。

10
道
路
編

５
コ
ン
ク
リ
ー

ト
橋
上
部

６
プ
レ
ビ
ー

ム
桁
橋
工

２ プレビーム桁製作工
（現場）

10-6-4-4

角　　　　　度 ―

削　孔　深　さ ―

孔　　　　　径

0.8ℓ

吹 付 け 厚 さ 設計吹付け厚以
上。ただし、良好
な岩盤で施工端
部、突出部等の特
殊な箇所は設計吹
付け厚の1／3以上
を確保するものと
する。

施工延長40ｍ毎に図に示す。
(1)～(7)及び断面変化点の検測孔を測
定。
注）良好な岩盤とは、道路トンネル技
術基準（構造編）にいう地盤等級Ａ又
はＢに該当する地盤とする。

10
道
路
編

６
ト
ン
ネ
ル
（

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｍ
）

４
支
保
工

４ ロックボルト工

幅　　　　　ｗ ±5

桁全数について測定。
横方向タワミの測定は、プレストレッ
シング後に測定。
桁断面寸法測定箇所は、両端部、中央
部の３ヶ所とする。
ℓ：スパン長

10-5-6-2

高　　　さ　ｈ
10
－5

桁　　長　ℓ
スパン長

ℓ＜15…±10
ℓ≧15…
  ±（ℓ－5）かつ
－30mm以内

横方向最大タワミ

ｗ

ｈ

吹付コンクリート

インバート

覆工コンクリート(1)
(2) (3)

Ｓ.Ｌ .

(5)(4)

(6) (7)

ＣＬ

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
1
6
2



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

床版コンクリート工
幅　　　　　ｗ －50

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。

厚 さ　ｔ 設計値以上

延　　　長　Ｌ ―

覆工コンクリート工
基準高▽（拱頂） ±50

(1) 基準高、幅、高さは、施工40ｍに
つき１ヶ所。
(2) 厚さ
(ｲ) コンクリート打設前の巻立空間を
１打設長の終点を図に示す各点で測
定。中間部はコンクリート打設口で測
定。
(ﾛ) コンクリート打設後、覆工コンク
リートについて１打設長の端面（施工
継手の位置）において、図に示す各点
の巻厚測定を行う。
(ﾊ) 検測孔による巻厚の測定は図の
(1)は40ｍに１ヶ所、(2)～(3)は100ｍ
に１ヶ所の割合で行う。

なお、トンネル延長が100ｍ以下の
ものについては、１トンネル当たり
２ヶ所以上の検測孔による測定を行
う。

ただし、以下の場合には、左記の規
格値は適用除外とする。
・良好な地山における岩又は吹付コン
クリートの部分的な突出で、設計覆工
厚の３分の１以下のもの。

なお、変形が収束しているものに限
る。
・異常土圧による覆工厚不足で、型枠
の据付け時には安定が確認されかつ別
途構造的に覆工の安全が確認されてい
る場合。
・鋼アーチ支保工、ロックボルトの突
出。

計測手法については、従来管理のほ
かに「３次元計測技術を用いた出来形
管理要領（案）トンネル工編」で規定
する出来形計測性能を有する機器を用
いることが出来る。

幅　ｗ（全幅） －50

高さｈ（内法） －50

10-6-5-5

厚　　　さ　ｔ －30

10-6-5-310
道
路
編

６
ト
ン
ネ
ル
（

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｍ
）

５
覆
工

３

10
道
路
編

６
ト
ン
ネ
ル
（

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｍ
）

５
覆
工

５

ｔ

覆工コンクリート
(2)

(3)

(4) (5)

(7)

ＣＬ
(1)

Ｓ.Ｌ.

(6)

ｗ

ｈ

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
1
6
3



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

10
道
路
編

６
ト
ン
ネ
ル
（

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｍ
）

８
坑
門
工

４ 坑門本体工
基　準　高　▽ ±50

インバート本体工
幅　ｗ（全幅） －50

厚 さ　ｔ 設計値以上

延　　　長　Ｌ ―

10
道
路
編

６
ト
ン
ネ
ル
（

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｍ
）

６
イ
ン
バ
ー

ト
工

４

延　　　長　Ｌ －200

10-6-8-4

幅　　ｗ1，ｗ2 －30

高
さ
ｈ

ｈ＜3ｍ －50

ｈ≧3ｍ －100

(1) 幅は、施工40ｍにつき１ヶ所。
(2) 厚さ
(ｲ) コンクリート打設前の巻立空間を
１打設長の中間と終点を図に示す各点
で測定。
(ﾛ) コンクリート打設後、インバート
コンクリートについて１打設長の端面
（施工継手の位置）において、図に示
す各点の巻厚測定を行う。

10-6-6-4

図面の主要寸法表示箇所で測定。

ｈ

Ｌ
ｗ

ｗ2

1

ｔ

インバート

ＣＬ

Ｓ.Ｌ.

ｗ

(1) (2)
(3) 出

来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
1
6
4



単位:㎜ 

 編 章 節 条 枝番 工   種 測 定 項 目 規 格 値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要  

 

16 
農 
業 
農 
村 
整 
備 
編 

１ 
ほ 
場 
整 
備 
工 
事 

７ 
道 
路 
工 

11  砂利舗装工 路 盤 厚 さ Ｔ －45 幹線道路 

施工延長おおむね50ｍにつき1箇所

の割合で測定する。 

 

支線道路 

施工延長おおむね200ｍにつき1箇所

の割合で測定する。 

 

耕作道路 

施工延長おおむね100ｍにつき1箇所

の割合で測定する。 

  

 

幅 Ｂ －150 

延 長 

200ｍ 

未満 
－400 

200ｍ 

以上 
－0.2％ 

16 
農 
業 
農 
村 
整 
備 
編 

２ 
舗 
装 
工 
事 
・ 
道 
路 
改 
良 
工 
事 

６ 
擁 
壁 
工 

８  小型擁壁工 基 準 高 ▽ ±50 施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合

は50ｍ）につき1箇所、延長40ｍ（又

は50ｍ）以下のものは１施工箇所に

付き2箇所。 

 

 

幅 ｗ －30 

高  さ ｈ －50 

延  長 Ｌ －200 １施工箇所毎。 

  

 

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
1
9
1



単位:㎜ 

 編 章 節 条 枝番 工   種 測 定 項 目 規 格 値 測 定 基 準 測 定 箇 所 摘  要  

 

16 
農 
業 
農 
村 
整 
備 
編 

４ 
排 
水 

路 
工 
事 

・ 
河 
川 

工 
事 

８ 

柵 

渠 

工 

２  柵渠工 

（コンクリート 

二次製品） 

基 準 高 Ｖ ±50 基準高、中心線のズレ(直線部)につ

いては施工延長おおむね 50ｍにつき

1箇所の割合で測定する。 

中心線のズレ(曲線部)についてはお

おむね 10ｍにつき 1箇所の割合で測

定する。 

上記未満は 2箇所測定する。 

幅、高さについては施工延長 50ｍに

つき 1箇所の割合で測定する。 

上記未満は2箇所測定する。 

 

 

Ｖ2 

Ｂ2 

Ｖ1 

 

 
Ｈ1 

v 

 

Ｂ1 

Ｃ Ｌ 

e 

Ｈ2 

 

幅、高さにつ

いては、組立

式水路に適

用しない。 

 

 

中 心 線 

の ズ レ 

直線部ｅ ±50 

曲線部ｅ ±100 

幅    Ｂ1  Ｂ2 －40 

高 さ  ｈ1  ｈ2 －40 

施 工 延 長 

１５０ｍ以上 

１５０ｍ未満 

 

 

-0.1% 

-150 

 

16 
農 
業 
農 
村 
整 
備 
編 

５ 

管 

水 

路 

工 

事 

５ 

管 

体 

基 

礎 

工 

１ 

２ 

３ 

 砂基礎工 

砕石基礎工 

コンクリート基礎工 
高 さ Ｈ ±30 

施工延長おおむね 50ｍにつき 1箇所

の割合で測定する。 

上記未満は2箇所測定する。 

 

Ｖ1 

Ｂ1 

Ｖ2 

Ｂ2 

Ｈ 

 

 

 

基礎材が異

なる場合は

種類毎に測

定する。 

高さ（Ｈ）の

管理は、Ｖ2

Ｖ1で算出す

るものとす

る。 

幅 Ｂ －100 

  

 

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
1
9
2



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要規　格　値 測　　定　　基　　準測　定　項　目

ℓ＜10ｍ

施工延長20ｍにつき1ヶ所、延長20ｍ以
下のものは１施工箇所につき2ヶ所。

-50

-100

±50

幅　ｗ1、ｗ2 -30

法
長
Sℓ

施工延長40ｍにつき1ヶ所、延長40ｍ以
下のものは１施工箇所につき2ヶ所。

ℓ≧10ｍ -200

-30

枠延延長100ｍにつき1ヶ所、枠延延長
100ｍ以下のものは１施工箇所につき
2ヶ所。

-30

幅　ｗ

高さ　ｈ

基準高▽

厚さ　ｔ -20

裏込厚さ -50

-100

延長　Ｌ -200

枠中心間隔　ａ

18
林
道
編

１
道
路
開
設
・
改
良

５
法
面
工

4 法枠工
（現場打法枠工）
（現場吹付法枠工）

１施工箇所毎。

曲線部は設計
図書による。

18
林
道
編

１
道
路
開
設
・
改
良

7
擁
壁
工

5 現場打擁壁工

±100

１施工箇所毎。

高
さ
　
ｈ

ｈ＜3ｍ

ｈ≧3ｍ

延長　Ｌ -200

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
2
3
3



単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要規　格　値 測　　定　　基　　準測　定　項　目

18
林
道
編

１
道
路
開
設
・
改
良

7
擁
壁
工

7 補強土壁工

18
林
道
編

１
道
路
開
設
・
改
良

8
石
・
ブ
ロ
ッ

ク
積
（

張
）

工

3

±50

ｈ≧3ｍ -100

コンクリートブロック
工
（コンクリートブロッ
ク積）
（コンクリートブロッ
ク張）

18
林
道
編

１
道
路
開
設
・
改
良

10
排
水
施
設
工

3 1 側溝工
（プレキャストＵ型側
溝・Ｌ型側溝）
（自由勾配側溝）

基準高▽ ±30

-200延長　Ｌ

施工延長40ｍにつき1ヶ所、延長40ｍ以
下のものは１施工箇所につき2ヶ所。

１ヶ所／１施工箇所

延長　Ｌ

-50

鉛直度
±0.03ｈ かつ
±300以内

控え長さ

-200
１施工箇所毎。

基準高▽

設計値以上

法
長
　
ℓ

ℓ＜3ｍ -50

ℓ≧3ｍ -100

厚さ（ブロック積張）
ｔ1

-50

厚さ（裏込め）
ｔ2

-50

延長　Ｌ -200

施工延長40ｍにつき1ヶ所、延長40ｍ以
下のものは１施工箇所につき2ヶ所。
厚さは上端部及び下端部の２ヶ所を測
定。

基準高▽ ±50

施工延長20ｍにつき1ヶ所、延長20ｍ以
下のものは１施工箇所につき2ヶ所。

高
さ
　
ｈ

ｈ＜3ｍ

出
来
形
管
理
基
準
及
び
規
格
値

Ｉ
－
2
3
4



１　目　　的

　建設工事の施工に当たっては、設計図書や特記仕様書並びに三重県公共工事共通仕様書、また各種
指針・要網に明示されている材料の形状寸法、品質、規格等を十分満足し、かつ経済的に作り出す為
の管理を行う必要がある。本基準は、それらの目的に合致した品質管理の為の基本事項を示したもの
である。

２　品質管理基準及び規格値（案）

1 セメント・コンクリート
    （転圧コンクリート・コンクリートダム・覆工コンクリート・吹付けコンクリートを除く） Ⅱ － 1

2 プレキャストコンクリート製品（JIS Ⅰ類） Ⅱ － 4
3 プレキャストコンクリート製品（JIS Ⅱ類） Ⅱ － 4
4 プレキャストコンクリート製品（その他） Ⅱ － 4
5 ガス圧接 Ⅱ － 6

6 既製杭工 Ⅱ － 6

7 下層路盤 Ⅱ － 7

8 上層路盤 Ⅱ － 9

9 アスファルト安定処理路盤 Ⅱ － 11

10 セメント安定処理路盤 Ⅱ － 11

11 アスファルト舗装 Ⅱ － 13

12 転圧コンクリート Ⅱ － 15

13 グースアスファルト舗装 Ⅱ － 17

14 路床安定処理工 Ⅱ － 19

15 表層安定処理工（表層混合処理） Ⅱ － 20

16 固結工 Ⅱ － 20

17 アンカー工 Ⅱ － 20

18 補強土壁工 Ⅱ － 21

19 吹付工 Ⅱ － 21

20 現場吹付法枠工 Ⅱ － 23

21 河川土工 Ⅱ － 25

22 海岸土工 Ⅱ － 26

23 砂防土工 Ⅱ － 27

24 道路土工 Ⅱ － 28

25 捨石工 Ⅱ － 30

26 コンクリートダム Ⅱ － 30

27 覆工コンクリート（ＮＡＴＭ） Ⅱ － 33

28 吹付けコンクリート（ＮＡＴＭ） Ⅱ － 35

29 ロックボルト（ＮＡＴＭ） Ⅱ － 37

30 路上再生路盤工 Ⅱ － 37

31 路上表層再生工 Ⅱ － 38

32 排水性舗装工・透水性舗装工 Ⅱ － 39

33 プラント再生舗装工 Ⅱ － 41

34 工場製作工（鋼橋用鋼材） Ⅱ － 42

35 ガス切断工 Ⅱ － 42

36 溶接工 Ⅱ － 42

37 中層混合処理 Ⅱ － 44

38 鉄筋挿入工 Ⅱ － 45

品　質　管　理

目　　　　次
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（下水道編）

39 管布設工（開削） Ⅱ － 46

40 管推進工 Ⅱ － 50

41 シールド工 Ⅱ － 51

42 管きょ更生工 Ⅱ － 52

43 マンホール設置工 Ⅱ － 53

44 ます設置工 Ⅱ － 54

45 基礎杭工（既製杭・現場打ち杭） Ⅱ － 55

（植栽工編）

46 木材 Ⅱ － 57

47 造園材料 Ⅱ － 57

（農業農村整備編）

48 ため池提体盛土工 Ⅱ － 58

（漁港漁場編）

49 漁港漁場 Ⅱ － 59

（別紙）防舷材形状測定箇所（例） Ⅱ － 67

〔参考資料〕

ロックボルトの引抜試験 Ⅱ － 70

テストハンマーによる強度推定調査について Ⅱ － 73

　　 注）　なお、各表の右欄の「試験成績表等による確認」に「○」がついているものは、試験成績書やミルシート
　　等によって品質を確保できる項目であるが、必要に応じて現場検収を実施する。
　　空欄の項目については、必ず現場検収を実施する。
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試験成
績表等
による
確認

試験方法 規格値 試験時期・頻度 摘　　要

品質管理基準及び規格値

試験項目
種
別

試
験
区
分

工　種

4　プレキャ
ストコンク
リート製品
（その他）

材
料

骨材のふるい分け
試験(粒度・粗粒
率）

JIS A 1102
JIS A 5005
JIS A 5011-1～4
JIS A 5021

JIS A　5364
JIS A  5308

１回/月以上及び産地が変わった場合。

○

骨材の密度及び吸
水率試験

JIS A 1109
JIS A 1110
JIS A 5005
JIS A 5011-1～4
JIS A 5021

JIS A　5364
JIS A  5308

１回/月以上及び産地が変わった場合。 JIS A 5005（砕砂及び砕石）
JIS A 5011-1（高炉スラグ骨材）
JIS A 5011-2（ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ細骨材）
JIS A 5011-3（銅ｽﾗｸﾞ細骨材）
JIS A 5011-4（電気炉酸化ｽﾗｸﾞ細骨材）
JIS A 5021（ｺﾝｸﾘｰﾄ用再生骨材H）

○

粗骨材のすりへり
試験

JIS A 1121
JIS A 5005

JIS A　5364
JIS A  5308

１回/年以上及び産地が変わった場合。
○

骨材の微粒分量試
験

JIS A 1103
JIS A 5005

粗骨材：1.0％以下
細骨材：コンクリートの表面がすりへり
作用を受ける場合3.0％以下、その他の場
合5.0％以下（砕砂およびスラグ細骨材を
用いた場合はコンクリートの表面がすり
へり作用を受ける場合5.0％以下その他の
場合7.0％以下）

１回/月以上及び産地が変わった場合。
（微粒分量の多い砂１回／週以上）

○

砂の有機不純物試
験

JIS A 1105 標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮
強度が90%以上の場合は使用できる。

１回/年以上及び産地が変わった場合。 ・濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を
含む細骨材のﾓﾙﾀﾙ圧縮強度による試験方
法」による。

○

骨材中の粘土塊量
の試験

JIS A 1137 細骨材：1.0%以下
粗骨材：0.25%以下

1回／月以上及び産地が変わった場合。
○

硫酸ナトリウムに
よる骨材の安定性
試験

JIS A 1122
JIS A 5005

細骨材：10%以下
粗骨材：12%以下

砂、砂利：
製作開始前、1回／6ヶ月以上及び産地が
変わった場合。
砕砂、砕石：
製作開始前、1回／年以上及び産地が変
わった場合。

○

セメントの物理試
験

JIS R 5201 JIS R 5210（ポルトランドセメント）
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5212（シリカセメント）
JIS R 5213（フライアッシュセメント）
JIS R 5214（エコセメント）

○

セメントの化学分
析

JIS R 5202 JIS R 5210（ポルトランドセメント）
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5212（シリカセメント）
JIS R 5213（フライアッシュセメント）
JIS R 5214（エコセメント）

○

コンクリート用混
和材
・化学混和剤

JIS A 6201
JIS A 6202
JIS A 6204
JIS A 6206
JIS A 6207

JIS A 6201（フライアッシュ）
JIS A 6202（膨張材）
JIS A 6204（化学混和剤）
JIS A 6206（高炉スラグ微粉末)
JIS A 6207(シリカフューム）

1回/月以上
ただし、JIS A 6202（膨張材）は1回/月
以上、JIS A 6204（化学混和剤）は1回/
６ヶ月以上

試験成績表による。

○

練混ぜ水の水質試
験

上水道水及び上水
道水以外の水の場
合：
JIS A 5308附属書C

懸濁物質の量：2g/L以下
溶解性蒸発残留物の量：1g/L以下
塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は30分以
内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で
90％以上

１回/年以上及び水質が変わった場合。 上水道を使用してる場合は試験に換え、上
水道を使用してることを示す資料による確
認を行う。

○

必
須

鋼材 JIS G 3101
JIS G 3109
JIS G 3112
JIS G 3117
JIS G 3137
JIS G 3506
JIS G 3521
JIS G 3532
JIS G 3536
JIS G 3538
JIS G 3551
JIS G 4322
JIS G 5502

JIS G 3101
JIS G 3109
JIS G 3112
JIS G 3117
JIS G 3137
JIS G 3506
JIS G 3521
JIS G 3532
JIS G 3536
JIS G 3538
JIS G 3551
JIS G 4322
JIS G 5502

1回／月又は入荷の都度 試験成績表による。

○

施
工

必
須

製品の外観検査
（角欠け・ひび割
れ調査）

目視検査
(写真撮影）

有害な角欠け・ひび割れの無いこと 全数

そ
の
他
（

J
I
S
マ
ー

ク
表
示
さ
れ
た
レ
デ
ィ
ー

ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー

ト
を
使
用
す
る
場
合
は
除
く
）

1回/月以上
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試験成
績表等
による
確認

試験方法 規格値 試験時期・頻度 摘　　要

品質管理基準及び規格値

試験項目
種
別

試
験
区
分

工　種

5　ガス圧接 外観検査 ・目視
　　圧接面の研磨
状況
　　垂れ下がり
　　焼き割れ
　　等
・ノギス等による
計測
（詳細外観検査）
　　軸心の偏心
　　ふくらみ
　　ふくらみの
　　長さ
　　圧接部のずれ
　　折れ曲がり
　　等

熱間押抜法以外の場合
①軸心の偏心が鉄筋径（径が異なる場合
は、細い方の鉄筋）の1/5以下。
②ふくらみは鉄筋径（径が異なる場合
は、細い方の鉄筋）の1.4倍以上。ただ
し、両方又はいずれか一方の鉄筋がSD490
の場合は1.5倍以上。
③ふくらみの長さが鉄筋径（径が異なる
場合は、細い方の鉄筋）の1.1倍以上。た
だし、両方又はいずれか一方の鉄筋が
SD490の場合は1.2倍以上。
④ふくらみの頂点と圧接部のずれが鉄筋
径（径が異なる場合は、細い方の鉄筋）
の1/4以下。
⑤折れ曲がりの角度が2°以下。
⑥片ふくらみの差が鉄筋径（径が異なる
場合は、細い方の鉄筋）の1/5以下。
⑦垂れ下がり、へこみ、焼き割れが著し
くない。
⑧その他有害と認められる欠陥があって
はならない。

鉄筋メーカー、圧接作業班、鉄筋径毎に
自動ガス圧接の場合は各2本、手動ガス圧
接及び熱間押抜ガス圧接の場合は各3本の
モデル供試体を作成し実施する。

　 熱間押抜法の場合
①ふくらみを押抜いた後の圧接面に対応
する位置の割れ、へこみがない
②ふくらみの長さが鉄筋径の1.1倍以上。
ただし、SD490の場合は1.2倍以上。
③鉄筋表面にオーバーヒートによる表面
不整があってはならない。
④その他有害と認められる欠陥があって
はならない。

　 外観検査 ・目視
　　圧接面の研磨
状況
　　垂れ下がり
　　焼き割れ
　　等
・ノギス等による
計測
（詳細外観検査）
　　軸心の偏心
　　ふくらみ
　　ふくらみの
　　長さ
　　圧接部のずれ
　　折れ曲がり
　　等

熱間押抜法以外の場合
①軸心の偏心が鉄筋径（径が異なる場合
は、細い方の鉄筋）の1/5以下。
②ふくらみは鉄筋径（径が異なる場合
は、細い方の鉄筋）の1.4倍以上。ただ
し、両方又はいずれか一方の鉄筋がSD490
の場合は1.5倍以上。
③ふくらみの長さが鉄筋径（径が異なる
場合は、細い方の鉄筋）の1.1倍以上。た
だし、両方又はいずれか一方の鉄筋が
SD490の場合は1.2倍以上。
④ふくらみの頂点と圧接部のずれが鉄筋
径（径が異なる場合は、細い方の鉄筋）
の1/4以下。
⑤折れ曲がりの角度が2°以下。
⑥片ふくらみの差が鉄筋径（径が異なる
場合は、細い方の鉄筋）の1/5以下。
⑦垂れ下がり、へこみ、焼き割れが著し
くない。
⑧その他有害と認められる欠陥があって
はならない。

・目視は全数実施する。
・特に必要と認められたものに対しての
み詳細外観検査を行う。

熱間押抜法以外の場合
・規格値を外れた場合は以下による。いず
れの場合も監督員の承諾を得るものとし、
処置後は外観検査及び超音波探傷検査を行
う。
・①は、圧接部を切り取って再圧接する。
・②③は、再加熱し、圧力を加えて所定の
ふくらみに修正する。
・④は、圧接部を切り取って再圧接する。
・⑤は、再加熱して修正する。
・⑥⑦は、圧接部を切り取って再圧接す
る。

　

　 熱間押抜法の場合
①ふくらみを押抜いた後の圧接面に対応
する位置の割れ、へこみがない
②ふくらみの長さが鉄筋径の1.1倍以上。
ただし、SD490の場合は1.2倍以上。
③鉄筋表面にオーバーヒートによる表面
不整があってはならない。
④その他有害と認められる欠陥があって
はならない。

熱間押抜法の場合
・規格値を外れた場合は以下による。いず
れの場合も監督員の承諾を得る。
・①②③は、再加熱、再加圧、押抜きを
行って修正し、修正後外観検査を行う。
・④は、再加熱して修正し、修正後外観検
査を行う。

　 超音波探傷検査 JIS Z 3062 ・各検査ロットごとに30ヶ所のランダム
サンプリングを行い、超音波探傷検査を
行った結果、不合格箇所数が1ヶ所以下の
時はロットを合格とし、2ヶ所以上のとき
はロットを不合格とする。
ただし、合否判定レベルは基準レベルよ
り－24db感度を高めたレベルとする。

超音波探傷検査は抜取検査を原則とす
る。
抜取検査の場合は、各ロットの30ヶ所と
し、1ロットの大きさは200ヶ所程度を標
準とする。 ただし、1作業班が1日に施工
した箇所を1ロットとし、自動と手動は別
ロットとする。

規格値を外れた場合は、以下による。
・不合格ロットの全数について超音波探傷
検査を実施し、その結果不合格となった箇
所は、監督員の承認を得て、圧接部を切り
取って再圧接し、外観検査及び超音波探傷
検査を行う。 　

6　既製杭工 材
料

必
須

外観検査（鋼管
杭・コンクリート
杭・H鋼杭）

目視 目視により使用上有害な欠陥（鋼管杭は
変形など、コンクリート杭はひび割れや
損傷など）がないこと。

設計図書による。 　

○

(次頁に続く)

施
工

必
須

外観検査（鋼管
杭）

JIS A 5525 【円周溶接部の目違い】
外径700㎜未満：許容値2㎜以下
外径700㎜以上1,016㎜以下：許容値3㎜以
下
外径1,016㎜を超え2,000㎜以下：許容値4
㎜以下

　 ・外径700㎜未満：上ぐいと下ぐいの外周
長の差で表し、その差を2㎜×π以下とす
る。
・外径700㎜以上1,016㎜以下：上ぐいと下
ぐいの外周長の差で表し、その差を3㎜×
π以下とする。
・外径1,016㎜を超え2,000㎜以下：上ぐい
と下ぐいの外周長の差で表し、その差を4
㎜×π以下とする。

　

・モデル供試体の作成は、実際の作業と同
一条件・同一材料で行う。直径19mm未満の
鉄筋について手動ガス圧接、熱間押抜ガス
圧接を行う場合、監督員と協議の上、施工
前試験を省略することができる。
(1)SD490以外の鉄筋を圧接する場合
・手動ガス圧接及び熱間押抜ガス圧接を行
う場合、材料、施工条件などを特に確認す
る必要がある場合には、施工前試験を行
う。
・特に確認する必要がある場合とは、施工
実績の少ない材料を使用する場合、過酷な
気象条件・高所などの作業環境下での施工
条件、圧接技量資格者の熟練度などの確認
が必要な場合などである。
・自動ガス圧接を行う場合には、装置が正
常で、かつ装置の設定条件に誤りのないこ
とを確認するため、施工前試験を行わなけ
ればならない。
(2)SD490の鉄筋を圧接する場合
手動ガス圧接、自動ガス圧接、熱間押抜法
のいずれにおいても、施工前試験を行わな
ければならない。

施
工
前
試
験

必
須

施
工
後
試
験

必
須
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試験成
績表等
による
確認

試験方法 規格値 試験時期・頻度 摘　　要

品質管理基準及び規格値

試験項目
種
別

試
験
区
分

工　種

11　アスファ
ルト舗装

材
料

骨材のふるい分け
試験

JIS A 1102 JIS A 5001 表2参照 ・中規模以上の工事：施工前、材料変更
時
・小規模以下の工事：施工前

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた
上での管理が可能な工事をいい、舗装施工
面積が10,000m2あるいは使用する基層及び
表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場
合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工
が数日連続する場合で、以下のいずれかに
該当するものをいう。
①施工面積で1,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使用
量が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートで
は400m3以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小
規模工事として取り扱うものとする。
1)アスファルト舗装：同一配合の合材が
100t以上のもの

○

　 骨材の密度及び吸
水率試験

JIS A 1109
JIS A 1110

表層・基層
　表乾密度：2.45g/cm3以上
　吸水率　：3.0％以下

○

　 骨材中の粘土塊量
の試験

JIS A 1137 粘土、粘土塊量：0.25％以下

○

　 粗骨材の形状試験 舗装調査・試験法
便覧 [2]-51

細長、あるいは偏平な石片：10％以下

○

　 フィラーの粒度試
験

JIS A 5008 便覧　表3.3.17による。

○

　 フィラーの水分試
験

JIS A 5008 1％以下

○

　 そ
の
他

フィラーの塑性指
数試験

JIS A 1205 4以下 ・中規模以上の工事：施工前、材料変更
時
・小規模以下の工事：施工前

・火成岩類を粉砕した石粉を用いる場合に
適用する。
・中規模以上の工事とは、管理図を描いた
上での管理が可能な工事をいい、舗装施工
面積が10,000m2あるいは使用する基層及び
表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場
合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工
が数日連続する場合で、以下のいずれかに
該当するものをいう。
①施工面積で1,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使用
量が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートで
は400m3以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小
規模工事として取り扱うものとする。
1)アスファルト舗装：同一配合の合材が
100t以上のもの

○

　 フィラーのフロー
試験

舗装調査・試験法
便覧 [2]-83

50％以下

○

　 フィラーの水浸膨
張試験

舗装調査・試験法
便覧 [2]-74

3％以下

○

　 フィラーの剥離抵
抗性試験

舗装調査・試験法
便覧 [2]-78

1／4以下

○

　 製鋼スラグの水浸
膨張性試験

舗装調査・試験法
便覧 [2]-94

水浸膨張比：2.0％以下 ・中規模以上の工事とは、管理図を描いた
上での管理が可能な工事をいい、舗装施工
面積が10,000m2あるいは使用する基層及び
表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場
合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工
が数日連続する場合で、以下のいずれかに
該当するものをいう。
①施工面積で1,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使用
量が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートで
は400m3以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小
規模工事として取り扱うものとする。
1)アスファルト舗装：同一配合の合材が
100t以上のもの

○

　 製鋼スラグの密度
及び吸水率試験

JIS A 1110 SS
　表乾密度：2.45g/cm3以上
　吸水率　：3.0％以下

○

(次頁に続く)

粗骨材のすりへり
試験

JIS A 1121 すり減り量
　砕石：30％以下
　CSS ：50％以下
　SS ：30％以下 ○

必
須

Ⅱ－13



試験成
績表等
による
確認

試験方法 規格値 試験時期・頻度 摘　　要

品質管理基準及び規格値

試験項目
種
別

試
験
区
分

工　種

11　アスファ
ルト舗装

材
料

そ
の
他

硫酸ナトリウムに
よる骨材の安定性
試験

JIS A 1122 損失量：12％以下 ・中規模以上の工事：施工前、材料変更
時
・小規模以下の工事：施工前

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた
上での管理が可能な工事をいい、舗装施工
面積が10,000m2あるいは使用する基層及び
表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場
合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工
が数日連続する場合で、以下のいずれかに
該当するものをいう。
①施工面積で1,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使用
量が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートで
は400m3以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小
規模工事として取り扱うものとする。
1)アスファルト舗装：同一配合の合材が
100t以上のもの

○

　 針入度試験 JIS K 2207 舗装施工便覧参照
・舗装用石油アスファルト：表3.3.1
・ポリマー改質アスファルト：表3.3.3
・セミブローンアスファルト：表3.3.4

○

　 軟化点試験 JIS K 2207 舗装施工便覧参照
・舗装用石油アスファルト：表3.3.1
・ポリマー改質アスファルト：表3.3.3

○

　 伸度試験 JIS K 2207 舗装施工便覧参照
・舗装用石油アスファルト：表3.3.1
・ポリマー改質アスファルト：表3.3.3

○

　 トルエン可溶分試
験

JIS K 2207 舗装施工便覧参照
・舗装用石油アスファルト：表3.3.1
・セミブローンアスファルト：表3.3.4

○

　 引火点試験 JIS K 2265-1
JIS K 2265-2
JIS K 2265-3
JIS K 2265-4

舗装施工便覧参照
・舗装用石油アスファルト：表3.3.1
・ポリマー改質アスファルト：表3.3.3
・セミブローンアスファルト：表3.3.4

○

　 薄膜加熱試験 JIS K 2207 舗装施工便覧参照
・舗装用石油アスファルト：表3.3.1
・ポリマー改質アスファルト：表3.3.3
・セミブローンアスファルト：表3.3.4

○

　 蒸発後の針入度比
試験

JIS K 2207 舗装施工便覧参照
・舗装用石油アスファルト：表3.3.1 ○

　 密度試験 JIS K 2207 舗装施工便覧参照
・舗装用石油アスファルト：表3.3.1
・ポリマー改質アスファルト：表3.3.3
・セミブローンアスファルト：表3.3.4

○

　 高温動粘度試験 舗装調査・試験法
便覧 [2]-212

舗装施工便覧参照
・セミブローンアスファルト：表3.3.4 ○

　 60℃粘度試験 舗装調査・試験法
便覧 [2]-224 ○

　 タフネス・テナシ
ティ試験

舗装調査・試験法
便覧 [2]-289

舗装施工便覧参照
・ポリマー改質アスファルト：表3.3.3 ○

　 粒度（2.36mmフル
イ）

舗装調査・試験法
便覧 [2]-16

2.36mmふるい：±12％以内基準粒度 ・中規模以上の工事：定期的または随
時。
・小規模以下の工事：異常が認められた
とき。
印字記録の場合：全数
または
抽出・ふるい分け試験 1～2回／日

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた
上での管理が可能な工事をいい、舗装施工
面積が10,000m2あるいは使用する基層及び
表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場
合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工
が数日連続する場合で、以下のいずれかに
該当するものをいう。
①施工面積で1,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使用
量が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートで
は400m3以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小
規模工事として取り扱うものとする。
1)アスファルト舗装：同一配合の合材が
100t以上のもの

○

　 粒度（75μmフル
イ）

舗装調査・試験法
便覧 [2]-16

75μmふるい：±5％以内基準粒度

○

アスファルト量抽
出粒度分析試験

舗装調査・試験法
便覧 [4]-238

アスファルト量：±0.9％以内

○

(次頁に続く)

温度測定（アス
ファルト・骨材・
混合物）

温度計による。 配合設計で決定した混合温度。 随時 　

○

プ
ラ
ン
ト

必
須
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試験成
績表等
による
確認

試験方法 規格値 試験時期・頻度 摘　　要

品質管理基準及び規格値

試験項目
種
別

試
験
区
分

工　種

13　グースア
スファルト舗
装

プ
ラ
ン
ト

必
須

粒度（2.36mmフル
イ）

舗装調査・試験法
便覧 [2]-16

2.36mmふるい：±12％以内基準粒度 ・中規模以上の工事：定期的または随
時。
・小規模以下の工事：異常が認められた
とき。
印字記録の場合：全数または抽出・ふる
い分け試験 1～2回／日

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた
上での管理が可能な工事をいい、舗装施工
面積が10,000m2あるいは使用する基層及び
表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場
合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映
できる規模の工事をいい、同一工種の施工
が数日連続する場合で、以下のいずれかに
該当するものをいう。
①施工面積で1,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使用
量が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートで
は400m3以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小
規模工事として取り扱うものとする。
1)アスファルト舗装：同一配合の合材が
100t以上のもの

○

粒度（75μmフル
イ）

舗装調査・試験法
便覧 [2]-16

75μmふるい：±5％以内基準粒度

○

　 アスファルト量抽
出粒度分析試験

舗装調査・試験法
便覧 [4]-318

アスファルト量：±0.9％以内

○

　 温度測定（アス
ファルト・骨材・
混合物）

温度計による。 アスファルト：220℃以下
石　粉：常温～150℃

随時 　

○

　 舗
設
現
場

必
須

温度測定（初転圧
前）

温度計による。 　 随時 測定値の記録は、1日4回（午前・午後各2
回）

14　路床安定
処理工

土の締固め試験 JIS A 1210 設計図書による。 当初及び土質の変化したとき。

　

　 CBR試験 舗装調査・試験法
便覧 [4]-227,[4]-
230

設計図書による。

　

　 施
工

現場密度の測定
※右記試験方法（3
種類）のいずれか
を実施する。

最大粒径≦53㎜：
砂置換法（JIS A
1214）

最大粒径＞53㎜：
舗装調査・試験法
便覧 [4]-185
突砂法

設計図書による。 500m3につき1回の割合で行う。ただし、
1,500m3未満の工事は1工事当たり3回以
上。
1回の試験につき3孔で測定し、3孔の最低
値で判定を行う。

　

　

　 　 または、
RI計器を用いた盛
土の締固め管理要
領（案）

設計図書による。 盛土を管理する単位(以下｢管理単位｣)に
分割して管理単位ごとに管理を行うもの
とする。
1日の1層あたりの施工面積を基準とす
る。管理単位の面積は1,500m2を標準と
し、1日の施工面積が2,000m2以上の場
合、その施工面積を2管理単位以上に分割
するものとする。1管理単位あたりの測定
点数の目安を以下に示す。
・500m2未満：5点
・500m2以上1000m2未満：10点
・1000m2以上2000m2未満：15点

・最大粒径＜100㎜の場合に適用する。
・左記の規格値を満たしていても、規格値
を著しく下回っている点が存在した場合
は、監督員との協議の上で、（再）転圧を
行うものとする。

　

または、
「TS・GNSSを用い
た盛土の締固め管
理要領」による

施工範囲を小分割した管理ブロックの全
てが規定回数だけ締め固められたことを
確認する。ただし、路肩から1ｍ以内と締
固め機械が近寄れない構造物周辺は除
く。

１．盛土を管理する単位（以下「管理単
位」）に分割して管理単位毎に管理を行
う。
２．管理単位は築堤、路体路床とも１日
の１層当たりの施工面積は1,500ｍ2を標
準とする。また、１日の施工面積が2,000
ｍ2以上の場合、その施工面積を2管理単
位以上に分割するものとする。
３．１日の施工が複数層に及ぶ場合でも
１管理単位を複数層にまたがらせること
はしないものとする。
４．土取り場の状況や土質状況が変わる
場合には、新規の管理単位として取り扱
うものとする。

　 プルーフローリン
グ

舗装調査・試験法
便覧 [4]-288

路床仕上げ後、全幅,全区間で実施する。 ・荷重車については、施工時に用いた転圧
機械と同等以上の締固め効果を持つローラ
やトラック等を用いるものとする。

　

　 そ
の
他

平板載荷試験 JIS A 1215 　 延長40mにつき1ヶ所の割で行う。 ・セメントコンクリートの路床に適用す
る。 　

　 現場CBR試験 JIS A 1222 設計図書による。 各車線ごとに延長40mにつき1回の割で行
う。 　

(次頁に続く)

含水比試験 JIS A 1203 500m3につき1回の割合で行う。ただし、
1,500m3未満の工事は1工事当たり3回以
上。

　

必
須

材
料

必
須

Ⅱ－19



試験成
績表等
による
確認

試験方法 規格値 試験時期・頻度 摘　　要

品質管理基準及び規格値

試験項目
種
別

試
験
区
分

工　種

14　路床安定
処理工

施
工

そ
の
他

たわみ量 舗装調査・試験法
便覧 [1]-284
（ﾍﾞﾝｹﾞﾙﾏﾝﾋﾞｰﾑ）

設計図書による。 プルーフローリングでの不良箇所につい
て実施 　

15　表層安定
処理工（表層
混合処理）

材
料

そ
の
他

土の一軸圧縮試験 JIS A 1216 設計図書による。 当初及び土質の変化したとき。 配合を定めるための試験である。

現場密度の測定
※右記試験方法（3
種類）のいずれか
を実施する。

最大粒径≦53㎜：
砂置換法（JIS A
1214）

最大粒径＞53㎜：
舗装調査・試験法
便覧 [4]-185
突砂法

設計図書による。 500m3につき1回の割合で行う。ただし、
1,500m3未満の工事は1工事当たり3回以
上。
1回の試験につき3孔で測定し、3孔の最低
値で判定を行う。 　

　 　 または、
RI計器を用いた盛
土の締固め管理要
領（案）

設計図書による。 盛土を管理する単位(以下｢管理単位｣)に
分割して管理単位ごとに管理を行うもの
とする。
1日の1層あたりの施工面積を基準とす
る。管理単位の面積は1,500m2を標準と
し、1日の施工面積が2,000m2以上の場
合、その施工面積を2管理単位以上に分割
するものとする。1管理単位あたりの測定
点数の目安を以下に示す。
・500m2未満：5点
・500m2以上1000m2未満：10点
・1000m2以上2000m2未満：15点

・最大粒径＜100㎜の場合に適用する。
・左記の規格値を満たしていても、規格値
を著しく下回っている点が存在した場合
は、監督員との協議の上で、（再）転圧を
行うものとする。

　

または、
「TS・GNSSを用い
た盛土の締固め管
理要領」による

施工範囲を小分割した管理ブロックの全
てが規定回数だけ締め固められたことを
確認する。ただし、路肩から1ｍ以内と締
固め機械が近寄れない構造物周辺は除
く。

１．盛土を管理する単位（以下「管理単
位」）に分割して管理単位毎に管理を行
う。
２．管理単位は築堤、路体路床とも１日
の１層当たりの施工面積は1,500ｍ2を標
準とする。また、１日の施工面積が2,000
ｍ2以上の場合、その施工面積を2管理単
位以上に分割するものとする。
３．１日の施工が複数層に及ぶ場合でも
１管理単位を複数層にまたがらせること
はしないものとする。
４．土取り場の状況や土質状況が変わる
場合には、新規の管理単位として取り扱
うものとする。

　 プルーフローリン
グ

舗装調査・試験法
便覧 [4]-288

路床仕上げ後、全幅,全区間で実施する。 ・荷重車については、施工時に用いた転圧
機械と同等以上の締固め効果を持つローラ
やトラック等を用いるものとする。 　

　 平板載荷試験 JIS A 1215 　 各車線ごとに延長40mにつき1回の割で行
う。 　

　 現場CBR試験 JIS A 1222 設計図書による。
　

　 含水比試験 JIS A 1203 500m3につき1回の割合で行う。ただし、
1,500m3未満の工事は1工事当たり3回以
上。

　

　 たわみ量 舗装調査・試験法
便覧 [2]-16
（ﾍﾞﾝｹﾞﾙﾏﾝﾋﾞｰﾑ）

プルーフローリングでの不良箇所につい
て実施。 　

16　固結工 材
料

必
須

土の一軸圧縮試験 JIS A 1216 設計図書による。
なお、1回の試験とは3個の供試体の試験
値の平均値で表したもの

当初及び土質の変化したとき。 配合を定めるための試験である。
ボーリング等により供試体を採取する。

ゲルタイム試験 当初及び土質の変化したとき。 配合を定めるための試験である。

施
工

必
須

改良体全長の連続
性確認

ボーリングコアの
目視確認

改良体の上端から下端までの全長をボー
リングにより採取し、全長において連続
して改良されていることを目視確認す
る。
改良体500本未満は3本、500本以上は250
本増えるごとに1本追加する。
現場の条件、規模等により上記によりが
たい場合は監督員の指示による。

・ボーリング等により供試体を採取する。
・改良体の強度確認には、改良体全長の連
続性を確認したボーリングコアを利用して
もよい。

土の一軸圧縮試験
(改良体の強度)

JIS A 1216 ①各供試体の試験結果は改良地盤設計強
度の85％以上。
②1回の試験結果は改良地盤設計強度以
上。
なお、1回の試験とは3個の供試体の試験
値の平均値で表したもの

改良体500本未満は3本、500本以上は250
本増えるごとに1本追加する。試験は1本
の改良体について、上、中、下それぞれ1
回、計3回とする。ただし、1本の改良体
で設計強度を変えている場合は、各設計
強度毎に3回とする。
現場の条件、規模等により上記によりが
たい場合は監督員の指示による。

・改良体の強度確認には、改良体全長の連
続性を確認したボーリングコアを利用して
もよい。

17　アンカー
工

施
工

必
須

モルタルの圧縮強
度試験

JIS A 1108 設計図書による。 2回（午前・午後）／日 　

　

モルタルのフロー
値試験

JSCE-F 521-2018 10～18秒 Pロート
（グランドアンカー設計施工マニュアル
に合わせる）

練りまぜ開始前に試験は2回行い、その平
均値をフロー値とする。

(次頁に続く)

適性試験（多サイ
クル確認試験）

グラウンドアン
カー設計・施工基
準、同解説
（JGS4101-2012）

設計アンカー力に対して十分に安全であ
ること。

・施工数量の5％かつ3本以上。
・初期荷重は計画最大荷重の約0.1倍と
し、引き抜き試験に準じた方法で載荷と
除荷を繰り返す。

ただし、モルタルの必要強度の確認後に実
施すること。

　

施
工

そ
の
他

必
須
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試験成
績表等
による
確認

試験方法 規格値 試験時期・頻度 摘　　要

品質管理基準及び規格値

試験項目
種
別

試
験
区
分

工　種

17　アンカー
工

施
工

必
須

確認試験（１サイ
クル確認試験）

グラウンドアン
カー設計・施工基
準、同解説
（JGS4101-2012）

設計アンカー力に対して十分に安全であ
ること。

・多サイクル確認試験に用いたアンカー
を除くすべて。
・初期荷重は計画最大荷重の約0.1倍と
し、計画最大荷重まで載荷した後、初期
荷重まで除荷する１サイクル方式とす
る。

ただし、モルタルの必要強度の確認後に実
施すること。

　

　 そ
の
他

その他の確認試験 グラウンドアン
カー設計・施工基
準、同解説
（JGS4101-2012）

所定の緊張力が導入されていること。 ・定着時緊張力確認試験
・残存引張力確認試験
・リフトオフ試験
等があり、多サイクル確認試験、１サイク
ル確認試験の試験結果をもとに、監督員と
協議し行う必要性の有無を判断する。

　

18　補強土壁
工

土の締固め試験 JIS A 1210 設計図書による。 当初及び土質の変化時。 　

　

　 外観検査（スト
リップ、鋼製壁面
材、コンクリート
製壁面材等）

補強土壁工法各設
計・施工マニュア
ルによる。

同左 同左 　

　

　 コンクリート製壁
面材のコンクリー
ト強度試験

補強土壁工法各設
計・施工マニュア
ルによる。

　

○

　 そ
の
他

土の粒度試験 補強土壁工法各設
計・施工マニュア
ルによる。

同左 設計図書による。 　

　

　 施
工

必
須

現場密度の測定
※右記試験方法（3
種類）のいずれか
を実施する。

最大粒径≦53㎜：
砂置換法（JIS A
1214）

最大粒径＞53㎜：
舗装調査・試験法
便覧 [4]-256
突砂法

次の密度への締固めが可能な範囲の含水
比において、最大乾燥密度の95％以上
（締固め試験（JIS A 1210）A・B法）も
しくは90％以上（締固め試験（JIS A
1210）C・D・E法）。
または、設計図書による。

500m3につき1回の割合で行う。ただし、
1,500m3未満の工事は1工事当たり3回以
上。
1回の試験につき3孔で測定し、3孔の最低
値で判定を行う。

・橋台背面アプローチ部における規格値
は、下記の通りとする。
（締固め試験（JIS A 1210）C・D・E法）
【一般の橋台背面】
平均92％以上、かつ最小90％以上
【インテグラルアバット構造の橋台背面】
平均97％以上、かつ最小95％以上

　

　 　 または、
「RI計器を用いた
盛土の締固め管理
要領（案）」

次の密度への締固めが可能な範囲の含水
比において、1管理単位の現場乾燥密度の
平均値が最大乾燥度密度の97％以上（締
固め試験（JIS A 1210）A・B法）もしく
は92％以上（締固め試験（JIS A 1210）
C・D・E法）。
または、設計図書による。

盛土を管理する単位(以下｢管理単位｣)に
分割して管理単位ごとに管理を行うもの
とする。
路体・路床とも、1日の1層あたりの施工
面積を基準とする。管理単位の面積は
1,500m2を標準とし、1日の施工面積が
2,000m2以上の場合、その施工面積を2管
理単位以上に分割するものとする。1管理
単位あたりの測定点数の目安を以下に示
す。
・500m2未満：5点
・500m2以上1000m2未満：10点
・1000m2以上2000m2未満：15点

・最大粒径＜100㎜の場合に適用する。
・左記の規格値を満たしていても、規格値
を著しく下回っている点が存在した場合
は、監督員と協議の上で、（再）転圧を行
うものとする。
・橋台背面アプローチ部における規格値
は、下記の通りとする。
（締固め試験（JIS A 1210）C・D・E法）
【一般の橋台背面】
平均92％以上、かつ最小90％以上
【インテグラルアバット構造の橋台背面】
平均97％以上、かつ最小95％以上

　

または、
「TS・GNSSを用い
た盛土の締固め管
理要領」による

施工範囲を小分割した管理ブロックの全
てが規定回数だけ締め固められたことを
確認する。ただし、路肩から1ｍ以内と締
固め機械が近寄れない構造物周辺は除
く。

１．盛土を管理する単位（以下「管理単
位」）に分割して管理単位毎に管理を行
う。
２．管理単位は築堤、路体路床とも１日
の１層当たりの施工面積は1,500ｍ2を標
準とする。また、１日の施工面積が2,000
ｍ2以上の場合、その施工面積を2管理単
位以上に分割するものとする。
３．１日の施工が複数層に及ぶ場合でも
１管理単位を複数層にまたがらせること
はしないものとする。
４．土取り場の状況や土質状況が変わる
場合には、新規の管理単位として取り扱
うものとする。

19　吹付工 材
料

必
須

アルカリシリカ反
応抑制対策

生コンクリートの
取り扱いマニュア
ル

同左 骨材試験を行う場合は、工事開始前、工
事中1回／6ヶ月以上及び産地が変わった
場合。

○

(次頁に続く)

そ
の
他
　
　
　
　
（

Ｊ
Ｉ
Ｓ

骨材のふるい分け
試験

JIS A 1102
JIS A 5005
JIS A 5011-1～4
JIS A 5021

設計図書による。 工事開始前、工事中１回／月以上及び産
地が変わった場合。

○

材
料

必
須
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試験成
績表等
による
確認

試験方法 規格値 試験時期・頻度 摘　　要

品質管理基準及び規格値

試験項目
種
別

試
験
区
分

工　種

19　吹付工 材
料

骨材の密度及び吸
水率試験

JIS A 1109
JIS A 1110
JIS A 5005
JIS A 5011-1～4
JIS A 5021

絶乾密度：2.5以上
細骨材の吸水率：3.5％以下
粗骨材の吸水率：3.0％以下
（砕砂・砕石、高炉スラグ骨材、フェロ
ニッケルスラグ細骨材、銅スラグ細骨材
の規格値については摘要を参照）

工事開始前、工事中１回／月以上及び産
地が変わった場合。

JIS A 5005（コンクリ－ト用砕石及び砕
砂）
JIS A 5011-1（コンクリ－ト用スラグ骨材
－第１部：高炉スラグ骨材）
JIS A 5011-2（コンクリ－ト用スラグ骨材
－第２部：フェロニッケルスラグ骨材）
JIS A 5011-3（コンクリ－ト用スラグ骨材
－第３部：銅スラグ骨材）
JIS A 5011-4（コンクリ－ト用スラグ骨材
－第４部：電気炉酸化スラグ骨材）
JIS A 5021(ｺﾝｸﾘｰﾄ用再生骨材H)

○

骨材の微粒分量試
験

JIS A 1103
JIS A 5005
JIS A 5308

粗骨材
砕石　3.0％以下（ただし、粒形判定実績
率が58％以上の場合は5.0％以下）
スラグ粗骨材　5.0％以下
それ以外（砂利等）　1.0％以下
細骨材
砕砂　9.0％以下（ただし、すりへり作用
を受ける場合は5.0％以下）
スラグ細骨材　7.0％以下（ただし、すり
へり作用を受ける場合は5.0％以下）
それ以外（砂等）　5.0％以下（ただし、
すりへり作用を受ける場合は3.0％以下）

工事開始前、工事中１回／月以上及び産
地が変わった場合。
（山砂の場合は、工事中１回／週以上）

　

○

　 砂の有機不純物試
験

JIS A 1105 標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮
強度が90％以上の場合は使用できる。

工事開始前、工事中１回／年以上及び産
地が変わった場合。

・濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を
含む細骨材のモルタル圧縮強度による試験
方法」による。

○

　 モルタルの圧縮強
度による砂の試験

JIS A 1142 圧縮強度の90％以上 試料となる砂の上部における溶液の色が
標準色液の色より濃い場合。

　

○

　 骨材中の粘土塊量
の試験

JIS A 1137 細骨材：1.0％以下
粗骨材：0.25％以下

工事開始前、工事中１回／月以上及び産
地が変わった場合。

　

○

　 硫酸ナトリウムに
よる骨材の安定性
試験

JIS A 1122
JIS A 5005

細骨材：10％以下
粗骨材：12％以下

砂、砂利：
工事開始前、工事中1回／6ヶ月以上及び
産地が変わった場合。
砕砂、砕石：
工事開始前、工事中1回／年以上及び産地
が変わった場合。

寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用す
る。

○

　 セメントの物理試
験

JIS R 5201 JIS R 5210（ポルトランドセメント）
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5212（シリカセメント）
JIS R 5213（フライアッシュセメント）
JIS R 5214（エコセメント）

工事開始前、工事中1回／月以上 　

○

　 ポルトランドセメ
ントの化学分析

JIS R 5202 JIS R 5210（ポルトランドセメント）
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5212（シリカセメント）
JIS R 5213（フライアッシュセメント）
JIS R 5214（エコセメント）

　

○

　 練混ぜ水の水質試
験

上水道水及び上水
道水以外の水の場
合：
JIS A 5308附属書C

懸濁物質の量：2g/L以下
溶解性蒸発残留物の量：1g/L以下
塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は30分以
内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で
90％以上

工事開始前、工事中1回／年以上及び水質
が変わった場合。

上水道を使用している場合は試験に換え、
上水道を使用していることを示す資料によ
る確認を行う。

○

　 回収水の場合：
JIS A 5308附属書C

塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始発は30分以
内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で
90％以上

工事開始前、工事中１回／年以上及び水
質が変わった場合。
スラッジ水の濃度は１回／日

その原水は、上水道水及び上水道水以外の
水の規定に適合するものとする。

○

　 細骨材の表面水率
試験

JIS A 1111 設計図書による ２回／日以上 レディーミクストコンクリート以外の場合
に適用する。 　

　 粗骨材の表面水率
試験

JIS A 1125 1回／日以上

　

(次頁に続く)

そ
の
他

計量設備の計量精
度

水：±1％以内
セメント：±1％以内
骨材　：±3％以内
混和材：±2％以内
（高炉スラグ微粉末の場合は±1％以内）
混和剤：±3％以内

工事開始前、工事中１回／6ヶ月以上 ・レディーミクストコンクリートの場合、
印字記録により確認を行う。
・急結剤は適用外

○

製
造
 
（

プ
ラ
ン
ト
）
（

Ｊ
Ｉ
Ｓ
マ
ー

ク
表
示
さ
れ
た

マ
ー

ク
表
示
さ
れ
た
レ
デ
ィ
ー

ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー

ト
を
使
用
す
る
場
合
は
除
く
）

必
須
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試験成
績表等
による
確認

試験方法 規格値 試験時期・頻度 摘　　要

品質管理基準及び規格値

試験項目
種
別

試
験
区
分

工　種

24　道路土工 施
工

必
須

現場密度の測定
※右記試験方法（3
種類）のいずれか
を実施する。

最大粒径≦53㎜：
砂置換法（JIS A
1214）

最大粒径＞53㎜：
舗装調査・試験法
便覧 [4]-256
突砂法

【砂質土】
・路体：次の密度への締固めが可能な範
囲の含水比において、最大乾燥密度の
90％以上（締固め試験（JIS A 1210）A・
B法）。
・路床及び構造物取付け部：次の密度へ
の締固めが可能な範囲の含水比におい
て、最大乾燥密度の95％以上（締固め試
験（JIS A 1210）A・B法）もしくは90％
以上（締固め試験（JIS A 1210）C・D・E
法）。

【粘性土】
・路体：自然含水比またはトラフィカビ
リティーが確保できる含水比において、
空気間隙率Vaが2％≦Va≦10％または飽和
度Srが85％≦Sr≦95％。
・路床及び構造物取付け部：トラフィカ
ビリティーが確保できる含水比におい
て、空気間隙率Vaが2％≦Va≦8％
ただし、締固め管理が可能な場合は、砂
質土の基準を適用することができる。
その他、設計図書による。

路体の場合、1,000m3につき１回の割合で
行う。ただし、5,000m3未満の工事は、1
工事当たり3回以上。
路床及び構造物取付け部の場合、500m3に
つき1回の割合で行う。ただし、1,500m3
未満の工事は1工事当たり3回以上。
1回の試験につき3孔で測定し、3孔の最低
値で判定を行う。

　

　

　 　 または、
「RI計器を用いた
盛土の締固め管理
要領（案）」

【砂質土】
・路体：次の密度への締固めが可能な範
囲の含水比において、1管理単位の現場乾
燥密度の平均値が最大乾燥度密度の92％
以上（締固め試験（JIS A 1210）A・B
法）。
・路床及び構造物取付け部：次の密度へ
の締固めが可能な範囲の含水比におい
て、1管理単位の現場乾燥密度の平均値が
最大乾燥度密度の97％以上（締固め試験
（JIS A 1210）A・B法）もしくは92％以
上（締固め試験（JIS A 1210）C・D・E
法）。

【粘性土】
・路体、路床及び構造物取付け部：自然
含水比またはトラフィカビリティーが確
保できる含水比において、1管理単位の現
場空気間隙率の平均値が8％以下。
ただし、締固め管理が可能な場合は、砂
質土の基準を適用することができる。

または、設計図書による。

盛土を管理する単位(以下｢管理単位｣)に
分割して管理単位ごとに管理を行うもの
とする。
路体・路床とも、1日の1層あたりの施工
面積を基準とする。管理単位の面積は
1,500m2を標準とし、1日の施工面積が
2,000m2以上の場合、その施工面積を2管
理単位以上に分割するものとする。1管理
単位あたりの測定点数の目安を以下に示
す。
・500m2未満：5点
・500m2以上1000m2未満：10点
・1000m2以上2000m2未満：15点

・最大粒径＜100㎜の場合に適用する。
・左記の規格値を満たしていても、規格値
を著しく下回っている点が存在した場合
は、監督員と協議の上で、（再）転圧を行
うものとする。

　

または、
「TS・GNSSを用い
た盛土の締固め管
理要領」による

施工範囲を小分割した管理ブロックの全
てが規定回数だけ締め固められたことを
確認する。

１．盛土を管理する単位（以下「管理単
位」）に分割して管理単位毎に管理を行
う。
２．１日の施工が複数層に及ぶ場合でも
１管理単位を複数層にまたがらせること
はしないものとする。
３．土取り場の状況や土質状況が変わる
場合には、新規の管理単位として取り扱
うものとする。

　 プルーフローリン
グ

舗装調査・試験法
便覧 [4]-288

路床仕上げ後全幅、全区間について実施
する。 ただし、現道打換工事、仮設用道
路維持工事は除く。

・荷重車については、施工時に用いた転圧
機械と同等以上の締固め効果を持つローラ
やトラック等を用いるものとする。

　

　 そ
の
他

平板載荷試験 JIS A 1215 　 各車線ごとに延長40mについて1ヶ所の割
で行う。

・セメントコンクリートの路盤に適用す
る。 　

　 現場CBR試験 JIS A 1222 設計図書による。 各車線ごとに延長40mについて1回の割で
行う。

　

(次頁に続く)

含水比試験 JIS A 1203 路体の場合、1,000m3につき１回の割合で
行う。ただし、5,000m3未満の工事は、1
工事当たり3回以上。
路床の場合、500m3につき1回の割合で行
う。ただし、1,500m3未満の工事は1工事
当たり3回以上。
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試験成
績表等
による
確認

試験方法 規格値 試験時期・頻度 摘　　要

品質管理基準及び規格値

試験項目
種
別

試
験
区
分

工　種

24　道路土工 施
工

そ
の
他

コーン指数の測定 舗装調査・試験法
便覧 [1]-273

設計図書による。 必要に応じて実施。
（例）トラフィカビリティが悪い時

　

　 たわみ量 舗装調査・試験法
便覧 [1]-284
（ﾍﾞﾝｹﾞﾙﾏﾝﾋﾞｰﾑ）

プルーフローリングでの不良箇所につい
て実施

　

25　捨石工 岩石の見掛比重 JIS A 5006 設計図書による。 原則として産地毎に当初及び岩質の変化
時。

・500m3以下は監督員承諾を得て省略でき
る。
・参考値：
　・硬石　：約2.7g/cm3～2.5g/cm3
　・準硬石：約2.5g/cm3～2g/cm3
　・軟石　：約2g/cm3未満

○

　 岩石の吸水率 JIS A 5006 ・500m3以下は監督員承諾を得て省略でき
る。
・参考値：
　・硬石　：5％未満
　・準硬石：5％以上15％未満
　・軟石　：15％以上

○

　 岩石の圧縮強さ JIS A 5006 ・500m3以下は監督員承諾を得て省略でき
る。
・参考値：
　・硬石：4903N/cm2以上
　・準硬石：980.66N/cm2以上4903N/cm2未
満
　・軟石：980.66N/cm2未満

○

　 そ
の
他

岩石の形状 JIS A 5006 うすっぺらなもの、細長いものであって
はならない。

5,000m3につき1回の割で行う。
ただし、5,000m3以下のものは1工事2回実
施する。

500m3以下は監督員承諾を得て省略でき
る。

○

26　コンク
リートダム

必
須

アルカリシリカ反
応抑制対策

生コンクリートの
取り扱いマニュア
ル

同左 骨材試験を行う場合は、工事開始前、工
事中1回／6ヶ月以上及び産地が変わった
場合。

○

　 そ
の
他

骨材の密度及び吸
水率試験

JIS A 1109
JIS A 1110
JIS A 5005
JIS A 5011-1～4
JIS A 5021

絶乾密度：2.5以上
吸水率：[2013年制定]コンクリート標準
示方書 ダムコンクリート編による。

工事開始前、工事中1回／月以上及び産地
が変わった場合。

JIS A 5005（コンクリ－ト用砕砂及び砕
石）
JIS A 5011-1（コンクリ－ト用スラグ骨材
－第１部：高炉スラグ骨材）
JIS A 5011-2（コンクリ－ト用スラグ骨材
－第２部：フェロニッケルスラグ骨材）
JIS A 5011-3(コンクリ－ト用スラグ骨材
－第３部：銅スラグ骨材)
JIS A 5011-4(コンクリ－ト用スラグ骨材
－第４部：電気炉酸化スラグ骨材)
JIS A 5021(ｺﾝｸﾘｰﾄ用再生骨材H)

○

　 骨材のふるい分け
試験

JIS A 1102
JIS A 5005
JIS A 5021

設計図書による。 工事開始前、工事中1回／月以上及び産地
が変わった場合。

　

○

　 セメントの物理試
験

JIS R 5201 JIS R 5210（ポルトランドセメント）
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5212（シリカセメント）
JIS R 5213（フライアッシュセメント）
JIS R 5214（エコセメント）

工事開始前、工事中1回／月以上 　

○

　 ポルトランドセメ
ントの化学分析

JIS R 5202 　

○

　 砂の有機不純物試
験

JIS A 1105 標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮
強度が90％以上の場合は使用できる。

工事開始前、工事中1回／年以上及び産地
が変わった場合。

・濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を
含む細骨材のモルタル圧縮強度による試験
方法」による。

○

　 モルタルの圧縮強
度による砂の試験

JIS A 1142 圧縮強度の90％以上 試料となる砂の上部における溶液の色が
標準色液の色より濃い場合。

　

○

　 骨材の微粒分量試
験

JIS A 1103 粗骨材：1.0％以下。ただし、砕石の場
合、微粒分量試験で失われるものが砕石
粉のときには、3.0％以下。
細骨材：
・7.0％以下。ただし、すりへり作用を受
ける場合は3.0％以下。
・砕砂の場合、微粒分量試験で失われる
ものが砕石粉であって、粘土、シルトな
どを含まないときには9.0％以下。ただ
し、同様の場合で、すりへり作用を受け
る場合は5.0％以下。

工事開始前、工事中1回／月以上及び産地
が変わった場合。
（山砂の場合は、工事中1回／週以上）

　

○

(次頁に続く)

骨材中の粘土塊量
の試験

JIS A 1137 細骨材：1.0％以下
粗骨材：0.25％以下

工事開始前、工事中１回／月以上及び産
地が変わった場合。

　

○

施
工

必
須

材
料
（

Ｊ
Ｉ
Ｓ
マ
ー

ク
表
示
さ
れ
た
レ
デ
ィ
ー

ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー

ト
を
使
用
す
る
場
合
は
除
く
）
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試験成
績表等
による
確認

試験方法 規格値 試験時期・頻度 摘　　要

品質管理基準及び規格値

試験項目
種
別

試
験
区
分

工　種

38.鉄筋挿入
工

材
料

必
須

品質検査
（芯材・ナット・
プレート等）

ミルシート 設計図書による。 材料入荷時

〇

38.鉄筋挿入
工

材
料

必
須

定着材のフロー値
試験

JSCE-F521-2018 9～22秒 施工開始前1回および定着材の材料や配合
変更時に実施。1回の試験は測定を2回行
い、測定値の平均をフロー値とする。

定着材をセメントミルクまたはモルタルと
する場合

38.鉄筋挿入
工

材
料

そ
の
他

外観検査
（芯材・ナット・
プレート等）

・目視
・寸法計測

設計図書による。 材料入荷時

38.鉄筋挿入
工

材
料

必
須

圧縮強度試験 JIS A 1108 設計図書による。 施工開始前1回および施工日ごと1回
（3本/回）

定着材をセメントミルクまたはモルタルと
する場合

38.鉄筋挿入
工

施
工

必
須

引き抜き試験 地山補強土法設
計・施工マニュア
ル

設計図書による。 ・施工全数量の3％かつ3本以上を標準と
する。
・載荷サイクルは1サイクルとする。

38.鉄筋挿入
工

施
工

そ
の
他

適合性試験 地山補強土法設
計・施工マニュア
ル

設計図書による。 ・地層ごとに3本以上を標準とする。
・載荷サイクルは多サイクルを原則とす
る。
・初期荷重は。5.0kNもしくは計画最大荷
重の0.1倍程度とする。
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目視による

判定基準

管周の方向で、管周の1/10以
上にわたるひび割れがないこ
と。

目視による

JSWAS K-1 による

判定基準

明らかな凹凸がないこと。

割れがないこと。

著しいねじれがないこと。

管の断面は、実用的に真円
で、その両端面は管軸に対し
て直角でなければならない。

実用上、真っすぐであること。

目視による

JSWAS K-1３ による

判定基準

明らかな凹凸がないこと。

割れがないこと。

著しいねじれがないこと。

管の断面は、実用的に真円
で、その両端面は管軸に対し
て直角でなければならない。

実用上、真っすぐであること。

〇

〇

品質管理基準及び規格値

種
別

試
験
区
分

工　種

試験成
績表等
による
確認

試験方法 試験時期・頻度 摘　　要

〇

JSWAS A-1 による

水密性

試験項目

（１）外観・形状検査は全数について行う。

（２）寸法、引張試験、偏平試験、耐薬品性試
験及びビカット軟化温度試験は日本下水道
協会発行の「検査証明書」の写しによる。

　
3
9
.

管
布
設
工

（
開
削

）

管
渠
材
料

（
下
水
道
用
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
管

）

必
　
　
　
　
須

外観
〔外観検査〕
（１）日本下水道協会「認定標章」の表示がある
こと。もしくは、同等以上の材料とする。

（管種の確認を行う）
（２）検査項目及び判定基準は次のとおり。

形状・寸法
（カラー及びゴム輪を
含む）

外圧強さ

検査項目

管軸方向の
ひび割れ

管の長さ方向で管長の1/4以
上（短管及び異形管の場合は
1/3以上）にわたるひび割れが
ないこと。ただし、管長の1/4
以下でもあっても管長の1/10
程度のひび割れが複数あって
はならない。ここで、ひび割れ
とは、乾燥収縮に伴い、ごく表
面上に発生するひび割れをも
含むものであり、直線性のもの
を指す。また、かめの甲状の
ひび割れは差し支えない。

管周方向の
ひび割れ

管端面の欠損

管端面の平面積の3%以上が
欠損していないこと。ただし、
シール材に係る部分について
の欠損はないこと。

（１）外観検査は全数について行う。

（２）形状・寸法及び外圧強さ、水密性は日本
下水道協会発行の「検査証明書」の写しによ
る。

　
3
9
.

管
布
設
工

（
開
削

）

管
渠
材
料

（
下
水
道
用
硬
質
塩
化
ビ
ニ
ル
管

）

必
　
　
　
　
須

外観・形状
〔外観検査〕
（１）日本下水道協会「認定標章」の表示がある
こと。もしくは、同等以上の材料とする。

（管種の確認を行う）
（２）検査項目及び判定基準は次のとおり。

寸法

引張試験

判定基準

有害な傷

管の強さ、水密性及び耐久性
に悪影響を及ぼす傷があって
はならない。（かすり傷程度の
ものは差し支えない）偏平試験

負圧試験 滑らかさ

耐薬品性試験 割れ

ビカット軟化温度試験 ねじれ

管の断面形状

実用上の真っす
ぐ

　
3
9
.

管
布
設
工

（
開
削

）

管
渠
材
料

（
下
水
道
用
リ
ブ
付
硬
質
塩
化
ビ
ニ
ル
管

）

必
　
　
　
　
須

外観・形状
〔外観検査〕
（１）日本下水道協会「認定標章」の表示がある
こと。もしくは、同等以上の材料とする。

（管種の確認を行う）
（２）検査項目及び判定基準は次のとおり。

寸法

引張試験

検査項目

有害な傷

管の強さ、水密性及び耐久性
に悪影響を及ぼす傷があって
はならない。（かすり傷程度の
ものは差し支えない）偏平試験

負圧試験 滑らかさ

耐薬品性試験 割れ

ビカット軟化温度試験 ねじれ

管の断面形状

実用上の真っす
ぐ

（１）外観・形状検査は全数について行う。

（２）寸法、引張試験、偏平試験、耐薬品性試
験及びビカット軟化温度試験は日本下水道
協会発行の「検査証明書」の写しによる。

規格値
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品質管理基準及び規格値

種
別

試
験
区
分

工　種

試験成
績表等
による
確認

試験方法 試験時期・頻度 摘　　要試験項目 規格値

目視による

JSWAS K-2 による

判定基準

明らかな凹凸がないこと。

管の断面は、実用的に真円
で、その両端面は管軸に対し
て直角でなければならない。

実用上、真っすぐであること。

目視による

JSWAS K-１４ による

判定基準

明らかな凹凸がないこと。

割れがないこと。

著しいねじれがないこと。

実用上、真っすぐであること。

〇

〇

（１）外観・形状検査は全数について行う。

（２）寸法、外圧試験、耐薬品性試験、耐酸試
験及び水密試験は日本下水道協会発行の
「検査証明書」の写しによる。

　
3
9
.

管
布
設
工

（
開
削

）

管
渠
材
料

（
下
水
道
用
強
化
プ
ラ
ス
チ

ッ
ク
複
合
管

）

必
　
　
　
　
須

外観・形状
〔外観検査〕
（１）日本下水道協会「認定標章」の表示がある
こと。もしくは、同等以上の材料とする。

（管種の確認を行う）
（２）検査項目及び判定基準は次のとおり。

寸法

外圧試験

検査項目

有害な傷
管の強さ、水密性及び耐久性
に悪影響を及ぼす傷があって
はならない。

耐薬品性試験

耐酸試験 滑らかさ

水密試験 管の断面形状

実用上の真っす
ぐ

融着部相溶性試験

耐候性試験

（１）外観・形状検査は全数について行う。

（２）寸法、引張試験、偏平試験、水圧試験、
偏平負圧試験、耐薬品性試験、環境応力亀
裂試験、熱間内圧クリープ試験、ピーリング
試験、熱安定性試験、融着部相溶性試験、
耐候性試験は日本下水道協会発行の「検査
証明書」の写しによる。

　
3
9
.

管
布
設
工

（
開
削

）

管
渠
材
料

（
下
水
道
用
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
管

）

必
　
　
　
　
須

実用上の真っす
ぐ

熱安定性試験

寸法

引張試験

偏平試験

水圧試験

偏平負圧試験

耐薬品性試験

環境応力き裂試験

熱間内圧クリープ試験

ピーリング試験

〔外観検査〕
（１）日本下水道協会「認定標章」の表示がある
こと。もしくは、同等以上の材料とする。

（管種の確認を行う）
（２）検査項目及び判定基準は次のとおり。

検査項目

有害な傷
管の強さ、水密性及び耐久性
に悪影響を及ぼす傷があって
はならない。

滑らかさ

割れ

ねじれ

管の断面形状
管の断面は、実用的に真円
で、その両端面は管軸に対し
て直角でなければならない。

外観・形状
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品質管理基準及び規格値

種
別

試
験
区
分

工　種

試験成
績表等
による
確認

試験方法 試験時期・頻度 摘　　要試験項目 規格値

目視による

JSWAS K -11による 判定基準

管周の方向で、管周の1/10以
上にわたるひび割れがないこ
と。

目視による

判定基準

端面の表面積の3%以上が欠
損していないこと。

〇

〇

端面の欠損

JSWAS K -12
JSWAS K -13による

（１）外観・形状検査は全数について行う。

（２）寸法及び外圧強さ、水密性は日本下水
道協会発行の「検査証明書」の写しによる。

　
3
9
.

管
布
設
工

（
開
削

）

管
渠
材
料

（
下
水
道
用
レ
ジ
ン
コ
ン
ク
リ
ー

ト
管

）

必
　
　
　
　
須

外観・形状及び寸法
〔外観検査〕
（１）日本下水道協会「認定標章」の表示がある
こと。もしくは、同等以上の材料とする。

（管種の確認を行う）
（２）検査項目及び判定基準は次のとおり。

検査項目

管軸方向の
ひび割れ

管の長さ方向で管長の1/4以
上（短管及び異形管の場合は
1/3以上）にわたるひび割れが
ないこと。ただし、管長の1/4
以下でもあっても管長の1/10
程度のひび割れが複数あって
はならない。ここで、ひび割れ
とは、乾燥収縮に伴い、ごく表
面上に発生するひび割れをも
含むものであり、直線性のもの
を指す。また、かめの甲状の
ひび割れは差し支えない。

水密性試験

耐酸性試験

管周方向の
ひび割れ

管端面の欠損

管端面の平面積の3%以上が
欠損していないこと。ただし、
シール材に係る部分について
の欠損はないこと。

　
3
9
.

管
布
設
工

（
開
削

）

管
渠
材
料

（
下
水
道
用
ボ

ッ
ク
ス
カ
ル
バ
ー

ト

）

必
　
　
　
　
須

外観
〔外観検査〕
（１）日本下水道協会「認定標章」の表示がある
こと。もしくは、同等以上の材料とする。

（２）検査項目及び判定基準は次のとおり。
形状・寸法

検査項目

コンクリートの圧縮強
度試験

ひび割れ
強度や耐久性に悪影響を及
ぼす傷やひび割れのないこ
と。

曲げ強度試験

接合部の水密性試験

滑らかさ

粗骨材が突出していたり、抜
け出した跡がなく、仕上げ面
が極度に凹凸になっていない
こと。内面が平滑であり、水の
流れに対して実用上支障のな
い滑らかさであること。

（１）外観検査は全数について行う。

（２）形状・寸法及びコンクリートの圧縮強度
試験、曲げ強度試験、接合部の水密性試験
については日本下水道協会発行の「検査証
明書」の写しによる。

外圧試験

吸水性試験
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品質管理基準及び規格値

種
別

試
験
区
分

工　種

試験成
績表等
による
確認

試験方法 試験時期・頻度 摘　　要試験項目 規格値

外観 目視による

形状・寸法 JSWAS G-1 による

判定基準

鋳巣
手直しの範囲を超えるものは
不可とする。

有害なひび割れがないこと。

管の受け口内面にモルタルが
付着していないこと。

表面は実用的に滑らかである
こと。

塗装
異物の混入塗りむらなどがな
く、均一な塗膜であること。

目視による

判定基準

実用的
に真っ
直ぐ

実用的に真っ直ぐであること。

両端は
管軸に
対して
直角

実用的に両端面は管軸に対
して直角であること。

有害な
欠陥

はなはだしい接合部の目違
い、アンダーカット、溶接ビート
の不整がないこと。

仕上げ
良好

鋼面が平滑に仕上がっている
こと。

〇

〇

モルタ
ル
ライニ
ング

JSWAS G-1 による

（１）外観検査は全数について行う。

（２）形状・寸法及び引張試験、硬さ試験、水
圧試験については日本下水道協会発行の
「検査証明書」の写しによる。

完
成
管

塗装及
び塗膜
装

管によく密着し、実用上平滑
で、有害なふくれ、へこみ、し
わ、たれ、突部、異物の混入
などがないこと。

日本下水道協会
下水道用資器材
Ⅰ類の規定による
JIS G 3443

　
3
9
.

管
布
設
工

（
開
削

）

管
渠
材
料

（
下
水
道
用
ダ
ク
タ
イ
ル
鋳
鉄
管

）

必
　
　
　
　
須

原管

内装

外
　
　
　
　
装

〔外観検査〕
（１）日本下水道協会「認定標章」の表示がある
こと。もしくは、同等以上の材料とする。

（２）検査項目及び判定基準は次のとおり。

引張試験

検査項目

原
管

クラック クラックがないこと。

硬さ試験

湯境 湯境がないこと。

水圧試験

完
成
管

〔外観検査〕
（１）日本下水道協会「認定標章」の表示がある
こと。もしくは、同等以上の材料とする。

（２）検査項目及び判定基準は次のとおり。

形状・寸法

成分・機械的性質

検査項目

非破壊又は水圧

原
管

塗装

（１）外観検査は全数について行う。

（２）形状・寸法、成分・機械的性質等は日本
下水道協会発行の「検査証明書」の写しによ
る。

　
3
9
.

管
布
設
工

（
開
削

）

管
渠
材
料

（
鋼
管

）

必
　
　
　
　
須

外観
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品質管理基準及び規格値

種
別

試
験
区
分

工　種

試験成
績表等
による
確認

試験方法 試験時期・頻度 摘　　要試験項目 規格値

目視による

JSWAS A-2
 又は A-6 による

判定基準

管周の方向で、管周の1/10以
上にわたるひび割れがないこ
と。

判定基準

形状・寸法 JSWAS G-2 による クラック クラックがないこと

湯境 湯境がないこと。

鋳巣
手直しの範囲を超えるものは
不可とする。

有害なひび割れがないこと。

管の受け口内面にモルタルが
付着してないこと。

表面は実用的に滑らかである
こと。

塗装
異物の混入塗りむらなどがな
く、均一な塗膜であること。

〇

〇

（１）外観・形状検査は全数について行う。

（２）寸法、外圧強さ、コンクリートの圧縮強度
及び水密性は日本下水道協会発行の「検査
証明書」の写しによる。

　
4
0
.

管
推
進
工

管
渠
材
料

（
下
水
道
推
進
工
法
用
ダ
ク
タ
イ
ル
鋳
鉄
管

）

必
　
　
　
　
須

原管
〔外観検査〕
（１）日本下水道協会「認定標章」の表示がある
こと。もしくは、同等以上の材料とする。

（２）検査項目及び判定基準は次のとおり。

内装

外
　
　
　
　
装

目視による

検査項目

原
管

完
成
管

モルタ
ル
ライニ
ング

JSWAS G-2 による

　
4
0
.

管
推
進
工

管
渠
材
料

（
下
水
道
推
進
工
法
用
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
管

）

必
　
　
　
　
須

外観・形状
〔外観検査〕
（１）日本下水道協会「認定標章」の表示がある
こと。もしくは、同等以上の材料とする。

（２）検査項目及び判定基準は次のとおり。

寸法
（カラー及びゴム輪含
む）

検査項目

外圧強さ

管軸方向の
ひび割れ

管の長さ方向で管長の1/4以
上（短管及び異形管の場合は
1/3以上）にわたるひび割れが
ないこと。ただし、管長の1/4
以下でもあっても管長の1/10
程度のひび割れが複数あって
はならない。ここで、ひび割れ
とは、乾燥収縮に伴い、ごく表
面上に発生するひび割れをも
含むものであり、直線性のもの
を指す。また、かめの甲状の
ひび割れは差し支えない。

コンクリートの圧縮強
度

水密性

管周方向の
ひび割れ

管端面の欠損

管端面の平面積の3%以上が
欠損していないこと。ただし、
シール材に係る部分について
の欠損はないこと。

（１）外観検査は全数について行う。

（２）原管、内装、外装における形状・寸法は
日本下水道協会発行の「検査証明書」の写
しによる。

外観
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品質管理基準及び規格値

種
別

試
験
区
分

工　種

試験成
績表等
による
確認

試験方法 試験時期・頻度 摘　　要試験項目 規格値

目視による

判定基準

実用的
に真っ
直ぐ

実用的に真っ直ぐであること。

両端は
管軸に
対して
直角

実用的に両端面は管軸に対
して直角であること。

有害な
欠陥

はなはだしい接合部の目違
い、アンダーカット、溶接ビー
ドの不整がないこと

仕上げ
良好

鋼面が平滑に仕上がってるこ
と。

JSWAS A-4 による

単体曲げ試験

継手曲げ試験

ジャッキ推力試
験

つり手金具
引抜き試験

JSWAS A-3 による

ジャッキ推力試
験

単体曲げ試験

〇

〇

　
4
1
.
シ
ー

ル
ド
工

〇

（１）外観検査は全数について行う。

（２）形状・寸法、成分・機械的性質等は日本
下水道協会発行の「検査証明書」の写しによ
る。

　
4
0
.

管
推
進
工

管
渠
材
料

（
鋼
管

）

必
　
　
　
　
須

外観
〔外観検査〕
（１）日本下水道協会「認定標章」の表示がある
こと。もしくは、同等以上の材料とする。

（２）検査項目及び判定基準は次のとおり。

形状・寸法

成分・機械的性質

検査項目

非破壊又は水圧

原
管

塗装

完
成
管

塗装及
び塗覆
装

管によく密着し、実用上平滑
で、有害なふくれ、へこみ、し
わ、たれ、突部、異物の混入
などがないこと。

日本下水道協会
下水道用資器材
Ⅰ類の規定による
JIS G 3444

管
渠
材
料

（
シ
ー

ル
ド
工
事
用
標
準
鋼
製
セ
グ
メ
ン
ト

）

必
　
　
　
　
須

材料検査

〔外観検査〕（下水道協会規格）
（１）日本下水道協会「認定標章」の表示がある
こと。もしくは、同等以上の材料とする。

（２）有害な曲がり、そり等が無いこと。

形状・寸法
及び外観検査

溶接検査

水平仮組検査

〔外観検査〕（下水道協会規格外）
（１）有害な曲がり、そり等が無いこと。

（２）材料、形状・寸法、溶接、水平仮組、性能に
関する規格値は、JAWAS A-3 の規定による。

性
能
検
査

管
渠
材
料

（
シ
ー

ル
ド
工
事
用
標
準
コ
ン
ク
リ
ー

ト
系
セ
グ
メ
ン
ト

）

必
　
　
　
　
須

外観及び
形状・寸法検査

〔外観検査〕（下水道協会規格）
（１）日本下水道協会「認定標章」の表示がある
こと。もしくは、同等以上の材料とする。

（２）有害なひび割れ、隅角部の破損等が無いこ
と。

水平仮組検査

性
能
検
査

〔外観検査〕（下水道協会規格外）
（１）有害なひび割れ、隅角部の破損等が無いこ
と。

（２）形状・寸法、水平仮組、性能に関する規格
値は、JAWAS A-4 の規定による。

〔外観検査〕（下水道協会規格）
（１）外観検査は全数について行う。
（２）材料、形状・寸法、溶接、水平仮組につ
いての検査は日本下水道協会発行の「検査
証明書」の写しによる。
（３）性能検査は設計図書の定めによる。

〔外観検査〕（下水道協会規格外）
（１）外観検査は全数について行う。
（２）材料、形状・寸法、溶接、水平仮組、性
能についての検査は、1工事中に1回行う。

〔外観検査〕（下水道協会規格）
（１）外観検査は全数について行う。
（２）形状・寸法、水平仮組、性能についての
検査は、日本下水道協会発行の「検査証明
書」の写しによる。

〔外観検査〕（下水道協会規格外）
（１）外観検査は全数について行う。
（２）形状・寸法、水平仮組、性能についての
検査は、セグメント500リング及びその端数に
1回行う。
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品質管理基準及び規格値

種
別

試
験
区
分

工　種

試験成
績表等
による
確認

試験方法 試験時期・頻度 摘　　要試験項目 規格値

・Φ600mm以下の既
設管
JSWAS K-1 による偏
平試験

・Φ700mm以上の既
設管
JSWAS K-2 による外
圧試験（2種に対応）

・ｶﾞﾗｽ繊維あり
JIS K 7039 による曲
げ強度試験

・ｶﾞﾗｽ繊維なし
短期値を安全率で除
した値

・ｶﾞﾗｽ繊維あり
JIS K 7035 による曲
げ弾性試験

・ｶﾞﾗｽ繊維なし
JIS K 7116 による曲
げ弾性試験

JIS K 7204 又は
JIS A 1452 等による

・ｶﾞﾗｽ繊維ありのみ
が対象
JIS K 7034 による

JSWAS K-2 に準拠
した試験（内外水圧
に対する水密性）

JIS K 7161 による引
張強度等試験

JIS K 7181 による圧
縮強度等試験

目視あるいは自走式
テレビカメラによる

施工スパン毎とする。

〇

50年後の曲げ強度の推計値の最小値が設計値
（≒申告値÷安全率）を上回ること。

耐震性能
引張強度（短期）、引張弾性係数（短期）、圧縮
強度（短期）、圧縮弾性係数（短期）が申告値を
上回ること。

外観
流下能力、耐久性を低下させる有害な欠陥（シ
ワなど）がないこと。

耐劣化性

　
4
2
.

管
き

ょ
更
生
工

更
生
管

必
須

JIS K 7171 による

・ｶﾞﾗｽ繊維なしのみ
が対象
JIS K 7116 を準用し
た1,000時間水中曲
げクリープ試験を行う

本表は、最新版の「管きょ更生工法における
設計・施工管理ガイドライン（案）」に準拠して
実施する。

公的審査証明機関等の審査証明等で確認
してもよい。

公的審査証明機関等の審査証明等で確認
してもよい。
熱可塑性樹脂材については、認定工場制度
の工場検査証明書類を別途提出することに
より、試験の実施を免除することができる。

原則、施工スパン毎とする。
熱可塑性樹脂材については、認定工場制度
の工場検査証明書類を別途提出することに
より、試験の実施を免除することができる。

公的審査証明機関等の審査証明等で確認
してもよい。

工法毎とする。
熱可塑性樹脂材については、引張強度、圧
縮強度を認定工場制度の工場検査証明書
類による確認とすることができる。

偏平強さまたは外圧
強さ

曲げ強度（長期）

曲げ弾性係数（長期）

曲げ強度（短期）

曲げ弾性係数（短期）

耐摩耗性

耐ストレインコロージョ
ン性

水密性

新管と同等以上。

構造（管厚み）計算で用いる設計値（申告値）以
上。

１）曲げ強度値が設計曲げ強度（申告値：短期
値）を上回ること。
２）曲げ弾性係数の試験結果が、曲げ弾性係数
（申告値：短期値）を上回ること。

下水道用硬質塩化ビニル管（新管）と同等程
度。

JSWAS K-2 に基づいて求められる値を下回ら
ない。

0.1MPaの水圧で漏水がない。
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品質管理基準及び規格値

種
別

試
験
区
分

工　種

試験成
績表等
による
確認

試験方法 試験時期・頻度 摘　　要試験項目 規格値

JSCE G 521 等による
小口径（既設管径800mm未満）の場合、施工
延長100m毎に1回とする。

JIS K 7204 又は
JIS A 1452 等による

公的審査証明機関等の審査証明等で確認
してもよい。

JSWAS K-2 に準拠
した試験（内外水圧
に対する水密性）

公的審査証明機関等の審査証明等で確認
してもよい。
認定工場制度の工場検査証明書類を別途
提出することにより、試験の実施を免除するこ
とができる。

JIS A 1171 に準拠し
た一体破壊試験

公的審査証明機関等の審査証明等で確認
してもよい。

「下水道施設の耐震
対策指針と解説」に
おける「差し込み継
手管きょ」「ボックスカ
ルバート」等の考え
方を勘案し、性能照
査を行う

耐震計算により継手
部の照査が困難な場
合は、耐震実験によ
る表面部材等の継手
部の照査を行う

目視あるいは自走式
テレビカメラによる

施工スパン毎とする。

目視による

判定基準

側塊は、強度や耐久性に悪影
響を及ぼす傷がないこと。

側塊の端面は、その面積の3%
以上が欠損していないこと。

側塊の端面は平滑であり、側
塊の軸方向に対して、実用上
支障のない直角であること。

〇

〇

製管工法では、工法毎に1回とする
認定工場制度の工場検査証明書類を別途
提出することにより、試験の実施を免除するこ
とができる。

工法毎とする。
公的審査証明機関等の審査証明等で確認
してもよい。

　
4
2
.

管
き

ょ
更
生
工

更
生
管
表
面
部
材

必
須

複合管断面の破壊強
度・外圧強さ

設計条件に基づいた耐荷力以上。
新管と同等以上。

既設管の劣化状態
等を反映し限界状態
設計法により確認、
又は鉄筋コンクリート
管（新管）を破壊状態
まで載荷後更生し、
JSWAS A-1 により破
壊荷重試験

管
渠
材
料

（
組
立
マ
ン
ホ
ー

ル
側
塊

）

必
　
　
　
　
須

圧縮強度 圧縮強度値が設計基準強度を上回ること。

耐薬品性能

・表面部材が塩ビ系の場合はJSWAS K-1 の試
験方法で、質量変化度±0.2mg/cm2以内。
・表面部材がポリエチレン系では、JSWAS K-14
の試験方法で、質量変化度±0.2mg/cm2以内。

耐摩耗性
下水道用硬質塩化ビニル管（新管）と同等程
度。

水密性 0.1MPaの水圧で漏水がない。

一体性 既設管と充てん材が界面はく離しないこと。

耐震性能

継手部の屈曲角と抜け出し量が許容値内である
こと。

屈曲角と抜け出し量が許容範囲であること。

外観
更生管の変形、更生管浮上による縦断勾配の
不陸等の欠陥や異常箇所がないことを確認す
る。

JSWAS K-1 又は
JSWAS K-14

JSWAS A-11 による

（１）外観検査は全数について行う。

（２）形状・寸法、コンクリートの圧縮強度試
験、軸方向耐圧試験、接合部の水密性試
験、側方曲げ強さ試験は日本下水道協会発
行の「検査証明書」の写しによる。

本表は、最新版の「管きょ更生工法における
設計・施工管理ガイドライン（案）」に準拠して
実施する。

公的審査証明機関等の審査証明等で確認
してもよい。

〔外観検査〕
（１） 日本下水道協会「認定標章」の表示がある
こと。もしくは、同等以上の材料とする。

（２）検査項目及び判定基準は次のとおり。

検査項目

有害な傷

滑らかさ

側塊には、粗骨材が突き出し
ていたり、抜け出した跡がな
く、仕上げ面が極度に凹凸に
なっていないこと。

端面の欠損

端面の形状

　
4
3
.

マ
ン
ホ
ー

ル
設
置
工

外観

形状・寸法

コンクリートの圧縮強
度試験

軸方向耐圧試験

接合部の水密性試験

側方曲げ強さ試験
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品質管理基準及び規格値

種
別

試
験
区
分

工　種

試験成
績表等
による
確認

試験方法 試験時期・頻度 摘　　要試験項目 規格値

目視による

JSWAS G-4 による

目視による 外観検査は全数について行う。

目視による

判定基準

明らかな凹凸がないこと。

割れがないこと。

著しいねじれがないこと。

目視による

JSWAS G-3 による

〇

〇

〇

〇

管
渠
材
料

（
下
水
道
用
鋳
鉄
製
マ
ン
ホ
ー

ル
ふ
た

）

必
　
　
　
　
須

荷重たわみ試験

耐荷重試験

　
4
3
.

マ
ン
ホ
ー

ル
設
置
工

管
渠
材
料

（
マ
ン
ホ
ー

ル
足
掛
け
金
物

）

必
　
　
　
須

外観
〔外観検査〕
被覆材は有害なわれ、破損等が無いこと。

形状・寸法

品質を判定できる資料又は試験成績表を提出
する。

材質

管
渠
材
料

（
下
水
道
用
塩
化
ビ
ニ
ル
製
小
型
マ
ン
ホ
ー

ル

）

必
　
　
　
　
須

外観・形状

〔外観検査〕
（１）日本下水道協会「認定標章」の表示がある
こと。もしくは、同等以上の材料とする。

（２）検査項目及び判定基準は次のとおり。

寸法

引張試験

JSWAS K-9 による。
内ふたは、
JSWAS K-7、
防護ふたは、
JSWAS G-3による。

管
渠
材
料

（
下
水
道
用
鋳
鉄
製
防
護
ふ
た

）

必
　
　
　
　
須

外観・形状

寸法

荷重たわみ試験

耐荷重試験

材質試験

ねじれ

〔外観検査〕
（１）日本下水道協会「認定標章」の表示がある
こと。もしくは、同等以上の材料とする。

（２）有害なきずが無く、外観がよいこと。

検査項目

有害な傷

マンホールの強さ、水密性及
び耐久性に悪影響を及ぼす
傷があってはならない。（かす
り傷程度のものは差し支えな
い）

滑らかさ

割れ

〔外観検査〕
（１）日本下水道協会「認定標章」の表示がある
こと。もしくは、同等以上の材料とする。

（２）有害なきずが無く、外観がよいこと。

（１）外観・形状検査は、全数について行う。

（２）寸法・構造、材質試験、荷重たわみ試験
及び耐荷重試験は日本下水道協会発行の
「検査証明書」の写しによる。

１）芯材
JIS G 4303(SUS403,SUS304)
JIS G 3507(SWRCH12R、SWCH12R)
JIS G 3539(SWCH12R)
の規格に適合すること。

（１）外観・形状検査は、全数について行う。

（２）寸法、引張試験、負圧試験、耐薬品性試
験及びビカット軟化温度試験は、日本下水
道協会発行の「検査証明書」の写しによる。

（１）外観・形状検査は、全数について行う。

（２）寸法、荷重たわみ試験及び耐荷重試験
及び材質試験は日本下水道協会発行の「検
査証明書」の写しによる。

　
4
4
.
ま
す
設
置
工

　
4
3
.

マ
ン
ホ
ー

ル
設
置
工

外観・形状

荷重試験

負圧試験

耐薬品性試験

ビカット軟化温度試験

寸法・構造

材質試験
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品質管理基準及び規格値

種
別

試
験
区
分

工　種

試験成
績表等
による
確認

試験方法 試験時期・頻度 摘　　要試験項目 規格値

目視による

判定基準

明らかな凹凸がないこと。

割れがないこと。

著しいねじれがないこと。

目視による

判定基準

明らかな凹凸がないこと。

割れがないこと。

著しいねじれがないこと。

目視による

目視による

〇

〇

〇

〇

〇

　
4
4
.
ま
す
設
置
工

管
渠
材
料

（
下
水
道
用
ポ
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン
製
ま
す

）

必
　
　
　
　
須

外観・形状

〔外観検査〕
（１）日本下水道協会「認定標章」の表示がある
こと。もしくは、同等以上の材料とする。
（２）検査項目及び判定基準は次のとおり。

　
4
4
.
ま
す
設
置
工

管
渠
材
料

（
下
水
道
用
硬
質
塩
化
ビ
ニ
ル
製
ま
す

）

必
　
　
　
　
須

外観・形状

寸法

引張試験

荷重試験

荷重たわみ温度試験 割れ

ねじれ

マンホールの強さ、水密性及
び耐久性に悪影響を及ぼす
傷があってはならない。（かす
り傷程度のものは差し支えな
い）負圧試験

耐薬品性試験 滑らかさ

ビカット軟化温度試験 割れ

ねじれ

寸法

引張試験

検査項目

荷重試験

有害な傷

マンホールの強さ、水密性及
び耐久性に悪影響を及ぼす
傷があってはならない。（かす
り傷程度のものは差し支えな
い）負圧試験

耐薬品性試験 滑らかさ

JSWAS K-7
 による。
防護ふたは、
JSWASG-3
立上り部は、
JSWAS K-1
による。

JSWAS K-8
 による。
防護ふたは、
JSWAS G-3
による。

性能検査

　
4
5
.

基
礎
杭
工

（
既
製
杭

）

材
料

（
鋼
管
杭

、
Ｈ
鋼
杭

）

必
　
　
　
　
須

材
料

（
コ
ン
ク
リ
ー

ト
杭

）

必
　
　
　
　
須

材
料

（
合
成
杭

）

必
　
　
　
　
須

外観

形状・寸法

材料検査
（化学成分・機械的性
質）

外観

形状・寸法

性能検査

外観

形状・寸法

〔外観検査〕
（１）日本下水道協会「認定標章」の表示がある
こと。もしくは、同等以上の材料とする。

（２）検査項目及び判定基準は次のとおり。

検査項目

有害な傷

（１）外観検査
使用上、有害な欠陥（変形など）が無いこと。

（２）形状・寸法及び材料等は、JIS A 5525、JIS
A 5526 の規格に適合すること。

（１）外観検査
使用上、有害な欠陥（ひび割れ・損傷など）が無
いこと。

（２）形状・寸法及び性能等は、JIS A 5337の規
格に適合すること。

（財）日本建築センターの評定又は評価基準

（社）コンクリートパイル建設技術協会の評価基
準に適合すること。

（１）外観・形状検査は、全数について行う。

（２）寸法、引張試験、負圧試験、耐薬品性試
験及びビカット軟化温度試験は、日本下水
道協会発行の「検査証明書」の写しによる。

（１）外観・形状検査は、全数について行う。

（２）寸法、引張試験、負圧試験、耐薬品性試
験及び荷重たわみ温度試験は日本下水道
協会発行の「検査証明書」の写しによる。

（１）外観検査は全数について行う。

（２）形状・寸法及び材料等は、「規格証明
書」（品質を含む）又は「試験成績表」を提出
する。

（１）外観検査は全数について行う。

（２）形状・寸法及び材料等は、「規格証明
書」（品質を含む）又は「試験成績表」を提出
する。

（１）外観検査は全数について行う。

（２）形状・寸法及び材料等は、「規格証明
書」（品質を含む）又は「試験成績表」を提出
する。
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品質管理基準及び規格値

種
別

試
験
区
分

工　種

試験成
績表等
による
確認

試験方法 試験時期・頻度 摘　　要試験項目 規格値

必
須

目視による
溶接継手部の全数について溶接前、溶接
中、溶接後の各工程ごとに行う。

そ
の
他

JIS Z 3060 による

突合せ溶接線（溶接長さ）の10%以上につい
て行う。

（社）日本非破壊検査協会（超音波検査）の
認定技術者が行う。

施
工

（
セ
メ
ン
ト
ミ
ル
ク
工
法

）

そ
の
他

JIS A 1108 による（コ
ンクリートの圧縮強度
試験）

（１）本杭で継手のない場合は、30本ごと又は
その端数につき1回行う。

（２）本杭で継手のある場合は、20本ごと又は
その端数につき1回行う。

1回の試験の供試体の数は3個とする。

※供試体は土木学「PC設計施工指針」のブ
リージング率及び膨張率試験方法案による。

施
工

そ
の
他

杭の載荷試験 設計図書による。 〇

そ
の
他

杭の載荷試験 設計図書による。 〇

（１）孔内水位については杭ごとに必要に応
じて測定する。
（２）有効性試験（比重、粘性、ろ過水量、
PH、砂分）は杭ごとに又は１日に１回測定す
る。

　
4
5
.

基
礎
杭
工

（
既
製
杭

）

施
工

（
鋼
管
杭

、
H
鋼
杭
の
現
場
溶
接

）

外観

超音波探傷試験

根固め液及び杭周固
定液の圧縮強度試験

支持力試験

　
4
5
.

基
礎
杭
工

（
現
場
打
ち
杭

）

施
　
　
　
　
工

必
　
　
須

安定液等の孔内水
位、安定液の有効性
試験

支持力試験

溶接部の割れ、ﾋﾟｯﾄ、ｱｯﾀｰｶｯﾄ、ｵｰﾊﾞｰﾗｯﾌﾟ、ｻ
ｲｽﾞ不足、溶け落ちが無いこと。

JIS Z 3060 の3類以上

圧縮強度（N/mm2）
　・根固め液
　　　　20以上
　・杭周固定液
　　　　0.5以上
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木材の加圧式防腐
処理方法

JIS A 9002

○

木材の浸漬式防腐
処理方法 ○

含水率 JAS

○

保存処理材浸度試
験

JAS

○

数量 施工後に数量を検
査

pH(H₂O) 簡易ph計 4.5～8.0

○

有害物質 電気伝導度
（ECメーター）

0.1～1.0mS/cm

○

数量 材料検査時に数量
を検査

高さ（Ｈ） 計測用具による計
測

設計値≦Ｈ

幹周（Ｃ） 計測用具による計
測

設計値≦Ｃ＜上位階級の寸法値

枝張（Ｗ） 計測用具による計
測

設計値≦Ｗ

数量 材料検査時に数量
を検査

高さ（Ｈ） 計測用具による計
測

設計値≦Ｈ＜上位階級の寸法値

枝張（Ｗ） 計測用具による計
測

設計値≦Ｗ

数量 材料検査時に数量
を検査

高さ（Ｈ） 計測用具による計
測

設計値≦Ｈ

幹周（Ｃ） 計測用具による計
測

設計値≦Ｃ＜上位階級の尺法値

枝張又は尺（Ｗ） 計測用具による計
測

設計値≦Ｗ

数量 材料検査時に数量
を検査

茎長（Ｌ） 計測用具による計
測

設計値≦Ｌ

芽立 目視 設計値≦芽立数

数量 材料検査時に数量
を検査

品質管理基準及び規格値

試験項目
種
別

試
験
区
分

工　種

試験成
績表等
による
確認

試験方法 規格値 試験時期・頻度 摘　　要

　

　

材
料

材
料

必
須

そ
の
他

樹種別、規格別に各設計数量の10％を計
測する。

※規格値については生産地によりばらつ
きがあり、これによって支障が生じる場
合には監督員との協議により決定する。

46　木材

47　造園材料
（客土）

材
料

そ
の
他

47　造園材料
（特殊樹木）

材
料

必
須

47　造園材料
（高木）

樹種別、規格別に各設計数量の10％を計
測する。

　

47　造園材料
（中低木）

樹種別、規格別に各設計数量の10％を計
測する。

※規格値については生産地によりばらつ
きがあり、これによって支障が生じる場
合には監督員との協議により決定する。

　材
料

必
須

47　造園材料
（地被類）

材
料

必
須

設計数量の1％を計測する。

※規格値については生産地によりばらつ
きがあり、これにより支障が生じる場合
には監督員との協議により決定する。
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土粒子の密度試験 JIS A 1202

粒度試験 JIS A 1204

含水比試験 JIS A 1203

液性限界・壁性限
界試験

JIS A 1205

突固めによる土の
締固め試験

JGS 0771

透水試験 JIS A 1218

三軸圧縮試験 JGS 0521、JGS
2533

そ
の
他

圧密試験 JGS 0771

含水比試験 JIS A 1203
又は、RI計器。
ただし、監督員と
の協議により簡便
法とすることがで
きる。

盛土施工日の着手前、及び盛土材料が変
わった時。

　

現場密度 JIS A 1214
又は、RI計器を用
いた締固め管理要
領（案）

最大乾燥密度の95％以上 盛り立て高さ0.6ｍ。かつ、施工延長50ｍ
に１回。

現場透水試験 JGS 1316 １×10－５㎝/Ｓ以下とする。ただし、監

督員との協議により、５×10－５㎝/Ｓ以
下とすることができる。

盛り立て高さ0.6ｍ。かつ、施工延長50ｍ
に１回。

刃金土に摘要。

材
料

48　ため池堤
体盛土工

透水試験は刃金土に適用。

施
工

必
須

必
須

品質管理基準及び規格値

試験項目
種
別

試
験
区
分

工　種 試験方法 規格値 試験時期・頻度 摘　　要

Ⅱ－58



（49　漁港漁場）

１．土

１－１　一般事項

区　分 管理項目 管理内容 管理方法 品質規格 測定頻度 結果の整理方法 備　考

種  類 観　察 〈特〉による。 施工中適宜

品　質 〈特〉による。 〈特〉による。 搬入前、採取地
毎に１回

〈特〉による。

種  類 観　察 〈特〉による。 施工中適宜

品　質 〈特〉による。 〈特〉による。 搬入前、採取地
毎１回

試験成績表を提出

種　類 観　察 〈特〉による。 施工中適宜

外　観 観　察 〈特〉による。 施工中適宜

品　質 〈特〉による。 〈特〉による。 搬入前、採取地
毎に１回

〈特〉による。

２．石材等

２－１　砂

区　分 管理項目 管理内容 管理方法 品質規格 測定頻度 結果の整理方法 備　考
外　観 観　察 異物の混入のな

いこと。
施工中適宜

種類、品質及び
粒度

JIS A 1102
JIS A 1204

〈特〉による。 搬入前、採取地
毎に１回

試験成績表を提出

シルト以下の細
粒含有率

〈特〉による。 〈特〉による。 特による。 試験成績表を提出

種　類 観　察 〈特〉による。 施工中適宜

外　観 観　察 異物の混入のな
いこと。

施工中適宜

最大粒径 観　察 〈特〉による。 施工中適宜

単位体積重量 〈特〉による。 〈特〉による。 搬入前、採取地
毎に１回

試験成績表を提出 湿潤又は飽和
状態の材料に
ついて単位体
積重量を確認
する。

外　観 観　察 異物の混入のな
いこと。

施工中適宜

種類、品質及び
粒度

JIS A 1102
JIS A 1204

〈特〉又はJIS
の規定による。

搬入前、採取地
毎に１回

試験成績表を提出

単位体積重量 〈特〉による。 〈特〉による。 搬入前、採取地
毎に１回

試験成績表を提出 湿潤又は飽和
状態の材料に
ついて単位体
積重量を確認
する。

２－２　砂利・砕石

区　分 管理項目 管理内容 管理方法 品質規格 測定頻度 結果の整理方法 備　考

外　観 観　察 異物の混入のな
いこと。

施工中適宜

粒　度 JIS A 1102
JIS A 1204

〈特〉による。 搬入前産地毎に
１回

試験成績表を提出

比　重 JIS A 1110 〈特〉による。 搬入前産地毎に
１回

試験成績表を提出

吸水量 JIS A 1110 〈特〉による。 搬入前産地毎に
１回

試験成績表を提出

１）埋立材 材　質

材　質２）裏埋材
３）盛土材

１）敷　砂
２）改良杭材
３）置換材

材　質

４）中詰砂 材　質

品質管理基準及び規格値

５）載荷材 材　質

４）採取土 材　質

１）砕　石 材　質
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品質管理基準及び規格値

２－３　石

区　分 管理項目 管理内容 管理方法 品質規格 測定頻度 結果の整理方法 備　考
外　観 観　察 第13編 1-3-4に

よる。
施工中適宜

石の種類 観　察 〈特〉による。 施工中適宜

比　重 JIS A 5006 〈特〉による。 産地毎に１回 試験成績表を提出 石質の変化が
ない場合は１
年以内の試験
成績表とす
る。

規定外質量の比
率

観　察 〈特〉及びJIS A
5006による。

施工中適宜

３．鋼　材

３－１　鋼矢板

区　分 管理項目 管理内容 管理方法 品質規格 測定頻度 結果の整理方法 備　考

化学成
分、機械
的性質

JIS に適合して
いること。

製造工場の試験成
績表(検査証明書)
により確認

JIS A 5523
JIS A 5528

搬入時、ロット
毎

試験成績表（検査
証明書）を提出

外　観 有害な傷、変形
等がないこと。

観　察 JIS A 5523
JIS A 5528

搬入時、全数

形状寸法 JIS 及び〈特〉
の形状寸法に適
合しているこ
と。

製造工場の試験成
績表(検査証明書)
により確認

JIS A 5523
JIS A 5528

搬入時 試験成績表（検査
証明書）を提出

溶接部 割れ、ブロー
ホール及びのど
厚並びにサイズ
の過不足等有害
な欠陥がないこ
と。

JIS Ｚ 3104 放射
線透過試験

〈特〉による。 〈特〉による。 試験成績表（検査
証明書）を提出

本体・付
属品の化
学成分、
機械的性
質

JIS に適合して
いること。

製造工場の試験成
績表(検査証明書)
により確認

JIS A 5530 搬入時、ロット
毎

試験成績表（検査
証明書）を提出

外　観 有害な傷、変形
等がないこと。

観　察 JIS A 5530 搬入時、全数

形状寸法 JIS 及び〈特〉
の形状寸法に適
合しているこ
と。

製造工場の試験成
績表(検査証明書)
により確認

JIS A 5530 搬入時 試験成績表（検査
証明書）を提出

工場出荷時の
測定表を含む

溶接部 割れ、ブロー
ホール及びのど
厚並びにサイズ
の過不足等有害
な欠陥がないこ
と。

JIS Ｚ 3104 放射
線透過試験

〈特〉による。 〈特〉による。 試験成績表（検査
証明書）を提出

１）鋼矢板

２）鋼管矢板

１）石 材　質
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写真管理基準（案）

1.総　則

1-1 適用範囲

　この写真管理基準は、建設工事施工管理基準（案）７に定める建設工事の工事写真
による管理（デジタルカメラを使用した撮影～提出）に適用する。
　また、写真を映像と読み替えることも可とする。

1-2 工事写真の分類

　工事写真は以下のように分類する。

2.撮影

2-1 撮影頻度

　工事写真は、撮影箇所一覧表に示す「撮影頻度」に基づき撮影するものとする。

2-2 撮影方法

　写真撮影にあたっては、以下の項目のうち必要事項を記載した小黒板を文字が判読
できるよう被写体とともに写しこむものとする。
　　①　工事名
　　②　工種等
　　③　測点（位置）
　　④　設計寸法
　　⑤　実測寸法
　　⑥　略図
　小黒板の判読が困難となる場合は、「デジタル写真管理情報基準　国土交通省」に
規定する写真情報（写真管理項目-施工管理値）に必要事項を記入し、整理する。
　また、特殊な場合で監督員が指示するものは、指示した項目を指示した頻度で撮影
するものとする。

工事写真

着手前及び完成写真（既済部分写真等含む）

施工状況写真

安全管理写真

使用材料写真

品質管理写真

出来形管理写真

災害写真

事故写真

その他（公害、環境、補償等）

1



写真管理基準（案）

2-3 情報化施工及び3次元データによる施工管理

　「３次元計測技術を用いた出来形管理要領(案）」による出来形管理を行った場合
には、出来形管理写真の撮影頻度及び撮影方法は、写真管理基準のほか、同要領の規
定による。
　また、「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理要領」による品質管理を行った
場合には、品質管理写真の撮影頻度及び撮影方法は、写真管理基準のほか、同要領の
規定による。
（※各要領は国土交通省のものを使用する。）

2-4 写真の省略

工事写真は以下の場合に省略する。
（1）品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明書を保管整備できる場
　合は、撮影を省略する。
（2）出来形管理写真について、完成後測定可能な部分については、出来形管理状況
　のわかる写真を工種ごとに１回撮影し、後は撮影を省略する。
（3）監督員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略する。臨
　場時の状況写真は不要。

2-5 写真の編集等

　写真の信憑性を考慮し、写真編集は認めない。ただし、デジタル工事写真の小黒板
情報の電子的記入は、これに当たらない。

2-6 撮影の仕様

写真の色彩やサイズは以下のとおりとする。
（1）写真はカラーとする。
（2）有効画素数は小黒板の文字が判読できることを指標とする。
　　（100万画素程度～300万画素程度＝１,200×900程度～2,000×1,500程度）

映像と読み替える場合は、以下も追加する。
（3）夜間など通常のカメラによる撮影が困難な場合は、赤外線カメラを用いる等確
　認可能な方法で撮影する。
（4）フレームレートは、実速度で撮影する場合は、30fps程度を基本とする。高倍
　速での視聴を目的とする場合は、監督員と協議の上、撮影時に必要な間隔でタイ
　ムラプス映像を撮影することができる。

2-7 撮影の留意事項

撮影箇所一覧表の適用について、以下を留意するものとする。
（1）「撮影項目」、「撮影頻度」等が工事内容に合致しない場合は、監督員の指示
　により追加、削減するものとする。
（2）不可視となる出来形部分については、出来形寸法（上墨寸法含む）が確認でき
　るよう、特に注意して撮影するものとする。
（3）撮影箇所がわかりにくい場合には、写真と同時に見取り図（撮影位置図、平面
　図、凡例図、構造図など）を参考図として作成する。
（4）撮影箇所一覧表に記載のない工種については監督員と写真管理項目を協議のう
　え取り扱いを定めるものとする。
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写真管理基準（案）

3.整理提出

　撮影箇所一覧表の「撮影頻度」に基づいて撮影した写真原本を電子媒体に格納し、
監督員に提出するものとする。
　写真ファイルの整理及び電子媒体への格納方法（各種仕様）は「デジタル写真管理
情報基準（国土交通省）」に基づくものとする。

4. その他

撮影箇所一覧表の整理条件の用語の定義
(1) 適宜とは、設計図書の仕様が写真により確認できる必要最小限の箇所や枚数の
　ことをいう。
(2) フィルムカメラを使用した撮影～提出とする場合は、「写真管理基準（案）令
　和2年8月」を参考に監督員と提出頻度等を協議の上、取扱いを定めるものとする。

3



（第15編　水道・工業用水道編除く）

撮影項目 撮影頻度〔時期〕

着手前・完成 着手前 全景又は代表部分写真 着手前１回

〔着手前〕

完成 全景又は代表部分写真 施工完了後１回

〔完成後〕

施工状況 工事施工中 全景又は代表部分の工
事進捗状況

月１回

〔月末〕

施工中の写真 工種、種別毎に設計図書、施
工計画書に従い施工している
ことが確認できるように適宜

〔施工中〕

創意工夫・社会性等に関する
実施状況が確認できるように
適宜

〔施工中〕

仮設(指定仮設) 使用材料、仮設状況、
形状寸法

１施工箇所に１回

〔施工前後〕

図面との不一致 図面と現地との不一致
の写真

必要に応じて

〔発生時〕

ただし、「３次元計測技術を
用いた出来形管理要領（案）
における空中写真測量（ＵＡ
Ｖ）」による場合は、撮影毎
に1回（写真測量に使用した
すべての画像（ICONフォルダ
に格納））
〔発生時〕

ただし、「３次元計測技術を
用いた出来形管理要領（案）
における地上型レーザース
キャナ（ＴＬＳ）、地上移動
体搭載型レーザースキャナー
（地上移動体搭載型ＬＳ）、
無人航空機搭載型レーザース
キャナー（ＵＡＶレー
ザー）、ＴＳ（ノンプリズム
方式）、ＴＳ等光波方式、Ｒ
ＴＫ－ＧＮＳＳ」による場合
は、計測毎に１回
〔発生時〕

撮影箇所一覧表（全体）

区分
写真管理項目

摘要

工事打合簿に添付す
る。

創意工夫･社会性等に
関する実施状況の提出
資料に添付
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（第15編　水道・工業用水道編除く）

撮影項目 撮影頻度〔時期〕

撮影箇所一覧表（全体）

区分
写真管理項目

摘要

安全管理 安全管理 各種標識類の設置状況 各種類毎に１回

〔設置後〕

各種保安施設の設置状
況

各種類毎に１回

〔設置後〕

監視員交通整理状況 各１回

〔作業中〕

安全訓練等の実施状況 実施毎に１回

〔実施中〕

使用材料 使用材料 形状寸法 各品目毎に１回

使用数量 〔使用前〕

保管状況

品質証明 各品目毎に１回

(JISマーク表示）

検査実施状況 各品目毎に１回

〔検査時〕

品質管理

不可視部分の施工 適宜

出来形管理

不可視部分の施工 適宜

出来形管理基準が定め
られていない

監督員と協議事項

災害 被災状況 被災状況及び被災規模
等

その都度

〔被災前〕
〔被災直後〕
〔被災後〕

事故 事故報告 事故の状況 その都度

〔発生前〕
〔発生直後〕
〔発生後〕

補償関係外 補償関係 被害又は損害状況等 その都度

〔発生前〕
〔発生直後〕
〔発生後〕

環境対策 各施設設置状況 各種毎１回

イメージアップ等 〔設置後〕

発生前は付近の写真で
も可

実施状況資料に添付す
る。

別添　撮影箇所一覧表（品質管理）に準じて撮影

別添　撮影箇所一覧表（出来形管理）に準じて撮影

品質証明に添付する。
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【第15編 水道・工業用水道編】

撮影項目 撮影頻度〔時期〕

着手前・完成 着手前 全景又は代表部分写真 着手前１回　〔着手前〕

完成 全景又は代表部分写真 施工完成後１回　〔完成時〕

安全管理写真 安全管理 各種標識類の設置状況 各種類毎に１回
〔設置後〕

各種保安設備の設置状
況

各種類毎に１回
〔設置後〕

交通整理員の設置
作業状況

各１回
〔作業中〕

材料検収写真 使用材料 形状寸法 各品目ごとに１回
〔使用前〕

検査実施状況 各品目ごとに１回
〔検査時〕

品質管理写真 路盤支持力測定 試験実施状況 各１回
〔試験実施中〕

出来形管理写真 舗装切断 舗装カッター切断状況 ２～３回
〔施工中〕

掘削状況 ２～３回　〔掘削中〕

２測点に１回
〔矢板建込中〕

２測点に１回
〔基面整正後〕

幅、高さ、長さ 各箇所１回　〔発生時〕

転石破砕状況 ５～６回　〔施工中〕

残土 残土処分状況 ２～３回　〔処分中〕

基面整正工
(人力床均し)

施工状況
２測点に１回
〔施工中〕

管布設 布設状況 ２測点に１回　〔施工中〕

溶接 各工程 ５リングに１回　〔施工中〕

ダクタイル鋳鉄管接
合

各工程
100ｍに１回
〔施工中〕

管切断状況 ２～３回　〔施工中〕

切断長さ 各切断毎１回　〔切断前〕

切管設置状況 各箇所１回　〔設置後〕

据付状況 各箇所毎１回　〔施工中〕

据付完了写真 各箇所毎１回　〔据付後〕

埋戻し 各層毎の施工状況 ２測点に１回　〔施工中〕

舗装路盤 施工状況、転圧状況 ２測点に１回　〔施工中〕

舗装状況 ２測点に１回　〔施工中〕

舗装厚さ
２測点に１回
〔舗装完了後〕

矢板工 施工状況、設置状況
２測点に１回
〔施工中、後〕

支保工 施工状況、設置状況
２測点に１回
〔施工中、後〕

水替工 水替状況 ２～３回 〔施工中〕

その他
図面との不一致

図面と現地の不一致の
写真

必要に応じて
〔発生時〕

機械掘削 ２測点に１回

人力掘削 ２測点に１回

人力埋戻し ２測点に１回

機械埋戻し ２測点に１回

管布設 ２測点に１回

工事用道路 ２測点に１回

土留め矢板 ２測点に１回

転石

管切断

空気弁、仕切弁

アスコン

撮影箇所一覧表（全体）

区分
写真管理項目

摘要

掘削
掘削幅、掘削深、床幅
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 撮影項目  撮影頻度　[時期]

塩化物総量規制

スランプ試験

ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度試験 圧縮強度試験
に使用したコン
クリートの供試
体が、当該現場
の供試体である
ことが確認でき
るもの

空気量測定 品質に変化が見られた場合
[試験実施中]

ｺﾝｸﾘｰﾄの曲げ強度試験 コンクリートの種類毎に１回
[試験実施中]

コンクリート舗装
の場合適用

コアによる強度試験

ｺﾝｸﾘｰﾄの洗い分析試験

ひび割れ調査

ﾃｽﾄﾊﾝﾏｰによる強度推定調査

コアによる強度試験 ﾃｽﾄﾊﾝﾏｰ試験により必要が認められた時
[試験実施中]

外観検査

超音波探傷検査

外観検査 検査毎に１回
[検査実施中]

浸透探傷試験

放射線透過試験

超音波探傷試験

水セメント比試験

ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸの圧縮強度試験

現場密度の測定 各種路盤毎に１回
 [試験実施中]

プルフローリング 路盤毎に１回
[試験実施中]

平板載荷試験 各種路盤毎に１回
 [試験実施中]

骨材のふるい分け試験

土の液性限界・塑性限界試験

含水比試験

現場密度の測定

粒度

平板載荷試験

土の液性限界・塑性限界試験

含水比試験

6 ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤 アスファルト舗装に準拠 　

粒度

現場密度の測定

含水比試験 観察により異常が認められた場合
[試験実施中]

セメント量試験 品質に異常が認められた場合
[試験実施中]

試験毎に１回
 [試験実施中]

3

各種路盤毎に１回
 [試験実施中]

観察により異常が認められた場合
[試験実施中]

上層路盤 

検査毎に１回
[検査実施中]

ガス圧接

既製杭工

下層路盤

品質に異常が認められた場合
[試験実施中]

2

4

工種

1

セメント・コンクリート(転
圧コンクリート・コンク
リートダム・覆工コンク
リート・吹付けコンクリー
トを除く）
（施工後試験）

セメント・コンクリート(転
圧コンクリート・コンク
リートダム・覆工コンク
リート・吹付けコンクリー
トを除く）
（施工）

番号

撮影箇所一覧表（品質管理）
写真管理項目

摘要

品質に異常が認められた場合
[試験実施中]

コンクリートの種類毎に１回
[試験実施中]

対象構造物毎に１回
[試験実施中]

各種路盤毎に１回
[試験実施中]

5

ｾﾒﾝﾄ安定処理路盤
（施工）

7
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 撮影項目  撮影頻度　[時期]
工種番号

撮影箇所一覧表（品質管理）
写真管理項目

摘要

粒度

ｱｽﾌｧﾙﾄ量抽出粒度分析試験

温度測定

水浸ﾎｲｰﾙﾄﾗｯｷﾝｸﾞ試験

ﾎｲｰﾙﾄﾗｯｷﾝｸﾞ試験

ﾗﾍﾞﾘﾝｸﾞ試験

現場密度の測定

温度測定

外観検査

すべり抵抗試験

ｺﾝｼｽﾃﾝｼｰVC試験

ﾏｰｼｬﾙ突き固め試験

ﾗﾝﾏｰ突き固め試験

ｺﾝｸﾘｰﾄの曲げ強度試験

温度測定 （コンクリート） コンクリートの種類毎に１回
[温度測定中]

現場密度の測定

ｺｱによる密度測定

貫入試験40℃

ﾘｭｴﾙ流動性試験240℃

ﾎｲｰﾙﾄﾗｯｷﾝｸﾞ試験

曲げ試験

粒度

ｱｽﾌｧﾙﾄ量抽出粒度分析試験

温度測定

ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
(舗設現場)

温度測定 合材の種類毎に１回
[試験実施中]

現場密度の測定 路床または施工箇所毎に１回
[試験実施中]
ただし、「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固
め管理要領」による場合は、写真管理を省
略する

プルーフローリング

平板載荷試験

現場ＣＢＲ試験

含水比試験 降雨後または含水比の変化が認められた
場合
[試験実施中]

たわみ量 ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞの不良個所について実施
[試験実施中]

含水比試験 降雨後または含水比の変化が認められた
場合
[試験実施中]

現場密度の測定 材質毎に１回
[試験実施中]
ただし、「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固
め管理要領」による場合は、写真管理を省
略する

プルーフローリング 工種毎に１回
[試験実施中]

平板載荷試験

現場ＣＢＲ試験

たわみ量 ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞの不良個所について実施
[試験実施中]

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
（舗設現場）

合材の種類毎に１回
[試験実施中]

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
（プラント）

合材の種類毎に１回
[試験実施中]

コンクリートの種類毎に１回
[試験実施中]

9 転圧ｺﾝｸﾘｰﾄ
（施工）

10

11

路床毎に１回
[試験実施中]

ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
(ﾌﾟﾗﾝﾄ)

合材の種類毎に１回
[試験実施中]

8

ｺﾝｸﾘｰﾄの種類毎に１回
[試験実施中]

路床安定処理工

12 表層安定処理工
（表層混合処理）

材質毎に１回
[試験実施中]
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 撮影項目  撮影頻度　[時期]
工種番号

撮影箇所一覧表（品質管理）
写真管理項目

摘要

13 固結工 土の一軸圧縮試験 材質毎に１回
[試験実施中]

ﾓﾙﾀﾙのﾌﾛｰ値試験

ﾓﾙﾀﾙの圧縮強度試験

多サイクル確認試験

１サイクル確認試験

15 補強土壁工 現場密度の測定 土質毎に１回
[試験実施中]
ただし、「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固
め管理要領」による場合は、写真管理を省
略する

塩化物総量規制

ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度試験

スランプ試験 ﾓﾙﾀﾙを除く

空気量測定

コアによる強度試験 品質に異常が認められた場合
[試験実施中]

ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度試験

塩化物総量規制

コアによる強度試験 品質に異常が認められた場合
[試験実施中]

スランプ試験 ﾓﾙﾀﾙを除く

空気量測定

ロックボルトの引抜き試験 試験毎に１回
[試験実施中]

現場密度の測定 土質毎に１回
[試験実施中]
ただし、「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固
め管理要領」による場合は、写真管理を省
略する

土の含水比試験 含水比に変化が認められた場合
[試験実施中]

コーン指数の測定 トラフィカビリティが悪い場合
[試験実施中]

20 砂防土工 現場密度の測定 土質毎に１回
[試験実施中]
ただし、「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固
め管理要領」による場合は、写真管理を省
略する

現場密度の測定 土質毎に１回
[試験実施中]
ただし、「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固
め管理要領」による場合は、写真管理を省
略する

ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 工種毎に１回
[試験実施中]

平板載荷試験

現場ＣＢＲ試験

含水比試験 降雨後又は含水比の変化が認められた場
合
[試験実施中]

コーン指数の測定 トラフィカビリティが悪い場合
[試験実施中]

たわみ量 ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞの不良個所について実施
[試験実施中]

17

18
19

21

配合毎に１回
[試験実施中]

品質に変化がみられた場合
[試験実施中]

河川・海岸土工
（施工）

土質毎に１回
[試験実施中]

道路土工
（施工）

現場吹付法枠工

16

品質に変化がみられた場合
[試験実施中]

配合毎に１回
[試験実施中]

アンカー工 適宜
[試験実施中]

14

吹付工（施工）
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 撮影項目  撮影頻度　[時期]
工種番号

撮影箇所一覧表（品質管理）
写真管理項目

摘要

岩石の見掛比重

岩石の吸水率

岩石の圧縮強さ

岩石の形状

アルカリ骨材反応対策

骨材の密度及び吸水率試験

骨材のふるい分け試験

砂の有機不純物試験

モルタルの圧縮強度による砂
の試験
骨材の微粒分量試験

粗骨材中の軟石量試験

骨材中の粘土塊量の試験

硫酸ﾅﾄﾘｳﾑによる骨材の安定
性試験
粗骨材のすりへり試験

骨材中の比重１．９５の液体に
浮く粒子の試験
練り混ぜ水の水質試験

塩化物総量規制 配合毎に１回
[試験実施中]

スランプ試験

空気量測定

ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度試験 圧縮強度試験
に使用したコン
クリートの供試
体が、当該現場
の供試体である
ことが確認でき
るもの

温度測定 気温・コンクリー
ト

ｺﾝｸﾘｰﾄの単位容積質量試験

ｺﾝｸﾘｰﾄの洗い分析試験

ｺﾝｸﾘｰﾄのﾌﾞﾘｰｼﾞﾝｸﾞ試験

ｺﾝｸﾘｰﾄの引張強度試験

ｺﾝｸﾘｰﾄの曲げ強度試験

スランプ試験 品質に変化が認められた場合
[試験実施中]

ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度試験

塩化物総量規制

空気量測定 品質に変化が認められた場合
[試験実施中]

コアによる強度試験

ｺﾝｸﾘｰﾄの洗い分析試験

22 産地又は岩質毎に１回
[試験実施中]

捨石工  

23 採取地毎に１回
[試験実施中]

配合毎に１回
[試験実施中]

コンクリートダム
(材料)

コンクリートダム
(施工)

24

砂質毎に１回
[試験実施中]

骨材毎に１回
[試験実施中]

品質に変化が認められた場合
[試験実施中]

覆工コンクリート
（ＮＡＴＭ）

配合毎に１回
[試験実施中]

品質に異常が認められた場合
[試験実施中]
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 撮影項目  撮影頻度　[時期]
工種番号

撮影箇所一覧表（品質管理）
写真管理項目

摘要

塩化物総量規制

ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度試験 圧縮強度試験
に使用したコン
クリートの供試
体が、当該現場
の供試体である
ことが確認でき
るもの

スランプ試験

空気量測定

コアによる強度試験 品質に異常が認められた場合
[試験実施中]

吹付けコンクリートの初期強度 トンネル施工長40mごとに1回

ﾓﾙﾀﾙの圧縮強度試験

ﾓﾙﾀﾙのﾌﾛｰ値試験

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄの引抜き試験 適宜

修正ＣＢＲ試験

土の粒度試験

土の含水比試験

土の液性限界・塑性限界試験

現場密度の測定

土の一軸圧縮試験

ＣＡＥの一軸圧縮試験

含水比試験

旧ｱｽﾌｧﾙﾄ針入度

旧ｱｽﾌｧﾙﾄの軟化点

現場密度の測定

温度測定

かきほぐし深さ

粒度

ｱｽﾌｧﾙﾄ量抽出粒度分析試験

粒度

アスファルト量抽出粒度分析試
験

温度測定

水浸ﾎｲｰﾙﾄﾗｯｷﾝｸﾞ試験

ﾎｲｰﾙﾄﾗｯｷﾝｸﾞ試験

ﾗﾍﾞﾘﾝｸﾞ試験

ｶﾝﾀﾌﾞﾛ試験

温度測定

現場透水試験

現場密度の測定

外観検査

粒度

再生アスファルト量

水浸ﾎｲｰﾙﾄﾗｯｷﾝｸﾞ試験

ﾎｲｰﾙﾄﾗｯｷﾝｸﾞ試験

ﾗﾍﾞﾘﾝｸﾞ試験

外観検査

温度測定

現場密度の測定

吹付けコンクリート
（ＮＡＴＭ）

25 配合毎に１回
[試験実施中]

27 路上再生路盤工
（材料）

材料毎に１回
[試験実施中]

26 ロックボルト
(NATM)

配合毎に１回
[試験実施中]

品質に変化が認められた場合
[試験実施中]

路上表層再生工
（施工）

路上表層再生工
（材料）

材料毎に１回
[試験実施中]

合材の種類毎に１回
[試験実施中]

材料毎に１回
[試験実施中]

排水性舗装工・透水性
舗装工
(プラント）

路上再生路盤工
（施工）

材料毎に１回
[試験実施中]

28

排水性舗装工・透水性
舗装工
(舗設現場）

29

30 合材の種類毎に１回
[試験実施中]

プラント再生舗装工
（プラント）

プラント再生舗装工
（舗設現場）

合材の種類毎に１回
[試験実施中]

合材の種類毎に１回
[試験実施中]
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 撮影項目  撮影頻度　[時期]
工種番号

撮影箇所一覧表（品質管理）
写真管理項目

摘要

31 工場製作工 外観検査 １橋に１回又は１工事に１回
〔現物照合時〕

在庫品切出 当初の物件で１枚
〔切出時〕
※他は焼き増し

機械試験 １橋に１回又は１工事に１回
〔試験実施中〕

表面粗さ

ノッチ深さ

スラグ

上縁の溶け

平面度

ベベル精度

真直度

引張試験

型曲げ試験

衝撃試験

マクロ試験

非破壊試験

突合せ継手の内部欠陥に対す
る検査
外観検査

曲げ試験

ハンマー打撃試験 外観検査が不合格となったスタッドジベル
について
[試験実施中]

テーブルフロー試験 適宜
[試験実施中]

土の一軸圧縮試験 材質毎に１回
［試験実施中］

ふるい分け試験
（粒度試験）
含水比試験

現場密度の測定

圧縮強度試験

六価クロム溶出試験

含水率試験 １施工箇所または
材料毎に１回

密度試験
（セメントミルク密度）

１施工箇所１回

圧縮強度試験 １施工箇所または
材料毎に１回

六価クロム溶出試験 １回／１材料
［試験実施中］

35 砂防ソイルセメント
（転圧タイプ）

１回／１材料
［試験実施中］

36 砂防ソイルセメント
（流動タイプ）

ガス切断工 試験毎に１回
[試験実施中]

試験毎に１回
[試験実施中]

溶接工

34 中層混合処理

32

33
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（第12編　下水道編）

 撮影項目  撮影頻度　[時期]

管布施工（開削）
管渠材料
（下水道用鉄筋コンク
リート管）

外観検査 検査ごとに１回
〔検査実施中〕

管布施工（開削）
管渠材料
（下水道用硬質塩化ビ
ニル管）

外観・形状検査 検査ごとに１回
〔検査実施中〕

管布施工（開削）
管渠材料
（下水道用リブ付き硬質
塩化ビニル管）

外観・形状検査 検査ごとに１回
〔検査実施中〕

管布施工（開削）
管渠材料
（下水道用強化プラス
チック複合管）

外観・形状検査 検査ごとに１回
〔検査実施中〕

管布施工（開削）
管渠材料
（下水道用レジンコンク
リート管）

外観・形状検査 検査ごとに１回
〔検査実施中〕

管布施工（開削）
管渠材料
（下水道用ボックスカル
バート）

外観検査 検査ごとに１回
〔検査実施中〕

管布施工（開削）
管渠材料
（下水道用ダクタイル鋳
鉄管）

外観検査 検査ごとに１回
〔検査実施中〕

管布施工（開削）
管渠材料
（鋼管）

外観検査 検査ごとに１回
〔検査実施中〕

管推進工
管渠材料
（下水道用推進工法用
鉄筋コンクリート管）

外観・形状検査 検査ごとに１回
[検査実施中]

管推進工
管渠材料
（下水道推進工法用ダ
クタイル鋳鉄管）

外観検査 検査ごとに１回
[検査実施中]

管推進工
管渠材料
（鋼管）

外観検査 検査ごとに１回
[検査実施中]

シールド工
管渠材料
（シールド工事用標準
コンクリート系セグメン
ト）

外観検査
（下水道協会規格外）
形状・寸法検査
水平仮組検査
性能検査

検査ごとに１回
[検査実施中]

シールド工
管渠材料
（シールド工事用標準
鋼製セグメント）

外観検査
（下水道協会規格外）
材料検査
形状・寸法検査
溶接検査
水平仮組検査
性能検査

検査ごとに１回
 [検査実施中]

管きょ更生工
更生材料
（反転・形成工法）

更生材の曲げ試験（短期）
更生材の耐薬品性能試験

試験毎に１回

管きょ更生工
更生材料
（製管工法）

更生材の圧縮強度試験
更生材の耐薬品性能試験

試験毎に１回

37

撮影箇所一覧表（品質管理）

番号 工種
写真管理項目

摘要

38

39

40 最新版の「管
きょ更生工法に
おける設計・施
工管理ガイドラ
イン（案）」に準
拠して実施す
る。
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（第12編　下水道編）

 撮影項目  撮影頻度　[時期]

撮影箇所一覧表（品質管理）

番号 工種
写真管理項目

摘要

マンホール設置工
管渠材料
（組立マンホール側塊）

外観検査 検査ごとに１回
〔検査実施中〕

マンホール設置工
管渠材料
（下水道用鋳鉄製マン
ホールふた）

外観・形状検査 検査ごとに１回
〔検査実施中〕

マンホール設置工
管渠材料
（マンホール足掛け金
物）

外観検査 検査ごとに１回
〔検査実施中〕

マンホール設置工
管渠材料
（下水道用塩化ビニル
製小型マンホール）

外観・形状検査 検査ごとに１回
〔検査実施中〕

ます設置工
管渠材料
（下水道用鋳鉄製防護
ふた）

外観・形状検査 検査ごとに１回
〔検査実施中〕

ます設置工
管渠材料
（下水道用硬質塩化ビ
ニル製ます）

外観・形状検査 検査ごとに１回
〔検査実施中〕

ます設置工
管渠材料
（下水道用ポリプロピレ
ン製ます）

外観・形状検査 検査ごとに１回
〔検査実施中〕

外観検査 検査ごとに１回
 [検査実施中]

超音波探傷試験

根固め液及び杭周固定液の圧
縮強度試験

支持力試験

安定液等の孔内水位、安定液
の有効性試験

支持力試験

41

42

43 基礎杭工
（既製杭）

試験ごとに１回
〔試験実施中〕

試験ごとに１回
〔試験実施中〕

基礎杭工
（場所打ち杭）
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（第14編　植栽工編）

 撮影項目  撮影頻度　[時期]

pH(H2O)[簡易pH計]

有害物質[電気伝導率(ECメー
ター)]
高さ

幹周

枝張

高さ

枝張

高さ

幹周

枝張又は尺

芽長

芽立

木材の加圧式防腐処理方法

クレオソート油、加工タール、
タールピッチ（特記による）

木材の浸漬式防腐処理方法

含水率

保存処理剤浸度試験

樹種別、規格別に1回
[試験実施中]

44

材料毎に１回
［試験実施中］

45

樹種別、規格別に1回
[試験実施中]

造園材料（地被類）

木材

工種

造園材料（特殊樹木）

番号

撮影箇所一覧表（品質管理）

写真管理項目
摘要

樹種別、規格別に1回
[試験実施中]

造園材料（客土） 採取地毎に１回
[試験実施中]

造園材料（高木） 樹種別、規格別に1回
[試験実施中]

造園材料（中低木）
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 撮影項目  撮影頻度　[時期]
工種番号

撮影箇所一覧表（品質管理）
写真管理項目

摘要

46
漁港漁場 水産庁漁港漁場整備部監修の「漁港漁場関係工事共通仕様書」を準拠するものとする。
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【第1編　共通編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

土質等の判別 地質が変わる毎に１回
〔掘削中〕
200ｍ又は１施工箇所に１回
〔掘削後〕
「３次元計測技術を用いた出来形
管理要領（案）土工編　多点計測
技術（面管理の場合）」による場合
は
１工事に1回
〔掘削後〕

・出来映えの撮
影
・TS等の設置状
況と出来形計測
対象点上のプリ
ズムの設置状況
（プリズムが必要
な場合のみ）が
わかるように撮
影

　「３次元計測技術を用いた出来形
管理要領（案）　土工編　多点計測
技術（面管理の場合）」に基づき写
真測量に用いた画像を納品する場
合には、写真管理に代えることが
出来る。

200ｍに１回
〔巻出し時〕

　「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締
固め管理要領」における「締固め
層厚分布図」を提出する場合は写
真不要

締固め状況 転圧機械又は地質が変わる毎に１
回
〔締固め時〕

200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

「３次元計測技術を用いた出来形
管理要領（案）土工編　多点計測
技術（面管理の場合）」による場合
は
１工事に1回
〔施工後〕

・出来映えの撮
影
・TS等の設置状
況と出来形計測
対象点上のプリ
ズムの設置状況
（プリズムが必要
な場合のみ）が
わかるように撮
影

　「３次元計測技術を用いた出来形
管理要領（案）土工編　多点計測
技術（面管理の場合）」に基づき写
真測量に用いた画像を納品する場
合には、写真管理に代えることが
出来る。

1-2-3-3

撮影箇所一覧表（出来形管理）

章編
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要

1-2-3-2

２
土
工

１
共
通
編

１
共
通
編

節 条

２
土
工

3

法長
※右のいずれか
で撮影する。

巻出し厚

法長
幅
※右のいずれか
で撮影する。

盛土工３
河
川
・
海
岸
・
砂
防
土
工

掘削工2３
河
川
・
海
岸
・
砂
防
土
工
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【第1編　共通編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

章編
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要節 条

１
共
通
編

２
土
工

３
河
川
・
海
岸
・
砂
防
土
工

4 盛土補強工
（補強土（テールアルメ）壁工
法）
（多数アンカー式補強土工法）
（ジオテキスタイルを用いた補
強土工法）

厚さ 120ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

1-2-3-4

１
共
通
編

２
土
工

３
河
川
・
海
岸
・
砂
防
土
工

5 法面整形工
（盛土部）

仕上げ状況
厚さ

120ｍ又は１施工箇所に１回
〔仕上げ時〕

1-2-3-5

１
共
通
編

２
土
工

３
河
川
・
海
岸
・
砂
防
土
工

6 堤防天端工 厚さ
幅

200ｍに１回
〔施工後〕

1-2-3-6

土質等の判別 地質が変わる毎に１回
〔掘削中〕

200ｍ又は１施工箇所に１回
〔掘削後〕

「３次元計測技術を用いた出来形
管理要領（案）土工編　多点計測
技術（面管理の場合）」による場合
は
１工事に1回
〔掘削後〕

・出来映えの撮
影
・TS等の設置状
況と出来形計測
対象点上のプリ
ズムの設置状況
（プリズムが必要
な場合のみ）が
わかるように撮
影

　「３次元計測技術を用いた出来形
管理要領（案）土工編　多点計測
技術（面管理の場合）」に基づき写
真測量に用いた画像を納品する場
合には、写真管理に代えることが
出来る。

１
共
通
編

４
道
路
土
工

２
土
工

2 1-2-4-2

法長
※右のいずれか
で撮影する。

掘削工
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【第1編　共通編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

章編
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要節 条

200ｍに１回
〔巻出し時〕

　「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締
固め管理要領」における「締固め
層厚分布図」を提出する場合は写
真不要

締固め状況 転圧機械又は地質が変わる毎に１
回
〔締固め時〕

200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

「３次元計測技術を用いた出来形
管理要領（案）土工編　多点計測
技術（面管理の場合）」による場合
は
１工事に1回
〔施工後〕

・出来映えの撮
影
・TS等の設置状
況と出来形計測
対象点上のプリ
ズムの設置状況
（プリズムが必要
な場合のみ）が
わかるように撮
影

　「３次元計測技術を用いた出来形
管理要領（案）土工編　多点計測
技術（面管理の場合）」に基づき写
真測量に用いた画像を納品する場
合には、写真管理に代えることが
出来る。

１
共
通
編

２
土
工

４
道
路
土
工

5 法面整形工
（盛土部）

仕上げ状況
厚さ

200ｍ又は１施工箇所に１回
〔仕上げ時〕

1-2-4-5

平均間隔 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設毎に１回
(重要構造物かつ主鉄筋について
適用)

かぶり ｺﾝｸﾘｰﾄ打設毎に１回
(重要構造物かつ主鉄筋について
適用)

１
共
通
編

３
無
筋

、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト

７
鉄
筋
工

4 2 組立て
※新設のｺﾝｸﾘｰﾄ構造物の内、
橋梁上部工事と下部工事

非破壊試験
（電磁誘導法、
電磁波ﾚｰﾀﾞ法）

試験毎に１回
〔試験実施中〕

1-3-7-4

1-3-7-4１
共
通
編

３
無
筋

、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト

７
鉄
筋
工

組立て14

１
共
通
編

２
土
工

４
道
路
土
工

3
4

1-2-4-3巻出し厚

法長
幅
※右のいずれか
で撮影する。

路体盛土工
路床盛土工
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【第3編　土木工事共通編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

根入長 40ｍ又は１施工箇所に１回
〔打込前後〕

変位 40ｍ又は１施工箇所に１回
〔打込後〕

数量 全数量
〔打込後〕

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

5 縁石工
（縁石・アスカーブ）

出来ばえ 種別毎に１回
〔施工後〕

3-2-3-5

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

6 小型標識工 基礎幅
基礎高さ
根入れ長

基礎タイプ毎５箇所に１回
〔施工後〕

3-2-3-6

※基礎幅
※基礎高さ

１施工箇所に１回
（※印は現場打ち部分がある場合）
 〔施工後〕

パイプ取付高 １施工箇所に１回
 〔施工後〕

※基礎幅
※基礎高さ
※配筋状況

１施工箇所に１回
（※印は現場打ち部分がある場合）
〔施工後〕

ビーム取付高 １施工箇所に１回
〔施工後〕

※基礎幅
※基礎高さ
※基礎延長

１施工箇所に１回
（※印は現場打ち部分がある場合）
〔施工後〕

ケーブル取付高 １施工箇所に１回
〔施工後〕

撮影箇所一覧表（出来形管理）

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要節 条編 章

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

3-2-3-7防止柵工
（立入防止柵）
（転落（横断）防止柵）
（車止めポスト）

３
共
通
的
工
種

7

3-2-3-8

矢板工
〔指定仮設・任意仮設は除く〕
（鋼矢板）
（軽量鋼矢板）
（コンクリート矢板）
（広幅鋼矢板）
（可とう鋼矢板）

３
共
通
的
工
種

4３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

3-2-3-4

3-2-3-82 路側防護柵工
（ガードケーブル）

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

1 路側防護柵工
（ガードレール）

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

8

３
共
通
的
工
種

8
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【第3編　土木工事共通編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要節 条編 章

材料使用量 全数量
〔施工前後〕

出来ばえ 施工日に１回
〔施工前後〕

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

10 道路付属物工
（視線誘導標）
（距離標）

高さ １施工箇所に１回
〔施工後〕

3-2-3-10

材料使用量
（塗料缶）

全数量
〔使用前後〕

素地調整状況
（塗替）

スパン毎、部材別
〔施工前後〕

塗装状況 各層毎に１回
〔塗装後〕

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

12 1 プレテンション桁製作工
（購入工）
（けた橋）

断面の外形寸法
橋桁のそり
横方向の曲がり

１スパンに１回
〔製作後〕

3-2-3-12

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

12 2 プレテンション桁製作工
（購入工）
（スラブ橋）

断面の外形寸法
橋桁のそり
横方向の曲がり

１スパンに１回
〔製作後〕

3-2-3-12

シース、PC鋼材
配置状況

桁毎に１回
〔打設前〕

幅（上）
幅（下）
高さ

桁毎に１回
〔型枠取外後〕

中詰め及びグラ
ウト状況

１スパンに１回
〔施工時〕

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

３
土
木
工
事
共
通
編

11２
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

３
共
通
的
工
種

13

3-2-3-9

3-2-3-13

3-2-3-11

区画線工9

コンクリート面塗装工

ポストテンション桁製作工３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工
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【第3編　土木工事共通編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要節 条編 章

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

14 1 プレキャストセグメント製作工
（購入工）

断面の外形寸法 １スパンに１回
〔製作後〕

3-2-3-14

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

14 2 プレキャストセグメント主桁組立
工

組立状況 １スパンに１回
〔組立時〕

3-2-3-14

シース、PC鋼材
配置状況

桁毎に１回
〔打設前〕

幅
厚さ

桁毎に１回
〔型枠取外し後〕

中詰め及びグラ
ウト状況

１スパンに１回
〔施工時〕

シース、PC鋼材
配置状況

桁毎に１回
〔打設前〕

幅（上）
幅（下）
高さ

桁毎に１回
〔型枠取外し後〕

内空幅
内空高さ

桁毎に１回
〔型枠設置後〕

中詰め及びグラ
ウト状況

１スパンに１回
〔施工時〕

シース、PC鋼材
配置状況

桁毎に１回
〔打設前〕

幅（上）
幅（下）
高さ

桁毎に１回
〔型枠取外し後〕

内空幅
円空高さ

桁毎に１回
〔型枠設置後〕

中詰め及びグラ
ウト状況

１スパンに１回
〔施工時〕

３
共
通
的
工
種

16

3-2-3-15

ＰＣ箱桁製作工16３
土
木
工
事
共
通
編

3-2-3-16

ＰＣホロースラブ製作工

1

2

３
共
通
的
工
種

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

２
一
般
施
工

２
一
般
施
工

15

3-2-3-16ＰＣ押出し箱桁製作工３
土
木
工
事
共
通
編
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【第3編　土木工事共通編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要節 条編 章

数量 全数量
〔製作後〕

ブロックの形状
寸法

形状寸法変わる毎に１回
〔製作後〕

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

18 沈床工 格子寸法
厚さ
割石状況
幅

40ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

3-2-2-18

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

19 捨石工 幅 200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

3-2-3-19

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

22 階段工 幅
高さ
長さ

１施工箇所に１回
〔施工後〕

3-2-3-22

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

24 1 伸縮装置工
（ゴムジョイント）

設置状況 １スパンに１回
〔設置後〕

3-2-3-24

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

24 2 伸縮装置工
（鋼製フィンガージョイント）

設置状況 １スパンに１回
〔設置後〕

3-2-3-24

根固めブロック工17 3-2-3-17３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

Ⅲ－7



【第3編　土木工事共通編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要節 条編 章

胴込裏込厚 120ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工中〕

法長 200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

26 2 多自然型護岸工
（かごマット）

高さ
法長

200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

3-2-3-26

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

27 1 羽口工
（じゃかご）

法長
厚さ

200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

3-2-3-27

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

27 2 羽口工
（ふとんかご、かご枠）

高さ 200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

3-2-3-27

据付状況 200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工中〕

※幅
※高さ

200ｍ又は１施工箇所に１回
（※印は場所打ちのある場合）
〔埋戻し前〕

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

29 1 側溝工
（プレキャストＵ型側溝）
（Ｌ型側溝）
（自由勾配側溝）
（管渠）

据付状況 200ｍ又は１施工箇所に１回
〔埋戻し前〕

3-2-3-29

26 1 多自然型護岸工
（巨石張り、巨石積み）

3-2-3-26３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

3-2-3-28３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

28 プレキャストカルバート工
（プレキャストボックス工）
（プレキャストパイプ工）
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【第3編　土木工事共通編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要節 条編 章

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

29 2 場所打水路工 厚さ
幅
高さ

200ｍ又は１施工箇所に１回
〔型枠取外し後〕

3-2-3-29

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

29 3 暗渠工 幅
深さ

120ｍ又は１施工箇所に１回
〔埋戻し前〕

3-2-2-29

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

30 集水桝工 厚さ
幅
高さ

１施工箇所に１回
〔型枠取外し後〕

3-2-3-30

材料使用量
（塗料缶）

全数量
〔使用前後〕

ケレン状況
（塗替）

スパン毎、部材別
〔施工前後〕

塗装状況 各層毎１スパンに１回
〔塗装後〕

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

４
基
礎
工

1 一般事項
（切込砂利）
（砕石基礎工）
（割ぐり石基礎工）
（均しコンクリート）

幅
厚さ

40ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

3-2-4-1

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

４
基
礎
工

3 1 基礎工護岸
（現場打）

幅
高さ

200ｍ又は１施工箇所に１回
〔型枠取外し後〕

3-2-4-3

２
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

31 3-2-3-31３
土
木
工
事
共
通
編

現場塗装工
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【第3編　土木工事共通編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要節 条編 章

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

４
基
礎
工

3 2 基礎工護岸
（プレキャスト）

据付状況 200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

3-2-4-3

偏心量 １施工箇所に１回
〔打込後〕

根入長 １施工箇所に１回
〔打込前〕

数量 全数量
〔打込後〕

杭頭処理状況 １施工箇所に１回
〔処理前、中、後〕

根入長 １施工箇所に１回
〔施工中〕

偏心量 １施工箇所に１回
〔打込後〕

数量、杭径 全数量　杭頭余盛部の撤去前、杭
頭処理後

杭頭処理状況 １施工箇所に１回
〔処理前、中、後〕

鉄筋組立状況 １施工箇所に１回
〔組立後〕

根入長 全数量
〔掘削後〕

偏心量
数量、基礎径

全数量
〔施工後〕

ライナープレート
設置状況

１施工箇所に１回
〔掘削後〕

土質 土質の変わる毎に１回
〔掘削中〕

鉄筋組立状況 全数量
〔組立後〕

沓 １基に１回
〔据付後〕

ｹｰｿﾝの長さ
ｹｰｿﾝの幅
ｹｰｿﾝの高さ
ｹｰｿﾝの壁厚
偏心量
鉄筋組立状況

１ロットに１回
〔設置後及び型枠取外し後〕

載荷状況 １基に１回
〔載荷時〕

封鎖ｺﾝｸﾘｰﾄ
打設状況
中埋状況

１基に１回
〔施工時〕

３
土
木
工
事
共
通
編

４
基
礎
工

２
一
般
施
工

場所打杭工

既製杭工
（既製コンクリート杭）
（鋼管杭）
（Ｈ鋼杭）

4

２
一
般
施
工

４
基
礎
工

3-2-4-5

２
一
般
施
工

3-2-4-6２
一
般
施
工

４
基
礎
工

３
土
木
工
事
共
通
編

３
土
木
工
事
共
通
編

深礎工

5

6

3-2-4-7オープンケーソン基礎工

3-2-4-4

7４
基
礎
工

３
土
木
工
事
共
通
編
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【第3編　土木工事共通編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要節 条編 章

沓 １基に１回
〔据付後〕

ｹｰｿﾝの長さ
ｹｰｿﾝの幅
ｹｰｿﾝの高さ
ｹｰｿﾝの壁厚
偏心量
鉄筋組立状況

１ロットに１回
〔設置後及び型枠取外し後〕

載荷状況 １基に１回
〔載荷時〕

封鎖ｺﾝｸﾘｰﾄ
打設状況
中埋状況

１基に１回
〔施工時〕

沓 １基に１回
〔据付後〕

根入長
偏心量
鉄筋組立状況

１基に１回
〔設置後〕

載荷状況 １基に１回
〔載荷時〕

封鎖ｺﾝｸﾘｰﾄ
打設状況
中埋状況

１基に１回
〔施工時〕

厚さ(裏込) 120ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工中〕

法長
厚さ
(ブロック積張)

200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

５
石
・
ブ
ロ

ッ
ク
積

（
張

）
工

3 2 コンクリートブロック工
（連節ブロック張り）

法長 200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕
ただし、根入部は40ｍに１回

3-2-5-3

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

3-2-5-3

４
基
礎
工

8 3-2-4-8

3-2-4-9

ニューマチックケーソン基礎工

1 コンクリートブロック工
（ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積）
（ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張り）

２
一
般
施
工

鋼管矢板基礎工３
土
木
工
事
共
通
編

４
基
礎
工

２
一
般
施
工

５
石
・
ブ
ロ

ッ
ク
積

（
張

）
工

3

9

３
土
木
工
事
共
通
編
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【第3編　土木工事共通編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要節 条編 章

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

５
石
・
ブ
ロ

ッ
ク
積

（
張

）
工

3 3 コンクリートブロック工
（天端保護ブロック）

幅 200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

3-2-5-3

厚さ(裏込) 120ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工中〕

法長
厚さ(ブロック)

200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕
ただし、根入部は40ｍに１回

厚さ(裏込) 120ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工中〕

法長
厚さ(石積・張)

200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕
ただし、根入部は40ｍに１回

３
土
木
工
事
共
通
編

3-2-5-4

石積（張）工 3-2-5-5

緑化ブロック工２
一
般
施
工

５
石
・
ブ
ロ

ッ
ク
積

（
張

）
工

２
一
般
施
工

５
石
・
ブ
ロ

ッ
ク
積

（
張

）
工

３
土
木
工
事
共
通
編

5

4
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【第3編　土木工事共通編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要節 条編 章

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
より「厚さあるいは標高較差」を管
理する場合は
各層毎１工事に１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
よる場合は
各層毎1工事に1回
〔整正後〕

1 アスファルト舗装工
（下層路盤工）

3-2-6-7３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

7６
一
般
舗
装
工
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【第3編　土木工事共通編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要節 条編 章

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
より「厚さあるいは標高較差」を管
理する場合は
各層毎１工事に１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
よる場合は
各層毎1工事に1回
〔整正後〕

7３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

アスファルト舗装工
（上層路盤工）
粒度調整路盤工

2 3-2-6-7
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【第3編　土木工事共通編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要節 条編 章

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 1,000㎡に１回
〔整正後〕
※コアを採取した場合は写真不要
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
より「厚さあるいは標高較差」を管
理する場合は
各層毎１工事に１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
よる場合は
各層毎1工事に1回
〔整正後〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
よる場合は
各層毎1工事に1回
〔整正後〕

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

7３
土
木
工
事
共
通
編

3３
土
木
工
事
共
通
編

アスファルト舗装工
（上層路盤工）
セメント（石灰）安定処理工

3-2-6-7

3-2-6-7

２
一
般
施
工

7６
一
般
舗
装
工

アスファルト舗装工
（加熱アスファルト安定処理工）

4
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【第3編　土木工事共通編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要節 条編 章

整正状況 400ｍに１回
〔整正後〕

タックコート、
プライムコート

各層毎に１回
〔散布時〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
よる場合は
各層毎1工事に1回
〔整正後〕

整正状況 400ｍに１回
〔整正後〕

タックコート、
プライムコート

各層毎に１回
〔散布時〕

平坦性 １工事に１回
〔実施中〕

7 5３
土
木
工
事
共
通
編

3-2-6-7アスファルト舗装工
（基層工）

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

6 アスファルト舗装工
（表層工）

7２
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

６
一
般
舗
装
工

3-2-6-7
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【第3編　土木工事共通編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要節 条編 章

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
より「厚さあるいは標高較差」を管
理する場合は
各層毎１工事に１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
よる場合は
各層毎1工事に1回
〔整正後〕

６
一
般
舗
装
工

8２
一
般
施
工

半たわみ性舗装工
（下層路盤工）

1３
土
木
工
事
共
通
編

3-2-6-8
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【第3編　土木工事共通編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要節 条編 章

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
より「厚さあるいは標高較差」を管
理する場合は
各層毎１工事に１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
よる場合は
各層毎1工事に1回
〔整正後〕

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

8 3-2-6-82 半たわみ性舗装工
（上層路盤工）
粒度調整路盤工
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【第3編　土木工事共通編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要節 条編 章

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
※コアを採取した場合は写真不要
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
より「厚さあるいは標高較差」を管
理する場合は
各層毎１工事に１回
 〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
よる場合は
各層毎1工事に1回
〔整正後〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
よる場合は
各層毎1工事に1回
〔整正後〕

２
一
般
施
工

38２
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

半たわみ性舗装工
（上層路盤工）
セメント（石灰）安定処理工

６
一
般
舗
装
工

３
土
木
工
事
共
通
編

3-2-6-8

3-2-6-84 半たわみ性舗装工
（加熱アスファルト安定処理工）

６
一
般
舗
装
工

8
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【第3編　土木工事共通編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要節 条編 章

整正状況 400ｍに１回
〔整正後〕

タックコート、
プライムコート

各層毎に１回
〔散布時〕

整正状況 400ｍに１回
〔整正後〕

タックコート、
プライムコート

各層毎に１回
〔散布時〕

浸透性ﾐﾙｸ注入
状況

400ｍに１回
〔注入時〕

平坦性 １工事１回
〔実施中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
より「厚さあるいは標高較差」を管
理する場合は
各層毎１工事に１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
よる場合は
各層毎1工事に1回
〔整正後〕

3-2-6-8２
一
般
施
工

9３
土
木
工
事
共
通
編

8 5 半たわみ性舗装工
（基層工）

６
一
般
舗
装
工

3-2-6-8

３
土
木
工
事
共
通
編

３
土
木
工
事
共
通
編

1 排水性舗装工
（下層路盤工）

68 半たわみ性舗装工
（表層工）

６
一
般
舗
装
工

２
一
般
施
工

3-2-6-9２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工
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【第3編　土木工事共通編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要節 条編 章

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
より「厚さあるいは標高較差」を管
理する場合は
各層毎１工事に１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
よる場合は
各層毎1工事に1回
〔整正後〕

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

9 排水性舗装工
（上層路盤工）
粒度調整路盤工

3-2-6-92３
土
木
工
事
共
通
編
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【第3編　土木工事共通編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要節 条編 章

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
より「厚さあるいは標高較差」を管
理する場合は
各層毎１工事に１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
よる場合は
各層毎1工事に1回
〔整正後〕

3-2-6-939６
一
般
舗
装
工

排水性舗装工
（上層路盤工）
セメント（石灰）安定処理工

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工
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【第3編　土木工事共通編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要節 条編 章

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
より「厚さあるいは標高較差」を管
理する場合は
各層毎１工事に１回
〔整正後〕

整正状況 400ｍに１回
〔整正後〕

タックコート、
プライムコート

各層毎に１回
〔散布時〕

整正状況 400ｍに１回
〔整正後〕

タックコート、
プライムコート

各層毎に１回
〔散布時〕

平坦性 １工事に１回
〔実施中〕

9 5

６
一
般
舗
装
工

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

4

6 排水性舗装工
（表層工）

9

２
一
般
施
工

3-2-6-9排水性舗装工
（加熱アスファルト安定処理工）

9３
土
木
工
事
共
通
編

３
土
木
工
事
共
通
編

3-2-6-9

3-2-6-9

排水性舗装工
（基層工）

６
一
般
舗
装
工

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工
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【第3編　土木工事共通編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要節 条編 章

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
より「厚さあるいは標高較差」を管
理する場合は
各層毎１工事に１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
よる場合は
各層毎1工事に1回
〔整正後〕

整正状況 400ｍに１回
〔整正後〕

タックコート、
プライムコート

各層毎に１回
〔散布時〕

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

3-2-6-10透水性舗装工
路盤工

10 1６
一
般
舗
装
工

3-2-6-102 透水性舗装工
表層工

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

10
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【第3編　土木工事共通編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要節 条編 章

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
よる場合は
各層毎1工事に1回
〔整正後〕

整正状況 400ｍに１回
〔整正後〕

タックコート、
プライムコート

各層毎に１回
〔散布時〕

整正状況 400ｍに１回
〔整正後〕

タックコート、
プライムコート

各層毎に１回
〔散布時〕

平坦性 １工事に１回
〔実施中〕

2 グースアスファルト舗装工
（基層工）

3-2-6-11

1

６
一
般
舗
装
工

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

3-2-6-11

3-2-6-11グースアスファルト舗装工
（加熱アスファルト安定処理工）

11３
土
木
工
事
共
通
編

11２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

３
土
木
工
事
共
通
編

11

3 グースアスファルト舗装工
（表層工）

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工
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【第3編　土木工事共通編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要節 条編 章

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
より「厚さあるいは標高較差」を管
理する場合は
各層毎１工事に１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
よる場合は
各層毎1工事に1回
〔整正後〕

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

12 3-2-6-121 コンクリート舗装工
（下層路盤工）

Ⅲ－26



【第3編　土木工事共通編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要節 条編 章

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
より「厚さあるいは標高較差」を管
理する場合は
各層毎１工事に１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
よる場合は
各層毎1工事に1回
〔整正後〕

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

3-2-6-1212 2 コンクリート舗装工
（粒度調整路盤工）
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【第3編　土木工事共通編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要節 条編 章

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 1,000㎡に１回
〔整正後〕
※コアを採取した場合は写真不要
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
より「厚さあるいは標高較差」により
「厚さあるいは標高較差」を管理す
る場合は
各層毎１工事に１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
よる場合は
各層毎1工事に1回
〔整正後〕

整正状況 400ｍに１回
〔整正後〕

タックコート、
プライムコート

各層毎に１回
〔散布時〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
よる場合は
各層毎1工事に1回
〔整正後〕

3-2-6-12

3-2-6-12２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

コンクリート舗装工
（アスファルト中間層）

２
一
般
施
工

12

4

コンクリート舗装工
（セメント（石灰・瀝青）安定処
理工）

３
土
木
工
事
共
通
編

3

６
一
般
舗
装
工

３
土
木
工
事
共
通
編

12
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【第3編　土木工事共通編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要節 条編 章

石粉、
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

各層毎に１回
〔散布時〕

スリップバー、
タイバー寸法､
位置

80ｍに１回
〔据付後〕

鉄網寸法
位置

80ｍに１回
〔据付後〕

平坦性 １工事に１回
〔実施中〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔型枠据付後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
よる場合は
各層毎1工事に1回
〔整正後〕

目地段差 １工事に１回

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔型枠据付後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
よる場合は
各層毎1工事に1回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
よる場合は
各層毎1工事に1回
〔整正後〕

コンクリート舗装工
（コンクリート舗装版工）

コンクリート舗装工
（転圧コンクリート版工）
下層路盤工

12

３
土
木
工
事
共
通
編

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

12 6

5６
一
般
舗
装
工

3-2-6-12

3-2-6-12２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工
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【第3編　土木工事共通編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要節 条編 章

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
より「厚さあるいは標高較差」を管
理する場合は
各層毎１工事に１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
よる場合は
各層毎1工事に1回
〔整正後〕

６
一
般
舗
装
工

7 コンクリート舗装工
（転圧コンクリート版工）
粒度調整路盤工

12 3-2-6-12３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工
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【第3編　土木工事共通編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要節 条編 章

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 1,000㎡に１回
〔整正後〕
※コアを採取した場合は写真不要
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
より「厚さあるいは標高較差」を管
理する場合は
各層毎１工事に１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
よる場合は
各層毎1工事に1回
〔整正後〕

整正状況 400ｍに１回
〔整正後〕

タックコート、
プライムコート

各層毎に１回
〔散布時〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
よる場合は
各層毎1工事に1回
〔整正後〕

12

9 コンクリート舗装工
（転圧コンクリート版工）
アスファルト中間層

12６
一
般
舗
装
工

２
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

コンクリート舗装工
（転圧コンクリート版工）
セメント（石灰・瀝青）安定処理
工

3-2-6-12

３
土
木
工
事
共
通
編

3-2-6-128２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工
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【第3編　土木工事共通編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要節 条編 章

敷均し厚さ
転圧状況

400ｍに１回
〔施工中〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔型枠据付後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
より「厚さあるいは標高較差」を管
理する場合は
各層毎１工事に１回
〔整正後〕

平坦性 １工事に１回
〔実施中〕

石粉、
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

各層毎に１回
〔散布時〕

鉄筋寸法、位置 80ｍに１回
〔据付後〕

横膨張目地部
ダウェルバー
寸法、位置

1施工箇所に１回
〔据付後〕

縦そり突合せ
目地部・縦そり
ダミー目地部タ
イバー寸法、位
置

80ｍに１回
〔据付後〕

平坦性 １工事に１回
〔実施中〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔型枠据付後〕
〔スリップフォーム工法の場合は打
設前後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
より「厚さあるいは標高較差」を管
理する場合は
各層毎１工事に１回
〔整正後〕

目地段差 １工事に１回

10

11 コンクリート舗装工
（連続鉄筋コンクリート舗装工）

3-2-6-12

３
土
木
工
事
共
通
編

3-2-6-12コンクリート舗装工
（転圧コンクリート版工）

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

12

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

12
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【第3編　土木工事共通編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要節 条編 章

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
よる場合は
各層毎1工事に1回
〔整正後〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
よる場合は
各層毎1工事に1回
〔整正後〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 1,000㎡に１回
〔整正後〕
※コアを採取した場合は写真不要

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
よる場合は
各層毎1工事に1回
〔整正後〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
よる場合は
各層毎1工事に1回
〔整正後〕

3-2-6-13

3-2-6-13６
一
般
舗
装
工

２
一
般
施
工

2

薄層カラー舗装工
（上層路盤工）
セメント（石灰）安定処理工

薄層カラー舗装工
（下層路盤工）

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

13 3

３
土
木
工
事
共
通
編

113

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

3-2-6-13

3-2-6-1313

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

13 4６
一
般
舗
装
工

薄層カラー舗装工
（加熱アスファルト安定処理工）

薄層カラー舗装工
（上層路盤工）
粒度調整路盤工

３
土
木
工
事
共
通
編

３
土
木
工
事
共
通
編
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【第3編　土木工事共通編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要節 条編 章

整正状況 400ｍに１回
〔整正後〕

タックコート、
プライムコート

各層毎に１回
〔散布時〕

厚さ 1,000㎡に１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
よる場合は
各層毎1工事に1回
〔整正後〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
よる場合は
各層毎1工事に1回
〔整正後〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
よる場合は
各層毎1工事に1回
〔整正後〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
※コアを採取した場合は写真不要

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
よる場合は
各層毎1工事に1回
〔整正後〕

13３
土
木
工
事
共
通
編

14２
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

薄層カラー舗装工
（基層工）

ブロック舗装工
（上層路盤工）
粒度調整路盤工

６
一
般
舗
装
工

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

14

２
一
般
施
工

5６
一
般
舗
装
工

1

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

14３
土
木
工
事
共
通
編

3-2-6-13

3-2-6-14

3-2-6-142

3

ブロック舗装工
（下層路盤工）

3-2-6-14ブロック舗装工
（上層路盤工）
セメント（石灰）安定処理工
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【第3編　土木工事共通編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要節 条編 章

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
よる場合は
各層毎1工事に1回
〔整正後〕

整正状況 400ｍに１回
〔整正後〕

タックコート、
プライムコート

各層毎に１回
〔散布時〕

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

15 路面切削工 幅
厚さ（基準高）

１施工箇所に１回
〔施工後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」に
よる場合は
1工事に1回
〔施工後〕

3-2-6-15

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

16 舗装打換え工 幅
延長
厚さ

１施工箇所に１回
〔施工後〕

3-2-6-16

平坦性 １施工箇所に１回
〔施工後〕

ﾀｯｸｺｰﾄ 各層毎に１回
〔散布時〕

整正状況 400ｍに１回
〔施工後〕

２
一
般
施
工

14３
土
木
工
事
共
通
編

６
一
般
舗
装
工

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

３
土
木
工
事
共
通
編

14

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

17

ブロック舗装工
（基層工）

3-2-6-14

3-2-6-14ブロック舗装工
（加熱アスファルト安定処理工）

5

オーバーレイ工 3-2-6-17

4
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【第3編　土木工事共通編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要節 条編 章

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

７
地
盤
改
良
工

2 路床安定処理工 施工厚さ
幅

40ｍに１回
〔施工後〕

3-2-7-2

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

７
地
盤
改
良
工

3 置換工 置換厚さ
幅

40ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

3-2-7-3

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

７
地
盤
改
良
工

5 パイルネット工 厚さ
幅

40ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

3-2-7-5

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

７
地
盤
改
良
工

6 サンドマット工 施工厚さ
幅

40ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

3-2-7-6

打込長さ
出来ばえ

200㎡又は１施工箇所に１回
〔打込み前後〕

杭径
位置・間隔

200㎡又は１施工箇所に１回
〔打込後〕

砂の投入量 全数量
〔打込前後〕

位置・間隔
杭径

１施工箇所に１回
〔打込後〕

深度 １施工箇所に１回
〔打込前後〕

ただし、（スラリー攪拌工）において
「３次元計測技術を用いた出来形
管理要領（案）固結工（スラリー撹
拌工）編」により出来形管理資料を
提出する場合は、出来形管理に関
わる写真管理項目を省略できる。

バーチカルドレーン工
（サンドドレーン工）
（ペーパードレーン工）
（袋詰式サンドドレーン工）
締固め改良工
（サンドコンパクションパイル工）

７
地
盤
改
良
工

３
土
木
工
事
共
通
編

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

7

8

9

７
地
盤
改
良
工

２
一
般
施
工

１ 固結工
（粉末噴射攪拌工）
（高圧噴射攪拌工）
（スラリー攪拌工）
（生石灰パイル工）

3-2-7-7

3-2-7-9
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【第3編　土木工事共通編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要節 条編 章

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

７
地
盤
改
良
工

９ ２ 固結工
（中層混合処理）

施工厚さ
幅

1,000m3～4,000m3につき1回、又
は施工延長40m(測点間隔25mの
場合は50m)につき1回。
〔施工厚さ　施工中〕
〔幅　施工後〕

ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）表層安定処
理等・固結工（中層混合処理）編」
により出来形管理資料を提出する
場合は、出来形管理に関わる写真
管理項目を省略できる。

3-2-7-9

変位
根入長

40ｍ又は１施工箇所に１回
〔打込前〕

数量 全数量
〔打込後〕

削孔深さ １施工箇所に１回
〔削孔後〕

配置誤差 １施工箇所に１回
〔施工後〕

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

10
仮
設
工

5 3 土留・仮締切工
（連節ブロック張り工）

法長 200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕
ただし、根入部は40ｍに１回

3-2-10-5

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

10
仮
設
工

5 4 土留・仮締切工
（締切盛土）

天端幅
法長

250ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

3-2-10-5

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

10
仮
設
工

5 5 土留・仮締切工
（中詰盛土）

出来ばえ 250ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

3-2-10-5

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

10
仮
設
工

5

２
一
般
施
工

10
仮
設
工

5

1 3-2-10-5３
土
木
工
事
共
通
編

2 3-2-10-5土留・仮締切工
（アンカー工）

土留・仮締切工
（Ｈ鋼杭）
（鋼矢板）
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【第3編　土木工事共通編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要節 条編 章

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

10
仮
設
工

9 地中連続壁工
（壁式）

連壁の長さ
変位

40ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

3-2-10-9

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

10
仮
設
工

10 地中連続壁工
（柱列式）

連壁の長さ
変位

40ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

3-2-10-10

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

10
仮
設
工

22 法面吹付工 第３編２－１４－３吹付工に準ずる 3-2-10-22

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

12
工
場
製
作
工

1 1 鋳造費
（金属支承工）

製作状況 適宜
〔製作中〕

3-2-12-1

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

12
工
場
製
作
工

1 2 鋳造費
（大型ゴム支承工）

製作状況 適宜
〔製作中〕

3-2-12-1

原寸状況 １橋に１回又は１工事に１回
〔原寸時〕

製作状況 適宜
〔製作中〕

1 3 仮設材製作工12
工
場
製
作
工

２
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

3-2-12-1
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【第3編　土木工事共通編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要節 条編 章

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

12
工
場
製
作
工

1 4 刃口金物製作工 刃口高さ
外周長

１施工箇所に１回
〔仮組立時〕

3-2-12-1

原寸状況 １橋に１回又は１工事に１回
〔原寸時〕

製作状況 適宜
〔製作中〕

仮組立寸法
(撮影項目は適
宜)

１橋に１回又は１工事に１回
〔仮組立時〕

原寸状況 １橋に１回又は１工事に１回
〔原寸時〕

製作状況 適宜
〔製作中〕

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

12
工
場
製
作
工

3 3 桁製作工
（鋼製堰堤製作工（仮組立時））

仮組立寸法
(撮影項目は適
宜)

１基に１回又は１工事に１回
〔仮組立時〕

3-2-12-3

原寸状況 １橋に１回又は１工事に１回
〔原寸時〕

製作状況 適宜
〔製作中〕

原寸状況 １橋に１回又は１工事に１回
〔原寸時〕

製作状況 適宜
〔製作中〕

仮組立寸法 １橋に１回又は１工事に１回
〔仮組立時〕

3

3-2-12-3

※シミュレーショ
ン仮組立検査の
場合は仮組立
寸法を省略

3２
一
般
施
工

２
一
般
施
工

12
工
場
製
作
工

２
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

5３
土
木
工
事
共
通
編

12
工
場
製
作
工

２
一
般
施
工

12
工
場
製
作
工

３
土
木
工
事
共
通
編

３
土
木
工
事
共
通
編

12
工
場
製
作
工

3-2-12-5

3-2-12-3

4 検査路製作工

桁製作工
（仮組立による検査を実施する
場合）
（シミュレーション仮組立検査を
行う場合）

2

鋼製伸縮継手製作工

1

桁製作工
（仮組立検査を実施しない場
合）

3-2-12-4
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【第3編　土木工事共通編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要節 条編 章

原寸状況 １橋に１回又は１工事に１回
〔原寸時〕

製作状況 適宜
〔製作中〕

原寸状況 １橋に１回又は１工事に１回
〔原寸時〕

製作状況 適宜
〔製作中〕

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

12
工
場
製
作
工

8 アンカーフレーム製作工 仮組立寸法
（撮影項目は適
宜）

１橋に１回又は１工事に１回
〔仮組立時〕

3-2-12-8

原寸状況 １橋に１回又は１工事に１回
〔原寸時〕

製作状況 適宜
〔製作中〕

仮組立寸法 １橋に１回又は１工事に１回
〔仮組立時〕

原寸状況 １橋に１回又は１工事に１回
〔原寸時〕

製作状況 適宜
〔製作中〕

材料使用量
（塗料缶）

全数量
〔使用前後〕

素地調整状況
（塗替）

部材別
〔施工前後〕

塗装状況 各層毎に１回
〔塗装後〕

２
一
般
施
工

12
工
場
製
作
工

7

12
工
場
製
作
工

6

12
工
場
製
作
工

12
工
場
製
作
工

9３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

12
工
場
製
作
工

２
一
般
施
工

11

２
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

橋梁用防護柵製作工

3-2-12-11

プレビーム用桁製作工

3-2-12-7

工場塗装工

鋼製排水管製作工３
土
木
工
事
共
通
編

落橋防止装置製作工

10

3-2-12-9

3-2-12-10

3-2-12-6
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【第3編　土木工事共通編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要節 条編 章

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

13
橋
梁
架
設
工

1 架設工
（クレーン架設）
（ケーブルクレーン架設）
（ケーブルエレクション架設）
（架設桁架設）
（送出し架設）
（トラベラークレーン架設）

架設状況 架設工法が変わる毎に１回
〔架設中〕

3-2-13-1

材料使用量 １工事に１回
〔混合前〕

土羽土の厚さ 200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工中〕

法長 200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

清掃状況 200ｍ又は１施工箇所に１回
〔清掃後〕

ラス鉄網の重ね
合せ寸法

200ｍ又は１施工箇所に１回
〔吹付前〕

厚さ（検測孔） 200㎡又は１施工箇所に１回
〔吹付後〕

法長 200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

材料使用量 １工事に１回
〔混合前〕

清掃状況 200ｍ又は１施工箇所に１回
〔清掃後〕

ラス鉄網の重ね
合せ寸法

200ｍ又は１施工箇所に１回
〔吹付前〕

法長 200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

厚さ（検測孔） 200㎡又は１施工箇所に１回
〔吹付後〕

３
土
木
工
事
共
通
編

14
法
面
工

２
一
般
施
工

114
法
面
工

14
法
面
工

3

3-2-14-2

3-2-14-2

植生工
(種子散布工）
（張芝工）
（筋芝工）
（市松芝工）
（植生シート工、植生マット工）
（植生筋工）
（人工張芝工）
（植生穴工）

3-2-14-3吹付工
（コンクリート）
（モルタル）

2 2 植生工
（植生基材吹付工）
（客土吹付工）

３
土
木
工
事
共
通
編

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

２
一
般
施
工

2
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【第3編　土木工事共通編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要節 条編 章

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

14
法
面
工

4 1 法枠工
（現場打法枠工）
（現場吹付法枠工）

法長、
幅、
高さ、
枠中心間隔

200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）法面工編」に
基づき写真測量に用いた画像を納
品する場合には、写真管理に代え
ることが出来る。

3-2-14-4

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

14
法
面
工

4 2 法枠工
（プレキャスト法枠工）

法長 200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

3-2-14-4

削孔深さ １施工箇所に１回
〔削孔後〕

配置誤差 １施工箇所に１回
〔施工後〕

裏込厚さ 120ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工中〕

厚さ
幅
高さ

200ｍ又は１施工箇所に１回
〔型枠取外し後〕

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

15
擁
壁
工

2 プレキャスト擁壁工 据付状況 200ｍ又は１施工箇所に１回
〔埋戻し前〕

3-2-15-2

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

15
擁
壁
工

3 盛土補強工
（補強土（テールアルメ）壁工
法）
（多数アンカー式補強土工法）
（ジオテキスタイルを用いた補
強土工法）

高さ
鉛直度

120ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

3-2-15-3

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

3-2-14-6

3-2-15-1場所打擁壁工

6３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

アンカー工

15
擁
壁
工

1

14
法
面
工
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【第3編　土木工事共通編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要節 条編 章

裏込厚さ 120ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工中〕

法長
厚さ

200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

16
浚
渫
工

1 浚渫船運転工
（ポンプ浚渫船）
（グラブ船）
（バックホウ浚渫船）

運転状況 １施工箇所に１回
〔施工後〕

3-2-16-1

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

18
床
版
工

1 床版・横組工 幅
厚さ
鉄筋の有効 高さ
鉄筋のかぶり
鉄筋間隔

１スパンに１回
〔打設前後〕

3-2-18-1

3-2-15-4井桁ブロック工415
擁
壁
工

２
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編
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【第6編　河川編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

６
河
川
編

１
築
堤
・
護
岸

７
法
覆
護
岸
工

4 護岸付属物工 幅
高さ

１施工箇所に１回
〔施工後〕

6-1-7-4

径
杭長

１施工箇所に１回
〔打込み前〕

幅
方向

１施工箇所に１回
〔施工後〕

６
河
川
編

１
築
堤
・
護
岸

13
光
ケ
｜
ブ
ル
配
管
工

3 配管工 配管状況 100ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

6-1-13-3

６
河
川
編

１
築
堤
・
護
岸

13
光
ケ
｜
ブ
ル
配
管
工

4 ハンドホール工 厚さ
幅
高さ

１00ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

6-1-13-4

６
河
川
編

３
樋
門
・
樋
管

５
樋
門
・
樋
管
本
体
工

6 1 函渠工
（本体工）

厚さ
幅
内空幅
内空高

１施工箇所に１回
〔型枠取外し後〕

6-3-5-6

６
河
川
編

３
樋
門
・
樋
管

５
樋
門
・
樋
管
本
体
工

6 2 函渠工
（ヒューム管）
（ＰＣ管）
（コルゲートパイプ）
（ダクタイル鋳鉄管）

据付状況 120ｍ又は１施工箇所に１回
〔巻立前〕

6-3-5-6

６
河
川
編

３
樋
門
・
樋
管

５
樋
門
・
樋
管
本
体
工

7 翼壁工 厚さ
幅
高さ

１施工箇所に１回
〔型枠取外し後〕

6-3-5-7

撮影箇所一覧表（出来形管理）

杭出し水制工

節 条編 章
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

10
水
制
工

8６
河
川
編

１
築
堤
・
護
岸

6-1-10-8

摘　要
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【第6編　河川編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

節 条編 章
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要

６
河
川
編

３
樋
門
・
樋
管

５
樋
門
・
樋
管
本
体
工

8 水叩工 厚さ
幅
高さ

１施工箇所に１回
〔型枠取外し後〕

6-3-5-8

６
河
川
編

４
水
門

６
水
門
本
体
工

7
8
9
10
11

床版工
堰柱工
門柱工
ゲート操作台工
胸壁工

厚さ
幅
高さ

１施工箇所に１回
〔型枠取外し後〕

6-4-6-7

６
河
川
編

４
水
門

９
鋼
管
理
橋
上
部
工

10 1 支承工
（鋼製支承）

支承取付状況 １スパンに１回
〔取付後〕

6-4-9-10

６
河
川
編

４
水
門

９
鋼
管
理
橋
上
部
工

10 2 支承工
（ゴム支承）

支承取付状況 １スパンに１回
〔取付後〕

6-4-9-10

６
河
川
編

４
水
門

12
橋
梁
付
属
物
工
∩
鋼
管
理
橋
∪

4 地覆工 地覆の幅
地覆の高さ
有効幅員

１施工箇所に１回
〔施工後〕

6-4-12-4

６
河
川
編

４
水
門

12
橋
梁
付
属
物
工
∩
鋼
管
理
橋
∪

5
6

橋梁用防護柵工
橋梁用高欄工

幅
高さ

１施工箇所に１回
〔施工後〕

6-4-12-5
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【第6編　河川編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

節 条編 章
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要

６
河
川
編

４
水
門

12
橋
梁
付
属
物
工
∩
鋼
管
理
橋
∪

7 検査路工 幅
高さ

１施工箇所に１回
〔施工後〕

6-4-12-7

６
河
川
編

５
堰

６
可
動
堰
本
体
工

13
14

閘門工
土砂吐工

厚さ
幅
高さ
延長

１施工箇所に１回
〔施工後〕

6-5-6-13
6-5-6-14

６
河
川
編

５
堰

７
固
定
堰
本
体
工

8
9
10

堰本体工
水叩工
土砂吐工

厚さ
幅
高さ

１施工箇所に１回
〔施工後〕

6-5-7-8
6-5-7-9
6-5-7-10

６
河
川
編

５
堰

８
魚
道
工

3 魚道本体工 厚さ
幅
高さ

200m又は測定箇所毎に１回
〔施工後〕

6-5-8-3

６
河
川
編

５
堰

９
管
理
橋
下
部
工

2 管理橋橋台工 厚さ
天端幅
(橋軸方向)
敷幅
(橋軸方向)
高さ
胸壁の高さ
天端長
敷長

１施工箇所に１回
〔施工後〕

6-5-9-2

６
河
川
編

６
排
水
機
場

４
機
場
本
体
工

6 本体工 厚さ
幅
高さ

１施工箇所に１回
〔施工後〕

6-6-4-6

６
河
川
編

６
排
水
機
場

４
機
場
本
体
工

7 燃料貯油槽工 厚さ
幅
高さ

１施工箇所に１回
〔施工後〕

6-6-4-7

６
河
川
編

６
排
水
機
場

５
沈
砂
池
工

7 コンクリート床版工 厚さ
幅
高さ

１施工箇所に１回
〔施工後〕

6-6-5-7
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【第6編　河川編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

節 条編 章
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要

６
河
川
編

７
床
止
め
・
床
固
め

４
床
止
め
工

6 1 本体工
（床固め本体工）

天端幅
堤幅
水通し幅

測定箇所毎に１回
〔施工後〕

6-7-4-6

６
河
川
編

７
床
止
め
・
床
固
め

４
床
止
め
工

8 1 水叩工 幅
厚さ

測定箇所毎に１回
〔施工後〕

6-7-4-8

６
河
川
編

７
床
止
め
・
床
固
め

５
床
固
め
工

6 側壁工 天端幅
長さ

測定箇所毎に１回
〔施工後〕

6-7-5-6
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【第7編　河川海岸編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

７
河
川
海
岸
編

１
堤
防
・
護
岸

５
護
岸
基
礎
工

5 場所打コンクリート工 幅
高さ

200ｍ又は１施工箇所に１回
〔型枠取外後〕

7-1-5-5

数量 全数量
〔製作後〕

ブロックの形状
寸法

形状寸法変わる毎に１回
〔製作後〕

据付状況 200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

数量 全数量
〔製作後〕

ブロックの形状
寸法

形状寸法変わる毎に１回
〔施工後〕

法長
厚さ

200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

法長
厚さ

200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

裏込材厚 40ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工中〕

幅
厚さ

200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

基礎厚 40ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工中〕

７
河
川
海
岸
編

１
堤
防
・
護
岸

９
波
返
工

3 波返工 幅
高さ

200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

7-1-9-3

７
河
川
海
岸
編

２
突
堤
・
人
工
岬

４
突
堤
基
礎
工

4 捨石工 法長
天端幅

200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

7-2-4-4

７
河
川
海
岸
編

２
突
堤
・
人
工
岬

４
突
堤
基
礎
工

5 吸出し防止工 幅 200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

7-2-4-5

7-1-6-4

写真管理項目枝
番

工　　　　　種

７
河
川
海
岸
編

編 章 節

７
河
川
海
岸
編

７
河
川
海
岸
編

１
堤
防
・
護
岸

６
護
岸
工

１
堤
防
・
護
岸

５
護
岸
基
礎
工

7-1-8-2

コンクリート被覆工６
護
岸
工

2８
天
端
被
覆
工

コンクリート被覆工１
堤
防
・
護
岸

撮影箇所一覧表（出来形管理）

7-1-6-5７
河
川
海
岸
編

5１
堤
防
・
護
岸

6 海岸コンクリートブロック工

海岸コンクリートブロック工

7-1-5-6

4

条 摘　要
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【第7編　河川海岸編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

写真管理項目枝
番

工　　　　　種編 章 節

撮影箇所一覧表（出来形管理）

条 摘　要

７
河
川
海
岸
編

２
突
堤
・
人
工
岬

５
突
堤
本
体
工

2 捨石工 法長
天端幅

200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

7-2-5-2

数量 全数量
〔製作後〕

ブロックの形状
寸法

形状寸法変わる毎に１回
〔製作後〕

天端幅 200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

厚さ
高さ

200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

間詰石状況 １施工箇所に１回
〔施工後〕

７
河
川
海
岸
編

２
突
堤
・
人
工
岬

５
突
堤
本
体
工

10 場所打コンクリート工 幅
高さ

200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

7-2-5-10

７
河
川
海
岸
編

２
突
堤
・
人
工
岬

５
突
堤
本
体
工

11 1 ケーソン工
（ケーソン工製作）

壁厚
幅
高さ
長さ
底版厚さ
フーチング高さ

１基に１回
〔製作後〕

7-2-5-11

７
河
川
海
岸
編

２
突
堤
・
人
工
岬

５
突
堤
本
体
工

11 2 ケーソン工
（ケーソン工据付）

据付状況 １施工箇所に１回
〔据付後〕

7-2-5-11

７
河
川
海
岸
編

２
突
堤
・
人
工
岬

５
突
堤
本
体
工

11 3 ケーソン工
（突堤上部工）
　場所打コンクリート
　海岸コンクリートブロック

厚さ
幅

１施工箇所に１回
〔施工後〕

7-2-5-11

７
河
川
海
岸
編

２
突
堤
・
人
工
岬

５
突
堤
本
体
工

12 1 セルラー工
（セルラー工製作）

壁厚
幅
高さ

１基に１回
〔製作後〕

7-2-5-12

７
河
川
海
岸
編

５
突
堤
本
体
工

２
突
堤
・
人
工
岬

２
突
堤
・
人
工
岬

7-2-5-5

7-2-5-9石砕工9５
突
堤
本
体
工

5７
河
川
海
岸
編

海岸コンクリートブロック工
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【第7編　河川海岸編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

写真管理項目枝
番

工　　　　　種編 章 節

撮影箇所一覧表（出来形管理）

条 摘　要

７
河
川
海
岸
編

２
突
堤
・
人
工
岬

５
突
堤
本
体
工

12 2 セルラー工
（セルラー工据付）

据付状況 １施工箇所に１回
〔据付後〕

7-2-5-12

７
河
川
海
岸
編

２
突
堤
・
人
工
岬

５
突
堤
本
体
工

12 3 セルラー工
（突堤上部工）
　場所打コンクリート
　海岸コンクリートブロック

厚さ
幅

１施工箇所に１回
〔施工後〕

7-2-5-12

７
河
川
海
岸
編

２
突
堤
・
人
工
岬

６
根
固
め
工

2 捨石工 法長
天端幅

200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

7-2-6-2

数量 全数量
〔製作後〕

ブロックの形状
寸法

形状寸法変わる毎に１回
〔製作後〕

数量 全数量
〔製作後〕

ブロックの形状
寸法

形状寸法変わる毎に１回
〔製作後〕

７
河
川
海
岸
編

３
海
域
堤
防

（
人
工
リ
ー

フ

、
離
岸
堤

、
潜
堤

）

３
海
域
堤
基
礎
工

3 捨石工 法長
天端幅

200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

7-3-3-3

７
河
川
海
岸
編

２
突
堤
・
人
工
岬

7-2-7-3消波ブロック工７
消
波
工

3

7-2-6-3

７
河
川
海
岸
編

２
突
堤
・
人
工
岬

６
根
固
め
工

3 根固めブロック工

Ⅲ－50



【第8編　砂防編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

原寸状況 １橋に１回又は１工事に１回
〔原寸時〕

製作状況 適宜
〔製作中〕

骨材採取製造
コンクリート製造
運搬

月に１回
〔施工中〕

打継目処理
打込・養生

４リフトに１回
〔施工中〕

天端幅
堤幅
水通しの幅

測定箇所毎に１回
〔施工後〕

８
砂
防
編

１
砂
防
堰
堤

８
コ
ン
ク
リ
ー

ト
堰
堤
工

6 コンクリート側壁工 天端幅
長さ

測定箇所毎に１回
〔施工後〕

8-1-8-6

８
砂
防
編

１
砂
防
堰
堤

８
コ
ン
ク
リ
ー

ト
堰
堤
工

8 水叩工 幅
厚さ

測定箇所毎に１回
〔施工後〕

8-1-8-8

８
砂
防
編

１
砂
防
堰
堤

９
鋼
製
堰
堤
工

5 1 鋼製堰堤本体工
（不透過型）

長さ
幅
下流側倒れ

測定箇所毎に１回
〔施工後〕

8-1-9-5

８
砂
防
編

１
砂
防
堰
堤

９
鋼
製
堰
堤
工

5 2 鋼製堰堤本体工
（透過型）

堤長
堤幅
高さ

測定箇所毎に１回
〔施工後〕

8-1-9-5

８
砂
防
編

１
砂
防
堰
堤

９
鋼
製
堰
堤
工

6 鋼製側壁工 長さ
幅
下流側倒れ
高さ

測定箇所毎に１回
〔施工後〕

8-1-9-6

８
砂
防
編

１
砂
防
堰
堤

３
工
場
製
作
工

8-1-3-4

章 摘　要
写真管理項目

工　　　　　種節 条

鋼製堰堤仮設材製作工

枝
番

4

撮影箇所一覧表（出来形管理）

８
砂
防
編

８
コ
ン
ク
リ
ー

ト
堰
堤
工

１
砂
防
堰
堤

4 コンクリート堰堤本体工 8-1-8-4

編
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【第8編　砂防編】

撮影項目 撮影頻度[時期]
章 摘　要

写真管理項目
工　　　　　種節 条

枝
番

撮影箇所一覧表（出来形管理）

編

８
砂
防
編

２
流
路

５
床
固
め
工

8 魚道工 幅
高さ
厚さ

200ｍ又は測定箇所毎に１回
〔施工後〕

8-2-5-8

８
砂
防
編

３
斜
面
対
策

６
山
腹
水
路
工

4 山腹明暗渠工 厚さ
幅
高さ
深さ

120ｍ又は１施工箇所に１回
〔型枠取外し後〕

8-3-6-4

８
砂
防
編

３
斜
面
対
策

７
地
下
水
排
除
工

4 集排水ボーリング工 削孔深さ
配置誤差

１施工箇所に１回
〔施工後〕

8-3-7-4

８
砂
防
編

３
斜
面
対
策

７
地
下
水
排
除
工

5 集水井工 偏心量
長さ
巻立て幅
巻立て厚さ

１施工箇所に１回
〔施工後〕

8-3-7-5

偏心量 １施行箇所に１回
〔施工後〕

数量 全数量
〔打込後〕

８
砂
防
編

３
斜
面
対
策

９
抑
止
杭
工

8-3-9-66 合成杭工
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【第9編　ダム編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

９
ダ
ム
編

１
コ
ン
ク
リ
ー

ト
ダ
ム

４
ダ
ム
コ
ン
ク
リ
ー

ト
工

コンクリートダム工
（本体）

天端幅
ジョイント間隔
リフト高
堤幅

測定箇所毎に１回
〔施工後〕

9-1-4

ジョイント間隔
幅
長さ

測定箇所毎に１回
〔施工後〕

打継目処理 奇数ブロック毎に岩着部中間リフト
に１回

９
ダ
ム
編

１
コ
ン
ク
リ
ー

ト
ダ
ム

４
ダ
ム
コ
ン
ク
リ
ー

ト
工

コンクリートダム工
（副ダム）

ジョイント間隔
リフト高
堤幅
堤長

測定箇所毎に１回
〔施工後〕

9-1-4

９
ダ
ム
編

１
コ
ン
ク
リ
ー

ト
ダ
ム

４
ダ
ム
コ
ン
ク
リ
ー

ト
工

コンクリートダム工
（導流壁）

ジョイント間隔
リフト高
厚さ

測定箇所毎に１回
〔施工後〕

9-1-4

９
ダ
ム
編

２
フ
ィ
ル
ダ
ム

４
盛
立
工

5 コアの盛立 外側境界線 測定箇所毎に１回
〔施工後〕

9-2-4-5

９
ダ
ム
編

２
フ
ィ
ル
ダ
ム

４
盛
立
工

6 フィルターの盛立 外側境界線
盛立幅

測定箇所毎に１回
〔施工後〕

9-2-4-6

９
ダ
ム
編

１
コ
ン
ク
リ
ー

ト
ダ
ム

9-1-4４
ダ
ム
コ
ン
ク
リ
ー

ト
工

コンクリートダム工
（水叩）

撮影箇所一覧表（出来形管理）

編 節
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要章 条
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【第9編　ダム編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

編 節
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要章 条

９
ダ
ム
編

２
フ
ィ
ル
ダ
ム

４
盛
立
工

7 ロックの盛立 外側境界線 測定箇所毎に１回
〔施工後〕

9-2-4-7

９
ダ
ム
編

２
フ
ィ
ル
ダ
ム

フィルダム
（洪水吐）

ジョイント間隔
厚さ
幅
リフト高さ

測定箇所毎に１回
〔施工後〕

9-2

ボーリング状況
水押テスト状況
グラウト状況
深度
配置誤差

ブロック毎に１回
〔施工中〕

コアー 地質変化毎全数量
〔抜取後〕

９
ダ
ム
編

３
基
礎
グ
ラ
ウ
チ
ン
グ

9-3-3ボーリング工３
ボ
ー

リ
ン
グ
工
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【第10編　道路編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

10
道
路
編

１
道
路
改
良

３
工
場
製
作
工

2 1 遮音壁支柱製作工 部材長 １施工箇所に１回
〔製作後〕

10-1-3-2

10
道
路
編

１
道
路
改
良

９
カ
ル
バ
ー

ト
工

6 場所打函渠工 厚さ
幅（内空）
高さ

100ｍ又は１施工箇所に１回
〔型枠取外し後〕

10-1-9-6

10
道
路
編

１
道
路
改
良

11
落
石
雪
害
防
止
工

4 落石防止網工 幅 １施工箇所に１回
〔施工後〕

10-1-11-4

10
道
路
編

１
道
路
改
良

11
落
石
雪
害
防
止
工

5 落石防護柵工 高さ 200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

10-1-11-5

10
道
路
編

１
道
路
改
良

11
落
石
雪
害
防
止
工

6 防雪柵工 高さ
基礎幅
基礎高さ

200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

10-1-11-6

10
道
路
編

１
道
路
改
良

11
落
石
雪
害
防
止
工

7 雪崩予防柵工 高さ
基礎幅
基礎高さ
アンカー長

１施工箇所に１回
〔施工後〕

10-1-11-7

10
道
路
編

１
道
路
改
良

12
遮
音
壁
工

4 遮音壁基礎工 幅
高さ

基礎タイプ毎５箇所に１回
（施工前は必要に応じて）
〔施工前後〕

10-1-12-4

10
道
路
編

１
道
路
改
良

12
遮
音
壁
工

5 遮音壁本体工 支柱間隔
支柱ずれ
支柱倒れ
高さ

１施工箇所に１回
〔施工後〕

10-1-12-5

編 条章 摘　要節
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

撮影箇所一覧表（出来形管理）
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【第10編　道路編】

撮影項目 撮影頻度[時期]
編 条章 摘　要節

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

撮影箇所一覧表（出来形管理）

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 400ｍに１回
〔整正後〕

タックコート、
プライムコート

各層毎に１回
〔散布時〕

平坦性 １工事に１回
〔実施中〕

10
道
路
編

２
舗
装

５
排
水
構
造
物
工

（
路
面
排
水
工

）

9 排水性舗装用路肩排水工 据付状況 200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工中〕

10-2-5-9

<ｺﾝｸﾘｰﾄ工>
各部の厚さ
各部の長さ

<ﾗﾊﾞｰｼｭｰ>
各部の長さ
厚さ

<ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ>
中心のずれ
アンカー長

10
道
路
編

２
舗
装

９
標
識
工

4 1 大型標識工
（標識基礎工）

幅
高さ

基礎タイプ毎５箇所に１回
〔施工後〕

10-2-9-4

10
道
路
編

２
舗
装

９
標
識
工

4 2 大型標識工
（標識柱工）

設置高さ １施工箇所に１回 10-2-9-4

10
道
路
編

２
舗
装

12
道
路
付
属
施
設
工

5 1 ケーブル配管工 配管状況 100ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

10-2-12-5

10
道
路
編

10
道
路
編

歩道舗装工
取合舗装工
路肩舗装工
表層工

２
舗
装

４
舗
装
工

10-2-7-4

10-2-4２
舗
装

４
舗
装
工

4

10-2-4

歩道路盤工
取合舗装路盤工
路肩舗装路盤工

１施工箇所に１回
〔施工後〕

踏掛版工
（コンクリート工）
（ラバーシュー）
（アンカーボルト）

10
道
路
編

２
舗
装

７
踏
掛
版
工
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【第10編　道路編】

撮影項目 撮影頻度[時期]
編 条章 摘　要節

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

撮影箇所一覧表（出来形管理）

10
道
路
編

２
舗
装

12
道
路
付
属
施
設
工

5 2 ケーブル配管工
（ハンドホール）

厚さ
幅
高さ

１00ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

10-2-12-5

10
道
路
編

２
舗
装

12
道
路
付
属
施
設
工

6 照明工
（照明柱基礎工）

幅
高さ

基礎タイプ毎５箇所に１回
（施工前は必要に応じて）
〔施工前後〕

10-2-12-6

原寸状況 １脚に１回又は１工事に１回
〔原寸時〕

製作状況 適宜
〔製作中〕

仮組立寸法
(撮影項目は適
宜)

１脚に１回又は１工事に１回
〔仮組立時〕

10
道
路
編

３
橋
梁
下
部

６
橋
台
工

8 橋台躯体工 厚さ
天端幅(橋軸方
向)
敷幅(橋軸方向)
高さ
胸壁の高さ
天端長
敷長

全数量
〔型枠取外し後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）構造物工編
（試行）」により出来形管理資料を
提出する場合は、出来形計測状況
を
１工事１回

10-3-6-8

10
道
路
編

３
橋
梁
下
部

７
Ｒ
Ｃ
橋
脚
工

9 1 橋脚躯体工
（張出式）

厚さ
天端幅
敷幅
高さ
天端長
敷長

全数量
〔型枠取外し後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）構造物工編
（試行）」により出来形管理資料を
提出する場合は、出来形計測状況
を
１工事１回

10-3-7-9

10
道
路
編

３
橋
梁
下
部

７
Ｒ
Ｃ
橋
脚
工

9 2 橋脚躯体工
（ラーメン式）

厚さ
天端幅
敷幅
高さ
長さ

全数量
〔型枠取外し後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）構造物工編
（試行）」により出来形管理資料を
提出する場合は、出来形計測状況
を
１工事１回

10-3-7-9

10
道
路
編

３
橋
梁
下
部

８
鋼
製
橋
脚
工

9 1 橋脚フーチング工
（Ｉ型・Ｔ型）

幅
高さ
長さ

全数量
〔型枠取外後〕

10-3-8-9

10
道
路
編

３
橋
梁
下
部

８
鋼
製
橋
脚
工

9 2 橋脚フーチング工
（門型）

幅
高さ

全数量
〔型枠取外後〕

10-3-8-9

３
工
場
製
作
工

鋼製橋脚製作工 10-3-3-3３
橋
梁
下
部

310
道
路
編
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【第10編　道路編】

撮影項目 撮影頻度[時期]
編 条章 摘　要節

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

撮影箇所一覧表（出来形管理）

10
道
路
編

３
橋
梁
下
部

８
鋼
製
橋
脚
工

10 1 橋脚架設工
（Ｉ型・Ｔ型）

架設状況 架設工法が変わる毎に１回
〔架設中〕

10-3-8-10

10
道
路
編

３
橋
梁
下
部

８
鋼
製
橋
脚
工

10 2 橋脚架設工
（門型）

架設状況 架設工法が変わる毎に１回
〔架設中〕

10-3-8-10

10
道
路
編

３
橋
梁
下
部

８
鋼
製
橋
脚
工

11 現場継手工 継手部のすき間 １施工箇所に１回
〔施工後〕

10-3-8-11

原寸状況 １橋に１回又は１工事に１回
〔原寸時〕

製作状況 適宜
〔製作中〕

10
道
路
編

４
鋼
橋
上
部

８
橋
梁
付
属
物
工

3 落橋防止装置工 アンカーボルト
孔の削孔長

１施工箇所に１回
〔削孔後〕

10-4-8-3

原寸状況 １橋に１回又は１工事に１回
〔原寸時〕

製作状況 適宜
〔製作中〕

仮組立寸法
(撮影項目は適
宜)

１橋に１回又は１工事に１回
〔仮組立時〕

幅
高さ

桁毎に１回
〔型枠取外し後〕

岩質 岩質の変わる毎に１回
〔掘削中〕

湧水状況 適宜
〔掘削中〕

吹付面の清掃状
況

80ｍに１回
〔清掃後〕

金網の重合せ状
況

80ｍに１回
〔２次吹付前〕

吹付け厚さ
（検測孔）

80ｍに１回
〔吹付後〕

10-4-3-9４
鋼
橋
上
部

9３
工
場
製
作
工

橋梁用高欄製作工10
道
路
編

10
道
路
編

10
道
路
編

５
コ
ン
ク
リ
ー

ト
橋
上
部

６
プ
レ
ビ
ー

ム
桁
橋
工

６
ト
ン
ネ
ル

（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｍ

）

４
支
保
工

プレビーム桁製作工
（現場）

3

10-5-6-2

10-6-4-3

2

吹付工
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【第10編　道路編】

撮影項目 撮影頻度[時期]
編 条章 摘　要節

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

撮影箇所一覧表（出来形管理）

位置間隔
角度
削孔深さ
孔径
突出量

施工パターン毎又は80ｍに１断面
〔穿孔中〕

ロックボルト注入
状況

施工パターン毎又は80ｍに１断面
〔注入中〕

ロックボルト打設
後の状況

施工パターン毎又は80ｍに１断面
〔打設後〕

覆工
(巻立空間)

１セントルに１回
〔型枠組立後〕

覆工
（厚さ）

１セントルに１回
〔型枠取外し後〕

幅
高さ

200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

10
道
路
編

６
ト
ン
ネ
ル

（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｍ

）

５
覆
工

5 床版コンクリート工 幅
厚さ

200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

10-6-5-5

インバート
（厚さ）

40ｍ又は１施工箇所に１回
〔埋戻し前〕

幅（全幅） 200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

10
道
路
編

６
ト
ン
ネ
ル

（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｍ

）

８
坑
門
工

4 坑門本体工 幅
高さ

１施工箇所に１回
〔埋戻し前〕

10-6-8-4

10
道
路
編

６
ト
ン
ネ
ル

（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｍ

）

４
支
保
工

ロックボルト工4

10-6-5-3

インバート本体工

覆工コンクリート工

10-6-6-4

10-6-4-4

６
イ
ン
バ
ー

ト
工

3

６
ト
ン
ネ
ル

（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｍ

）

4

６
ト
ン
ネ
ル

（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｍ

）

10
道
路
編

10
道
路
編

５
覆
工
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【第10編　道路編】

撮影項目 撮影頻度[時期]
編 条章 摘　要節

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

撮影箇所一覧表（出来形管理）

覆工
(巻立空間)

40ｍ又は１施工箇所に１回
〔型枠組立後〕

覆工
（厚さ）

40ｍ又は１施工箇所に１回
〔型枠取外し後〕

幅　(全幅)
高さ(内法)

200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

10
道
路
編

11
共
同
溝

６
現
場
打
構
築
工

2 現場打躯体工 厚さ
内空幅
内空高

200ｍ又は１施工箇所に１回
〔型枠取外し後〕

10-11-6-2

10
道
路
編

11
共
同
溝

６
現
場
打
構
築
工

4 カラー継手工 厚さ
幅
長さ

１施工箇所に１回
〔設置後〕

10-11-6-4

10
道
路
編

11
共
同
溝

６
現
場
打
構
築
工

5 1 防水工
（防水）

幅 100ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

10-11-6-5

10
道
路
編

11
共
同
溝

６
現
場
打
ち
構
築
工

5 2 防水工
（防水保護工）

厚さ 100ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

10-11-6-5

10
道
路
編

11
共
同
溝

６
現
場
打
構
築
工

5 3 防水工
（防水壁）

高さ
幅
厚さ

１施工箇所に１回
〔施工後〕

10-11-6-5

10
道
路
編

11
共
同
溝

７
プ
レ
キ
ャ
ス
ト
構
築
工

2 プレキャスト躯体工 据付状況 200ｍ又は１施工箇所に１回
〔埋戻し前〕

10-11-7-2

６
ト
ン
ネ
ル

（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｍ

）

８
坑
門
工

510
道
路
編

明り巻工 10-6-8-5
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【第10編　道路編】

撮影項目 撮影頻度[時期]
編 条章 摘　要節

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

撮影箇所一覧表（出来形管理）

10
道
路
編

12
電
線
共
同
溝

５
電
線
共
同
溝
工

2 管路工
（管路部）

敷設状況 100ｍ又は１施工箇所に１回
〔敷設後〕

10-12-5-2

10
道
路
編

12
電
線
共
同
溝

５
電
線
共
同
溝
工

3 プレキャストボックス工
（特殊部）

据付状況 100ｍ又は１施工箇所に１回
〔据付後〕

10-12-5-3

10
道
路
編

12
電
線
共
同
溝

５
電
線
共
同
溝
工

4 現場打ちボックス工
（特殊部）

厚さ
内空幅
内空高

100ｍ又は１施工箇所に１回
〔型枠取外し後〕

10-12-5-4

10
道
路
編

12
電
線
共
同
溝

６
付
帯
設
備
工

2 ハンドホール工 厚さ
幅
高さ

１施工箇所に１回
〔型枠取外し後〕

10-12-6-2

5 切削オーバーレイ工 平坦性 １施工箇所に１回
〔施工後〕

ﾀｯｸｺｰﾄ 各層毎に１回
〔散布時〕

整正状況 400ｍに１回
〔施工後〕

敷均厚
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況
厚さ

各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

10
道
路
編

14
道
路
維
持

４
舗
装
工

11 グルービング工 出来ばえ 施工日に１回
（施工前後）

10-14-4-11

原寸状況 １橋に１回又は１工事に１回
〔原寸時〕

製作状況 適宜
〔製作中〕

仮組立寸法
（撮影項目は適
宜）

１橋に１回又は１工事に１回
〔仮組立時〕

長さ、径、材質 １橋に１回又は１工事に１回
（材料搬入時）

10-16-22-4

出来ばえ 適宜
（施工中）

４
舗
装
工

7

落橋防止装置工

10
道
路
編

10
道
路
編

4

10
道
路
編

16
道
路
修
繕

22
橋
梁
付
属
物
工

10
道
路
編

３
工
場
製
作
工

16
道
路
修
繕

4

14
道
路
維
持

４
舗
装
工

14
道
路
維
持

10-16-3-4桁補強材製作工

10-14-4-5

10-14-4-7路上再生工
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撮影箇所一覧表（その他）

撮影項目 撮影頻度[時期]

そ
の
他

舗
装
工
関
係

塗布又は設置状
況

１施工箇所に１回
〔施工中〕

その他

厚さ、高さ 100ｍ又は１施工箇所に１回
〔型枠取外し後〕

その他

巻出し厚 100ｍ又は１施工箇所に１回
〔巻出し時〕

その他

転圧状況 転圧機械が変わる毎に１回
〔締固時〕

その他

厚さ、高さ 100ｍ又は１施工箇所に１回
〔型枠取外し後〕

その他

組合せ機械 組合せ機械変わる毎に１回
〔施工中〕

その他

土質、岩質 土質、岩質変わる毎に１回
〔掘削中〕

その他

岩盤清掃状況 １施工箇所に１回
〔清掃前後〕

その他

骨材採取製造、
コンクリート製
造、運搬

月に１回
〔施工中〕

その他

打継目処理、
打込養生

８リフトに１回
〔施工中〕

その他

止水板の厚さ、
幅、埋設位置、
岩着及び溶接

各ブロック毎、先行ブロックについ
て４リフトに１回
〔据付後〕

その他

排水孔の位置、
箱抜断面、排水
管取付箇所

各ブロック毎、先行ブロックについ
て４リフトに１回
〔据付後〕

その他

配管間隔、通水
状況

５リフトに１回
〔据付後〕

その他

器種、位置、
間隔

１施工箇所に１回
〔据付後〕

その他

厚さ、幅、高さ １施工箇所に１回
〔埋戻し前〕

その他

岩質 岩質の変わる毎に１回
〔掘削中〕

その他

湧水状況 適宜
〔掘削中〕

その他

埋設支保工
（建込間隔、寸
法、基数）

100ｍ又は１施工箇所に１回
〔建込後〕

その他

湧水処理工設置
状況

全数量
〔設置後〕

その他

撮影箇所一覧表（出来形管理）

ト
ン
ネ
ル
関
係

トンネル
（矢板工法）

写真管理項目
摘要

仮締切（土石）

仮締切（コンクリート）

編 条

堤体埋設計器

ダ
ム
工
関
係

仮排水路

枝
番

橋面防水工

章 節 工　　　　　種

基礎掘削

堤体止水

トンネル坑門工

堤体コンクリート打設

堤体排水工

堤体冷却工
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撮影箇所一覧表（その他）

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

写真管理項目
摘要編 条

枝
番

章 節 工　　　　　種

そ
の
他

集水渠
（幅、高さ、位
置）

地下排水工
（管接合据付状
況）

地下排水工
（フィルター厚
さ）

100ｍ又は１施工箇所に１回
〔投入前後〕

その他

矢板設置状況 岩質の変わる毎に１回
〔設置後〕

その他

グラウト材料使
用量

全数量
〔使用前後〕

その他

掘削の地山状態 地質の変化の毎に１回
〔掘削中〕

その他

セグメント組立状
況

１工事に１回
〔組立後〕

その他

二次覆工
（セグメント清掃
状況）

１工事に１回
〔清掃後〕

その他

二次覆工の厚さ １スパンに１回
〔型枠取外し後〕

その他

打換パッチング 施工日に１回
〔施工前後〕

その他

目地掃除 3,000㎡に１回
〔施工前後〕

その他

目地充填 3,000㎡に１回
〔施工後〕

その他

注入工、削孔状
況（位置、間隔）

2,000㎡に１回
〔削孔後〕

その他

注入工、注入圧 2,000㎡に１回
〔注入時〕

その他

目地亀裂防止
材、張付け状況

3,000㎡に１回
〔張付け後〕

その他

局部打換、各層
厚さ

各層毎100ｍに１回又は１施工箇所
に１回
〔施工前後〕

その他

厚さ 100ｍに１回又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

その他

出来ばえ ５㎞に１回
（１回刈毎）
〔施工前後〕

その他

出来ばえ １㎞に１回 その他

出来ばえ １施工箇所に１回
（施工前は必要に応じて）
〔施工前後〕

その他

100ｍ又は１施工箇所に１回
〔設置後〕

ト
ン
ネ
ル
関
係

トンネル
（矢板工法）

その他

路肩、路側路盤工

路肩整正

道路除草

シールド

新設、更新、修理防護柵類

維
持
修
繕
工
関
係

コンクリート舗装

アスファルト舗装
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撮影箇所一覧表（その他）

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

写真管理項目
摘要編 条

枝
番

章 節 工　　　　　種

そ
の
他

基礎幅、深さ、
出来ばえ

基礎タイプ毎５カ所に１回
（施工前は必要に応じて）
〔施工前後〕

その他

基礎幅、深さ、
出来ばえ

基礎タイプ毎５カ所に１回
（施工前は必要に応じて）
〔施工前後〕

その他

出来ばえ 施工日に１回
〔施工後〕

その他

出来ばえ 施工日に１回
〔施工前後〕

その他

出来ばえ 施工日に１回
〔施工前後〕

その他

材料使用量 全数量
〔施工前後〕

その他

出来ばえ 適宜
〔施工前後〕

その他

出来ばえ 適宜
〔施工前後〕

その他

出来ばえ 街路樹50本に１回、グリーンベルト
100ｍに１回
〔施工前後〕

その他

出来ばえ 街路樹50本に１回、グリーンベルト
100ｍに１回
〔施工中〕

その他

出来ばえ 適宜
〔施工後〕

その他

施工状況、機種 施工中に１回
〔施工中〕

その他

出来ばえ 施工中に１回
〔施工中〕

その他

材料使用量 全数量
〔施工前後〕

その他

出来ばえ １㎞に１回
（１回刈毎）
〔施工前後〕

その他

処理の状況 その都度
〔施工前後〕

その他

配筋 位置、間隔、
継手寸法

打設ロット毎に１回又は１施工箇所
に１回
〔組立後〕

その他

コンクリート打設 打継目処理、
締固施工状況

工種種別毎に１回
〔施工時〕

その他

養生 養生状況 工種種別毎に１回、養生方法毎に
１回
〔養生時〕

その他

応急処置

清掃（路面、標識、側溝、集
水桝）

新設、更新、修理照明灯

区画線路面表示

街路樹消毒、施肥

街路樹植樹

街路樹剪定

新設、更新、修理標識類

鉄
筋
・
無
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
関
係

排雪除雪

河川除草

凍結防止剤散布

街路樹雪囲

街路樹補強補植

維
持
修
繕
工
関
係

視線誘導標
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【第12編　下水道編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

掘削状況 マンホール間ごとに１回
〔施工中〕

深さ
幅

マンホール間ごとに１回
〔掘削後〕

管路土工
（管路埋戻）

埋戻状況 マンホール間ごとに１回
〔施工中〕

布設状況 マンホール間ごとに１回
〔施工中〕

中心線の変位
（水平）

マンホール間ごとに１回
〔布設後〕

布設状況 施工延長20mにつき１回
〔施工中〕

中心線の変位
（水平）

施工延長20mにつき１回
〔布設後〕

布設状況 施工延長40mにつき１回
〔施工中〕

中心線の変位
（水平）

施工延長40mにつき１回
〔布設後〕

施工状況 マンホール間ごとに１回
〔施工中〕

幅
厚さ

マンホール間ごとに１回
〔施工後〕

管基礎工
（まくら土台基礎）

設置状況 マンホール間ごとに１回
〔施工中〕

施工状況 施工延長20mにつき１回
〔施工中〕

中心線の変位
（水平）
幅
高さ
厚さ

施工延長20mにつき１回
〔施工後〕

打込状況 施工延長20mにつき１回
〔打込中〕

根入長 施工延長20mにつき１回
〔打込前後〕

変位 施工延長20mにつき１回
〔打込後〕

数量 全数量
〔打込後〕

各種設備設置
撤去状況
（推進設備、掘
進機、坑口、泥
水処理設備等）

１施工箇所に１回
〔施工中〕

推進状況
（掘削、送排泥、
　　裏込注入等）

１施工箇所に１回
〔施工中〕

中心線の変位
（水平）

１施工箇所に１回
〔推進後〕

施工状況 １施工箇所に１回
〔施工中〕

幅
高さ
中心のずれ

１施工箇所に１回
〔施工後〕

撮影箇所一覧表（出来形管理）

編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要

管路土工
（管路掘削）

6 水路築造工
（現場打水路）

４
管
渠
工

（
小
口
径
推
進

）
５

（
推
進

）

3 推進工
（推進工）

7 管路土留工
（鋼矢板土留）

任意仮設の場
合は除く

5 管基礎工
（砂基礎）
（砕石基礎）
（コンクリート基礎）
（はしご胴木基礎）

4 管布設工
（自然流下管）

管布設工
（矩形渠（プレキャスト））

管布設工
（圧送管）

4 立坑内管布設工
（空伏工）

12
下
水
道
編

1
管
路

３
管
渠
工

（
開
削

）

3
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【第12編　下水道編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要

各種設備設置
撤去状況
（シールド機、支
圧壁、坑口、軌
条設備等）

１施工箇所に１回
〔施工中〕

セグメント組立状
況

施工延長40mにつき１回
〔施工中〕

掘進状況
（掘削、送排泥、
　　裏込注入等）

１施工箇所に１回
〔掘進中〕

中心線の変位
（水平）

施工延長40mにつき１回
〔推進後〕

各種設備
設置撤去状況

施工延長40mにつき１回
〔施工中〕

覆工状況 施工延長40mにつき１回
〔施工中〕

中心線の変位
（水平）

二次覆工厚

仕上がり内径

前処理工 １施工箇所に１回
〔施工中〕

挿入状況（引込
作業状況、圧力
管理状況等）

管径毎に１回
〔施工中〕

硬化状況（圧力
管理状況、温度
管理状況）

管径毎に１回
〔施工中〕

管口硬化収縮状
況（内径測定状
況）

1スパン毎に上下流各１回
〔施工中〕

本管管口切断状
況

適宜
〔施工中〕

取付管管口せん
孔状況

管径毎に１回
〔施工中〕

更生管口仕上が
り状況（施工前、
施工後）

1スパン毎に上下流各１回
〔施工後〕

更生管仕上がり
厚さ（ノギスで測
定）

1スパン毎に上下流各１回
〔施工後〕

更生管仕上がり
内径

1スパン毎に上下流各１回
〔施工後：硬化直後、硬化後24時
間以降〕

取付管口仕上が
り状況

1スパン毎、かつ5箇所につき１箇
所
〔施工後〕

前処理工 １施工箇所に１回
〔施工中〕

製管作業状況 管径毎に１回
〔施工中〕

充てん剤注入作
業状況

管径毎に１回
〔施工中〕

本管管口切断状
況

適宜
〔施工中〕

管口状況（仕上
がり内径測定状
況）

1スパン毎に上下流各１回
〔施工中〕

12
下
水
道
編

1
管
路

６
管
渠
工

（
シ
ー

ル
ド

）

3 一次覆工
（掘進工）

７
管
き

ょ
更
生
工

3 管きょ内面被覆工
（反転・形成工法）

最新版の「管
きょ更生工法に
おける設計・施
工管理ガイドラ
イン（案）」に準
拠して実施す
る。

3 管きょ内面被覆工
（製管工法）

最新版の「管
きょ更生工法に
おける設計・施
工管理ガイドラ
イン（案）」に準
拠して実施す
る。

4 二次覆工
（二次覆工）

施工延長40mにつき１回
〔覆工後〕
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【第12編　下水道編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要

取付管管口せん
孔状況

管径毎に１回
〔施工中〕

更生管口仕上が
り状況（施工前、
施工後）

1スパン毎に上下流各１回
〔施工後〕

更生管仕上がり
内径寸法測定

1スパン毎に上下流各１回
〔施工後〕

取付管口仕上が
り状況

1スパン毎、かつ5箇所につき１箇
所
〔施工後〕

据付状況 １施工箇所に１回
〔施工中〕

幅（内法）
壁厚

１施工箇所に１回
〔施工後〕

施工状況 １施工箇所に１回
〔施工中〕

床掘深
基礎工幅
基礎工高
コンクリート幅
コンクリート高

１施工箇所に１回
〔施工後〕

4 組立マンホール工
（組立マンホール工）

据付状況 １施工箇所に１回
〔施工中〕

5 小型マンホール工
（小型マンホール工）

据付状況 １施工箇所に１回
〔施工中〕

施工状況 １施工箇所に１回
〔施工中〕

幅
高さ
壁厚

１施工箇所に１回
〔施工後〕

施工状況 １施工箇所に１回
〔施工中〕

幅
高さ
厚さ

１施工箇所に１回
〔施工後〕

布設状況 １施工箇所に１回
〔施工中〕

中心線の変位
（水平）

１施工箇所に１回
〔施工後〕

施工状況 １施工箇所に１回
〔施工中〕

幅（厚さ）
高さ（深さ）
延長（長さ）

１施工箇所に１回
〔施工後〕

施工状況 １施工箇所に１回
〔施工中〕

幅、長さ
深さ
壁厚

１施工箇所に１回
〔施工後〕

12
下
水
道
編

1
管
路

７
管
き

ょ
更
生
工

3 管きょ内面被覆工
（製管工法）

９
特
殊
マ
ン
ホ
ー

ル
工

4 躯体工
（現場打特殊人孔）

最新版の「管
きょ更生工法に
おける設計・施
工管理ガイドラ
イン（案）」に準
拠して実施す
る。

８
マ
ン
ホ
ー

ル
工

3 現場打ちマンホール工
（現場打ちマンホール工）

現場打ちマンホール工
（マンホール基礎工）

越流堰（雨水吐室）
（越流堰（雨水吐室））

（中継ポンプ施設）

伏せ越し室・雨水吐室工

伏せ越し管工
（伏せ越し管）
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【第12編　下水道編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要

設置状況 １施工箇所に１回
〔設置中〕

ます深 １施工箇所に１回
〔設置後〕

5 取付管布設工
（取付管）

布設状況 １施工箇所に１回
〔施工中〕

施工状況
（立坑設置状
況、立坑基礎設
置状況）

１施工箇所に１回
〔施工中〕

寸法
深さ

１施工箇所に１回
〔施工後〕

施工状況 １施工箇所に１回
〔施工中〕

砕石基礎幅
砕石基礎厚
底版コンクリート
幅
底版コンクリート
厚

１施工箇所に１回
〔施工後〕

施工状況 施工延長40mにつき１回
〔施工中〕

幅 施工延長40mにつき１回
〔施工後〕

掘削状況 施工延長40mにつき１回
〔施工中〕

幅 施工延長40mにつき１回
〔施工後〕

打込状況 施工延長20mにつき１回
〔施工中〕

根入長 施工延長20mにつき１回
〔打込前後〕

変位 施工延長20mにつき１回
〔打込後〕

数量 全数量
〔打込後〕

施工状況 施工延長40mにつき１回
〔施工中〕

地中壁の長さ
垂直変位

施工延長40mにつき１回
〔施工後〕

施工状況 施工延長40mにつき１回
〔施工中〕

地中壁の長さ
垂直変位

施工延長40mにつき１回
〔施工後〕

1
3
立
坑
工

立坑工

立坑土工

12
下
水
道
編

1
管
路

1
0
取
付
管
及
び
ま
す
工

4 ます設置工
（公共ます）

掘削工
（土工（掘削））

地中連続壁工
（壁式）

２
処
分
場
・
ポ
ン
プ
場

３
敷
地
造
成
土
工

4 法面整形工
（盛土・切土）

６
本
体
作
業
土
工

2

７
本
体
仮
設
工

2 土留・仮締切工
（H鋼杭、鋼矢板）

任意仮設の場
合は除く

3

4 地中連続壁工
（柱列式）
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【第12編　下水道編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要

施工状況 施工延長20mにつき１回
〔施工中〕

幅
厚さ

施工延長20mにつき１回
〔施工後〕

打込状況 １施工箇所に１回
〔打込中〕

根入長 １施工箇所に１回
〔打込前〕

偏心量 １施工箇所に１回
〔打込後〕

数量 全数量
〔打込後〕

杭頭処理状況 １施工箇所に１回
〔処理前、中、後〕

打込状況 １施工箇所に１回
〔打込中〕

根入長 １施工箇所に１回
〔打込前〕

偏心量 １施工箇所に１回
〔打込後〕

数量
杭径

全数量
〔打込後〕

杭頭処理状況 １施工箇所に１回
〔処理前、中、後〕

鉄筋組立状況 １施工箇所に１回
〔組立後〕

施工状況 １施工箇所に１回
〔施工中〕

長さ
幅
高さ
壁厚
偏心量

１施工箇所に１回
〔施工中、後〕

施工状況 １施工箇所に１回
〔施工中〕

幅
高さ
壁厚
長さ

測定箇所ごとに１回
〔施工後〕

施工状況 １施工箇所に１回
〔施工中〕

幅
高さ

１施工箇所に１回
〔施工後〕

施工状況 １施工箇所に１回
〔施工中〕

幅
高さ
厚さ
長さ

１施工箇所に１回
〔施工後〕

越流堰板工
（越流堰）

施工状況 １施工箇所に１回
〔施工中〕

幅
高さ
長さ

１施工箇所に１回
〔施工後〕

5 既製杭工
（既製杭）

12
下
水
道
編

２
処
分
場
・
ポ
ン
プ
場

８
本
体
築
造
工

3 直接基礎工
（構造物基礎）

6 場所打杭工
（場所打杭）

9

7
・
8

オープンケーソン基礎工
ニューマチックケーソン基礎工
（ケーソン基礎）

躯体工
（池・槽の主要構造物）
（池・槽の付属構造物）

1
2

躯体工
（開口部）
（ゲート用開口部）
（可動せき用開口部）

1
1

越流樋工
（流出トラフ）
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【第12編　下水道編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要

越流堰板工
(燃料貯留槽工)

施工状況 １槽につき１回
〔施工中〕

幅
高さ
長さ

測定箇所ごとに１回
〔施工後〕

施工状況 １施工箇所に１回
〔施工中〕

幅
高さ
厚さ
延長

測定箇所ごとに１回
〔施工後〕

12
下
水
道
編

２
処
分
場
・
ポ
ン
プ
場

８
本
体
築
造
工

９
場
内
管
路
工

10 管布設工
（流入渠・流出渠）
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【第14編　植栽工編】

撮影頻度[時期]

①植穴 径
深さ

樹種別、規格別に1回
[施工後]

②樹木 施工状況 樹種別、規格別に1回
[施工後]

③支柱 施工状況 樹種別、規格別に1回
[施工後]

④客土
⑤肥料
⑥土壌改良材
⑦幹巻

施工状況
材料の使用量
（空袋）

樹種別、規格別に1回
[施工中及び施工後]

4 中低木植栽工 14-1-3-3

5 特殊樹木植栽工 14-1-3-3

6 地被類植栽工 樹種別、規格別に1回
[混合前]

14-1-3-6

樹種別、規格別に1回
[混合前]

種子別又は1工事につき1
回、又は施工面積1,600㎡
毎に1回

①種子 播種状況 種子別1回
[施工中]

②肥料
③養生材

施工状況
材料の使用量
（空袋）

種子別1回
[施工中及び施工後]

9 花壇植栽工 花壇植栽別1回
[施工後]

樹木養生工（防風ネット） 120m又は1施工箇所に1回
[施工後]

樹木養生工（寒冷紗巻き）  樹種別1回
[施工後]

樹木養生工（植穴透水層）  樹種別1回
[施工後]

樹木養生工（空気管）  樹種別1回
[施工後]

 100m又は1施工箇所に1回
[施工前後]

 100m又は1施工箇所に1回
[施工前後]

樹木養生工（支柱設置）  樹種別、規格別に1回
[施工後]

樹名板工（埋込型樹名板） 基礎タイプ毎5箇所に1回
[施工前及び施工後]
（施工前は必要に応じて）

樹名板工（幹巻型樹名板） 樹種別1回[施工後]

12 根囲い保護工 基礎タイプ毎5箇所に1回
[施工前及び施工後]
（施工前は必要に応じて）

14-1-3-12

14 壁面緑化施設工
（壁面緑化フェンス）
（壁面緑化パネル）
（登はん補助資材）

1施工箇所（タイプ毎）に1回
[施工中及び施工後]

高木植栽工
高木植栽（支柱有・幹巻
有）
高木植栽（支柱有・幹巻
無）

11

施工状況

施工状況

基礎高
基礎幅
根入れ長

施工状況

14-1-3-3高木植栽工に準じる

14-1-3-3高木植栽工に準じる

樹木養生工（養生柵）

10 14-1-3-10

基礎高
基礎幅

支柱の高さ
延長

施工状況

施工状況

厚さ
幅
長さ

施工状況

基礎高
基礎幅
根入れ長

施工状況

高さ
延長

14-1-3-11

14-1-3-7

播種工8

材料の使用量

厚さ

7 草花種子散布工
（草花種子散布工）
（草花植生マット）

撮影箇所一覧表（出来形管理）

14-1-3-3

編 条章 摘　要節
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

撮影項目

３
植
栽
工

１
植
栽

14
植
栽
工
編

3
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【第14編　植栽工編】

撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

編 条章 摘　要節
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

撮影項目

3 根回し工（高中木根回し） 樹種別、規格別に1回
[施工後]

①樹木 施工状況 樹種別、規格別に1回
[施工後]

②支柱 施工状況 樹種別、規格別に1回
[施工後]

14-1-4-4

5 根株移植工
（根株運搬）
（特殊機械掘取）
（特殊機械運搬）

樹種別、規格別に1回
[施工後]

14-1-4-5

①樹木 施工状況 樹種別、規格別に1回
[施工後]

②支柱 施工状況 樹種別、規格別に1回
[施工後]

7 地衣類移植工
（地衣類運搬）

樹種別、規格別に1回
[施工後]

14-1-4-7

8 樹木養生工 14-1-3-10

9 樹名板工 14-1-3-11

10 根囲い保護工 14-1-3-12

3 高中木整姿工
（基本剪定）
（軽剪定）
（機械剪定）

樹種別、規格別に1回
[施工後]

4 低木整姿工
（手刈）
（機械刈）

樹種別、規格別に1回
[施工後]

樹勢回復工（樹勢回復） 樹種別、規格別に1回
[施工後]

樹勢回復工（樹木修復） 修復方法別に1回
[施工後]

14-1-4-66

４
移
植
工

施工状況５
樹
木
整
姿
工

14-1-3-12根囲い保護工に準じる

4

施工状況

中低木移植工

施工状況

14-1-3-10樹木養生工に準じる

14-1-3-11樹名板工に準じる

施工状況

施工状況5

施工状況

根回し状況

高木移植工
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【第16編　農業農村整備編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

整地工
　（表土扱い）

表土厚 10aあたり１回
（施工後）

施工前、中、後
の全景
切盛土の施工状
況

1筆あたりに1回
（施工中）

整地工
　（基盤整地）
　（表土整地）

基盤面
表土埋戻後

10aあたり１回
（施工後）

基盤面
表土埋戻後

1筆あたりに1回
（施工中）

整地工
　（畦畔復旧）

幅
高さ
その他必要箇所

施工延長200～400mにつき1回
上記未満は2回
（施工後）

施工状況 200mに1回
（施工中）

暗渠排水工
　（吸水渠）

埋設深
埋設間隔
その他必要箇所

1耕区あたり1～2回の割合
（施工中、施工後）

暗渠排水工
　（集水渠、導水渠）

埋設深
その他必要箇所

施工延長おおむね50～200mにつ
き1回
（施工中、施工後）

用水路工
　（水路工）

施工状況 １００ｍあたり１回
（施工中）

その他必要箇所 施工延長おむね50～100mにつき1
回の割合
上記未満は2回
（施工後）

用水路工
　（土水路）

施工状況 １００ｍあたり１回
（施工中）

幅
厚さ
高さ
法勾配
その他必要箇所

施工延長おむね200～400mにつき
1回の割合
上記未満は2回
施工延長を示さない場合は、1～2
工区につき1回の割合
（施工後）

砂利舗装工 まき出し厚さ
転圧
厚さ
幅
その他必要箇所

幹線道路は50～100mにつき1回
支線道路は200～400mにつき1回
（施工後）

施工状況 100mに1回

撮影箇所一覧表（出来形管理）

編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要

16
農
業
農
村
整
備
編

１
ほ
場
整
備
工
事

３
整
地
工

4

16
農
業
農
村
整
備
編

１
ほ
場
整
備
工
事

３
整
地
工

1

16
農
業
農
村
整
備
編

１
ほ
場
整
備
工
事

４
用
水
路
工

4

16
農
業
農
村
整
備
編

１
ほ
場
整
備
工
事

７
道
路
工

11
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【第16編　農業農村整備編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要

小型擁壁工 裏込厚さ 100m又は1施工箇所に1回
（施工中）

幅
高さ
厚さ
法勾配

100m又は1施工箇所に1回
（型枠取外し後）

柵渠工
　（コンクリートブロック積み水
路）

基礎関係
裏込
幅
高さ
その他必要箇所

施工延長おおむね50～100mにつ
き1回
上記未満は2回
（施工後）

柵渠工
　（鉄筋コンクリート柵渠）

アーム間隔
柵板設置
その他必要箇所

施工延長おおむね50～100mにつ
き1回
上記未満は2回
（施工後）

16
農
業
農
村
整
備
編

５
管
水
路
工
事

５
管
体
基
礎
工

1 砂基礎工 基礎の厚さ
埋戻の厚さ
幅
まき出し状況
締固め状況

施工延長50～100mにつき1回
上記未満は2回
（施工中、施工後）

16
農
業
農
村
整
備
編

５
管
水
路
工
事

６
管
体
工

1 硬質塩化ビニル管布設工 管布設状況
外観検査
ジョイント関係
その他必要箇所

施工延長50～100mにつき1回
上記未満は2回
（施工中、施工後）

頭首工 床掘
型枠組立鉄筋
コンクリート打設
状況
養生状況

1施工に1回
（施工中）

各部
幅
高さ
厚さ
長さ
配筋
その他必要箇所

構造物の寸法表示箇所を堰長10m
に1回
（型枠取外し後）

護床ブロック（異形ブロック）
　（製作）

ブロックヤード
製作状況

1日の製作数量を1回
（製作中）

形状寸法
強度試験検測状
況

1日の製作数量を2回
（製作後）

護床ブロック（異形ブロック）
　（据付）

基礎地盤状況
据付状況
その他必要箇所

200m2につき1回
上記未満は2回
（施工中）

16
農
業
農
村
整
備
編

２
舗
装
工
事
・
道
路
改
良
工
事

６
擁
壁
工

8

６
護
床
工

16
農
業
農
村
整
備
編

４
排
水
路
工
事
・
河
川
工
事

８
柵
渠
工

2

16
農
業
農
村
整
備
編

９
頭
首
工
工
事

４
可
動
堰
本
体
工

16
農
業
農
村
整
備
編

９
頭
首
工
工
事
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【第16編　農業農村整備編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要

16
農
業
農
村
整
備
編

12
た
め
池
改
修
工
事

３
堤
体
工

10 堤体盛立土 盛土幅員
まき出し厚さ
転圧状況
法長
法面（芝）
法勾配
排水側溝
その他必要箇所

施工延長20～40mにつき1回
（施工中、施工後）

16
農
業
農
村
整
備
編

12
た
め
池
改
修
工
事

５
洪
水
吐
工

1 洪水吐工 床掘
基礎
幅
高さ
配筋
打継ぎ目
パイプ布設
外観検査
ジョイント
その他必要箇所

2スパンに1つき1回
箇所単位の構造物については、適
宜撮影する
（施工中、施工後）

16
農
業
農
村
整
備
編

12
た
め
池
改
修
工
事

６
取
水
施
設
工

1 取水施設工（樋管工） 床掘
基礎
幅
高さ
厚さ
配筋
打継ぎ目
その他必要箇所

施工延長10mにつき1回
箇所単位の構造物については、適
宜撮影する
（施工中、施工後）

Ⅲ－75



【第17編　漁港漁場編】

撮影頻度[時期]

水産庁漁港漁場整備部監修の「漁港漁場関係工事共通仕様書」を準拠するものとする。

17
漁
港
漁
場
編

撮影箇所一覧表（出来形管理）

編 条章 摘　要節
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

撮影項目
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【第18編　林道編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

３ 工作状況 適宜（工作中）

杭長、径 1施工箇所に1回〔打込み前〕

位置、打込み状
況、杭頭処理

1施工箇所に1回〔打込み後、処理
前、処理中、処理後〕

数量 全数量〔打込み後、処理前、処理
中、処理後〕

土留め寸法 1基に1回〔施工後〕

撮影箇所一覧表（出来形管理）

編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要

木げた橋18
林
道
編

６
木
造
橋
上
部

３
木
造
橋
上
部
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【第19編　治山編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

19
治
山
編

２
流
路
工

３
護
岸
工

５ ブロック基礎工
　（ブロック積（張）護岸工）

高さ
幅
延長

１００ｍ又は１施工箇所に１回
（施工後）

裏込厚さ 120ｍ又は1施工箇所に1回
（施工中）

高さ
幅

200ｍ又は1施工箇所に1回
（施工後）

裏込厚さ 120ｍ又は1施工箇所に1回
（施工中）

厚さ
高さ
幅

200ｍ又は1施工箇所に1回
（施工後）

３
鋼製落石防止壁工 高さ １００ｍ又は１施工箇所に１回

（施工後）

５

落石防護網工 ロープ間隔
法長
区間長

１００ｍ又は１施工箇所に１回
（施工後）

６

固定工
（ロープ伏工）

ロープ間隔
法長
区間長

１００ｍ又は１施工箇所に１回
（施工後）

３ ４

野面石水路工 床拵の状況、
幅､深さ
仕上げ状況

おおむね50ｍに1箇所
〔施工中、施工後〕

８

練石張水路工 床拵の状況、
幅､深さ
仕上げ状況

おおむね50ｍに1箇所
〔施工中、施工後〕

９

植生土のう水路工 床拵の状況、
幅､深さ
仕上げ状況

おおむね50ｍに1箇所
〔施工中、施工後〕

１０

張芝水路工 床拵の状況、
幅､深さ
張芝（目串）の状
況

おおむね50ｍに1箇所
〔施工中、施工後〕

１１

コルゲート半円管水路工 床拵の状況、
幅､深さ
仕上げ状況

おおむね100ｍに1箇所
〔施工中、施工後〕

２ 編柵工

３ 木柵工

４ コンクリート板柵工

５
鋼製及び合成樹脂二次製品の
柵工

２ 石筋工

３ 萱筋工

４ 丸太筋工

５ 木筋工

６ 人工芝筋工

７ 植生土のう筋工

８
その他二次製品を用いた筋工

撮影箇所一覧表（出来形管理）

編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要

19
治
山
編

３
山
腹
工

10
山
腹
水
路
工

19
治
山
編

３
山
腹
工

６
土
留
工

８ 丸太積土留工

19
治
山
編

３
山
腹
工

６
土
留
工

７ 木製土留・擁壁工
（ウッドブロック土留工等）

19
治
山
編

３
山
腹
工

８
落
石
防
護
工

19
治
山
編

３
山
腹
工

12
筋
工

床拵の状況
幅、高さ
杭間隔
植栽、施肥
仕上げ状況

おおむね100ｍに1箇所
〔施工中、施工後〕

19
治
山
編

３
山
腹
工

11
柵
工

床拵の状況
幅、高さ
杭間隔
植栽、施肥
仕上げ状況

おおむね100ｍに1箇所
〔施工中、施工後〕
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【第19編　治山編】

撮影項目 撮影頻度[時期]

撮影箇所一覧表（出来形管理）

編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要

２ わら伏工

３ むしろ伏工

４ 網伏工

５ その他二次製品を用いた伏工

４
航空実播工 実播材料 適宜（配合時）

材料使用量 施工後

積込、散布飛行
状況

適宜（施工中）

１
一般事項（保安施設） 保安施設の整備

の状況
掘削前

２
掘削 岩質 岩質が変わる毎に１回（掘削中）

湧水状況 適宜（掘削中）

３
４

支保工一般
鋼製支保工

支保工設置状況 80ｍ又は1施工箇所に1回
（施工中、完成後）

埋めころしの支
保材料の組立状
況

80ｍ又は1施工箇所に1回
（施工中）

５
覆工 覆工の鉄筋の組

立状況
80ｍ又は1施工箇所に1回
（施工中）

19
治
山
編

３
山
腹
工

14
実
播
工

19
治
山
編

４
地
す
べ
り
防
止
工

５
排
水
ト
ン
ネ
ル
工

19
治
山
編

３
山
腹
工

13
伏
工

法切、床拵の状
況
仕上げ状況

おおむね300㎡に1箇所
〔施工中、施工後〕
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円

円

円

様式－４ 掛金収納書（電子申請方式）
（共済契約者が発注者へ）

共済契約者番号

共済契約者名
（法人または事業主氏名）

ＪＶの場合は
共同企業体名

掛金収納書番号
（お問い合わせの際は、この番号と共済契約者名をお知らせください。）

収納年月日

退職金ポイント購入額

単価 購入日数 購入額

３１０円
（中小企業用）

日

３１０円
（大手企業用）

日

合計 日

工事情報

元請契約の工事番号および工事名

工事の区分

公共

民間

その他

発注者名

本工事について、カードリーダーの設置等、就業履歴が蓄積可能な環境の有無（有）     （無）

総工事費 円

元請負人の建設キャリア
アップシステム事業者ＩＤ

本現場の建設キャリア
アップシステム現場ID

本工事を施工する下請負人を含めた
建設キャリアアップシステムへの登録の有無   （有）   （無）

本工事について、下請負人を含めた施工体制登録の有無     （有）   （無）

当該工事の退職金ポイント購入の考え方

この掛金収納書は、電子申請方式の退職金ポイン
トの購入を証する書です。
税務処理には使用できません。
また、公共工事を請け負った場合には、発注官庁等
からこの掛金収納書の提出を求められる場合があ
りますので、大切に管理・保管願います。

(参考)

建設キャリアアップシステム登録情報

独立行政法人勤労者退職金共済機構

建設業退職金共済事業本部　電子印鑑

様 式

- 1 -



様式－４

あて

円

共済契約者番号

建設キャリアアップシステム事業者ID

共済証紙購入金額 円

(

掛
金
収
納
書
は
台
紙
に
貼
り
付
け
る

)

当該工事における共済証紙購入の考え方　(該当する□に✓をチェックして下さい)

1. 発注者の指示のとおり

2. 対象労働者数と当該労働者の就労日数を的確に把握している場合
就 労 予 定 延 人 数

人日 × 円 円

3. 対象労働者数と当該労働者の就労日数の把握が困難な場合
総 工 事 費 購 入 率

％

1,000 70 ％
※対象工事における労働者の建退共加入率

4.その他

（参考）

建設キャリアアップシステム登録情報

　共済契約者である元請負人の建設キャリアアップシステム事業者登録の有無　    （　有　・ 無　）

　本工事について、現場・契約情報の建設キャリアアップシステムへの登録の有無  （　有　・ 無　）

　本工事について、カードリーダーの設置等、就業履歴が蓄積可能な環境の有無    （　有　・ 無　）

円

購入額の根拠を記入

販 売 価 格

＝

※加入率

円 × × ＝

掛金収納書提出用台紙

発 注 者 三重県知事

工 事 番 号 お よ び 工 事 名

建 設 キ ャ リア ア ッ プ シ ステ ム現 場 ID 総工事費

様 式
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受注者（元請）

住　 所

名　 称



様式－４－２

年 月 日

発注者

様

受注者

住所

名称

共済契約者番号

建設キャリアアップシステム事業者ID

工事番号および工事名

建設キャリアアップシステム現場ID

工事期間

年 月 日 ～ 年 月 日

上記工事に係る建設業退職金共済制度の掛金充当実績について、以下のとおり報告します。

（１）工事全体

労働者延べ就労日数

本工事に従事した事業者数（元請を含む） 者

本工事に従事した労働者数 人

（２）建退共対象労働者

建退共対象労働者延べ就労日数（掛金充当日数） 人日

採用した方式
電子申請方式 証紙貼付方式

・事業者数（元請を含む） 者

・対象労働者数 人

（参考：工事全体の数を記入すること）

・建設キャリアアップシステムによる就労履歴数 人日

・建設キャリアアップシステムの施工体制を登録した事業者数 者

・建設キャリアアップシステムの作業員登録を行った労働者数 人

建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表

人日

三重県知事

様 式
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様式－９

（ ）

（内容）

・

工 事 打 合 せ 簿

発議者 □発注者 □受注者 発議年月日

発
注
者

発議事項
□指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出

□その他

工事名

します。□受理上記について □指示 □承諾

添付図 葉、その他添付図書

□報告

□提出

年月日：

□提出 □受理 します。□協議

処
理 □その他

年月日：

□協議

回
答 □その他

受
注
者

上記について □承諾

様 式
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様式－１０

標記工事について、下記の材料について確認されたく提出します。

材　料　確　認　書

令和　　年　　月　　日

工事名

記

材料名 品質規格 単位 搬入数量
確　　認　　欄

備考
確認年月日 確認方法 合格数量 確認者

様 式
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様式－１１

年月日：

年月日：

監督員名：

年月日：

上記について、段階確認を実施し確認した。

監督員名：

確　　認　　書

通　　知　　書

下記種別について、段階確認を行う予定であるので通知します。

確 認 種 別 確 認 細 別 確認時期項目 確認時期予定日 確認実施日等

段　階　確　認　書

施　工　予　定　表

種 別 細 別 確認時期項目 施工予定時期 記 事

下記のとおり施工段階の予定時期を報告いたします。

工事名
受注者名：

現場代理人名等：

様 式

- 6 -



様式－１２

確認 ・ 立会依頼書

確認 ・ 立会事項

年月日：

下記について　　確　認　・　立　会　　されたく提出します。

記

資　　　　料

工事名

工　　　　種

希 望 日 時 時

場　　　　所

記　　　　　事

確 認 立 会 員

実　施　日　時 時

様 式
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様式－１３

事　　故　　速　　報　　（第　　報）

情報の通報者名 （受注者名、第三者名等）

令和　　　年　　　月　　　日　　　時　　　分受信

発信者

事故発生月日 令和　  　　年　  　　月　  　　日（ 　 　）　  　 　時　    　　分

事故発生場所

工事名

令和      　年      　月　      日　から
工期

令和　      年　      月　      日　まで

受注者名

氏　　名 年　齢 性　別 職　　種　 被害の程度　 備　　考（病院名等）

※事故の原因、経緯、処置等

※関係機関（労働基準監督署、警察署等）対応状況

　 ・被災者の装備、自然環境の状況（河川水位等）

   ・下請負人等の商号又は名称

 　・物的被害の場合は、規模、被害額等

　 ・連絡先等

※ ①この様式はＡ４で使用し、事故現場の平面図及び簡単な状況図を添付すること。

備
　
考

②工事事故発生確認後、直ちに電話により担当部署に連絡する。また、状況を把握でき次第、早急にメール又はＦＡ
Ｘで担当部署に本様式により報告を行ものとし、更に詳細な状況が把握された段階で逐次報告するものとする。

事
 

故
 

の
 

概
 

要

事
故
の
内
訳

天候（温度）

受信者

契約区分

様 式
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様式－１４

～

（ 月分）

（記事欄）

備　　考

工　事　履　行　報　告　書

工事名

工期

日付

月　　別
予定工程　％

（　）は工程変更後
実施工程　％

様 式
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様式－２２

受信者：「受注者名」又は『三重県知事』

発信者：「三重県知事」(印)又は『受注者名』

　標記について、下記のとおり部分使用することを、工事請負契約書第33条第1項

に基づき（ ）する。

1．使用目的

2．使用部分

3．使用期間 自
至

4．使用者

5．その他

(注) 1.（協議・承諾）には、いずれかに印をつける。
2.協議の場合は、受信者を「受注者名」、発信者を「三重県知事」として、

発注者が作成する。
3.承諾の場合は、受信者を『三重県知事』、発信者を『受注者名』として、

受注者が作成する。

令和　年　月　日

工事の部分使用について

協議　・　承諾

記

様 式
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様式－２４

受注者　（住所）

（氏名）
（現場代理人氏名）

　　　下記のとおり支給品を受領しました。

記

工 事 名

数　　　　　　　　量

前回まで 今　回 累　計

支　　給　　品　　受　　領　　書

三重県知事　あて
令和　　年　　月　　日

契約年月日

品　　　目 規　格 単　位 備　　　　考

様 式

- 11 -



様式－２５

受注者　（住所）

（氏名）
（現場代理人氏名）

　下記のとおり支給品を精算します。

記

工　事　名 契約年月日

支給数量 使用数量 残 数 量

※
上記精算について調査したところ事実に相違ないことを証明する。

監　督　員 　　　　　
　　　　　　　

証　明  欄
（職氏名）

　　(注)　※は監督員が記入する。
　　　　　

支　　給　　品　　精　　算　　書

令和　年　月　日

三重県知事　あて

品　　　　目 規　　格 単位
　　　数　　　　　　　　量

備　　　　　考

※物品管理簿登記

令和　　年　　月　　日

様 式
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様
式
－
２
６

自
日

平
成

年
月
分

至
日

工
事
名

建
設
機
械
の
貸
付
契
約
年
月
日

借
受
人
（
氏
名
）

監
督
員

作
成
者
（
氏
名
）

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

(注
)

1．
お
も
な
作
業
内
容
の
欄
は
、
貸
付
機
械
を
二
工
種
以
上
の
異
な
る
作
業
に
使
用
し
た
と
き
は
、
運
転
時
間
又
は
運
転
日
数
の
最
も
多
い
作
業
内
容
を
記
入
す
る
。

2．
お
も
な
作
業
の
作
業
量
の
欄
は
、
お
も
な
作
業
内
容
に
欄
に
記
入
し
た
作
業
の
作
業
量
を
測
定
で
き
る
と
き
に
記
入
す
る
。

3．
運
転
時
間
の
欄
は
、
運
転
時
間
の
管
理
の
で
き
な
い
機
械
又
は
管
理
の
必
用
の
な
い
機
械
に
つ
い
て
は
、
記
入
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

4．
運
転
の
ミ
ス
又
は
不
慮
の
事
故
に
伴
う
修
理
で
、
当
該
修
理
に
要
し
た
費
用
が
30
0千

円
を
超
え
る
と
き
は
、
修
理
内
容
の
詳
細
な
説
明
を
添
付
す
る
。

建
設
機
械
使
用
実
績
報
告
書

日

維
持
修
理
費

修
理
個
所
等

摘
要

運
転
日
数

運
転
時
間

建
設
機
械
名

建
設
機
械

番
号

お
も
な

作
業
内
容

お
も
な
作
業

の
作
業
量

稼
動
状
況

時
間

日日
時
間

時
間

日日
時
間

時
間

日 日
時
間

時
間

様 式
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様式－２７

受注者　（住所）

（氏名）
（現場代理人氏名）

工事名

名称 規格 数量

引渡し立会者
三　重　県　　（職氏名）
借　受　人　　　（氏名）

建設機械借用・返納書

令和　　年　　月　　日

三重県知事　あて

　本工事における使用建設機械を機能現況確認の上、下記のとおり しました。

建設機械名 型式 機械番号
付属品 引渡しを

受けた場所
備考

様 式
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様式－２８

三重県知事　あて
受注者　（住所）

（氏名）
（現場代理人氏名）

　年　　月　　日 工事

における下記の発生品を引き渡します。

品　　　　名 規　　　　格 単　位

記

令和　　年　　月　　日

現　場　発　生　品　調　書

付けをもって請負契約を締結した

数　　　　量 摘　　　　　　要

様 式
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様
式

－
３

１

工
　
種

種
　
別

測
定
者

測
定

項
目

測
定

項
目

測
定

項
目

規
 格

 値
規
 格

 値
規

 格
 値

測
点

又
は

区
別

設
計
値

実
測
値

差
測

点
又

は
区

別
設

計
値

実
測

値
差

測
点

又
は

区
別

設
計
値

実
測
値

差

平
 均

 値
最

 大
 値

最
 小

 値
最

 多
 値

デ
ー

タ
数

標
準

偏
差

出
　

来
　

形
　

管
　

理
　

図
　

表

略
　
　
　
　
　
　
　
図

測 点

設 計 値 と の 差

0

様 式

- 16 -



様
式
－
3
1-
2

工
　
種

測
点
　

種
　
別

合
否
判
定
結
果

規
格
値

判
定

法
面

標
高
較
差

平
均
値

最
小
値
(
差
）

デ
ー
タ
数

評
価
面
積

最
大
値
(
差
）

棄
却
点
数

最
大
値
(
差
）

最
小
値
(
差
）

デ
ー
タ
数

棄
却
点
数

天
端

標
高
較
差

平
均
値

評
価
面
積

出
来
形
合
否
判
定
総
括
表

測
定
項
目

測 点

天
端
天
端
天
端
天
端+
1
0
0

+
8
0

+
5
0

+
2
0

±
0

-2
0

-5
0

-8
0

-1
0
0

様 式
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様
式

－
３

２

工
　
種

種
　
別

測
定
者

測
定

項
目

測
定

項
目

測
定

項
目

規
 格

 値
規
 格

 値
規

 格
 値

測
点

又
は

区
別

設
計
値

実
測
値

差
測

点
又

は
区

別
設

計
値

実
測

値
差

測
点

又
は

区
別

設
計
値

実
測
値

差

平
 均

 値
最

 大
 値

最
 小

 値
最

 多
 値

デ
ー

タ
数

標
準

偏
差

品
　

質
　

管
　

理
　

図
　

表

略
　
　
　
　
　
　
　
図

測 点

設 計 値 と の 差

0

様 式
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様式－３４(1)

  　工　事　名  受注者名

項　　　目 評価内容

 □創意工夫 □施工

□新技術活用

□品質

□安全衛生

□社会性等 □地域への貢献等

創意工夫・社会性等に関する実施状況

実施内容

・施工に伴う器具、工具、装置等の工夫
・コンクリート二次製品等の代替材の適用
・施工方法の工夫、施工環境の改善

 自ら立案実施し
た創意工夫や技
術力

・仮設備計画の工夫
・施工管理の工夫
・ＩＣＴ（情報通信技術）の活用　等

ＮＥＴＩＳ登録技術のうち、
・試行技術の活用
・「少実績優良技術」の活用
・「少実績優良技術」 を除く「有用とされる技術」　の活用
・試行技術及び「有用とされる技術」以外の新技術　の活用

・土工、設備、電気の品質向上の工夫
・コンクリートの材料、打設、養生の工夫
・鉄筋、コンクリート二次製品等使用材料の工夫
・配筋、溶接作業等の工夫　等

・安全衛生教育・講習会・パトロール等の工夫
・仮設備の工夫
・作業環境の改善
・交通事故防止の工夫
・環境保全の工夫　等

・周辺環境への配慮
・現場環境の周辺地域との調和

地域社会や住民
に対する貢献

・地域住民とのコミュニケーション
・災害時など地域への支援・行政などによる救援活動への協力  等

様 式
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様式－３４(2)

工　事　名
項　　　目 評価内容
提案内容

説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする

(添付図）

創意工夫・社会性等に関する実施状況

（説明）

様 式
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様 式
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様 式
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様 式
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様 式
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第１号様式 

 

 

工 事 着 手 届 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

三重県知事   あて 

 

 

住所又は所在地 

受注者 

氏名又は名称 

及び代表者氏名                 

 

 

 

次の工事に着手しますので届けます。 

 

工 事 番 号 

及 び 

工 事 名 

 

工 事 施 行 

 

場 所 

市    

三重県              町         地内 

郡    

請 負 代 金 額 金               円 

着 手 年 月 日 令和   年   月   日 
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第２号様式 

 

 

 

令和  年  月  日    

施 工 計 画 書 

三重県知事 あて 

受注者氏名              

令和  年度                工事 

施工計画書について（提出） 

 

 

標記について三重県公共工事共通仕様書第１編１－１－１－４に基づき提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

受理日 令和  年  月  日   

監督員             
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※施工計画書の作成例 

なお、以下の記載例については、必ずしもこれによることはない。当該工事の施工に合致し

た計画書を作成することが必要であり、受注者の創意工夫で作成されたい。 

 

（１）工事概要 

工事概要については、下記の記載例程度の内容を記載する。また、工事内容は、設計図書の

工事数量総括表の写しでよいものとする。 

 

[工事概要記載例] 

工事番号 

工 事 名  ○○工事 

工事場所  三重県○○市○○ 地先（№ ○○～ № ○○） 

工期 自  令和○○ 年○○ 月○○日 

至  令和○○ 年○○ 月○○日 

請負代金  ￥○○○ ，○○○ ，○○○ 円 

発 注 者  ○○事務所 

    ＴＥＬ：○○○－○○○－○○○○ 

受 注 者  ○○建設株式会社 

      所在地○○ 県○○ 市○○ △△ －△△ 番地 

    ＴＥＬ：○○○－○○○－○○○○ 

  ○○作業所 

   所在地○○ 県○○ 市○○ △△ －△△ 番地 

    ＴＥＬ：○○○－○○○－○○○ 

 

［工事内容記載例］ 

工事区分 工種 種別 細別 単位 数量 摘要 

道路改良 擁壁工 既製杭工 鋼管杭 本 100  

       

       

 

 

 

 

 

（２）計画工程表 

計画工程表は、各種別について作業の初めと終わりがわかるネットワーク、バーチャート等

で作成する。作成に当たっては、気象、特に降雨、気温等によって施工に影響の大きい工種に

ついては、過去のデータ等を十分調査し、工程計画に反映させること。 

※変更時には、実施工程表に基づき予定工程、実施工程等を記入し管理するものとする。 
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［計画工程表記載例］ 
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（３）現場組織表 

現場組織表は、現場における組織の編成及び命令系統並びに業務分担がわかるように記載し、

監理（主任）技術者、専門技術者を置く工事については記入する。 

また、現場代理人については、夜間の連絡先を記入する。 

［現場組織表記載例］ 

事務所 

   住 所 

   ＴＥＬ 

   ＦＡＸ 

氏名 氏名

氏名

監理技術者
又は主任技術者

測量担当者

交通安全担当者

建設副産物責任者

出来形管理担当者

品質管理担当者

氏名

氏名

氏名

氏名

氏名写真管理担当者

安全巡視員

氏名

氏名

氏名

機械器具管理担当者 氏名

重機管理担当者

火薬類取締保安者

氏名

氏名TEL

現場代理人 事務担当者

氏名

夜間連絡先

資材担当者

労務安全担当者

 

 

（４）指定機械 

工事に使用する機械で、設計図書で指定されている機械（騒音振動、排ガス規制、標準操作

等）について記載する。 

 

［指定機械使用計画記載例］ 

機械名 規格 台数 使用工種 備考 

     

     

     

 

 

（５）主要船舶・機械 

工事に使用する船舶・機械で、設計図書で指定されている機械（ 騒音振動、排ガス規制、

標準操作等） 以外の主要なものを記載する。 
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［主要船舶・機械使用計画記載例］ 

機械名 規格 台数 使用工種 備考 

     

     

 

（６）主要資材 

工事に使用する指定材料及び主要資材について記載する。また、必要とする場合は、備考欄

に取扱会社名等を記載すること。 

資材搬入時期と計画工程表が整合していること。 

 

［主要資材計画記載例］ 

資材名 規格 単位 予定数量 搬入時期 備考 

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 ｍ3 300 ８月中旬 ○○生コン 

異型棒鋼 D13 kg 800 ７月上旬 ○○製鉄 

      

      

 

 

（７）施工方法 

施工方法は、次のような内容を記載する。 

１）「主な工種」毎の施工方法 

当該工種における作業フロー等を記載し、各作業段階における事項について記述する。 

 

２）施工実施上の留意事項及び施工方法 

工事箇所の作業環境（周辺の土地利用状況、自然環境、近接状況等）や主要な工種の施

工実施時期（降雨時期、出水・渇水時期等） 等について記述する。 

これを受けて施工実施上の留意事項及び施工方法の要点、制約条件（施工時期、作業時

間、交通規制、自然保護）、関係機関との調整事項について記述する。 

また、準備として工事に使用する基準点や地下埋設物、地上障害物に関する防護方法に

ついて記述する。 

 

３）その他 

工事全体に共通する仮設備の構造、配置計画等について位置図、概略図等を用いて具体

的に記述する。 

その他、間接的設備として仮設建物、材料、機械等の仮置き場、プラント等の機械設備、

運搬路、仮排水、安全管理に関する仮設備等について記述する。 
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４）記載対象 

① 主要な工種 

② 通常の施工方法により難いもの（例： 新技術による施工等） 

③ 設計図書で指定された工法 

④ 共通仕様書に記載されていない特殊工法 

⑤ 施工条件明示項目で、その対応が必要とされる項目 

⑥ 特殊な立地条件で施工や関係機関及び第三者対応が必要とされている施工等 

⑦ 共通仕様書において、監督員の「承諾」を得て施工するもののうち、事前に記述できる

もの及び施工計画書に記述することとなっている事項 

⑧ 指定仮設又は重要な仮設工に関するもの 

 

［作業フロー（ 重力式擁壁）記載例 ］ 

② 作業では、№５付近にの NTT の回線ケーブ  

ルが埋設されているので、試掘を実施し、確認

のうえ作業を行う。 

③ 運搬路に一部通学路があるので、作業時間

帯の確認を行う。 

④ 型枠応力計算で使用部材及び方法を確認す

る。 

⑤ 組立方法の周知徹底と作業主任者による直

接の作業指揮 

⑦ 作業手順の確認 

組立方法の周知徹底と作業主任者による 

⑧ ｺﾝｸﾘｰﾄ打設高は、○ ｍ/１回とする。 

⑨ ｺﾝｸﾘｰﾄ強度の確認 

脱型に必要なｺﾝｸﾘｰﾄ強度を圧縮強度試験によ

り推定し、強度を確認後脱型する。 

 

（留意点） 

ａ）指定仮設または、重要な仮設工に関するものについて記述する。 

ｂ）作業フロー等の記述及び留意事項や施工方法の要点を解りやすく記述する。 

ｃ）共通仕様書、特記仕様書において、承諾を必要とする事項」及び「施工計画書に記

載すべき事項と指定された事項」、「重点安全対策の具体的な実施方法」について

記述する。また、次の間接的設備について記載する。 

・監督員詰所、現場事務所、作業員宿舎、倉庫等の仮設建物 

・材料、機械等の仮置場 

・工事施工上に必要なプラント等の機械設備 

・運搬路（仮道路、仮橋、現道補修等） 

・仮排水 

・工事表示板、安全看板、立入防止柵、安全管理に関する仮設備 

 

 

①丁張の設置

②掘削・床付 ③残土運搬
BH0.6m3 DT10t

⑧ｺﾝｸﾘｰﾄ車 ※④～⑨は
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 繰返し作業

⑨脱型

⑩埋戻し
BH0.6m3
振動ﾛｰﾗﾀﾝﾊﾟ

④型枠組立

⑥鉄筋組立

⑤足場組立

⑦支保工組立
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（８）施工管理計画 

施工管理計画については、設計図書（「建設工事施工管理基準（案）」「写真管理基準（案）」）

等に基づき、その管理方法について記述する。 

 

１）工程管理 

ネットワーク、バーチャート等の管理方法のうち、何を使用するかを記述する。 

２）品質管理 

当該工事で行う品質管理の「試験項目」（試験）について、次のような品質管理計画表を

作成する。 

 

［品質管理計画表記載例］ 

工種 種別 試験項目 施工規模 
試験 
頻度 

試験 
回数 

管理方法 
摘要 

試験ﾃﾞｰﾀ ○○ 

盛土 盛土材料 ○○試験 2000m3 
土質 
変化時 

○回 ○   

         

 

（留意点） 

① 必要な工種が記述されているか。 

② 施工規模に見合った試験回数になっているか。 

③ 基準にないものの適用は妥当か（ 受注者と監督員で協議が必要）。 

④ 管理方法や処理は妥当か。 

⑤ 適切な試験方法か。 

 

３）出来形管理 

当該工事の出来形管理は、「建設工事施工管理基準（案）」等により記述する。 

また、該当工種がないものについては、あらかじめ監督員と協議して定める。 

 

［出来形管理計画表記載例］ 

工種 形状寸法 測定基準 出来形図 出来形成果表 摘要 

○○ ○-○○ 測定延長○○m

に 1箇所 

 

 

平面図に実測

延長を記入す

る。 

断面寸法及び高さに

ついて成果表を作成

する。 

 

 

 

（留意点） 

① 必要な工種が記載されているか。 

② 施工規模に見合った測定箇所、頻度となっているか。 

③ 不可視部の対応は検討されているか。 

④ 基準にないものの適用は妥当か。（監督員と協議が必要） 

様 式

- 32 -



４）写真管理 

当該工事の写真管理は、「写真管理基準（案）」等により記述する。 

 

［写真管理計画表記載例］ 

工種 形状寸法 撮影項目 撮影時期 撮影頻度 摘要 

○○ ○-○○ （施工状況） 

掘削、砕石基礎、 

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 

（出来高管理） 

砕石基礎 

厚さ、幅 

本体 

厚さ、幅、高さ 

 

各施工中 

 

 

締固め後 

 

型枠取外し後 

 

各１回 

№○○ 

 

100mに１回 

№○○ 

 

 

 

（留意事項）（「写真管理基準（案）留意事項」より） 

写真管理基準の「撮影箇所一覧表」の適用について、次の事項に留意する。 

・撮影項目、撮影頻度等が工事内容により不適切な場合は、監督員の指示により追加、削

減するものとする。 

・施工状況等の写真については、ビデオカメラ等の活用ができるものとする。 

・不可視となる出来形部分については、出来形寸法（上墨寸法含む） が確認できるよう、

特に注意して撮影するものとする。 

・撮影箇所がわかりにくい場合には、写真と同時に見取り図等をアルバムに添付する。 

・撮影箇所一覧表に記載のない工種については、監督員の承諾を得て取り扱いを定めるも

のとする。 

 

５）段階確認 

設計図書で定められた段階確認項目についての計画を記述する。 

 

［段階確認（段階確認書）記載例］ 

種別 細別 確認項目 施工予定次期 記事 

○○ ○○ ○○○ ○月○日  

     

 

６）品質証明 

当該工事の中で行う社内検査項目、検査方法、検査段階について記述する。 

 

 

（９）安全管理 

安全管理に必要なそれぞれの責任者や安全管理についての活動方針にいて記述する。 

また、事故発生時における関係機関や被災者宅等への連絡方法や救急病院等についても記述

する。記述が必要な項目は次のとおり。 
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１）工事安全管理対策 

① 安全管理組織（安全協議会の組織等も含む） 

② 危険物を使用する場合は、保管及び取り扱いについて 

③ その他必要事項 

 

２）第三者施設安全管理対策 

家屋、商店、鉄道、ガス、電気、電話、水道等の第三者施設と近接して工事を行う場合

の対策 

 

３）工事安全教育及び訓練についての活動計画 

毎月行う安全教育・訓練の内容を記述する。 

 

[安全教育・訓練計画記載例] 

月 主な活動内容 安全・訓練内容 

1月 準備工、仮設工 当該工事内容等の周知徹底 

避難訓練及び担架の使用方法 

ビデオによる安全教育 

2月 ○○工、××工 作業手順の周知、徹底（現場にて再確認） 

車両系建設機械の危険防止について 

 

 

［ 安全管理組織記載例］ 

事務局安全委員 氏名
機電安全委員 氏名
土木安全委員 氏名
火薬類消費管理者 氏名
火薬類出納官吏者 氏名
自動車安全運行管理者 氏名
安全管理者 氏名
衛生管理者 氏名
安全巡視員 氏名

副安全委員長
氏名

○○安全衛生責任者
（安全委員長）

氏名

 

（留意点） 

① 安全管理組織において、現場パトロールの体制や保安員の明記が必要。 

② 関係法令、指針を参考に記述する。 

③ 作業主任者の配置が必要な作業については、作業名及び作業主任者の氏名等を記述する。 

※ 参考主な法令等（共通仕様書第１編 1-1-1-27（工事中の安全確保）参照 ） 

・労働安全衛生法 

・土木工事安全施工技術指針 

・建設機械施工安全技術指針 

・建設工事公衆災害防止対策要領 
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［安全管理活動記載例］ 

名称 場所 参加予定者 頻度 

朝礼 現場 現場作業従事者 毎日 

安全巡視 現場 安全巡視員 毎日 

    

 

［危険物記載例］ 

名称 摘要法規 使用予定量 

導火線及び雷管 火薬類取締法 ○○m及び○○個 

ダイナマイト 火薬類取締法 ○○kg 

   

 

 

（10）緊急時の体制及び対応 

大雨、強風等の異常気象又は地震、水質事故、工事事故などが発生した場合に対する組織体

制及び連絡系統を記述する。 

 

１）組織体制 

 

［記載例］ 

災害対策部長 災害対策副部長 情報連絡係 氏名

庶務係 氏名
○○○○係 氏名

氏名

氏名

氏名 氏名 ○○○○係

対策係TEL　FAX TEL　FAX

 

２）連絡系統 

連絡系統図には、下記機関の昼間及び夜間の連絡先について記述する。 

① 発注者関係（ 事務所、出張所等の主任監督員等） 

② 受注者関係（ 本社・支社、現場代理人、監理（ 主任） 技術者等） 

③ 関係機関（ 警察署、消防署、労働基準監督署、救急病院等） 

④ 関係企業（ 電力会社、Ｎ ＴＴ 、上水道、下水道、鉄道、ガス会社等） 

その他、現場状況により関係する機関等の連絡先を明記する。 

 

 

（11）交通管理 

工事に伴う交通処理及び交通対策について共通仕様書第１編 1-1-1-33（交通安全管理）に

よって記述する。 

迂回路を設ける場合には、迂回路の図面及び安全施設、案内標識の配置図並びに交通誘導警

備員等の配置について記述する。 

また、具体的な保安施設配置計画、市道及び出入口対策、主要材料の搬入・搬出経路、積載

超過運搬防止対策等について記述する。 
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（12）環境対策 

工事現場地域の生活環境の保全と、円滑な工事施工を図ることを目的として、環境保全対策

について関係法令に準拠して次のような項目の対策計画を記述する。 

１）騒音、振動対策 

２）水質汚濁 

３）ゴミ、ほこりの処理 

４）事業損失防止対策（ 家屋調査、地下水観測等） 

５）産業廃棄物の対応 

６）その他 

 

 

（13）現場作業環境の整備 

現場作業環境の整備に関して、次のような項目の計画を記述する。 

 

１）仮設関係 

２）安全関係 

３）営繕関係 

４）イメージアップ対策の内容 

５）その他 

 

 

（14）再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 

再生資源利用の促進に関する法律に基づき、次のような項目について記述する。 

１）再生資源利用計画書 

２）再生資源利用促進計画書 

３）指定副産物搬出計画（ マニュフェスト等） 

 

 

（15）その他 

その他重要な事項について、必要により記述する。 

１）官公庁への手続き（警察、市町） 

２）地元への周知 

３）休日 

様　　　式
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第２号様式（森林整備工事用） 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

施 工 計 画 書 

 

三重県知事   あて 

 

 

 

受注者氏名              

 

 

令和  年度               事業 

 

 

施工計画書について（提出） 

 

 

 

標記について、三重県公共工事共通仕様書第19編第５章19-5-5-1の規定にもとづき提出し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受理日  令和  年  月  日 

監督員             

様　　　式
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（１）森林整備の概要 

 

年度、事業名   令和  年度                  事業 

 

事業場所 

 

工  期     令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

 

請負金額     ￥ 

（うち消費税及び地方消費税             円） 

 

    事業内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）工程表 

※バーチャートによる。 

工程管理は、実施工程表に基づき予定工程曲線を記入し管理する。 

 

 

 

 

（３）現場組織表 

住 所 

事業所   電 話 

ＦＡＸ 

 

 

現場代理人    主任技術者    施工管理 ○○○○ 

○○○○     ○○○○     安全管理 ○○○○ 

                  事 務 係 ○○○○ 

夜間連絡先    ○○○○ 

電話 

様　　　式
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（４）安全管理 

【例】 

森林整備現場内の安全管理については、作業員の労働災害の防止並びに予防すると

ともに、安全対策として下記の組織を構成し、また事故発生時における連絡表を次

に定めます。 

 

総括安全衛生責任者 ○○○○   安全管理者 ○○○○ 

                 衛生管理者 ○○○○ 

 

事故発生時の連絡表 

○○外科 

電話 XXX-XXX-XXXX 

   ○○生活環境部 

電話 XXX-XXX-XXXX   

  現 場   

○○警察 

電話 XXX-XXX-XXXX 

 
 

 ○○労働基準監督署 

電話 XXX-XXX-XXXX   

 

 

（５）主要資材（植栽等の場合） 

 

資 材 名 規 格 単 位 数 量 摘 要 

     

     

     

     

     

 

 

（６）施工管理計画 

 

  イ 工程管理 

 

 

 

 

  ロ 出来形管理 

工 種 測   定   項   目 

  

  

  

 

 

様　　　式
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  ハ 品質管理 

項 目 管   理   項   目 

  

  

  

 

 

  ニ 写真管理 

 

 

 

 

 

  ホ 施工方法 

    ※解説 

主要工種について、工事の安全を充分に考慮して、施工順序、施工方法を記述

する。 

その他工事に関連して他工事との関連調整、地元への周知方法苦情に対する処

置方法についても必要に応じて記述する。 

様　　　式
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【バーチャート作成例】 
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第５号様式 

 

 

貸 与 品 借 用 書 

 

 

令和  年  月  日  

 

 

三 重 県 知 事  あて 

 

 

 

受注者氏名            

 

 

工事番号 

 

工 事 名 

 

 

年  月  日工事契約に基づく下記物品借用しました。 

 

記 

 

品 名 規 格 単 位 数 量 貸与期間 受領場所 返納場所 貸与条件 
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第６号様式 

 

 

貸 与 品 返 納 書 

 

 

令和  年  月  日  

 

 

三 重 県 知 事  あて 

 

 

 

受注者氏名            

 

 

工事番号 

 

工 事 名 

 

 

年  月  日工事契約に基づく貸与品について下記のとおり返納

します。 

 

記 

 

品 名 規 格 単位 数 量 返納場所 摘 要 
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電 子 媒 体 等 納 品 書 

監督員  ○○ ○○ あて 

受注者(住所) 

(氏名) 

 

(現場代理人氏名)  ○○ ○○  

 

下記のとおり電子媒体及び電子化できなかった書類を納品します。 

 

記 

工事名 令和○○年度○○工事 CORINS登録番号 1234－56789 

電子媒体の種類 規格 単位 数量 作 成 年 月 日 備     考 

ＣＤ－Ｒ 700ＭＢ 部 ２   年 月 日  

      

      

      

      

      

      

 

電子化できなかった書類については、デジタル工事写真のみの電子納品の場合は不要とする。 

電子化できなかった書類名 

 

 

 

 

 

（備考） 

第14号様式 

 

様　　　式
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出
 
来
 
形
 
管
 
理
 
表
 

 工
事
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

発
注
者
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

添
付
資
料
名

 
 
測
定
結
果
総
括
表

 
測
定
結
果
一
覧
表

 
出
来
形
品
質
管
理
図
表

 

 

（
標
準
）
出
来
形
品
質
管
理
図
 
そ
の
他
管
理
資
料

 

 

受
注
者
（
住
所
）
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
（
氏
名
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

現
場
代
理
人
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

※
電
子
納
品
す
る
場
合
、
本
様
式
は
不
要
と
す
る
。
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品
 
質
 
管

 
理
 
表

 
 工
事
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

発
注
者
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

添
付
資
料
名

 
 
測
定
結
果
総
括
表

 
測
定
結
果
一
覧
表

 
出
来
形
品
質
管
理
図
表

 

 

（
標
準
）
出
来
形
品
質
管
理
図
 
そ
の
他
管
理
資
料

 

 

受
注
者
（
住
所
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
氏
名
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

現
場
代
理
人
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ※
電
子
納
品
す
る
場
合
、
本
様
式
は
不
要
と
す
る
。
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様
式
１
－
１

工
　
種

種
　
別

測
定

項
目

規
 
格

 
値

設
 
計

 
値

実
 
測

 
値

差
設

 
計

 
値

実
 
測

 
値

差
設

 
計

 
値

実
 
測

 
値

差
設

 
計

 
値

実
 
測

 
値

差
設

 
計

 
値

実
 
測

 
値

差
平

 
均

 
値

最
 
大

 
値

最
 
小

 
値

最
 
多

 
値

デ
ー

タ
数

標
準

偏
差

測
定

項
目

規
 
格

 
値

設
 
計

 
値

実
 
測

 
値

差
設

 
計

 
値

実
 
測

 
値

差
設

 
計

 
値

実
 
測

 
値

差
設

 
計

 
値

実
 
測

 
値

差
設

 
計

 
値

実
 
測

 
値

差
平

 
均

 
値

最
 
大

 
値

最
 
小

 
値

最
 
多

 
値

デ
ー

タ
数

標
準

偏
差

測
定

項
目

規
 
格

 
値

設
 
計

 
値

実
 
測

 
値

差
設

 
計

 
値

実
 
測

 
値

差
設

 
計

 
値

実
 
測

 
値

差
設

 
計

 
値

実
 
測

 
値

差
設

 
計

 
値

実
 
測

 
値

差
平

 
均

 
値

最
 
大

 
値

最
 
小

 
値

最
 
多

 
値

デ
ー

タ
数

標
準

偏
差

測
定

項
目

規
 
格

 
値

設
 
計

 
値

実
 
測

 
値

差
設

 
計

 
値

実
 
測

 
値

差
設

 
計

 
値

実
 
測

 
値

差
設

 
計

 
値

実
 
測

 
値

差
設

 
計

 
値

実
 
測

 
値

差
平

 
均

 
値

最
 
大

 
値

最
 
小

 
値

最
 
多

 
値

デ
ー

タ
数

標
準

偏
差

　
測
　
定
　
結
　
果
　
総
　
括
　
表
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様
式

１
－

２

工
　

種

種
　

別
測

 
定

 
者

　 測
 
定

 
項

 
目

規
　

格
　

値

測
点

又
は

区
別

設
計

値
実

測
値

差
設

計
値

実
測

値
差

設
計

値
実

測
値

差
設

計
値

実
測

値
差

設
計

値
実

測
値

差

測
 
定

 
項

 
目

規
　

格
　

値

測
点

又
は

区
別

設
計

値
実

測
値

差
設

計
値

実
測

値
差

設
計

値
実

測
値

差
設

計
値

実
測

値
差

設
計

値
実

測
値

差

　
測

　
定

　
結

　
果

　
一

　
覧

　
表
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様式42-2

工事名

工種名

測点 温度℃

160

測定月日 気温℃

敷均し時 温度管理図

摘要110

120

130

140

150

　アスファルト混合物の敷均し時の温度測定　　

受注者名

測定者

様　　　式
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様式51-1

工事名 受注者名

工種名 測 定 者

μｍ

1 2 3 4 計

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

μｍ μｍ

合　　計

測 定 年 月 測　定　者

測 定 位 置
測　　　定　　　値

X－X ｔ （X－X ｔ）
2

5 平均 X t

　塗 膜 厚 測 定 管 理 表　

ロット番号

測 定 時 点 目標膜厚合計 　

- -
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様式51-2

μｍ

判定

標準偏差Ｓ ＝

μｍ

平 均 値Ｘ ＝

μｍ ＝

11

10

9

8

7

6

5

4

3

（Ｆ１） 2

1

35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 41.5

　塗　膜　厚　測　定　成　績　表　

ロット番号

測定時点 中塗塗装完了塗膜厚 目標塗装膜厚

平均値Xおよび標準偏差S

５点平均値
の最小値

度　　　数　　　分　　　布
膜厚X１のクラス 中　　央　　値 チ　ェ　ッ　ク 度　　　数　　Ｆ 1

ヒ　ス　ト　グ　ラ　ム

度
　
　
　
　
　
　
数

　塗　　　　　　　　　膜　（X １）
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様
式

・
出

来
形

１
－

１
－

２
(１

)

工
事

名
：
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

種
　

別
測

　
点

Ｌ
－

５
０

ｍ
Ｌ

－
４

０
ｍ

Ｌ
－

３
０

ｍ
Ｌ

－
２

０
ｍ

Ｌ
－

１
０

ｍ
Ｃ

Ｌ
Ｒ

－
１

０
Ｒ

－
２

０
Ｒ

－
３

０
Ｒ

－
４

０
Ｒ

－
５

０
港

外
法

面
天

端
港

外
天

端
港

内
港

内
法

面
港

外
側

法
線

上
港

内
側

設
計

値
測

定
値

Ｎ
Ｏ

．
○

○
Ｎ

Ｏ
．

○
○

Ｎ
Ｏ

．
○

○
差

～

～

～

設
計

値
測

定
値

差
設

計
値

測
定

値
差

設
計

値
測

定
値

差
設

計
値

測
定

値
差

設
計

値
測

定
値

差
設

計
値

測
定

値
差

設
計

値
測

定
値

差
設

計
値

～

～

～

測
定

値
Ｎ

Ｏ
．

○
○

Ｎ
Ｏ

．
○

○
Ｎ

Ｏ
．

○
○

差

～

～

～

設
計

値
測

定
値

差
設

計
値

測
定

値
差

設
計

値
測

定
値

差
設

計
値

測
定

値
差

設
計

値
測

定
値

差
設

計
値

測
定

値
差

設
計

値
測

定
値

差
設

計
値

～

～

～

測
定

値
Ｎ

Ｏ
．

○
○

Ｎ
Ｏ

．
○

○
Ｎ

Ｏ
．

○
○

差

現
場

代
理

人
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

Ｎ
Ｏ

．
○

○
＋

○
．

○
○

Ｎ
Ｏ

．
○

○

Ｎ
Ｏ

．
○

○
＋

○
．

○
○

Ｎ
Ｏ

．
○

○

Ｎ
Ｏ

．
○

○

Ｎ
Ｏ

．
○

○
＋

○
．

○
○

Ｎ
Ｏ

．
○

○

Ｎ
Ｏ

．
○

○

Ｎ
Ｏ

．
○

○

Ｎ
Ｏ

．
○

○

○○．○○ｍ

Ｎ
Ｏ

．
○

○

Ｎ
Ｏ

．
○

○

Ｎ
Ｏ

．
○

○

Ｎ
Ｏ

．
○

○

Ｎ
Ｏ

．
○

○

Ｎ
Ｏ

．
○

○

Ｎ
Ｏ

．
○

○

令
和

　
　

年
　

　
月

　
　

日
敷

砂
出

来
形

管
理

表

○○．○○ｍ

○○．○○ｍ

天
　

　
　

　
　

端
　

　
　

　
　

高
天

　
　

　
端

　
　

　
幅

延
　

　
　

　
　

長

○○．○○ｍ

○○．○○ｍ

○○．○○ｍ

ＣＬ

Ｌ－○○

Ｒ－○○

Ｌ－○○

Ｌ－○○

Ｌ－○○

Ｌ－○○

Ｌ－○○

Ｒ－○○

Ｒ－○○

Ｒ－○○

Ｒ－○○

Ｒ－○○
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様
式

・
出

来
形

１
－

２
－

２
(１

)

工
事

名
：
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

杭
番

号
杭

列
天

端
高

先
端

深
度

杭
長

天
端

高
先

端
深

度
杭

長
天

端
高

先
端

深
度

杭
長

天
端

高
先

端
深

度
杭

長
天

端
高

先
端

深
度

杭
長

設
計

値
測

定
値

差
変

位
量

Ｘ
変

位
量

Ｙ
偏

芯
量

変
位

量
Ｘ

変
位

量
Ｙ

偏
芯

量
変

位
量

Ｘ
変

位
量

Ｙ
偏

芯
量

変
位

量
Ｘ

変
位

量
Ｙ

偏
芯

量
変

位
量

Ｘ
変

位
量

Ｙ
偏

芯
量

設
計

値
測

定
値

差

杭
番

号
杭

列
天

端
高

先
端

深
度

杭
長

天
端

高
先

端
深

度
杭

長
天

端
高

先
端

深
度

杭
長

天
端

高
先

端
深

度
杭

長
天

端
高

先
端

深
度

杭
長

設
計

値
測

定
値

差
変

位
量

Ｘ
変

位
量

Ｙ
偏

芯
量

変
位

量
Ｘ

変
位

量
Ｙ

偏
芯

量
変

位
量

Ｘ
変

位
量

Ｙ
偏

芯
量

変
位

量
Ｘ

変
位

量
Ｙ

偏
芯

量
変

位
量

Ｘ
変

位
量

Ｙ
偏

芯
量

設
計

値
測

定
値

差

杭
番

号
杭

列
天

端
高

先
端

深
度

杭
長

天
端

高
先

端
深

度
杭

長
天

端
高

先
端

深
度

杭
長

天
端

高
先

端
深

度
杭

長
天

端
高

先
端

深
度

杭
長

設
計

値
測

定
値

差
変

位
量

Ｘ
変

位
量

Ｙ
偏

芯
量

変
位

量
Ｘ

変
位

量
Ｙ

偏
芯

量
変

位
量

Ｘ
変

位
量

Ｙ
偏

芯
量

変
位

量
Ｘ

変
位

量
Ｙ

偏
芯

量
変

位
量

Ｘ
変

位
量

Ｙ
偏

芯
量

設
計

値
測

定
値

差

杭
番

号
杭

列
天

端
高

先
端

深
度

杭
長

天
端

高
先

端
深

度
杭

長
天

端
高

先
端

深
度

杭
長

天
端

高
先

端
深

度
杭

長
天

端
高

先
端

深
度

杭
長

設
計

値
測

定
値

差
変

位
量

Ｘ
変

位
量

Ｙ
偏

芯
量

変
位

量
Ｘ

変
位

量
Ｙ

偏
芯

量
変

位
量

Ｘ
変

位
量

Ｙ
偏

芯
量

変
位

量
Ｘ

変
位

量
Ｙ

偏
芯

量
変

位
量

Ｘ
変

位
量

Ｙ
偏

芯
量

設
計

値
測

定
値

差

5

○
列

杭

Ａ
列

杭

5

Ｂ
列

杭

1
2

3
4

5

1
2

○
列

杭

4

1
2

3

サ
ン

ド
コ

ン
パ

ク
シ

ョ
ン

パ
イ

ル
出

来
形

管
理

表
令

和
　

　
年

　
　

月
　

　
日

現
場

代
理

人
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

1
2

3
4

5

3

4

様　　　式
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様
式

・
出

来
形

１
－

２
－

２
(２

)

工
事

名
：
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

打
設

長
打

設
量

打
設

長
打

設
量

打
設

長
打

設
量

打
設

長
打

設
量

打
設

長
打

設
量

打
設

長
打

設
量

Ａ
－

１
Ａ

－
２

○
－

○
○

－
○

○
－

○
○

－
○

○
－

○

計

設
　

　
計

実
　

　
施

累
計

打
設

量
設

　
　

計
実

　
　

施
累

計
打

設
量

砂
投

入
管

理
表

現
場

代
理

人
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

打
設

杭
Ｎ

Ｏ
S
　

C
　

P
　

部
Ｓ

　
Ｄ

　
部

全
　

　
砂

　
　

量
設

　
　

計
実

　
　

施
累

計
打

設
量
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様
式

・
出

来
形

１
－

３
－

１
(１

)

工
事

名
：
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

Ｘ
方

向
Ｙ

方
向

天
端

高
先

端
深

度
改

良
長

総
吐

出
量

１
ｍ

当
り

Ｘ
方

向
Ｙ

方
向

天
端

高
先

端
深

度
改

良
長

総
吐

出
量

１
ｍ

当
り

設
計

値
設

計
値

実
測

値
実

測
値

差
差

現
場

代
理

人
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

Ｎ
Ｏ

．
Ｎ

Ｏ
．

打
　

設
　

位
　

置
ス

ラ
リ

ー
量

杭
出

来
形

杭
出

来
形

ス
ラ

リ
ー

量
打

　
設

　
位

　
置

深
層

混
合

処
理

杭
出

来
形

管
理

表
令

和
　

　
年

　
　

月
　

　
日

様　　　式
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様
式

・
出

来
形

１
－

３
－

１
(２

)

工
事

名
：
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

分
秒

分
秒

分
秒

分
秒

分
秒

分
秒

（
Ｘ

　
方

　
向

）
（
Ｙ

　
方

　
向

）
Ｎ

Ｏ
．

測
定

深
度

現
場

代
理

人
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  
 

Ｎ
Ｏ

．
測

定
深

度
鉛

　
　

　
直

　
　

　
度

Ｎ
Ｏ

．
測

定
深

度
鉛

　
　

　
直

　
　

　
度

（
Ｘ

　
方

　
向

）
（
Ｙ

　
方

　
向

）
鉛

　
　

　
直

　
　

　
度

（
Ｘ

　
方

　
向

）
（
Ｙ

　
方

　
向

）

深
層

混
合

処
理

杭
鉛

直
度

管
理

表
令

和
　

　
年

　
　

月
　

　
日

様　　　式
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様
式

・
出

来
形

１
－

４
－

１
(１

)

工
事

名
：
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

設
計

値
実

測
値

差 設
計

値
実

測
値

差 設
計

値
実

測
値

差 設
計

値
実

測
値

差 設
計

値
実

測
値

差 設
計

値
実

測
値

差 設
計

値
実

測
値

差 設
計

値
実

測
値

差 設
計

値
実

測
値

差 設
計

値
実

測
値

差 設
計

値
実

測
値

差 設
計

値
実

測
値

差

延
　

　
長

洗
掘

防
止

マ
ッ

ト
出

来
形

管
理

表
令

和
　

　
年

　
　

月
　

　
日

現
場

代
理

人
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

マ
ッ

ト
Ｎ

Ｏ
．

敷
　

　
　

設
　

　
　

月
　

　
　

日
測

　
　

　
　

　
定

　
　

　
　

　
値

備
　

　
　

　
　

　
考

敷
設

位
置

重
ね

幅
敷

設
幅
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様
式

・
出

来
形

１
－

８
－

２

令
和

　
　

年
　

　
月

　
　

日

工
事

名
：
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

（
ｍ

）
設

計
値

実
測

値
差

設
計

値
実

測
値

差
設

計
値

実
測

値
差

実
測

値
(c

m
)

実
測

値
(1

/
1
0
0
0
)

鋼
矢

板
出

来
形

管
理

表
現

場
代

理
人

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

番
　

　
号

長
　

　
さ

打
設

年
月

日

矢
　

　
板

　
　

天
　

　
端

　
　

高
矢

　
　

板
　

　
先

　
　

端
　

　
高

矢
板

法
線

に
対

す
る

出
入

り
矢

板
法

線
に

　
　

　
対

矢
板

法
線

方
向

　
　

の
備

　
　

　
考

（
ｍ

）
（
ｍ

）
（
ｍ

ｍ
）
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令
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様
式

・
出

来
形

１
－

１
０

－
２

（
２

）

令
和

　
　

年
　

　
月

　
　

日

工
事

名
：

現
場

代
理

人
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

法
線

直
角

方
向

法
線

平
行

方
向

法
線

直
角

方
向

法
線

平
行

方
向

法
線

直
角

方
向

法
線

平
行

方
向

杭
先

天
端

高
（
ｍ

）
杭

の
傾

斜
（
度

）

鋼
杭

出
来

形
管

理
表

番
　

号
長

　
さ

（
ｍ

）
差

実
測

値
差

設
計

値
実

測
値

打
設

　
年

月
日

備
　

　
考

設
計

値
設

計
値

実
測

値
差

設
計

値
実

測
値

杭
頭

中
心

位
置

（
ｍ

）
杭

頭
天

端
高

（
ｍ

）
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様
式

・
出

来
形

１
－

１
２

－
１

(１
)

工
事

名
：
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
現

場
代

理
人

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

陽
極

Ｎ
Ｏ

設
計

値
実

測
値

差
基

準
点

高
設

計
値

実
測

値
差

右
上

左
上

右
下

左
下

右
上

左
上

右
下

左
下

陽
　

　
　

極
　

　
　

取
　

　
　

付
溶

　
　

　
　

　
　

接
　

　
　

　
　

　
部

取
付

位
置

基
準

点
か

ら
の

高
さ電

気
防

食
出

来
形

管
理

表
令

和
　

　
年

　
　

月
　

　
日

溶
　

　
接

　
　

長
脚

　
　

　
　

　
長

基
準

点
か

ら
の

高
さ

取
付

位
置

基
準

点
高

右
上

左
上

右
下

左
上
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様
式

・
出

来
形

１
－

１
２

－
１

(２
)

工
事

名
：
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
現

場
代

理
人

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

Ｐ
－

１
Ｐ

－
２

Ｐ
－

３
Ｐ

－
４

Ｐ
－

５
Ｐ

－
６

Ｐ
－

７
Ｐ

－
８

Ｐ
－

９
Ｐ

－
１

０
Ｐ

－
１

１
Ｐ

－
１

２

Ｐ
－

７
Ｐ

－
８

Ｐ
－

９
Ｐ

－
１

０
Ｐ

－
１

１
Ｐ

－
１

２

Ｐ
－

１
Ｐ

－
２

Ｐ
－

３
Ｐ

－
４

Ｐ
－

５
Ｐ

－
６備

　
　

　
考

電
気

防
食

電
位

測
定

管
理

表
令

和
　

　
年

　
　

月
　

　
日

測
　

定
水

　
深

測
　

　
　

　
　

定
　

　
　

　
　

位
　

　
　

　
　

置
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様
式

・
出

来
形

１
－

１
３

－
１

(１
)

令
和

　
　

年
　

　
月

　
　

日

工
事

名
：
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
現

場
代

理
人

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

種
　

別
測

　
点

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
○

～
○

○
～

○
○

～
○

①
線

上
法

線
上

○
線

上
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
．

○
○

ｍ
○

．
○

○
ｍ

○
．

○
○

ｍ
○

．
○

○
ｍ

○
．

○
○

ｍ
○

．
○

○
ｍ

路
床

高
路

盤
高

厚
さ

路
盤

設
計

厚

路
盤

出
来

形
管

理
表

Ｎ
Ｏ

．
○

○

Ｎ
Ｏ

．
○

○
＋

○
．

○
○ Ｎ

Ｏ
．

○
○

幅
延

　
　

　
　

　
　

長

Ｎ
Ｏ

．
○

○

高
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

さ

①
②

③
④

⑤

○
～

○
○

～
○

幅

⑥
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様
式

・
出

来
形

１
－

１
４

－
３

(１
)

工
事

名
：
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
現

場
代

理
人

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

種
　

別
測

　
点

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
○

～
○

○
～

○
○

～
○

①
線

上
法

線
上

○
線

上
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
．

○
○

ｍ
○

．
○

○
ｍ

○
．

○
○

ｍ
○

．
○

○
ｍ

○
．

○
○

ｍ
○

．
○

○
ｍ

路
盤

高
天

端
高

厚
さ

令
和

　
　

年
　

　
月

　
　

日

延
　

　
　

　
　

　
長

舗
装

設
計

厚

Ｎ
Ｏ

．
○

○

高
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

さ
幅

Ｎ
Ｏ

．
○

○

Ｎ
Ｏ

．
○

○
＋

○
．

○
○ Ｎ

Ｏ
．

○
○

舗
装

出
来

形
管

理
表

①
②

③
④

⑤

○
～

○
○

～
○

幅
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様
式

・
出

来
形

３
－

２
－

１

工
事

名
：
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
現

場
代

理
人

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

種
別

測
点

Ｌ
－

３
０

ｍ
Ｌ

－
２

０
ｍ

Ｌ
－

１
０

ｍ
Ｃ

Ｌ
Ｒ

－
１

０
ｍ

Ｒ
－

２
０

ｍ
Ｒ

－
３

０
ｍ

港
外

側
港

内
側

港
外

側
法

線
上

港
内

側
設

計
値

測
定

値
Ｎ

Ｏ
．

○
○

Ｎ
Ｏ

．
○

○
Ｎ

Ｏ
．

○
○

差

～

～

～

設
計

値
測

定
値

差
設

計
値

測
定

値
差

設
計

値
測

定
値

差
設

計
値

測
定

値
差

設
計

値
測

定
値

差
設

計
値

測
定

値
差

設
計

値
測

定
値

差
設

計
値

測
定

値
差

設
計

値
測

定
値

差
設

計
値

～

～

～

測
定

値
Ｎ

Ｏ
．

○
○

Ｎ
Ｏ

．
○

○
Ｎ

Ｏ
．

○
○

差

置
換

材
出

来
形

管
理

表

天
　

　
　

　
　

端
　

　
　

　
　

高
天

　
　

端
　

　
幅

令
和

　
　

年
　

　
月

　
　

日

延
　

　
　

　
　

　
長

Ｎ
Ｏ

．
○

○

Ｎ
Ｏ

．
○

○
＋

○
．

○
○

○○．○○ｍ

○○．○○ｍ

○○．○○ｍ

Ｎ
Ｏ

．
○

○

Ｎ
Ｏ

．
○

○
＋

○
．

○
○

Ｎ
Ｏ

．
○

○

Ｎ
Ｏ

．
○

○
＋

○
．

○
○

Ｎ
Ｏ

．
○

○

Ｎ
Ｏ

．
○

○

Ｎ
Ｏ

．
○

○

Ｎ
Ｏ

．
○

○

Ｎ
Ｏ

．
○

○

Ｌ－３０

－
２

１
．

０
ｍ

Ｌ－２０

Ｌ－１０

ＣＬ

Ｒ－１０

Ｒ－２０

Ｒ－３０

施
工

範
囲
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様
式

・
出

来
形

５
－

２
－

１

工
事

名
：
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
現

場
代

理
人

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

測
定

位
置

測
定

月
日

設
計

値
実

測
値

差
測

定
位

置
測

定
月

日
設

計
値

実
測

値
差

測
定

位
置

測
定

月
日

設
計

値
実

測
値

差
① ② ③ ④

－－

法
線

に
対

す
る

出
入

り
据

付
目

地
間

隔

令
和

　
　

年
　

　
月

　
　

日
ケ

ー
ソ

ン
据

付
出

来
形

管
理

表

天
　

端
　

高
　

さ

Ｎ
Ｏ

．
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1. 建設副産物適正処理推進要綱 

（平成14年５月30日 国官総第122号 国総事第21号 国総建第137号） 

 

国土交通省ＨＰ 

（ https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/recycle/index.html ） 

 

 

 

2. 再生資源の利用の促進について 

（平成３年10月25日 技調発第243－2号建設大臣官房技術審議官通達） 

 

国土交通省ＨＰ 

（ https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/003/74000066/74000066.html ） 

 

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/recycle/index.html
https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/003/74000066/74000066.html
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4. 土木工事安全施工技術指針 

（令和３年３月 国土交通省大臣官房技術調査課） 

 

国土交通省ＨＰ 

（ https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html ） 

 

 

 

5. 建設機械施工安全技術指針 

（平成６年11月１日 経機発第180号建設省建設経済局建設機械課長通達） 

（平成17年３月31日 一部改正 国官技第303号、国総施第190号） 

 

国土交通省ＨＰ 

（ https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000009.html ）  

 

 

 

6. 建設工事公衆災害防止対策要綱 

（令和元年９月２日 国土交通省告示第496号） 

 
国土交通省ＨＰ 

（ https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html ） 

 

 

 

7. 土木請負工事における安全・訓練等の実施について 

（平成４年３月19日 技調発第74号建設大臣官房技術調査室長通達） 

 

国土交通省ＨＰ 

（ https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/012/74000343/74000343.html ） 

 

https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000009.html
https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html
https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/012/74000343/74000343.html
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8. 建設工事の安全対策に関する措置について 

（平成４年４月14日 技調発第114号建設大臣官房技術審議官通達） 

 

国土交通省ＨＰ 

（ https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/012/74000344/74000344.html ） 

 

 

9. 薬液注入工法による建設工事の施工に関する通達 

及び暫定指針 

（通  達：平成２年４月24日 建設省技調発第110号の１ 

      平成２年９月18日 建設省技調発第188号の１） 

（暫定指針：昭和49年７月10日 建設省官技発第160号） 

 

国土交通省（近畿地方整備局）ＨＰ 

（  https://www-1.kkr.mlit.go.jp/plan/jigyousya/technical_information/gijutsukanri/hikkei

_kouji/index.html ） 

 

 

10. 建設工事に伴う騒音振動対策技術指針 

（昭和51年３月２日 官機発第54号の２建設大臣官房技術参事官通達） 

（改正 昭和62年３月30日 機発第58号の２）            

 

国土交通省ＨＰ 

（ https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_fr_000005.html ） 

 

 

11. 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 

（昭和35年12月17日 総理府、建設省令第３号）  

（一部改正 平成29年４月21日 内閣府、国土交通省令第３号） 

 
国土交通省ＨＰ 

（ https://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/taikei01.html ） 

https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/012/74000344/74000344.html
https://www-1.kkr.mlit.go.jp/plan/jigyousya/technical_information/gijutsukanri/hikkei_kouji/index.html
https://www-1.kkr.mlit.go.jp/plan/jigyousya/technical_information/gijutsukanri/hikkei_kouji/index.html
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_fr_000005.html
https://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/taikei01.html
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17. 三重県産業廃棄物税条例 
 

三重県ＨＰ 

（ https://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/16395017913.htm ） 

 

18. 三重県生活環境の保全に関する条例 
 

三重県ＨＰ 

（ https://www.pref.mie.lg.jp/KANSEI/HP/m0049900006.shtm ） 

 

19. 三重県リサイクル製品利用推進条例 
 

三重県ＨＰ 

（ https://www.pref.mie.lg.jp/eco/recycle/index_00006.htm ） 

 
 

20. 三重県リサイクル製品利用推進条例施行規則 
 

三重県ＨＰ 

（ https://www.pref.mie.lg.jp/eco/recycle/index_00006.htm ） 

 

21. みえ・グリーン購入基本方針 

 

三重県ＨＰ 

（ https://www.pref.mie.lg.jp/GYOUKAKU/HP/84547044152.htm ） 

 

22. 三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱 
 

三重県ＨＰ（建設業のための広場） 

（ https://www.pref.mie.lg.jp/KENGYO/HP/32280030370.htm ） 

 

 

 

 

https://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/16395017913.htm
https://www.pref.mie.lg.jp/KANSEI/HP/m0049900006.shtm
https://www.pref.mie.lg.jp/eco/recycle/index_00006.htm
https://www.pref.mie.lg.jp/eco/recycle/index_00006.htm
https://www.pref.mie.lg.jp/GYOUKAKU/HP/84547044152.htm
https://www.pref.mie.lg.jp/KENGYO/HP/32280030370.htm
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23. 施工体制台帳に係る書類の提出について 
 

令和3年3月5日付け国官技第319号、国営建技第16号、 

令和3年3月22日付け国港技第90号 

大臣官房技術調査課長、大臣官房官庁営繕部整備課長から 

各地方整備局企画部長、各地方整備局営繕部長あて 

 

「施工体制台帳に係る書類の提出について」の改正について 

「施工体制台帳に係る書類の提出について」（平成１３年３月３０日付け国官技第７０号、 

国営技第３０号）を別紙のとおり改正したので、貴職におかれては、遺漏なきよう措置され 

たい。 

                                                 

（別紙） 

施工体制台帳に係る書類の提出に関する実施要領 

 

１．目的 

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律及び建設業法に基づく 

適正な施工体制の確保等を図るため、発注者から直接建設工事を請け負った建 

設業者は、施工体制台帳を整備すること等により、的確に建設工事の施工体制 

を把握するとともに、受注者の施工体制について、発注者が必要と認めた事項 

について提出させ、発注者においても的確に施工体制を把握することを目的と 

する。 

２．対象工事 

工事を施工するために、下請契約を締結した工事。 

３．記載すべき内容 

（１）建設業法第２４条の８第１項及び建設業法施行規則第１４条の２に掲げ 

る事項 

（２）安全衛生責任者名、安全衛生推進者名、雇用管理責任者名 

（３）一次下請負人となる警備会社の商号又は名称、現場責任者名、工期 

（注１）提出様式は、別添 様式例を参考とする。 

（注２）施工体制台帳の作成方法等は「施工体制台帳の作成等について（通 

知)」(平成７年６月２０日付け建設省経建発第１４７号、最終改正令 

和３年３月２日付け国不建第４０４～４０５号）を参考とする。 

４．提出手続き 

主任監督員は、受注者に対し、施工体制台帳等を作成後、施工体制台帳等に 

係る書類を、工事着手までに提出させるものとする。また、施工体制に変更が 

生じる場合は、そのつど、提出させるものとする。 

施工体制台帳等は、原則として、電子データで作成・提出するものとする。 

５．提出根拠 

・建設業法第２４条の８ 

・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第１５条 

６．適用 

本通知は、令和２年１０月１日以降に契約する工事に適用するものとする。 
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